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平成 3 年 第 4 固定例会日程

1 2月 5日 (木曜日) 会期の決定、行政報告、諸般の報告

1 2月 6日 (金曜日) 審査報告、議案上程
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1 2月 11日 (水曜日) 一般質問

1 2月 12日 (木曜日) 一般質問

1 2月 13日 (金曜日) 一般質問、議案上程、請願上程

1 2月20日 (金曜日) 審査報告、議案上程、請願上程
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0議長(小山良悟君)

午前11時20分開会

これより平成 3年第4回日野市議会定例会を開会し、直ちに本

日の会議を開きます。

ただいまの出席議員30名であります。

これより日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員については、会議規則第81条の規定により、議長において

24番鎌野行雄君

25番古賀俊昭君

を指名いたします。

次に日程第 2、会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(簸野行雄君) 去る12月2日、本定例会の運営につきまして、 議会

運営委員会を開催しまして協議いたしました。

その結果、会期につきましては、本日より20日までの16日間と決定いたしました。

なお、細かい日程、あるいは議案の取り扱いにつきましてはお手元の資料のとお りで

ございますので、よろしくお願し、し、たし ます。

0議長(小山良悟君) お諮りいたします。 ただいまの議会運営委員長の報告のとおり

会期を決定するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますo よって、会期は本日か ら12月20日

まで期日 16日間と決定いたしました。 (r議長」と呼ぶ者あり )

米沢照男君。

030番(米沢照男君) 会期の関係で一言、要望意見を述べておきたいと思います。

20日最終日には、御存じのように 7時から地区労の解散レセプショ ンが予定されてお

ります。 したがって、この20日の 日は定刻までに終わ らせたい、という議会運営委員会

内の意向が強かったわけで、あります。私も大賛成であり ますので、既に配られた定例会

日程表の13日午後 5時が意見書ないし決議案の提出締切であります。この定刻どおりに

意見書案何件か提出したいと考えております。最終日までにちょうど 1週間ありますの

で、これまでのパター γですと、御存じのように最終日に各会派の意見書案の検討がな

される。したがって延々と休憩が続く、というようなことから、過去 2年間にわたって
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毎回、毎回、議会が流会ということで、提出された意見書案が廃案になるということで

ありますo したがって、今回は最終日に定刻どおりに終わらせるということから、 19日

までに各会派の意見書案に対する検討、そして態度決定をしていただきたい、というこ

とを強く要望しておきます。

以上で、すo

0議長(小山良悟君) ただいまの米沢議員の申し出でありますけれども、基本的には、

議会運営でスムースに議会が運ぶように行うためには、各会派の協力も必要でございま

すので、そのことについては各会派、各議員とも十分承知していると思います。議長と

してもスムースに議会運営が行くように願うところでございまして、その対応につきま

しては議運を通じて行っていきたい、というふうに思いますので、了解していただきた

いと思います。

次に、日程第 3に入る前に理事者から発言したい旨の申し出がありましたので、これ

を許します。

助役。

0助役(砂川雄一君) 貴重な時間を拝借して申しわけありませんが、去る10月16日付

をもちまして、組織条例の改正に伴います人事異動を行いました。それに伴いまして本

会議出席の説明員に異動がございましたので、御紹介を申し上げます。

生活文化部長、糸川 滋。(理事者あいさつ)

環境部長、山口正夫。(理事者あいさつ)

なお、あわせて説明員として次の参事も出席をさせておりますので、御紹介します。

企画財政部参事、大崎茂男。(理事者あいさつ)

総務部参事、小林修。(理事者あいさつ)

なお、企画財政部参事の大崎参事につきましては、市立病院、 JR西豊田駅等を担当

しております。それから、小林参事につきましては、職員の服務、労務、活性化対策、

それから福利厚生対策等を主に担当しています。

以上でございます。よろしくお願い申し上げますo

0議長(小山良悟君)

れを許します。

O教育長(長沢三郎君)

次に、教育長から発言したい旨の申し出がありましたので、こ

発言の機会を与えられましたことを心からお礼申し上げます。

私の不徳のいたすところといえ、昨年12月の議会決議を受けて以来、丸 1年、 議会に

対しまして多大な御迷惑をおかけしてきた責任の重大さを痛感しております。回想録出
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版につきましては時期尚早であった点を反省し、今後こ のような事態を引き起こさぬよ

う十分配慮、してまいりたいと思います。

教育にかかわる諸問題が山積している中で、 至らぬ点の多い私でございますが、適切

な御指導と御助言を得ながら日野市の教育のため微力を注ぎたいものと考えております。

私の気持ちを御賢察の上、特別な御配慮、をいただけますようお願いし、おわびの言葉と

させていただきます。

よろしくお願いします。

0議長(小山良悟君) 次に日程第 3、行政報告を行います。

市長から行政報告を求めます。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 本日より平成 3年第 4回日野市議会定例会をお願し、し、たしま

すo よろしく御指導のほどをお願いを申し上げます。

さきの定例会以降、今定例会に至る聞の主要な行政事項について、私より3件の報告

を行い、他は提出資料をもって報告にかえさせていただきます。

1、市長の海外出張に伴う職務代理の設置についてO

私は、 去る10月21日から11月 1日までの12日間、坂口福祉部長を伴って日本交通公社

の主催する「欧州福祉サービス調査団」に参加 し、公費で海外出張させていただき まし

た。出張期間中、市政運営に遺漏のない よう 地方自治法第152条第 1項の規定を適用し

て、砂川助役に市長の職務代理者を任命し告示の手続きを行い、市議会議長にも御報告

をいたしま した。 11月 1日には帰任して、 2日より正常勤務に復 しておりますが、視察

の所見につきましては、 今後の市政に資 していきたし、 と存じてお ります。

議会と市民皆さんに感謝申し上げて報告といたします。

2、特別職報酬等審議会の諮問について。

特別職報酬等審議会は、必要の都度委嘱できるよう 定めた諮問機関でありますが、本

年10月15日、お手元の委員名簿の構成をもって会議をお願いし、議員報酬等の額の改定

について諮問をいたしました。4回にわた る会議が持たれて、11月29日、 審議結果の答

申を受けております。今定例会に答申に基づく所定の議案を提案したいと考えておりま

す。

3、庁内チームを もって取り組む当面の行政事項について。

市政推進のための行政課題につきましては、担当部、課が当たるのは当然であります

が、近来は組織聞にわたって検討すべき課題がふえており ます。このたび当面する 5件
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の行政課題について、その対策と推進のために組織間にわたるチーム編成と事業の取り

組みを指示しております。一、二カ月のタイムリミットをもって方針を得たいと考えて

おりますので、項目を挙げて報告をし、御理解をお願いするものであります。

1 .七生村土地改良区対策。 2.リサイクル行政の推進。 3. クリーンセ γター用地

拡張の対策。 4.環境行政の推進。 5.平山京王緑地防災対策であります。

以上の行政事項 3点について議会の御理解をお願いいたします。

以上で、す。

O議長(小山良悟君) 収入役以下については報告書のとおりですので、報告を省略い

たします。

これより行政報告について質疑に入ります。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 3件、質問をさせていただきます。

まず最初に、去る 9月定例議会で決算議会並びに本会議におきまして、私の方から指

摘をし解決を迫っておりました市営住宅の入居基準を超える高額所得者の問題を最初に

取り上げてみます。

公営住宅法等の規定に基づき市営住宅を日野市の場合には設置をし、市民の方に住宅

を供給しているわけでありますが、さきの 9月議会におきまして、収入基準を超える入

居者がかなりの数に上っているということが明らかになりました。しかも、その中には

本市の職員も含まれている、ということを初めて答弁されたわけでありますが、その後

の適切な措置を求めていた経緯もありますので、その経過等をお聞きするということに

いたします。

まず最初に、毎年 1回、本年の場合には 9月に入居者の収入調査が行われております。

その結果に基づき、本来明け渡しに応じなければならない高額所得者の入居実態につい

てどのような結果になっているのか、お答えをいただきたいと思います。

なお、 9月定例会において指摘をいたしました高額所得者のうち、市の職員の世帯に

対しては、どのような対応をなされたのか、そのこともあわせてお尋ねをいたします。

また、この市の職員の方については、他の高額所得者の皆さんも同じでありますが、過

去何年にわたって収入超過の状態を続けてきているのか、つまり明け渡しに応じていな

いのか、その年数についても答弁を願います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。
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市営住宅の収入超過者に対するところの御質問でございますけれども、 9月の議会で

東京都等、いわゆる公営住宅を持っております団体の対応を調査いたしまして、今後、

日野市がその処置をとっていきたい、というお答えをいたしました。この間、 9月の議

会以降、いろいろ調査検討し、また対応できるものはしてき?こわけであります。

まず、この高額所得者の問題でございますけれども、現在、東京都がどういう形でやっ

ているか、ということをまず御説明した方が御理解いただけるのではないか、というふ

うに思いますので、概略申し上げたいと思います。

東京都におきましては、現在、都営住宅を約、概数になりますけれども、 24万5000戸

所有しております。このうち平成 3年度、いわゆる平成 2年度の所得をもとにいたしま

して高額所得者を出しております。これが約、 全体の3.1%でございます。これらの方

につきましては明け渡しの通知を出すとともに、この3.1%のさらに 1割でございます

けれども、呼び出しをいたしまして、公営住宅の趣旨、それから公社、公団住宅への斡

旋、政府資金の、いわゆる融資の斡旋、民間住宅への誘導、とこういったものを行って

いるわけでございます。

それで、悪質といし、ますか、高額な入居者、いわゆる所得者につきましては、東京都

都営住宅高額所得者審査会というものを持ちまして、これは法律の専門家を中心にいた

しまして 5名で構成をしております。こ の審議会に諮りまして都の対応を定めている、

ということでございます。要するに、この審査会で明け渡しが可、とそういう結論が出

ますと、 6カ月の猶予を与えまして明け渡しをしてもらう 。それでもこの明け渡し請求

に応じないという者につきましては、 これは民事訴訟に訴えまして明け渡しをしてもら

う。これは、最終的には年、大体10件前後だそうでございます。最終的にはそこまで都

も措置をいたしまして、公営住宅の趣旨に沿った管理運営をしている、という状況でご

ざいます。

それで、こういったものも踏まえまして、日野市の条例できちんと管理運営ができる

のかどうか、その辺も今研究をしております。場合によりましたらば条例改正をしない

と法的な、いわゆる準備とし、いますか、そういうものができない、というような感じも

するわけでございます。この点につきましては早急に結論を出しまして、必要があれば

条例の改正もいたしたい、というふうに考えているところでございます。

大変長くなりましたが、こういう形で東京都がやっているということでございます。

本市の、いわゆる今の御指摘の問題でございますが、具体的な数字を申し上げますと、

この明け渡しをする条件といいますのは、公営住宅法で定めた基準で算定をするわけで
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ございますが、これが月の限度額にいたしますと33万9，000円、これは 2年度も 3年度

も同じでございます。これを 2年間オーバーした場合には明け渡し請求ができる、とい

うことになっているわけでございます。これに該当いたしますのが、件数で申し上げま

すと27件でございます。

それから、この中に市の職員が入っているということでございますが、これは、議会

の中でも先般申し上げました 2件、入っておりますo ただ、このうちの 1件につきまし

ては平成 3年度に収入超過者になった。あとの 1件につきましては53年度から該当して

いるということでございまして、正確に申し上げますと、法律に基づきまして、いわゆ

る立ち退きの勧告ができますのは 1件、ということになるわけでございます。

以上でございますO

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 東京都の事例はいいんですが、平成2年度の時点では、高額所

得者として 2世帯の市の職員が入居していた。それに対しては高額所得者という認定を

されているわけですね。しかし、収入基準のオーバーの状態は引き続き平成 3年度も続

いているのではないかと思いますが、 10月 1日現在で発表されております、毎年、収入

調査の結果を。その結果に基づくと、高額所得者の認定を受けている市職員世帯は 1世

帯ということでいいのかどうか。しかし、他の一一平成 2年度は高額所得者の認定を受

けていたもう 1人の市の職員の世帯については、引き続き収入基準超過ということにな

るのかどうか、その点、もう一度お答えをいただきたいと思います。

それから、市長は、この問題についてどのようにお考えになっているのかをお聞かせ

をいただきたいと思うんです。

公営住宅法の趣旨は、申すまでもなく、この法律の目的というところにきちんと書か

れているわけです。 r住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することによ

り、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」ということになっ

ております。

最近の市営住宅の応募状況を見てみますと、この入居者希望がかなり多いために抽選
， 

を行っております。ちなみに平成 2年度の市営住宅の入居者、向川原団地の場合には、

大体平均をして 5倍、つまり入居できない、収入基準に合致をする低所得者の皆さんが

まだ大勢待機をしていらっしゃる、という状態、があるわけです。

こういう中で、市の職員の方ももちろん含まれるわけですが、他の高額所得者に対し

でも適切な法的措置を講じないということになりますと、他の入居者、または入居待ち
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の皆さんに対して示しがつかない、ということになるのではないかというふうに思いま

す。

さらに地方公務員法では、 「すべての職員は全体の奉仕者として公益の利益のために

勤務し」ということが書かれておりますし、憲法でも「すべての公務員は全体の奉仕者J

ということが規定されております。こういうことからいたしますと、まずお手本を示さ

なければならないのが市の職員の方ではないか、というふうに思うんです。法的な位置

づけは、もちろん同じでありますが、まず、そういうことが私は言えるのではないか、

というふうに判断をいたしております。

この件に関して、市長はどのようにお考えになっているのか、今の答弁では、 13年間

にわたって高額所得者の認定を受けながら、明け渡しの請求を受けつつもこれに応じて

いない、ということが答弁ではっきりしたわけですが、市長のお考えもあわせてお聞き

をしたい、というふうに思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 私の方から、市長のお答えの前に再質問につきましてお答

えをいたします。

平成 3年度、いわゆる高額所得者が27件と申し上げました。そのうち市の職員が 2人

いる。その 2人おります 1人につきましては、これは、先ほど申し上げました12年を、

いわゆる 2年以上を経過しておりますので勧告の対象になる。 1名につきましては、平

成 3年度にこの高額所得者と認定をしたわけでございますので、法律的には勧告の対象

にはならなし、、そういうことになるわけでございます。これは、あくまでも法律的なこ

とでございます。

それから、先ほどの質問の中で、この市の職員 2名に対してどういう措置をとってい

るか、ということでございますが、これは、ちょっと答弁を落としたわけでございます

が、過日、 2人を呼び出しまして、公営住宅の趣旨、それから先ほど若干申し上げまし

たけれども、融資の斡旋でありますとか、公社、公団の、いわゆる住宅への斡旋で、あり

ますとか、いろいろそういうものを説明をいたしまして、公営住宅の、いわゆる本旨に

沿ったそういう形に戻したいということで強く要請をした、ということでございます。

それから、この市の職員以外でございますけれども、今後これらの高額所得者につき

ましては、先ほど申し上げましたけれども、若干の条例の整備等も必要になればそれを

大至急いたしまして、きちんと対応をいたしたい、というふうに考えている次第でござ

います。
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0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 9月議会、あるいは予算委員会の場で、その御指摘のことは

よくお答えをした経過を存じております。数少ない公営住宅の中のまた市営住宅、市民

からごらんになって、行政や、あるいは市の職員がモラルに欠けるようなことがあって

はならないということは、もう言うまでもありません。

ただ、今回の該当者、市民であるとともに市の職員である。つまり一一しかも共稼ぎ

でそういう所得基準になっておる、こういう事情を知りました。しかも職員の身分とい

たしましては、管理職や指導的な立場にある職員の位置としては、そういうことは大い

に配慮、しなければならないことだ、ということは言うまでもしりませんが、市の職員と

しましては単純労務の職員に位置しておる、こういうことでありまして、管理職であっ

たらちょっとまずいな、ということは感じておりました。

結果、そういうことでありますので、本人にもそのことを伝えたという指導をしてい

ることのようでありますから、推移を見守っていきたい、こういうふうに感じておりま

す。特に市民に対して説明をしなければならない、というほどの内容ではないんではな

かろうか、このように思っております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 市長、これは職種によってとか、その人のなにか立場によって、

この法律の適用が異なるということじゃないんですよ。公営住宅法には、そんなことは

どこにも書いてありません。法のもとには皆同じなんですよ。なにか指導的な地位にあ

るとかないとか、そのことをもって入居基準を超えて、しかも高額所得者の認定を受け

ている人に対して特別の配慮、をするということになると、他の入居者に対する明け渡し

請求はどうなるんですか。著しく不平等ということになるんじゃないですか。問題の意

識が全然違うんですね。

市長はどの程度事務当局から説明を受けられたかわかりませんが、高額所得者という

のは収入が33万9，000円を超える世帯、というふうに言われました。これは 1人でも中

に、ほかに収入のある人がいても同じなわけですね。この月額33万9，000円ということ

になると、そんなものか、というふうにお考えになるかもわかりませんが、これは一人

ひとり扶養者については控除されております。実態は、実際に標準世帯 3人で見てみま

すと、収入基準を超える、要するに明け渡さなければならないという基準は、 33万9，00

0円の場合は、実際は収入としては57万5，000円あるわけです。年収にして約700万円、

このクラスになると明け渡していただきますよ、ということになるんです。これは、ど
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んな職業の人でも、どういう立場の人でも全く同じに適用されて明け渡しの要求の文書

が行っていると思うんです。ちょっと市長の認識はおかしいんじゃないで、すか。

それから、もう一つ市長のお考えを再度お聞きをいたしますが、担当部局に私は経過

をちょっと説明してもらいたいことがあります。

それは、毎年私どもに「日野市職員名簿」というものが渡されます。これは、いろい

ろな利用方法はあると思いますが、やはり職員間の、例えば年賀状を年末に出すとか、

夏のあいさつ状を出す、というようなことに資するために、大体、年賀状を書く季節の

ちょっと前に毎年出されているものなんですね。この中に、私は、市営住宅に高額所得

者として入居している市の職員の方があるという答弁がありましたので、約1400名のこ

の名簿をずっと見てみました。当然、市の職員の方で共同住宅、マンションやアパー ト

に入っておられる方については、その共同住宅の名称がずらっと入っておりますO

ところが、この 2世帯の市の職員世帯についてだけ共同住宅名が入っていないんです

ね。ですから、この名簿を見る限りにおいては、市営住宅には職員がし、ない、というよ

うな装いが凝らしである。私は、いろいろ担当の方にも聞きました。いろんな理由を述

べられたんですが、職員間のそういうあい さつ状の交換などを行うということであれば、

当然、住宅名を記するのが当たり前だと思うんです。住民異動の際に市民に対しては、住

民基本台帳に登録する際にアパート名、団地名を書きなさい、という指導を市民に対し

てはしている。しかしながら、この職員名簿には市営住宅に入居しているということが

わからないようにしてある。これはおかしい、というふうに私は常識的に思います。

平成 3年度の名簿が、これからつくられると思いますが、これは訂正をすべきだと私

は思います。今までなぜ記載されていないのか、そのこともあわせて答弁願いたい。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず、職員名簿でございますが、職員名簿は市の事務事業、いわゆる業務を遂行する

ためにそのサポート役になるような形で、趣旨でつくっているものでございます。場合

によれば郵便等の住所の参考資料にもなろうかと思いますけれども、現在、ちょっと余

計なことでございますけれども、年賀状等については、今、役所では職員聞のやりとり

の自粛を促しているような状況で、職員名簿は今申し上げましたような趣旨で使われて

いる、ということで御理解いただきたい。

今、御質問の中にございました住所でございますが、早速、私ども内部で調査をいた

しました。いわゆる職員課の中で履歴、経歴、住所等の変更、そういったものがあった
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場合には、速やかに届け出をしてもらいまして、その台帳等の修正をしてる、いわゆる

そういう手続きを取っておりますO その中で、今御指摘のありました 2人についてどう

かということを調べたわけでございますけれども、住民登録と、それから職員名簿と一

致をしているということでございます。職員名簿の住所とし、いますのは、先ほど言いま

したように業務の、いわゆるサポートということでございまして、場合によりましては

給付関係、その他いろんな諸事務の中で住所等をきちんと正確に書かなきゃいけない、

とそういう使われ方もいたしますので、住民登録と一致することを大前提にしてやって

いるということでございます。

確かに今御指摘のありましたように、最近におきましては建物の居住形態とし、います

か、構造が変わってまいりまして、平面的なものから立体的なものになりまして、いわ

ゆる 1階に住んでいた者が、 3階とか 4階とか20階とか住むような、そういう形態にな

りましたし、それから、いわゆるアパート形式というようなものも住宅の形態として変

わってきているわけでございます。したがって、現時点で日常生活を円滑に進めるため

には、いわゆる住所の中に肩書を入れないと、いろんな支障が出てくるということで、

肩書を入れるような指導をしてきている、ということでございます。

この市営住宅に住んでいる 2人につきましては、どういう経過でそういう住民登録を

したのか、ということでございますが、ちょっとその辺は、いま少し調べなければわか

らない。私ども総務部サイドでは、一応住民登録をしているということでございます。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) お答えしましたとおり、数少ない公営住宅に行政の上で、あ

るいは入居者の上でモラルに欠けておる、ということがあってはならない。そのことを

基準にして、職員に対しましても一定の自覚を求めていかなければならない、こういう

意味のことを申し上けYこつもりであります。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 平成 3年度の職員名簿はまだつくられていない、作成の過程に

あるのではないかと思うんですが、住民基本台帳に書かれている記載のとおり職員名簿

をつくらなければならない、という規定や基準は、どこにもないわけですね。この該当

する方のところを見てみますと、前後には、例えば市営何々住宅とか、よその 自治体の

市営住宅はちゃんと書いてあ るんです。 しかも、そのす ぐ下には都営住宅もちゃんと書

いてある。ところが、真ん中に挟まれている日野市営住宅にいる職員の人のところだけ

一切書カ亙れていないわけです。 これは、やっぱり指摘があれば平成 3年度は、きちんと
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お書きになるべきじゃないかと思うんです。住民基本台帳がどうのこうのという問題で

はなくて、正確を期していくのが当然ですので、その点はいかがで、すか。ほかの方の分

は全部出ているんですよ。新坂下住宅も出ていますし、その点どうですか。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えいたします。

最近の、いわゆる市営住宅の入居につきましては、住所をこういう形で承知してほし

いということで指導をし、いわゆる肩書を入れた形で、住民登録をしてもらっている。

それから、これはちょっと私の管轄外にな りますけれども、市民課等では、そうい う

肩書が落ちたものについては、 気がつけばその場で指導いたしまして遺漏のないような

処置を してい る、ということ でご ざい ます。

今御質問のありました件については、 市営住宅管理者は 日野市でありますので、いわ

ゆる管理者の立場でこの該当する職員等、またこのほかにあるかもしれませんので、 よ

く調査をいたしまして、いわゆる市営住宅の管理者の立場で指導をいたしたい、とい う

ふう に考えております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 市長にもう 一度お尋ねをいたしますが、市長は、先ほどの最初

の答弁を訂正 したのかどうか、 つまり職種とか、その方の社会的地位によって、 市営住

宅の入居者が収入を超えた場合に、その取 り扱いに差がない、というのが法律の趣旨で

すし、 当たり前のこ となんですね。

しか し、市長はこの2人の場合には、 なにか該当しないような、法の除外例のよう な

趣旨の答弁を された。その後は、また若干ニ ュアγスの違ったこ とをおっしゃっ たんで

すが、その点、答弁を訂正しておられるのかどう か、 もう 一度お答えをいただ きたいと

思うんで、すO

私が先ほど申しましたとおり、 これは収入によって判断されるわけです。しかも高額

所得者の場合には、 今後、新たに他の公団とか公営住宅に入居する斡旋も受けられる。

しかも、 その人がもし新たに住宅を建設する場合に、 その住宅建設の費用をロー γで払

える かどうか、また新たに、例えばマン ショ γ等を購入する場合でもその支払い等に支

障がないかどうか、そういうことも勘案して、適切にこの収入基準というのは法律によっ

て決められているわけで、すねO だから、どんな仕事をしているかとか、そういうことは

全く考慮、の外にないと、市長は住宅の設置者としての責任を果たせないということにな

るわけです。 この点を もう一度お尋ねをいたします。

「
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それから、先ほど部長は10月 1日現在の高額所得者の数を、市営住宅549戸現在ある

わけですが、その中の27戸、要するに 5%になるわけですが、この数字が、いわゆる平

成 3年の10月 1日現在の数字ということで言われたと思うんですね。これは高額所得者

ということで、つまり自治体が法的に強制j手段をとっても、今後、裁判等を行っても全

く問題がない、という認定を市がした人たちということになるわけです。

しかし、収入超過者というのは、もっとたくさん実はいらっしゃるわけで、すO その収

入超過者の皆さんに対しても、明け渡しの努力をしてください、という文書を出してお

られる。この収入超過者というのは全体でどのくらいになるのか、この数も忘れてはな

らない数字ですので、この点もお答えをいただきたいと思うんです。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市営住宅に対して、入居資格に基づいて抽選等によって入居

者が決まっておる、とこういう事情であります。その際に、だんだん社会情勢の変化に

よって所得もふえますが、現在の公営住宅というのは、いわゆる下限と上限の聞が極め

て現実の社会情勢に沿っていない、こういう恨みを平素感じております。そのことが指

摘の事項を消す意味ではありませんが、職員も市民であることもまた一つの資格にはなっ

ておるわけであります。一般的に言って高額所得、あるいは入居基準のオーバーという

ことは、かなりの数があることでありますし、必ずしも強制的に明け渡しができる仕組

みにもなっておりませんo そういう意味のことを私は職員として、あるいは行政として

のモラル、というふうに申し上げたつもりであります。

法規上の基準をなるべく適切に守っていくということは当然でありますので、そのよ

うな考え方で入居者の方々一一一応の付加家賃ということで猶予期間もあるわけであり

ますので、そういう考えで臨んでいきたい。職員については特にモラルに欠けない、こ

ういう対応で指導する、というふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

ちょっと私、勘違いして、数字を間違えたかと思いますけれども、要するに平成 3年

度の高額所得者は28名でございます。さっき 7と言ったかもしれませんo 28名でござい

ます。そのうち、明け渡し請求をしなければならない件数が27でございます。

それから、収入超過者の数でございますけれども、これは180戸という記憶をしてお

ります。もし間違えましたら、後ほど訂正をいたします。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。
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025番(古賀俊昭君) 180戸で合っていると思います。

市長に、ちょっと私は理解の仕方が納得いかないんですが、収入の基準の設定が実社

会のいろんな経済動向等に合わない、という意識を持っておられるようですが、これは

先ほど申しましたとおり、いろいろな経済状況をそれこそ勘案をして適切に改められて

いるものなんです。先ほど申しましたとおり入居基準オーバーの場合でも、標準世帯の

方を見てみますと月収19万8，000円というふうに定められているわけですが、これを一

見、見ると、厳しいなという気はするんですね。 ただ、先ほど申しましたとおりいろい

ろな控除があるわけです。扶養者がし、れば 1人当たり35万円ずつヲ|くわけですね。なお

かつ所得として今度は計算してきますので、収入からその分、また低くなるわけです。

だから、実際には年収500万の人から該当してくるわけです。月収に直すと、 12で割れ

ば40万8，000円、これから下の方を公営住宅に入ってもらおうという ことで、法律は、

ちゃんと低所得者の皆さんに住宅を国や公共団体が提供していく、ということを定めて

いるわけです。実情に合わないという意識はどこから、私、来ておられるか、ちょっと

その点、理解に苦しむところなんです。

公営住宅が、つまり今申しましたとおり低所得者の、いわゆる賃貸住宅として設置を

されているということですO しかも、そ こには多額の税金が投入されているわけですか

ら、収入基準に合っていて入居できない人に対して、入居 して収入が超えた人は出ていっ

ていただく、ということがきちんとサイクルで、確立されないと公平さを欠く、というこ

とが、まず意識として持っていただきたいんで、すo 社会正義に反する、という 考え方が

あってし、し、と思うんですけれども、そ ういう 意識が市長にはないのかどうか。ただ、公

務員としてのモラルとかし、う点だけでお考えになるだけでは、私は対応、に不十分な面が

あるのではないか、というふうに思うんです。

それと、今申しましたとおり名簿のことに関しては、職員名簿ですね、これはだれが

どう考えても今までは気づかなかった、ということで、 これはもう済ます以外ないと思

うんです。しかし、ほかの職員の人は、日野市以外は市営住宅の方は、他の自治体の市

営住宅に入っている人は出ていて、都営住宅に入っている人もち ゃんと書かれていて、

この該当者だけ書かれていないということが指摘された ら、適切を期します、というこ

とを市長はお答えになるべきじゃないですか。いろいろなそしり を受ける、ということ

になりかねないと思うんです、こういう作為的なことをな されば。この点も市長の判断

で、ひとつお答えをいただきたいと思うんです。

それから、参考までにごらんになったかもわかりませんが、例えば、市営住宅を持つ
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ております横浜市などは、やはり自治体職員がたくさん入居していたという、しかも高

額所得者のかなりの数が挙げられておりまして、これからは、やはりその入居者に対し

て移転を、要するに転居を促すために全力で取り組む、というような表現もなされてお

りました。他の公営住宅についても同様の記事が出ておりました。やっぱりこういう措

置をおそまきながらよそも初めているわけであります。議会で指摘があれば、市長のき

ちんとした、この公営住宅の趣旨に沿った取り組みをされる、ということでの答弁が、

もう少しあってもいいのではないかと思うんです。

市長は、付加徴収料、割増し料金を収入を超えた人は取っている、というふうにおっ

しゃったんですね。これは0.4倍、 0.2倍という、それぞれ大体規定で取っているんです

が、この市営住宅の、今、市の職員の方が入居しております、この日野市市営住宅の場

合は現行家賃が2，200円、月額。これは昭和42年に改訂されて、いまだに 1回も改めら

れていないんですね。これで付加徴収料を0.4倍取って、 0.2倍課している。どういう数

字にもならないわけですよ。もう一つの市営住宅については若干聞きがありますが、 2

万5，000円、これも東京都の算定に基づく適切な料金というものでカウントしますと、

2万5，000円は、昭和58年の東京都の方式では 3万374円、先ほどの2，200円の現行家賃

の市営住宅については、東京都の昭和58年の方式で見ても 1万2，000円が妥当だ、これ

もかなり低目に見積もった数字なんですね。これに賦課徴収料を2，200円の家賃に課し

ても、それほど効果や意味というのはない、というふうに私は思うんです。

もう一度、その点お答えください。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今日、住宅事情が非常に問題を多く持っている。何とか公営

住宅で住宅政策を日野市でも展開をしていきたい。都営住宅、あるいは住宅都市整備公

団等の住宅をなるべく賃貸で大量に供給できるような環境をっくりたい、こういう考え

を持っております。

市営住宅も建替えの際に若干の増戸をしながら、代用市営住宅というような考え方も

持って、特に低収入、若い方に日野市民として、やっぱり迎えられる、こういう考えを

持っていないと将来の都市の人口増が大変活力に欠ける、というふうなこともあわせ考

えておる。その範囲の中の御指摘のことに質問として受けておるわけでありますが、不

勉強の部分もありますので、もっと住宅政策そのものを勉強して、福祉住宅その他も含

めて取り組んでいきたい、こういうことを考えておるということは一応御理解をしてお

いていただきたいと思います。当面の御指摘のことにつきましては、お答えが不十分で

口
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あったかもしれません。

それから、名簿のことにつきましでも作為的であったかどうかちょっとわかりません

が、御指摘の根拠はなるべく正しく沿っていきたし、、このように思っております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 今後の市長の住宅設置者としての、きちんとした正当な対応を

期待をしておきたいと思うんです。

公営住宅に入居できない低所得者の人たちがまだ大勢おられる、ということをまず忘

れちゃいけないんで、すねO しかも公営住宅は税金で建てられているものだ。付加徴収料

を課しても、引き続きまだ家賃としては、かなり民間住宅等に比べれば著しく低いわけ

ですね。そのことでよしとすることは絶対にあり得なし、、という ことです。 これは事務

的な改善もお願いしておきたし、と思うんですが、収入超過者の人たちに対しては、市か

ら家賃の請求と一緒に文書が行っておりますが、これは「収入超過者はみずから住宅を

明け渡すよう努力しなければならない、と規定されておりますので、今後、住み替えに

ついて積極的に御考慮、をお願いします。また、ほかの住宅を希望する場合には斡旋もし

ます」ということで書かれて、文書が出されているわけですが、あて名も何もないんで

すね。だから、 一般的に収入超過者の方へ、ということになっております。

やはり、こういう文書は市長名で相手名も記 して、あなたこれは市長から来ている文

書ですよ、ということで、市長からまた市の職員に出すことも今回はあり得るわけです

し、他の高額所得者や収入超過の方にも出すというこ とで、その差出人とか一一封筒に

はもちろん書いてありますよ。 しかし、肝心の文書には差出人も あて名も書かれていな

い。こういうことでは効果も期しがたい、というふうに思いますので、その点で今後事

務改善していただきたいと思います。

また、これは高額所得者の認定についても同様でありますので、文書作成の際には、

この公営住宅法の趣旨、このことが入居者に対してはっきりと伝わる、そして、引き続

き公営住宅の適切な運営に市の方も積極的に取り組んでいただくようお願いをして、こ

の質問を終わりにいたします。

名簿の件については市長の方からお約束がありましたので、 この点も、まだぎりぎり

で間に合うのではないかと思いますので、お願いをいたします。

次に、あと 2件あるんですが、ど ういたしまし ょう。(i休憩」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) お諮りいたし ます。議事の都合によ り暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。
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( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 0時15分休憩

午後 1時32分再開

休憩前に引き続き会議を聞きます。古賀俊昭君。

2番目の質問をいたします。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

11月15日号の広報「ひのJに「学校給食と地元産野菜」という 1ページを使った記事

が出ておりました。この中で私が大変興味を引きましたのは、中の見出しにもあります

が、地元野菜を現在学校給食では使用しているわけですが、そのために「子供たちの食

ベ残しも減る」という見出しが真ん中にあります。記事の中にも、 「地元産という親近

感も手伝い、子供たちの野菜の食べ残しが減ってきているのが現状です」という記事が

出ております。

私は、学校給食の残飯等の調査を行っていただきたい、と 9月の定例議会、決算議会

で市長に依頼をしました。今まで短期間の 5日程度の残飯調査の資料は、その折りに出

されたわけでありますが、年聞を通して給食の食ベ残しがどの程度あるのか、というこ

とをぜひ調べていただきたいという趣旨のお願いをしたわけです。短期間の資料を見ま

しでも、大体5日間で給食数8，380に対して、例えば牛乳などは3372本捨てられている、

というようなことも示されておりました。年間どの程度の食ベ残し、残飯が学校給食か

ら出されているのか正確な数字を知りたい、ということで取り上げておりましたんです

が、今回のこの広報を見ますと年間調査をこれから行う、というような答弁がありまし

たが、どこかで調査を行われたのかどうかわかりませんが、子供たちの給食の食べ残し、

特に野菜について減少している、という記事が出ておりますO どのような調査結果に基

づいてこの記事を作成されたか、その根拠を示していただければと思います。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) ただいまの御質問にお答えいたします。

残飯の調査等でございますが、学務課が中心になりまして栄養士会等に諮りまして、

この調査を指示いたしまして、期間は一定の期間でございますけれども、毎日の残飯の

量を牛乳につきましては本数、主食、副食等につきましてはキロ数という形で調査をし

ております。前年の同時期との比較で、去年とことしでどうか、というようなことも私

ども比較をして見ておりますが、そう全体では変わってないところがありますO また学

校によっては大分違っているところとか、内容には個々であるわけですけれども、調査
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としては、そういうような状況で調査をさせていただきました。

それから、広報に載せる内容につきましては、学校教育部で、学務課が中心になりま

して今回のものは用意をいたしたわけでございますけれども、当然栄養士会を中心にい

たしまして資料をつくらせて掲載をさせていただいた、こういう状況です。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私は、この広報「ひの」を作成するに当たって、子供たちの食

ベ残しが地元野菜を使うことによって、特に副食については減ってきている、というふ

うに記事が出ておりますので、私が 9月議会でお聞きしましたときは、まだ年間を通し

た残飯の量の調査を行っていない、ということでした。大変残飯が多いのではないかと

いうことで、市長にも話を当時したことを覚えているんですが、学校農園のようなもの

の場を設けて肥料として使うととも考えたい、というような答弁があったんですね。今

までその数量的な調査はやってない、という 9月議会の答弁だったんですが、この11月

の15日の広報で、子供たちの食べ残しが減った、というふうに書いてありますので、 市長

部局の方や教育委員会では、まだ調査は、これから、そういう年間を通したものをやる、

ということをお答えになっていたのに、それは答弁が違っていたのかどうか、その辺が

はっきりしないものですから、今お聞 きしているわけです。そういう数量で、きちんと

残飯の量の変化がうかがえる、知るこ とができる資料が整理されているのかどうか、と

いうことをお聞きしたわけです。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 大変失礼いたしました。

実は、平成 2年の 1月の一定の期間、それから、また 6月の一定の期間の調査の実績

がございます。それから、一番最近また新しいものとしては、 平成 3年の 6月と10月の

一定の期間、一応調査した資料がございます。

この広報の中で申し上げています地元野菜を食べたときに減った、という根拠なんで

すけれども、これは栄養士会の中で、その地元野菜を使ったときに学校の給食室、また

は食堂等で野菜の納め方、地元の人がつくってくれたんだ、大事に食べよう、というこ

とを栄養士さんがその学校、学校によって細かく説明してお配りして、そして食事に入っ

ている。こういうようなときに非常に関心を持って、その日のものは栄養士さんの判断

の中で非常に残飯が少なかった、とこういう経験の実話をもとにしてこの文章が書かれ

た、ということでございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。
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025番(古賀俊昭君) 栄養士さんから開き取りをして、その実話に基づいて、それを

根拠として記事をつくった、というふうにおっしゃったんですが、であれば当然、今おっ

しゃった短期間の残飯調査の中において地元野菜を使った日、そうでなく一般の八百屋

さんから野菜を購入した日の残飯を調べる、そういった項目を設けて調査資料をつくっ

ていないと、減ったという断定的なことは一一そういうお話もたくさん寄せられている、

ということで補強することにはなりますが、事実を断定をして記事として載せるには不

十分ではないかと思うんです。ちょっと私は広報の記事としては、ですから、どうかな、

というふうに思ったんです。しかも議会の答弁では、まだそういう調査はしてない、と

いうことが 9月議会の答弁でしたから、地元野菜の評価を高めるためにあえてこういう

内容のものをおっくりになったんじゃないかと思うんですが、やはりデータをちゃんと

お取りになって示していただく方が、より説得力があるわけですね。

そこで、ちょっとお聞きをしたいんですが、地元野菜を教育委員会では、年間どの程

度、金額にして購入しておられるのか、また日野市の農業生産のうち、出荷額というの

はどの程度になっているのか、その点、ちょっと数字がおわかりでしたら今御答弁いた

だきたいと思うんです。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 今、 28校のうち18校が地元野菜を取り入れて行ってい

ますが、野菜全体の中では総体的には約10%ほどになります。年間、金額にしまして昨

年の例を見ますと、約820万円ということでございます。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) それでは、その他の御質問の点についてお答え申し上

げます。

農業総生産高につきまして、想定ではございますが、七、八億というふうに想定しで

ございますo そのうち出荷高は 3億円でございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 日野で野菜を出荷して生産農家が市場に出している野菜の年間

の売上額、出荷額が 3億。学校給食で 1年間に地元の農家の皆さんから野菜を購入する

金額が820万、 3%にいかない数字ですね。 しかも、今、学校教育部長のお話だと、大

体地元野菜は 1割程度だ、学校給食で使用する野菜全体の 1割 ぐらいを地元の生産農家

から購入している。残りの 9割が八百屋さんからということになりますね。

つLつ臼

ということであれば、非常に調査をするに当たってもその辺のところをちゃんと踏ま

えておやりにならないと一一学校給食に地元野菜が使われているということは日野の給

食の大きな特徴で、これは今後も伸ばしていかなければならないし巾、ところだと思うん

ですが、そのお題目が先行して、実態はまだほとんどが、 9割が一般の八百屋さんから、

市内の業者から買っている野菜ということになるわけですね。だから、その実態を踏ま

えた上で、地元野菜を使ったときにどうであったか、とい うことがやはり調査されてない

と、このように広報で、わずか全給食の 1割にしか過ぎない野菜を使って断定をして、

食べ残しがだから減っているという記事をつくるというのは、学校給食の評価を高めよ

うとする意図や善意、は、そういう意思はし、し、と思うんですが、残飯調査もこれからやり

ます、とおっしゃっていると きに、いわゆる学校現場の栄養士さん等のお話ももちろん

貴重な情報だとは思いますが、数字でち ゃんと示 していただいた上で、こういう記事は、

私は構成すべきではないか、でなければ、 この学校給食に関する記事については、そう

いう 話も学校給食員の中では上がっている、というようなことで紹介をする よう な形を

とる方が私はいいのではないか、という ふう に思う んです。

広報を出しておられる、広報発行の責任者の企画財政部長は、 こう いう記事について

今のやりとりをお聞きになって、どのよ うにお考えになり ますか。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) お答えしますo

確かに広報を担当する部署としては企画財政部でやっているわけでございますが、も

ちろんこの原稿等につきましては、先ほ ど部長からも説明があったと おりで、私の方の

広報の方で取材する場合と、また原稿を各部局から出していただ く方法、二通 りの方法

があるわけでございます。

今の御指摘の部分につきましては、もちろん広報を取り扱 う担当部としても十分精査

し、あるいはその内容も把握しなければいけない、とい うふ うに思っております。今後

この辺の掘り下げがなかった部分につき ましては、私の方も、恐らく広報にしてもそこ

まで深く関与 してない、というふ うに思っております。十分注意して今後対応していき

たい、というふうに思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 最後に教育委員会にもう一度お尋ねいたしますが、この広報は

もう発行されてお りますので、別に訂正や取り消しを必要とするような記事とは思いま
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せんが、今後、学校給食を担当する教育委員会として地元野菜を使った場合の残飯の量、

それ以外の日の一般業者から購入した野菜を使用した日の残飯の量、それをやっぱり、

ちゃんとデータでとって、そしてその比較を行うような残飯調査を今後やっていただき

たいと思うんですが、その点、いかがでしょうか。

また、先日、 11月29日のある新聞に残飯のことがちょっと出ておりました。 r膨大な

食べ残し、有効利用法はJということで、年間1，000万トン、米の生産量に匹敵する残

飯が捨てられているということで、埋め立てに使ったり、養豚の方で活用したり、それ

から堆肥ですね、コンポスト工場に送られる、というようなことでいろいろ利用されて

いるようなんですが、できるだけ残飯を減らす工夫は今後ともしていかなければいけな

いわけです。

そういう一つの背景があるわけですので、より正確なデータを取って地元野菜が確か

に残飯を減らすことになる、有効だ、という数字をきちんと示して、さらに、わずか 1

割しかまだ使われてないし、全農家の出荷額のまだ 3%にも満たない額ですから、それ

が果たして本当に効果があるかということは、もっときちんとした数字を出せれば、もっ

と、じゃあ使うようにしようとか、そういう、また別の効果が期待できるわけですo そ

の点、いかがですか。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 昭和の58年度よりこの地元野菜の購入を始めまして、

当時2校から始めまして、今やっと18校になったということで、これをどんどんふやし

ていくということで努力はしております。

それから、今議員さんがおっしゃいました地元野菜だけの部分の調査ということが、

その日によって一部分だけ地元が入ったりするとか、全体の10分の 1で、非常に困難な

部分があるんじゃないか、と今、私、想定しているわけですけれども、極力、意に沿っ

たような調査はしたいと思いますが、また、新聞に載った例の一部で言いますと、例え

ば地元のトマトが取れた、そのことを、特にトマトのことを学校の栄養士さんがつくる

お知らせ板の中で、食べる直前にお配りして説明をして食べていただく、というような

ことが普段のときに比べて、ほとんど残りがなかった、というようなことで全体的な印

象を与えていた、ということで大変恐縮に思いますが、また、議員さんがおっしゃって

いるように地元野菜の奨励をも含めた意味でこういうことを書いた、ということで、私

どももそのままにこの掲載を認めてきているわけですけれども、今後、十分にまた注意

したいと思います。

必
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0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

私の申し上げた趣旨は理解いただいたと思いますので、今後通

年の残飯等の調査を行うに当たっては、そうした調査が可能な らばぜひやっていただい

て、ただ抽象的に漠然とした、根拠もなしに、地元野菜を使ったから食べ残しが減った、

というような記事の構成ではなくて、もっと説得力のあ る記事を作成するためにもぜひ

調査方法を考えていただきたいと思います。

この件は終わります。

引き続いて広報についてでありますが、さかのぼって10月の 1日号に「市長室からj

ということで、市長のまた例によ って顔写真入 りのあいさつ文が出ており ます。 r環境

問題に意識改革を」ということで市長の文章が綴られているわけであり ますが、その中

に冒頭の部分ですが、 「先進国においては高度の経済活動が、 また後進国では人口増加

と貧困の悪循環がj という記事があります。こ の「後進国Jというのは、ど この国を指

しているのか市長にお尋ねをいたします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 広報記事に「先進国、後進国」という使い方をしたという こ

とについて、 差別用語に当たらないか、こ ういう反省は一一 そうい うこと を内部で反省

をしたことはございました。一般的に開発途上国とか、そうい う言い方も されており ま

すし、経済という物差しを当てて先進国、後進国とは新聞にも用い られておるようであ

りますから、特に非難に該当するということではない、という判断を持っております。

どこという ことは、もう御承知のとおり東南アジアと か、 アフリ カ、中南米、あちこち

に現実に開発途上に進んでおる国はあるわけでありますか ら、その ことが全 く差別用語

だ、というふうには考えなくていし、と思っております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私は、この後いろいろお聞きし ようと思ったんですが、先回り

して市長が答弁してしまったんで、 10月 1日号ということで、 10月の 6日が我が国の国

際協力の日ということにな っているんですね。戦後、昭和29年に日本が戦後復興を大体

なし遂げつつある時期ですが、コロンボ計画という海外援助の協力の国際的な部隊に初

めて参加したということで、これを記念して10月 6日を「国際協力の日Jというふうに

定めているわけです。この10月6日を記念をして、各地で国際協力に関するいろんな シ

ンポジウムなどが関かれておりますo

去る10月の、いわゆる 6日ですね、国際協力の日の記念国際シ ンポジウムとい うのが
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国際協力事業団と海外経済協力基金の主催で都内のホテルで、行われております。この中

で、今、市長がおっしゃった「後進国j という言葉が使われているかどうか、というの

を、全部発言者の話を再録してありますので見てみたんですが、 1個も使われてないん

で、すO ある方は「被援助国」という言葉を使っておりますし、また別の人は「発展途上

国Jこういう言葉を使っておりまして、 「後進国」という言葉を使っている参加者は、

このパネリストの中には一人もいらっしゃらないんです。

ちょうど、その新聞記事の下の方に青年海外協力隊の募集記事が出ております。この

中にもいろいろ、この協力隊はこうしみ仕事をやるんですよ、ということで選考試験の

日時だとか、訓練の内容、派遣期間、こういうことがずっと記されておりますが、その

中にも「後進国Jという言葉はないんで、すねo r開発途上国」という言葉が使われてお

ります。

普通、新聞の編集や広報の編集に当たる人は一一市長は、今までの感覚で「後進国」

は差別用語ではないから構わないということで、使った、という今発言をされたんで、すが、

普通、担当は、これは書きかえた方がいいんではないか、というふうに判断するはずな

んですね。しかし、広報課では市長の書いた文章には一筆たりとも手を加えることは許

されてないのか、というふうに思うんで、すO 普通、今申しましたとおり一般ではもう使

われないんですね、 「後進国」という言葉は。各新聞社に私、全部、用語のそういう担

当の方に聞きましたけれども、使いません、というお話でした。その理由は、今、市長

がちょっとお話しになったような、皆さんは御理解いただけると思いますが、使用しな

いんですよ。差別用語ではないから、ということで市長はあらかじめ居直って答弁され

たんで、すが、ちょっとなにか反省なさった方がいいんじゃないかと思うんで、す。担当の

広報課では、市長の文章には手を入れちゃいけないんですか。あれだけ広報に携わって

いる職員の人がし、れば、この文章を見たとき一人ぐらいは、これは書きかえておいた方

がいいですよ、ということをどなたかお感じになったんじゃないかと思うんです。でな

ければ、広報課の職員としての資質の問題にもかかってくると思うんです。

この辺のところは、どうだったんですか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘のとおりのことは、先ほど内部検討というふうに申し

上げました。その用語について広報担当者も新聞社等にも問い合わせて、気にするほど

のことではない、という結論でありました。

私も指摘をいただければ、なるべくこういう用語は、今後は用いない方が大切だろう、
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とこういうふうに考えておりますので、そのように二度とは用いない考えでおります。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

じゃあ、訂正記事はお出しにならないのかどうかです。

それと、市長の人権感覚とか、思いやりとか、よくおっしゃるんですが、口でおっしゃ

るほどは実が伴っていないな、ということがこれで、はじなくも証明されているわけで

すね。文章の中には、他人の迷惑に気配りをする反省の方が道徳的であるとか、信頼性

につながるとか、思いやりとか意識改革とか、盛んにそういうきれいな言葉、美辞麗句

は山ほど並んでいるんですが、おやりになっているのは、実際はこの程度だ、というこ

とになる。

広報課の方で構わないという 意見があった、という ふうにおっしゃったんですが、し

かし、そういう指摘があれば、ちょっと、やっぱり踏みとどまって考えるだけの素直さ

があってもいいのではないかと思うんですが、おれが「後進国」だと書いたんだから余

計な ことは言 う必要はない、というふうな空気があったのではないか、 というふう に思

うんです。やっ ぱり反省だとか信頼性だとか気配りだとか、市長もおっしゃる以上は、

それこそ発展途上国や被援助国に対する思いやりとか気配りがあれば、 今、多 くのマス

コミや、用語としては使われていない言葉をあえて使うというのは、 ちょっ といかがか

なと思うんですが、 訂正記事は、お出しにはなりませんか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

しましTこO

広報編集の段階で検討をした、というふうにはお答えをいた

それから、人権感覚に欠ける、という御指摘でありますが、私はそう 思っていないつ

もりであります。それよりも大切なのは、我が国は侵略国であるか、そういうことに対

する態度こそ一番大切な部分だろうと思っております。特に外国から抗議を受けたこと

もありませんし、訂正をする考えもありませんo

しかし、これからは気を使って御指摘があるようなことは十分注意をしたい、このよ

うには考えております。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

広報を編集する担当の部、それから課として、企画財政部があ

り広報課があるんで、すね。それは自の前に岩石のごとく森田市長という、なかなか理解

してもらう ことが困難な存在があるかもわかりません。しかし、やっぱり職務を担って

いる以上は用語の問題だとか記事の内容については、きちんとやっぱり責任をある程度
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持つ、という意識をこれからも少し強く持っていただきたいと思うんです。

また、私が聞きもしてないことを突然何か発言されたり、何をお考えになっているの

か、さっぱりわからないんですが、そういう方をコントロールまではいかないんですが、

やっぱり間違っていることは間違っている、と担当部や担当課では指摘をして、それで

市長のげきりんに触れたら、それはその部にいたことが運が悪いと判断するしかないと

思うんですね、あきらめるしか・…・・。担当の職員の人には、それだけのやはり自覚を持っ

てやっていただきたいと思うんです。これは、日野市の税金を使って市の広報として公

に出されている印刷物ですので、日野市の市長はまだこういう言葉を使っている、とい

うふうに結果的にはとられてしまうわけです。もう時代がかった言葉ですね、こういう

のは。素直に反省を求めておきたいと思います。

担当の企画財政部、広報課においても、こういった件については今後十分注意をして

いただきたいと思います。

終わります。

O議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 数点、お尋ねをいたします。

先ほど市長から行政報告がございましたけれども、 3番目の「庁内チームをもって取

り組む当面の行政事項について」ということで、 5点、ここに掲げられているとおりの

お話があったわけでございます。

その中で最後に、 2カ月のタイムリミットをもって遂行していきたい、というお話で

締めくくられたわけなんですけれども、今までの行政報告ですと、もうちょっと御丁寧

な説明があったのではないか、というふうに記憶をしておりますし、また、私ども市民

も大変関心を持っていることでございますので、もう少し具体的にお示しをしていただ

けないでしょうか。このことが 1点でございます。

それから 2点目に対しましては、清掃部から名称が改称されていまして、環境部へと

移行されましたけれども、市民の皆さんも大変環境ということでリサイクルにも取り組

まれていかれるんではないか、というふうに期待をしておるところでございますが、そ

の環境部に対する取り組みとし、いますか、豊富をお聞かせをいただきたいと思います。

それから 3点目でございますけれども、今年度予算に「ごみ減量市民会議」というこ

とで会場借上料等を初め、こういったものを開催していくということで予算が計上され

ておりますが、現在、まだ開催されてない状況でございますが、この辺はどのようにお

考えか、お伺いしたいと思いますO
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それから、今、手元に配付をしていただきました、その庁内チームの編成でございま

すけれども、 2点目のリサイクル行政推進チームということで、事務局が生活文化部に

設置をされておりますが、この辺の経緯についてもお伺いをしたいと思います。

さらに、クリーンセンターの用地確保対策チームでございますけれども、これはリサ

イクル行政との関連づけというか、位置づけは、どのよ うにされていくのか、また中間

施設をつくることも含まれているのかどうか、その辺も伺っておきたいと思います。

それから、環境行政推進チームでございますけれども、これの目的でございます。そ

れから、この構成の中に建設部の公園緑政謀、水路清流課等がチームの中に入らないの

はどうい うことなのか、また、この推進する目的に沿っていないか ら、こういった担当

主幹が今回の場合は入っていないのかどうか、その辺を確認 してお きたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。

以上です。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私の、今回、特に選んで行政報告をした事項の中に庁内チー

ムによって取り組む事業の項目について申し上げております。その ことにつき まして、

庁内チームの編成は企画財政部が中心になって、組織横断になるチーム編成はそちらの

方からお答えをさせていただきたいと思います。

それで、御質問の中の主要な部分、そのごみ減量市民会議は、これは予定はしており

ますので、これまで、どちらかといいますと清掃部が主管部にな って取り組んでおりま

したのを、もう少しリサイクル行政の推進という 立場から検討を して、そ して主管部を

決めていきたい、こういう考えであります。したがし、まして、 実施は近いうちにやりた

いと思っております。

それから、クリー γセンターの用地拡張ですが、 これは、隣接地の建設省が街路樹の

保養のために使っておられる、ちょうど合流点のクリーンセンターの東に当たる部分で

ありまして、何とかこの用地が半分でも日野市の公有地、あるいは借地として確保でき

ることになりますと、クリ ーンセンタ ーそのものを施設の拡張にも大変都合がよくなり

ます、ということと、当面、少し、クリーンセ γターの中でリサイクルの作業をやりま

す際に、用地が今のところ不足でありまして、その場所が早速使えれば、極めていい仕

事ができるのではないか、こういう考え方を持っております。

それから、環境行政推進チームでありますが、今回、生活文化部を分けて環境部とい

う部を編成いたしました。しかし、環境行政というのは、今日、非常に幅広い範囲になっ
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ておりますし、市の行政としては環境保全条例という条例はあるわけでありますが、余

り機能をしておりません。したがいまして、それらのことも含めて、これは新しい環境

部のこれから取り組む仕事ということで、より明確にしていきたい、こういう考え方の

もとにチームで検討する、こういうことでありまして、公園課と、それから水路清流課

が入っていないというのは、ちょっと自治体の環境行政として欠けてないか、という御

指摘だと思っておりますが、公園緑政課、並びに水路清流課は、もう長い経験上、一定

の行政領域の分野をほぼ明らかに持っております。環境部という新しい部の編成におき

ましては、クリー γセンターと、それから環境防災関係、これらのことについて、より

明確にしていきたい、こういうことであります。

チームの組織編成につきましては、主管部からお答えをいたします。

O議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君)

えしたいと思います。

もちろん、この五つの推進チームにつきましては、 一定の目的を持って推進するわけ

でございますo よって、ある程度創造すべき、またこれからやるべき当面の課題という

ことの中で各部とも協議を進めてきました。

それでは、私の方から編成の概要につきましてお答

一つ目の七生村土地改良区の対策推進チームにつきましては、当然、関連の部局がご

ざいます。大変大きな問題を抱えておりますので、そういう関係部の調整を図りながら

課長、課長補佐含めましてのチームを編成させてもらいました。

同じように、 2点目のリサイクル行政の推進チームでございます。あるいは、 3点目

のクリーンセンターの用地確保ということで市長からお話もありました。このクリーン

センターの用地につきましては、既にいろんな方向づけの中で検討を重ねてきておりま

す。最終的に用地を求める場所は、現在のクリーンセンターの浅川と多摩川の合流地点

であろう、というようなことを考えますと、この用地は建設省の用地でございます。そ

ういう意味合いを持ちまして建設省の交渉、あるいは関連の今までの経過もございます

ので、あるいは建設省との注文等も多少あるわけでございます。そういったことを踏ま

えますと、こういう関係部、課の組織で対応していきたい、というような基本的な部分

がございます。それを基本としまして関係の部長とも協議し、責任部局を決めまして、

各部の対応の中で課長、あるいは課長補佐というのは事務局の中での決め方をさせても

らいました。もちろん、まだでき上がったばかりでございます。まだ 1回目の会合もやっ

てない実情でございますので、当然この目的を明確にしながら、今後、問題の変化が出
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た場合には、その都度、関係部の要請をする場合があろうかと思いますが、当面は、こ

の推進チームの構成の中で一定の目的の中で決めさせた、という経過でございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問で、タイムリ ミットを私が 1ないし 2カ月ということ

を申し上げております。つまり事務的スター卜といし、ましょうか、なるべく早く来年の

予算編成に間に合うように、ということもあわせて取り組みたいと考えておりますが、

最初の予算化、事業化、あるいは対外的な行動の開始、これらは、ぜひ一、二カ月で着

手したし、、とこういう発想によるわけであります。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 先ほどお伺いしているんですけれども、清掃部から環境部に名

称を改称されまして、市民の皆さんも大変関心を持ち、期待をしておるところですので、

環境部としての抱負をお伺いしたい、というふうにお願いをしてございます。

その点を先にお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) 環境部長。

0環境部長(山口正夫君) お答えいたします。

抱負と申しますか、現在、もう発足をいたしまして、鋭意、連日、今までのデータを

集めながら、新しく時の国民総関心を持ってし、らっしゃる環境問題につきまして、どん

な形で市の行政として取り組んでし、くのか、 このことがやはり清掃部から環境部に変わっ

た、一つの市の考えております姿勢だと思います。そういう中で、ここでもプロジ ェク

トが出ましたし、それから多くの皆様方の御意見も聞きながら、みずか ら、どういう環

境行政に取り組むべきかを定めていきたい。

それには、環境と申しますと、すべてが環境ということになるわけで、すなわち言い

ますれば家庭環境も環境でしょうし、環境緑政課という課も環境緑化協会と いうものも

あるわけでございますし、すべて環境という言葉がつながるわけですが、私どもが組織

の中で行います環境、これは今、公害問題から進みまして、環境部、環境防災課になり

ましたわけですから、もう 一歩進んで、その環境行政に取り組んでいきたし、。今までと

少し方向を変えていく必要があるんではなかろうか、こんなふうに思っております。

以上、お答えいたします。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) ただいま御説明をいただきましたけれども、その中から数点、
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再度伺っていきたいと思いますが、このリサイクル行政推進チームですけれども、事務

局が生活文化部に設置をされて、生活課が中心になっております。また、構成メ γパー

としては各部局も入っているわけなんですけれども、先般の 9月議会の建設委員会にお

きまして指摘をさせていただいた件がございますが、あした、議案が上程されてまいり

まして、商工振興費の中に再度、設置していくリサイクル容器設置工事のマイナス60万

減額をされていることとか、空き缶回収器 1台94万円設置ということで補正予算が計上

されております。明日と再度また、私も建設委員でございますので、この辺はまた委員

会の中で慎重に審議をさせていただきながらお伺いしていきたい、と思っておりますけ

れども、 9月の議会のときに、この問題に関しましては相当な時間をかけまして、みん

なで審議をさせていただきましたし、市長さんにも御出席をいただきまして御答弁もい

ただいたことでございますが、その中で、私たちが指摘をさせていただきました、これか

らの要綱の中にあります2367ページの、日野市資源ゴミ回収事業開始支度補助金交付要

綱でございますが、この中の第 2条に「この要綱において団体とは、市民の住民が共同

で公益的目的を追及するために結成した自治団体を言う」というふうに第 2条で定義づ

けられております。この定義づけから申しますと、この補助金の交付に関しては、自治

団体を中に位置づけて定義づけをされているわけなんですね。

そういったことで、これに関して商業振興費として傍ら交付する、ということは否め

ないわけなんですけれども、内容的なものをいろいろと検討していく中に、果たしてこ

の要綱の位置づけと合っているのかどうか、という甚だ疑問を感じましたので、建設委

員会の席でこの要綱の整合性ということをお願いをいたしまして、市長さんからも見直

しをし整備をしていきたい、というような御答弁をいただいておりますけれども、 9月

議会以降、この件に関してどのように検討され、要綱が整備されてきているのかどうか

伺っておきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 9月議会の建設委員会の審議の場で御質問をいただき、私も

お答えした内容があります。たまたま、多摩平中央商庖街のことも明らかにいたしまし

て、空き庖舗があるものですから公団と交渉して借りられる見通しは立ちました。

それから、今御質問の 1点であります各商店街を対象に、つまり商庖街のリサイクル

事業も補助対象に当てる、該当させる、ということを来年の新年度からは実施していこ

う、多少の PRもいりますし、若干のまた補助金等が必要かもしれませんので、そのよ

うな取り組みで進める考えでございます。
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0議長(小山良悟君)

012番(宮沢清子君)

宮沢清子君。

私どもは 9月議会でお約束をしていただいておりますので、要

綱の整合性というか、整備ができた段階で補正予算というのは計上されてくるんではな

いか、というふうに理解をするんですけれども、その考え方というのは、どのように考

えていったらよろしいんでしょうか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 各商庖会にその意図を伝え、また商庖街としての取り組みを

お願いをする、こういう期間が多少必要だろう、と思っております。整合を図ったから

には、即日、実施するととも大切なことではありますが、ちょっとそのあたりの時間が

必要ではなかろうか、こう考えておりますので、来年度実施に向けて取り組んでおる、

とこういうふうにお答えをいたしました。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 先に質問を進めたいわけですけれども、私は、決して商業振興

費とか商広の振興に対して云々ではなくて、今後のリサイクル事業の位置づけという部

分から、しっかりしたものをつくって行かなければいけないんじゃないか、という思い

がいたすわけで、その中からお伺いをしております。

やはり建設委員会では、ぜひ、それを整合というか整備をしていくので、 この補正予

算は、今議会では通していただきたい、というお約束というか、市長さんの御出席の中

でのお話がございましたので、それならばそういう方向で十分検討する期間もあるだろ

うから、その予算に対しては賛成をしましょう、ということで全会一致で可決をさせて

いただいているわけなんですね。

ですから、やはりそういったものが一つ一つクリアされる中で、次から次へと、やは

りお示しをしていただいた方がいし、んじゃないかな、 道理に合ってくるんじゃないか。

また今後の委員会に付託をされる審議の中で、その辺でまた、ある部分では戸惑うとい

うか、いろいろとまた質疑をしていかなければならない部分というのが出てくるんでは

ないかな、ということを懸念するものですから、今、行政報告の中でお伺いをしており

ます。

それから、もう一つ、あの席で私どもが発言というか提案という形で採択をする中で

お願いをしたことは、リサイクル行政推進チームということで、こういうふうなお考え

を持っていただくことは大変有意義でありますし、ぜひ、このことも進めながら、もう

一方では、やはりこのリサイクルを進めていく中でのきちっとした位置づけというんで
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しょうか、この中に行政推進チームができて、その後に、じゃあ今後、提案というかリ

サイクルに対する委員会みたいなのをつくって、市民だとか学識経験者だとか、いろん

な人たちの御意見を伺うようにして、さらに充実させていくんでしょうか。その辺をちょっ

と確認をしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 前段の部分の調整をして手間取っている、ということであっ

てはなりませんので、現行制度の中に商庖街リサイクルも適合できることをなるべく早

く実施しなければいけない、このように、今伺って感じております。

それから、たまたま、リサイクル行政推進チーム、非常にリサイクルの仕事も取り組

みようによっては広範でもあり、いたしますので、単純に清掃部だけの取り組みという

ことではなくて、もっと生活文化という観点から広く市民運動に提起、問題をお願いを

していく、こういうことでありますので、御指摘のような市民参加の仕組みも十分配慮、

しながら、効果のある取り組みでいきたい、このようなことを考えております。それが

リサイクル行政推進チームの、特にチームを編成した趣旨でもございます。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) もう 1点、伺いますけれど、委員会の席で私たちは、ごみ問題

に関して、リサイクルに対して生活課だとか、清掃部のごみ減量主幹を中心にしての旧

の清掃部、それから産業経済課というふうに一つ一つがばらばらになっておりますので、

ぜひ、このリサイクルを進めるに当たっては一本化できないか、そして、ごみを減らす

課の設置くらいをしてはどうか、というふうに提案をさせていただきまして、そのとき

に市長さんも課に対する、設置に対するお話はなかったんですけれども、今後、リサイ

クルごみ問題を進めていくのには、清掃部で一本化していきます、というふうにきちっ

と御答弁をいただいているわけなんですね。

今、お話を伺いますと、生活文化部の生活課が主体になっていくんだ、というふうに

おっしゃっておりますけれども、やはりごみの減量というか、ごみを減らし、ごみを生

かすリサイクルですね、両方、やっぱり並行立ててやっていかないと、このごみ行政と

いうか進んでいかないんではないか、というふうに考えるわけなんで、す。片や清掃課の

方で一生懸命、それぞれの立場の方たちが御努力をしておりますO そういった中での本

当の声というのは大事にしなきゃいけませんし、そこから本当のごみ減量というか、ま

た、ごみを生かしていくという大きな力が生まれていくんではないか、というふうな考

えのもとにそういったこともお願いをしまして、清掃課で一本化します、というふうに
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お話をされているわけなんです。その辺がちょっと、若干食い違ってきておりますので、

今後その辺は、今の御答弁のとおりで進めていかれるんでしょうか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それらの点をより組織的に明らかにすることと、仕事の効果

を上げるということを目指してチームをつ くるわけでありまして、現在これまでの清掃

部が、かなり 集まってくる、いわゆる生活廃棄物、 ごみに対するリサイクル事業は鉄と

アル ミの選別機による分別、 これらも実施 しており ます。

それか ら、ごみ減量という観点から私どもの理解は、 クリーンセ γターというのは市

民から排出されるごみをまず収集いた しま すO そして場内で焼却とか分別とかし、ぅ処理

をいたします。最終に残る、いわゆる灰と、 それか ら処理でき ないものを処分地に運び

ます。収集、処理、処分、こう いう段階を経てごみ行政が成立 しておる。

一番、 終末処分場の問題は、 各関係市から持ち込まれるごみが、どん どん近ごろふえ

ますので、 したがって予定通 りの年次に対応できないかもし らん、 こう いう焦りがそこ

にあ るわけであ りますから、 我々は少なくも ガラスぐらいは、つまりカレッ トとして再

生の道に乗せる、そ して、な るべく 処分地の負荷を少なくする 、こう いう考え方で取り

組もう、 ということでおり ます。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 今、 ちょっと私も、 本来のリサイ クルの趣旨と いうのは、 一体

何だろうかな、というのを考える わけなんですけれども、クリーンセンタ ーが建設され

たと きには、 1日、610グラムのごみを推定して建設をしているんではないかと思 うん

で、す。平成 2年度には947グラムと、 ごみがふえてきております。年々ふえていく中で

300グラム以上のごみがふえて きておりま す。こ れは、 1人 1日当たり排出する量なん

ですね。市民一人ひとりというのは、 赤ちゃんの数までも入っ て、 赤ちゃんからお年寄

り、 全人口に対する 1人当た りの排出量でございますか ら、これはすごい量ではないか

と思 うんですね。

このごみに対する減量とい う手立てをきちっ としていかなければ、ごみ減量というの

はできないんではないかなと思います。この辺の体系化というか行動計画が、ごみ滅

に対する行動計画がきちっと策定されていかない限りには、ごみ対策、または リサイク

ルと いうのは推進できないのではないか、というふうに考えるわけであり ますし、また

年々ふえていくごみの減量に対して、やはりその環境部が主体になって、そして横断的

なチームをつくってし、く、ということが一番大事ではないか、とし、うふうに考える んで
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すけれども、先ほどのごみ減量市民会議に対しましても、環境部ではなくてほかの課で

考えていきたい、というふうに方向転換をしているわけなんで、すねO

でも、やっぱり市民の皆さんというのは、環境部が中心になって環境問題を進めてい

くんではないかというふうに、あえてその名称を改称されたのは、そこに力点が置かれ

るんではないか、というふうに期待をしているわけなんです。ですから、その辺、もう

ちょっとどうなのかなと思いますけれども、いかがなものでしょうか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私どもの考え方も一応あるわけでありますが、いかに能率よ

く効果を上げるか、ということがリサイクル事業にも必要な問題でございますので、そ

の効果を上げる仕組み、それから行政上の取り組み、これらをより具体化していこう、

これがリサイクル行政推進チームの趣旨でございますので、御指摘のことも含めて、今

後能率をよくするための努力をしていきたい、このように、きょうはお答えをさせてい

ただきます。

0議長(小山良悟君) よろしいですか。(1"結構です」と呼ぶ者あり)

天野輝男君。

07番(天野輝男君)

だきます。

日野市の防災情報セ γターの建設の請負の契約が今回出てまいりました。この問題に

市長の行政報告の 3番の中の問題を取り上げて質問させていた

ことを感じてお るもんですから、このあたり、初めて入ってきて、そして工事を取った

わけですけれども、このあたりの説明をちょっといただきたいな、と思うわけですが。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えいたしますO

今回、追加提案をお願いしております契約議案の日野市防災情報センタ ーの建築工事

でございます。改めて契約の議案の中で御説明はするつもりでおりますけれども、北野

建設が指名競争入札の結果、落札をしたという ことでございます。この会社は、本社が

長野県にございまして、 営業所が立川市内にあったと思いますO それで、 首都圏でもそ

うい う営業を行っている、 という業者でございます。

この北野建設の日野市内での公共工事の関係でございますが、過去に市立第三中学校

の給食工事を請け負った、そうい う経過のある、またそういう 実績のあ る業者でござい

ます。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) かつて 1回程度だと思うんですね。それで業者も変わってきて

おるとい うことと 、そして 日野市内で業者を一一私は再三このようなお願いをしておる

わけですが、 やはり 日野市の中の業者を育てると いうこと は、 やは り、 確かに工事の費

用も大きい事業をで きると ころは数少ないわけですね、 それはわかる んですけれど、や

はり、そ ういう中で 日野市の場合には この建設協会にですね、 防災時に大変協力してい

ただいておるわけですか ら、今後、またどう いう形になってくる かわかりませんけれど

も、彼 らの協力を見たな ら、やは り彼らを育てると いうことが私は もっと必要 じゃない

か、 ということを感じてお ります。

そして、 50年、55年を調べてみても、 60%近い工事は日野市の業者に任せていたんで

すねo これがだんだん一一規模の小さい仕事は確かに 日野市でやらせておるようなんで

すが、大きい仕事は、ほとんど大手の企業に任せておる。こ ういう状態ですもので、ぜ

ひ日野市の業者を育てるという ことで、 もう少 し方法をぜひ考えていただきたい、この

ような ことを申 し上げてお きます。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

ついては、再三、私、質問させていただきましたが、この中で私が特に気になる点と申

しますのは、特にこの日野市の協和会と、建設協和会と防災のことで協力していただい

ております。そういう中で、実際私は、こういう事業を入札に出すとき、日野市の業者

を出していただけたらな、ということを考えておったんです。

そうしたら、たまたまきのう聞きまして、日野市の中の公共事業の入札がだんだん変

わってきておる、ということなんです。それで私も、そういうことなもんですから、ちょっ

と前から調べたんで、すねo そうしましたら、確かに金額も違いますけれども、これがだ

んだん一一日野市の業者の単価の安いものは確かに落ちています。高い単価のものは少

なくなってきておるという、こういう状況の中で、やはり、この日野市の中の業者を育

てるということは、多少足りない部分があるかもわからないけれども、忍耐を持って育

てていただきたい、というのがお願いなわけです。

そういう面で、ぜひ、実際この防災センターの入札に対しましては、この北野建設と

いうのは長野では大きいですが、今回は初めて入ってきているんじゃないかな、という

013番(馬場繁夫君) それでは、質問をさせていただきます。

まず最初に、宮沢議員から質問がありました庁内チームについて質問をさせていただ

きます。

まず、 市長にお伺いしたいんですけれども、この庁内チームをなぜ今の時期に、 この
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12月の今の時期に行政報告という形の中で提案されて進めていくのか、非常に意図がよ

くわかりませんので、この時期についてO

そして、先ほどの答弁の中にありました平成4年度の予算編成に間に合わせるように

一、二カ月でやっていくんだ、というような答弁がありましたけれども、どうも、この

庁内チームによりまして新しい風を入れながら諸問題について積極的に対応していくん

だ、という、そういうような方向性がどうも見受けられないな、と感じるんですね。時

期の問題もありますし、この姿勢についても非常に不明瞭だ。それについて、まず市長

の基本的な、なぜ今の時期にこの庁内チームを編成したんだ、ということを納得がいく

ような御説明をひとつお願いし、たします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 毎年の定例市議会に行政内部の状況を一々御報告するという

ことは、あるいは必要ないことかもしれませんが、今回、特に庁内チームの編成という

ことで項目を挙げて報告をさせていただきましたのは、一番、当面の事業として指示は

してあるわけでありますけれども、なかなか前進がしにくい、という事柄がございます。

今回挙げておりますようなのは、それに該当する要請事項でございまして、議会に御理

解をいただくということと、なるべく早く一応の目安、方針を定めて、そして取り組み

姿勢をより明確にしたい、こういう意図によるものでございます。

余り前例を持ちませんので御理解をいただくことに疑問が出される、このことも承知

をしながら、こういう項目を挙げて現在行政として大きな取り組みの課題として存在を

し、なお、ひとつ積極的な取り組みを進めたい、こういう意図を示した、というふうに

御理解をいただきたいものだと思っております。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) どうもよくわからないんですね。その行政として大きな取り組

みをしていく、ということであれば、先ほどの答弁の中にありました一、二カ月、一つ

の時期については一、二カ月限定がある。そして、平成4年度の予算要望にどうにか間

に合わせるような、そんな変なニュアジスがある。本来、行政の大きな取り組みという

ことであれば、やはり初年度からしっかりした形の中で出発していく、そして、それを

次年度の予算に生かしてし、く。それなりの時間的な部分もあるだろうし、その辺が非常

に不明確なまま、何か市長の意図がよくその辺については一一一般論からいえばそうい

うふうに普通は考えるのかな、という気がするんですね。何か今の時期に、あわてて何

か形だけと思わせるような感じもしないでもないな、とい う気がしてしょうがないんで
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すね。

ですから、本当にこの課題を行政として市長の方針としてやるんだ、というにしては

どうも弱し、というか、納得がしにくいな。 こういうような庁内チームを持つということ

は大賛成であります。 しかし、今の市長の姿勢でいきますと、この内容が名目だけで終

わってしまうのかな、という懸念がすごくあるんですね。

さきに、行政文化推進本部とい う本部ができました。名前だけなんですね。実際は動

いてないんですよ。また企画倒れになるのかな、という 気がするんですよ。その辺、も

う少し、本当に多くの人が賛同して、 諸問題を本当に解決 していくんだ、という 方向性

をもう少し具体的にあらわしていただ きたいな。

それから、中を見ますと非常に矛盾が多し、。不明確なんですね。少なくとも こう いう

庁内チームをつくるのであれば、 当然、 内容的にそれらの所轄の責任者、目的、 期間、

その他明確に文書なりに明らかにして、 そ してその方向に、このチームの人たちは全力

でその 目的達成のために進んでし、 くのが当然だ と思う んですよ。それの文書的な、 要綱

になるか、 ちょっ とわかりま せんけれど も、それについては何かきちっと したものをっ

くり上げているのか、 その辺をお尋ね しますO もし、ある のであれば早急にそれを議員

の方にも配付をお願し、し、たします。

まず、 ちょっ とそれについて確認をさせていただきます。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 前段で御指摘の部分の、何か形ばか りで内容が伴わないんで

はないか、とそ ういう懸念にならないように、こ れか らの取組をより努力をしていくつ

もりでございます。

それから、 チームは一応組織できてお りますから、 今後の行政執行について積極的に

会合を持ちながら、なるべく 早 く方針をつけたい、 こう いうことでございますので御理

解をお願し巾、たします。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) 非常に納得しにく い部分ですけれど、早急に内容を明確にした

文書をいただくように、ひとつお願いします。これは、後でまた答弁をお願し、いたしま

す。

それか ら、あと、どうもよくわからないのは、今回、性格が文化部と環境部という新

たな組織改革をいたしましたO それで、先ほど環境部長の方から抱負ということを述べ

ておりましたけれども、今までの清掃が環境部という部名に変更した趣旨が非常に名前
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だけなのか、その環境というものを、じゃあ清掃部等がどういう位置づけの中で環境行

政をやっていくのか、そこら辺が不明確である。ということは、部長が答弁しにくいの

は、市長自身の方向性が不明確がゆえに部長も非常に大変な答弁だったのかな、という

推測ができるんで、すね。

それと同時に、生活文化部等の位置づけが非常にはっきりしない。今回の庁内チーム

の中に非常に不可解なんです。リサイクル行政推進チーム、これが生活文化部なんです

ね、そして、この環境行政チーム、これが防災会議の入ったクリーンセンタ一、これが

どういうふうな環境推進になるのか、非常にわからないんですよo これは、あくまでも

一般論からいいますと、普通、環境行政というふうに考えた場合、今の一つの社会的な

時流から考えますと、当然これはリサイクルが前面に出た中の環境行政というのが、今

の大きな社会的なうねりだと思うんですよ。この環境行政推進本部の中に、本来主体で

あるリサイクルということが明記されてない。そして生活文化がリサイクルになってい

る。これは、どうも一般論として、市民感情として常識論からいっても納得できない。

なぜ、こう機構改革をしながら、機構改革をした内容と庁内チームをつくった内容がち

ぐはぐになっている。ますます不可解になっている。

やはり、もう少しこういうことは明確に整理していきませんと、行政が何をやってい

るか市民から見た場合、ますますわからなくなってしまう。これについて、しっかりし

た答弁をお願いしたいんですよ。市長、お願いします。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私の方では明確な意図を持って行政の、なるべく能率が上が

り市民にもよく理解していただける、こういう組織、並びに行政の展開をいたしたいと

思っておるわけでありまして、その意図がわからない、と言われると答えようがないく

らいであります。

例として出されましたりサイクル行政は、これは清掃行政の範囲では、私はくくれな

い、こう思っております。清掃行政は出されたものを集荷し、先ほど言いました処理を

し処分をする。市民生活というのは、ごみになる前に資源化するのが、これがリサイク

ルである、このように私は解釈すべきだと思っておりますO つまり、市民にそういう意

識を持っていただいて、そうして、その仕組みを市が提供をして、そして紙であります

とか容器でありますとか、こういうものをごみになる前にリサイクル、つまり資源化の

ルートに乗せる、これが、私は本来のリサイクルの意味だろうと思います。

町田市では、早くから清掃部の仕事のことを「リサイクル文化センターJという名前
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で呼ばれております。一つの言い方だろうと思っております。

ですから、生活文化というのは、まさに今の今目的課題は、環境を守る、ごみを資源

化する、そのあたりにあるべきでありますし、全くの清掃行政というのは、これは市民

から出される生活廃棄物を集荷し、処理し、処分をする、こういうふうに分けていくの

がこれからのリサイクル行政の課題で、なければな らない、このように考えておりますの

で、間違っておれば直きなければなりませんが、先ほど申し上げましたように、なるべ

く能率をよくし目的を達成できるようにしよう、ということが当然の結論でございます

ので、よろしくひとつ御指導をお願し、いたしますO

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) よくわか らないんですね、やっぱり 。そういう市長の論法から

いきますと、じゃあ、わざわざ今までの清掃を環境部に変えた意味がどこにあるんです

か。わざわざ環境というふうに明確な方針をかえたとなれば、当然そこに現在のごみの

処理行政とリサイクルというものを包含した中で、考えるのが一般的ではないかな、とい

う気がするんですね。ちっとも市長の考えがよく理解できません。時間がかかりますか

ら、それはまた別の機会に、これについてはもう少しやりたいと思うんですけれども。

ただ、非常に、市長が議会に対する重大な発言をしているんですね。それは、先ほど

宮沢議員の方から質問もありましたけれど、第 3固定例会の中で建設委員会に付託され

た補正予算の中に、商工振興費としての位置づけの中に補正予算がありました。この補

正予算について、委員会の中で今までかつてない長時間かけまして審議をしてまいりま

した。市長にも 2回ほど出席をお願いして、 答弁をお願いしたわけであります。

そのときに市長は、委員会としての質問に対して市長自身が答弁をされているんです

よ。要するに「要綱の問題については、今、御指南ありました現在実施しています要綱

を、これに新たに加える商工振興費のリサイクル事業に整合させる御意見と、リサイク

ル行政を清掃部に一本にしていくことは同感でございますO 今後、取り組むことにいた

します。」こう、市長は委員会での代表の質問に対して答弁されているんですよ。それ

で、この要綱の整合性とリサイクル事業の一本化、こういうことが市長の答弁の中にあ

りましたので、委員会としては、随分長時間に審議をしてきた内容を市長のこの答弁に

よりまして、全員異議なく賛成をしよう、というふうになりましたいきさつがあるんで

すね。

市長、そうしますと、先ほどの種々な庁内チームの編成の方向性の中と、この建設委

員会での市長の答弁とは随分隔たりがあるわけですよ。これは 9月の時点の委員会答弁
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ですよ、その後、この委員会での答弁と全く食い違ったことを今定例会に市長自身が、

同じ市長が、同じ人聞が、それも数カ月しかたっていない中に全く別な提案をしてくる

んですよ。これはどうなっているんですか、市長。これは委員会に対して、議会に対し

て大変な問題ですよ。これについて、市長、答弁お願いします。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御理解がいただけないで大変残念であり、また申しわけない

と思っておりますo

その意図を変えたということではないと私自身も感じておりますので、今後の審議の

中で御理解いただける説明と、また努力をさせていただきたい、こう思っておりますo

O議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) 非常になかなか理解できない答弁でありました。こ の問題につ

いては、先ほどの建設委員の皆さんが、それぞれの腹の中で煮えくり返る思いがあろう

かと思います。また、これは委員会の中で、今回補正等も出てきておりますので、それ

ぞれ検討、それぞれの委員の皆さんから、それぞれの発言があるかと思いますので、と

りあえずこの問題については、この辺で、時間もあれですから、また本題の問題があり

ますので、この辺にさせていただきます。

それでは、いよいよ本題の問題に入らせていただきます。

10月の30日、恒例の議会の研修会が行われました。残念ながら、私は南多摩斎場組合

の視察のために参加できなかったわけなんですけれども、市長も海外出張という形の中

で出席はされてなかったようでございます。

この内容は「公立病院の課題と展望」とし、ぅ、そういうテーマに沿いまして、青梅市

立総合病院長の方から講演があったところでございますが、このとき、助役が市長の代

行ということで出席をされたようでございますので、まず助役にお伺いしたいんですけ

れども、この講演会へ出席されまして、今、日野市が進めています二眼構想、こういう

部分と講演の内容をお聞きになりまして、どう感想、をお持ちになったか、お伺いしたい

と思います。

それと同時に、当然、市長の職務代行ということでありますから内容は市長に報告は

されていると思いますが、そこで市長自身は、この青梅市立総合病院の院長の講演の内

容に対して、どう、今までのこ眼構想との位置づけの中で、どう お考えになるか、それ

についてお考えをお伺し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) お答えをいたします。

去る10月30日に行われました議員研修会に参加をさせていただきました。今御指摘が

ございました講演を私も拝聴させていただきました。公立病院が抱えておりますさまざ

まな問題点、こういった点について大変わかりやすく説明があった、というふ うに思い

ます。それに参加をさせていただきまして、私としても大変勉強をさせていただきまし

た。そんなふうに感じております。

なお、この講演の中身そのものにつきましては、 市長の方には、私は細かくは御報告

は申し上げてお りません。

以上です。

O議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) 今、 助役から答弁をいただき ましたけれど、なかなか助役の本

音の部分とい うか率直な感想、をお聞きでき なかったことは、非常に残念であり ます。市

長には、事細かく 説明はされてない、 というととでございますが、 当然、市長のことで

ございますから、非常に市長自身も二眼構想、とい うこ とを取り上げておりますし、議

の研修会の中で病院に関する講演であれば、当然助役のお考えを聞かなくても市長なり

にど ういう内容があったのか、 当然これは大き な重大関心事としてと らえて、市長自身

が積極的に情報を収集 し、内容は当然把握 した、と私も思いたいんで、すねO それだけに

日野市の病院構想の大きな方向を決定していく 非常に重要な内容でありますo

ですか ら、そう いう青梅の約500床という 病院の院長が、この病院問題の課題、展望

について発言されているこ とは、 当然耳を傾け、どういう方向の内容かと いうこ とは、

将来の医療行政を真剣に考え る市長であれば当然かなと思う んです。そう いう意味から

市長のお考えをお伺いします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 議員研修でいろいろ勉強していただきま して、ありがとうご

ざいます。

いわゆる病院建替え問題を中心とする医療行政の課題は、今、日野市政にとりましで

も非常に重要な課題でございますので、こ の解決について何とか具体的な展開をしなけ

ればならないと いうことで、日夜、私自身も頭を痛め、いろいろな工夫を進めておりま

す。一つの可能な考え方も今持ち得ております。 二限レフ構想、という言い方も今までし

てまいりました。一つの方法だ、と いう ふうには思ってはおりますが、南部の地域病院

とい うことの必要性も、これもその二眼構想との関連の中で、考え方をいろいろ持って
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きたことは事実でございます。なるべく近い機会に、今到達し得ております市立病院の

建替え問題、あわせて医療行政につきまして御相談、あるいは御理解の機会を得たい、

このように思っております。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ちょっとよくわかりにくかったので、もう一度、市長にお伺い

したいんですけれども、今までは、市長は二眼構想、を強く前面に出されてきました。と

ころが、今のお話では、どうも二限構想について、少し訂正というか修正というか、変

更するような発言かと感じるんですけれども、もう少しその辺を、どういう形の中で市

長自身は日野市の病院改築ということをお考えなのか、ちょっと、その辺をもう少し具

体的に表現をしてください。

0議長(小山良悟君) 市長。

よって現在の病床数を、つまり212ということになるわけでありますが、その病床数と

近代的な、いわゆる病院の施設の近代化、あるいは機器の近代化、というふうなことも

スペースとして保つことはできる、とこういう結論に検討が届いております。

したがし、まして、他の機能、つまり保育園の建替えの位置、あるいは消防署の移転、

これらの ことを将来の病院自身の増設の部分にだんだん充てる、というふうに考えれば、

いわゆる現在の病院の建替えは可能性がある、というと ころまで検討をつけておりますO

それから、南部の地域病院につきましては、用地の確保を目指しながら、なお若干の

工夫も加えて、市立病院の分院という形でなくても日野市で実現できる方法でやれる方

法があるだろう、というふうに考える。こういう状況でございまして、本来ならば、本

会議場でまだ御報告できる詰めの段階ではございませんが、そういう考えを進めておる、

こういうことでございます。 これもまた検討内容で、ございますから、可能性という こと

の範囲の検討では十分詰めてし、く課題ではなかろうか、このように思っております。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

0市長(森田喜美男君) 二限構想、と言われる一つの考え方の中に、市立病院をどこに

建て直すか、増床という課題をどういう形で確保するか、このことが、たまたま高幡に

南部地域病院として土地を確保し、その土地に一時、市立病院の建替えという形ができ

るんではなかろうか、こういう考え方の展開を考えたわけでありますが、高幡区画整理

事業で、一応、市有地あるいは開発公社の所有地、これらを集合換地するということで、

ちょっと地元の御理解に難点がある、ということも大切な解決をすべき問題でもありま

013番(馬場繁夫君) そうですね、二眼構想ということは随分市長が強く前面に押し

す。

出して、我々は、現実不可能な二眼構想、については強く市長自身に変更を求めてまいり

ました。そういう意味では、多少、現実的な方向性に、市長自身がやっとわかっていた

だけたのかな、という気がするんで、すo そういう中で、 この多摩平中央公園の置 きかえ

なり、また四丁目 3番地ですか、その辺につきましても、このベッド数については、病

床数については今の段階の中では確定は言えないんでし ょうけれども、この辺について

は大体どのぐらいを目指していくのか、 この辺の大枠と、先ほど当計画にありました高

幡の区画整理地域内の分院、この辺は、市長は将来的な部分はまだ分院としてあるよう

ですが、もう少しその辺も含んで、ちょ っとその辺はどうなるのか、もうちょっとその

辺も詳しく教えていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 高幡の区画整理事業で公共用地を集合換地したい、というこ

とは、まだ関係の方々にぜひ実現をしていただくふうにお願いをしているわけでありま

して、結論というところには、まだ至っておりませんが、現実をもっと詰めて御理解を

いただくとともに、もう少し工夫をした考え方に発展をさせていきたい、このように考

えておりますO

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君O

いつまでも抽象論で具体性にならない考え方を持ち続けていくということも、これは

行政の立場として適当でもない、というふうに思いますので、市の現実の持っておりま

す土地、それから現在の市立病院の病床数、それから、将来確保すべき病床の確保の問

題、これらを順序づけて一番具体性のある方策をとりたい。こういうことに一つの検討

を進めております。

ちょっと、そのことの内容を申しますと、南部の地域病院は、多少時間がかかります

が、これは市立病院の分院とかいうことは別にいたしまして、用地の確保を目指しなが

ら増床の実現ということにもまたあわせてし、く、こういうことにいたしまして、現在の

市立病院の周辺ということを展望に入れまして、一段階で多摩平中央公園との置きかえ

が不可能だろうか、できないだろうか、ということも検討いたしました。

それから、もう一つ、いわゆる四丁目 3番地、この場所を現在あります行政機能の位

置を置きかえて、そして、あの場所に建替え、それから、また将来の増床の可能性とい

うことを検討をいたしました。現在あります多摩平第一幼稚園、この地積を使うことに 013番(馬場繁夫君) そうすると、病床数は大枠として二つの案が検討課題にあるよ
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うではございますが、この二つの案につきましては、おおよそ病床数はどの程度なのか、

大枠として、もう少し詰めなければ具体的な線は難しいかもわかりませんけれども、大

枠としてどの程度、この二つの案が上がった以上は、それなりのベッド数というのをお ‘

考えになっているでしょう。それについて、もう少し具体的にお示しください。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) だんだん計画内容を、まだ未確定ながら検討内容ということ

でお答えをさせていただくわけでありますO 多摩平の四丁目 3番地、地積が9000平米近

くあるわけでありまして、その中の千数百平米、これは社会教育センターが契約によっ

て使用しております。現在の病院は固有の市立病院の病床数、 162床、それから東部共

立病院の伝染病床が50あるわけでありますから、あわせて212になります。その病床数

は、既に認可ということじゃありませんが、手続きを経て、つまり日野の市立病院の病

床ということでカウ γ 卜されて公式になっております。その病床数と、それから病院の

内容を近代化する。またその病床数も、今は必要だと言われております60平米ぐらいの

基準で計算をいたしまして、その病床確保は、先ほど言いました幼稚園の建替えの範囲

で、幼稚園が今占めておる範囲でほぼ可能である。建物の高さも六、七階が可能だとい

うことでありますし、それから用途地域にも一応耐えられる、クリアできる、こういう

ことの検討内容はございます。

それから、他の部分の今後の移転とか、つまり病院を中心とする将来計画を持ちます

場合には、 300床程度は可能だろう、とこういう積算は確認をいたしておりますO 御理

解をいただいておかなければなりませんのは、病床確保ということで日野市はなるべく

現在、もう 300ぐらい増床したい、こういうことを東京都衛生局当局に申し出ているわ

けであります。

しかし、南多摩医療圏という今の医療圏構想、では、なかなか難しいわけでありますか

ら、やっぱり第一段階は、現在の病床数の将来性のある形で建替えをすることだ、それ

がスタートだろうと思っております。そのスタートは、ほぼ可能である。こういうこと

を一応確認をし得ておる、ということでございまして、南部に対しましては、ちょっと

まだ公式の場では明らかにいたしかねます手順を確認しなきゃなりませんので、あちら

にも病院として150床ぐらいな施設はっくりたいものだ、ということの可能性は持ち得

ておる、というふうにお答えをしておきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) 大枠として、だんだん見えてまいりました。それで、ちょっと
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お伺いしたいんですけれども、現在162床ある、その中で伝染病棟が50床ある、それも

含んで212床、そういう中でこの212床のうちの50床については、非常に内容的に伝染

病棟をすべてなくすことが可能かどうか、その辺は詰めが当然、あると思うんですけれど

も、その詰めについてお伺いしたいと同時に、将来的に300床という可能性があるんだ、

ということを言われましたけれども、今の南部医療圏につきましてのベッド規制があり

ますので、非常にこの辺についての見込みが難しいのかなという気がするんです。それ

と同時に、平成 2年の 7月に現在の市立総合病院の増設ということで、 88床増設して25

0床ということで具体的に病院の開設の事前相談を行っておるところでございますが、

このような状況の中で、将来的に用地からいって300床は可能なんだ、ということでご

ざいますが、本当に可能なのか、そして、当面として212床、これを全部一般病棟とし

て位置づけが可能なのか、この辺、端的にお答えください。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 伝染病床50床につきましては、これは 3市で共同設置 してお

る施設でありますから、そういうことに対します調整も図っていかなければな らない性

質のものであります。今日の伝染病床が必要とする状況は、かなり変わっておりまして、

ベッド数を伝染病には減らし一般病床にする、ということは、これは交渉次第で行政の

それぞれの判断の中で、可能ではなかろうか、というふ うには考えられます。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) わかりました。

ともかく、この伝染病棟につきましては、 ゼロ という ことは非常に難しいのかな、 50

を30にするとか、そういうことであれば可能性はあるんでし ょうけれども、その辺の詰

めをしっかりやりませんと後で大変なことになる。そうい う意味では一つの、最小限、

出発するにしても200床のベッド数が最小限必要だろうし、将来的にやはり 400ないし50

0床のベ ッド数がありませんと、なかなか地域の中核病院としての位置づけは非常に難

しくなるわけです。その辺は、もう前回の研修会の中でも青梅市立総合病院長が言われ

ておるところでございます。これについては、また別の機会で、いろんな角度から質問さ

せていただきます。

でも、ちょっと大事なことがあるんですね、大事なことが。これは何かと言いますと

南部医療圏制度というのができまして、そして南多摩医療圏の中で8081のベッド規制が

された。その枠の中に現実的には当てはまらないと増床ができないんだ、この過程がわ

からないんです、過程が。ということは、少なくとも行政の担当者がいます。こ のベッ
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ド規制については随分前から論議されてきまして、この法案が通って、そして、最初に

東京都がそれぞれのヒアリングを通して最終的には決まってくるわけですよ。これは、

もう当然その過程の中でベッド規制がどうなるか、というのは、当然、当たり前に行政

のそれぞれの担当部署では周知しているところなんですね。日野市はそういう法律的な

手順がずれているから、病院を二眼構想、だとか250床に150床つくるんだとか、どうも一

つの国の流れ、東京都の流れを配慮、しないで勝手に考えてきた。

そういう中で、もう少し市長自身がやはり、それぞれの担当者の意向を聞きながら、

病院というものを将来的にどうしていくんだ、ということを考えておけば、今こんなベッ

ド規制であわてなくても滑り込みができたんですね、滑り込みが。そうすれば、 400床

なり 500床というのが可能だったわけですよ。これは、やっぱり行政としては大変な問

題なんですね。これについて、もう少し責任を感じていただきたい。

現にこの基本計画におきましても、ベッドの増床というのは具体的にうたわれている

んですね。これは62年から68年までの 7カ年の計画であります。そういう作業の中に、

当然そういう問題はわかるはずですよねO そういうものを無視をして現在に来てしまっ

た。そして、本来の中核病院としての位置づけとするならば200床程度、また300床に増

床できるのは、いつのことか、まだまだ先が見えなし、。これは市長の責任であり、市長

の行政手腕のミスにほかならないと思います。

きょうは時間もありませんので、具体的にもう少し詰めて、本来この辺を中心にやり

たいな、と思っていたんですけれども、またそれは、いろんな角度から詰めてさせてい

ただきます。

それから、あと駐車場の問題とか、何点か予定したんですけれども、それも一般質問

の中に入れまして、させていただきますので、ただ、その辺の行政の責任については、

しっかり市長も肝に銘じて責任を感じていただきたい。これは大変な問題ですよ。

そういうことで、とりあえず、きょうは終わります。

0議長(小山良悟君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。
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午後 3時27分休憩

午後4時2分再開

土方尚功君。

06番(土方尚功君) 二、三点お伺いしたいと思いますけれども、まず 1点目ですけ

れども、暴力排除宣言に関する件ですけれども、とれにつきましては、日野防犯協会会

長の名をして、各会派の代表が紹介議員ということで、これについては総務委員会で検

討された結果、採択をし、議会の議場でも全会一致でこれを採択をしたわけですが、内

容的にも日野市に暴力排除の宣言を求める誇願でありまして、これにつきまして、市側

ではどのように対応されて、その後進んでいるのかどうか、状況だけお伺いしておきた

いと思います。

まず、 1点目はそういうことで・・・・・・o

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えいたします。

暴力排除宣言に関する件でございますが、ただいまお話がございましたように、本年

の9月 2日をもちまして日野市防犯協会会長から請願がございまして、この議会の中で

採択をされた、ということでございます。

この請願の内容につきましては御承知のように、日野市においても暴力排除の宣言を

していただきたく請願をする、そういう趣旨でございます。との請願の採択を私ども受

けまして、今後どういう取り扱いをしたらし、し、か、とい うことを検討をいたしました。

それで、まず、各市がどのような対応をしたか、という ことで調査をしたわけでござい

ます。

その内容を簡単に御報告を申し上げますと、 東京都は御承知のように都議会が決議を

いたしておりますO それから、区の中では目黒、及び北区が宣言をしているということ

で、これは区がしたのか議会がしたのか、ちょ っとそ こまでは調査しておりません。い

ずれにしてもこの 2区が宣言をしている、というような結果になっております。

それから、 26市の関係でございますが、 ます.八王子市につきましては、平成2年 2月

22日付で宣言をしております。ただ、この八王子市につきましては市民大会を開きまし

て、いわゆる暴力追放宣言を行った、ということでございます。要するにこの大会の中

で決議をした、ということでございます。それから調布市でございますが、調布市は請

願がございまして採択をし、市議会が、いわゆる決議をしている。これは平成 3年 9月

20日でございます。それから、この形態と全く同じでございますが、狛江市が同じく市

議会の決議として平成 3年 9月25日に行った、ということで、この決議文の内容につき

ましては 2市とも同じでございます。私の方も防犯協会からいただいております決議文
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のひな形と照合いたしましたんですが、その内容と一致しているということでございま

す。他市の状況は、そういうことでございます。

これらのことも踏まえまして、内部検討をずっと続けてきたわけでございますが、今

後この取り扱いにつきましては、市執行部局だけで、ということでなくて、やはり議会

の方によく相談をいたしまして、今後、この取り扱いについて対処していきたい、とこ

う考えている次第でございます。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 各市の状況まで踏まえて、それぞれ調査なさっているようです。

私の方は、議会の方としては、あのときの総務委員会の考え方としては日野市において

も、という日野市を行政というふうにとらえておりました。ですから、議会の方の決議

ということではなく採択をした、というふうに私は理解をしておりましたので、いずれ

にしても、今は執行部と議会と調整をして、というふうなことで意見が出されましたの

で、いずれにいたしましでも早い時点でこれの取り扱い方をお願いをできれば、という

ふうに申し上げて、この質問を終わりたいと思います。

続いて、 6月の議会のときですか、職員の服務規程の一部改正というふうなことで、

これに伴って関連する規程、規則、こういったことが整備をされたようであります。

この内容の中で、特に時間休暇というか、 1時間の休暇の問題、これについてちょ っ

とお伺いをしたいと思いますO

この制度ができて、まだこういった年度の途中で、ことしの場合、変則的に進んでお

りますから、職員課としては集計そのものがなされてないかな、というふうに思うとこ

ろですけれども、特段にこの中で時間休が傾向として一一一時間休というのは、要するに

今までからすれば半休が柔らかくなった、一般の 1日の休暇というものと比較して、傾

向だけで結構ですけれども、時間休として有効に使っているのかどうか。また、もう 1

項目ふえた、要するに遅参という関係でありますけれども、大変、総務委員会等でも 1

分たりとも、というような、遅れた者、連絡のない者は、要するに遅参という形でそれ

なりの対応なりが取られる。いわば 1時間休暇であれば事前に届けをする、というよう

なことで、そこら辺の取り扱いが大分注目をされたところなんですが、ここら辺につい

ての状況といいますか、そんな点をちょっとお話をいただければと思います。

0議長(小山具悟君) 総務部長。

が、いわゆる業務、あるいは休暇を使う上で有効に使われるように、また、これが逆に

悪用されるようなことがないようにという、きつい御指摘を受けたわけでございます。

これに対しまして、この運用に当たりましては全管理職を集めまして、この議会の指摘、

それから私ども理事者として考えております事項について徹底をさせる、そういうお約

束をしたわけで、ございますo この件については、 7月29日でございますけれども、部課

長を集めまして、ただいま申し上げました内容につ きまして助役の方から指示をし、さ

らに私から留意点等について話をいたしました。

さらに 7月の31日でございますが、担当者を集めまして、職員課の方からまた詳 しく

趣旨、及びその取り扱いについての説明をし、趣旨の徹底を図った、ということでござ

います。

今御質問のございましたこの休暇の状況でございますが、まだ 8月からスタ ー 卜した

段階でございますので中間集計等は しておりませんO これらの内容についての分析は年

度末を もって切 りまして、それでどんな実態か、と いうこ とになるわけでございます。

そういうわけで、ひとつ、この件については、その辺の結果が出た時点で、折 りがありま

した ら御報告をいたしたい、とい うふうに考えておりますので、 よろし く御理解のほ ど

をお願いをいたします。

それか ら遅参でございますが、 これは先ほど申し上げましたように、要するに遅刻に

類するような ことでございますけれども、服務規程の中では遅参については、 うたわれ

ているわけでございますけれども、 先ほど申し上げましたように、こう いったこと がな

いよ うな努力なり管理職からの指導をしてほしい、 ということを言っておりま すので、

実態としては以前よ りは変化をし、 また改善されているんではないか、 というふ うに，思っ

ております。

この件につき ましても、これは12月、歴年で処理をするわけでございますから、この

12月をもって整理をした後に、 この内容についてのコメントというか説明をいたしたい、

というふうに考えております。ひと つ、よろしくお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 実は、この問題を取り上げた部分には、実は組合のストの問題

0総務部長(前田雅夫君) 時間休暇につきましては条例の改正をお認めをいただきま

で、29分ス トというようなことでやっております。ストそのものに参加を一一要するに

理事者側とし、し、ますか、管理職の立場で、そこら辺が、たまたまストの日に遅参をして

きた者と、 ス 卜に参加をして要するに遅参という事態になった者、そこら辺の取り扱い

の関係ですとか、たまたま時間休の場合には、 1分、 2分遅刻したときでも 1時間休暇して、新たな制度を発足させたわけでございます。審議の中でこの時間休暇というもの
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だ、という形で対応するわけです。それも事前に連絡があって、ということですから、

なければ 3分、 1分でも、その場合には制度の上でいきますと遅参ということになりま

す。

単純に遅参ということでは、届け出、及び連絡をせずに、要するに 1時間までに出勤

した場合を言う。それから時間休の場合には、要するに 1時間単位で受けようとすると

きに、その 1時間ということで取り扱っていくんだ、ということで、事前に届けがあっ

たかないかによって、もう当然遅参か時休か、ということになるわけですね。当然、私

が考えるところによれば、 1分、 2分というのは相当いると思うんですよO 賃金カット

の対象になるわけですね、積み上げをすれば-一…。

29分ストでやったときは、たまたま、これは29分ストはいし、んだ、という組合の意識

があって、あるいは給料の算定の中のカットの状況とし、し、ますか、そこら辺のところの

兼ね合いが、今まで慣例できちゃっていますから、組合もああいう形でピラを堂々と、

29分だという形を通常とっているわけですけれども、そこら辺の意識を少しこういう機

会には見直しをするなりが必要があるんじゃないかな、という観点で、たまたまその遅

参の中にも 2種類あるわけですよね。 29分ストにたまたま 1回参加した、そして 5分な

り遅れた、ということになれば、もう 1時間ですか ら完全に賃金カ ットの対象になるわ

けです。

そんなことを考えているときに果たして時間休で、本人が時間休だということになれ

ば賃金カットの対象にはならない、ということになりますから、よっぽど管理的な立場

の人がチェックをしないと一一当然、タイムカードの整理規程の中でいけば、職員課あ

たりがチェックをするんでしょうけれども、毎日、毎日見るんだ、ということになって

いますから、カードを打つてないということになれば、休みか何か適宜な判断で一応判

は打っておく。後で訂正をする。こういうことがシステムにちゃんとうたわれているわ

けです。

そんなことを見ますと、どうも29分ストという関係が気になって、本質的に時間休と

片や違うわけですから、なかなか理解がしにくい部分なんですけれども、片方 3分遅れ

でも問題に一一要するに仮に事例がろいろありますから、 3分でも遅れたときには 1時

間、普通なら休暇の形に回してしまう。賃金カ ットのときには、たまたま29分というよ

うな数字の使い方をする。要するにストのときですね。それ以外のときには、やっぱり

同じように 1分なり 2分なりの遅参という制度があるわけですから、そういった積み重

ねでいきますと、必ず相当賃金カットの対象になる今回の対応があるんじゃないか、と
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いうふうに見るわけです。

そんなことを、今、総務部長も年度の制度が始まって、まだまとめができてないとい

うことですから、ぜひ管理体制の強化というんですか、組合では反発をするかもしれま

せんけれども、そういったところは、やっぱりそれなりのシステムは充実を図ってほし

い、というふうに思います。

それから、あわせて、その組合のス卜が悪いとかじゃないんですけれども、午後の座

り込みのときには時間休で、結局そのスト を認めているわけですね。最初の朝の29分ス

トについては、たまたま29分だか ら、ということで実質的には認めてないんだ、という

ことになるかもしれませんけれども、現実にはそういう形で、 29分の範囲は何とかとい

う形でカットにもつながらない、という ことを見ているんですけれども、だから、スト

は違法なんだ、ということで思っていてもやむを得ないときている。午後の座り込みな

んかで時間休で、 午後の分も時間休をとっている、そのも のがストに参加をするという

ことを明記はしないんでしょうけれども、 それなりに座り込みをすること自体をやっぱ

り時間休で認めているんで、すねO そこら辺に、どうも不都合な点がある んじゃないかと

いう ことで、 一応問題提起としておきたし、と思います。

それから、特にそういった機会で、すから、やっぱり組合の執行部なり、いろいろの役

についている人はそれなりに、職免なり、当然休暇なり、いろんな形でやられていると

思うんですけれども、 大変、ピラを持った職員が歩いていたり、というようなことが

につきます。

ぜひ、 そういうこと も含めて管理体制をしっ かり持ってもらいたい、 というふうに思

いますんで、市長の方、そこら辺を私は感じたんですが、細かし、ことは抜きにして、そ

こら辺に対して市長の考え方があれば、おっしゃっていただければと思いますo

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 職員の服務規律ということから法規で定めた基準もあります

し、それから、その解釈も特に公務員と いう 立場からいえば厳正でなければならない、

このように指示をしております。決して違法と言われるべき部分を認めておるというこ

とではありませんが、多少そのあたりに抵触する課題も残っておるということで、御質

問の趣旨のきちんとした管理をするということで、市民にも御理解、御説明のできる状

態を完成させたい、というふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 今の件は、職務規程なり、またあるいは勤務評定の体制の見直
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しといいますか、一律、これからまたボーナスの関係も出るようですけれども、そこら

辺、一つのやっぱり差をつけるくらいの思い切った手段に及んでいただきたい、という

ことを申し上げ、この質問は終わります。

終わるつもりでいたんですが、先ほどの、実はこれは深いあれじゃなくて単純な質問

になります。

庁内のチームの件ですけれども、リサイクル行政は、要するに事務局の件なんですが、

生活文化部の生活謀、これはいいんですが、クリーンセンタ一、要するにこの綴じでは

3番目ですが、事務局が環境部、それから環境行政推進チームを環境部というのが事務

局になっています。ほかのものの構成は、課長なり部長なり主幹なり係長ということに

なりますが、環境部という事務局では、ちょっと理解に苦しむ部分が一一三つの課が事

務局を持つということは一一環境部の場合には三つあるわけですね、課としても。そこ

ら辺、どこがこれを持つのかな、という、ちょっとこの表の上だけの感じで、あとはそ

れはお答えをいただいて、この質問は終わりますけれども、内容については、いずれに

してもこれからスタートをするんだ、ということでありますので、もっとほかにも庁内

チームで取り持ってほしい、というようなものもあるんですが、抜きにいたしまして、

それだけ、ちょっと伺っておきたいと思います。

それで質問は終わります。答えをいただいて・・・ 。

O議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、私の方からお答えをさせていただきたい

と思います。

確かに事務局を環境部ということだけうたってございます。環境部の業務につきまし

ては、これからの用地確保の問題等を含んででございますし、これは環境部長というふ

うに、部長が事務局の責任者、ということにしておりますので御理解賜りたいと思いま

す。(i事務局が部長ですかJと呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 環境部長。

0環境部長(山口正夫君) お答えいたします。

まず、クリーンセンター用地確保対策チーム、これにつきましてはサービス課が事務

局になります。それから、 4番目の環境行政推進チームでございますが、これにつきま

しては環境防災課が担当いたします。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 内田 黙君。

011番(内田 動君) 2点、質問させていただきます。

1点目は、日野市青少年問題協議会の件についてお伺し、し、たします。また 2点目は、

公共施設の開放の件についてお聞きしたいと思います。

まず、 1点目でございますけれども、日野市青少年問題協議会が11月の28日に保健セ

ンターで聞かれましたけれども、正しくは聞かれたのかどうかもわからないのですが、

実は、この中で 2点お聞きしたいんですが、この青少協の委員の選出と招集方法につい

てお伺し、し、たします。

それから、もう 1点目は、この青少協の組織の中の地区委員会と地区育成会との関係

についてお伺いし、たします。

まず、 委員の選出と招集の方法でございますけれども、この会議の中で官頭市長の方

からごあいさつがあり まして、あいさつの中で「きょう 、お集まりの皆さんにぜひ委員

として御承認をいただきたい」と、 こう いうあい さつがあったわけですけれども、 本来

です と、市長が任命をして承認を受けた者が招集を受けて、 会議が聞かれて議決する、

とい うのが本来の進め方ではないかと思うんですが、 先ほど言いま したように、今回は

市長が招集 して会議がし、きなり開催き れて、その場で承認が依頼さ れた、こう し、う手順

だったよう に思う んです。この辺について、どうしてこのよう な手順になっている のか

お伺いしたいと思います。

それか ら、あわせて、こうい う流れでしたので、恐らく 集まった方にはその委嘱状が

出されていなかったんじゃないかと思う んですが、 その辺についてもお伺いしたいと思

います。

それか ら、この会議の中で私も市長のあいさつを聞いていまして、地区の地区委員会

と育成会とがどういう 関係なのか、 よく わか らなかったんですが、その場で聞 くのもま

ずいかな、と思っておったところ、市民の代表で来られた方々 3名から、やは り、この

点について質問が出きれました。その市長の答弁を聞いている限りでは、別なのか、置

きかえたのか、 全 くはっきり しなかったんで、すね。したがし、まして、その点お聞きした

いわけですけれども、そのやりとりがあるときに、市長が途中でその話を打ち切りまし

て、ほかの方ヘ話を振ってしまい まして、教育長の方から、今後の学校行政の中で週休

2日制が進むだろう、とこういう点について問題提起をされまして、そちらの方に話が

行ってしまった、要するにこの辺がうやむやにされてしまっfこ、という経過がございま

すので、まず、お聞きしたいと思いますo

まず、この点からお伺いしたいと思います。
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0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

選出、並びに招集方法につきましてでございますが、これは、あらかじめ、通常の委

員委嘱と同様、事務的に選出を行って、それによりまして、委嘱をお願いいたします委

員さんに文書による御出席要請をお願いした、ということでございまして、市長のあい

さつの中で、というお話がございましたが、改めて委嘱をお願いします、という趣旨か

というふうに事務局としては理解しておるところでございます。

なお、委嘱状の交付ということでございますが、特段その委嘱状を交付するというこ

とではなく行った、という経過でございます。

また、最後の課題の地区委員会、それから地区育成会の違いでございますが、多分あ

の会場におきましでも御説明申し上けYこ、というふうに理解しておるんですが、地区委

員会は、青少年問題協議会の中の一つの活動部分としての下部組織という位置づけでご

ざいました。しかし、今現在、発足しております地区育成会につきましては、この青少

年問題協議会の下部組織ではなく、独立した組織といたしまして存在するものでござい

まして、もちろん機能的には、青少年問題協議会が協議体でございますが、育成会は活

動体といたしまして、当然にこれは連携をとった中で、それぞれの協議に基づく行動を

とる。また、育成会独自に行動する中で、各種課題の生じたことについての協議をお願

いする部分がございますれば、青少年問題協議会の方で協議をしていただく、というよ

うな関係になっておるわけでございます。

簡単ですが、以上でございます。

0議長(小山良悟君) 内田勲君。

011番(内田勲君) 市長にお伺いいたしますo ただいまの答弁のとおりでよろしい

んでしょうか。確認をさせてください。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 決算委員会等で、日野市の青少年問題協議会条例が存在をし、

その委員会を持たないのはどういうわけか、という御指摘はございました。青少年問題

協議会は、私どもの総合行政として、かつては非行化防止、あるいは不良図書といって

はいけないかもしれませんが、子供のためによくない文化をなるべく目の前にさらさな

い、このことを主眼として運動に取り組む団体でございました。

今日、いわゆる青少年の健全育成の問題で、時代の変化もございますし、また、コミュ

ニティとか地域の住民意識ということにも変化もありますし、また期待をしたい面が多々
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あるわけでありまして、 70名という膨大な委嘱によって組織される性格ではありますけ

れども、任期の切れている状況の中で新しい青少年行政の展開を図っていきたい。その

青少年行政は、コミュニティで地域の教育力を目指して取り組んでいただく、そういう

考え方でございます。

そういう背景によりまして、今回は小中学校の校長、それから教育委員さんの全員、

そういうところに一一それに今編成ができておる地域の育成会の代表をされる方々、一

応2名ということでお願いをいたしましたが、いわゆる青少年委員というのは委嘱制で

ございまして、委嘱することができる、という表現の条例になっております。だから、

しないでもいい、ということじゃありませんけれども、青少年委員の方は委嘱をする対

象ではなくて、むしろ育成会の骨組みになって地域活動のリーダーとして取り組んでい

ただきたし、。こ のような考え方のもとに少し内容を今変えておりますO それを、未組織

の学校区もありますので、またもう 一方には小学校区という考え方もあってもいいんで

はないか、とし、う地域の御意見も ございますので、それらをも う少し経過措置をたどり

ながら、なるべく整った、そして実行カのあると申しましょうか、そういう市民運動に

展開をしていきたい、こういう 考え方のもとに、今回の青少協を開かせていただいたわ

けでありますo

議会からも 5名参加をいただいておるわけでありまして、あるいは今御質問のような

不徹底の部分がある、ということも我々も承知はしております。もう少し移行期間を置

いて、そうして整った形式と、それから運動のしいい、そういう仕組みにしていきたい、

このように考えておりますことを御理解をいただ きたし、。こ う思っております。

今の部長の答弁も概ねそういう趣旨にあると思っておりますので、御理解をお願いし

たいと思っております。

0議長(小山良悟君) 内田 勲君。

011番(内田駅君) 今、市長の答弁をいただきましたけれども、市長の答弁全般が

長過ぎるんですよね。そういうことを聞いているんじゃなくて、後半で若干触れていま

したけれども、 一番お聞きしたいところは、まず、委嘱状を出さなくていいのか、それ

から委任をちゃんとしたのかどうか、ということを確認したかったのと、それから、地

区組織が育成会に変わったのかどうか、という答弁に対して、文化部長にお答え願った

んで、そのとおりかどうか確認したかったんですよ。

ですから、その前半の部分はいらないんですよ。そういう話になるんで話がわかりに

くくなるんであって、この会議のときにも市民の方から質問されても市長の答弁が今の
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ような答弁で一一きょうのは、まだわかりやすいんですよ。本当にわかりにくし、んです

よね。

それで、結局組織が入れ替わったのかどうか、というのもわからないし、それから、

改めてその場で委任を受けたのかどうか、ということもはっきりしないし、結局うやむ

やになって、市長の方でも今後半で言われましたように、まだ準備が十分でなかった、

ということなんでしょう。恐らく答弁がきっちりできないもんですから、先ほど言った

ように話題をほかへ振っちゃっているんですね。そして、それを受けて教育長が別の課

題を提議していますんで話がそこで切れてしまった。こういう経過があるんですよ。

しかも、当日配られましたレジメを見ますと、まず冒頭で市長のあいさつがありまし

て、次に報告事項を行って、次に協議事項を行う、こういうレジメになっているんです。

協議事項の中では、地区の育成会の活動について、とサブタイトルがついているんです。

生活文化部長が、まず市長のごあいさつということで、市長があいさつをしたわけです。

次に報告事項 2ということで議事を進めようとしたんですけれども、今度は市長が「今

のあいさつの中でわかりにくいことがあったら質問してください」とこういう投げかけ

をしたもんですから、報告事項に入れずに、また市長のあいさつの質問事項に入っちゃっ

ているわけで、す。

先ほど言ったように質問が何点か出まして、うやむやになったときに、今度、教育長

が発言したためにこの報告事項の方に自然、に入っていっちゃったわけです。しかも、そ

のうちに、ある人が質問の中で地区育成会の活動報告に触れちゃったもんですから、こ

れはいけないというので、ほかの方にも大勢、その育成会をやっている方がいたんで、しよ

う。その方が私も私もという形で、自分のやっている育成会の活動報告に入ってしまっ

たんです。したがって、レジメがめちゃくちゃになってしまったんで、すね。

やはり、こういう会議を開くときには議事進行の担当がいるわけですから、その人の

指揮にまず市長は従っていただきたいと思うんで、すO また、それを無視するようであっ

たら、その進行の部長はそれを制止しないといけないと思うんですよ O 市長に進行を任

せてしまったような形になってしまって、中がめちゃくちゃになってしまう。しかも、

先ほどのように質問者に対しての答弁がきちっとできてないんですから、部長が今言っ

たような答弁をすればいいんですよ O そうすれば、きちっと質問のように地区の下部組

織が育成会になったんではない、ということがはっきりするわけです。部長はそれをお

答えにならなかったですね、これは一-

もう少し部長は部長らしく、そういうところで振る舞ってほしいんですよ。ょっほど

その場で言おうかと思ったんですが、それでは部長のメンツがないでしょう。恐らく市

民の方もわからずじまいで帰ったと思うんです。今の部長のような答弁がなかったもん

ですから、私も、きょう来ている人は、まだ承認をしてない人が来ているかと思ったん

です。承認もしてない人が一一これから承認をもらう人を集めて会議になりますか。単

なる関係者を集めたという会議でしょう、それは。青少協の平成 3年度第 1回の会議に

ならないんですね。ましてや、その前からつなげれば第16回になるみたいなんですが、

いや、ならないんですね。今、部長の話を聞けば、ちゃんと承認されたようなことを言っ

ていますから、これは16回になるのかな、とも思うんですけれども、しかし委嘱状が出

されていない、これもふざけた話じゃないでしょうかね。やっぱり委任する以上は委嘱

状をきちっと出した方が、私はいし、と思うんで、すO

ただし、地区育成会のようなボランティ アでやる場合には、そこまでやる必要がある

かどうかー・…。 育成会の方々から、ぜひそういうものを出してほしい、という要望があ

りましたけれども、それと これとは、また違うと思うんですね。やっぱりそういうと こ

ろは、きちっとやっていただきたい。

特に今回、これを出さなくていし、と判断したのは、 どなたで、すか。部長ですか、市長

ですか。その辺をお聞きしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 新しい委員会の発足ですか ら、委嘱状を差 し上げるという こ

とは当然の手順であります。 したがって、 学校長の方々その他には委嘱状を差 し上げる

対象である、ということは言 うまでもあり ませんO ただ地区委員会の方々 には、 まだ同

じ方がかなり新しい育成会にも取り組んでいただいておりますから、そして、また 2名

の代表ということで御出席をいただき、 一方にはまだ編成が整っていないというのが一、

二校ある。こういう状況ですから、その育成会にかかわる代表の方々には確認をもう一

遍したい、このようなことが事務的に残ったんではないか、 こんな感じでおります。

今後、そういう ことに対します疑義のない ように進めてい きますので、よろしくお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 内田勲君。

011番(内田 勲君) わかりました。

最後に、もう 1点お伺いしたいんですが、部長の方からお聞きしたいんですが、まず

この協議会を開くに当たりまして、委員として調整された対象者は何人いて、事前に承

認いただいた人が何人いて、当日何人参加したのか、ちょっと、その点についてお伺い
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したいと思いますO

O議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

大変申しわけございません。現在資料を持ち合わせておりませんので、およその記憶

にたどった概数を申し上げるようになるかと思います。全委員さんが65というふうに記

憶しております。また、当日御参加いただきました方々38というふうに記憶しておりま

すo

以上でございますo

0議長(小山良悟君) 内田 勲君。

011番(内田 駅君) この65人というのは、承認された委員ということでよろしいん

でしょうか。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) そのとおりでございます。

O議長(小山良悟君) 内田 勲君。

011番(内田勲君) それでは、最後にこの65人の方々、あるいは、今市長のお話で、

これからも70人以内をもって、ということになっていますので、ふやす考えもあるよう

ですので、ふえた場合には、その方も含めて、ぜひ委嘱状を出していただきたい、 こう

いうふうにお願いしておきたいと思いますo

2点目に入りたいと思いますが、公共施設の開放の件について。これは 9月議会のと

きに一般質問でお伺いした件でございますが、当時の生活環境部長、糸川部長の方から

13カ月程度の時間をかけて今後検討していきたい」という答弁がありましたので、 そ

の後の検討結果をお聞きしたい。

それから、学校教育部長の方からは、体育館を開放できないか、ということで「関係

者にお願いしである」という答弁でしたので、この件についても、その後どういうふう

になっているのか、お伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

最近、週休 2日制が普及してまいりまして、それに伴いまして文化活動が大変盛んに

なってきております。そういう中で、行政の中で文化施設とい うことが非常にクローズ

アップしてまいりました。 しかし、現在、日野市といたしましては、専門的な、各いろ

いろあります中のそれぞれの活動に対しましての専門施設がないということは、もちろ
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んでございますが、文化施設そのものは大変少のうございます。

こういった状況下、種々、課題が生じてきておるわけでございまして、そういう中で

御指摘のダンスというのもそのーっか、という ふうに理解しております。先般もお答え

したとこ ろでござい ますが、今後の施設づくり に際 しましては、そういった時代という

ものを見た中での反映を図っていかねばならない、 というふうに考えております。

しかし、 当面、じ ゃあどうするのかとい うことでございます。これにつきましては、

申し越しの私どもの管轄下にあり ます 2施設に対 しまして、ハイヒールを履 くというこ

とでございます。カバーをする なり の傷のつかない手立てを講じていただ く中で御使用

していただ くほかなし、、 とい う結論でございます。よ ろしく 御理解のほどちょ うだいし

たし、と思いますO

O議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 小中学校の体育館の開放の件について、お答えいた し

ます。

校長会等にお話をいたしまして、体育館の開放について協力を得ました。そ して、学

校の体育館を極力壊さない範囲でやると いう意味も含めまして、私の方でこ の取り扱い

にかかわる注意事項等の原案をつくりまして、体育課長の方へ差 し上げました。そして

体育課長の方では、今、日野市のスポーツダンス連盟の会長の方に、またその内容につ

いて打ち合わせ、相談等をやるということで伺っております。間 もなく貸し出しができ

る状般になろう かと思います。

0議長 (小山良悟君) 内田 煎相O

011番(内田 駒君) 2点目の体育館の使用については、そう いうこ とで使える方向

にいってる ということですので、そう いうことで、ぜひ、 よろしくお願いします。あり

がとうございました。

1点目 の方の施設の開放の件でございますけれども、もう少し検討させてください、

というのかと思いましたら、ハイヒールのカバーなどをつけて使うしかないんだろう、

ということなんですが、これは僕の方で言いました、例えば保健センターとか、あるい

は東部会館と か、 そう いうところも含めてハイヒ ールのカバーをすれば使っていい、 と

いうことでよろしいでしょう か。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) 私どもといた しましては、やはり施設を よりよい状態

で維持管理を しなければならない立場もございます。そういう中で、 極力損傷程度を小
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さくしていかなきゃならない具体的なところがあるわけでございます。そういうような

ところから、傷のつかないような手立てを講じていただいて、というふうにお答えさせ

ていただいたわけでございます。

O議長(小山良悟君) 内田 勲君。

011番(内田勲君) 言っていることはわかるんですけれども、その中身がよく見え

ないんですよね。ハイヒールのカバーをして使えば使っていいのかどうか、そうすれば

傷は相当減るはずなんですよね。全く傷つかなし、、ということはないと思うけれども、

使えば汚れたり傷のつくのは当たり前であって、どこの施設だって傷つけていし、という

施設はないはずなんですよ。

その辺をちょっとお伺いしたいんですよ O 簡単に答えてください。

O議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) 私の立場から申し上げられるのは、カバーをしていた

だいて、ということでしかないわけでございます。

0議長(小山良悟君) 内田 無君。

011番(内田 勲君) 困ってしまうんですけれども、カバーをすればし、し、というのは、

使っていいということなんで、すか。 もし答えられないんでしたら答えられる人にお願い

したいんですが、どなたでも結構です。責任を持って答えられる方に答えていただきた

し、。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私もこれまで、カ バーを用いて使っていただきたい、という

ふうに陳情等でおいでになる方には申し上げておりますので、カバーを使っていただけ

れば、お使いいただける、それでよろしいと思います。

0議長(小山良悟君) 内田 勲君。

011番(内田 勲君) よく確認をしないと、後のトラフ.ルになりますので、もう一度、

再確認させてもらいますけれども、それでは、ハイヒールのかかとの細い部分がありま

すね、そこにカバーをするのを皆さん持っているんですね。それで、例えば社会教育セ

ンターのフロアを使うとか、各地域の地区センターを使う 、ということをしているんで

すけれども、それと同じ形で保健セ ンターと か、あ るいは東部会館のフロアについても

いい、ということでし、し、でしょうか。市長にお伺いします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今日のように、 いわゆるソシアルダンス というんでしょうか、
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高齢者の方々を初めそういう需要が生まれてくる、というふうには、数年前までは情報

としては知りませんでした。そして、今、生活・保健センターの 3階部分のガラスを張っ

て、そして姿見がある部屋がありますけれども、あそこは、つまり何というんでしたか、

白鳥の湖のようなノくレーをするということを目的にして、床張りをしたり鏡を張って、

バレーであれば床が傷むということは、もちろんないわけでありますから、新しいソシ

アルダンスには、ちょっとすぐには御使用していただくのに難しさがあるということで、

たまたま、これも私の一方的なあれかもしれませんが、学校の体育館ならばかなり面積

もありますし、役立つだろうと思って、 学校の体育館の開放の中でお願いできないか、

とい うふうに答えた経過も ございます。ダンス は、 また、大変気分を大切にする ことで

すか ら、人によっては、そういう環境ではだめなんだ、と言われる方もある ようであり

ますけれども、将来そういう ダンスの可能な、それを目 的とする場所をつくるまでは、

ちょっ と、やっぱりカバーでもして使っていただく、このようにお願いをしたいのが現

在の担当の見解でございます。

O議長(小山良悟君) 内田 煎君。

011番(内田伽君) ちょ っと、 よく 、まだわか らないんですね。今、話を聞いてい

れば、 途中では使っては困るようなことを言っていたんですが、最後には、 またカバー

をして使っても らう。そのカ バーをして使っていいのかどうか、いし、か悪いかだけ言っ

てくれれば済む話なんですけれどね。わか りやす くお願いしま す。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

でございますO

O議長(小山良悟君)

011番(内田動君)

傷のつかないカ バーを用いて使ってくださ し、。 こう いう結論

内田 勲君。

傷つかないカバーがあれば、 最初からこ んなお願いしないでも

済むんですよ。多少、 傷つくんですよ O だから僕が言っているのは、ハイヒールのかか

とヘカバーをつけて一一持ってい ますから、それをつけてやれば使っていいのかどうか

なんですよ。

市長、招待すればいいんですか。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) もう一遍、担当者と結論をつけて、今会期中に正確に市民に

わかる回答を させていただきます。

0議長(小山良悟君) 内田 勲君。
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011番(内田勲君)

以上です。

O議長(小山良悟君) お諮りいたしますO 議事の都合により、あらかじめ会議時間の

よろしくお願いしますO

延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって会議時聞を延長することに

決しましたO

沢田研二君。

01番(沢田研二君) それでは、 3点ほどお伺いをしたいと思います。

まず 1点目なんですが、生産緑地制度の改定に関係する内容なんですが、 これは一般

質問の中で鎌野議員が何か出されているようなんで、 余 り深入 りしない範囲で簡単にお

伺いしておきたいと思いますO

これは、改めて申し上げるまでもなく、 首都圏の住宅確保というようなことで改定を

されたものなんですけれども、日野市の広報10月15日号でも、 その辺が詳しく触れられ

ております。

それで、簡単にお伺いしたいというのは、日野市でもそれなりの農地面積があり、ま

た農家の人口もそれなりの数がし、る。また農家の数もいるわけですけれども、このあた

りが、現在日野市にどのぐらいの対象者がおられるのかという ことと、あわせまして、

これは 5年前、 10年前、あるいは20年前というふうな形で大分変化が出てきている、と

いうふうに思うわけですが、この辺のまず現状と、過去からの推移形態といし、ましょう

か、その辺をお伺いをしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) お答え申し上げます。

まず、対象の農家の方が1，361名でございます。対象者がし、らっしゃいます。これは、

要するに農地を所有している方でございます。それで、この中で今回アンケート調査等

を今行っておるわけでございますけれども、 このアンケート調査にかかわる前段といた

しまして、説明会等を10月から11月にかけまして、全体、それから地区別、それから個々

の個別相談等を行って、このアンケート調査のまとまるのが12月10日でございます。

したがって、現在のところは、そのはっきりした数字はまだつかんではおりませんo

10日になりまして、それを受けまして、 今後の希望者に対する対応を考えていきたい、

というふうに思っておるところでございます。
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0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) 今言われた1361人ですか、 これは世帯ではなくて、その対象の

人員という解釈でよしいんですか。もし、できれば農家の数だとか、あるいは農地面積

だとか、あるいは農業人口ですか、そんなことも含めて、もし、今ここでわからなけれ

ば後で資料でいただいても結構です。

それから、関連をしまして、 要は、 生産緑地に対 しての希望をする農家が実際はどれ

ぐらいし、るのか、というのが最終的に聞き たい ことなんですけれども、それが今言った

12月10日にならないと数字が出てこない、 そうい う解釈でよろしいわけですか。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) そのとおりでございます。農業者の人口でござい ます

けれども、 これは私の方では、税の方で農地を持っている方を調査した数で、ございます。

したがって、 実際の農家の数と いうわけではなくて、例えば地目が農地を持っている方

に対する内容でございます。これは、 都市計画として調べた内容のものでございます。

それか ら、実際の生産緑地の指定の有無につ きましては、現在のと ころ、まだ回収が

ほんの一部、 200通程度 しか来ておりませんo そういう ことで、 この10日にならないと

最終の数字は出てこない、という ことでございますo

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) ちょっ と今の新しいデータが手元にございませんo 昭

和60年とい う、ち ょっ と古 くな って しまいましたが、御参考までに申し上け.たいと思い

ます。

農家総数、 60年におきましては638軒でございます。そのうち専業が37、兼業が601と

いう内訳でございまして、人口といたしましては、農家人口2.984名と いうこ とでござ

いますo 耕地面積といたしましては、総数 2万7421アールでございます。田畑等内訳を

参考に申し上げますれば、田が 1万806アール、 それか ら畑が 1万1，636アール、樹園地

が4，979アール、以上、 そんなよう な状況でございますo 大変古いデータでお使いにな

れないかもしれませんが、恐縮でございます。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) 今、手元の資料が60年度ということで、新しいのもあるという

ことでよろしいで、すかね。そうしましたら、後ほどで結構なんですが、新しいデータに

基づいたものを出していただいて、 12月10日以降になれば、この生産緑地の指定を希望
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する人が全体の中でどれぐらし、し、るのか、ということも出てくるということでございま

すので、その結果が出てからでも結構でございますが、ぜひ資料をお願いしたいな、と

いうふうに思います。

いずれにしましでも法が改正をされて、その結果で本当にこの生産緑地というのがど

んな形態で推移していくか、ということは、いろんな意味で関心のあることだろうと思

いますので、ぜひ資料請求をしておきたし、と思います。この件については終わります。

2件目なんですが、労働時間短縮とのかかわりでございますが、今、もうまさに 1億

総労働時間短縮とし、し、ましょうか、ゆとり、豊かさを求めるような志向が出てきており

ます。これは国も認めているところなんですが、当初の計画では、 1988年から 5年間、

92年までの聞にし800時聞を志向していこう、ということで動いてきたんですが、その9

2年まで、あと 1年ということで、現実は大分遅れてきではおりますけれども、これは、

新しい労働組合の協議体であります連合を中心にして、刻々とその方向に向かっている

ことも事実でございます。

そういう状況の中で、現在、完全週休 2日制の中の月一度だけでも、まがりなりにも

週休 2日制をとっている企業というのは、全体の 3分の 2ぐらいはあると言われており

ます。それから、完全な 4回の土曜日もすべて休んでいるというのは、まだ11.5%程度

ですから、まだまだ世の中全体としては、かなり遅れている状況なんですが、それで、

特にここで申し上げたいのは、公務員、市の職員も含めまして、その方向を目指して今

日野市の場合も試行をされているのかな、というふうに思いますo 完全週休 2日制に向

けてですね。

その辺は、どういう実態でどのような状況になっているのか、まず、そのあたりにつ

いてわかればお伺いをしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

労働時間の短縮、すなわち週休 2日制、言い方によりましては週休 2日制とか、ある

いは 4週 8休とか言われているわけでございますけれども、これは、かねてから国の人

事院からの勧告がございまして、公務員の勤務時間の短縮をしようということで、いろ

いろ関係機関で努力をされているところでございます。現在、 一部の国の機関で試行を

行ったり、あるいは東京都におきましでも、 一部の部署で試行を行っている、そういう

状況でございます。

東京都、及び国につきましては、そういった試行を踏ま えまして問題点を整理し、本
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格実施をしよう、とそういう考え方でございます。

地方自治体におきましても、御承知のように労働条件等については国準拠ということ

でございますので、我々26市でも園都の状況を見ながら試行を行っておる、ということ

でございます。

現在、日野市でも試行を行っておりまして、この試行が終わりましたら、その試行の

結果を分析し本格実施に向けて、さらに準備を進める、という考え方でいるわけでござ

います。

今、現在、 国及び東京都におきましては、当初は来年度、いわゆる 4月ごろから、と

いうことを目指しておりましたけれども、いろいろ労使関係等の調整、その他問題点の

整理等もございまして、これが来年度半ば、 早 くて半ば、そんなような、今、状況でご

ざいます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君)

01番(沢田研二君)

沢田研二君。

今、日野市でも試行を しているとい うこ とで、その結果につい

ては特段報告できる状況ではないか-、というふうに思いますが、 その試行していく 中で

ちょっとお伺いしたいのは、先ほど土方議員が質問したこととも若干関係をする んです

が、 今まで既存の労使関係といし、ますか、そういうルール、 枠の中で、 日野市の職員な

りの規定みたいなものがあるかと思います。我々民間でもそ うなんですが、新 しい労働

条件なりいろんなものを試行 してし、く場合には、あるいは取り入れてし、く 場合には、過

去のある程度のものは整理 しなが ら、そ して進んでいくと いうととが、これは、やっぱ

り新しい時代に対応してし、く 最善のことではないか と思う んですが、そ ういったことも

含めた今の試行をされているのか、従来の慣行なりルールというのは、全く そのまま置

いて、そして労働時聞を短縮する、ということだけの試行なのか、そのところをちょっ

とわかればお伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) いわゆる公務員関係の、いわゆる 4週 8休、いわゆる週休

2日制につきましては、これは 3原則ということを言われております。要するにサービ

スの低下を来さない、職員の増は行わない、それから経費もかけない、そういう 3原則

をうたっておるわけでございまして、ただ、これは実際の定数の中でこの 3原則をキー

プすると いうこ とは、かなりの努力をしないとできないわけでございます。現在、試行

の中では一応そ ういうことを前提にして今やっているわけでございます。
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今後、この試行の結果の中でどういう対応をすべきか、というふうなことになるんで

はないか、こんなふうに考えています。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) 今、御回答をいただいたんですが、私が指摘をしました現在ま

で続いている慣行といし、ましょうか、そういった中で、公にされてない、といったらおか

しいんですが、なぜこんなことを言うかとし、し、ますと、市民から見たときの市の職員に

対しての評価といいますか、見方というのが、残念ながら非常にし、ぃ印象をもってない

わけです。先ほど土方議員が言われたようなことも含めてなんですが、そういう、なん

ていうか色目というか真正面から見たくない、非常に同じ屋根の下に働く立場に立って、

いや、そんなことはないんだよ、ということも言うんですけれども、なかなか市民にス

トレートに受け入れられていない部分もありますので、そういう ことからしますと、や

はり完全週休 2日制というのは、これは世の中の大きな流れですから、できるところは

大いにそういう方向で進んでいただくべきだろう、というふうに思いますので、 それを

やって、かつ市民からも評価を受けられるようにするためには、過去にあるルールの中

で、やっぱり見直すべきところは見直しをしながら、そして完全週休2日制の形態へ持っ

てし、く、こういうことが必要だろう、というふうに思いますので、そういう勤務時間に

かかわる規定が一覧表で、整理されているかどうかわかりませんが、そういうことも、

やっぱりスタートしていって完全週休 2日制の体制に持っていくためには、こういうこ

ととこういうことは、やっぱり整理をしなきゃいかんとか、そういう視点では検討され

ているのかどうか、そこのところをちょっと、もう一回確認させてください。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 先ほど 3原則という形で申し上け.たわけでございますけれ

ども、その辺をいわゆる一つの物差しといたしまして試行の結果を検討し、いわゆる今

御指摘のありました、例えば市民サービスにつきましでも現状より低下するということ

がないような、そういう方策を立て実施に入れるということじゃなし、かと思いますo

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) どんなところでもそうなんですが、なかなか現状の枠の中で、

かつ労働時間も短縮をして、その結果サービスが劣っただとか、いろんなことが生じて

きたら全く意味がないわけなんですが、しかし、それはいろんな意識改革で、ある程度

の範囲というのは、これはどこでも民間でもやっていることですし、また行政サイドと

いえどもサービスが中心になるわけですけれども、ぜひ、この 3原則に基づいて、それ
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が損なわれることなく進めていただきたいな、ということを申し上げておきたいと思い

ます。

それから、特に先ほども言いましたように、これを検討していく中で、ただ今までの

ものは今までどおりにして、そして時間だけ短縮をするんだ、という姿勢ではなくて、

やはり見直しを必要とするべきものは見直しをしながらやっていく、というようなこと

を心がけてやっていただくべきではないかなと思います。

その大きな過去の事例として、退職金の問題なんかがそうだったんではないかと思い

ます。ある時期までは、例えば基本になる給与が非常に低かった。それに掛けることの

月数何十カ月ということで来たわけですが、どんどん、その基本になる、ベースになる

給与が高くなって、その月数をそのまま置いておいたことが結果として、ああいう日本

の至ると ころでの異常な退職金云々というような問題になったんだろう、というふうに

思うんですね。

あの時点で、じ、ゃあ民間はどういうふうなことをしていたかというと、見直しをする

たびに月数なんかを変更して、係数として何年勤続にはどのくらいが妥当だろう、とそ

ういうことを常にやりながら現在に至っているわけでございます。

ですから、新しいルールは、どんどん市役所といえども採用すべきだ、というふうに

思うんですが、その辺をきちっと一緒に見ながら進めていかないと 、非常に後ででき

がってみたら、ゆがんだ結果になってしまう 。そういったことがないように、ぜひ取り

組みを進めていただきたいと思います。

ここに、ちょっとある新聞の切り抜きなんですが、日本の現状は、まさに三方ふさが

り、行き詰まりの状況になっている、というようなことが普かれておりまして、これは

ことしの10月末にプリュッセルで開かれた欧州共同体と、それから日本の労働慣行に対

しての国際会議があった、ということなんですが、この中でEC側関係者から異口同音

に日本の長い労働時間に対しての批判が相次いで出てきた、ということなんです。

御存じのとおり、日本は今、働けど働けどなかなか勤労者の資産形成もできないよう

な状況にあるということと、その割には企業もなかなかバブルがはじけて儲からない状

況になってきていますし、また一方では、外国からは貿易不均衡ということで、さんざ

んやられている。その貿易不均衡の背景というのは、何といっても労働時間の問題が背

景にあると いうことですから、そういう意味では、市の職員におきましでも、できるだ

け時代を先取りする形で労働時間短縮を進めていただきたいんですが、ただ先ほども言

いましたようなことが、後々に出てくることがないように、ぜひその辺も配慮、しながら
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進めていただきたいなと思います。

それから、もし、できましたら今の勤務規程とし、いましょうか、その時間に関する年

休等いろいろ含めたようなもので整理した資料がありましたら、後ほどで結構なんです

が、参考のためにいただければありがたいなと思います。

この件については、以上で終わらせていただきます。

それから、もう 1点、これは、いわゆる先ほど天野議員から出された問題と若干関係

をするんですが、これは地場産業の育成という観点も含めて、ぜひ検討していくべきで

はないかな、という観点で申し上げるんですが、日野市は、だれしも認める非常に工業

生産の高い地域でございます。いろんな産業、工業があるわけですけれども、先ほど天

野議員からも出されましたように、特に建設業関係などにおいては大手といわれるとこ

ろはないわけですけれども、中小的なところが幾つかあって、それがそれぞれ組合組織

をつくって、いろんな取り組みをされている。

また、当然日野市としても、そういう業者を使っていろんな工事を進めているという

ことなんですが、やはり地場産業育成ということからしますと、ある程度その規模で十

分こなせるような業務というのは有効に活用していく、ということが大事なことではな

いのかな、というふうに思います。

昭和60年の 3月議会でも、 「建設工事の地元業者への優先発注に関する請願Jという

ようなことで請願が採択されている、ということも聞いているわけなんですが、やはり

企業の大小を問わず、自分の企業だけが利益を上げればいいんだ、ということではなく

て、必ずその地域のために貢献をしたいんだ、という志向というのは、必ず正常な企業

であればあるはずですから、そういうことを含めて、この建設業関係につきましでも、

日ごろ、いろんな形で市に対しても協力をとっている、というふうに思うわけなんです

が、その割には、先ほども話がありましたように地元を活用するということが非常に少

なくて、今年度あたりですと四分六で、地元が 4で外が 6なんていう話も伺っておりま

すし、これはパプルで、非常に手がないときの去年、おととしあたりは、逆にそちらの方

が、日野の業者の方が多かったのが、ちょっと陰りが出てきて一番大事なときになると

今度は逆な現象が出てきている、ということも聞いておりますので、この辺についてど

んな方針といし、ましょうか、方針の中でこの意思決定をされているのか、その辺のこと

をちょっとお伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。
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本件については通告質問もございまして、その中でさらに私の方からお答えをしょう

かな、と思ってはいるわけなんですが、せっかくの御質問でございますのでお答えをい

たしたいと思います。

公共工事の発注ということになりますと、これは私から申し上げるまでもなく、この

工事費用とし、し、ますのは、どんな財源にいたしましでももとは、いわゆる市民の負担と

いうことでございまして、いわゆる貴重な尊い財源を使うということでございます。し

たがって、そのでき上がった工事、いわゆる成果品については仕様書どおり、あるいは

それ以上の成果品を必要とする。それから、あと一つは、いわゆる会計年度というもの

を持っておりますから、当然、工期というものが要求きれる。まず、こういう大きな問題

をきちっとクリアをするところに工事等は出さなき ゃいけない、というふうに基本的に

考えております。

その中で、ただいま御質問がございましたような地場産業、いわゆる地元業者の育成

ということを考慮をしていく、とい うこ とではないかと思います。

その育成の中にいろいろあるわけでございますけれども、 一つ大きな背景といたしま

しては、経済的な、経済のいわゆる動向 というものがあるわけでございまして、要する

に発注量と受注量のバランスの問題でござい ますO これは、要するに発注量が少なく、

いわゆる受注がなかなか旺盛というか、そうい うこ とになりますと地元業者も、要する

にある意味では手がすいてきますので仕事の消化もできる。これが逆に受注量が多く、

また施行能力というもので発注量が多 くて受注がなかなかできない、いわゆる工事消化

ができない、という、そういうような状況もまた背景にはあるわけでございます。

そういうものを加味いたしますと、どういう形で工事を出すのが一番いいか、という

ことになるわけでございます。例えて言いますと、 建築物で申し上げますと、通常の出

し方は、いわゆる総合発注、ゼネコ γで出すという、そういうことになるわけでござい

ます。それを、さらに各業界の育成ということを考えますと、分離発注という方法も生

まれてくる。さらには地元業者の育成ということで考えますと、ある工事につきまして

は、いわゆる共同企業体等をつ くっていただいて、その中に地元業者を、工事にもより

ますけれども、親の方に入る業者もあるでしょうし、また子に入る業者もあろうかと思

います。そういう形のものを進めていく、ということではないかと思います。

さらには資金前渡金なんかの、前払金なんかの問題もあるわけでございます。今まで

のような、非常に景気がいいときには、企業から見ますと余り前払金については大きな

期待は持たない。これから、少し発注量が減ってきたり景気が悪くなってくる、とい う
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ことになりますと、受注企業の資金繰りが苦しくなるわけでございますから、前払金と

いうのが非常に効果的になる、ということではないかと思います。

したがって、今後はそういったものを考慮、いたしまして、地元企業、あるいは中小の

企業が受注できるような、そういうことも積極的に考えていかなくてはいけないんでは

ないか、そういうふうに考えている次第でございます。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ちょっと通告が出ているのを気がつきませんでしたので一一今

回、たまたま建設関係の地場産業育成という言い方をしておりますけれども、やっぱり

先ほども申し上げたように、日野にはいろんな産業、企業があって、そして、いろんな

意味で市とともに発展をしていこうということで、日ごろか ら協力関係を持っているわ

けでございますので、その技術的なとか、あるいは能力的に無理なものは別としまして、

そうでなければ極力そういういい意味での連携をとるということが、結果として市の発

展にも大きくつながってくることになろうか、というふうに思いますので、ぜひ、ひと

つ、今後ともこの辺に特段の配慮、をしていただければ、というふうに思います。

それから関連をして、ちょっと 1点だけ、これも検討をお願いしたいという意味合い

で申し上げたいんですが、前払保証実施、前払保証の関連でございますが、 26市のそれ

ぞれの状況を見ますと、金額が1，000万であったり、安いところは50万とか、 300万とか、

いろいろある中で、日野市は3，000万以上でないと前払いをしない、という、そういう

ルールがあるようですが、大手であれば3，000万でも5，000万でも、さほど問題はないか

もしれませんが、特にこういう地元のさほど大きくない業者の場合に、やはり、これあ

たりもきついんではないのかな、これ、決めた時期が昭和36年ということですから、ま

だ市になる前に決めたルールがそのまま、まだ30年も生き続けている、ということのよ

うなので、これは、この辺もぜひ見直しを検討されてもいし、んではないかなと思います

が、簡単で結構でございますo 考え方がありましたら、ひとつコメソトをお願いします。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えいたします。

私も総務部へ参りまして日が浅いわけでございまして、そう細かいことはわからない

んですが、今までの感じでは、そう、この前払金にについての問題提起はなかった、と

いうふうに理解をしております。

いずれにいたしましでも、こういった制度につきましては、そのときどきの、いわゆ

る状況を踏まえて見直していかなければいけない、というふうに基本的には考えており
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ます。今後の検討課題といたしたい、というふうに考えております。

O議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ひとつ、よろしくお願し、し、たしますO

以上で終わります。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 行政報告の資料の中の 1番目の、七生村の土地改良区の件で 1

点質問をさせていただきたいことと、確認をさせていただきたい件がありますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

この土地改良区というものは、土地改良法に基づいた中で農林省の方から一定の助成

を受けて、その土地の農地としての抑制をしていこう、という中で管理区域が指定され

て、その区域内においては一定の法の中で、都市計画法とか区画整理法が網がかけられ

ないように私は記憶しているわけでありますけれども、昨今、この改良区の問題で南平、

平山、高幡の地域の方から、いろいろ問題提起がされております。この改良区に関して

は、私も何年も前からおかしいんじゃないか、という ことで、再三、調べをしていた中

であります。

たまたま、きょう、この対策推進チームがプロジェクトが組まれた、というふうな資

料をいただいて、ちょっとびっくりしているところでございますo この対策推進チーム

のプロジ ェクトが、これから改良区に対してどのような対策推進をしていくのか、まず

お聞かせを願いたいと思います。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

どのように進めていくか、ということでございますが、 当面、大変歴史の長いことで

もございますO そんな中で、所々に不都合な面が生じておりますもんですから、現状と

の関係部局との、また日野市関係部局との協議の中で、また調査を、まず現状把握をさ

せていただく。そして、どういう点で不都合が生じているか、その辺の突き詰めをした

中で解決策を見出していきたい、ということでございまして、現段階では具体的にお答

えを申し上げる状況にはございません。早速、何といいましょうか、メ γパーを選定し

たところでございますので、しばらくお時間をちょうだいするようだと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 何をするかわからない中で推進をしてし、く、とい うことであり
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ますけれども、もう議員の皆様も十分承知の中で、この質問をさせていただいているわ

けですけれども、基本的に私は指摘をちょっとさせていただきたいんですけれども、こ

れは大きな問題だと思うんですね。要するに改良区として指定された管理区域内におい

ては、一切、都市計画法に基づいた事業はできないんですね、これは、法的に、法的に

はですよ。私は、南平体育館の周りとか平山地域、要するにあそこの組合施行で区画整

理をされてきましたけれども、なぜあそこができるのかな、ということで非常に疑問に

思って調べをしていたんです。また、あの近隣に住む改良区内の皆さんも、自分の土地

が指定区域内にあることによって、臨時境界査定もできない。売買もできない。いろん

な形で困っているんですね。

ですから部長さん、これは、そういうふうなことを明確に出して、要するに、この改

良法に基づいた改良区の組織を再度見直すのか、どういうふうにしていくためにこの推

進チームをつくったのか、明らかにしても、もうし、し、と思うんで、すね。これは、突き詰

めれば違憲になるんですし、要するに行政、市とも越権行為なわけです。法を犯してい

ると思うんですね。そのことを突いても、今これからまちづくりを進めていくために、

あえてそれを指摘して、今後のまちづくりが遅れてはしょうがない時代の流れもあると

思います。ある程度その辺も明確に出した中で、こういうふうな推進をしていきたいと

思うんですけれども、私、この問題は、将来しっかりした形で、指摘をさせていただいて

是正をしていきたい、と思っていた案件でもありますし、法を守らなければいけない行

政がみずから法を破っている事実は認められるわけですから、その辺だけは指摘をさせ

ておいていただいて、今後のしっかりした対策推進をしていっていただきたい、このよ

うに思うんですけれども、私が、今お話しさせていただいたような内容のものを推進し

ていくのかどうか、市長にお伺し、いたしますO

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 土地改良区につきましての私は明快な知識を持つというほど

ではございませんが、現実に、御指摘のとおりの開発でありますとか、都市計画であり

ますとか、これらのことと取り組んでまいりますと、このことにぶつかる、と言えましょ

う。

それで、建設担当、特に用水関係では水路清流課というのもあるわけでありますO ま

た一方に、その潅瓶水利権に対してかかわっております産業経済課農産係、こういう仕

組みがあるわけでありまして、どちらも、この組織としては主管を新しくするというこ

とが難しい状況があります。そこで、チームをつ くろうという 発想にな っているわけで
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あります。

それから、もう一つ、改良区そのものが実質に権利として存在するかどうか、これが

大きな問題の一つで、あります。これから、私がこのチームに活動させる、行動させる突

端は、組合に対して、ひとつ権利の主張を市に移管をしていただきたい。だから権利は

存在しない。そういうふうに御理解をいただきたい、こんなふうに思っております。

そういうことで、いろいろ、また協議の課題が生まれてくると思っておりますので、

まず、そういう働きかけをしていこう、その根拠を発足させたい、こういうことでござ

います。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 市長が今お話にな っている ことは、よくわかるんですけれども、

組織的に一定の手順を踏まれてない、という ことも承知しております。要するに総会も、

2年に一度総大会を聞いて代表の承認を問うとか、東京都の方から監査報告を受けると

か、さまざまな、いろんな手順を踏まれてないという事実もわかりますO

ただ、権利は権利であるんですね。要するに権利は存在をする わけです。要するに組

織と権利とは、また違うんですよo 市長、これか らこの問題を進めていくのであれば、

その権利をよこせというのじゃなくて、 行政が中に入ってその権利を譲 り受けるなり、

一定の手法によって、その権利を市の方に移管できる ような方法をと らなければ、この

問題は絶対解決しないと思うんですね。

ですから、せっかくこういうふうなプロジ ェクトが組まれたわけですから、ある程度

日野市の公費を使っても、ある程度、市の方の支出を見込んだ中でこの問題に取 り組ま

ないで、 1銭も金を払わないでそういうふ うなものを、権利をしよう としても無理な話

だと思うんです。市長は、その考えが非常に多いんです。

私、今度、以後やろうと思ったんですけれども、 道路のセ ットパ ック部分なんかも同

じなんですね。市にただでよこせなんて言っても、 買ったものをなかなかこれはただじゃ

渡さないですよ。それには、やっぱり一定の要綱なりなにかをつくって市が買い上げる

か、補償するか、何らかの形でそれを金銭的に助成していく、ということを考えなけれ

ば、こういうふうな問題も、道路の問題も絶対解決しないと思うんです。

せっかく、いいフロジェクトができたんですから、ある程度支出を見込んだ形でこの

問題を対応していきたいし、将来に向けて解決していっていただきたい。これは七生地

区だけじゃ なくて、日野の方でもいろいろある事情もわかります。もうその問題に触れ

ていて もしょ うがないですね、時代は流れてきたんですから。ぜひ、これから前向きに
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この問題は解決してもらいたい。南平の人たちも査定ができない、非常に困っている農

家の方もいっぱいいらっしゃいます。ぜひ、この問題を最終的に市長の判断のもとで支

出を、市の方の公費を使っても解決していっていただきたい、こんなことを強く要望し

て終わりたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 11月15日と12月 1日に発行されました広報の記事に関連しま

して質問したいと思いますO

この記事の内容は、 9月から市が主催して行った憲法講座、 この内容が 6回のシリ ー

ズでもって今後掲載されるということで、ぜひ御一読いただいて市民の皆さんも考えて

みてください、とこういう内容で掲載をされているところでございますo ちょうど今、

国会で御承知のようにPKO法案が審議をされておりますO 内容的には非常にタイムリ ー

な記事でございますけれども、御一読してください、ということで読ませていただきま

すと、余りにも一方的な中身になっておりますので、これを掲載するに当たって、どの

ような考えのもとに市民に読ませようとしているのか、この辺を質問したい、という ふ

うに思いますo

と申しますのは、やはり広報を読みますと「さまざまな角度から日本国憲法を考察し

たいJというふうに書いてあるんですね。ただし、この講師は一橋大学教授の浦田一郎

さん、この方がずっと 6回シリーズで多分載せると思うんですよ。したがいまして、さ

まざまな角度からとなると、私が聞きたいのは、今こういう事態ですから、いろんな考

えの方、護憲の考えの方、あるいは改憲を主張する考え方、いろいろございます。そう

いったさまざまな方々の御意見を、あるいはそういう考え方を載せて広く市民の方々に

憲法をよく勉強していただくという、こういうことであれば、私は、特にいろんな考え

方がありますから問題ないと思うんですが、少なくとも 2回のこの広報を読みますと、

余りにも偏った記事になっておりますので、これは、浦田先生がそのまま言われたこと

を載せておるんで手は加えてないと思うんですけれども、大変、内容は問題がある部分

がある、というようなことで質問をしたいと思います。

このテーマは、第 1回は「国際的貢献とはJというテーマなんですね。ちょうど今、

国際的な貢献の問題をやっておりますけれども、そういうテーマでもって、経済大国と

憲法について、という内容で講座が聞かれた。この話の流れを私なりに整理をいたしま

すと、まず 1番目に経済大国に至るまでの経過がるる書いてあるんです。次に、経済大

国になった今日、日本は国際的にどんなことをすればいいのか、とこういうまとめ方、
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最終的には、こ のまま行くと経済大国から軍事大国に進んでしまいますよ、と言い切っ

た内容になっ て、果たしてそうなのかどうか、大変危険な内容でございます。

それで、 経済大国に至るまで、とい うこ の内容を読みますと、まず経済成長の条件と

いうこ とで二つばかり書いてあるんですが、 その中で経済成長の条件という中に、条件

の一つに企業の労働者に対する締めつけがある、とうい うふ うに書いであるんですね。

この中の問題の部分、 これは大変誤解をされているのか認識不足なのか、この先生を疑

うんですけれども、勤務時間後も労働者が企業に忠誠を誓い、その結果が過労死につな

がってい る。企業のために命を捨てる、というふうに決めつけているんですよo こうい

うふうに整理されるんです、この講座の内容が。それで、行き過ぎた企業活動のもとで

の経済成長であったことは否定できなし、、 こういうふうに言い切っているんですね。実

際にそ うなのかどうか、 大変問題な発言なんですよ、こ の内容は。勤務時間後も労働者

が企業に忠誠を誓って、その結果が過労死につながるという、このことを先生は、 そう

いうふうに思って書かれるんで しょうけれども、果たしてこれを載せた担当の方は、 な

にか こう、 これは問題あ るかな、とし、うふうに考えなかったのかどう か。

この件については、 9月議会でもって古賀議員の方から一般質問が関連でされており

ます。そのとき には、ど うもこれは一方的な記事である。やはり違った、 また考え方、

反対の考え方もあ るはずですか ら、双方を載せながら市民にいろいろと勉強を させたら

どうか、 というよ うな質問もございました。その後、多少見直さ れるのかな、とい うふ

うに見ておったんですけれども、 なにか、 こう非常に厳 しい内容にな ってきておるんで

すねo

それでも って、経済成長の条件の一つにこういう ことがあ る、 という、こういうこと

を言ってい るんです。それでも って、 どんどん進みますと 、今度はその結果、経済大国

に日本はなった。そこで問題になってきたのが経済力に見合った政治力、軍事力を持つ

べきである、 という 考え方が強ま ってきた、という ふうに書いてある。さらに、日本の

権益を守るために 自衛隊を派遣すべきだという議論にな ってきた、という、これが今の

PKO法案の論議の中心だと思 う、こう いうこ とですね。それで、経済大国にふさわし

い国際貢献をすべきである、というふうに整理をされている。

ところが、この先生が言われているのは、 PKO法案の議論というのは、日本が軍事

大国に進む上での通過点に過ぎないんだ、とこういうことを言っているんですよ。した

がって、 経済大国主義の反省が今こそ必要である。そのために労働運動の再建が必要で

ある、という ことをいわれている。

-77 -



先ほど、沢田議員の方から連合というお話がございました。今、日本の組合を組織さ

れている労働者の数は約1300万人、そのうちの 7割近くが連合に加盟をしております。

ここで自治労も連合に加盟する、というふうに決定いたしましたので、さらにふえるの

ではないかという、こういう社会の趨勢がございます。こういうことを考えますと、ど

うぞ市民の皆さん、一度来てくださいよ、この憲法講座を、というふうに言われて、一

方的にこれだけが耳に入って、あるいは自に焼きついてしまうと大変危険じゃないか。

市民の皆さんは大変利口ですから、こういう考え方もあるのかな、ということで終わっ

てしまうんでしょうけれども、少なくともこういうことをそのまま載せることに何か抵

抗がなかったのかどうかですね。

先ほど問題点を言ってみましたけれども、経済大国としての国際貢献ということで自

衛隊の派遣ですね、これをこの先生は、はっきりと派遣ではなくて実質は派兵である、

というふうに書いてしまっているんです。先生の考え方はそれでいし、と思うんですよ、

この浦田先生の考えは。私は、こう思います、ということですから。ただ、これは広報

ですから、こういうことが出されますと、国会論議をテレビでよくごらんになっている

方は、いろんな方がいろんな質問をしますから、それぞれ、野党の方が、与党の方だっ

て、ちょっと問題があるんじゃないか、というふうに言っていますし、今のことが果た

していいのかどうかは別にしまして、若干、私は、ちょっと偏見に一一異常ということ

はないですけれども、余りにも偏見的な先生の意見じゃないかな、というふうに思うん

ですね。

そのPKO法案について、日本が今後、海外でより大きな経済活動をしていくために

は、その障害になるような動きを日本自身の軍事カで抑えたい、という考え方が出てき

ているんだ、とこういうことを言っているんです。浦田先生はそう思うから、それでい

いんでしょうけれども、果たして、こういう内容を広報に載せていいのかな、と同時に

9月議会の中で古賀議員から一般質問された、ああいったことを踏まえた上での記事と

は思えないんですね。

ですから、今後、多角的に基本法、いわゆるこの日本国憲法、特にこの 9条を中心に

書いてありますけれども、これを皆さんで勉強しましょう、と いうふうに言っています

から、少なくとも来年あたりからは、全くこの方と考え方を異にする方が先生として呼

ばれて出されるんではないか、というふうに思っておるんですけれども、少なくとも 6

回シリーズは、浦田先生が講演した内容を 6回に分けて掲載するわけですから、私は、

考え方は変わらないんじゃないか、という ふう に思 うんで、すO

口。
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ポイント、ポイントしか今発言しませんでしたけれども、こういったことを載せるに

当たって、広報担当としてどんなふうに考えてこれを載せたのか、その辺のお考えをお

聞きしたい、というふうに思います。

とりあえず、以上の点について御回答をいただきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、お答えしたいと思いますO

確かに今質問の中にありましたように 6回シリーズでやっているわけでございます。

1回、 2回ということで広報に掲載いたしました。もちろん 9月議会の中で、議員さん

からも御指摘をいただいております。当然、 私ども広報担当とすれば、浦田先生が今回

は6回シリ ーズでございます。そうい う中では、やはり 1回目の掲載のときにも講師の

先生の原文をそのまま持参しまして、 先生ともい ろいろお話を申し上げました。その中

で、かなり修正部分、手を加えて講演した内容とは変わった内容で掲載したつもりでご

ざいます。

同じような 2回目の中におきましても、その辺につきましてはでき るだけ注意してやっ

たつもりでございますが、これを記載するに当たって也、私の方は原稿を整理するとい

うところまでいっておりませんが、やはり講演した内容を中心に先生からも強く 主張も

ございました。そういう問題を含んで、 担当としては理事者とも相談 した中で掲載 した

ということでございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 今、企画財政部長 も、かなり 手を加えて載せた、ということ

ですけれども、当然、手を加えた内容は浦田先生に確認をして、し、し、だろうということ

で多分載せたと思うんですね。

市長にちょっとお聞きしたいんですけれども、私が問題の部分ですよ、と言った、働

く者が勤務時間後も、いわゆる時間外勤務ですね、そのときに企業に忠誠を誓って仕事

をしているんだ、その結果が過労死につながっているという、企業のために命を捨てる

というんですね。

今、言いませんでしたけれども、これを経済大国から軍事大国にいくと、今度は国の

ために命を捨てる、ということになるんですよ、この考えでいくと・・…・。今、そんな状

態では絶対ないんですね。時間外勤務だって、御承知のように労働基準法第36条、いわ

ゆる三分六協定というものを労使でもって結んで¥その範囲内でやってい るんです。 し
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かも、先ほども沢田議員が言ったように労働時間の短縮という総労働時間の中で、将来

的には極力国際的にいきましょう、ということで、いろんな面で組合も取り組んでいる。

忠誠を誓うなんていうことはあり得ない。しかも、その結果が過労死につながっている

ということは、問題な部分ですよ。今、労災という問題で、この問題がかなり社会的な

問題になっていますね、労災に認定するかしないか。

しかも、過日、新聞に出たのは、 トップまでがこういう問題で出ているんで、す。それ

はとんでもない、こういうことはあり得ない、ということで労基署は言っているんです

ね。それは、もう労働と仕事とは関係ないですよ、という、そういう因果関係を否定し

ておりますけれども、ここでは、はっきりと時間外勤務を企業のために一生懸命ゃるか

ら死んでしまうんだよ、だから労働運動を再建しなきゃいけません、というふうに決め

つけているんで、すO

ζ の辺、市長として、そのとおりであるといえば、それでいいんですけれども、どの

ように受けとめていらっしゃるのか、ちょっとお考えをお聞きしたいんですが。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市は行政の大きなタイトルに「憲法を市政に生かそう」

というふうことを掲げて、行政に取り組ませていただいております。そして、国民、市

民が憲法に対する学習を絶えず高めてし、く、ということも自治の本旨をより市民に学ん

でいただくために大切なことだ、というふうに考えて市民自治学園を聞き、その自治学

園の特別講座として、ここ数年来、憲法講座を専門学者にお願いをしてきた、という経

過がございます。

憲法に対します、特に11条でありますとか、今までの国民の基本的人権に大きく役立っ

てまいりました憲法25条で、ありますとか、こういう理解のしいい条項と、議会の議論の

分かれる条項とあることも事実であります。

したがいまして、今回の浦田教授、あるいは前回の山内教授、日本の憲法学会に存在

のある学者だ、というふうにも聞いております。そして、今御指摘の先生は、一橋大学

という国立大学の、しかも正教授でもいらっしゃるということですので、恐らく大学の

中でも学説として一つの立派な存在をなしておられる。このようには評価できると思っ

ております。ただその方に、自治講座の中での憲法講座を依頼をして、そして、その憲

法の講座内容を直接広報に、市民の方々の読み物として提供するということが適切であ

るかどうかということは、私の判断のする部分でもあります。いろんな政治上の今日の

大きな課題でもございますし、また学説、あるいは国民の判断というものも、おのずか
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ら緊迫をかなりした中でも新聞報道等に我々もよく目を通す、国際的な今日的課題であ

る、このように理解をいたしております。

奥住議員の御質問で、今、冒頭部分の、いわゆる労働と、それから企業と労働に対す

る、つまり経済成長と、それに大きく貢献をした労働との関係で表現が適切でない、と

いうふうに御指摘だと思っておりますが、 言葉が非常に短絡的で、指摘が当たった、と

いうふうに理解をする人と、当たってない、という理解をする人と、おのずからあるだ

ろう、こんなふうにも言えると思っております。私が論評すべき内容でもございません

が、特に日本国民に支障のある、自治体としての発表する文章に支障があるということ

が事実存在するならば、それに対する、また対応として判断をしていかなければならな

い、このようには思っております。

学説ということもございましょうし、個人の思想、 信条ということもあるだろうと思

いますが、講座の会場では、特に今質問なり何なりの議論をされた、というふうには聞

いておりませんo

御指摘につきましては、今後判断として考えていきたい、 このように思います。

O議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) この講師は、 自分はこういうふうに考えている、ということ

で載せておりますから、私の言ったのは、ちょ っとこれは認識不足であるな、という指

摘をしたわけです。したがいまして、公正という面で、今後こういった偏った記事だけ

載せるんじゃなくて、やはり、また違った見方をする方もぜひ講師として呼んでいただ

きたい、ということが根底にございます。

この中で、この浦田先生は「経済成長はほどほどにしろ」というふうに書いてあるん

です。国民というのは、自分たちの生活をよくしたし、という ことで一生懸命働いている

んですよ。死にたいために働いているんじゃないんですね。よ り豊かな生活をしたいし、

がんばりたいということで働いている。それを「経済成長はいし、ょ、その辺で。ほどほ

どにしろ。生産力をコントロ ールでき るような社会をつ くっていくことが重要だJと書

いてあるんですね。そのために見直すんだ、という。経済成長主義を見直せ、と書いて

あるんですよ。

ですから、今、市長がおっしゃられるような「憲法を市政に生かそうJというのはい

いんです。これは、もう当然ですから、いいわけでございますけれども、ちょっとこの

国際的貢献というテーマの中で、企業がというより働く者が一生懸命がんばって、いい

国づくりをしようということ、企業も社会的な責任を果たそう、ということで一生懸命
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がんばってきている。企業を支えているのは、みんな人なんですね。ですから、それぞ

れが国をよくしましょう、ということでやってきた。結果的に経済大国となった今、日

本はそれなりに国際的に何かできないか、こういうことが今PKO法案の中で、るるい

ろんな方から言われているんです。

昨日の宮沢総理の御答弁だと、自衛隊は派遣できない。派兵はできない。ただ、現在

の憲法の中で日本が国際的に貢献するのにどんなことができるのか、それを皆さんで考

えましょう、という、こういうようなことなんですね、今、政府の方で答弁しているの

は。一一それはだめだよ、あんなものはうそだよ、必ず日本は軍事大国に進みますよ、

日本特有の軍事力でもって抑えるんだ、という、こういうことを一方的に言っているん

で、す。もう言ってしまったんですから、この先生は書かれていますから、これをどうこ

うしようといっても無理ですね。

ですから、今後要望として、また違った見方をする、現代的な見方をする一一 憲法は

変えられませんから、みんなで変えれば変えられるんでしょうけれども、現在の憲法、

例えば 9条なら 9条の中で何ができるのか、これを、私はこう思います、私もこう思い

ますよ、違った方は、いや、そうじゃない、私だったらこうするんだけれども、 こう考

える、こういう方がいろいろいると思うんで、その辺の講師を今後また御検討して、さ

まざまな角度から考察します、というふうにここで言っていますから、そういった先生

を呼んで憲法講座を聞かせていただきたいし、また聞いていただきたい、こんなふうに

思うんですけれども、その辺については、市長、どのようにお考えですか。最後にそれ

だけ、ちょっと。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 論議は多面的に行われて、そうしてみんなの意思によって決

定する、というのが民主主義ではありますから、そのように努めていきたい、このよう

にお答えをさせていただきます。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 終わります。

0議長(小山良悟君) 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 6時4分 休憩
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午後 6時25分再開

0議長(小山良悟君)

市川資信君。

026番(市川資信君)

休憩前に引き統き会議を開き ます。

二、三お尋ねいたします。

私の質問しようと思っていた点の重複質問もありますので、それらは極めて簡潔にお

尋ねしますO ポイン卜、ポイソト の質問をいたしますので、 答弁も簡潔に、ひと つ明瞭

にお願いしたい、かように思います。

まず 1点 目でございます。

ことし も第4回の定例会が、きょう始まって20日には終わるわけで、も う既に来年度

予算の編成に当たって、い ろいろと税収等の予算の立て方について担当部局では、それ

なりに苦労をさ れていることと思います。

そこで、今さら申し上げるまでもなく昨年から続いた、いわゆるパfル経済の崩壊、

町信の減速で税収の落ち込みが子想される中で、先般の日刊紙でございますけれども、

地方交付金が、今年度 も5，000億円を上回る地方税の特別減額をしたわけですが、 来年

度は、先般の新聞によりますと 1兆5，000億円以上の圧縮を、財源不足で地方交付金を

減額するようではないか、というような ことが載っておりました。

そうい った中で、今、日野市は、近隣市にもま さる、いわゆる区画整

¥都市基盤の整備事業に着手 したと ころで、この財源一
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でございますが、見通しはどうなのか、どの程度の見通しの子算を現在組んでいられる

のか、なおかつ法人市民税、あるいは市民税の数値等はどうな っているのか、 その爪、

お尋ねをいたします。

0議長(小山良悟君) 企画財政部.P<.o

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、ただいまの御質問につ きま してお答えし

たい と思います。

平成 4年度の予算編成に一定の方針を11月 7日付で各部課長、あるいは関係者に指示

をいたしました。当時の見込み、例えば国の一定の状況の中では財政規模を、当時の規

模としては5.9%の伸びだろ う、と いうふうに言われておりま した。

しか し、なかなか厳しい状況下の中で、 大変、 変動もしておりますO また、東京都に

おきましで も総合計画の中で、来年の見込み としては2.5%というような状況下にある

わけでございます。よって、この状況等を踏まえながら2.5でも、今、質問者の中にも

ありましたとお り法人と一一一東京都の中でも法人関係につきましては0.63とい うような
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減額でございます。よって、その2.5のカバーにつきましては基金の取り崩し、あるい

は他の方法を考えての予算編成に臨む、ということでございます。

当市におきましでも、当然、今御質問の中にありましたとおり、法人のマイナス部分

につきまして、また、やや同額という程度にとどまるんではなかろうか、というような

推定をしております。しかし、市民税の個人部分につきましては、例えば土地分離譲渡

所得の所得割の関係につきましては、かなりの落ち込みがあろう、というふうに思って

おります。

ただ、当市におきましては当然、基金等もあるわけでございますが、今、 基金を考えな

いで、 7%ないし 8%というような伸びを試算しております。まだ具体的な税収の中で

は、なかなか厳しいものがあるわけでございますが、今の現行の試算の中では、そうい

う見込みを立てながら新年度の、今新規事業の調整に努めているところでございます。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 今、企画財政部長の答弁ですと、日野市でも国並みではなくと

も相当の落ち込みは予期しなければならない、ということでありますが、たしかに財調

基金等の取り崩し等を図れば何とかなるかもしれませんけれども、余りにも、やはり本

年度の一般会計予算400億を上回る中で、区画整理、あるいは下水道事業等を勘案した

ときに、福祉関連もやはり、ほぼ同額のパーセントで行っているわけですが、今、企画

財政部長の中では、まだ具体的に一一今、都の数値は示されたわけですが、まだ日野市

としては個人、法人市民税等の伸び、減額等の予測というものは、まだ立てられないん

でしょうか。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) ただいま市民部とも調整を図っておりますが、当然、

法改正に基づく今回の土地等の問題があるわけでございますので、具体的には現在試算

中でございます。よって、今の財政レベルでは 7%か8%の伸びがあろう、というよう

な推計でございます。

よって、これを基本にしまして、当然、質問の中にありました実施計画に基づく 5本

の柱を中心にして、環境整備に努力していきたい、そういう考え方でおります。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 概略理解できたわけですが、年々下がる市税の割合でございま

すが、ことしは、ついに64.7でございますが、中で市税の割合等の目標というものは、
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まだ試算されておりませんでしょうか。

O議長(小山良悟君) 市民部長。

0市民部長(永瀬誠一君) 今、企画財政部長もお話ございましたけれども、市税の今

年度の状況でございますけれども、ざっと申し上げます。ここで、 12月に追加で出ると

思いますけれども、若干の市民税の補正をさせていただくことになっております。特に

個人につきましては、本年度は土地の長期譲渡が非常によかったわけですね。したがい

まして、当初予算に組みましたよりは 6億ぐらい恐らく伸びてきているんだろう、とこ

のようなことで年間を通して考えております。

ただ、法人につきましては既に11月時点で 2億ぐらいの減収、そして 9月の決算がちょ

うど今、各会社から提出されております。その様子を見ても、さらに 2億5，000万ぐら

い、 トータルしますと本年度で、恐らく 当初予算から 5億ぐらい減るんではなかろうか。

そういうことで、当初予算に比べますと、個人、法人を相殺しますと、大体とんとんぐ

らいで上がるかな、というような状況でございます。

ただ来年度につきましては、今、企画財政部長も申し上げましたとおり現在検討を進

めておりますが、分離鍍渡は、ことしみたいに伸びるという ことは全く予測ができませ

んO ただ、個人の所得が相当上がっておりますので、市民税個人分については、かなり

の10%近い伸びがあるんではなかろうか。ただ、法人は、さらに来年、本年度の 5億に

プラスアルファで落ち込む。したがって、法人はことしの当初予算に比べますと15%ぐ

らいは減じるんではなかろうか、というような予測でございますo

それで、個人と法人をあわせますと、市税全般で大体 7%前後、と財政部長が申し上

げました程度の増というふうに見込んでおりますO

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 概略理解できました。やはり、 日野のみならず、特に日野市の

場合には御存じのように、大変、法人市民税に依存する予算というものが、市税に占め

る割合が非常に高い自治体でして、法人市民税の落ち込みということは、大変痛いわけ

ですが、ひとつがんばっていただいて、来年度予算編成に当たって十分配慮、した中で組

み立てをお願いしたい、かように思いますO

その件につきましては、以上で結構です。

2番目でございますが、先般の新聞に、 これは立川と府中市でございますけれども、

水道水の水がトリクロロエチレンと、それからジクロロ エチ レンというものが、立川と

府中で基準値を上回る事態がここずっと続いておって、ょうやく、それを取り除く除去
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作業とし、し、ますか、それによって基準値以下になったので、また使用可能になった、と

いうようなことが載っております。これは11月の23日ですから、まだ最近でございます

が、これに関連して、やはり千葉県でも同じような事態のことが 1月ほど前の新聞にも

掲載されておったわけですが、また、きょうの新聞にも、これは地下水なんですが、都

市水道にも一一今、机の上に置いてきて、ここに手持ちはありませんけれども、載って

おるわけですが、特に私が今質問したいのは、千葉県も地下水なんですね。それから府

中も立)11も地下水の部分でそういったものが検出された。 日野市も、御存じのように12

本ですか、 11本ですか、今、使用可能な水源を使用しているわけですが、そ ういった問

題は、今まで発生したという経緯、推移というものはなかったんでしょうか。

0議長(小山良悟君) 水道部長。

0水道部長(日野義人君) それでは、お答えいたします。

これは、どこの市でもそうですけれども、地下水源を使っている市におきましては、

水道法で決められており ます水質検査を定例的に行ってお りま して、今までのとこ ろ日

野市の場合には、飲料に障害を起こすよ うな水質基準の数値は全 く出ていない、と いう

ふうな状況にございますので、お答え申し上げておきます。

0議長 (小山良悟君) 市川資信君。

026番 (市川資信君) 別に、日野市で井戸水にそ ういったものがなければよ ろしいわ

けで、関連ですから、もう 1点だけ、ち ょっとお尋ね しますが、いわゆ るもう 一つはア

スベスト なんですが、 日野市も大分古い石綿管ですか、使っているわけですが、 今のと

ころ、それを何年年次で取りかえていくとか、そ ういった方法は、現在どう いう推移に

なっているのか、ち ょっ とわか りましたらお答えいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 水道部長。

0水道部長(日野義人君) 平成 2年度末でございますけれども、日野市の老朽の、い

わゆる石綿管というふうな水道管が40年代までの問、 使われて埋設されているわけでご

ざいますけれども、これが 2年度末におきまして、 約10万弱、 9万メーターございます。

これは、いわゆる地震対策ということが一つございます。 それから、もう一つは漏水対

策と いいますか、管が老朽化することに伴いまして漏水事故が多発してくる、というふ

うなことで、限られた水をできるだけ有効に使うということで、節水対策の上で東京都

が平成 7年度を目標に石綿管の布設替え工事を進めている、とい うふうなこと で、日野

市もそういうふうな東京都の方針に伴いまして、現在、工事を進めているわけでござい

ますけれど、それが日野市の場合には、先ほどお話ししましたように 9万メ ーターある、
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というふうなことで、これを 7年までに一応消化をする、というふうな今努力を続けて

おるということでございます。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 平成 7年という理解でよろしいで、すね。ありがとうございまし

た。この件は、これで結構です。

最後の 1点でございますけれども、これは先ほ ど土方議員が質問しております。私も

この件については、 当初から質問したいと思っており ましたんで、ダプることでござい

ますが、ひとつ、さらに積極的な答弁をいただきたい、かよう に思いますO

それは、 暴力排除宣言に関する請願でござい ます。こ れは9月13日に総務委員会で全

会一致で採択 していただいて、 9月27日に本会議で可決されたということで、 各代表の

方々 が署名をし まして、本来ならば異例ともいうべきス ピー ドで、防犯協会から依頼さ

れた暴力排除宣言についてのスピー ド審議の中で採択して、いわゆ る理事者の方へ送っ

た。 一 日も早い宣言を市から出 していただきたい、 とい う熱意でこのスピー ド審議をい

ただいたわけです。

にもかかわ らず、 先ほど土方議員の質問に対して総務部長の答弁は、ちょっと私ど も

の期待をはぐらかすとい うか、 ちょっとずれていたんじゃなかろうかと思う んですが、

周囲の状況の報告があ りました。 できることならば、日野市が一番早 く宣言、決議がで

きればよかったな、と思っていたんですが、今定例会に、私は上程されるんではなかろ

うか、と いうふう に期待を しておったわけですが、残念ながら現在のところ提案さ れる

様子はない、と いうことでお尋ねしたいと思うんですが、 これをせっかく議会で緊急に

処理 して採択していただいて理事者に送りつけた一一それも各派代表者全員の署名のも

のが、 意に反して今定例会に上程き れなかった、とい うことに対してどのよう に受けと

めていら っしゃる のか、 ちょっ とお尋ね したいと思う んですが。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) ただいまお話がございましたよう に請願が出され、請願が

議会で採択をされて、いわゆる市長部局の方に送付されたということでございます。こ

れは言 うま でもなく議会の採択でございますので、私ども尊重し取り扱わなければいけ

ない、 というふうに基本的に考えております。

各市の状況を先ほど申し上げたのは、各市でも日野市と同じ内容の請願が出てまいり

まして、 それを多分採択されたんだと思いますけれども、その上でどういう取り扱いを

するか、ということの協議が議会と、それから執行部の間でされたんではないか、と い
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うふうに考えております。

既に、八王子市は例外といたしまして、調布市、及び狛江市につきまして宣言をして

いるということでございますけれども、この両市にその経過を照会したわけではござい

ませんけれども、この調布、並びに狛江市につきましては、議会の決議という形で取り

扱っている、というようなことでございます。

先ほど土方議員さんからの質問につきまして、こういったものを念頭におきまして、

今後、議会の方に御相談申し上げましてこの処理をしていきたい。 そういう考え方で申

し上げたのでございます。

O議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 狛江、調布が議会決議だということで、既にこれを決議されて

いるところが 2市あるわけですが、八王子市については市民大会で宣言されておるとい

うことで、日野市に出されましたこの請願要旨を見ますと、この機会に日野市において

も暴力排除の宣言をしていただきたく、というふうに名前が日野市においても、とい う、

これは請願を書く人の日野「市jにおいて、という ことが書いてありましたんで、私も

当初は、これを署名するときに議会決議でもよろしいんではないかな、という ふう に思っ

ておったんですが、しかし、請願の要旨には「日野市Jとなってお りますから、日野市

の方に送付して、一日も早いその対策というものを講じていただきたい、という願いを

込めてやっていただいたわけです。

したがって、これは一日も早い方がいいわけなんです。と申しますのは、御存 じのよ

うに日野市にも、私の住んでいる町にも、今、逮捕されて警察に入っておりますけれど

も、一人はピストル事件で、すし、もう一人は麻薬ですし、特にそれを取り巻く環境、 日

野市駅周辺、高幡にも、一暴力団の組織ではなくて二つの暴力団の組織が混入してきて

いる中で、あの暴走族グループが予備軍にいるわけですから、こういったものに対する

対策というものを一日も早くとっていただくということが、いろんな面で効果があるわ

けでして、そういう面を考えると、この宣言を一日も早く乗していただきたいと思うん

ですが、目安はいつごろ出していただける見通しなのかどうか、その点についてお答え

をいただきたい、かように思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 取り扱いについては警視庁筋といいましょうか、東京都市長

会に共通の要請が出されておりまして、市長会では、各市でなるべく足並みをそろえよ

う、というふうな一応の意思決定がございます。我々もばらばらの自治体よりも一緒に
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やる形がいいのではなかろうか、こんなふう にも考えております。

それから、も う一つ加えますと暴力団追放都民セソタ一、仮称でありますが、これを

結成させよ う。 それで、基金30億円を都負担、それから23区負担、それから多摩の市長

会、町村会、 これ らの負担に伴ってその金額まで、発起人代表ということで前横田副知

事の名前で各自治体に通知をされてきております。

このことにつ きましでも、 また発起人に各市の首長が承諾書を求められて、私も就任

をする 旨の回答をいたしてお ります。来年の当初予算に、日野市の負担は、たしか数百

万円程度の金額にな るのではないかと思っておりますが、こういう実力一一財団を設け

る、そのような運動体をつ くっていこう、 こういうこ とでございますので、 また、 こう

いう宣言という市民的な決意、の事項も ございますし、こういう実力のある運動体を組織

化してし、く 、ということがご ざいますので、その点もあわせて市長会で適切に対応しよ

う、ということであ りますことを追加 してお答えを しておきたいと思い ます。

0議長(小山良悟君) 市川資信相 O

026番(市川資信君) 今、市長から答弁で、市長会の方のこれに対する携わりの経緯

を初めてお聞きしたわけですが、 そ うすると、そう いった財団をつ くっての、基金を

くっての本格的な取 り組みである、とい うこと になりますと 、それには多少の時間的な

タイ ムラグと いうものが、多少のずれというものが生 じて くると思 うんですが、我々が

意図する、 いわゆる宣言、決議と いうようなものは、もし、それが多少時間的なタイ ム

ラグが生 じるならば、 議会として決議を優先するような形で持っておった方がいし、かな、

とも理解する んですが、その点、市長は、いわゆ る市として宣言できる見通しの時期等

は、いつごろとお考えなんですか。
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0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 性格の趣旨からし、し、まして、 そう先送 りしてし、いということ

ではないと思っておりますけれども、 この実務的なセンタ ーのことと伴って、だんだん

決ま る方向にな ってく るんではなかろうか、 こう思いますo

議会でそういった決議を しておいていただ く、ということも適切な手段の一つではな

かろうか、こんなふうに思い ます。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 概ね理解できました。

ただいまの市長の答弁も踏まえまして、議会としても代表者等に再度諮って、そういっ

た形の方向へ進められるものかどうか、ということをさらに進めさせていただきたい と
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思います。

以上で結構です。

O議長(小山良悟君)

022番(夏井明男君)

夏井明男君。

1点は、今、奥住議員の方から広報「ひのJの787号と788号に

いうふうなものは、自分のお金で自分で出版をする、公選活動をするという領域の範囲

の問題であろう、というふうに思います。私は、いろんな憲法講座の講師の方をお呼び

してこの紙面に載せるたびに、この問題は絶えず出てくる問題だろう、というふうに思

います。

それを考えますと、やはり憲法講座を聞いて、そこで講師の方に肉声で公闘をして話

をしていただく、という場面と、それを原稿に起こして全員に配るという場面と、それ

を厳密にきちっと整理をされる必要があるんじゃないか。厄介なのは、どういうふうな

方に講演をしていただくか、ということが、まさにそれでも問題としては残るわけです

から、その辺ぜひ検討をしていただきたい、というふうに、これはお願いをしておきま

すo

それから、次に移りますが、先般、私の方に「親子劇場」というチラシが来ました。

要するに私の子供を通じて来ました。これの主催は連合ではない、労働組合傘下の東京

都教職員組合南多摩支部日野地区協議会婦人部、この方々のつくられた内容のチラシが

要するに担当の学校の先生を通じて生徒に配られました。

それには、教育長の方にも教育部長の方にも既にチラシとしてお渡ししてあると思い

ますから、それを見ていただきますが、その中には二つありまして、 これが一般のチラ

シだと思います。それに別に、もうーっこう いうものをつ くりまして、親子劇場の入場

券申込書というものが各生徒に配られて きております。ここには、何年何組、名前、 大

人何枚、 子供何枚という注文書になっております。右に控えがありまして、申し込みの

控え、これに何年何組、名前、 大人何枚、 子供何枚。こ の控えは担当者の手元に置いて

ください、ということですから、 学校の担当の先生のと ころに置 くというものです。

さらに注意書きとしては、 担当の先生にこれを持っていって申し込んでください、こ

ういうことでありますO その上の方には、 この案内がありまして「入場券の欲しい方は

下の申込書に学年、組、名前、希望者数を記入し、担当の先生に申し込んでください。

入場券を受け取りましたら代金を封筒に入れて担当の先生に渡してください。」一一こ

ういうことであります。ちなみに、 これは 1月の25日に日野の市民会館の大ホールで行

うんですが、大人が1，200円、子供が1，000円であります。

私が一番問題にしますのは、恐らくこれを主催をされる方は子供のために、子供の教

育のために将来の素養といいますか、そういう広い形の中でさまざまな文化を提供した

い、という 気持ちで私はおやりになったと思います。その目的は、私は正しいと思いま

すが、しかし、手段が社会的な常識を欠けるような手段であれば、私はまずいというふ

関連した話がございましたので、このことについて申し上げたいと思います。

企画財政部長の方で、講演をされた内容を原稿に書かれて、それを、かなり講演者の

意思に率直には沿わないような形のことまで踏み込んだのか、踏み込んでないのかわか

りませんが、広報「ひの」という市の公の機関紙に載せるのにふさわしいかどうか、と

いう企画財政部長の頭の中の判断の基準で、この率直な講演者の表現方法まで、相談に乗っ

ていただいてやった、ということ自体が、私は非常に無理があるという ふうに思います。

恐らくこの浦田先生という方は、非常に温厚な方だったと思いますが、やはり自分の

思想、信念、学説に信念を持って生きられている方であれば、 一つ一つの表現について

もかなり厳しいのが普通であります。そういうふうなことまでして広報に載せるのはど

うか、というのが第 1点であります。

やはり先生によっては、いろんな考え方があるわけですから、それはまさに思想表現

の自由ですから、これは当たり前のことですけれども、しかし、先ほど奥住議員がお っ

しゃったように、自分の考え方と違うものがそれはあるのは当然ですけれども、それが

いわゆる税金という形のもので、いわゆる広報という紙面で配られてくるということに

私は問題があると思うんです。だからこそ、広報「ひのjを利用される市民の方にも政

治的なものについては御遠慮、願いたい、という項目を設けて市民の声のコ ーナーまでつ

くっておりますO

そういうふうな精神からいきますと、やはりこの憲法講座を、講座として開くのは私

はよろしいと思うんです。要するに、そこにこういうふうな講座がありますよ、という

ことで市民の方が自主的にそこに参加をして聞かれるということは、市の行政の範囲内

としては、私は市民の納得が得られるところだろう、というふうに思います。

ただ、しかし、やはりいろいろな意見の学者の方をその場合でもお呼びをしてやると

いう、そういうふうなことが私は必要であろうと思います。まして憲法講座ですから、

憲法即政治的な問題になりますから、先ほどPKOの話がありましたけれども、公明党

としてもそれなりの考え方を持って行動をいたしております。 しかし、先ほどのお話の

内容ですと、我々と違う話であります。こういうことが、その広報として全体に流され

るということは、非常に不愉快であります。要するに個人的に不愉快であります。そう
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うに思うわけで、すo

その手段はどこにあるかといし、ますと、 要するに一つの教職員組合の、労働組合の婦

人部が、要するに小中学校のまさに組織を使ってそれを申し込みをされているという事

実、これは厳密だろう、というふうに思うんで、すO

厳密だろう、というふうに思うことはどういう ことかとし巾、ますと、私はPTAの役

員をしていましたときに、 PTAのお母さん方の教養講座ということで、 1年に 1回、

どこかを見学したらいいんじゃないか、という ことが PTAの運営委員会で話し合いが

ありました。そのときに、ある企業さんが、一つの啓蒙的な社内のP Rも兼ねたような

催し等をやっている。そういうものに合流して教養を深めてもどうか、というふうな意

見もあったんです。そのときにそのお母さん方の中では、 要するに PTAとしては、教

育の父母の集まりである。だから、一つの、それは企業としては社会に貢献するという

ことで、そういう場面を我々に案内として提供はしてくれているとしても、企業のPR

の部分もあるんだから、そこは慎重にすべきではないか、というふうな議論もあったぐ

らいなんです。

これは、要するに政治の場面ではありませんが、要するに企業の営利性というとこ ろ

から、恐らくそういうふうな意見も出たんだと思うんです。これが親の常識ですし、そ

の辺のことは皆さん考えておやりになっているわけですね。

ですから、例えば、ある団体が子供に、要するに伝統芸能とかそういうことをぜひ知

らせてあげたい、ということで入場料を無料にしまして、例えば、その内容については

素晴らしい内容だということで、日野市、また教育委員会の方から後援をいただいて、

そういう場合には各小学校、中学校にお願いをしてそういうことができるのかどうか、

私はできると思うんです。こういうことができれば……。

その辺、私は、今、日野市の教育委員会、長くずっと運営を見ていますと、非常にそ

の辺がきちっとしたものがない。むしろ、その辺が非常に問題があるんじゃないかと思

いますが、この辺、きちっとした説明をしていただきたい。学校の運営の規則があれば

どういう規則に基づいてどうなのか、お話をしていただきたい、こう思います。

O議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 御質問にお答えいたしますO

つい先ほど、私もこのパンフレットを見せていただきまして、 早速情報の集めに数分

かけて戻ってきているわけですけれども、まず一般的に学校の校長先生方、校長会等を

通しましては、基本的には、この組合の行事とか活動等の部類に入るものについては、
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学校を通して、子供、生徒を通して、というようなことにつきましては、基本的にはす

るべきでない、という指導を行っております。

これについては、規則とか何とかとい うものは、 今現在、特にないと思っております

が、そういう指導をしているところです。

それから、きのう、たまたま、ある学校の教頭から、このことにつきまして問い合わ

せがあった。それで、その中で指導室長の方からその件についても、学校から生徒を通

して配るということは、よくない、という こと で、 その学校では配らなかったというふ

うに聞いて、今来たわけですけれども、 こうやって配った学校があるという ことを伺っ

て初めて知ったわけですが、 最終的に この内容やいろいろなことを判断して、 どう する

か、という ことを決定するのは当然学校長になりますが、教育委員会の指導の中では、

これは今議員さんがおっしゃ ったように、これはどの部類でも、何でも学校を通 してで

きるような形になると、 これはいろいろと大変なと とも起こります。そ ういう ことで、

指導としてはそう いうふうになっており ますO

たまたま 、どこ かの学校でこれが起こったという ことで、私どもも 、このことを踏ま

えまして、 今後の対策に、 さらに一層、校長会等を通 して指導 していきたし、、 という ふ

うに考えてい ます。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 従来の説明ですと、そういうふうな説明をされているんですよ、

従来ですね。私は、今おっしゃったのは、ちょっと、学校の恐らく校長先生、教頭先生

にお願いをして承諾を得てやった、とい うふうな内容 じゃないと思うんです、恐らく。

学校の管理運営形態、それ自体、根本的な ことが問われてしまっているんです。それを

現場の校長先生の判断でございます。一ーしかし、 その前に教育委員会としてこうなん

だ、というものがありますよ、それは…一-。今の答弁の中では、 それが欠落している、

という ふうに思いますよ、ここまで事態は来ているんですか らo

私は、 恐らく 、学校の先生 ぐらいおやりになる方ですから、社会的な常識一一法律は

知 らなくても、教育通達は知らなく ても、その辺の程度の問題はわかっている と思う ん

ですよ。それは私はわかっていると思うんです。だか ら、そう いう ふうな問題が私は出

てくる と思う んです。これからも出てきます。というのは、 これは今回始まったことで

はなくて、 ことしは、というふうに書いたんです。ことしは例年の演劇ではなくて、 毎

年行われるんですね。

ですか ら、要するに私が今ここで明確にお聞きしたいのは、これはやっていいのか、
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やってよくないのか、というのは常識の問題だ、というふうなお答えなんですね。もし

も、要するにこれが黙認されるんであれば、例えば、目的が子供のためであれば我々も

どんどんお願いをして、担任の先生がし、やだと言われれば、先生、ちょっと部屋が終わっ

たら、担任の先生、ちょっと、はずしてください、こどものためにいい講演があります

ので、持って行ってください、というふうに教室の中で我々もできるわけですよO 担任

の先生ができて、要するにほかの市民の方ができない、ということはないんです。要す

るに担任の先生が、その場を乱用していると思いますよ。私は乱用だと思いますよ。地

位の乱用だと思いますよ。

そういうことをやるのであれば市街に出て、それで自分たちがチラシを持って、駅で

配布をするなりするべき話なんです。これは大事ですよ、要するに子供を使っているん

ですから。子供を憎らしい親はいませんから、こんなに一番し、し、、手っ取り早い方法は

ありません。

今まで私がチラシをお渡しして、気がつかなかったとしたら問題ですよ O 要するに気

がつかないこと自体問題ですよ、過去に何回もあるんですから。情報として得ているん

ですからO 得ていません、というふうには言わせませんよ。これは、きちっとさせなけ

ればだめですよo むしろ文書で、ここの団体に対して、労働組合に対して文書できち っ

としたものを、私は教育委員会の名前で出すべきだと思います。回答をもらった方がい

いです。もしも、これが許されるんだ、要するに表現の自由なんだ、 言論の自由の一部

なんだ、ということであれば、ぜひ、それは論争してもらいたいです。小さな問題じゃ

ないですよ。

その辺、ぜひ、これからも私も注意して見ていきます。しかし、これは教育の中立性

を、長期的には内部から崩壊させる問題だと思っております。その辺を指摘して終わり

ます。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって行政報

告を終わります。

次に、日程第4、諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付してあります報告書のとおりですので、事務局長

の報告は省略いたします。

諸般の報告全般について質疑に入ります。なければ、これをも って諸般の報告を終わ

ります。

本日の日程は、すべて終わりました。
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明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日は、これにて散会いたしますO

午後 7時 8分散会
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平成 3年12月 6日(金)

午 前 10 時開議

(厚生委員会)

建設会社の廃材焼却に関する請願

(建設委員会)

大坂上二丁目 I(仮称)日野マンション」の建築

計画に基づき市道占有使用許可の早期許可に関す

る陳情

(請願審査報告)

日程第 1 請願第 3-20号

日程第 2 請願第 3-1 号

oo 
nu 

日程第 3 請願第 3-27号

(議案上程)

日程第 4 議案 第 86 号

日程第 5 議案 第 87 号

日程第 6 議案 第 88 号

日程第 7 議案 第 89 号

日程第 8 議案 第 90 号

日程第 9 議案 第 91 号

日程第 10 議案 第 92 号

日程第 11 議案 第 93 号

日程第 12 議案 第 94 号

日程第 13 議案 第 95 号

日程第 14 議案 第 96 号

日程第 15 議案 第 97 号

日程第 16 議案 第 98 号

日程第 17 議案 第 99 号

日程第 18 議案 第 100号

日程第 四 議 案 第 101号

多摩川・浅川堤防未整備箇所の早急整備について

の請願

日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関す る条例の一部を改正する条例の制定

について

日野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

日野都市計画事業西平山土地区画整理事業施行規

定を定める条例の制定について

日野市下水道条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部

を改正する条例の制定について

日野市多子世帯児童養育手当条例の一部を改正す

る条例の制定について

日野市監査委員に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

平成 3年度日野市一般会計補正予算 (第 3号)

平成 3年度日野市国民健康保険特別会計補正予算

(第 2号)

平成 3年度 日野市土地区画整理事業特別会計補正

予算(第 2号)

平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正予算

(第 3号)

平成 3年度日野市立総合病院事業会計補正予算

(第 2号)

市道路線の廃止について

市道路線の認定について

不動産の取得について

学校管理下における日野市立平山中学校生徒の負
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傷事故に係る和解の締結及び損害賠償の額の決定

について

日程第 20 議案 第 102号 日野市一般職の職員の平成 3年度12月期における

期末手当の支給率の特例に関する条例の制定につ

いて

日程第 21 議案 第 103号 日野市防災情報室建築工事請負契約の締結につい

て

日程第 22 議案 第 104号 日野市防災情報室建築工事に伴う電気設備工事請

負契約の締結について

日程第 23 議案 第 105号 日野市防災情報室建築工事に伴う給排水衛生空気

調和設備工事請負契約の締結について

日程第 24 議案 第 106号 (仮称)日野駅西第 5自転車等駐車場新設工事請

負契約の締結について

日程第 25 議案 第 107号 浅川右岸第六処理分区(3 -1)工事請負契約の

一部変更について

日程第 26 議案 第 108号 浅川右岸第五処理分区(3 -3)工事請負契約の

一部変更について

(報告)

日程第 27 報告 第 9 号 議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告

について

本日の会議に付した事件

日程第 1から第27まで
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午後 1時17分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員28名であります。

これより請願第 3-20号、建設会社の廃材焼却に関する請願の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。

請願第 3-20号、受け付けは平成 3年 9月 4日、件名は建設会社の廃材焼却に関する

請願でございますO 請願者は日野市落)111471番地の 1、伏見 正さんほか178名の方か

ら出されております。

請願の要旨 といたしましては、 この土地にあります建設会社が、付近の住宅近隣に各

種の公害をもたらしているということで、日夜そのために大変困っているということで

5点について要望が出されておりますO 一つは、防火上安全な焼却炉を設置していただ

くこと。また、煙突は周辺の家屋の屋根よりも 2メー トル以上高くしていただくこと。

また、廃材を焼却するときには、必ず従業員をつけてそばに水を用意していただく こと。

4番目に、焼却する廃材が 1メー トル以上の大きいときには、処理業者に任せず工場内

において焼却する時間を 1時間から 2時間に限定していただくこと。最後に、会社内に

火元責任者を定めて明示 していただくこと、という こう いう 5点でございます。

当委員会と いたしましては、 現地調査を行い、 そして、その後審議に入りま したが、

市の担当の方も、この請願を受けて建設会社と話し合いを行し、、 会社もその指導を受け

て解決の方向の努力がなされまして、その確認蓄を結ぶということでございますので、

当委員会といたしましては、採決の結果、 全会一致採択と決した次第でございます。

どうぞよろしくお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこ れをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承りますo なければこれをもって意見を終結いたしますo

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( I異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 3-20号、建設会社

の廃材焼却に関する請願の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。
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これより請願第 3_:_ 1号、大坂上 2丁目 i(仮称)日野マンションの」の建築計画に

基づき市道占有使用許可の早期許可に関する陳情の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めますO

〔建設委員長登壇〕

0建設委員長(馬場繁夫君) 請願第 3-1号、大坂上 2丁目 i(仮称)日野マンショ

ンJの建築計画に基づき市道占有使用許可の早期許可に関する陳情について、委員会

の報告をいたします。

みす X建設株式会社代表取締役 宮下利通さんから提出された陳情でありまして、平

成 3年第 1固定例会で委員会に付託されたものであります。 3月19日、現地調査を行っ

てまいりました。要旨といたしましては、庖舗っきマンションの計画で日野市の指導要

綱に従いまして、公共公益施設負担金6，028万6，000円を平成元年12月に納付いたしまし

て、審査を経まして、東京都の建築確認申請が平成 2年10月25日に許可されているもの

であります。当初計画では、擁壁をアース アンカ方式で近隣住民の了解が得られず、市

道へ地中打ち込みのロックボルト工法で日野市管理課の事前の了解を得まして、 東京都

に申請が出されて許可されているところでありまして、建設許可がされても着工ができ

ず、早急に市道の占有使用許可の陳情要旨であります。

今、住民等の話し合いの中では、住民側としましては、市道か ら見まして 5階建てを

2階下げまして 3階にすることを了解してもらえば、アースアンカ方式で認めるとい う

住民の要望と、事業者側は、アンカ工法で 5階を 1階下げまして 4階にするということ

で、 3階にはできないということで、現在、並行状態になっていると ころであります。

4回の審議におきまして、主な質疑としましては、ロックボルト工法、 アシカ工法等

の安全性について、出入り口、子供の遊び場について、それから用途地域の変更の必然、

性、プライパシ一、駐車場の問題等々、多数の質疑がされました。 11月 1日に結論を出

すということになりまして、結論ということで、 二つの方に割れましたので、 一つは、

法的にクリアーをしているので、市道の占有許可については何ら問題ないので採択。 も

う一つは、合法的であっても住民環境を著しく変化させるので反対であるという ことに

なりまして、挙手採決になりまして賛成多数で採択と決しました。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入 ります。なければこれをもって質疑を終結い
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これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めますO

〔賛成者挙手〕

0議長(小山良悟君) 挙手多数であります。よって請願第 3-1号、大坂上 2丁目

i (仮称)日野マンシ ョンのJの建築計画に基づ き市道占有使用許可の早期許可に関す

る請願の件は、 委員長報告のとおり採択と決 しました。

これより請願第請願 3-27号、多摩川・ 浅川堤防未整備箇所の早急整備についての請

願の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めますO

〔建設委員長登壇〕

0建設委員長(馬場繁夫君) 請願第 3-27号、多摩川・ 浅川堤防未整備箇所の早急、整

備についての請願の建設委員会での審査報告をいたします。

日野市輪業会長の猪鼻要次さ んより提出された もので、 平成 3年第 3固定例会におき

まして、建設委員会に付託されたものであります。要旨は、多摩川・ 浅川堤防の舗装が

未整備箇所を早急に整備促進を願うものでありますO

委員会としまして、 11月 1日現地調査を行ってま いりました。

主な質疑としましては、百草の程久保川との接続について、南平の霞堤について、平

山橋左岸の堤防部分の接続について等々の質疑がされました。説明ないし答弁と しまし

でも、 多摩川未整備箇所2，850メー トルについては、 建設省 と協議中でその中で実施を

図ってい きたし、。また、浅川の堤防部分のかさ上げの指導がさ れていましたが、固定物

以外、 認める方針に変わった等の説明がありまして、全会一致採択すべき ものと決しま

した。よ ろしく御審議のほどお願し、し、た します。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い0議長(小山良悟君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は、 委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 3-27号、多摩川・

浅川堤防未整備箇所の早急整備についての請願の件は、委員長報告のとおり採択と決し

ましTこO
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これより議案第86号、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第86号、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

本議案は、 「罰金等臨時措置法」の改正に伴い、罰金の額を 1万円から 2万円に改め

るため日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) それでは、議案第86号、日野市議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、 詳細に

ついて御説明申し上げます。

改正をお願いする点につきましては、先ほど提案理由にもございましたように、 「罰

金等臨時措置法Jの改正によりまして、地方公務員災害補償法の第73条に規定されてい

る罰金の額が改められたことに伴いまして、条例に定めております罰金の規定の改正を

お願いするものでございますo

それでは、新旧対照表によりまして御説明申し上げます。恐縮ですが、 4、 5ページ

をお聞きいただきたいと存じます。

第23条でございますが、第四条第 1項に定めてある実施機関または審査機関に対する

報告、出頭等に応じなかった場合の罰金の額を f1万円Jから f2万円jに改めるもの

でござます。

よろしく御審議のほどお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承りますO なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第86号、日野市議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は、総務委員会に付託

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
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( f異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたしますO

これより議案第87号、日野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めますo 市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第87号、日野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてo

本議案は、災害弔慰金及び災害障害見舞金等の額を改めるため、 日野市災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし く御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。環境部長。

0環境部長(山口正夫君) それでは、 議案第87号につきまして御説明申し上げますo

議案第87号、日野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定さに

つき ましてでございます。本議案につきましては、平成 3年 9月26日災害弔慰金の支給

等に関する法律の一部を改正をする法律並びにこ れに関連する政令が公布施行されまし

た。 この改正に基づきまして、 日野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す

るものでございます。

恐れ入り ますが、 新旧対照表6ページ、7ページをお開き いただきたいと存 じま-;-0

まず、 第 5条の関係でございます。こ れは市民が災害により 死亡 した場合の弔慰金の

額の引き上げでございまして、 f300万円Jを f500万円」に、 f150万円Jを f250万円」

に改めるものでございます。次に第10条でございます。これは、市民が災害により負傷

し、又は疾病にかかり治ったときに一定の障害があるときに支給する災害障害見舞金の

額につきまして f150万円」を f250万円」、 f75万円j を f125万円jに改めるもので

ございます。次に、 第13条でございます。これは、災害により被害を受けた市民に対し、

その生活の立て直 しに資するため、災害援護資金の貸し付けを行 う際の限度額を改める

ものでございます。

8ページ、 9ページをお聞きいただきたいと存じ ます。

まず、第 1号アからエまででございますが、 これは、 世帯主の負傷があり、なおかつ

家財や住居の損害がある場合で、 最高 f250万円」 を f350万円」に引 き上げるほか、記
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載のとおりの所定の改正を行うものでございます。第 2号アからエにつきましては、世

帯主に負傷がなく、かつ家財や住居に損害がある場合で、それぞれ所要の引き上げを行

うものでございます。第 3号につきましては、第 1号、第 2号で特別な事情がある場合

の読みかえ規定でございます。それぞれの所要の引き上げとなっております。

恐れ入りますが、議案書の 2ページ、 3ページに戻りまして、付則について御説明申

し上げます。この条例は、公布の日から施行いたしますが、改正後の第 5条及び第10条

の規定は、平成 3年6月3日以後に生じた災害より適用し、改正後の第13条の規定につ

きましては、平成 3年 5月26日以後に生じた災害より適用するものでございます。 以

上でございますo

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い0議長(小山良悟君)

たしますO

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第87号、日野市災害弔慰金の支給等に関する条

例の一部を改正する条例の制定の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、 こ

れに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第88号、日野都市計画事業西平山土地区画整理事業施行規程を定める条

例の制定、議案第89号、日野市下水道条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 上程されました 2議案について、提案理由を申 し上げます。

議案第88号。本議案は、西平山土地区画整理事業の施行に関し必要な事項を定めるた

め、日野都市計画事業西平山土地区画整理事業施行規程を定める条例を制定するもので

ありますO

議案第89号、日野市下水道条例の一部を改正する条例の制定。本議案は、下水道管理

運営経費の財源の健全化を図るため、下水道使用料の改定を行うものであります。

以上 2議案の詳細につきましては、担当部長が説明いたしますので、よろしく御審議
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のほどお願し、し、たしますO

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めますO 都市整備部長。

O都市整備部長(鈴木栄弘君) それでは、議案第88号、日野市都市計画事業西平山土

地区画整理事業施行規程を定める条例の制定について御説明申し上げますO

土地区画整理事業を市が施行する場合、土地区画整理法第52条に基づきまして、施行

規程と事業計画を定めることにな っております。事業計画につきましては、設計の概要

について都知事の認可を受ける ことにな っております。施行規程は、同じ土地区画整理

法の53条により まして、 市の条例で定めることにな っておるものでございます。

条例の内容説明に入る前に、 西平山の区画整理事業の概要を先に申し上げます。

施行者は日野市でございます。 施行区域、主な区域でございますが、 東側は平山橋の

都市計画道路の3・8・18号線でございます。これは、その道路をはさんで東側の方が

豊田土地区画整理事業でございます。それか ら、北側につきましては、 ]Rの軌道敷を

ずっ と通 りまして浅川まででございますが、この区間に一部既存の団地がございます。

この団地は除外いたしております。そして、浅川沿いに浅川をずっ と下 りまして平山橋

まででございます。こ の区間にも既存の団地がございますけれども、 これは除外をいた

しており ますo この区域の面積は約92ヘクタ ールと なっておりますO また、現時点での

事業費でござい ますけれども、約378億円と見込んでおります。減歩率につきま しては、

26.9%とい うこ とでございます。

また、 目指すまちづ くりといたしましては「快適でゆとり のあるま ち」と いうこ とで

進めておるわけでございます。また、この事業の中に含まれております主な都市施設で

ございますけれども、 都市計画道路が 6路線、幅員は48メーターから12メーターという

幅員でございまして、 全体で4，710メー トルございますo その他、 公園緑地といたしま

しては、 近隣公園、これが 1カ所でございます。 2万500平米。 これを含みまして、全

体で 3万5，000平方メー トルを予定いたしております。さ らに、公共施設といたしまし

て (仮称)西豊田駅前広場、それか ら小学校用地 1校分を計画いたしております。

なお、 本事業につきま しては、 2年の12月6日に都市計画の決定がなされております。

その後、 事業計画の決定につきまして、鋭意説明会等を行っておるところでございます。

認可の予定でございますけれども、 4年の 4月を目標といたしております。

それでは、条例の内容に入らせていただきますけれども、現在、市施行として行って

おり ます万願寺、それから豊田南、高幡地区、それから万願寺第二地区と、この条例に

つきま しては、ほぼ同じ内容でございます。したがって、内容の一部変わっている部分
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につきまして、御説明申し上げたいと思いますo

まず、 3ページをお開き願いたいと思います。事業の名称でございますけれども、先

ほど申し上げました日野都市計画事業西平山土地区画整理事業でございます。それから、

施行地区に含まれる区域の名称、第 3条でございますけれども、日野市西平山一丁目、

二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、それから東平山の一丁目、二丁目、三丁目のおのお

の一部でございます。

続きまして、 5ページをお聞き願いたいと思います。第4章 土地区画整理審議会と

いうことでございます。第10条で委員の定数が15名となっておるものでございます。そ

れから、このうち、学識経験を有する者から選任する委員の数は 3名ということでござ

います。

続きまして、 9ページをお聞き願いたいと思います。基準地積の更正等、第20条でご

ざいますけども、この項につきましては、換地を定める場合のもとになる地積を定める

条項でございます。現在、先ほども申しましたけれども、日野市では万願寺、それから

豊田南、高幡地区とやっておるわけでございますけれども、これらの経験から、一部文

言の整理をさせていただいております。

次に、 11ページをお開き願いたいと思います。第 6章 評価でございます。評価員の

定数、第22条でございますけども、定数は 5名ということになっておりますo

続きまして、 18ページをお開き願いたいと思います。付則でございます。この条例は、

事業計画決定の公告の日から施行するということになっております。したがし、まして、

今の予定では、 4年の 4月ごろを予定いたしております。

以上でございます。

続きまして、 89号、日野市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、御説明

申し上げます。

日野市は、御承知のとおり昭和57年から本格的に公共下水道の建設に着手をいたして、

20年後の平成13年度に全域の供用開始を目標として努力をいたしておりますo 南多摩処

理区 2ヘクタールにつきましては、平成元年の 7月をもってほぼ全域が供用開始。そし

て、水洗化率でいいますと96%という形になっております。また、浅川及び秋川処理区

につきましては、東京都が流域幹線と、それから処理場の建設を進めております。いず

れも平成4年度中に完成、または供用開始する予定となっております。今後、市のこの

対応といたしましては、処理場の稼働までに汚水管の敷設した区域の水洗化の促進と、

それから下水道の普及率を少しでも前倒しできるような方法で、計画的、効率的に整備
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を進めていくことが重要だというふうに考えております。

今回の下水道使用料の改定は、昭和62年の第 4回の定例会で御審議いただきました原

則を踏まえまして検討いたしました。平成4年度を初年度とし、向こう 4カ年の財政計

画を立てたわけでございます。この改定の内容につきましては、 2ページの表のとおり

の改定率でございまして、率で申しますと12.1%の上昇ということになっております。

実質改定率でまいりますと10.9%でございます。なお、一般家庭の排出量を月平均25立

法といたしますと、現行の料金で計算しますと1，550円でございます。これを改正しま

すと140円の増額ということになりまして、 1，690円ということになります。率で申しま

すと、 9%の増ということになるわけでございます。また、この改正によりまして、平

成4年から 7年までの 4年間で約 2億3，600万円の増収を見込んでおります。

さらに、今回の改正で 2ページの備考欄の下の方のただし書き以降を追加をいたして

おります。これは、公衆浴場の定義を明確にしたものでございます。

以上、議案第88号、 89号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお

願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。夏井明男君。

022番(夏井明男君) 議案の89号の条例の制定の件ですが、今のお話で概略がわかり

ましたが、財政計画を平成4年から平成 7年、約4カ年の財政計画を立てたということ

ですが、前に結城都市整備部長の時代に、下水道事業の全体の完成年度に投資する予算

はどのぐらいかという ことで、本会議で答弁いただいたことがあります。平成13年まで

はどうかというふうなことは言えませんが、 今の財政計画平成4年から 7年までのト ー

タル的には、どのぐらいの日野市内における下水道の普及率を見込んでどのぐらいの予

算規模を投入するかのことが、数字的にお話ができればしていただきたいというふうに

思います。それが第 1点です。

今回のその聞の 2億円の増収を見込むということですが、前回の議会のときに、補正

予算の下水道に占める額についての数値をお尋ねしたことがございますが、そのときに、

下水道の工事の、いわゆる格上げ的な部分で従来よりも工事費が単価的に高くなるとい

うお話も承ったわけですけども、今回のこの条例の改正は、そのようなことも関係をし

て決められてきた経緯があるのかどうか。それとは関係がなく改正をしたのか。その辺、

基本的な考え方をお聞きしたいと思います。特に、聞くところによりますと、従来の下

水道の工事、 1割高あるいは15%以上の工事費がかかるというふうなことも聞くわけで

すので、その辺を踏まえてお答え願いたいと思います。
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以上で、すO

O議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) まず第 1点目の平成4年から 7年まで、の、要するに全

体の事業費ということでございますけども、ただいまその増収部分につきましては、そ

の計算根拠等のあれも持っておりますけれども、いましばらく時間をいただければ、後

ほど資料で提出させていただきたいと思います。

それから、 2点目の格上げの関係でございますけれども、この格上げによって費用的

なものは、実質的にはむしろ東京都の方が流域幹線という形になるものでございますの

で、その部分が東京都が直接施行するという形になるわけです。 したがいまして、 事業

の費用的なものについては、むしろその費用のその幹線の箇所の工事費が下がってくる

ということでございます。東京都が直接施行するということになるわけですので、その

分は市施行から除外されてくるということでございます。

また、期間的には格上げされることによりまして、その下水道は流末から基本的にやっ

ていきますO その幹線が流域幹線として上がる ことによりま して、 その沿線の途中から

でも公共下水道として工事ができるわけでございますので、期間的には短縮されるとい

うことでございます。

大変申しわけございませんけれども、 1番の件につきましては、後ほど資料で差 し上

げたいと思います。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 前半の方はよろしくお願し、いたします。

後半の部分ですが、ちょっと私の質問の仕方が誤解を受ける言葉を使いましたのであ

れなんですが、格上げというのが、ちょっと間違ったんですが、多摩川のあそこの部分

が、いわゆる格上げになって、都で直接にやるという話は聞いておりますが、今、私が

お尋ねしているのは、一つ一つの工事をするときに、いわゆる23区内の工事方法と三多

摩の住宅の少ないところとでは、工事の積算方法が違うということであったわけですけ

ども、それが、いわゆる難工事とは言わないまでも、東京都におけるような対策を立て

た工事費で三多摩の方の地域もやるというふうな、積算の方法が変わったというふうに

建設省の関係で出ていると思いますけど、そうしますと、その方法でいきますと約 1割

から15%ぐらい従来の工事費よりも負担が増になるわけですけども、それをそのこと を

ちょっと今、お尋ねしているわけで、そうしますと、従来下水道事業に投入する予算額

が総体として、私はかなり変わってくるだろうというふうに思いますので、前回の第 3
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回の定例会のときにその金額を補正として、ちょっと金額が私は 8億というふうに読ん

だんですが、記憶違いであればあれですが、そういうことでかなりぐっと工事費が増に

なっていますので、そういう点から踏まえると、かなりこれからのいわゆる下水道に占

める費用が財政の全体的な規模からいうと、当初よりもかなり負担になってくるんでは

ないか、とそういう見通しがあるかど うかとい うことと、実際にそれを見込んだ上での

今回の条例改正であるというふうに考えてし北、かどうか、その辺です。

O議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) この前のたしか議会だったと思いますけれども、 下水

道に対する東京都の この地域の積算の基準が変わり ましたというふうな御説明申し上げ

たと思います。その積算の基準は、市街化区域内の地域におきましては、御指摘のとお

り工事費、その他が上がっております。その上昇 した部分を含めて、 今回見直 しを行っ

ておりますとい うことでございます。

0議長(小山良悟君) よろしいですか。 (iはし、Jと呼ぶ者あり) 田原 茂相 O

03番(田原 茂君) それでは、 議案第88号の西平山区画整理事業の施行規程のこの

条例に絡めてなんですけど も、西平山のまず区画整理事業のスケジ ュールの中で、先ほ

どの部長さ んのお話の中に、来年の4月に事業認可を予定 していると いう、こういうお

話があったわけですけども 、まず第 1点目 は、来年の事業認可までの聞における住民と

の話し合いについては、今後どの ようものを持たれようとしているのかというか、 スケ

ジュ ール的なもので住民と の話 し合い的なものが何か持たれる予定があるのかどうかと

いうこと が 1点。

あと、 事業認可後のその後の順調に行っ て来年の4月に事業決定がされたとして、そ

の後のスケジ ュールを簡単にちょっとお教えいただきたいということです。

あと 3点目としては、この西平山の区画整理事業については、対策協議会があるわけ

ですけども、 最近会長さんもかわったみたいですけども、この対策協議会の中で、やは

りまだ強硬な意見を持っておられる方が何人かいらっしゃるということですね。こういっ

た、いわゆる地元住民のそう し、う対策協議会を通しての方々、特に強硬な意見を持って

おられる方々に対しての、 今後の市の対応というのはどういうふうなことをお考えになっ

ているのか。つまり 、そう いったも のは、もう全く無視して突っ走っていくのか。それ

ともじ っくり まだまだ話し合ってし、く 、説得なりする方向、もしくは多少なりとも市の

方でまだ譲歩する予定があるのかどう かというか、その辺のところを含めてそうい った

対策協議会と いった ものに対 しての市の対応、今後どのようなお考えを持ってい るのか
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というこの 3点についてお尋ねいたします。

O議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) まず第 1点目の住民との話し合いでございますけれど

も、今固までこの西平山地区につきましては、回数で言いますと相当数の説明会等を話

し合いを行っておるわけでございます。また、その説明会のみならず、地元にまちづく

り事務所、これは 9月から 1週間、夜8時、遅い日は夜の12時ごろまでかかりましたけ

ども、こういうまちづくりの事務所も設置して個別会談等も行っております。したがっ

て、特にこの個別相談、それからまちづくり事務所の設置、こういう中での個別の話し

合いの中に、全体として出席していただいたのが三百数名いらっしゃるわけですけれど

も、この中では基本的には反対という、明らかにあくまでも反対だという方が 3名いた。

それ以外はある程度は御理解していただいた、とこういうふうに考えておるわけでござ

います。それから、そういうことを踏まえまして、その都度また自治会の要請等で説明

会、話し合い等も順次行っておるというのが実態でございます。

今後、認可をとった後におきましても、当然そういう話し合い等は行って、できれば

あの地区の中にそういう事務所を開設して、常時日を定めましてそういう相談コーナー

をやっていきたい、とこういうふうにも考えております。

それから、 2点目の今後の認可後のスケジュールでございますけれども、認可は一応

予定を、来年の 4月を予定をいたしております。認可になりますと次に来るのが、要す

るに審議会の選挙ですね。これが出てまいりますo この選挙にかかわるいろんな手続関

係がございます。名簿の縦覧とか借地権等の申告、それから、これとあわせまして事業

の方では条例にございますこの地積の確定の準備、それから測量等が入って並行してやっ

ていくという形になるわけでございます。したがって、地元との話し合いにつきまして

は、市の方から正規に話すのは、そういう説明会等になろうと思いますけれども、事務

所等が設置できれば、ある程度の必要に応じて、その都度相談は可能であろうというふ

うに思っております。

それから、特に強い反対者というふうなことでございますけれども、今までのまちづ

くりの臨時まちづくり等の中で、または説明会等の中でそういう強硬な反対というのは、

どこまでも反対というのは 3名程度というふうに私の方は踏んでおるわけでございます

けれども、なかなかその区画整理全体の最後までの説明というのは、段階的でないと、

なかなか説明し切れないわけでございます。したがって、そういう不安の面から反対と

いう形もありますので、できるだけそうしLぅ方たちとは接触を持ちながら理解を深めて
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いきたいというふうに思っております。その都度、必要に応じて話し合い等は行ってい

くということでございます。

0議長(小山良悟君) 田原 茂君。

03番(田原茂君) 大体わかりました。

実は先日も地元市会議員を囲む会というのが、対策協議会の主催であったわけですけ

ども、以前に比べてそのトーンは下がってきているという感じはするんですけども、ま

だまだこの一部かもわかりませんけれども、かなりまだ市の対応というものが、同じも

のをするにおいても、やはり 言い方とかまたは態度というんでしょうかね、そういった

ものに対して、すごくお上的なやり方だという、俗にそういうお上的な仕事というんで

しょうかね、そういったものがかなりあるというような意見が、この 3名だけじゃなく

て、それこそその集まった方々、異口同音にそういうようなことをおっしゃっていたと

いうことがありますのでo

で、随分前進はしてきているような感じはして、やはり住民側もかなりそういった意

味では現実的な対応をしてきているんじゃないかなというふうにも思うわけなんですが、

最終的な詰めの中で、やはりもう少し市の対応としてもそういった面の、同じものを決

めるとか同じものを提案するにしても、本当にあくまでも住民本位だ、というそういっ

た意味での姿勢というものを貫いていく中で、そういうおつもりはないんでしょうけど

も、ついお上的な思考というんでしょうかね、上から決まったものを押しつけるみたい

な、そういったものというのは、本当に住民側からすると、同じものを受け入れるにし

ても反発をしたくなるようなそういったものもあるんじゃないかなというふうにも思い

ますので、やはり今後の対応としても、その辺のところを住民本位ということを貫く中

での対応を、さらにお願いしたいということを要望して終わります。

以上ですo

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑ありませんか。なければこれをもって質疑を終結

いたしますo

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

お諮りいたします。これをもって議案第88号、日野都市計画事業西平山土地区画整理

事業施行規程を定める条例の制定、議案第89号、日野市下水道条例の一部を改正する条

例の制定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありません

か。
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C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第90号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条

例の制定、議案第91号、日野市多子世帯児童養育手当条例の一部を改正する条例の制定

の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第90号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例のー

部を改正する条例の制定。本議案は、東京都の医療費助成実施要綱の改正により支給対

象が追加されたことに伴い、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正す

るものであります。

議案第91号、日野市多子世帯児童養育手当条例の一部を改正する条例の制定は、 条例

第2条第 5項に定める支給要件児童に 3歳以上の義務教育就学前の児童を加えるため、

日野市多子世帯児童養育手当条例の一部を改正するものであります。

以上 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審

議のほどお願し、いたしますo

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 議案第90号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の

一部を改正する条例でございます。 2ページ、 3ページをお聞きいただきたいと思いま

す。

別表4の項の支給対象の欄中「強直性脊椎炎」の次に「、進行性核上性麻癖Jを、

「重症性牌炎Jの次に「、突発性大腿骨頭壊死症Jを加えるということでございます。

ただいま市長の方から提案理由の説明がございましたとおり、 東京都の医療費助成制度

に係る特殊疾病の対象疾病に、この二つが加えられましたので、これを受けまして日野

市の心身障害者(児)福祉手当支給条例の第 2条第 1項の別表に加えまして、対象者に

対しましては、手当の支給をしていきたいというものでございます。

それから、付則でございます。この条例は公布の日から施行するということでござい

ます。それから、この進行性核上性麻痔を加える部分につきましては平成 3年の10月 1

日から、突発性大腿骨頭壊死症につきましては平成4年の 1月 1日から適用するもので
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ございます。

次に、議案第91号、日野市多子世帯児童養育手当条例の一部を改正する条例の制定に

つきまして御説明申し上げます。 2ページ、 3ペー ジお開きいただきたいと思います。

これにつきましては、条例第2条第5号中「義務教育在籍中の児童Jを i3歳以上の

義務教育就学前の児童及び義務教育在籍中の児童Jに改めるというものでございます。

これにつきましては、多子世帯児童養育手当の支給期間は、第4子以降で義務教育在籍

中の児童というふうに規定されております。 しかし、平成4年の 1月 1日から、御承知

のとおり児童手当法の一部が改正されます。こ の中で児童手当の対象者あるいは支給期

間、これらが改正されまして、第 2子以降が第 1子からということでござい ます。ま た、

支給期間につきま しては、 就学前児童から3歳未満ある いは支給額の引き上げが行われ

ていると ころでございます。こ のため、児童手当が打ち切られた後、この養育手当の支

給を受ける までの聞に大きなプランクができてしまうと いうこ とで、 このため、 養育手

当の支給期間を「義務教育在籍中の児童」とあるのを i3歳以上の義務教育就学前の児

童及び義務教育在籍中の児童」に改めまして、 支給期間の拡大を図ることによりまして、

このブランクを解消する ものでございます。

それか ら、付則でございますが、この条例は 4月 1日から施行するものと いうことで

ございますo 2項の経過措置でございますが、児童手当につき ましては、 3歳未満と い

うことになりますが、現在の5歳児、4歳児、 3歳児につき ましては、それぞれ経過措

置がございま して、 暫定的に支給さ れると いうことも ございます。そのため、この児童

手当を暫定的に支給されるものについては、 今回の改正後の条例の支給要件を満た して

いても、 これらについては支給しないという規定でございます。 3項の付則でございま

すが、これにつき ましては、 読みかえ規定でございます。これにつきましても、今まで

の既存の条例では、 それぞれ認定を受けたある いは請求を受けた翌月 から支給となって

おります。こ れについても、 児童手当の支給が打ち切られた後、プラ ンクのないように

翌月 からこの養育手当等を支給していくというものでございます。

以上でございます。よろし く御審議のほどお願い申し上げます。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 議案第90号について質問いたします。

以前、この席でもって特殊疾病の追加ということで、ぜひ支給対象にしていただきた

いとい うことで、容血性貧血症、いわゆる赤血球が溶けていく難病なんですけども、こ

れを何とか東京都の方に具申をしていただいて、その特殊疾病の中に加えていただ きた
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いという要望をしたことがございますけども、今回二つの特殊疾病が追加されたようで

すけども、この二つの病気の患者の発生率、もしわかりましたらお聞かせいただきたい。

それと、前回要望いたしました、ただいま申し上げました容血性貧血症、これについ

て、その後どのような意見具申なりあるいは要望等を東京都の方にお上げしていただい

たかどうかについて、お答えをいただきたいというふうに思いますO

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) ただいまの質問につきまして、お答えしたいと思います。

今回二つの特殊疾病が新たに加えられたわけでございますO この発生率につきまして、

東京都の衛生局の方に問い合わせたところが、その発生率はまだ十分担当の方では把握

してないということでございますが、少なくともこの現在日野市の条例、別表に掲げて

あります51の特殊疾病については、日野市においても12病種については該当している。

総数で、約408人の方が該当しているということでございますが、今回の進行性核上性

麻簿、これらにつきましてはこの原因、あるいはもう一つの突発性大腿骨頭壊死症、こ

れらについても薬の副作用、特に突発性大腿骨頭壊死症等については、副腎ホルモ γ剤、

これを大量に用いた人に多く見られるということですので、かなりの数がふえてきてる

んではないかなということが推測できるわけでございます。

それから、前回のときにも御指摘受けたんですが、容血性貧血症ですか、これについ

てもその時点で東京都の方へいろいろ問い合わせしたところが、まだそれらの病気等に

ついては、疾病というような適用の中身はまだ入ってきていない。非常に奥住議員さん

の方からも御指摘あったように、発生率が非常にまだ少ないということで、そんなよう

な関係から、東京都の方でも医療費助成制度にのってきてないんではないかというふう

に思っておりますが、またここでさらにその後の経過についても東京都の方へ、また問

い合わせ、できるだけ制度にのせるような要請もしていきたいというふうに考えており

ます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 今、部長の方の御答弁で、今回追加されました二つの特殊疾

病については、発生率がわからないというような大変患者さんにとっては不安な御答弁

なんですが、なぜそういったものを、発生率がわからないものをそういった支給対象に

するのか、その辺がよくわからないんですね。じゃあ、日野市に何名ぐらいこの患者さ

んがいるのか、その辺がもしわかればお聞かせいただきたいんですが。
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容血性貧血症、確かに発生率は100万人に 4人という大変低い数字なんです。ただし、

日野市民にいるんですよ、そういう方がね、かかってる方が。これはステロイドを飲ま

ないと、どんどんどんどん赤血球がなくなってしまいますから、いずれ命がなくなると

いう大きな特殊疾病になるんですけども、少なくとも追加をされるんであれば、支給の

対象になるんであれば、どのぐらいの発生率でも って市内にはこのぐらいの患者がいる

とか、その程度の数字というのは、私はもう基本的なことでありますので、っかんでお

くべきではないかなと、こんなふうに思うわけでございます。

ただいま、部長の方か ら容血性貧血症については、 東京都の方に申し出をした。とこ

ろが、まだ発生率が非常に少ないからという よう なことで支給対象にはならないようで

すけども、ただいま51の特殊疾病が、 今あるとい う話です。この容血性貧血症というの

は、 厚生省でもって55番目に難病として認知をされている、いわゆる難病なんです。で

すから、あと四つですか、順番からい ったら、五十今ーですから、あと55番まであと四

つあるのかなと。相当先になるのかあるいはある程度光 りが見えてきたのか非常に判断

の難しいとこでございますけども、いずれにしましでも、発生率程度はきち っと税金使

うわけですから、こういう状態で今どんどんふえている、 今部長のお話では、かなり ふ

えるんじゃないかというような抽象的なことでございますけども、少なくとも具体的な

数字 ぐらいは挙げてもらわないと、非常に理解ができませんので、こういう難病の患者

さんにしてみると大変なことでございますので、ぜひその辺を今後強く 東京都の方にも

申し入れをしていただきたい。このように要望 してお きます。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをも って質疑を終

結いたします。

本 2件について御意見があれば承りますo なければこれをも.って意見を終結いたしま

すo

お諮りいたします。これをもって議案第90号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給

条例の一部を改正する条例の制定、議案第91号、日野市多子世帯児童養育手当条例の一

部を改正する条例の制定の件は、 厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第92号、日野市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定の件

を議題といたします。
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理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第92号、日野市監査委員に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、提案理由を申し上げます。

本議案は、地方自治法の改正に伴い、監査委員の職務権限の一部が拡大強化されたた

め、日野市監査委員に関する条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては、監査委員事務局長に説明いたさせますので、よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 監査委員事務局長から詳細説明を求めます。

0監査委員事務局長(小山哲夫君) それでは、議案第92号、日野市監査委員に関する

条例の一部改正につきましての詳細につきまして、説明をいたしますO

先ほど理事者の提案理由にもありましたとおり第120国会におきまして、地方自治法

の一部改正が行われまして、それに伴いまして監査委員の職務権限の一部が拡大強化さ

れたことに伴いましての条例の一部改正でございますO 大変恐縮でございますけれども、

条例の 4ページ、 5ページの新旧対照表を御参照願いたいと思います。

改正する箇所につきましては、条例の第 3条と第 5条でございます。監査委員の職務

権限につきましては、法改正前におきましては、地方自治法第199条第 1項におきまし

て、監査委員は地方公共団体の財務の執行並びに地方公共団体の経営の管理に関する事

業について監査をするというふうになってございましたけれども、今回の法改正により

まして、第199条第 2項に監査委員は、必要と認めた場合におきましては、地方公共団

体並びに行政委員会の事務監査についても監査をすることができる。いわゆる行政事務

についての監査規定が設けられました。したがいまして、この条例の中に事務監査とい

う項目を新たに設けること。それから、第199条第 2項が新設承認されましたために、

従来からございました第199条第 2項が第 3項に、第 3項が第4項に、以下条項が 1項

ずつ繰り下がってまいりましたので、条例中にありますところの項目の改正をお願いす

るものでございます。

第 3条関係につきましては、いわゆる表題が従来定期監査というふうに書いてござい

ましたものを事務監査が入りますので、 I (事務監査及び定期監査)Jというふうに改

めるものでございます。それから、第 3条にあります第199条第 3項につきましては、

いわゆる定期監査でございますけれども、これが 1項目ずれるために、改正案によりま

すと、地方自治法第199条第 2項及び第4項に改めるものでございます。
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それから、第 5条関係につきましては、改正箇所につきましては 2カ所ございます。

いずれも項目の改正でございます。改正前の第199条の第 5項につきましては、監査委

員は主務大臣、都道府県知事あるいは地方公共団体の長から、地方公共団体並びに行政

委員会におきますところの事務監査について請求があった場合には、監査をしなければ

ならないという規定でございますけれども、これが改正によりまして、第199条第 6項

に改めるものでございますO それから、現行の同条第 6項と申しますのは、いわゆる監

査委員が必要と認めた場合、または普通地方公共団体の長の要求があったときには、普

通地方公共団体が補助金、負担金、交付金、貸付金等のいわゆる財政援助を行った団体

に対しての監査規定でございますけれども、この第 6項が第 7項に変わるものでござい

ます。

なお、付則といたしましては、 この条例につきましては交付の日から施行するという

ものでございます。

以上でございますo よろ しくお願L、し、たしますO

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今の御説明で、監査委員の権限が強まる法律のもとでというお

話はわかったんですが、 この時代背景ですね、 この制定の時代背景、どういうふうな時

代背景でこういうふうにしたのか。その辺の背景の説明をお願いしたいという ことと、

これについて市長はどういうふうに御感想をお持ちなのか、その 2点お尋ねしたいと思

います。

0議長(小山良悟君) 監査委員事務 。

0監査委員事務局長(小山哲夫君) それでは、 第 1点目 のいわゆる監査委員の職務権

限の拡大の背景という ことでございますけれども、 近年、いろいろと財政規模も予算の

関係等で大分膨大にな ってまいりましたし、 それか ら、住民の行政に対する執行に対し

ては非常に関心が高 くなってきたわけでございますo 従来の監査でまいりますと、先ほ

ど申し上げましたとおり、いわゆる財務の執行と経営にかかわる管理ということでござ

いますので、 事務監査がその中に入ってないということでございますので、特に事務の

内容につきましては、いろいろと行政運営の非常に大きなウエートを占めるわけでござ

います。そういう意味での住民の監査請求、その他業務の膨大あるいは事務内容等につ

いての監査が、今までの法令の中に入っておりませんので、そういったことを踏まえま

して、今回の監査委員の職務権限の拡大強化を行うということでございます。

0議長(小山良悟君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 先日、当市の監査委員の 2名の方が、直接私のところにおい

でいただきまして、今回の当市の条例改正のことでごあいさつをいただきました。地方

自治体といたしまして、監査委員さんは従来、会計監査という領域で活動していただい

たわけでありますが、我々も事務面で監査の対象になるということは、より自治体とし

ての事務事業により責任体制が伴う、こういう意味に当たると思いますので、適切な措

置だろう、とこのように感じております。

あわせて事務量がふえるということも伴いますので、事務局員の数もふやしてほしい、

とこういう要請もございました。人口25万以上の自治体では、常任監査委員が置かれる

わけでありますが、我々の自治体としましては、まだ定期監査という範囲で御苦労をお

願いするわけであります。努めて事務、また会計等を正確に行って、余り造作をおかけ

しない、そういう努力もしなければなりませんし、御要望にもこたえなきゃならない、

とこういう気持ちでごあいさつを受けた。こういうことがございました。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 事務監査ということになりますと、当然権限が拡大するわけで

すし、必要に応じてということになるわけですけども、今の市長のお話ですと、監査委

員の監査の対象が広くなるんで、将来的には人的な対応も考えなければいけないし、定

期的なものとは違って、常時ということも必然的に入ってくるというお話にもちょっと

受けたんですけども、条例でこういうふうな形で明確に規定をしていきますと、これに

よって当然監査委員の責任の範囲といいますか、監査における責任の負担といいますか、

そういうものも当然出てくるというふうに、私は理解をしているんですが、その辺のこ

とと事務監査ということになると、妥当性というんでしょうか、そこら辺まで数値的な

数値合わせというふうな形だけではなくて、そういうふうなことも当然入ってくるのか

なというふうに理解するんですが、間違いであればそういうことではないというふうに

明確にお話をしていただきたいんですが、その辺、もう少し詳しくお話をしていただけ

ればと思うんですが。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 自治体の執行機関といたしましては、経理並びに事務事業に

精巧を期する。これは当然のことでありますし、また監査制度によってその監査を受け

た結果が公表される仕組みでもございますので、行政側の立場といたしましでも、もち

ろん日常、緊張をもって事務事業に当たるという相互関係が成り立つものだ、とこう思っ

ております。先ほど申し上げました、なるべく御迷惑をかけないとし、いましょうか、住
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民監査請求等も出ない、そういう行政こそ本来の任務だと，思っておりますので、領域が

ふえても仕事が余り御迷惑をかけないようにしなければならない。そのことがとりもな

おさず、執行機関側の緊張と、それから事務の精巧を期するということに反映をできる

ものというふうに感じております。

0議長(小山良悟君) よろしいですか。 (rはし、」と呼ぶ者あり)ほかに御質疑はあ

りませんか。なければこれをも って質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第92号、日野市監査委員に関する条例の一部を

改正する条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、 これに御異議

ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第93号、平成 3年度日野市一般会計補正予算(第 3号)の件を議題とい

たしますo

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長 登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第93号、平成 3年度日野市一般会計補正予算第 3号につ

いて、提案理由を申し上げます。

本議案は、平成 3年度目野市一般会計補正予算第 3号でありますo

補正額は、歳入歳出それぞれ 7億9，193万7，000円を追加し、 歳入歳出予算の総額を43

4億9，270万4，000円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 歳入歳出全般の説明を関係部長から求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、ただいま議案第93号、平成 3年度目野市

一般会計補正予算第 3号の内容につきまして、御説明を申し上げます。

まず予算書の 1ページでございますが、ただいま提案がありましたとおり、歳入歳出

の補正額は 7億9，193万7，000円を追加するものでございます。よって、それぞれ総額と

しましては4，349万2，070万4，000円という数字でございます。

それでは、 2ページ、 3ページをお願いしたいと思います。

平成 3年度の補正予算第 3号であるわけでございますが、既にかなり当初予算等の順
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調に事業が進んでおります。よって歳入部分につきましては、この財源につきましては

国庫あるいは都の補助金の確定あるいは法改正に伴う歳入増というふうに御理解をいた

だきたいと思います。

13の繰入金でございます。今回の補正の中で 5億4，000万の基金の繰り入れをお願い

しているわけでございます。用地の取得費ということで、大きな基金からの繰り入れを

行いたいというものでございますO

なお、 14番の繰越金につきましては、前年度の繰越額から 2億1，036万4，000円を崩す

ものでございます。歳入部分につきましては、先ほど申し上げました補正額、総額 7億

9，193万7，000円でございます。支出につきましては、後ほど詳細を説明申し上げますの

で、 3ページの中段のところで、 8の土木費の中で 4の都市計画費でございます。補正

の大半が 7億618万という歳出部分でございます。この中には 5億7，000万強の用地取得

費が入っているということだけつけ加えておきます。

それでは、 8ページ、 9ページをめくっていただきたいと思います。

まず、 8ページ、 9ページでございます。歳入の部分で簡単に申し上げましたが、ま

ず 9の国庫支出金でございます。 1の国庫負担金、 1の民生費の国庫負担金、これは説

明欄記載のとおり、法改正が来年の 1月 1日から行われることによりまして、増額部分

でございます。

なお、 2の国庫補助金でございますが、 3の土木費の国庫補助金でございます。 3節

の住宅費の補助金でございます。これにつきましては、全く新しい制度としてここに国

庫の歳入を導入いたしました。説明欄記載の中に、地域特別賃貸住宅共同施設整備費と

いうことを書いてありますが、これにつきましては、国の住宅政策の中で民間の住宅を

借り上げるということで、民間住宅をつくる場合に、こういう共同施設の整備費の補助

金がつくということでございます。従来は、都市整備公団あるいは住宅供給公社等には、

こういう制度が対象になっていたわけでございますが、地方公共団体の中で制度化され

るのは初めてでございます。特に、共同施設部分の通路あるいは保安施設に対する補助

金ということで、今年度分の 3カ月分として国庫の基本額から 3分の 1の補助が入るも

のでございます。

なお、 10ページ、 11ページでございます。

10の都の支出金の中で 1都の負担金につきましては、特に説明申し上げるとこはござ

いません。

2の都の補助金でございます。 3の衛生費の補助金の中で、 1節の保健衛生費補助金
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でございますO 合併処理浄化槽整備事業費でございますが、既に下水道日野市内全域に

つきまして、下水道認可がおりております。それまでにはァ部残っていた部分につきま

しては、東京都の補助制度の中で合併処理浄化槽の整備の補助金制度があったわけでご

ざいます。よってそれまでの認可になるまでの現在の申請が、既に市の方に提出されて

いる中で18基の不足を生じるということでございます。補助率は 3分の 2でございます。

なお、 5の土木費補助金でございますが、 3節の住宅費補助金でございます。先ほど国

庫の中で説明申し上げましたが、東京都からも補助金が来るということで 6分の lの補

助率でございます。

12ページ、 13ページをお願いしたいと思います。

13の繰入金でございます。 2の基金の繰入金、 3の環境緑化基金繰入金でございます。

先ほど申し上げました 1節の環境緑化基金繰入金からここで緑地を取得するために 5億

4，000万の取り崩しを繰り入れをさせてもらうものでございます。緑地の購入費として

は5億7，000強でございますが、端数等は繰越金の中で整理しまして、緑化基金の繰り

入れとしては 5億4，000万ということでございますo

なお、 14の繰越金につきましては、 ここに繰越金を計上させていただきまして、歳入

歳出分を合わせたということでございます。よって前年度の繰越額の残が1，483万4，000

円残っているということでございますo

なお、 14、15ページの15の諸収入でございますo

6の雑入、 5の雑入ということでございますが、説明欄記載のとおりでございますが、

二小学童 クラブにつきましては、 豊田区画整理に関連しての移転の補償料でございますO

なお、 一番下の下欄部分でございますが、 全国市長会の学校災害賠償補償保険金につき

ましては、歳出との関連もございますが、 一定のプール事故等におきます生徒事故の和

解の歳入部分でございます。

なお、 16ページ、 17ページ、歳出に移らせていただきます。歳出部分につきましでも、

先ほど来、説明を申し上げておりますが、用地購入費が大半のものでございます。なお、

事務費及び事務関連経費の不足額をここで補正をお願いするものでございます。

まず歳出部分、款では 2の総務費、 1の総務管理費でございます。 14の諸費、 23節の

償還金、利子及び割引料でございます。 2，500万をお願いするわけでございますが、当

初予算に一定の見込みを立てまして4，500万強を当初に計上しております。しかし、こ

れでは現行では足りないということで、 3月までの見込みを立てましてお願いするもの

でございます。
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なお、 2項の徴税費でございます。 2目の賦課徴収費でございますが、この補正につ

きましては、生産緑地に関係しての改正部分、調書類の整理等を行うための11の需用費

から13の委託料までの関連でございます。

なお、 4の選挙費につきましては略させてもらいます。

次のページ、 18ページ、 19ページでございます。

款の 3の民生費、項の 1の社会福祉費でございます。 3目の精神薄弱者福祉費でござ

います。節は17節、公有財産購入費でございます。説明欄記載のとおりでございますが、

生活寮建設のために220平米の土地を購入するものでございます。なお、 4目の心身障

害者福祉費でございます。 19節の負担金、補助及び交付金。この通所施設の増築補助金

につきましては、かざく'るまの通所訓練施設92平方メートルの増設をする考え方でござ

います。なお、 6目の老人福祉施設費でございます。 13節の委託料193万2，000円でござ

いますが、説明欄記載のとおりでございますが、具体的には(仮称)多摩川苑福祉ゾ-

Yというふうに申し上げておりますが、石田の土方英世氏の所有の用地につきまして、

調査及び整備構想、の中で調査を行い、報告書の作成に当たるものでございます。

なお、それ以外は省略をさせていただきます。

20ページ、 21ページをお願いしたいと思います。

一番下の下欄部分でございますが、 4目の保育園費でございますo 11の需用費でござ

いますが、ここに記載のとおりでございます。野菜等の物価上昇等に関連しての賄費の

不足によるものでございますo

なお、 22ページ、 23ページでございます。

6目の学童クラプ費でございますo 15節の工事請負費の内容につきましては、説明欄

の一番下にあるわけでございますo 先ほど歳入でも申し上げました第二小学校学童クラ

ブ移転工事費に関連して、移転を行うものでございます。それとあわせまして、 トイレ

の改修工事も行っていきたいというものでございます。

なお、 24ページ、 25ページをお願いしたいと思います。

1項の保健衛生費、 6目の公害対策費でございます。補助金の歳入に関係して、 19節

負担金、補助及び交付金でございます。 3分の 2の補助金をいただきまして、 3分の 1

を市が負担してここに計上するものでございます。

なお、 3項の病院費、 1目の病院費でございますが、ここに19節負担金、補助及び交

付金の中で減額をお願いするものでございます。外来収益の増によるという内容の中で

の減額の補正でございます。
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なお、 26ページ、 27ページO

1項の商工費、 2目の荷工振興費でございます。 15節の工事請負費60万の減額でござ

います。 9月議会に一定の計画を提案し、御承認をいただいておりますが、リサイクル

容器置き場の設置工事で60万を計上させてもらいました。この工事の関連では、なかな

か工事ができないということで、工事を減額しまして、 18節の備品購入費ということで、

空き缶の回収機をそこに設置する という補正をお願いするものでございます。

なお、 28ページ、 29ページでございます。

特に 4項の都市計画費、 1目の都市計画総務費でございますo 13節の委託料でござい

ますが、説明欄記載のとおりでございますが、この生産緑地地区調査業務委託料という

ふうに記載をしておりますo 当然、これに対する意向調査あるいは指定図等を作製する

内容でございます。なお、 2の区画整理費でございますが、 28節の繰出金 1億2，128万7，

000円の中には、 主には土地購入費が含まれでございます。

なお、 30ページ、 31ページでございます。

6目の公園管理費でございますが、南平丘陵公園に関係しての問題でございます。台

風による被害が起きたことによって、暫定的な処理をしておりますので、ここに

を補正するものでございます。なお、 7目の公園整備費でございます。 17節公有財産購

入費。場所につきましては南平、公簿上は8，430平方メ ー トルでございますが、実誤IJで

は 1万791平方メー トルを公社の方から緑地として、 ここに公有財産としての予算計

をして買い入れるものでございます。

なお、 5の住宅費でございます。 1の住宅管理費につきましては、先ほど来説明をし

ておりますが、 ここに地域特別賃貸住宅の供給事業経費として、総額を歳出するもので

ございますo

なお、 32ページ、 33ページは略させていただきます。

34ページ、 35ページでございます。

おのおの 2項、小学校費あるいは 3項、中学校の中で学校管理費がございますが、説

明欄記載のとおり、おのおの需用費の不足によるものでございます。なお、 2目の教育

振興費でございますが、 22節、補償、補填及び賠償金でございます。歳入の中でも御説

明申し上げましたが、生徒の事故に係る損害賠償金、プール事故でございますが、和解

が成立しておりますので、ここに予算計上するものでございます。

なお、 5の社会教育費、 1自の社会教育総務費でございます。 13節の委託料につきま

しては、説明欄のとおりでございますが、特にこの下から 2番目のところに乗鞍高原日
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野山荘の管理運営委託料でございます。管理運営ということでございますが、一つは、

マップをここで作製をしたし、。当初予算に計上をしておりますが、除雪作業に関連する

一部補正がございます。マップの代金として180万ということでございます。なお、そ

の下に乗鞍高原の組合関係の負担金ほかと書いてございますが、これは開設をしたとき

から加入するということで、現在まで交渉を重ねてきております。ここで一応開設した

時期から入るということで、この補正をお認めいただきまして、加入していきたい。組

合以外に 2件ございます。その額が71万5，000円でございます。

なお、次のページの36、37ページでございます。

特に 6項の体育費でございます。 3の市民クラ γ ド費でございます。15の工事請負費

810万、多摩川クランドが台風の被害によって多少土が流されております。暫定的には

活用しておりますが、シーズンオフの中に工事をするという予算でございます。なお、

18の備品購入費につきましては、ここに記載のとおりでございます。淡水区の跡地、万

願寺の区画整理街区でございますが、多目的グランド、近く完成を見るわけでございま

す。そういう中で、サッカーボールあるいはパックネット、物置等の、こうい う説明欄

記載の備品を購入したいというものでございます。

以上で御説明を終わりますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げますO

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。沢田研二君。

01番(沢田研二君) 23ページの二小学童クラブの便所改修工事ということがあるん

ですが、これは具体的にどういう改修なのか。大変古い施設でもあって、 トイレの改修

をお願いしたいということも、過去にお願いした経過もあるんですけれども、簡易水洗

みたいなような形の改修なのかどうか、その辺のちょっと内容をお聞かせいただきたい。

それからもう 1点、 35ページの一番下の方の、先ほどちょっと説明もありましたけれ

ども、温泉旅館組合負担金ほかということなんですが、この温泉旅館組合に加入すると

いうことは、温泉を引けるというか、なんかそういう絡みがあるのか、単に地域的なお

つき合いでの加入という意味なのか、その辺の中身もちょっと教えていただきたい。

以上 2点でございます。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 第二小学校の学童クラブ、これの移設に伴う補正予算でご

ざいますが、当初から便所改修工事を見込んでおけばよろしかったんですけれど、ちょっ

と落としてしまいましたので、ここで追加してお願いしたいということでございます。

内容的にはくみ取り便所でございますので、この移転の際に、簡易水洗にして持ってい
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きたいということでございます。

0議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(大谷俊夫君) 35ページの乗鞍高原温泉組合の加入でございますが、

現在御承知のとおり、温泉はヲ1'-、てございません。したがいまして、御質問の後段であ

りましたとおり地域的なおつき合いというふうなことで、現在入るわけで、ございます。

( rはい、了解しました」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

26ページ、 27ページの商工振興費の減額補正についてお尋ねを025番(古賀俊昭君)

いたします。

3カ月前の 9月定例会で、リサイクル容器設置工事の補正予算を可決をして、 事業が

実施されるというふうに私ども思っておりました。 9月定例会でもかなりのいろいろな

やり とりがあ ったわけでありますが、 ここ でそのままこれを全額減額補正をして、 事業

の見直 しが行われているということでありますO 一体、それでは 9月議会の提案は何で

あったかという ことになるわけでありますが、この点、変更の理由並びに今回の助成の

方法等、どの ようなことが行われるよ うな事業計画にな っているのか。また、 3月議ム

で全額補正というような こともないとは限らないわけですが、もう 一度細かな説明をお

願いをいたしますO

それか ら、市立病院に対する補助金であり ますが、 通常、 病院に病院会計の赤出

補棋のために出されております一般会計からの膨大な補助金は、 年度末に調整が行われ

ていたと思いますが、 ここ で約 1億近い減額補正を行 う。異例のことではないかと思い

ます。単に、今御説明のあ ったような理由だけで済むことなのか。こ れだけの大幅な

算の変更でありますので、もう 一度詳 しく、 この点について御説明をお願いし ます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答え申 し上げます。

まず、 このような変更とし、し、ましょうか、補正をお願いする不手際、大変申しわけな

くおわび申し上げたいと思います。

9月議会におきましての説明の中で、特にリサイ クルの点につき まして、その収集、

確定 しがたいところであることをお話 し申し上け・7こ次第で、ございますo また、そういう

説明の中で、特に空き缶をつぶすという 行為につきま しての扱い者の安全性ということ

も、御指摘をちょうだいしたところでございました。その後にお きまして、調査を進め
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る中で、きょうお願いしておりますこのような変更の中での空き缶回収機設置という形

態に置きかえさせていただきたいということでございます。これは、一口に申し上げま

して、自販機のような形態のものでございまして、缶を口から投入いたしますと、中に

おきまして、自動的に缶をつぶしましてスチール、アルミと分別してストックする形態

のものでございます。あわせまして、 9月では明確になっておりませんでしたもう 1点

のこの缶、投入に伴います補助券とし、し、ましょうか、何らかのサービスという点におき

ます補助券の交付、これが缶を投入すると同時に、補助券が出てくるという仕組みの回

収機でございまして、そういうようなものでございますので、当初、お願し、し、たしてお

りましたストックすべき容器並びに容器置き場の覆蓋ということの工事費につきまして、

大きく変更を生じたところでございます。

大変不手際申しわけなく、おわびを申し上げると同時に御理解をちょうだいしたいと

いうふうに思うところでございます。

また、助成の内容ということでございますo これにつきましては、 9月補正におきま

して、 1商店会30万ということで、当面想定しております多摩平中央商庖会に対しまし

て30万の助成をしたいということでございます。この助成の内容といたしましては、今

申し上げました補助券、シールという呼び方をさせていただきます。これを100枚なり

のものを一定の台紙にお張りいただいて、後に商品購入の際に、それを提出していただ

くことによっての、お客さんに対するコストダウンとし、いましょうか、サービスをして

いくという仕組みを想定しておりますので、そのシールを張ります台紙の印刷というよ

うなものを 1点として、その印刷代等考えておるところでございますし、またやはり前

回御説明申し上げましたリサイクル商庖会であります旨の表示としましてののぼり旗あ

るいはその取り組みに係る経費に使用していただくというような目的を持つての補助金

であるというふうに説明させていただきたいと思います。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 病院事務長。

0病院事務長(須藤雄示君) ただいま御質問の病院におきます一般会計に対する補助

金の返還の理由でございますけれども、基本的なことは、例年確かにおっしゃるとおり

3月の年度末に精査いたしまして、一般会計へお返しするなりあるいは一般会計から補

助金をもらいつつ繰り越しが残るという、いわゆる経理上変則がございますので、でき

るだけ年度途中に精査いたしまして返すものは返し、それで一般会計の方でいち早く使

えば使う方が筋だろうという基本的な考えを持ちまして、幸いに外来収入が 5カ月で当
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初予算の51%に達しております。金額で申し上げますと、既に 4億9，100万という 51%

に達しておりますから、あと 7カ月ございますと、優に当初予算を超えるであろうとい

う意味で裏づけもございます補正でございます。

以上でございますO

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) リサイクルの関係予算の減額補正については、率直に今、検討

不十分だったということをお認めになったわけですが、十分なやはりそれこそ検討がな

されて 9月議会に出されてきていなかったということになるわけですが、今、環境部が

できたり、それから資源の再利用ということで、まさに行政のそういう仕事に取り組む

ということで、 一種のブームといってもし、いような各自治体間のさまざまな知恵の競争

があるわけです。いち早 く事業化を行うという ことで 9月議会に出されたということは、

一定の評価はできると思うんですが、 3月をたたす.してこうした大幅な見直 しをせざる

を得ないということは、やはり内部検討を、 今後いろいろな分野にわたってされるに当

たって、十分反省材料にしていただきたいと思うんです。これに対する市長の所見を承

りたし、と存じます。

また、 9月補正で計上いたしておりましたリサイクル容器99万と、それから今回提案

されております空き缶回収機94万、これはどのような差のあるものというふうに理解す

ればいいのか。同じものではないという ふうに思うんですが、この点についての説明を

お願いし、たします。

それから、商庖街に対する育成補助金30万円については、シールの台紙を印刷する費

用だということであります。これは、別に補助金という形で出すということで妥当かな

という、私、今ちょっと感じがしたんですが、市の方で印刷をしても一向に構わないと

いうふうに思うんですが、何か商庖街を育成するための補助金という名目からすると、

30万円の印刷代というのは、ちょっと看板と内容との聞に聞きがあるのではないかとい

うふうに思うんです。この点について、もう 一度、私が理解できるような説明をいただ

ければありがたい存 じます。

それから、病院の方なんですけど、悪いことではないんですが、そういう説明があれ

ば、今度は次に私は、じゃあなぜ当初51%もの収入予測の聞きが出るような見積もりを

したのかということを聞かざるを得ないわけですが、この点いかがでしょうか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 補正につきまして、検討不十分ということの御指摘もあるわ

n可
Uつω

1
B
A
 



けでありますが、御承知のとおり、この事業の該当させようと思っております商庖街は

多摩平中央商庖街であります。今、管理者の公団当局と折衝をいたしまして、 12庖舗の

中の4庖舗が空き家になっておりますから、できるだけ4庖舗をお借りしたい。つまり、

歯抜けの状態をなくしたいということを申し出ております。商庖を募集して補充すると

いう計画は、建てかえとの関係でないようでありますから、日野市に多分、無償で借り

られる可能性があるというふうに、担当から聞いております。したがいまして、屋外に

置く容器よりも庖舗の中を使ってそのようなことが、ある程度の集積等もできるんでは

なかろうか。あるいはリサイクルショップと言えるようなものを、消費者運動の方々の

力によってできないだろうか。このようなことを、今検討を進めております。

したつがって、今生活文化部長も答えております容器費の減額は、建物の中に屋内で

その仕事をしよう。したがって、外部に置く容器は不必要になる。そのかわり、 屋外に

設置できる缶の破砕機のようなものを、これは既に製品がありますので、 これを買って

屋外に設置をする。そして、また地元の商庖街にはシール制による振興に寄与しよう。、

こういう考えが進んでおることに伴つての予算の組みかえということでございますので、

検討不十分はないわけではもちろんありますが、そういったスペースの可能性があると

いうことで、私はこのような形を認めておる。こういう経過がございます。

0議長(小山良悟君) 病院事務長。

0病院事務長(須藤雄示君) なぜ当初予算からということでございますけれども、 基

本的に申し上げますと、病院は発生主義をとっておりまして、なかなか把握は難しいわ

けでございますが、最近の傾向 5年間見ますと、外来の患者数がふえている。 2%ずつ

年々ふえているわけでございますが、前段申し上げましたように、発生主義的要素のあ

る病院でございますので、安全を期しまして、前年に倣つての基礎数値で当初予算を組

んだ。例えば、 1日1人当たりの収入を、例年に倣いまして6，100円が、現状では6，300

に行くであろうという中においての 5カ月の収入状況で、ならば年度末で精算するより

も、年度中において精査でき、またある程度把握できるものならば、お返 しする分はお

返ししていきたいという考えを持って、今回減額補正したわけでございます。

よろしく御理解のほどお願いいたしますO

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 病院の方は特別会計のこの後、病院会計の提案がまたなされま

すので、そのときに質問なさる方もあるかと思いますので、 この点は結構です。

今のリサイクルの関係、商工業助成経費ですが、私、今お聞きをした質問のう ち、リ
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サイクル容器とそれから空き缶回収機、これは予算は非常に同額に近い金額であります

が、違うのか同じものなのか、この点いかがですか。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) 今、御指摘の，点につきましては、 9月お願いいたしま

した備品購入費との差額をお願いしておるというふうにとらえてお答え申し上げますO

この機械は、設置工事費込みでもって200万という値のものでございます。 9月にお願

いいたしましたリサイクル容器、これは 6種のもの 2個ずっということで99万、そして

空き缶つぶし機、これは足踏み式でございました。 7万、お願いしたところでございま

す。 これを合わせまして106万でございますので、 200万との差額の94万、今回お願いし

たい、こういう趣旨でございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 市長の方から、今、必ずしも検討不十分ではなかったという強

気の答弁があ ったんですが、その理由と して、従来屋外に設置を予定 していた この機械

を、 今商庖街の中で空き家状態にな ってお ります4庖舗を無償で借 り上げられる ように

なってきた。スペースの確保が可能になってきたとい うふう な理由を挙げて、 この変更

を妥当なものというふうにお答えにな ったと思う んですが、これは間違いなく無償で借

り上げられるとい うことに、 交渉の結果変わってきたのかどう か。決まったこ となのか

どうか、 この点いかがでしょうか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 事務担当者が、私 も指示 したわけですが、シャッターをおろ

した商広が多 くては振興になりませんから、振興の手段としては、 シャッターを上げる。

その施策として、 産地直販とかいろいろ工夫を しよう。こ ういう ことで、 住宅公団当局

は、商広として閉店者を再募集する意図はない。そこで、 日野市がうまい使い方をして

くだされば、 話に応ずる、とこのような状況にな っておるというふうに担当から聞いて

おります。いずれ、私も近 く出向いて、そのことをはっき りと約束してまいりたい。そ

の庖舗のスペースを確保した上で、またい ろいろ活用の手段がある、とこのように考え

ております。いわゆるリ サイクル物資、これをいっとき屋内に保管する。こういうこと

も可能だろうと思っておりますので、そういう理解で今回の補正をお願いをしておる、

とこういうことであります。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私は何もけちをつけるつもりはないのですが、これから交渉し
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て、広舗借り上げの話を決着つけたいというふうなお話なんですが、今後まだ変わる可

能性もあるというふうな受けとめ方も、逆に私どもできると思うんです。それから、ス

トックをしばらく、この庖舗を使って行うということになりますと、今度はこの空き家

のいろいろ改修工事とし、いますか、整備をするための予算が必要ではないかと思うんで

すが、そういったものは、今回は提案をされていなし、。じゃあこの事業がすぐにスタ ー

トできるというふうには、今思えないんですが、少なくとも年度内には始めたいという

ふうに、市長お考えになっているのかどうか。

また、大幅な予算の組みかえ等、変更を生じるようなことも、場合によってはあると

いうふうに判断せざるを得ないと言ってしまってはまずいかもわかりませんが、その他

のまだ関連する予算の計上が必要ではないかと思うんですが、この予算が今回可決され

れば、年度内にこの事業はスタートできるということなのかどうか。その点いかがでしょ

うか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 補正でお願いするわけでありますから、年度内に事業を開始

する、とこういう考えでありますことは、もう言うまでもございません。

それから、何か途中で大きな変化がという質問もあるわけでありますが、 一番大切な

のは、借りられるということが一番大切なポイントですから、借りられる可能性がある

というふうに聞いておりますから、これを借りるというところまで進めることが、 若干

の日時を要する、とこういうふうに思っております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) また、これは委員会で当然審査されるわけでありますが、 予算

を計上して、しかも年度途中の補正予算であります。そこに提案される事業が、今度交

渉の課程で内容の変化を、また生じかねない状況であるということになりますと、 予算

計上の方法として、事を急ぐ市長の気持ちはわかるわけでありますが、また何がしかの

変更を余儀なくされるということも十分考えられるわけです。 r聞いております。」と

いうふうに市長はおっしゃっておりますが、聞かせた側の御意見はいかがでしょうか。

O議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) 今、大要市長の方からお答え申し上げたとおりでござ

いますが、私ども事務部門としましては、そういう方向で進めてまいる体制に、今ござ

います。きょう、図らずも地元商庖会の方ヘ行きまして、細かい説明あわせて打ち合わ

せをする段取りになっているところでございます。状況としまして、一言お伝え申し上
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以上でございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 資源の再利用化と商庖街振興という、まさに一挙両得の施策で

はありますので、やる以上は完壁に近い検討と、それから準備を行った後に予算措置を

行うという、言ってみれば当たり前のことでありますが、そういった手順をきちんと踏

んでいただき、 実効上がるものにしていただきたいと思います。

がしかし、今お聞きをする範囲では、まだ不明確な、まだ検討されていない部分も散

見されると思いますので、委員会において精査をお願いしたいと思います。

最後に一つだけ、もう再質問いたしませんが、お聞きをいたしますO 空き缶つぶし;機

1台 7万円はその場所に置かれるのですかどうですか。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

いえ、これは置かれません。これらにかえまして、要するに、今お願いしております

回収機は、すべて機械そのものがつぶし、そして分別しまして、かつシールを発行する。

こういう機能を持ったものでございます。したがし、まして、 9月にお願し、し、たしました

足踏みのつぶし機はないものでございます。

以上でございますO

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭;go

025番(古賀俊昭君) 再質問はしないというふうに、今申し上げたんですが、 当然

かれるというふうに、私はこの予算書を見たら思ったんですねo 置かないものは 9月議

会で可決しておりますから、減額補正しなくてはいけないんではないでしょうか。これ、

事業別の予算になっておりますので、平成 2年度から予算書の組み方が変わりました。

こういうことがよくわかるわけですね、この予算書ですと。置かないものは、病院事務

長のように早くお返しをするという姿勢がないと、事務監査の対象として今後問題になっ

てくるわけです。この 7万円はどこに、今行ってしまうというふうに我々は理解すれば

いいのか。いかがですか。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

補正の考え方といたしまして、同じ備品購入費でございますものですから、今先ほど

御説明申し上け!t.こように、 200万の機械と置きかえるということなものでございますの
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で、その差額をお願いした、こういう経緯でございます。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) あとは委員会にお任せいたしますが、私どもは 9月定例会でこ

の予算を可決をした。当然、可決をした我々議会の側は、空き缶つぶし機 1台 7万円は

まだ生きてるというふうに判断するわけです。その場所に設置されるというふうに判断

せざるを得ないわけです。説明欄にそのように書いてあったわけですから、機械200万

円云々ということは、私がお聞きをしたから初めてその会計上のやりくりは、その内側

が見えてきたわけですが、こういった予算措置、計上の仕方で、果た していいのかどうか。

委員会においても、ひとつ取り上げていただければと思います。

終わります。

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。夏井明男君。

022番(夏井明男君) ちょっと一言関連ですが、今リサイクルの話ですね、これは多

摩平の中央商庖街のことなんですが、商庖街の振興に、まさに商工業助成にどういうふ

うになるのか。どういうふうに振興策として役立つのか。それは商庖街の何軒かがあり

ますけども、具体的にどういうシステムで振興策になるのか。そこだけの対象なのか。

それとももう少し広がって、その周辺の商庖街も含む考え方なのか。その辺、ちょ っと

シールの話ばっかり頭にあるんで、どういうシス テムで具体的に商庖街が繁栄をするの

か、その辺の仕組みを教えてください。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

この助成事業の対象は、あくまでもこの件につきましては、多摩平中央マーケットで

ございます。現在、その商店会は11広舗あるうちの 4庖舗が庖を閉じておる状況でござ

います。これらの状況を踏まえまして、商庖会を再度振興したい、復活させたい、こう

いうふうな考えのもとに、それではどのような振興の仕方があるだろうかということで、

考えられたことがらがあるわけでございますo

第 1点としましては、今表見上お耳に達しておりますリサイクル、ちょうど昨今の状

況におきましてリサイクル、大変大きな問題になっております。そういったも のをと ら

えた中で、こういった手法を講ずることによって、消費者の方、お客さんを商広へ導こ

うというのが一つでございます。

もう 1点は、その空き庖舗につきまして、何らかの当面はイ ベγ 卜にいたしましても、

あるいは対象が生ずるならば、常設の庖舗誘致という形の中で振興を図っていきたい。
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こういった物の考え方から、この事業を行うものでございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) これは、恐らくリサイクル事業として日野市内全域でどういう

ふうに取り組むかということの一つのケースですから、非常に大切なことだと思います

ので、お聞きしますけど、今の部長さんのお話ですと、この対象は多摩平の中央商庖街

ですO それをどういうふうに繁栄させるかというと、その空き家のところに、今の市長

のお話のように、機械を中に入れて、スチール缶とかアルミ缶を持っていって、そこで

つぶしに行きます。そこに、自然に人が寄ってくるだろう。人が寄ってくるんで、その

ついでに買い物をしていくだろう。これが振興につながるんじゃないかということを、

今一つ聞こえたんですねO

あともう 一つは、 空き家があるという ことは、確かに商広の中で空き家が出てくると

いうことは、 景気とし、し、ますかね、雰囲気的に非常によくないですから、市長のおっしゃ

るとおり、あけて何か商いをするという こと は大事だと思うんですけども、今の部長の

お話ですと、市長のお話とちょっと違ってると思うんですが、何か新しい広を誘致する

というんですか、 公団は常設的なものはだめだというんですが、その辺がよくわからな

いんですね。

ですから、要するにこれはどこに比重が置いてあるのか。場所の問題、そこがたまた

ま場所があいてたんで、そこをお借りをして、付近の方にリサイクルの啓蒙運動を兼ね

てそういうふうにやるということで、そこでやるということなのか。そうしますと、あ

えてその商庖街の振興策というのは、もう少しこれは詰めないといけないんじゃないか

と思うんです。もう少し話ししてください。よくわからないんです。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。口足らずで申しわけございません。

それでは、その空き庖舗の使い方ということについて、少しお話し申し上げたいと思

います。一つには、あの商庖会で現在、何か生活 3品というんでしょうか、通常言われ

ている広の種類がございます。それは、野菜、それから肉、それから魚というこの 3品

だそうでございます。ところが、現在、あの商庖に残されておりますのは野菜だけでご

ざいます。そんなようなところから、とりあえず何かその 3品のうちの一つを引き込む

ことによって、客足を集めたい。そんなふうな考え方でございまして、現在、これは話

を進めておるところで、まだ確定はしておりませぬが、たまたま沼津の海の家制度にお
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きまして、関係を持っております沼津市、ちょうど海のまちでございますので、魚の産

直という形で進められはしないかということで、現在、とり あえず常設のような形で進

められればよろしいんですが、イベントという形ででもとりあえずはとりかかりたい、

そんなふうな一つの考え方をしております。

また、そのほかにも、現在これといって思い当たるところはまだ定まってないんでご

ざいますが、今後においてきような商屈を導きたい。

それから、リサイクルということでございます。これは、やはり缶つぶしの方と連動

した物の考え方、一つはございます。現在、市民運動といたしまして展開されており ま

すリサイクル団体、消費者団体、 これらによりまして、リサイクルショッ プといし、ましょ

うか、たまたまこれは先方に伺った際に、そういったリサイクルシ ョッ プとい うような

ものも客を引くに大変いいんではないかというような御意見も出ておった経過も ござい

まして、現在、団体の方に話を進めておるところでございます。そのような使い方、あ

わせて、また市長が申し上げてるとおり、一つのスト ックヤー ドとし、し、ましょ うか、 そ

んなような使い方の余地も生まれ出てくる、とそういうふうな考え方で、現在進めてお

るところでございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 非常にこれ、違った要素の話を強引に結びつけているという こ

とがよくわかりました。要するに、今のお話は、地方の土地行きますと、スチール缶と

かそういうのをつぶして、家といし、ますかね、商広の空き家みたいな倉庫に入れて、 看

板にはリサイクルの事業に御協力下さいなんでいうような看板が出まして、そ こへ持ち

寄ってくるような形のものを見たことがありますけども、恐らく空き家になっている 4

軒の中のーっか二つぐらいの部屋を、一つはそういうふうなスチール缶とかアル ミ缶を

持ってきた人のをつぶして、そこ置いておくんだろうと思うんです。あと、恐らく今お

話の二つぐらいのところには、確かにあそこには肉屋さん、魚屋きんですかね、あ りま

したから、それがないので、恐らく今、魚、肉、野菜という日常生活のものが欠落 して

ますから、そこへ今度はリサイクルとは別に、市の方で直営なのか公社なのかセンタ ー

なのかよくわかりませんけど、お始めになる、とこういうことで、すねO それで、 要する

にあそこの中央商店街の中を活性化に結びつけようと。

ですから、シールという話は、ちょっと私は頭の中で非常にこびりついてたもんです

から、そのシールが 1個やっても10円ぐらいのシールで、どこに振興、 景気よくなるの
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かなというのがわからなかったものですから。あそこの並びには電気屋さんもあります

からねo 何万円の品物を10円ヲ|し、てもら っても、 これは買いに行くわけじゃありません

から、その辺ちょ っと具体的に考えてた もんですか ら。

そうすると、 要するにあそこ にそう いうふう な場所がありますよ。それ入れると10円

いただけるのか10円券いただけるのか、 近 くで10円負けてもらえるような券を 1枚ずつ

いただけるという ことで、そこ へ皆さ ん足を運んでくださる。そのついで、に、そこに人

が寄ってく るんで、皆さんにそのついでに買い物をしていただけると、これが振興策の

一つではないか、と こういうことで、すねO わかりました。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをも って質疑を終

結いた します。

本件について御意見があれば承ります。小川友一君。

04番(小川友一君) 関連して、 一言意見を述べさせていただきたいと思いますo

補正にしても新規予算計上にしても、公有財産を利用して事業を起こす場合には、あ る

程度の市長の独断で結構だと思う んですけども、今回のこの案件に関 しでも、公団のも

のを利用した中でこの事業が計画されたと思うんですね。当然、補正にしても新規事業

にしても、 予算を組む以上、ほかの権利者のある程度話 し合いとか承認とかが得られた

中で、 予算を計上するのが当然、のことで、 これはあくまでも行政が計画のないままに進

んでいるということを露見してることだと思うんで、すo

また、 違 う観点から見ますと、今までの中で工事関係でも言えることですけども、 当

然、 都に帰属する財産、また国に帰属する財産をある程度話し合いがないまま に計画 し

て予算を計上 した。そ したらば、 都とか国が、いやそれはちょっと使用は不可能だ。い

や、それは認めない。こんな話になって、せっか く計上した ものが、今度は不用で戻さ

れているケースが幾つかある んです。こ んないいかげんなことは、普通の民閉 じゃ考え

られない ことなんですね。これからは、 もう少しほかの、要するに公有財産以外のほか

の財産に関連する事業に関しては、要するにその権利者ともう少し十分話し合いをして、

ある程度見込みがついた段階で‘予算計上をしていただきたし、。このこ とだけを意見とさ

せていただき ますo (iそのとおりJiそうだ」と呼ぶ物あり)

0議長(小山良悟君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたしますO

お諮りいたしますO これをもって議案第93号、平成 3年度目野市一般会計補正予算

(第 3号)の件は、歳入全般、 及び歳出のう ち総務費を総務委員会へ、歳出のうち民生
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費、衛生費、消防費を厚生委員会へ、歳出のうち商工費、土木費を建設委員会へ、歳出

のうち教育費を文教委員会へそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたしますo

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時35分休憩

午後4時17分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きますo

企画財政部長より発言したい旨の申し出がありますので、 これを許します。企画財政

部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 大変、先ほど議案の第93号で提案の説明の中で、申

しわけなく思っておりますO 御審議もいろいろいただいたわけでございますが、 一部訂

正をお願いしたいと思います。

お手元に配りました補正予算で、ございます。 26ページ、 27ページの資料をお配りさせ

ていただきました。 2目の商工振興費の中で、 18節の備品購入費でございます。補正額

は94万ということでございますが、 18の空き缶回収機 1台94万を200万に御訂正をお願

いすると同時に、 9月の補正 2号でお願いしましたリサイクル容器99万の減額、空き缶

つぶし機の 7万円の減額をお願いしたいと思いますo

大変皆さんに御迷惑かけましたことをおわびいたしまして、よろしくお願いしたいと

思います。

0議長(小山良悟君) これより議案第94号、平成 3年度日野市国民健康保険特別会計

補正予算(第 2号)の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第94号、平成 3年度日野市国民健康保険特別会計補正予

算第 2号について、提案理由を申し上げます。

本議案は、平成 3年度日野市国民健康保険特別会計補正予算第 2号であります。
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補正額は、歳入歳出それぞれ241万5，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を47億1，25

9万6，000円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(永瀬誠一君) それでは、議案第94号、平成 3年度日野市国民健康保険特

別会計補正予算(第 2号)について、御説明申し上げます。

今回の補正額につきましては、 241万5，000円でございます。

6ページ以降で御説明申し上げたいと存じます。

6ページ、 7ページでございますけれども、歳入、繰越金でございます。その他繰越

金を241万5，000円計上いたすものでございます。今回の補正の歳出に充てるという こと

で、前年度繰越金 1億7，184万1，000円ございましたけれども、そのうちの241万5，000円

を計上させていただくということでございます。

次の 8ページ、 9ページでございますO

歳出でございます。 1の総務費のうちの総務管理費でございますが、これにつきまし

ては、乾式被写機の使用料が若干不足をしてま いるという見通しになりました。 4万9，

000円の補正でございます。

項の 3運営協議会費でございますが、 23万8，000円をお願し、し、たすものでございます。

当初予算では 6回の協議会開催を子定しておりましたけれども、本年度、来年度におき

まして国保税の見直しを諮問いたしました。その関係で、さらに 2回ほど会識を開きた

い、 このように思います。 したがいまして、 2回分の報酬を計上させていただくもので

ございます。

次に、下段の 6諸支出金のうち、償還金及び還付金でございますO これは一般被保険

者並びに退職被保険者にかかわる税の還付金でございます。重複納付あるいは税の更正

等、当初予算に比較しまして、若干ふえる見通しでございますので、合わせまして212

万8，000円を増額させていただくという内容でございます。

以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますO なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第94号、平成 3年度日野市国民健康保険特別会
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計補正予算(第 2号)の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 厚生委員会に付託いたします。

これより議案第95号、平成3年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算 (第 2号)、

議案第96号、平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 3号)の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長Q

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第95号、平成 3年度日野市土地区画整理事業特別会計補

正予算第 2号について、提案理由を申し上げます。

本議案は、平成 3年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算第 2号であり ます。

補正額は、歳入歳出それぞれ 1億2，360万円を追加し、歳入歳出予算の総額を52億404

万4，000円とするものであります。

議案第96号。本議案は、平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 3号であり

ます。

補正額は、歳入歳出それぞれ1，026万2，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を80億8，

638万4，000円とするものであります。

以上2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審

議のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) それでは、議案第95号、平成 3年度日野市土地区画整

理事業特別会計補正予算第 2号について、御説明申し上げます。

今回の補正でございますけれども、歳入歳出それぞれ 1億2，306万円を追加するもの

でございます。内容につきましては、事項別明細書に基づきまして説明を申し上げます。

16ページ、 17ページをお開き願いたいと思います。

まず歳入でございます。

一般会計繰入金でございます。一般会計繰入金として、これは万願寺第二区画整理の

事業費の繰入金でございます。 1億2，128万7，000円でございます。これは万願寺第二で
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ございますが、今年の 5月の17日に認可になり着工いたしておるわけでございます。面

積が46.4ヘクタールでございます。この事業費でございます。

次に繰越金でございます。繰越金につ きましては、ここに記載のとおりの、特に説明

はございませんo

次に歳出でございます。18、19ページでございます。

1款の区画整理費のう ち、 2項の万願寺区画整理費でございますけれども、これは審

議会の報酬でございます。当初、7回計上させていただき ましたけれども、不足を生 じ

ますので 3四分追加させていただくものでございます。

続きまして、 2項の高幡区画整理費でございます。同じく審議会の報酬の補正でござ

います。今回、これも3回分を補正させていただ くものでございます。

続きま して、 5項の万願寺第二区画整理費でございます。万願寺区画整理は、 先ほど

も申し上げましたとおり 今年度から着工になってお ります。その事業用地購入費として

1億2，263万4，000円補正をお願いするものでございます。 なお、 これにつきましては、

当初で 1億円計上いたしておりますので、それと合わせま して日野市の土地開発公社か

ら用地を購入するものでござい ます。

以上でございます。

続きまして議案第96号、平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 3号につい

て、御説明申 し上げます。

歳入歳出それぞれ1，026万2，000円の追加をするものでございます。内容につきまして

は、 事項別明細書に基づきまして、御説明申し上げますo

26ページ、 27ページをお開き願いたいと思います。

繰越金でございます。前年度の繰越金1，026万2，000円でございます。

続きまして歳出、28、29ページをお開き願いたいと思います。

2項の建設費のうち、 1目の公共下水道費でございます。説明欄のとこに管きょ建設

事業費、減額 1億5，973万8，000円でございます。こ れは15節の浅川処理区管きょ埋設工

、こ れは もう既に工事をしておると ころで、取りつけ管等の追加、それから舗装復旧

等の追加が必要なための経費でございますo 続きまして、 22節の水道管等移設補償料で

ございますけれども、当初の予算で、本工事費の10%を一応計上させていただいており

ます。 しかし、今回の工事箇所には、予想以外に移設等が不要ということで、この金額

を減額させていただくものでございますO 続きまして、 3目の都市下水路費でございま

す。管き ょ建設事業費で 1億7，000万の増額でございます。工事請負費、神明上都市下
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水路整備工事でございます。本工事につきましては、本年度で一応全部神明上都市下水

路は完了するものでございます。現在施行中でございますが、ちょうど、場所は国道20

号線の下でございまして、約地下 8メーターのところを管きょを入れておるわけでござ

いますが、非常に水圧が高くて水がとまらない、とこういうことで工法の変更をする必

要が生じたもので、この経費が必要となるものでございます。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますo なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第95号、平成 3年度日野市土地区画整理事業特

別会計補正予算(第 2号)、議案第96号、平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正予

算(第 3号)の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第97号、平成 3年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 2号)の件

を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第97号、平成 3年度日野市立総合病院事業会計補正予算

第2号について、提案理由を申し上げます。

本議案は、平成 3年度日野市立総合病院事業会計補正予算第 2号であります。

収益的収支及び資本的収支の予定額には変更ありませんが、収益的収入の医業収益に

8，732万円を追加し、同額を医業外収益から減額したものであります。

詳細につきましては、病院事務長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお

願いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。病院事務長。

0病院事務長(須藤雄示君) それでは、議案第97号、平成 3年度日野市立総合病院事

業会計補正予算第 2号について、御説明申し上げます。 31ページをお聞き願います。補

正内容といたしましては、第 2条、収益的収入の医業収益に8，732万円の増額補正をす

るものでございます。その結果、医業収益の計が21億1，470万5，000円となるものでござ
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います。

それに伴いまして、第 3条において一般会計からの補助金をその同額8，732万円を減

額いたしまして、補正後の計が 7億3，906万3，000円とするものでございます。この医業

収益の増額内容につきましては、ページ34、35をお聞き願いますが、外来収益において、

患者 1日1人当たりの収益が増額が見込まれますので、年度途中でございますけれども、

ここで補正したわけでございます。今後、 病院会計におきましては、発生主義で把握は

難しいわけでございますが、予算計上する際は、よく精査した上で、計上していきたいと

いうことを申し上げます。

以上、よろしく御審議のほどお願いいた しま す。

0議長(小山良悟君) これより 質疑に入ります。土方尚功君。

06番(土方尚功君) 先ほど一般会計の関係で、古賀議員から質問あったようなこと

を、私ども特別会計の方で質問しようとい う予定もありましたので、そこら辺の意、を察

していただきまして、後ほどとい うことで古賀さ んも引 き下がっていただきまして、あ

りがとう ございました。

実は、私も今まで事例としてはないなあと いうふうに思っておりましたから、特段に

そういった質問をしたいという ふうに思っていました。先ほどの質問で、 十分精査をし

たというふうな こと。そして、 今も収益が上がってきたと いうことであ りますけれども、

実は医業収益、確かにこの説明のとおり 金額にして200円、それか ら1日当たりの平均

の患者数が30名と いうことで、これについては、確かに行政報告書の一番後ろにありま

したとおり、 大体外来者は560人程度だな という ことで十分わかり ます。つまり、 30人

ふえたということが、ここで全 くも って精査をされてる という ふうに理解いたします。

しかし、実は医業収益の中には、外来だけじ ゃなくて入院の関係があります。入院の

方を見ますと、実は患者の単価は私もわかりませんけれども、いずれにしても、入院患

者数が130人ということで見込んでいるところが、大体占床率も64%から70%というよ

うなとこの行き来があるように、つまり人数にすれば100人から120人程度ということで、

大分患者数が下回って、 要するに入院をしている患者が少ないわけで、すねO つまり、そ

ういったことで、入院収益については、十分そこら辺を勘案されていると思いますので、

そこ ら辺の、後の質問につながりますので、 当面、今見ている内容というものをお伺い

をしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 病院事務長。

0病院事務長(須藤雄示君) 御質問の御趣旨のとおり、入院患者が年々下が っており
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まして、また占床率も下がっているわけでございますけれども、一応ただいま現在の入

院の収益勘定は、これは 5カ月でございますけども、 4億2，403万3，000円ございまして、

現行の当初予算、構成比見ますと43.2%の収入に達しているわけでございます。あと 7

カ月ございますと、逆算いたしまして、ほぼ横ばいに入るんじゃなかろうか。 ただ、先

ほど申し上げましたように、外来も入院もそうなんですけれども、患者あっての収入と

いうことで、その点、把握難しいわけでございますが、入院についてはそういう収入把

握ですから、今回は、そういう横ばいですから手をつけなかったということでございま

す。

よろしく御理解のほどお願いします。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) つまり、今のお答えで十分わかりました。医業収益については、

そういった見通しが十分立ったということでありますけれども、発生主義ということが

一つあって、今までも年度の末にすべて調整していた。先ほど、有効的に他の事業に使っ

てもらうんだというようなことがありました。それはそれで考え方結構ですけれども、

今までのあれですと、大体年度末に様子を見て補助金も調整されて、そして対応してい

た。これは事実だと思います。ですから、そういったふうに見てたとすると、たまたま

この時期に、こういう形でよっぽど自信を持ってやってるんだというふうにも思います

けれども、もしこれで不足を来したというときには、どのような対応をするつもりでい

るのか、その辺だけを伺っておきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 病院事務長。

0病院事務長(須藤雄示君) 例年、病院につきましては例えば昭和60年度、 一般会計

から 5億円近くちょうだいしたわけでございますが、繰越金が 2億1，300万。それから、

昭和61年度においては 4億円いただきましたけれども、繰越金が 1億3，000万。また昭

和62年度においては、 4億円近くいただきましたけど、繰越金が6，200万。事実上、赤

字であるわけでございますけれども、できるだけいわゆる精査いたしまして、現実の姿

に計数整理するのが筋であろう。また、年度途中でお返しすることが、 一般会計におい

て有効に使えるんじゃなかろうかということで、今回試みた。万一、赤字の場合は、た

だいま現在、私どもでは年々利益なるものをいろいろ剰余金に積み立てているわけでご

ざいます。例えば、減債積立金あるいは利益積立金あるいは建設改良積立金等々に積み

立てているわけでございます。特に、利益積立金に 1億9，377万円、きょう現在計上さ

れているわけでございます。もし万一赤字の場合は、赤字を落とします。しかし、剰余
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清算金で、いわゆる年度明けて4月に、この利益剰余金を持って赤字補填するという形

をとっていきたいと思いますo

また、ある意味においては、生意気な言い方かもしれませんけれども、親方日の丸的

な発想のないように、医局全員が緊張感を持った形で今後病院の経営をやらないと、ま

すます赤字を増長するんじゃなかうかという院長初め、医局、我々もそうなんですけど、

そんな気持ちもございまして、今回は減額と いう思い切った措置をしたわけでございま

す。 よろしく御理解のほどお願し、し、たしますo

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 十分取り組みについての意はわかりま した。ぜひ、それだけの

自信をお持ちなもんですから、これからの推移を見守るとともに、その他病院の問題に

ついては、いろいろあるわけですから、その自信をもう市長にもろにぶつけて、新しい

病院も建て直すというぐらいの熱意を持って取り組んでいただくようにお願いして、質

問終わります。

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承りますo なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。こ れをも って議案第97号、平成 3年度日野市立総合病院事業会計

補正予算(第 2号)の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第98号、市道路線の廃止、議案第99号、市道路線の認定の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長 (森田喜美男君) 議案第98号、市道路線の廃止について、提案理由を申し上げ

ますo

本議案は、道路用地のつけかえによる財産処理のために、 A19-4号線ほか 2路線を、

道路法第10条第 3項の規定に基づき廃止するものであります。

「
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議案第99号、市道路線の認定についてO

本議案は、道路用地の交換手続が完了した025-13号線を道路法第 8条第 2項の規定

に基づき、認定するものであります。

以上 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審

議のほどお願し、いたしますO

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 議案第98号、市道路線の廃止について、御説明申し上げま

すo

廃止路線は、 3路線につきましてお願いするものでございます。

番号 1につきましては、 A19-4号線でございます。起点は栄町三丁目 2番22地先で

す。終点が栄町三丁目 5番 6地先でございます。延長は61メーター71で、幅員が 1メー

トル82でございます。次に、番号の 2でございます。A19一5号線でございます。起点

は栄町三丁目 5番10地先で、終点が栄町三丁目 6番17地先でござい ます。延長は56メー

トル16で、幅員が0.91メートルでございます。次に、 番号 3につきましては、 Lll-7

号線でございますO 起点は南平八丁目 5番29地先で、 終点が南平八丁目 5番12地先でご

ざいます。延長は52メートル02で、幅員が0.91メー トルでございます。その図面につき

ましては、 2ページ、 3ページをごらんになっていただきたいと思います。

3路線の廃止の理由は、既に現況は廃滅し、道路としての機能を失われておりますの

で、民有地との交換による道路のつけかえ処理を行 うため、 今回、市道路線を廃止する

ものでございます。

続きまして、議案第99号、市道路線の認定について、御説明申し上げます。

路線名は025-13号線でございます。起点は三沢1217番 8地先で、終点が三沢1217番

2地先でございます。延長は10メートル43で、幅員が 4メートル60でございます。その

図面につきましては、 2ページをごらんになっていただきたいと思います。

認定の理由は、平成元年の第4固定例市議会で道路廃止をし、日野市の財産となった

用地について、民有地との交換処理を進めておりましたが、その手続がここで完了いた

しましたので、新たに道路用地となった部分を、今回市道認定をお願いするものでござ

います。

以上で、説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いします。

0議長(小山良悟君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い
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本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

お諮りいたしますO これをもって議案第98号、市道路線の廃止、議案第99号、市道路

線の認定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありません

か。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 建設委員会に付託いたしますO

これより議案第100号、不動産の取得の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 説明に先立ちまして、一言お断り を申 し上げておき ます。

これまで防災情報センターと仮称して、予算書ある いは議会等の発言の中で申しており

ました施設を、庁舎管理の一環と して防災情報室という名称に11月 1日付決裁を もって

決定いたしました。したがって、今後関係の名称につきましては、防災情報室というこ

とにいたしますので、よろ しく御了承をお願いしておきます。

議案第100号、不動産の取得について、提案理由を申し上げます。

本議案は、 日野市防災情報室附属施設として神明一丁目 11番地の20に所在する建物え

取得するため、 地方自治法第96条第 1項第 8号の規定に基づき、提案す るも のでありま

す。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろし く御審議のほ どお願

いいたし ます。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(前田雅夫君)

説明を申し上げます。

まず目的でございますが、 日野市防災情報室附属施設でございますo 所在地は日野市

それでは、議案第100号、不動産の取得につきまして、御

神明一丁目11番地の20でございます。建物の構造及び階数でございますが、軽量鉄骨造

亜鉛メッキ鋼板葺 2階建でございます。それから棟数でございますが、 1棟でございま

す。床面積でございますが、 1階、 2階は記載のとおりでございまして、合計が467.24

平方メー トルでございます。取得価格でございますが、 7，215万6，420円でございます。

相手方でございますが、日野市神明一丁目 12番地の 1、日野市役所内、日野市土地開発

公社理事長、砂川雄一でございますO
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附属施設の位置等につきましては、添付書類のとおりでございます。

よろしく御審議のほどお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。土方尚功君。

06番(土方尚功君) 今の関係で 2点ほどお伺いしたいと思うんですけれども、 1点

は、今、市長の方から説明がありましたセンターという名称を今まで仮称としてという

ふうに、今説明がありましたけれども、予算の中では、すべて我々はもう仮称じゃなく

て、予算書、これ見ていただいて、先ほどの訂正ではありませんけれども、訂正したの

は、私の方から申し出をして、先ほどの予算書訂正の背景になったんですけれども、我々

はしっかりこういったものを見てまして、日野山荘というような、要するにああいった

ものは仮称できたものはああいう形になりました。しかし、このものは、仮称じゃなく

て、もう最初からすべて防災情報センター建設経費ということで、明らかにその建物を、

要するに庁舎の一環であろうと何であろうと、いずれにしてもその建物は防災情報セン

ターということで、すべて認めてるんですよ、我々が予算をつけたとき。要するに、そ

れを求めた市長も防災情報センターとして出したんですよO それを一方的に決裁をして

室にかえた。全くもっておかしな話だと思うんですがね。そこら辺を 1点、明らかにも

う少し詳しく話をしていただきたいと思いますo

2点目です。防災情報センターの問題は、当初予算からして、この金額が建物は7，07

0万という予算であります。それが取得をした時点で7，215万6，420円O こういうことで、

我々に予算を示したときと数字が変わってきた。こういう現実があります。これはたま

たま土地開発公社の問題を、前回のときに一般質問してますから、システム上は、私は

わかりますけれども、そこら辺の答えが出てくるんでしょうけれども、どのようにして

こういうふうに変化をしたか。明らかに土地は幾ら、建物は幾らということで予算書を

出しであります。

それで、当初のときにたまたま誤りがあったということであれば、またその後に補正

予算で、またこれも7，070万でまた改めて出てきました。ところが、実際に取得を市が

するときには7，200万ということになりました。ここら辺の背景を説明を明細をいただ

くとともに、どのようにしてこういうふうになったのかということを含めて、御回答い

ただきたい。ミスプリというわけじゃないですよ、これ。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 前段の名称のことで、確かに御指摘の御趣旨はよくわかるわ

けであります。これまで防災情報セソターという無電の受信をし送信をする、そういう
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拠点でありますので、一見センターという用語が該当できる、とこのように思っており

ましたが、本来、センターというのは、市民の方々が使用される場所、そういうのが建

前だというふうにも存じますので、今回、庁舎管理上からも室という扱いで統ーをして

いきたい、 こういうことに理由があるわけであります。御不信の点は、まことにごもっ

ともでもありますし、我々もその点では不手際であった、とこう感じておりますので、

よろしくお願いを申し上げますO

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 用地の取得につきましては、総務部用地課が、 一応事務の

委任を受けまして行 うわけでござい まして、そう いう関係で、私から御説明を申し上げ

ます。

予算計上の当初予算につき ましては、節の公有財産購入費、この金額は土地、 建物ム

わせまして11億799万5，000円でございます。これを当初予算に組み、 さらに9月の議ム

に補正第 2号としてお認めをいただいたということでございます。その中の説明欄でご

ざいますが、 建物購入費7，070万、それか ら用地購入費10億3，729万5，000円と記載をし

たわけでございますo この点につきま しては、私も当初予算及びこの補正の段階で気が

つけばよかったわけでございますが、 後刻、い ろいろこ の建物を購入す ると、その突行

の準備に入って精査をいたしま したら、この内訳に若干狂いがあったという ことでござ

います。

この内容につきまして申し上げますと、 土地開発公社の決算の中でも記されてはいる

わけで ございますけれども、 この土地、 建物につき ましては、既に この所有者が媒介を

依頼をしていたという ことで、 土地、 建物の売買の媒介を依頼をしていたという物件で

ございます。したがって、 この物件を日野市土地開発公社が取得する場合には、媒介料

を払わなければいけない、とそういうことになるわけでございます。この媒介料につき

ましては、市の基準がもちろん公社の基準がある わけでございますけれども、東京都を

初め公的な団体のこうい った制度を十分検討いたしまして、その制度に乗りまして媒介

手数料を支払ったというものでございます。この手数料につきましては、土地、建物の

取得費の 2%ということでございます。

それから、この手数料につきましては、消費税がかかるわけで、ございますo これは数

字的に申し上げますと、媒介手数料が2，149万7，630円でございます。これに消費税 3%

が加わったものが媒介手数料ということになりまして、この手数料の金額が2，214万2，5

58円ということになるわけでございます。
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この土地の取得金額に媒介手数料を足し、公社の一応譲渡基準でございます公社手数

料 1%を加えまして、日野市の方に譲渡をする、とそういうことになるわけでございま

す。これを全部合わせますと、先ほど申し上げましたけれども、端数なしで申し上げま

すと、 11億799万4，298円となるわけでございます。予算でございますから、 100円単位

の数字は切り上げてあります。したがって、最後の数字が5，000円となるということで

ございます。

これ、あえてここできちんと訂正をして取得したというのは、財産管理上、この取得

価格がいわゆる帳簿上、きちんと今後出てくるわけでございます。したがいまして、 予

算書の説明欄とは若干違いましたけれども、あえて正確な数字で取得をするということ

にしたわけでございますO いずれにいたしましでも、この説明欄の記載の誤りにつきま

しては、私どもの注意不足でございまして、今後十分このようなことのないような検討

なりチェック体制をとっていきたい。そういうことでございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の

延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。土方尚功君。

06番(土方尚功君) まず 1点目の市長のお答えでありますけれども、市長は市民が

利用される場所をセ γターと言うというようなことでありますけれども、そこら辺は

民が利用すると、その市民というのはどの程度のことだかあれなんですけど、防災情報

セγターも市民が利用するわけですね。当然、消防団員だとかそういった者は市民です

から、そういった者が会議に来たり、情報の伝達、実はどの程度の明細かというのわか

らなかったんです。私も消防委員長ですから、本来ですと、消防委員会の方から図面も

らうところですが、実は、電算の、要するに財務システムの関係で会議に出て、初めて

この図面もらいました。この平面図持ってますから、事務室が当然あったり安全対策本

部というようなことで予定、通常はその本部を開かなければ、そこの場所が会議室に使っ

たりなんかするということありますし、地下も耐震の貯水槽になりますから、そういっ

た意味で40トγのそういったものはできるし、主要は、やっぱり防災といいますかね、

そういったこととあわせて情報を流すということで、私もちょっとそういう立場を、 議

員の方からの立場でいくと、どうも電算室の方に、要するにひさしを貸して母屋をとら

ハU
F
h
u
 

--ム

れたような感じで、実は会議に臨んだんですけれども。それはそれとして、そこの図面

のときも防災情報センターなんですよね、実は。そん中に電算の関係がありますという

ことですから。

実は、今市民が利用される場所で、あそこはないんだというような判断で、センターと

いう名称をかえて室にした。そんなことありますかね。我々は議員にすべて議会事務局

の方から配られた広辞苑じゃありません、これ現代国語例解辞典。これによれば、セン

ターというのは中心、また中央、または専門的、総合的施設や機能が集中しているとこ

ろなどの意をあらわす語がセソタ ー。つまり、センタ ーではおかしいということは全然、

ないんですよ。初めて仮称できたものを こう いうふうにしましたというならともかく、

初から予算書の方でも、あるいは前からそう いった形で説明がされているんですよねo

会、公社の問題もありましたけれども、公社で先ほどありましたここの場所は情報セ

ンタ ーとしては、資産として明記してないわけです。駐車場等用地という ことでありま

すo

で、実は先ほど、両方ちょ っと絡んじゃいますけども、財産管理上の仕分けをしたと

いうことですけど、逆に言えば、 土地開発公社は財産管理上、建物と土地を明確化しな

いで一本化して取得をして載っちゃ ってたわけですよ。そのことは、前回の質疑のと

は私しま せんでしたけれども、 そう いうふうに予算の上じゃ間違いはあるわ、名前は変

えてしまうわ、全くも ってこの問題は不可解な問題で、 これは古賀議員が一般質問でま

た出ると患いますけれども、やっぱり消防委員長いただいている立場からすれば「何を

雪ってんだ。」この一言に尽きるんですよね。少なくとも、 この名前は市長の裁量の範

囲かもしれないけれども、そ このと こは、もとの最初からの意思、を貫くわけにはいきま

せんか。

それから、質問が両方ダブっちゃ ってますから、切りかえが難しいんですけども、先

ほど細かく財政部長の話、7，215万6，420円の7，070万は建物として、はっきりしてると

心うんですよね。で、媒介手数料の 3%一一いや 3%は消費税ですから、それから公社

の事務手数料が 1%、事務手数料とし、し、ますかね、通常乗せるその経費ということで 1

%、そこら辺の内訳を、これに限つての内訳を7，070万の以外はすべてということじゃ

なくて、やっぱり媒介手数料が幾らという形になると思うんですよね。土地と家屋分け

るんですから。ちょっとそこら辺がはっきりすれば、数字であらわしてもらいたいと思

います。

以上 2点ですO
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0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 前段の名称のことにつきまして、大変扱い方が不手際であっ

たということは、おわびしなきゃならないと思っております。独立をして条例設置をす

る施設ではございませんし、庁舎にごく近い位置でもありますので、庁舎管理の一環と

して、行政施設であるというふうに御理解をいただく。そのためには、やはり室という

名前の方が適当だという判断に結論づけたものであります。この中には、災害発生の場

合は、災害対策本部も設ける位置にもなります。行政施設の全体としては、極めて行政

の一環の中で、今後、管理運営をしていきたい、こういう考え方でございますので、よ

ろしく御理解をお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) それでは、土地と建物に分けまして・一一.( I¥'、ゃ、建物だ

けで」と呼ぶ者あり)建物だけでよろしゅうございますか。それでは、申し上げます。

まず取得価格でございますが、これは7，000万。それで、媒介料が手数料と、とれは

いわゆる消費税が加わります。これ合わせますと、 144万2，000円でございます。これに、

公社の手数料71万4，420円を加えるわけでございます。そうしますと、これを合計いた

しますと、 7，215万6，420円ということになるわけでございます。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 市長の方ですが、私の方は、不手際であったという程度のこと

じゃ済まされないんですよね。市民にも大体我々の普段話しするときに、こうし、う情報

センターができますということで、今までもうほとんど情報センターで通用してきてい

るんで、すねO 市長、ぜひ不手際を取りやめて、この案件を出したのが不手際だったと、

こういうふうに変えてもらえませんかねo

つまり、それはその行政の管理の一つがそこにあるということです。ほかの施設は、

だって、みんな行政の管理の一環でしょう。場所はたまたま離れているけど、市内のも

の。あるいは日野山荘にしたって、行政の管理でしょう。普通財産と行政財産と分けて、

そこら辺だってあるでしょう Loつまり、そういった意味の、今の市長のそれは単なる

もう自分の意思を通すだけで、通常一般市民は見ればあれじゃないで、すか。建物、全然

別なとこなんですから。防災情報センターというふうにして、ちっともおかしくないと

思うんです。市長の単なる思いつきみたいな形で、単に今まで決めてきたことをぽこつ

と変えて、我々に説明したことを根底から覆すんじゃないですか。再考を、ひとつお願

いをしたいと思うんです。でなきゃ、これについては、私はもう皆が賛成しょうが、私
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はあくまで反対をするという貫き方をしたいと思いますo

それから建物ですけど、我々はもともとの数字が結局つかめませんでしたから、 7，07

0万が予算できてたんで、それがすべて建物だと。で、媒介手数料なりそういったもの

を乗せていくんだという、今初めて7，000万というような建物で、 70万というのは、通

常、じゃあ 1%乗せて単にいた。ところが、媒介手数料が乗ってなかった。極端なこと

言えばですね、そういったことで、金額が変わってきた。こ ういうことだと思うんです

ね、今の説明聞きまして。初めて、その7，000万という価格を知ったんですけれども、

どうも予算の上でまずいなという感じが、これはあると思うんで、す。今後、一般的に精

査をしてという形を、先ほどの病院の事務長ではありませんけれども、今も精査という

ことが出ました。どうも本当に精査してるのかなという感じを、これだけいろんなと こ

から出てきますと、疑わざるを得なし、。これは今後、全面的に努力をしていただくとい

うことで、私の方、これは一歩下がりますけれども、市長の方、ぜひ何とかならないで

しょうか。

0議長(小山良悟君)

0市長(森田喜美男君)

O議長(小山良悟君)

06番(土方尚功君)

市長。

こちらからよろしくお願いをいたします。

土方尚功相 O

こちらからぜひよろしくお願いしたい。そういう答えをぜひい

ただきたいと思うんですが。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 余計なことをつけ加えて、かえって失礼に当たってはいけな

いとは思いますけど、将来の防災行政を考えます場合に、いわゆ る危機管理という時点

におきまして、防災本部を設ける。そういう場所になるわけでありますし、庁舎全体を

ひっくるめて、また防災本部の組織活動もしなければなりません。一概に言ってはいけ

ないと思いますけど、日野市の例といたしましては、セ γターというのは条例設置をし

て市民に提供する場所と、一般的にそういうふうに理解をしておりますことと、あわせ

まして、防災対策本部を設置する庁舎の分室であるというふうに御理解をいただきたい

と思っておりますo

0議長(小山良悟君)

06番(土方尚功君)

土方尚功君。

話は十分わかるんですけれども、条例設置云々とかと、いろい

ろ問題あって、これは条例設置じゃなし、から、市長の裁量でし、いんだということであり

ますけど、そういえば、今度クリーンセンターの問題なんかも、別に条例の上ではクリ ー
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ンセンターと設置はしてないわけですよねO 下へ降りてきてから、初めてクリーンセン

ターという位置づけをしている。つまり、条例設置なんかしてないんですよ、クリーン

センターだってO あるいは、幼児教育センターの場合には、位置づけをして、これはも

ういずれにしても発展的解消ですから、婦人センタ ーあるいは緑化セ γター、生活保健

センタ一、福祉センタ一、シルバ一人材セソターも市立の、要するに建物としては市立

ですから、そういった形のセンタ一、ということで今幾つかありますけども、条例設置

してないものだってあるんじゃないですか。ほかにもあるとは思うんですけど、ち ょっ

と調べてませんからo

そこら辺、市長の持っていき方の中で、こういうやりとりの場ですから、私もあんま

り頭のし、し、方じゃありませんから、こうだこうだという指摘はできないんですけれども、

余りにも、かえって逆に新しい発想で、隣にあったって機能は、確かにその内部との連

携いつもとってるわけですよO ただ、対市民に向けては、建物として分室、分室とかと

なればはっきり、ああ市役所の分室だな、とこうなるけれども、機能がも うほとんど情

報に絡むもんでしょう。で、ああいう塔が立って、それこそ遠くの方から見えたり、い

つも音が聞こえる。 iどこなんだ。 J iいや防災情報室。 J防災情報室なんて言 うより

は「防災情報セソターから出てるんだ。」と、こういう方がすっきりするんじゃないで

すか。どうですかね。もう一度だけそういうことで伺います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) かなり内部討議もいたしました。条例設置でないセ γターと

いう名称を使っているのにクリーンセソターがございますo クリーンセンタ ーの場合は、

これは市民の方々のなるべく親しみやすい場所というふうな位置づけで、ごみの搬入も

ありますし、いろいろ見学していただく。ごみ問題の勉強場にしていただくという 意味

があるわけでありますが、この情報センターは、市民に開放するということは、ほとん

ど予定をしない場所でございます。そういう意味で、センターの名称と室とは使い分け

をした方がいいんではないかというふうに感じております。理屈を言 うことで、何か正

当づけようということではございませんけど、我々の内部討論の結論であるというふう

に御理解をお願いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 終わるつもりで、いたんですけども、防災情報と、普段忘れては

ならない、つまりどっかの心の片隅にそういったものをそれぞれ市民が持つてなければ、

いざとなったときに、市長はすぐ逃げればいいんだと。まず身が安全だ、それはわかり
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ますよo だけど、そういったことを普段みんな市民に知らしめてもらって親しみやすい、

それこそそういう施設がこういったとこにあるんだ、センターがあるんだと。そして、

普段の防災に向けた心がけをしてもらう。見学 してもらっていいんじゃないですか。こ

ういった方向で、こういったことがやられているんだ。 2階の情報室なんでいうのは、

もう外から、要するに一般の人が入れないように鍵かかっちゃっているわけですから O

防災情報室の建物を見て、あるいは中へち ょっ と入って見てもらったっていいんじゃな

いですか。そこら辺の発想、があって、市民を排除するんじゃなくて、大いに入ってきて

ください、 市の建物です、そういう 発想、にした方がより親 しんで、要するに防災の関係

の意識高揚、こういうことだと思 うんですよね。見解の違いですから、どうしようもあ

りませんけれども、いずれしても、 内部検討云々だというこ とではなくて、 今までもと

もと内部で検討されて、防災情報センタ ーということで出てきたんですよo あえてこの

時期に市長のワンマソの中か ら、防災情報室と変えたんではないんですか。こ ういうこ

とを申し上げて、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) ほかに。古賀俊昭相 O

025番(古賀俊昭君) 私は一般質問で、この名称のことも通告しておりますので、そ

こで触れてもよかったんですが、 今土方議員の方から、私と同趣旨の考えだと思います

が、それに基づく質問がありましたので、ちょっと確かめておきたいことを幾っかお附

きをしてお きます。

市長は今、センタ ーとい うのは、 市民が訪れる。つま り、来訪して何らかの形で行政

サービスの状況を見て もらう。そう いう建物をセンタ ーと名づけると いう、今説明だっ

たように思 うんです。今、 土方議員のお話のよう に、 これから もう何か大き な戦争に

本が巻き込まれることは、まずないというふうに思いますo もし我々の生命とか財産が、

日常の生活が脅かされるとすれば、これは大規模な自然災害ということになると思うん

ですね。ということになりますと、こういった市民施設を市民の方に、やはり見ていた

だく。そ して、市の方はこれだけの万全の体制をとって日々業務に励んでいるという姿

を、 市民に対して知 らしめる こと も、 非常に有効ではなかろうかというふうに私は思い

ます。

東京都の今度新しくできました新都庁舎、立派な施設がいろいろ組み込まれておりま

すが、 その中の、やはり 目玉であり ます防災システムが集中しております、これも防災

センタ ーと呼んでるんですね。 しかも、 通路はすべてガラス張りになっており まして、

自由に都庁舎を訪れた人が、 大型スクリ ーンに写 し出される、その防災情報セン ターの
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中の画像等、また会議の模様が見れるようになっているんですね。これは、マスコミ報

道関係者等に披露する。取材を容易ならしめるということも多分あるだろうなというふ

うに思うんですが、しかし、日常でも都庁舎を訪れた人は、あの新型のハイテクの機器

を駆使した防災情報センターの活動状況が、だれでも見れるようになっているんですよ。

そういうことを考えますと、これから例えば防災についてのいろいろな知識を普及する

ために啓蒙活動を行ってし、く上で、さまざまな展示を行ったり、それから、非常の持ち

出しのための用具を展示をしたり、用途は幾らでも考えられると思うんですね。む しろ、

市民に見てもらった方が、こういった施設をつくる意味合いというのは、大きく私は上

がるんではないかというふうに思います。何か市民が普段は来るべきと ころではないと

いう市長の発想は、ちょっと私には理解、全くできないですね。この点、ひとつ反論め

いたことがあれば、お聞きをしたいと思います。

それから、この用地の一一一用地とし、し、ますか、不動産の取得の目的でありますが、用

地は、これは別としまして、今回のこの 「アピア神明」といった民間のこのプレハプ住

宅、これは防災情報室附属施設ということになっているんですねo 一番最初のこの建物

の取得の目的は、この建物そのものが防災情報セ γターだ、と市長は最初おっしゃ った。

しかし、これは耐震構造等に無理があるということは、もう何度も指摘をし、結局新し

い建物を建てるようになったわけでありますが、附属施設というのはどういう 意味かと

いうことになるわけで、すo 防災情報室があの用地の中に、建物として用意をされて、そ

れに附属をする施設ということになると、この建物は防災情報室なのかどうかという こ

とですね。この点の考え方はどうかということをお尋ねをいたします。

それから、この建物の中には、電算管理課、電算課が入るということにな っておりま

すので、建物の鉄塔を含む 2階建てのこの施設を防災情報室と市長は名づけたいと。そ

の中に、この防災の担当課と電算課が入るということになるんだろうと思うんで、すねo

ということになりますと、電算を担当する諜がこの中に入っているというのは、この施

設名称のどこに含まれるのかということですね。私たちは、防災情報という ことは、 一

つの四字漢字熟語としてとらえているわけですが、この電算課が入るということの意味

合いは、この施設の名称の中に入ってないというよ うな感じもしてくるんですけど、こ

の点はどうなのか。今、三つの点について、私質問したつもりなんですが、的確なお答

えがあれば、答弁を願います。

また、先ほどの取得価格なんですが、今までの予算の提案の仕方に問題があったとい

うことは、総務部長お認めになったんですが、二度まで、当初予算で否決をされて、そ
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して、この民間アパートに入っていた残りの入居者がすべて退去をなさった。そこで、

また補正予算が出てきて、私ども予算を審査をして可決をした。じゃあ、そのときの示

された金額は、一体何だったのかとい うことになるわけですね。この建物を取得をする

ための費用は、手数料や消費税や、その他の売買に伴うさまざまな関係経費というのは、

もちろん含まれて取得するという ことになるわけですから、それが後になって含まれて

いないということ を理由に、我々が議会で審査を し可決をした予算の額が変更するとい

うことは、何のための予算審査をしたか。あのと きの数字は、じゃあ何であったのかと

いう ことにな ってくるわけです。経過をお聞きすれば、 それなりの事情、理由があ った

とい うことは、それなりにわかるわけですが、すべてト ータルでこれだけの金額になる。

内訳はこうだと。その額が予算額として出されてきたと いうふうに、私たちは理解して

いたわけで、すねO

こういった点、ち ょっ と今後先ほどのリ サイクルの予算のところでもそうでしたが、

もしリサイクルのつぶす機械が 7万円がどうなのかとい うことを、 私お聞きしなければ、

で、機械全体が200万円するとい うことがわからなければ、 あのまま行っ たと思 うんで

すね。こ うい う、やっぱり議会に対して数字をならべて資料として提出する以上は、そ

れなりのちゃんとした積み上げがあった数字を間違いのないよ うに出していただきたい

と思 うんです。

これは指摘をしておきますし、もし このこと に関 して何か回答があれば、お聞きをし

たいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 決して反論ではございません。理解をいただくための説明と

いうことになるわけでありますが、今回の議案の対象になっております財産の取得、つ

まり、元集合住宅の建物があるわけでありまして、この建物は、防災情報室という考え

方の中の災害時の職員の待機寮にするという考え方で、決着をつけたいと，思っておりま

す。今、防災対策、 東京都等でも必要最小限の職員の宿舎をつくって、そして、一定の

居住命令をする、と こういう仕組みもございますが、日野市の場合、直ちにそこまで考

えておるというわけではありませんが、いわゆる災害対策本部を設けます場合、その前

後の待機寮としての施設が必要だろう、 とこのような考え方を持っており ますo ただし、

常時あけておくということも、あ るいは無駄という こともあ りますので、 管理をする主

管課から多少借りるということで、何か物を置くと か、 ある いは会議の場に使 うとか、

そういう程度の利用方法は考えてよろしいんではないか、 とこ のように思っており ますO

司
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電算室につきましては、これはたまたま防災情報室の自家発電装置を、非常の場合に

備えて持つものですから、この自家発電装置をまた電算という電気が切れたら機能を失

いますので、その際の切りかえにも使える。こういう意図をもって、庁舎の狭隆のこと

も含めて電算室を置く、とこういう一つの利用形態であります。電算室も同様にそう市

民に常時、まあ見学は結構でございますが、開放して使用していただくという場所では

ございません。そういう意味に……(rいや、電算室を見せろと言ってんじゃないjと

呼ぶ者あり)いや、ですから防災情報室も市民の使用に供するという性格のものでは と

ざいません。見学をしていただくことは、極めて望ましいことでありますから、そうい

う意味での機能はあってし、し、わけでありますけど、使用していただくという性格はない

わけでありまして、そういうことも多少系統的に考えて、そして、 庁舎の一機能として、

一分室として位置づけたい、こういう発想でございます。

今まで、そういうことをなぜ考えなかったかということになるわけでありますけど、

いよいよ事業に取り組むに当たって、より将来に対して明確にしてお きたL、。こ ういう

意味で、今回の御理解をお願いをする発言になったというふうに御理解をお願L、いたし

ます。

か、そういう庁舎の全体の活用の仕方を考えておる内容だというふうに御理解をお願い

したいと思います。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君)

O議長(小山良悟君)

じゃあ、この附属施設は防災情報室なんですか。

市長。

0市長(森田喜美男君) 防災情報室には、先ほどから申し上げておりますとおり、災

害発生時には防災対策本部、つまり市長が本部長になります、かなり警察や消防も参謀

に入勺ていただく、消防団の指揮、 監督をする。それから、全体のいわゆる防災対策本

部と、こうし、ぅ機能に使う部屋が用意されることになります。そういう意味で、待機寮

ということで必要な職員も、そこに何日 か居住できる、 とこういう条件を持つことは、

極めて必要でもあり有効であ ると いう 考え方でありま して、いろいろ経過があったわけ

でありますが、そういう考え方で管理の体系化を図っていく、と こういう 見解でござい

ます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭相 O

0市長(森田喜美男君) 電算室をこの名称の中に含まれておるかという御質問の部分

025番(古賀俊昭君) ちょっとまだよ く納得できないんですが、もっとわかり やすく

するために、 こういう 聞き方をした方がし、し、かもわかり ませんo 市民に対して、 公共施

設には必ず名板がつけられるわけで‘すねo この施設名称はこう いう名前ですよとい う、

いわゆる看板がつくわけですね。日野市企業公社にも、 ちゃんとかかっておりますo こ

の建物の入口か門扉に当たる部分には、 日野市防災情報室という看板が下げられるわけ

ですか。ちょっ と一応記録に残 しておきます。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問になるべく的確に答えたいと思っ ておるわけですが、

そういう名称の施設の看板を掲げる、とこういう 考えでございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) それでは、先ほどのまた質問に対してお答えがなかったもので

すから、もう 一度お聞きをしておきますが、この防災情報、私どもはセ γターという ふ

うにずっと理解をして、 予算書にもすべてそう出ておりましたから、先ほどの指摘のと

おり、私もいまだに理解をしてるわけですが、今回の名称、市長がつけておられる防災

情報室の防災ということと情報という 言葉は、一つの言葉として理解していいんですか。

四字漢字熟語の一つの言葉として理解してし巾、んですか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) じゃあ、一般質問のところでも聞くわけですが、その前段とし

てわかりやすく、頭の中を多少整理するために、今質問をしているつもりです。

この防災情報室に含まれるんですか、この建物は。防災情報室の附属施設という こと

は、防災情報室に含まれるんで、すか。それと、電算課が入っているということは、 この

名称の中に、何かその名称をつけたゆえんとして、何か含まれているんですかね。含ま

れるというか、電算課もある建物だと、防災のための課も入っているし、市の電算業務

を行う課も入っているという、その意味合いがどこかに、これ含まれているんですかo

O議長(小山良悟君) 市長。

については、内容的には存在するわけでありますが、電算室そのものを見学をしていた

だくということを許否することはありませんけど、何か市民施設として使用していただ

くという性格のものではありませんので、たまたま今回の建物をつくるに当たって、共

用できる一一共通に利用できる自家発電装置ということに、大きな ウエー トが伴ってお

るわけでありまして、そういう意味で、設計の中に一回加えてという ことになりましょ

う
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0市長(森田喜美男君) 行政の持つべき機能の中に、危機管理業務、つまり防災対策 は看板を出すとおっしゃった。と、そこにはこれはあくまで防災に関する情報を提供し、

また東京都から受けたりする。その建物であって、この施設名称の中には、電算課があ

るということは、一切含まれてないわけですよね、市長のお考えだと。ということになっ

てくるわけです。つまり、建物の 1階部分は、いわゆる防災情報センタ一、 2階部分に

電算課が入るとなると、鉄塔は上に40メーターぐらいあるわけですけど、しかし、建物

自体は半分は電算課が使うわけですね。だとすると、そのことも何か含んだ名称にしな

いと、この建物の名前は防災情報室ですよという命名には、ちょっと不足があるんじゃ

ないかというふうに思うんですけど、どう ですか。

O議長(小山良悟君) 市長。

業務が、常時背景にあるわけでありまして、当初の情報の発端は、東京都の本庁舎が建

てられるに当たって、日野市のこの庁舎の屋上に20メーターの鉄塔を立てて、それで日

野市に情報を送る、とこういうことでございました。建物そのものが相当重量なものに

耐えられるかどうかということもありますし、ちょうど日野市といたしましては、隣接

の場所に庁舎の不足を補う。つまり庁舎内に収容できない、そういう機能を隣接地につ

くる。その機能が最もなくてはならない、いわゆる防災情報ということであります。つ

まり、東京都から無電が送られてくる。その無電を正確に受信をして、そして適切な、

また市民向けの送信をする。この機能がこの施設の一番の中心機能であります。そして

また、その受信そのものは活動の本部として、防災対策本部というかなり組織だった本

部体制をっくります。その本部室をここに設けた。こういう意味で、二つの大きな機能

を担当する、とこういうことになるわけでありまして、そのような御理解の中で、ひと

つ機能のこともお認めいただきたい、とこんなふうに思っております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

0市長(森田喜美男君) いつ発生するかわか らないその災害時に対する対応というも

025番(古賀俊昭君) はっきりした私の質問に対する答弁としては、ちょっと私自身

のは、満ちておれば満ちておるほどし、し、という性質を持つわけでありますが、防災情報

というのは、要するに通信であります。無電の受信をする。そしてまた、市内に送信を

する。その意味で、無電情報のセンタ ーである。こう いうことでありまして、電算室は

同居することになるわけでありますが、 ( i居候みたいなものだ」と呼ぶ者あり)はい、

それはやむを得ないと思いますo つまり、 自家発電装置を使うと いう意味で、ここに

くことが適当である、と こう いう判断で、ありますし、また庁舎の活用の仕方である、と

このように御理解をお願いしたいと思っておりますO

0議長(小山良悟君) よろしいですか。 (iはし、」と呼ぶ者あり)ほかに御質疑はあ

りませんか。なければこれをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第100号、不動産の取得の件は、総務委員会に

付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

は、今わからないんですね。つまり、防災情報ということになりますと、これは防災セ

ンターでもいいんですね。東京都の場合、防災センターと呼んでますね。情報が入って

いるということは、もっと何か市長の一つのそこの理念みたいなものがあって、防災情

報というものを一つの言葉としてとらえ、それを住民に対して適切に伝達をしていくと

いうことで、防災情報という言葉を、今使用しておられるというふうに理解すればし、い

わけですね。

この情報という言葉は、私は電算課もここに入るわけですので、そういう行政情報を

一括管理をするということで、そういった意味も含めて情報という言葉もあえて使って

おられるのかなという考え方に、途中から私はそういう理解をしてたんですね。最初は、

電算課があそこに行くということは、全然わからないことですからね、その防災関係の

仕事だけをする、しかも優れた無線システムを使って、住民に情報を提供する。で、混

乱を防いでいくということですから、防災情報でもいいし、防災セ γターでもいいと思っ

てましたが、しかし、途中、電算課も入るということになって、その情報という意味合

いは、電算課が入るということで、またあえてそこに意味づけもできるのかなあ、市長

はそういうお考えかなあという気もしてたんですよねO

ところが、施設の名称をこの建物は、防災情報室という建物ですというふうに、市長

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第101号、学校管理下における日野市立平山中学校生徒の負傷事故に係

る和解の締結及び損害賠償の額の決定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第101号、学校管理下における日野市立平山中学校生徒

の負傷事故に係る和解の締結及び損害賠償の額の決定について、提案理由を申し上げま

す。

-160 - 1
i
 

po 
句

i



本議案は、平山中学校生徒の負傷事故に係る和解の締結及び損害賠償の額の決定につ

いて、地方自治法第96条第 1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決を求める

ものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 御説明を申し上げます。よろしくお願いします。議案

第101号でございますが、学校管理下における日野市立平山中学校生徒の負傷事故に係

る和解の締結及び損害賠償の額についての案件の御説明でございます。

まず、事故の名称でございます。事故名でございますが、学校管理下における 日野市

立平山中学校生徒の負傷事故。お願いします和解の相手方でございますが、 東京都 日野

市西平山一丁目 17番地の 6、被害者の親権者、菊地富代様。損害賠償の額でございます

が、 1，000万円。事故の内容でございますが、平成 2年の 7月16日、日野市立平山中学

校 1学年生徒が体育の水泳授業で、飛び込み練習中、プールのそこに頭部を強 く打ちつ

け第5頚椎圧迫骨折となった事故で、被害者の親権者である菊地富代様より損害賠償を

請求されたものでございます。

当日、 7月の16日に府中の恵仁会病院に即入院をいたしまして、そこで安静治療等を

受けた後、この病院の先生方の御意見を保護者、親権者等と相談いたしまして、よ り精

密な治療ができる病院にということで、武蔵野赤十字病院に 8月の 4日に転院をいたし

まして、 8月の15日に手術を受け、その後12月の25日に退院したというものでござい ま

す。この間、勉強等につきましては、日赤病院の中にあります特別学級等に対応してい

ただきまして、武蔵野市と協議をし、そちらからの学校の先生の派遣等、進めてきまし

たo そして、今年度に入りましてから、平山中学の 2年生に復帰いたしまして、その後、

この夏には水泳にも参加されるようになりました。

平成 3年の 7月末に、親権者より代理人である弁護士を通じまして上申書が提出され

まして、損害慰謝料として1，500万円の請求がございました。その後、 3回にわたる話

し合いの結果、こちらに提示してございます示談書 (案)のとおりの条件、 1，000万円

で和解することとなりました。

御審議の上、よろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。
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お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略する ことに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたし ます。本件は、 原案のとおり決するに御異議ありま

せんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。 よって議案第101号、学校管理下

における 日野市立平山中学校生徒の負傷事故に係る和解の締結及び損害賠償の額の決定

の件は、 原案のとおり 可決されました。

これより議案第102号、日野市一般職の職員の平成 3年度12月期における期末手当の

支給率の特例に関する条例の制定の件を議題と いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市民0

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第102号、日野市一般職の職員の平成 3年度12月期にお

ける期末手当の支給率の特例に関する条例の制定について、提案理由を申 し上げます。

本議案は、 日野市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定にかかわ らず、

平成 3年度12月期における期末手当の支給率を100分の210とする特例を定めるものであ

ります。

詳細につきま しては、 担当部長に説明いたさせますので、よろし く御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) それでは、議案第102号、日野市一般職の職員の平成 3年

度12月期における期末手当の支給率の特例に関する条例の制定につきまして、御説明を

申し上げます。

恐縮ですが、 2ページをお開きいただきたいと存じます。

第 1条につきましては、この条例の趣旨についての規定でございます。先ほど提案理

由にございましたが、給与条例の第16条第 1項の規定に基づいて、平成3年12月期の期

末手当の支給率について、給与条例の特例を定めるものでございます。
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第 2条につきましては、給与の支給率の特例に関する規定でございます。その支給率

は、給与条例第16条第 2項の規定であります100分の200にかかわらず、 100分の210とす

るものでございます。

なお、付則につきましては、平成4年 3月31日限りで効力を失うというものでござい

ます。

よろしく御審議のほどお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 先ほど全協が関かれまして、全員協議会の場で少しやりとりを

いたしましたが、この加算措置についてもう一度担当より、市長でももちろん結構です

が、考え方をひとつお聞きをしておきますO

まず、この加算は役職加算であるべきだというふうに、私どもは考えてお りますが、

その考え方はこのボーナスの支給の回数を経るごとに薄められてきているわけです。市

は役職加算という考え方をとるのかとらないのか、この点をまず質問のーっとしてお尋

ねをいたしますo

それから、先ほど全協の場で私がお聞きをして、その中から多少見えてきたこ とであ

りますが、つまり、役につかない一般の主事と呼ばれる職員の人たち、非役っきという

ようなことでも呼ばれておりますが、この職員に対しても 7%、それから 5%ももちろ

んあるわけですが、 10%、三つのラ γクの加算が行われているということであります。

そして、まず係長相当職に対しては 7%と10%ということでありますので、ここでまず

ーっの矛盾を見る思いがするわけであります。つまり、後で出されましたこの配られて

おります資料を見ますと、係長の職にある人の合計は168名ということになるのではな

いかと思います。そのうちの 7%の加算の適用を受けている人が106名、全体の約 3分

の2になると思います。この人たちよりも、役につかない。つまり 10%の課長補佐相当

職の加算を受けている人が、この表を見ますと193名ということになります。つまり、

係長という職務を責任のある一定の仕事を果たしている人よりも、多くの役につかない

人に10%、106名に対しては 7%、役につかない一般の非役っきの職員の人には193人に

対して、はるかに多い数の職員に対して10%の加算が行われる。

これは、やはりどう考えても不自然ではないかということを私は感じます。しかも、

課長補佐相当職のこの10%の適用を受けるということになりますと、課長補佐は管理職

です。管理職と同じ加算を役につかない職員に対して同じ加算を行う。しかも、役職で

あるところの係長を上回って多くの人たちが加算を受けている。これは、本末転倒だと
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いうふうに、私は思うんです。胴体がしっぽを振るのはわかるんですけど、しつぼが胴

体を振るような感じがするわけです。

このことに対して、市長一一助役でも結構ですが、私はいわゆる一般の市民感覚、民

間の感覚からすると、これはおかしいのではないかというふうに感ずるわけで、すO これ

に対しては、どういうお考えをお持ちなのか、この点をお聞かせをいただきたいという

ふうに思いますO

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) ただいまの御質問について、お答えをいたしたいと思います。

これは、いろんな言い方をしますが、職務段階別加算措置という形で申し上げており

ますけども、 基本的には、それぞれの職務段階に応じて、一時金の支給時に傾斜して加

算措置をとるというのが、 この基本的な制度でございます。 したがいまして、 基本的に

は、それぞれ役に応じて傾斜して配分をしていくというのが、基本的な性格でございま

す。ただ、その場合にそれぞれこれは国の場合でも都の場合でもそうでございますが、

それぞれの役及びその役相当職ということで、それぞれ適用範囲を広げているのが現実

でございまして、この点について、 今御質問の中で一つのお考えをお示 しになったとい

うふうに思いますけども、この点についての考え方のあるいは相違があるかと思います

が、いずれにしましでも、 国及び地方公務員等の今の給与の制度のもとで言いますと、

相当の知識及び経験を必要とする相当職とい うような言い方をする場合には、 基準は何

かということになりますと、例えば資格を要する職については、それぞれ資格が必要で

ございますけれども、そうでない場合には、 やは り基本的には、 経験年数とし、し、ますか、

その職についての経験年数、別の言葉で言えば年齢とい うこ とになるかもしれませんが、

それが一つの重要な指標になってまいりますo

そういうようなことで、その相当する職というその職の解釈につきまして、いろんな

解釈が成り立つわけでございますけども、私どもとしては、例えば採用後25年、 30年を

経過して、その問、職務に精励をした職員については、やはりそれなりの措置をとるこ

とは、必要なんではないかというふうな考え方を持っておりますので、基本は、あく ま

でその職でございますけども、それに相当する職ということで範囲を拡大し、そ こにそ

れぞれの傾斜加算をするという形で、 私どもとしては、現在考えているわけでございま

す。

以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。
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025番(古賀俊昭君) 市長から答えがありそうな気配もありませんので、質問をしま

すが、私が今具体的に指摘をしましたこの全員に配られておりますこの資料を見ましで

も、役につかない一般の職員の人に10%の人がし、て、しかもその人の数は193名という

ふうに出てます。しかし、役の一つである係長相当職でこの加算を受けている人の 3分

の2が7%0これは、やはりちょっと不自然、ではないかということを私、具体的にこの

数字を挙げてお聞きしているわけで、すね。このことは、今助役がおっしゃる基本的には

役に応じて傾斜をして配分しているという考えとそぐわないと思うんですよ。基本的な

考え方は、もちろんそれでいいんですが、実際やっていることは、ちょっと違うんじゃ

ないか。私どもの理解をちょっと超えた、ちょっとというか、非常に理解しがたい内容

になっているというふうに私は思うんです。

そのことについて、具体的に、いやとれはどうしてもこうやって仕方ないんだという

ふうにおっしゃるのか。つまり、日野の場合には、通し号俸をとっていますので、年齢、

つまり勤務年数に応じて給与の評価をしていくということに、どうしでもならざるを得

ない現状はあると思うんですが、仕事の内容もいろいろ千差万別です。 しかし、相当な、

やっぱり勤務経験を積んで、初めてできる仕事というふうに言えば、どの仕事でも言え

るわけですねO しかし、それはいろんな主観的な評価が異なってくるから、やはり役に

応じて、責任や職務に応じた形で給料を払うべきだというのが、私どもの主張です。つ

まり、これは通し号俸とは全く相入れない考え方なわけですo もちろん生活給はきちん

と最低保障していくというのは当たり前です。しかし、せめて、こういう加算措置を講

じるならば、こういう矛盾は、私は解消した方がいいんじゃないか。通し号俸はやめた

いという市長の表明もあるわけですから、国がどうとかそういうことじゃなくて、日野

市として、やはりもっとはっきりすっきりした形に、部長職は20%、課長職15%、課長

補佐10%、係長 7%、そして一般の職員の役につかない人については 5%とすれば、 非

常にはっきりするし、いわゆる職務給の考え方がボーナスにも確立されるということに

なると思うんですよ。

だってどう考えてもおかしいでしょう。課長補佐は管理職ですよねO 管理職の人たち

に10%の加算があるというのは、これは制度としてわかりますo しかし、そこに係長の

ほとんど 3分の 2の人が 7%であるにもかかわらず、これを飛び越えて、その数を上回

る193人の人が、役に全くつかない人が、この管理職相当の10%の適用を受けるとい う

ことは、よほどのきちんとした説明がないと、私を初め一般の人もわか らないと思 うん

ですよ。市長はわかりますか。
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0議長(小山良悟君)

O助役(砂川雄一君)

助役。

今、御質問の中でも出ておりましたけれども、私どもとしても、

今国が進めております職務に応じた給与体系をつくるべく、私どもとしても努力をして

いるところでございますが、現在の少なくとも日野市の給与体系のもとで、国が昨年度

の人事院勧告の中で、この制度を勧告をして、それが現実に適用される。で、国での適

用の仕方、それから都での適用の仕方、標準的にはこれに従って私どもとしても基本的

には考えていくということで、現在まで来ているわけですが、それぞれの違いもござい

ますので、例えば固なんかの場合ですと、 一つの職務について複数の等級が与え られて

いるという ような こともございます。それがかなり絡んで、例えば係長でも課長補佐よ

り上の級に格づけされるとかし、うよ うなこと も、現実問題としてございます。

これが、なぜそういうことがあるかというと、 一つは、やはり現在、国及び地方自治

体での給与制度と いうのは、も ちろん職務給と いうこ とでの、 一つの体系は持っており

ますけども、 基本的には、 年功賃金と いうことが、やはり基本の流れとしてございます

ので、 若い役っきより は年をと った非役っきの方が給与が高いと いう のが、 実際の給与

体系の中でございますので、そういった中で、 それぞれの役及びその役相当職というこ

とで、それぞれの相当職について傾斜 して加算をすると いう制度を採用しているわけで

ございますけども、 現在の日野市の俸給体系の中では、そう いうような形にならざるを

得ない。

そういう 点で、確かに矛盾と言われれば、完全な整合性を持ってすべてが機能してい

るとい うことでは、 確かにないわけで、そういった点での問題点が、考え方によ っては

当然出てくるとは思いますが、 その辺について、我々として もまだ新 しく 動き出したば

かりで、 国及び東京都でも部分的な手直 し、 その他も 当然、ありますし、それから、日野

市の行政組織として、例えば役づきの職務の規定の仕方、そう いったところも、まだ未

整備なとこもございますので、そういったところ については、 国及び東京都等のそうい

う職務名等を、私どもとしても今後検討 して、そういったものも採用する中で、そうい

うこの加算制度の持っている、例えばいろいろ細かい矛盾等については、いろいろ御指

摘をいただいているような矛盾等については、そういった中で順次、解決できるもので

あれば解決をしていきたいというふうには考えています。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私の考え方に対して、矛盾と言われればそれを半ば認めるとい

うことでもありますが、職務給的な考え方がここで復旧をしてきたというふうにおっしゃ
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る。であれば、余計にこういう役職加算を導入するに当たって、職務給の、いわゆる給

与システムの中身を、この中にこそ含めて実施をすべきだと思うんですね。当初の役職

に対する加算だという言葉は、もう使わなくなってきてるわけですよ。

結果的には、期末手当のこのボーナスの支給額を見ましでも、課長職の最低の方が13

3万、役につかない一般の職員の人でも148万の人がいらっしゃる。課長補佐よりも係長

よりもボーナスの多い一般職員の人が、現に市役所にいるわけですね。これは、その人

が特別な技能だとか抜群の何か功労があったということで、 このボーナスに評価される

というんだったら、私はよくわかりますし、うんと弾んで出してもし、し、と思 うんですよ。

しかし、こういった逆転や、この加算の課長補佐相当職に200名近くの一般の役につか

ない人に10%の加算をして、係長の大半が10%以下だというのは、このボーナスの逆転

とともに矛盾だというふうに、市長は思いませんか。私は矛盾だ と思います。市長、窓

えてください。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 国から給与改定の考え方が進められて、傾斜配分という 管理

職を中心とした制度が適用してよろしいとし、し、ましょうか、適用せよという形になって

まいったわけでありまして、 一方には、これは全協の場では申し上け.たわけであり ます

が、交渉の中で一応の決着を見たという経過がございますので、 全 く理論的に完全無欠

だというふうには言えないかもしれないということは、御理解をお願いしたいと思いま

す。これからなるべく努力をする一つの課題であるというふうにお答えをしておきたい

と思います。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 市長も内容は、私が指摘している内容は、おわかりになります

よね、言っている意味は。じゃあ是正の意思はあるということで受けとめていいですか。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

O議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

今後の課題にしたいと思います。

古賀俊昭君。

この支給額の最高最低を見ましても、それから、 この役職加算

という考え方が全く、今骨抜きにされてしまっている。こういう ことは、 言葉に出 して

はなかなか職員は言えないと思うんですね。 iおれは、いやだ。」とは言えないですよo

「おかしいと思う。 Jとは。そういう何か積もり積もったものが、 市役所の中に満ちる

ということは、非常に怖いことだと思うんですね。
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是正の意思があるというならば、もとの役職加算という考え方に戻って、こういう支

給額の逆転が少なくともなくなるような、だれだって普通、部長、課長と来れば、まさ

か課長の中に課長を上回る役につかない一般職員の人がし、るというのは、ふつうは考え

ないですね、どんな組織でも。 しかし、日野市役所はそのことがもうここずっと私が議

会に来てこう いうボーナスの時期に資料をいただく と、必ずあるわけです。一向に解消

されなL、。こう いう目 に見えない職員の士気を阻喪するような給与システムというもの

は、ぜひ改めていただきたいと思 うんです。

市長は、矛盾とい うこ とも認めておられるし、また是正をすべきだという私の聞いに

対 しても、 努力をする旨のお話はな さっているんですが、いやだとは言えないもう これ

だけのあからさまな現実があるわけですから、そう いう答弁はもう 当然だと思うんで、す。

あとはやる気がある かどう か。そのことに尽きると思 うんです。また、 年に2回のボー

ナス の支給があ ります し、今後、 役職加算についてだけでも通 し号俸とい う給料表が変

えられないなら、まずこのボーナスの時期の加算だけでも、 きちんとした職務給に基づ

く、いわゆる役職に応じた加算が、 すっきりした形で・支給されるように、ぜひ取 り組ん

でいただきたい。このことをお願いしておきます。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをも って質疑を終

結いた しますo

お諮 りいたします。ただいま議題となってお ります本件については、委員会付託を省

略いた したいと思いますが、 これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、 委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承りますo 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 今もう 意見も少し申し上げたところなんですが、今回のボーナ

スのこ の支給の実態見まして、私は市長の仕事に対する熱意とか責任感、使命感に、や

はり指導者として欠如がある とい うこ とを指摘せざるを得ないわけです。今のやりとり

でも、そのことはおわかりいただけるのではないかとい うふうに思います。つまり、市

長の市民に対する態度と職員組合の活動に対する、労組に対する態度が著しく違ってい

ると いうふうに感ずるわけであり ます。 職員組合も、ただ給与のために働くという労働

者としての意識を優先させるだけではなくて、また決められたノルマをただこなせばい

いとい うよ うな考え方ではなくて、 やはり仕事を通 して、まちづくりにも寄与する、ま
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た、まちの発展、行政の展開を左右する大事な仕事をしているということを、ぜひ自覚

をしてもらいたいと思うわけです。つまり、仕事に誇りを持つということが大切だと思

います。そういったことを考えますと、この給与制度をぜひボーナスを含む制度の是正

を今後取り組んでいただくことをお願いをしておきます。

また、全協でも触れられておりましたが、ストライキ、この自治労の違法ストライキ

についても指摘をしておかなければなりません。いまだに多くの民間企業や事業所は、

まだ週休 2日も実施してないところは多いわけですね。今度平成 3年の10月だと思いま

すが、発表された東京都の給与に関する報告と勧告、人事委員会の資料を見ますと、民

間における週休 2日制の実施状況については、小規模事業所については、まだ半分行っ

ていないところがあります。実施しているのが46.4%という数字が出ております。こう

いった民間企業の実態等もぜひ理解をしてもらいたいというふうに思うわけであります。

給与も大体ほどほどに高くて、また仕事の内容も、いわゆる世間で言 うところの 3Kと

いうような仕事をほとんど全員の人がやっているというような状況ではない。夏は冷房

が入っている。そういう職場でほとんどの方が働いてらっしゃる。民間の、やっぱり 実

態というものも十分に理解をする必要があると思います。

にもかかわらず、組合の闘争という、いわゆるストライキという違法行為が、職場を

放棄したり、庁舎にビラを張ったり、また赤旗が立てられたり、今も立っております。

庁舎内に座り込む。こういう民間の感覚からすると、まさに殿様ストのようなことを繰

り返し行っているのが、現在の実態であります。断じて、自治労の違法ストを許きない、

というそういう姿勢を理事者には持っていただきたい。このように思うわけであります。

( iそうだ」と呼ぶ者あり)こういう違法ストに対しては、厳罰をもって臨む、そうい

う姿勢を強く求めておきます。それを行わないことは、理事者としての怠慢であります。

( iそのとおり」と呼ぶ者あり)例え、 29分以内というストライキであっても、違法ス

トにはかわりがないわけであります。(iそうだj と呼ぶ者あり)参加者はもちろんの

こと、理事者も含めて同罪と言わなければなりません。(iそうだ、そのとおりJと呼

ぶ者あり)今回のボーナスの支給を通して、多くの問題が明らかになっていると思いま

すので、是正に向けての一層の取り組みを、またその自覚を促して、意見といたします。

( iいい意見だJと呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は、原案のとおり決するに御異議ありま
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せんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第102号、日野市一般

職の職員の平成 3年度12月期における期末手当の支給率の特例に関する条例の制定の件

は、原案のとおり可決されました。

お諮りいたしますo 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 6時12分 休憩

午後 6時30分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開き ますo

これより議案第103号、日野市防災情報室建築工事請負契約の締結、 議案第104号、

野市防災情報室建築工事に伴う電気設備工事請負契約の締結、議案第105号、日野市防

災情報室建築工事に伴う給排水衛生空気調和設備工事請負契約の締結の件を一括議題と

いたしたいと思いますが、 これに御異議あ りませんか。

C i異議な し」 と呼ぶ者あ り〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。 (i議事進行」と呼ぶ者あり)土方尚功君。

06番(土方尚功君) 突は、 説明をいただく前で申しわけないんですけども、 きょう

初めて担当の参事ということで、それぞれ出席がその場によって、先ほども監査委員会

の事務局長も見えました。実は、私たちが承知をしてる中では、こちらの防災情報セン

ターの特命で参事がいらっしゃるというふうに、私は承知をしています。特段に、市長

の方でこれからどういう質問が出るかわかりませんけれども、そこら辺の対応について

は、 今現在の出席者で対応ができるかどうか、我々わかりませんo そういう中で、きょ

うから始ま った制度であ って、 担当参事がいてその方が出席をしていない。こういっこ

たことが、今見受けられるんですけれども、そ こら辺について議長の方も承知をされて

いるかどうか。場合によ っては対応が必要かなというふうに、今あくまで予測ですから、

何とも言えませんけれども、そこら辺についての見解があれば、先に求めておきたいと

思います。

0議長(小山良悟君) 議長としては、 この議事日程が決まっておりまして、 理事者側
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としては，どの議案が来るか十分承知しております。その上での答弁体制をとっている

というふうに思っておりますので、それ以上のことについてはもう理事者側の対応でご

ざいますので、議長としてはそういう見解でおりますので、議事を進めたいと思います。

よろしゅうございますか。(IはいJと呼ぶ者あり)市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第103号、日野市防災情報室建築工事請負契約の締結。

本議案は、日野市防災情報室建築工事の請負契約を締結するもので、地方自治法第96

条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 4億2，127万円で北野建設株式会社が落札し、たしました。

議案第104号、日野市防災情報室建築工事に伴う電気設備工事請負契約の締結につい

て。

本議案は、日野市防災情報室建築工事に伴う電気設備工事の請負契約を締結するもの

であります。

入札の結果、 1億3，905万円で演坂電機株式会社が落札し、たしました。

議案第105号、日野市防災情報室建築工事に伴う給排水衛生空気調和設備工事請負契

約の締結について。

本議案は、日野市防災情報室建築工事に伴う給排水衛生空気調和設備工事の請負契約

を締結するものであります。

入札の結果、 1億4，008万円で富士電機総設株式会社が落札いたしました。

以上 3議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審

議のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) それでは、議案第103号、日野市防災情報室建築工事請負

契約の締結につきまして、御説明を申し上げます。

契約金額でございますが、 4億2，127万円でございます。契約の方法は指名競争入札

でございます。工期でございますが、契約の翌日から平成4年12月15日まででございま

す。契約の相手方でございますが、長野県長野市大字南長野県町524番地、北野建設株

式会社、代表取締役、北野次登でございます。

次のページでございますが、入札の関係でございますが、現場説明を11月20日に行い

まして、 12月 3日に入札を執行いたしました。その結果、ここに記載してございます北
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野建設が落札をしたわけでございます。

工事の概要でございますが、まず工事の場所でございます。日野市神明一丁目 11番地

の16でございます。工事内容でございますが、鉄筋コンクリート造、地下 1階、地上 2

階でございますO 各フロアーの施設につきましては、記載のとおりでございます。次は

面積でございますが、まず敷地面積でございます。 1，388.94平方メートルでございます。

建物の建築面積でございますが、 450.11平方メートルでございます。床面積が984.72平

方メートルでございます。各フロアーの面積につきましては、記載のとおりでございま

すo

あと図面が添付されておりますが、内容につきましては省略をいたしますので、よろ

しくお願し、し、たします。

次が議案第104号、日野市防災情報室建築工事に伴う電気設備工事請負契約の締結で

ございます。

契約金額につきましては、 1億3，905万円でございます。契約の方法は指名競争入札

でございます。工期でございますが、契約の翌日から平成4年12月15日まででございま

す。契約の相手方でございますが、東京都日野市旭が丘三丁目 2番地の 5、演坂電機株

式会社、代表取締役、門下高欝維でございます。

入札の結果でございますが、現場説明を11月20日に行い、入札を12月 3日に行いまし

た。入札の結果は、 9番目の潰坂電機が 1回目で落札をしたということでございますo

次は工事の概要でございますが、まず工事場所でございます。日野市神明一丁目 11番

地の16でございます。工事内容でございますが、詳細は記載のと おりでございますが、

受変電設備、幹線、動力設備、以下、記載のとおりでございます。

次は議案第105号、日野市防災情報室建築工事に伴う給排水衛生空気調和設備工

負契約の締結でございますo

契約金額は 1億4，008万円でございます。契約の方法は指名競争入札でございます。

工期は、契約の翌日から平成4年12月15日まででございます。契約の相手方でございま

すが、東京都中央区日本橋三丁目 12番 2号、富士電機総設株式会社、代表取締役、今野

昇でございます。

入札の経過でございますが、現場説明を11月20日に行い、入札の執行は12月3日でご

ざいます。入札の結果、 10番目の富士電機総設が記載のとおり第 1回目で落札をいたし

ましTこO

工事概要でございますが、まず工事場所は神明一丁目11番地の16でございますO 工事
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の内容は給排水衛生設備、空気調和設備でございまして、内容につきましては、記載の

とおりでございます。

よろしく御審議のほどお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。小川友一君。

04番(小川友一君) 1点だけ確認と質問をさせていただきたいと思います。

もう通告をさせていただいております公共事業の件で、いろいろ資料等を集めていた

経過の中で、今回議案として日野市防災情報室建築工事請負契約書が上程されたわけで

ありますけども、たまたま私は市長の基本政策の中にある、要するに地元業者の育成と

いう観点から立って、今回、一般質問を組み立てておりました。市長の10大基本政策の

中に、第 7項に商工業の活力と魅力を生み出す施策を展開します。その欄に、市の公共

事業の発注、物品購入は地元を優先し、中小規模業者の育成を強化しますというふうな

施策がうたわれているわけでありますけども、当然、そういうふうな観点に立って、 こ

の上程の議案を見ておりましたところ、俗に大手業者、指名10社の中で地元の業者が 1

社も入っておりませんo

きのう沢田議員からの質問の中で、なぜ地元の業者が入っていないのかの質問に対し

て、総務部長のお答え 3点いただきました。工事量が消化できない、仕様書どおりにで

きない、工期が問題、この 3点が、総務部長からのお答えであったと思います。この 3

点で、間違いないのか確認だけさせていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 私からお答えをいたします。

先般、私が申し上げましたのは、市が工事等を出す基本姿勢として、そういうところ

にまずポイントを置くということを申し上げまして、市内の業者がそういう能力がない

とかあるいは工期を守らないとか、そういうことを申し上げたわけではございません。

O議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) それは一般的な判断の中で、そういうふうなお答えが出たとい

う判断で結構なんですけども、私たちがなぜ地元の業者が入っていないのかという質問

に対して答えられた答弁である以上、そういうふうな中で判断がされたというふうな形

で理解をしたい、とこのように思っているんですけども、再度返答がありましたらお願

いします。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 私がお答えをいたしますのは、このように申し上げたと思
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うんですが、いわゆる貴重な財源、これはどんな形であろうと財源は、もとはいわゆる

市民の負担である。そういうことで、若干言葉が足りなかったかもしれませんけれども、

まず工事を出す場合には、できるだけ安い値段でできる。それが第 1点。それから第 2

点目は、仕様書どおりに最低限度できる。場合によりますと、実際にはそれ以上の成果

品をいただく。それからあと 3点目 は、いわゆる会計年度の問題あるいは物によりまし

ては、補助金、起債、そういった財源を充てるわけでございますから、工期を守っても

らう。そういうことが大事だと。そ ういう上で工事を発注をする。これは基本的な問題

でございまして、そのほかに、地元企業の優先でありますとかし、ろいろそういうものは、

また別の問題だというふうに私は考え申し上けYこということでございます。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 今、総務部長のお答えは、もうお答え要りませんけども、 一般

質問の中で取り上げたいと思い ますけど、要する に安い値段でできる。工期が問題だ。

こんなものは、 建設省の方の建築を発注する際の中にうたわれていて、要するに適正な

価格で適正な工期をもって発注しろという項目があるわけでしょう。 そんな ことは、い

まさら言えたことじゃないと思うんで、すねO この件を、再度今いただいたお答えを踏ま

えて、 一般質問の中で取 り上げさせていただきたいと思っております。

お答えは要りませんO

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) それでは、質問をさせていただきます。

先ほどの議案第100号の中でも土方議員 と古賀議員が触れておりまして、また、今回

の当初予算の中にも予算計上された中でも、この用地取得におきまして、なかなか理解

しにくいなというんですかね、特に当初、土地、建物を取得するときに、その建物につ

いては、そこに防災のセ γ ターを建物の中に設けるんだという中で、その土地及び建物

を購入するというような位置づけの中で購入をされた経緯が記憶にあ るんですけど、そ

の後いろんな指摘の中でその建物が構造上、耐震性の件で非常に懸念があるという中で、

防災の建物を新しく 建物、 建ってきた。

そうし、う経緯がありまして、非常に計画性というか、日野市としてどういう基準を持

ちながら土地を取得していく。将来計画の中で位置づけしていくかというは、非常にこ

ういう例を見ても不明瞭であり、非常に先ほど部長が、市民の財源からという趣旨のお

話がありましたけど、本当に市民の血税ですから、それについては、やっぱり長期的な

展望に立ちながら有効に活用していくのが当然ですけど、どうもそういう姿が見えませ
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んo また、それについては、古賀さんが一般質問等で触れるでしょうから、この点につ

いては今質問いたしませんけど、 1点、確認方々、方向性についてお教えいただきたい

のは、今回、この建物ができまして、電算が入ります。また、防災関係の部署が入って

まいりまして、で、庁内につきましては、その分だけスペースがあいてきます。そうし

ますと、そのあいたスペースの活用の仕方と同時に、今後、この建物をつくるときには、

たしか人口18万程度の予測の中で設計されたのかなと記憶はしているような感じするん

ですけど、そうしますと、将来的に分庁舎ということが発生するのか。もし、発生する

としたらば、どういう時点、いつごろの時点で分庁舎というのが発生するのか、それに

ついてお考えがあれば教えていただきたい。

また、この建物を具体的に計画する時点におきまして、そういう予測も十分踏まえて

お考になったのか。と同時に、この建物については増築が可能なのか。そういう ことも

考えたのか。その辺、ちょっと基本的なことですから、お聞きいたします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

だきたいと思います。

機能上、本庁舎が手狭になっているという事情が一つございますO かつて、 この庁舎

を建てた当時は、現在の 2階部分が 4階まで増築をできるという条件下にありました。

私の答えるべき部分について、今の質問に説明をさせていた

その後、建築関係の法規の改正あるいは日影条例等が制定されまして、この本庁舎自身

がもうその増築の余地がない。こういう事情になっております。いろいろこの周辺の用

地をなるべく確保して、将来の行政需要の拡大あるいは行政執行の機能化のために、分

庁舎というべき、そういう建物も見通しておかなければならない。こういう今日の事情

にあるわけでありまして、そのことを周辺の土地の所有者の方にも、処分をされる機会

が生じました場合は、役所の方にぜひ情報をお伝えいただきたいということをお願いを

してまいっております。

結果、若干の情報もいただき得ておるわけでございますので、将来展望に誤りのない

手立てをとりながらやっていきたい、とこう思っております。

たまたま今回の本庁舎の分室というべき防災情報室を思い立ちまして、緊急時の対応

をしなければならない。この庁舎では、これまでに災害対策本部あるいは本部に準ずる

べき対応をしたことがございますが、 2階の2011室をその用に当てておりますけど、部

屋も狭いわけでありますし、機器を設置するにも庁舎内では、もう不十分であります。

したがし、まして、今回の機会をもって設置すべき機器あるいは今まで持っておる機器の
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配置の場を得たというふうにも考えておるわけでありまして、将来展望は、絶えず広い

範囲で配慮、をしながら取り組んでいくべきものだというふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) よく相も変わらずわかんないんですね、市長の答弁はですね。

( rわかるわよ」と呼ぶ者あり)少なくとも市長自身は、この庁舎の増築状況の法令が

変わってきた。で、将来的には増築が難しくなってきたんだ。それで、将来的には、分

庁舎的な部分の必要性があるという、そういう将来見込みがあるんであれば、今回の提

案されている建物を建てるにつきましては、当然ここに集約するということは、当然将

来計画の中で具体的に踏まえた上で、第 1期工事、第 2期工事というふうな形が自然で

あります。そうすると、建物を見ますと配置の問題、建物等の内部的な動線の問題から

見て、何らこれは増築ということは全く 考えられない建物ですね。当然、分庁舎になれ

ば、分庁舎が将来的に点在していけばいかに使いにくいかということは、市民サービス

の上からも非常に不適切になってまいります。こういう庁舎のすぐ接近した好条件の場

所が、当然入手されている以上は、最大限の将来計画を考えただけの位置づけとともに

建物の設計というのは当たり前だと思うんですね。何らそういうことは考えてないわけ

ですよ。すべて場当たり式なんです、場当たり式。すると、ますます不便きが増してく

るわけですよ。その辺について、市長のもう 一度答弁お願いします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 場当たり式と指摘されることには、大変つらいわけでありま

すが、十分、将来に対して配慮をしながらできる ことを適切、着実にやっていくという

ことが、当面のいただいておる任務であるというふうに自覚をいたしております。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) よくわかりませんけど、第 3固定例会の一般質問で「南平地域

に図書館、児童館等の設置を」という題名で、 一般質問をさせていただきました。これ

は、南平小学校、南平四丁目なんですけど、この東側に市有地が約500坪ありまして、

その複合施設に活用ということが、最終的な質問になりました。そのときに、市長は庁

内では、将来、庁舎の一部を分ける。そして、分庁舎用地として考えていきたい。現業

の事務所、公園事務所、そして環境緑化協会事務所等を設けたらどうか、そういう発想

で考えているという答弁があったわけですよ。もし、そういう将来構想、があるならば、

この議案第103号に出ております神明一丁目の11番地の16、この場所に、当然そういう

将来計画の構想、を持つなら、当然増築予定というふうな、当然あって当たり前であろう
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し、南平四丁目のあの庁舎から随分離れました場所にわざわざそういう分庁舎を設ける

こと自身がどうも理解ができないし。ですから、場当たり主義だという発言をさせてい

ただいたわけです。もう少しこういう大きな一つの仕事をする場合、将来的な部分も当

然組みながら考えていただきたいわけですよO

非常に市長の今の種々な計画にしても、いろんな面で今議会におきましても、 市長が

提案した件につきまして、随分いろんな問題点が発覚いたしました。ますますそれが多

くなってきている。非常に行き詰まりの状況になってきたわけですよ。その辺をもう少

し市長自身もしっかり認識をして、やはり 自分自身でその辺を反省 していただきながら、

今後、行政運営に努めていただきたいと思います。

また、この件については、別な機会にまたいろんな角度からやらせていただき ますの

で、本日はこれで終わります。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) 103号の方なんですが、 先ほど小川議員の方からも質問さ れて

おりますので、若干重複す忍部分は避けますけれども、 ここ で10社の社名が出ておりま

すけれども、これを大中小とし、し、ましょうか、そういう 規模で分けるとすると、 この10

社はどんな感じで区分けされるのかという ことを、念のためにお伺いをしたいなと。

それから、見かけるところ、地元業者というのはこの中に入っていないようなんですが、

この規模の建物をつくるということに対しては、現在日野市の、いわゆる地元業者の能

力で見たときに、対応可能なのか無理という判断なのか。そのこ ともあわせてお伺いを

したいと思いますo

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

簡単に言いますと、指名をする基準でございますけれども、格づけでございますとか、

それから近年の公共事業の実施状況、あるいは市の事業の過去の施工、市の工事をどの

程度やって、その結果がどうかとか、あるいは市内業者であるか準市内であるか、いわ

ゆる完全な市外であるか。それから、現在受注をしております、いわゆる日野市からの

工事を請け負って工事をしている、いわゆる現在抱えている受注量、これが量と工期を

あわせてどの程度か。それから、あと一つは、いろんな事件とし、し、ますか事故とし、し、 ま

すか、そういうようなものも実際に業者にあるわけでございまして、 場合により ますれ

ば、国の工事でありますれば国の処分があったり、都についてもそんなようなことも あ

るわけでございます。そういう情報を収集をいたしまして、あ らゆる角度から業者を選
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定するというものでございますO

それで、その業者を選ぶ場合、格づけと言いましたけれども、これは国も都も同じで

ございますけれども、例えば建築工事でありますと、建築のいわゆる設計金額、これに

見合う格づけの業者を当てるというのが、まず原則でございます。今回の建築工事につ

きましては、格づけで言いますと、 Aクラスの業者を選定をしたということでございま

すo

それか ら、市内業者の中でこの工事が施工可能か否かということでございますが、 こ

れは可能な業者もあろうかと思います。しかしなが ら、先ほど申し上げましたようない

ろんなその持っている業者の工事の内容でありますと か、いろいろそういうものを勘案

した中で、選定を したと いうことでございます。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) いろんな角度からいろんな ことを検討されて、 こう いうふうな

ことの形になってきてる わけですから、そのこ とについては特に問題はないわけですけ

れども、 ただ残念だなと思うのは、そう いう能力を持った業者も地元の中にはあるんだ

とい うことであれば、せめて指名業者の中には 1社ぐらいでも入ってほしかったという

感じは しないでもないんですが、それで、そのことよりもきのうも行政報告の中で、地

元業者育成ということから、いろいろ今後検討すべきではないかと いうことを申し上げ

たんですが、先ほど小川議員の質問に対して、発注に当たっての基本的なことが三つほ

ど挙げられました。その中で、 当然市民からの大事な税金を使っていろんなものをつ く

るわけですから、より安く、そして技術的によりすぐれたものをと いうのは、これはも

うだれしも望むところであ りますので、それは問題ないんですが、ただ、も う一方そこ

で考えなければいけないのは、 その大事な税金の中には、地元業者であれば、それなり

の法人税だけに限らず、いろんな形で貢献をしていると いうこと も、やっぱりその考慮、

の中に入れていく必要があるだろう。その上で客観的に見て、どうしても問題があると

いうこ とであれば、 これはもう公平な裁きですから何ら問題ないと思いますが、特にコ

メソトは結構でございますけれども、そんなことを幅広く考慮する中で、検討していた

だきたいということ を申 し上げておきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) ちょっと私の答弁が不足しておりますので、 誤解を招 くと

いけませんので、少 し追加をさせていただきますO

先ほど私は 3原則を申し上げました。それで、いわゆる発注に際してのいろんな考慮
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については、これは別問題であるという「ふうに申し上げました。それで、ただいまの質

問の中で、いわゆる格づけということで、この工事についてはAクラスでございますの

で、 Aクラスの業者を当てたということでございますO しかしながら、市内企業の育成

ということで、この格づけをきちんと守っていたんでは、いつまで、たってもその格の仕

事しかできないわけでございます。過去の実績、いわゆる市の受注工事の成果等も考慮、

して、格づけより高い工事を市内業者にも積極的にお願いをしているというのが実情で

ございます。

0議長(小山良悟君) よろしいですか。(Iわかりました」と呼ぶ者あり)ほかに御

質疑ありませんか。市川資信君。

026番(市川資信君) 沢田議員の発言に関連いたしまして、ただいまの総務部長の答

弁を聞きまして、私もかなり長い間、議会に出させていただし、て、 常々そういったこと

を感じていて、この程度の金額の受注を市内業者でどうしてできないんだろうというこ

とを、常に疑問に思っておりました。で、今、沢田議員の発言に対して、総務部長の答

弁は、この程度の仕事だったら市内にもできる業者はあるんではなかろうかということ

に対して、あると思う。ただ、他の仕事の受注関係から見て、地元の業者では今回はこ

れに入らなかった、とこういうような答えをいただいたわけですが、ならば、過去にこ

の金額で地元の業者でとった業者はあるでしょうか。ちょっとその点についてお答えい

ただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) ちょっと調べないとわかりませんが、 ちょっと時間をいた

だいて調べないとお答えできないので、後ほどお答えするということで御理解いただき

たいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 調べなければちょっとわからないということで、それはそれで

結構です。ただ、私の記憶には、恐らくないんではないかなという、それほど記憶に薄

いんですね。

もう 1点、私は、きょうも私どもの部屋に地元の業者の組合の役員の方々が見えまし

て、いろいろと資料等を置いた上で、お帰りになられたわけですが、きょう聞いたわけ

じゃないんですけども、私どもいろんな機会にお話聞くと、市内の業者で日野では、例

えば 2億5，000万の仕事っきり、うちはもらえないんだ。相当の実力のある、まあもち
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ろんこの程度の仕事はやっているわけです。ところが、東京都では日野の 2倍以上の仕

事を受注しておる。なのに、地元ではその半分の金額っきり受注できない。一体、これ

はどういうことなんだろう。ほかの市では地元、今の格上げというんですか、例えば資

本金なり過去の実績のプラス αというものをハ γディをつけてあげて、こういったAク

ラスの中に入れているのに、日野ではそうい ったシステムをなかなかとってくれない。

非常に残念だというような ことを、私はかつて聞いたことありますし、まずこ今はもう退

職されました山崎総務部長の当時、私は総務委員会へ属してるときに、その契約案件に

ついて質疑したときに、山崎総務部長は、 直ちにそれから JV系統というものを、非常

に積極的に取り上げていきましたねO それは JVがし、いとか悪し、かは別としましでも、

あれは明 らかに市内業者のいろんな意味の器量のあるいは技術のいろんな意味の大手か

ら学ぶ点が多かったんではなかろう か。大手にしてみれば、なかなかこれは逆に大変だっ

たかもしれませんけれども、しかし、 これは 日野に限らず他の自治体もやっているわけ

なんですが、そこら辺のところを今後十分に配慮 した形の中で、こういった受注関係の

契約関係を積極的に展開 していただきたいということを要請しておきます。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをも って質疑を終

結いたします。

本 3件について御意見があれば承 ります。なければこれをも って意見を終結いたしま

すo

お諮りいたします。これをも って議案第103号、日野市防災情報室建築工事請負契約

の締結、議案第104号、日野市防災情報室建築工事に伴 う電気設備工事請負契約の締結、

議案第105号、日野市防災情報室建築工事に伴 う給排水衛生空気調和設備工事請負契約

の締結の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第106号、 (仮称) 日野駅西第 5自転車等駐車場新設工事請負契約の締

結の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第106号、 (仮称)日野駅西第 5自転車等駐車場新設工

事請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。

本議案は、 (仮称)日野駅西第 5自転車等駐車場新設工事の請負契約を締結するもの
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で、地方自治法第96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 1億197万円で株式会社 加藤鉄建が落キしいたしました。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしぐ御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めますO 総務部長。

O総務部長(前田雅夫君) 議案第106号、 (仮称)日野駅西第 5自転車等駐車場新設

工事請負契約の締結につきまして、御説明を申し上げますO

まず、契約金額でございますが、 1億197万円でございます。契約の方法は指名競争

入札でございます。工期は契約の翌日から平成4年 7月31日まででございます。契約の

相手方でございますが、日野市栄町一丁目21番地の14、株式会社 加藤鉄建、代表取締

役、加藤善己でございます。入札の経過でございますが、現場説明を11月20日に行いま

して、 12月 3日に入札の執行を行いました。その結果、 4番目の株式会社 加藤鉄建が

9，900万円で落札をいたしました。

工事の概要でございますが、工事の場所でございますが、大坂上一丁目 9番地でござ

います。工事の内容でございますが、屋内駐車場鉄骨造地上 2階建、 755台収容でござ

います。 1階、 2階、屋上につきましては、記載のとおりでございます。この屋内のほ

かに屋外駐車場がございまして、コンクリート舗装で115台収容するということでござ

います。附帯設備は記載のとおりでございます。面積関係について申し上げますと、敷

地面積でございますが、 543.54平方メートルでございますo 屋内駐車場につきましては、

建築面積が321.50平方メートルでございます。延床面積は683.13平方メートルございま

して、各フロアーの面積は記載のとおりでございます。

図面等が添付されておりますので、説明は省略いたします。御参照いただきたいと思

います。

よろしく御審議のほどお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。夏井明男君。

022番(夏井明男君) これは、ちょっと市長にお聞きしたいんですけども、市長、配

置図を見ていただきますと、これ私の記憶間違いでなければと思うんですが、前にこれ

はたしか ]Rの関係の土地で、建設部の方で苦労されて、よくもまああの土地を確保で

きたなというふうに私はびっくりしたわけですが、それで、一番心配しますのは、この

配置図を見ていただきますと、私の記憶違いでなければ、左上の方が大坂上都営とか日
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野自動車がある方だと思うんですが、右下の方が日野駅があるところへ出てくると思う

んです。それで、この公道が歩道を含めて 8メーターということで、反対側には歩道が

ありますが、いわゆる屋内駐車場の手前の方には歩道がちょっとあって、もうこれ消え

てるわけです。消えているというか、ないわけですね。そうしますと、道路幅がこれ6.

8メーターの車道と歩道との混合してるところを通って日野駅の方へ行くわけですけど

も、前に日野駅の方のそばに行きますと、いわゆる ]R線側の方には歩道が、御存じの

ように消えている、ないわけです。

今の都市整備部長のお話でも、この自転車の台数が880台収容ができるわけですけど

も、人の流れとか日野駅周辺の誘導するということも含めて、いずれにしても、ここは

相当そういう方の利用が多くなってくると思 うんで、すO 現在でも、ここは実践女子大の

学生さんも通学のときは使いますし、それから、日野駅を利用される方も入ってくると

ころで、従来から ]Rの側の方の敷地をお借りしても、歩道をつくる必要があるんじゃ

ないかということを、私は提案をさせてもらったことあるんですが、現在こういうふう

な駐輪場ができますと、ますますいわゆる退社時間、通勤時間帯が日野駅の出口のあた

りで相当危険度が高くなるというふうに、私は見ているわけですけども、そういう意味

で何らかの対策を、やはりこれだけの施設をつくる以上は考える必要があるんじゃない

かというふうに思いますので、市長、この辺お気づきだと思いますけど、どういうふう

に進めるか、 基本的なお考えを一言承りたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘の こと は、配置の中で一応の検討をしたという経過が

ございます。混雑、あるいは朝の忙しいときの公道でありますから、確かに歩道のない

中で万全だという 言葉も言いがたいわけでありますが、ここの管理の立場から道路上に

も出るぐらいな案内の仕方をもって、 事故のないことを期していきたい、こういうふう

に考えておる。その一方には、なるべく台数を収容能力を高 くということと、あわせこ

ういう配置並びに設計になった経過であるというふうなお答えをもって、御理解お願い

したいと思います。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 実は、ちょっとその辺が私は考え方をもう一歩変えていただけ

ればと思うんですが、というのは、恐らくこの駐輪場を使われる方は、日野駅の ]Rを

使って通勤される方、通学される方が多いわけです。三多摩の市長会でも、要するに本

来、これは ]Rのお客様でもある。ですから、そのお客さんが中継地点として自転車で
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来られて、それで j Rを利用して行かれる。そういうことであれば、本来jRの方でも、

この辺、通勤通学者のために何らかの工夫をしてもいいんではないか。その駅を利用す

るということの延長線で利用者のそういうことがあるわけですから、何も100%、日野

の財政でこういうことを設けてやることもどうかということで、むしろ東京都、jRの

方にも協力を願って、駐輪場をつくっていただきたいとい うこ とが、私の記憶違いでな

ければ、市長会でも要請が出ていると思うんですO

これは、私はそうだろうと思います。時代がこういうふうな時代になってきています

から変わってくるわけですが、幸い、この駐輪場の建物の下の方には、市長も何回もあ

そこを通られているからわかると思いますが、 jRの敷地があるわけですね。そこの敷

地は、まだ余裕がありますから、その部分を歩道といっても、ゆったり歩道をつくって

もまだ土地が十分ありますので、そこら辺、私は jRと交渉をされていく余地が十分あ

るんじゃないかというふうに思うんです。そこを削ったからとい って、 電車がおっこち

てくるような際どいところまでの土地の提供じ ゃありませんのでo

ですから、今その公道の部分まで交通の整理が出てという ふう におっしゃいましたけ

ど、ことは非常に道路が狭くて、対向車関係でも非常に危ないと こですから、むしろ整

理員が外へ出たら、この人、事故を起こすと思います。ですから、そこまで私は実際に

は、運用の中ではできないと思いますので、実際、これが始ま ってみなければどういう

ふうな人の流れになっていくのかわかりませんけども、長期的にはやはり ここ の危険度

というのは高くなることは事実ですから、そういう観点から、ぜひ jRと交渉をしてい

ただきたいというふうに要望しておきます。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをも って質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしますo

お諮りいたします。これをもって議案第106号、 (仮称)日野駅西第 5自転車等駐車

場新設工事請負契約の締結の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第107号、浅川右岸第六処理分区 (3-1)工事請負契約の一部変更の

件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。
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〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第107号、浅川右岸第六処理分区 (3-1)工事請負契

約の一部変更について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、吉原建設株式会社と締結しております浅川右岸第六処理分区 (3-1)工

事の請負契約について、契約金額及び工期を変更するものであります。

詳細につき ましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めますo 総務部長。

O総務部長(前田雅夫君) 議案第107号、浅川右岸第六処理分区 (3-1 )工事請負

契約の一部変更につき まして、御説明を申し上げます。

まず、 契約金額の変更ですが、 変更前につきましては9，960万1，000円でございます。

この金額を 1億2，264万9，310円に変更するものでございますO 工期につきましては、 変

更前が平成4年 3月17日まででございますが、変更後は平成4年 3月27日までに変更を

するものでございます。変更の理由でございますが、 東京都が施工中の流域下水道浅川

幹線工事の進捗に整合させるため、 工事区間の延伸が必要となった ものでございますo

次のページでございますが、現在の契約の内容でございますが、 これは記載のとおり

でございますので、省略をいたします。

変更工事の概要でございます。管布設工でございますが、変更前、変更後と ございま

すが、このう ち900ミリの変更前、延長67.6メー トルを91.2メー トルに変更するもので

ございます。こ の下の図面を見ていただきたいのですが、 旧七生支所のと ころの交差点

でございますが、 この川崎街道に並行いた しま して、現在、東京都が流滅幹線の施工を

しております。こ の幹線に 日野市が公共下水道で行ってお ります本管を接続をするとい

うものでございますo

0議長(小山良悟君) これよ り質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

お諮 りいたしますo ただいま議題となってお ります本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたします。
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これより本件について採決いたします。本件は、原案のとおり決するに御異議ありま

せんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますo よって議案第107号、浅川右岸第

六処理分区 (3-1)工事請負契約の一部変更の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第108号、浅川右岸第五処理分区(3一3)工事請負契約の一部変更の

件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第108号、浅川右岸第五処理分区 (3-3)工事請負契

約の一部変更について、提案理由を申し上げます。

本議案は、村本建設株式会社と締結しております浅川右岸第五処理分区 (3-3)工

事の請負契約について、契約金額を変更するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めますO 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 議案第108号、浅川右岸第五処理分区 (3-3)工事請負

契約の一部変更につきまして、御説明申し上げます。

変更の内容は、契約金額でございますが、変更前が 1億5，656万円でごぎいます。変

更後は 2億2，485万2，090円でございます。変更の理由でございますが、 京王線軌道敷の

横断工事が市施工で可能となったことと、交通対策においても工事区間の延伸が必要で

あるということで、変更するものでございます。

契約の内容は、次のページにございますが、省略をいたします。

工事の概要でございます0 ・まず管の布設工でございますが、 800ミリの管でございま

すが、変更前の延長は171.6メートルでございました。これを246.8メー トルに変更する

ものでございます。さらに350ミリでございますが、変更前はゼ ロでございます。変更

後、延長20.6メートルということでございます。それぞれ同じく推進工法でございます。

ちょっと図面で申し上げますと、京王線を横断した道路に点線で、印がついております。

これが、さっきの理由の中でも申し上げましたけれども、当初は京王帝都に委託をして、

管の埋設をするという予定でおりましたけれども、 話 し合いの結果、市の施行で施工が

可能ということになりましたので、現在行っている工事と同時に布設をすると、そうい
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う変更でございます。さらには、南の方の点線でございますが、これはこの北野街道を

流域幹線が通っております。その流域幹線の上を、いわゆる市の公共下水道が建設をさ

れる。その市の本管に接続をするというものでございます。

よろしく御審議のほどお願し、いたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入り ます。 なければこれをもって質疑を終結い

たします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、 これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないもの と認めます。よって本件については、 委員会付

託を省略するこ とに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いた しますo

これより本件について採決いたします。本件は、原案のとおり決するに御異議ありま

せんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第108号、浅川右岸第

処理分区 (3-3)工事請負契約の一部変更の件は、原案のとおり可決されました。

これより報告第 9号、議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告の件を議題と

いたしますo

理事者から提案理由の説明を求めます。111:fZo 

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 報告第 9号、談会の指定議決に基づき専決処分した事項の報

tとについて。

本報告は、市の義務に属する交通事故に係る相手方との和解の締結及び損害賠償額の

決定について、地方自治法第180条第 1項の規定に基づき、専決処分したものでありま

すo

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。

O議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) それでは、報告第 9号につきまして、御説明を申し上げま

す。 1ページの番号 1、2につきましては、総務部所管でございますo 3番につきまし

ては、建設部の所管でございますので、建設部長から御説明をいたします。
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まず、 2ページをお開きいただきたいと思います。

事故名でございますが、日野市多摩平一丁目 3番 9地先路上の事故でございます。和

解の相手方は東京都立川市曙町三丁目 3番地の18、笠木登志子さんでございます。事故

発生の状況でございますが、平成 3年 7月30日午前10時30分ごろ、納税課職員が滞納整

理のため庁用車を運転し、日野市多摩平一丁目 3番 9地先の路上駐車場に駐車する際、

駐車中の車両の前部パ γパーに庁用車左側ボディ ーを接触させ損傷を与えたものでござ

います。損害賠償の額は 2万8，531円でございます。

それから次の事故でございますが、事故名は、日野市神明一丁目12番地の 1、日野市

役所本庁地下一般駐車場の事故でございます。和解の相手方は日野市百草1006番地の 2、

杉野百草苑107号室、安井慶博さんでございます。事故の発生状況でございますが、 平

成 3年 9月19日午後 9時30分ごろ、土木課職員が台風18号による被害地への土のうの運

搬のため庁用車を運転し、作業完了後帰庁、地下一般駐車場に駐車する際、駐車中の車

両の後部ノミンパー及びボディーに庁用車の右側ボディ ーを接触させ、損傷を与えたもの

でございます。損害賠償額は 6万6，538円でございます。

以上、よろしくお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 報告の第 9号の番号 3について、御説明を申し上げますo

5ページ、 6ページをお願いいたします。

この事故にお遭いになった方は小西浩彦様でございます。東京都青梅市長淵四丁目27

2番 1号、セゾン敬和205にお住まいの方でございます。事故の発生の日時は、平成 3年

の8月の21日午前 O時ごろでございます。事故の場所は、日野市日野本町二丁目 10番13

地先の道路上でございます。この事故の状況でございますけれども、小西浩彦様が平成

3年の 8月21日午前 0時ごろ、国道20号線から幹線市道 1-9号線、これ日野市役所の

方へ来る道でございます。この方向に乗用車で走行中、日野市日野本庁二丁目10番13地

先の市道を幹線市道 1-14号線、日野駅方向に右折する際に、左の後輪のタイヤが道路

中央部のはずれたマ γホールに落ちた。このときは、台風12号によりまして大雨で、雨

水管のマ γホールのふたがはずれていたということでございます。そこに落ちまして、

タイヤを破損したということでございます。これにつきましての支払いを申し上げる額

は3万900円でございます。なお、この損害賠償額につきましては、道路賠償責任保険

に入っておりますので、こちらの方からお支払いをするということでございます。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願いし、たします。
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0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 報告第 9号の和解の相手方の方は、夜の 9時半ごろ日野の市役

所の地下駐車場に車をとめておられたということですが、どういう要件で市役所に置い

ていたんでしょうか。 2番目の事故です。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 大変恐縮ですが、ちょ っとそこまで確認をしておりません

ので、 調査をいたしまして後刻申し上げます。(1"何かよく聞こえないんですJと呼ぶ

者あり)失礼 しました。今、御質問の内容につきましては、内容を把握しており ません

ので、後刻調べまして御報告を申 し上げます。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。 なければこれをもって報告第 9

号、議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告の件を終わります。

本日 の日程はすべて終わ りま した。

次回本会議は12月 9日、月躍日 、午前10時より開議いたします。 時間厳守で御参集願

います。

本日 はこれにて散会いたします。

午後 7時38分散会
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日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

-192一

平成 3年12月 9日(月)

午 前 10 時開議

午前10時11分開議

0副議長(福島敏雄君) 本 日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員20名であります。

本日、議長所用のため、私副議長がその任を務めま す。特段の御協力をお願いいたし

ます。

これより日程第 1、一般質問を行います。一般質問 1の 1、平成6年度からの第 3次

基本計画は「真の豊かさを実感できるJ街づく りをめざ しての通告質問者、馬場繁夫君

の質問を許します。

(13番議員登壇〕

013番 (馬場繁夫君) それでは通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

まず、 10月 5日に行政報告の中で代表者会議等のいきさつ もあり ましたので、 何点か

積み残 しをしたりしま したので、 若干そのうちの 1点だけについて最初に触れさせてい

ただ きます。

それは、 駐車場問題についてでございま す。 今ま でも何回かにわたりまして駐車問題

等を触れてき たわけでございますが、今回につきましで も、再度触れさせていただきま

す。

平成 2年の12月 1日付に 「市長室から」と いうことで、公営駐車場の発想、という こと

が連載さ れてお ったんですけれど、その中におきまして、一つは、区画整理進行中の高

幡不動駅広場の地下、そして豊田駅南口広場地下に駐車場を施行 しまして、 国の補助金

を受けて地下駐車場を設置をして有料化するんだ というのが一つあります。そ してその

こつ目 としては、 既存の公園地下に駐車場を施行して、例えば多摩平第一公園 グラウン

ド、そのほか可能な公共広場の地下利用。そして 3点目として、市有地の利用と、 用地

を確保して駐車場を開設する。そして 4点目として、民有地を借り上げる方策によりま

して、 市内で適当な民有地を契約して公営駐車場を開設する。こ ういうような内容であ

ります。そ して、 この駐車場に関しては、日野市の企業公社が行うというような内容で

ありますO

そういう中で何点かの質問に入りたいと思い ますけれども、まず第 1点目 は、 ここ で

市長が言われており ます、 民有地の借 り上げ、ま た市有地の利用、また公園の地下駐車

場等につきまして、 具体的に今後どう いうふうな方策の中で進めていくのか。 また、現

状についてはどう なっ ていくのか。それついて、まずお伺いします。

2点 目としては、この公営駐車場の設置基準。民有地を借り るなり、市有地におきま
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して公営駐車場を何カ所か設置しているようでありますが、この公営駐車場を設置する

場合に、日野市のどういう基準をもとにしながら進めているか、それについて、まずお

伺いいたします。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 総論的部分につきましてお答えをいたしたいと思います。

今日、車の数がふえて、路上駐車とか、いろいろな地域社会に迷惑を与え、あるいは

交通行政に支障があり、市民個人としては違法性な車になる。こういう事例が多々ある

わけであります。それらを総合的に改善をするために、交通行政を担当する警察の立場

から、これは警視庁の立場と言った方がし、し、かもしれませんが、市長会にも各自治体は

公営駐車場を積極的に設けてほしい、こうし、う要請がございました。そのことと私ども

の発想は、時期を同じくする形で日野市内にも公営駐車場の考え方を今後展開をしてい

きたい、こういうことを広報記事として市民の理解をいただく手段に供しました。

都市計画事業として行います豊田南、高幡駅前、これらにつきましては、既に設計等

の形で国の制度補助金を受け入れる仕組みで事業を進めております。

それから市有地は、できるだけ近い所は公営駐車場の形で使っていきたいということ

で、その管理を企業公社にゆだねまして、 一部発足をしております。

それから、今御質問の民有地を借り上げて、公営駐車場の用に供する、こういう例も

今、具体例として幾っか案件に上ってまいっております。借地等の基準ということも伴

うわけで、ありますが、今までほかの事業のために借地をするということの例もあります

ので、それらとの整合を図りながら、今比較的具体化の方向で進んでおりますのは、向

川原市営住宅に対します契約駐車場の提供ということで、ちょうど幸いに近い所に、カ

なりの台数を収容できる民地があります。その民地の交渉をしている。できれば、企業

公社が直接そうい奇行為ができれば幸いと思っておりますけれど、まだそこまで進んで

おりませんので、市が借りて造成をして、日常管理を企業公社にゆだねる、こういう形

式になろうかと思っております。

特別の基準というものは個々に定めていきたいと思っておりますが、原則は有料で収

入支出が経営として成り立つような仕組みにしたい、こういう考え方であります。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ありがとうございました。

今、おおむね市長の方から答弁いただきました。ただ、非常に今、駐車場問題が社会

問題になっておりますし、昭和45年当時、第 1次交通戦争と、そして昭和63年代になり
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まして急にまた、交通事故により死亡者が大変ふえてきた。その中で第 2次交通戦争と

いうふうに指摘されてまして、そういういきさつの中で、非常に路上駐車の問題が社会

的な問題になっておるわけであります。そして、こういう一つの行政が駐車場というも

のを取り組むということは、その時代の趨勢から言って適切だと思うんです。

ただ、今の基準なり、もう少し具体的に行政がどういうような形の中で駐車場を上がっ

ていくのか、また、その民間にどういうふうにゆだねて、民間自身の活力を生かしなが

ら駐車場問題を取り上げていくのか。その辺をもう少し方向性を明確にしていきません

と、せっかく行政が駐車場を持ち出しでも、結局は、市内の駐車場に大きく方向を変え

ていくというか、駐車場は民間の活性化を促しなが ら、駐車場がふえるということがな

かなかそこまで至っていかないような今の状況のような気がするんです。

ですから、せっかくやるんであれば、行政としてはどういうような対応をしていくの

か、そして民間に対しては、どういうような、場合によれば助成ということもあるだろ

うし、何らかの駐車場を誘致しやすいような条件づくりをしてし、く。もしくは今回、日

野市の方で南平の向川原公園の方を積極的に進めているわけでございますが、特にその

団地周辺ですね、団地周辺は、非常に駐車の状況が厳しし、。そしてそれと同時に、単に

住宅が密集している地域についても、駐車場確保が難しいということで、どうしても路

上駐車になってしまう d何か災害があった場合のいろいろな問題点、またその交通事故

等の問題を引き起こす可能性も多くなっている。

そういう中で、もう少しそういう市内の中で駐車場が確保しなきゃいけないという重

要なそういう地域を指定して、その指定 した地域の中においては、何らか助成措置なり、

民間への誘発するような流れをつくっていくことによりまして、日野市が進めていくそ

の駐車場が一つは一段とこう、駐車場対策に寄与していくんではないかなという気がす

るわけです。

今度、 3大都市聞におきまして税制改正とか、生産緑地法の改正によりまして、保全

する農地と宅地化する農地ということが来年度、平成4年度までに決めなきゃいけない。

平成4年12月31日までに決定しなきゃいけないんだ。それが一つの大きな流れの中で、

そうしますと非常に土地を確保しやすい、また、いろんな地主さんの協力も得やすい、

そういうような一つの路上の背景もありますので、市としてはもう少し、公社だけがや

ればし、いということじゃなく、市内をじゃあどういうふうにすることにより、その駐車

場を確保し、そういう路上駐車を解決できるのか。非常にその辺がもう少し具体的に明

確にしていただきたいと思うんで、す。それをまた要綱なり、何らかの形で明確にして、
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それをもとに行政としては進めていくことが、今後の駐車場問題としては非常に重要に

なろうかと思います。それを早急に策定してほしいということについて、まずお考えを

お伺いいたします。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) 現在、都市整備部で駐車場の整備計画を策定中でござ

います。この駐車場の整備計画といし、ますのは、日野市の 3大商業核でございます日野

駅、それから豊田駅、それから高幡駅周辺を軸といたしまして現在進めておるわけでご

ざいますo 平成 3年、 4年で用地の整備計画を策定する予定でございます。

そこで、今御指摘の何点か、民間に対するもの、それから市が設置すべきもの、こう

いうものを、要するにその周辺の駐車需要台数ですね、これをまず現時点で予測をして

いるという段階でございますO この予測に基づきまして、 当然、公共団体だけでこれを

全部賄うということは、不可能でございます。したがし、まして、民聞にその大部分をゆ

だねていくというものもあるわけでございます。この整備計画の中で定めるのは、 公共

が持つべき台数、それから民間にお願いする部分、これは民間にお願いする部分につき

ましては、条例等で付置義務条例という条例も定めて、建物をある一定以上の建物をつ

くる場合においては、当然それを義務づけてし、く。こういう条例も今後、 現在検討をし

ておるところでございます。

ちなみに、現在の検討の中で予測されている、ちょっと資料持ち合わせており ません

けれども、高幡については全体で、たしか800台前後一一駅前周辺についてはーーだった

というふうに記憶をしております。それから豊田につきましては1，000台程度と いうふ

うに記憶いたしております。それでこの中で市の方が、公共が持つべきものは、 約高幡

は200台程度、それから豊田につきましては約300台程度というふうに記憶いたしてお り

ますo そういう形で今後進めていく。それから民間については、付置義務条例をつけて、

条例を制定をいたしまして、それに対する今後の補助対応、そういう面につきましても

検討を現在しておるという状況でございます。現時点ではそういう状況であるとい うこ

とでございますo

これは、ここで先ほども議員さんの方から質問にもございましたように、 国の方の駐

車場に対する一部見直し等が行われております。それで、この国の制度が一部中問答申

という形で出ておりますO その中問答申に基づきまして、 今年度予算措置がされおいる。

豊田につきましては、今年度その一部実施設計までやる補助金もついてい る。これは国

庫補助でございますけれども、ついておる、こういう状況でございますO
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0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ありがとうございました。

高幡と豊田の地下の駐車場については、何度か質問させていただいた中で、その方向

性が見出してきましたので、これについては結構なんですけれど、問題は、そのほかの

地域については、 国の補助という 規定もなかなか対応しておりませんので、そういう高

幡及び豊田地域外に具体的にどうい うふう に民間の活力を生かしながら駐車場対策をし

ていくか、 この辺の方向を、 ある程度今調査の中で数値が出てくれば、それに基づいて

具体的な要綱なり、 条例にな るかわかりませんけれど、きちっとしたものをつくりなが

ら、多 くの人に協力をしていただきながら、駐車場問題が解決できるように これは進め

ていただきたいと思う んですけれど、その辺についてのまた一つの考え方とい うか答弁

をいただきたいと思うんです。

それと同時に、今、日野市が企業公社に委託をして進めていく 場合においても、 確か

に市の用地を活用すると いうことは非常に重要なこ とでありますけれど、 問題は、場所

によっては、なかなかその過程の道路が狭隆の部分がある とか、いろんな中で駐車場が、

公園としての位置づけの駐車ができることが果たしてどうなのか、と いう懸念する場所

もあるんで、すねO そう いう場所については、やはり地域的な多くの市民の皆さ んの意向

なり、また、その狭隆道路の対策というものを十分と ってから進めていきませんと、や

はり いろいろと問題点も出る可能性が出てまいります。

具体的に申しますと、南平駅の北側っていうんですか、南平六丁目の部分で、今第 1

駐輪場がある場所なんですけれど、これは前回も触れさせてもら ったこ とがある んです

けれど、その辺についても もう少しこう、地域住民の対応と いうこと も十分対応 しなが

ら、進めていただきたし、。それについて、この 2点についての考えをちょっ とお伺し、し、

たします。

OIIJ議長 (福島敏雄君) 答弁をお願いします。建設部凡O

0建設部長 (橋本栄寓君) 今御質問の場所は、南平駅の所の北第 1駐車場でございま

す。こ れについては、利用率からいきますと0.3%という ことで、非常に少ない利用の

所でございまして、前回でも御指摘がここの点については出ておりました。現状は違法

の駐車とい うことで、自動車がそういう所に置カ亙れているというのが現状でございま し

て、 とこを何とか活用した方がいいんではなかろうかということでございまして、 企業

公社の方に管理運営をするということで、ここについて‘駐車場を設けるという ことで今、

事務を進めている段階でございます。

ウ
t

Q
d
 --



今御指摘の中で、狭隆道路というようなことがございます。現状の赤道の幅員は1.8

メートルでございますけれども、あとの部分については、用地を提供していただいて 4

メートルの道路が現在あるというのが現状でございます。ここについては、やはり御指

摘のとおり、この点の買収なり、寄附なりをこれから積極的に進めていきまして、その

運営に支障の来さないような方向で努力をしていきたいというふうに考えております。

それから、ここの駐車場でございますけれども、この用地については水路用地という

ことで、東京都の方にも占用を出しまして、一応、許可を得ているということでござい

ます。なお、駐車台数については、ここは今予定では20台自動車を置ける。また、自転

車を全然置かせないというようなことは基本的にできませんもので、自転車の置ける場

所のスペースも30台という形をとりまして運営をしていきたいという考えで、今進めて

いる段階でございます。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは私の方から、公社に関連しての問題をお答

えしたい思います。

今、公社が駐車場経営をやっている問題につきましては、現在土地開発公社が持って

いる土地を暫定的に公社が駐車場としてやっている状態でございます。その内容として

は、現在 6カ所で30台の駐車場の場所を確保して運営に当たっております。もちろん、

これは各地域の市民要望、あるいは警視庁等の問題を含んでの対応をしているわけでご

ざいますが、今議員さんの方からも御質問がありましたとおり、今後の問題にしては、

いろんな現在民間の問題を含んで、これからの駐車場対策につきましては、当然、都市

整備部長の方のお答え、あるいは建設部長の方のお答え、そういったものを含んで今後

調整した中で、対応すべきだというふうに考えております。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ありがとうございました。

それで、南平につきましては、具体的に道路を拡幅してから駐車場として使うのかど

うか、その辺、ちょっと確認をさせていただくと同時に、市が公社を通して駐車場を設

置するわけですね。一つのガイドライ γをつくる必要があると思うんです。一つひとつ

の公共的な部分としての駐車場をする場合は、当然、道路の幅員の問題とか、台数と幅

員のいろんな関係が出てまいりますから、その辺をしっかりとした基準を持って対応し
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ていきませんと、あといろんなトラフ.ルのもとになりますし、また、総合的に考えます

と、その地域の中で公園とか、いろんな子供の遊び場なり、地区広場なり、非常に不足

している地域もあるわけです。その中で、行政が行う場合としては、当然駐車場も大事

なことですけれど、果たして全体から見た場合に、緊急度というか、地域性を考えた場

合、どちらが得策かという、その辺の総合判断をしっかりとした基準を持って考えませ

んと、ただ、安直に駐車場に走っていっても因りますから、その辺をしっかりとした明

確な方針なり、一つのガイドラインを明確していただきたいと思います。それについて、

今現在ありませんので、きちっとした基準づくりを早急にこれはつくっていただきたい。

これが 1点です。

それで、今後、市内の全体的な駐車場問題を解決するために、行政が関与する部分と、

また民聞にゆだねていく部分と、また民間の駐車場形成においての誘発的な方法がとれ

る、助成等を含んだ中で、その辺についての方法の部分と、そしてまた、例えば 2階、

3階建てという今新しい手法の中の立体駐車場も出てきましたのて、それに対する指定

した区域については一部助成するとか、何とかいろんな方法というか方策を、もう少し

具体的に市としても考えていただきたい。

それと同時に、先ほど触れました農地ですね、農地が農地法の改正等によりまして、

やはり宅地化する農地のある程度地域性を踏まえた中で駐車場を、大きな駐車場等がで

きることによって、その地域に駐車問題が解決できるんだということの可能性のある場

所については、何らかのモーションなりかけるような、総合政策の駐車場対策というこ

とを取り組んでいただきたいと思いますけれど、これについて市長の答弁をいただきた

いと思うんです。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 駐車場問題、いろいろな社会問題まで含んでおるわけであり

ますので、従来の駐車場のことは、所有者が解決をするという原則があるわけでありま

すけれど、 一歩踏み出して駅前とか公共施設、あるいは公営住宅、これらについての駐

車場のことを公共事業として考えていきたい、こういう発想でございます。まだ詰めが

足りない点も多々ありますし、また、土地を持たれる方、あるいは事業として誘導する

ための施策もあるいは必要かもしれません。少なくもひとつ、市が持っている、あるい

は市の所有の範囲で事業のことを考えていきたい、これが大前提だと思っております。

O副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ありがとうございました。
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ともかく社会的な問題であります駐車場問題が、この市内につきましては解決できる

ようなこれは公共の部分もしくは民間なりが協力しながら、問題解決を図れるような施

策を具体的に押し進めながら解決に遁進していただくように強くお願いを申して、この

駐車問題は終わりまして、本題に入ってまいります。

第 3次基本計画策定の質問に入ってまいります前に、第 2次基本構想、に基づき、昭和

62年より平成 5年までの 7カ年間の第 2次基本計画も後期 4年の中間地点へ到達いたし

まして、余すところあと 2年で終わることになります。いよいよ第 3期計画へ本格的に

取り組むべき時期になってまいりました。

ここで第 2次基本計画 目指す都市像の「緑と文化の市民都市j及び、計画全般につい

ての市長の自己分析としての評価及び課題、また反省点について、市長のお考えをまず

先にお伺いし、たします。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 昭和45年のころだったと思いますが、地方自治法の第 2条の

項目の中の一部改正がなされまして、 「各自治体はそれぞれにおおむね10カ年間の方向

の将来目途を持って基本構想を定めるようにj とし、ぅ、そういう改正内容でございます。

日野市ではそれに基づきまして、 47年に第 1次基本構想が持たれて、また、ちょう ど

10年目のころに第 2次基本構想、を定めたのが現在のものであります。急速な都市化に対

して、どのように取り組むかという基本理念を指示したものだと思っておりますが、 第

1次のときの内容では、目指す都市像に連帯する住宅都市というふうな表現がなされて

おります。そして当時の人口急増の勢いの中で、 10年後には十六、七万の人口になる、

このような想定がされておりましたが、実質的には人口の急増、それを迎える宅地造成

ということにつきましてもいろいろな非常に変化がありまして、各自治体では開発指導

要綱を定めて、開発に対する一定の基準を開発指導のために設けた。人口移動も一定の

鎮静がありまして、ちょうど当時、実質的には昭和五十七、八年のころには、人口がちょ

うど15万程度であった、このように記憶しております。第 2次基本構想の聞は、もう既

に人口が、まあ人口移動が要するに鎮静をして、今日の人口はちょうど16万数千と いう

ことでありますので、極めて微々たる増加傾向におさまっておる、こういう期間であり

ましTこO

人口急増時は、まさに一番優先施策になります教育現場、つまり学校づくり、あるい

は幼児に対します幼稚園や保育所づくり、 こういう ことに忙殺された期間でありました

が、第 2次基本構想の期間は、ややそれらを計画的に取り組む、こういう経過になった
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ように評価をしております。

今日のこの社会情勢、経済は一定の成長を持って推移しておりまして、また、労働時

間の短縮のためのいわゆる週休 2日制でありますとか、労働時間の短縮という傾向の中

で、つまりゆとりの時代、余暇の時代ということに突き進んでおる今日の情勢である、

このように思っておりますO

余暇時代に求められるものは、やはり地域社会で人間性を豊かにするいろいろな諸活

動、自分が参加し、また自分で選択をして一つの日常生活の中に生きがいをつくってい

く、こういう必要性が生じておるわけでありまして、そのために文化、スポーツ、レク

リエーション、こういう領域に自治体行政が一定の方針を持つ必要がある、とういう時

期に入ったという感じでありますo

日野市は、まだ都市基盤整備を鋭意行っておるわけであります。この基盤整備に区幽

整理事業におきましでもなお10年ぐらい、下水道も年々相当な率で普及率が高くな って

まいりますが、最終的に到達できるのはやはり 10年ぐらい、そういうことであろうとい

うふうに推測ができます。これらを合わせながら基盤整備事業と、それから時代の要請

に伴う余暇時代の行政ニー ドとし、し、ましょうか、スポーツ、文化、レ クリエーション、

そしてよりレベルの高い福祉施策、こういう こと に進んでし、くだろうと思うわけであり

ますので、そう テーマを大きく変更する理由は、ないように思ってお りますけれど、新

しいまた市民の共通の理念づ くりにも一定の時代的な変化が必要だろう 、このように思

っておりますo そういう社会動向の中で、地方自治体としての、 日野市と しての性格を

より明確にしてし、く、こういう施策が第 3次基本構想の骨組みになるだろう、このよう

に感じております。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) 随分市長も先走りをしまして、第 3次基本計画に触れてまいり

ましたけれども、私が質問させてもらったのは、第 2次基本計画についての自己反省も

しくは評価という視点でお話をお伺いしたわけでございますO 第 2次基本計画の都市像

としましては、皆さんも承知のように 「緑と文化の市民都市」というように定義づけて

いると ころでありますo 3要素 としては、 「緑と清流と太陽の都市」、二つ目として

「文化とうるおいの都市」、 三つ目として「人間尊重、自治参加、連帯の都市」と、 こ

の3要素と 5章43節から構成されているわけであります。

「緑と文化の市民都市」は、非常に私、個人的には好感を持っているとこ ろでありま

す。その都市の達成目標としての都市像「緑と文化の市民都市」、このイメ ージ及び達
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成形態が、ちょっと不鮮明であるなという気がするわけです。それと同時に、各施策が

都市像に連動性が大変こう、極めて低いのかなあという感じがしてならいなんですけれ

ど。特にメイ γである都市像の「緑と文化の市民都市」、特に市民参加ということです

ねo この 3要素が具体的にいろんな施策の中での重点施策として、具体的に目標なり優

先順位等、政策の中の特色が余り出てない。他のいろんな政策とほぼ同一的にとらえて

いるような気がしているんですけれど、そんな感じがありまして、この都市像としての

「緑と文化の市民都市」というものをっくり上げていくんだという、そういう行政の中

心課題が非常に不明確になってしまっているのかなあというのが、今の基本計画を見た

感想、であります。

特に緑につきましては、いろんな市の方でも政策をしているところでございますけれ

ど、緑地保全について土地を購入したり、地域を指定したり、また信託制度を設けたり、

南平丘陵公園を設置したり、部分的にはいろいろと評価もできるんですけれど、特にま

たそういう面では、いろんな面で担当者も大変努力をされているところであります。市

の骨格的緑地を保全して、公共施設、また企業、農地等の緑と丘陵等を街路樹で結び、

点と線、今度線と面をネットワークしながら緑化効果を促進していく。また、 学校の森

とか、公共施設の緑とか、企業民間の緑の量的な計画、つまり緑被率、また目で見る緑

視率というような具体的な目標を定めて、その日野市の目指す都市像に向かつて、緑を

どれだけふやしながら、この緑の効果をあらわしていくという、そういうふうな政策的

な部分が明確になってないんですね。

ですから、本当に緑については、政策として位置づけた以上は、都市像のメインとし

て設置した以上は、もう少し具体的な、緑についてはいろんな発想を持って、またいろ

んな施策を持って積極的に、他と比較しまして明らかにそのメイ γというものを達成す

るためにやっているんだという、努力的な方向性がどうも今の行政政策を見ましても、

感じられないような気がしてならないんです。

特に今の緑化行政というのは、区画整理で公園をっくりまして、そしてその公園の管

理、またその街路樹の管理というのが、大枠として日野市の緑化行政のように見えて仕

方ありませんo もう少しその辺については、また創造的な部分とか、新しい施策を踏ま

えながら、この都市像の緑については、やはり積極的に対応していくことが必要だった

なのかなあというふうに感じているわけです。

文化については 7節、 8節、 9節が中心になっているんですけれど、特に 7節におき

ましては、多角的な生活文化の創造。これは、公民館とか市民会館等の充実というよう
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な位置づけになっております。 8節におきましては、図書館サービス活動の充実。 9節

は、郷土の歴史と伝統を現代に生かす、こういうようなものが日野市の文化としての中

心的な位置づけとなっているわけであります。これは、文化施設を利用し、また活用す

る部分と、昔からの郷土伝統文化の発想がどうも中心的になってまいりまして、都市像

としての文化を位置づけた、そういう割には、文化創造の貧困性というか、主体性とい

うのは感じられないんですねO

ですから、この辺については今後の課題になって こょうかと思うんですけれど、特に、

今までも何度か一般質問等で触れさせていただいたんですけれど、一つは文化行政の総

仕上げとして考えた場合、 一人ひとりが美や風景、デザイソの価値観が、また、そうい

うものが判断で、きるような市の資質ですね、 行政組織になっていくことが行政の一つの

文化化ではないかなあと考えているんですけれど、その文化行政の総仕上げとして目に

見えるもののーっとして都市景観があるのかなあという気がするんで、すo そしてまた、

都市景観については市民が率先 して都市景観をつくることはなかなかできないものであ

りますから、 これはやはり行政が導入してし、く、指導しながらそういうようなものをっ

くり上げてし、く 。これは文化の一つの形としての都市景観という ような位置づけもでき

るんではないかなあと思うんですo

そういうのを考えますと、 行政の一つの文化としての方向の中で考えることは、箱的

なそういうような発想、から、 文化創造の発信基地となれるような行政、これが本当の文

化行政になっていくのかなあという 気がするんですね。

そうい う意味から見ますと、 市長もよく 言われると ころですね。 i住むことが喜びで

あり、 誇れるまちJというような形に、 こういうようなプロセスで進んでいければ、そ

ういう誇れるまちに変身していくんだと思うんですけれど、そういう文化については非

常に位置づけが、都市像に文化をメイ γに持ってきたという割には、非常に貧困性が感

じられます。

それから「人間尊重、自治参加、連帯の都市J、特にこれは市民参加という視点、にな

るかと思うんですけれども、これについても第 5章になるんですけれど、 「参加と連帯

でつくる市民自治のまちJ、 1節では「市民自治と市民参加J、また二つ目として「市

民自治の強化、市民参加の充実J、3節に入ってまいりますと、 「市民相互の連帯を広

げるコミュ ニティ活動」というふうになっておりまして、三つありまして、一つはコミ ュ

ニティの基盤づくり、 二つ目がコ ミュ ニティ活動の促進、三つ目がコミュニティ施策の

総合的展開、こういうようなのが市民自治というような位置づけのメインになっている
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わけで、す。

これを見ますと、本質的に見ますと、行政が施設を整備して、また情報を提供して、

こういうふうに感じるんで、すね。ですから何か一方通行というか、行政が建物を建て、

そしてそれをただ市民が使っていく、そのまた情報を提供することによって、市民がそ

れを活用すると、これがどうも市民自治というような感じを受けてしまうんですね。こ

の基本計画の内容から、基本的な部分はそういうふうに見えるというわけです。市民と

ともにとか、市民が行政に参画という、そういうような発想は生まれてきてないんです

ね。今までも、いろんな角度でコミュニティ等も質問をさせていただいたんですけれど、

結局は施設をつくって、ここに市民が使ってもらう。市が何かをしてあげる。そ ういう

ような発想が、今、日野市の基本的な発想、の基本になっている。そして市民自治とか、

「人間尊重、自治参加、連帯の都市」という、この三つのメインのタイトル、また都市

像の掲げているという視点から見ますと、どうもそれが名目と現実がかなりかけ離れて

いるというのを感じでしょうがないんです。

で、平成 3年の第 3固定例会におきましでも、日野市の「市質」をハードから 「ソフ

ト型市政」に転換を、という一般質問をさせていただきました。その中で、まず懇談会

制度について若干触れさせていただいたわけです。

懇談会制度は、戦後、行政の民主化を図るため、外部の戸を行政に反映させよ うとし

てきた審議会制度の変形とされているところであります。この懇談会制度は、 一般論と

して好みの人選が可能であるし、反対者は最初から除外できるなど、都合のよい結論を

得られる可能性も高い。委員に連ねる常連の学者たちは心得たもので、決して結論に反

対する態度をとらない。しかも自治体の外部に対しては、専門的視点で市民の代表の意

見を聞いていることと同じだという理由づけがあるなど、種々の考え方、問題点を各方

面から指摘されているところであります。

これは私が言ったんじゃなくて、そういういろんな今の専門家たちが、懇談会制度に

ついてこういう懸念もあるんだということを指摘されているわけです。

そういう状況下の中で、懇談会が悪いということでなくて、この懇談会制度をどうい

うふうに活用していくのか。また、今日野市の市政、都市像のモット一等から言います

と、こういう懇談会制度だけではなく、市民の代表者の意見を聞いたと同じというよう

な感じの、そういう懸念がある懇談会制度だけで物事を進めていくということは、どう

もまずいのかなあという気がするんで、すねo 特にコミュニティというか、市民参加とい

うことが非常に重要な課題になっているんですね。コミュニティ施設の整備等々、これ
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は市民の皆さんに積極的にそういうコミュニティを考えていくとし、う場合は特に、市民

の多くの方には、この施設をつくることの計画、設計の段階、管理運営まで対応するこ

とによって、そこで市民自身のコミュニティの意識が高揚してし、く。市民みずからが連

携をとりながら、連帯しながら地域の輸が広がってし、く。そういう意味では非常に重要

なコミュニティという形になるんですね。こういう大事なコミュニティの場に懇談会制

度ですべて片づけるという、それが市民参加なんだという論点は、この本質論からいし、

ますと、少し日野市の行政がおやりになっていることが、ちょっと名目倒れになってし

まっているということを、 基本計画から推測しまして、強く感じるわけであります。

また、基本計画を基本としながら、常に変化している社会の動向、市民ニーズ等を認

識し、フィードパックをしながら計画達成を促進していくことが、これはすべて行政の

基本であると思うんです。

日野市は、特に市長の急転直下型の発想、非常にこれが多発しているんですね。言い

かえま すと、 市長自身が基本計画である、また実施計画であるかのような錯覚さえ受け

てしまう。これが、今、日野市の一番課題なのかなあ、というふうに究極的には考えら

れない よう な感じもするわけです。

これは今まで何点か、大枠 5点について現在の基本計画、第 2次基本計画について指

摘もさせていただ きま した。なかなか生意気的な部分もあるかもわかりませんけれど、

これについて市長の、ほかの人は結構ですから、市長の、先ほど自己分析、自己評価と

かし、う ふう に質問させていただいた関連として、反論でも結構ですから、何かあれば答

弁をお願し、し、たします。なければ結構です、先に進ませていただきますので。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 自己評価ということは極めて難しいことでありますし、私が

また評価するよりも、いろいろな市民の方々の評価あるいは理解から、いろいろ提言を

いただいております実践の評価、いろいろあるだろうと思っております。一々御指摘の

ことに反論を考えることはもちろんありませんし、謙虚にもう一遍勉強させていただき

たい、 このように感じております。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) 内容的に触れるのを避けたというふうな感じがあるかなあと私

は解釈しているところでございますけれど、それはそれとして結構でございます。

それでは、 ここ数年、日本の人口 1人当たり のGNPが名目で302万6，000円を超えま

して、 1986年以来アメ リカを追い越している。世界ーの純債権国家、貿易黒字国として

F
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いるわけでございます。戦後の廃埠から生きていくための必要最低条件の衣食住を求め

て、戦後40年、勤勉な国民が頑張ってまいったおかげで、このような日本というのがっ

くり上げられてきたという感がするわけでございます。

人々の量の追求から質への視点へと豊さの尺度も大きく変化してまいりました。個性

に合ったものを選択する選択需要が変化をし、ライフスタイルや、生活意識をますます

多様化し、個人の価値観の選択する尺度も高まりまして、個人の領域を超えて道路や公

園など生活環境、社会資本、社会保障制度などの充実、さらには、精神的な豊きを支え

るゆとりが生まれてこないと真の豊かさは生まれてこない。そういうような機運が近年

は高まってまいったことは周知の事実であります。

これから21世紀にかけて、情報化、技術革新、国際化の進展も一段と進んでまいりま

すし、市民意識のさらなる多様化、高度化、また、精神的な安ら ぎを求める本格的な真

の豊かさを求めていく、また、超高齢化社会へ進んでまいるところでございますo この

ような状況の中で、日野市の位置的には八王子市、立川市、多摩市とい う大きな商業圏

に取り囲まれながら、ここで埋没することなく、市政の個性、特徴を発揮させながら、

市民にとって、真の豊かさを実感できるようなまちづくりを進めていくことが、平成 6

年度よりの第 3次日野市基本計画策定になってまいります。今後、この第 3次基本構想、

もしくは第 3次基本計画の今後の方針、もしくは今後策定の時期、また策定方法につい

て、どう市長自身がお考えになって、予定されているか、まず、この辺の基本的なこと

をお伺L、いたします。

0副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それではお答えしたいと思います。

ただいま議員さんの方からも、第 3次の基本構想、あるいは基本計画に当たっての考え

方等のお話があったわけでございます。もちろん、行政としても、第 3次の基本構想、

基本計画を立てるに当たっては、大変最近の社会環境の大きな変化、あるいは週休 2日

制の普及、余暇時間の増大等も当然あるわけでございます。その中では、また、 高齢化

社会の問題、国際化の問題、高度情報化社会の今後の対応の問題の中でも、行政施策を、

大きな課題である、というふうに認識しております。

当然、 21世紀に向かつての日野市の展望した中で、新しい時代に向かつての第 3次基

本構想、基本計画を立てていく、現在準備中でございます。

考え方としては、具体的には、まず庁内に基本計画の策定委員会の発足の準備を現在

しております。もちろん、これに合わせまして、基本計画の策定のプロジェクト、これ
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は第2次基本計画、あるいは基本構想をつくったときと全く同じような方法をとってい

きたい。現在準備中でございます。当然、並行しながら、基本構想、に対する市民の意見

を求める場と申し上げましょうか、そういったものも参考にしながら、基本構想、を立て

るに当たっての基礎調査等も進めていきたいというふうに思っております。

もちろん、庁議の中におきましでも、各部におきましては、第 3次基本計画、基本構

想、に当たってのある程度、準備をお願いするという意味のこともお話ししてあります。

この委員会の発足と並行しながら、各部局の調整を図りながら組み立てていきたい。今

年度は、基本的には、計画の策定委員会、プロジェ クトというような庁内の委員会を発

足してし、く 予定でございます。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今、企画財政部長が答えた範囲のことを、当面、取り組みと

して踏み出しておる、こういう状況でございまして、だんだんこれに討議を経て肉づけ

をしながら、事務当局の案が進む、 こう いうふ うに受けとめてお ります。その進行の聞

に、これまでもたくさんの市民情報をいただいておる わけでありますし、時代の変化等

を十分反映をさせて、最終的には議会の審議に もゆだねるわけであ りますから、その審

議にたえられるものをつ くっていく ということは、当面の重要な仕事にな って くる、こ

のような認識でおりますo

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ありがと うございました。

ちょっ と部長にお尋ねしたいんですけれど、 先ほどの答弁の中で、第 2次基本計画と

同じようなプロジェクトをつくっていくんだ、 そうい うよ うな趣旨の答弁がありました

が、 これは、基本計画の発足の策定委員会、プロジェクトについてはもう少し具体的に

お教えください。

それと、 大体時期的に、どういう行程というか、日程を踏まえて第 3次の基本計画を

策定するのかという ことも、あわせてお願いいたします。

0副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) まず、現在の準備段階としては、基本計画の策定委

員会として、課長職を中心とした構成をしていきたい。第2次のときには13名の委員を

委嘱し、策定委員会を設定したわけでございます。もう一つは、基本計画の策定プロジ，ェ

クト、これは、 当然、 各部局に関係する問題でございますので、具体的な問題をやはり
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議論するということで、係長クラス、あるいは課長補佐クラス等で21名のメンバーの構

成を行いました。現在、人数は当然、これは 2次の大体の目安の人数でございますO 第

3次につきましては、なお多くの市民要望、あるいは議会の要望等もあるわけでござい

ますので、このメンバーの構成につきましては、最低この程度で、また人数がふえるこ

とが予測できるというふうに思っております。

このプロジェクトを少なくとも 1月のうちには編成していきたい。よって、 年度内に

はこれに関連する各部の事業等の一定の考え方の提出を求めたいというふうに思ってお

ります。平成4年度のやはりある程度 9月ないし10月ごろまでには一定の基本的な部分

の方向づけをしていきたいというふうに考えております。ち ょう ど後期の部分の計画部

分が 5年度でございます。やはり、 5年度の早い時期にまとめて6年度の2期計画の中

で当然それを反映していくということを、 基本的に考えているわけでございます。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) わかりました。

何点か指摘もさせていただきたいと思います。 一つは、 この策定のための、基本計

の策定のための委員会なり、プロジェクトと。 第 2次基本計画と同じようなスタ イルだ

と。この辺を、少し今後の政策の中でやっぱり変えていってほしいなあと いう気がする

んです。これはちょっと後でまた、もう少し触れさせていただき ますが。

それで、まず第 3次ということを考えた場合、 一つのキーワード的にちょっと私なり

に何点か考えてみたんですけれど、一つは、その高齢化社会の大きな変化になってまい

りますので、この高齢化社会をどういう位置づけをしていくか。特に、 在宅福祉を中心

とした医療保健、福祉というのを連携としたネットワークしなが ら高齢者にサービスを

提供していく、不安感をなくしてし、く、また寝たきりの方をなくしていくとい うような

中で、地域福祉の実現ということが、厚生省、また東京都等の中で、計画の中で策定さ

れているところですが、この地域福祉という位置づけをどう 具体的にしていくかという

のは、非常にこれから大きな課題になっていくのかなあという 気がするんです。これに

伴いまして、人的な部分がマ γパワーを組んだ地域的なコ ミュニティを超えて助け合い、

介護の地域ブロックの福祉を確立することが、今後、 高齢化社会における地域福祉の成

功の否かにかかってくるのかなあという気がするんで、すね。今まで行政の財政だけでは

解決できない諸問題が今後たくさん深まってまいりますか ら、そういう 意味からの地域

福祉という体制で、新しい流れになってきているのかなあとい う気がするんで、すo
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ですから、ここをどう地域計画等含みながら、基本計画の中でここにどう整合性とい

うか、関連性を持ちながら、全体として福祉というものをっくり上げていくのかなあと

いうのが、課題になってくるような気がするんです。

それと同時に、 この地域福祉の基本となる助け合いなり、介護となると、どうしても

人的な要因が非常に高まってくるわけです。そ うなると、今の日野市では、コミュニティ

にすら体制ができてない ということで、非常におくれているのが今の実態だと思うんで

すね。で、もう 固なり都と いうのは、地域ブロッ ク制というコミュニティを超えてとい

う新たな流れになってきたわけです。ですから、そう いう意味で日野市も、コ ミュニティ

という 市民参加、市民参画というものをどう深めながら新しい地域の助け合い、介護等

を含んだ、そういう 的な意識を深めていくかと いうこ とが、非常にこれか らは大き

な問題になるのかなあと いう気がしますo 今までのおくれを早急に取り戻して、 そう い

う市民の皆さ んに認識をしていただくためには、行政として、まず行政が変わり、 そし

てそういう市民の皆きんにも認識を持っていただくいろんな動きをしなきゃいけないと

心うんで、す。こ の辺をどういうふうに対応 していくのか、これは大変な大き な問題にな

るのかなあという気がします。

そのためには、 一つ考えられるのは、今、リサイクルと いうこと が非常に大きな社会

問題にな っています。ですから今後、そのリサイクル型都市という か、 循環都市という

ことが非常に、この第 3次の中でも重要な位位づけにな ってま いります。

何か市長のこの間の行政報告の答弁では、ちょ っとリサイクル的な視点が、ちょ っと

視点が変わって ましたけれど、そのリサイクノレの基本は、まずごみを出さなし、。出すこ

とを減らしていく。で、出すときには上手に分別して出してし、く。その分別して出 した

資源を、どう市が回収をして、それを再利用してい くか、また、市民の方がいろんなご

みが出てくる、その中から資源ごみをどういう 、まあ中間施設というこ とが重要な課題

になるでしょうけれど、中間施設を設置しながら、どう分別して、それを再利用してい

くか。また、新たに高分子一一プラスチック利用ですね一一今後、どういうふうに対応

していく のか。そう いう非常にこれから大きな、リサイクル型都市となると、そういう

大きな問題になる わけです。そうすると、生活課が担当というような視点ではないのか

なあ。もっと大きな全体的なリサイクルというものをどう位置づけをして、その中で生

活課がどうい う関連をして進めていくか、こういうような視点になるかと思うんですね。

ちょっとその辺が市長と認識が違ったんですけれど、そういう大きな社会的なリサイク

ルと いう中で、非常に多くの人たちは、このリサイクルについては関心もありますし、
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ですから、この市民の皆さんにどう分別していただくか、そしてこの辺の中で多くの市

民の皆さんに協力していただく、これを一つはコミュニティもしくは将来的な地域のカ

ラーというか、お互いに助け合い的な部分に認識をできる一つの大きなうねりにな

るかなあという気がするんですね。

そういう意味から見ても、このリサイクル型都市をどう活用しながら、市民自治を深

めて段階的に移行していくかということが、一つの方法としては考えられるかなあとい

う気がするんです。そういう意味では、お互いが相互依存し、連携しながら、新しい流

れができるのかなあと思うんです。

それと同時に、質の高い住宅都市、住宅環境というんですか、ただ区画整理を進めれ

ばいいんじゃなくって、じゃあ日野市として、日野市の全域をどういうイメ ージの都市

にしていくのか。また、部分的にどういう特色を持たせながら質の住宅地域を形成して

いくのか。そういう意味では、都市景観という視点が非常に大事になってくるんですね。

都市景観的な意味合いを深めながら、大枠として流れを考えていただきたし、。と同時に、

今、農地についても、非常に重要な都市の農地の位置づけ、生産と同時に緑という提供

もありますし、避難という提供もあります。そういう多角的な農地の位置づけとい うこ

とももう少し今後明確にしながら、対応もしていただきたいなあという 気がしますo

それから一番大事なことは、市民参加、市民参画、これを今までのような閉鎖的な一

方通行ではなく、相互通行しながら、この市民が行政に参加し、どこまで参画をし、 そ

してそれを通して、どう市民自治を深めていく、そしてそれが、行政のいろんな部分に

プラスになっていくし、協力体制にもなってまいりますから、今までの発想、からま るっ

きり展開しなきゃいけないわけですねo

それと、この都市像を今後明確にする場合、最初にシンボルという都市像を掲げるわ

けですね。そして、それについての各種の政策等が有機的に関連しながら全体としての

体系化を図っていく、都市像をっくり上げていく、それを実現してく、そして部分的な

それぞれの施策が一つひとつのその中で目的を果たせるようにしていくというふうに、

全体感と部分感が関連づけながら進んでいくようなことができるような基本計画を策定

していただきたい。そのためには、何が何でも一番根本的な大事なことは、内部の職員

の皆さんのどれだけの多くの職員の皆さんに、この新しい第 3次基本計画に携わってい

ただいたか、また、確かにいろんな制約がありますから、全員というわけにはいきませ

んけれど、結局は、それを一つの課長、係長、いろんなそういう役職的な位置づけの中

でやることも、当然必要でありますし、それは大事なことであります。それと同時に、
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この枠を超えて職員のそれぞれが大体興味を持った人はどんどん参画できる、また、い

ろんな自分のそういう日ごろから職務を通じて知り得た新しい発想、ユニークな発想、を

どんどん出していただける、また、出していただけるようなそういうようなシステムと

いうんですか、また、もう少し言い方をかえますと、第 3次基本計画は、一部の人がつ

くるんじゃなく、市職員がみんなでつくり上げていくんだという、そういう発想を持っ

たっくり方、そうしていくならば、非常に第 3次基本計画が策定したときは、職員一同

が、私たちがつく ったものだと、私たちが考えたものだという、非常に愛着が出てまい

りますO 愛着が出た ときには、非常にそれに対して協力的になりますし、また、非常に

知恵が出てまいり ます。そうした中で、 非常に市民本位の新しいものができるのかなあ

という気がするんですね。

そう いう意味か ら、今までのような第 2次基本計画的な部分の発想、から展開するん じゃ

なく、 開いてし、く、 聞かれた基本計画を策定 していただきたい。 三鷹市においても、い

ろんな角度で市民の参画、また職員の参画 も積極的に行った。そして、第 3次基本構想、

というのを三鷹市もっくり上げております。

ですから、今後、 この第 3次基本計画が、 いかに新しい市民ニーズ、また、将来予測

できるもの、将来、いろんな急速な変化のものを的確に予測していけるためには、よ り

多くの知恵を結集して、との第 3次基本計画をっ くり上げていく ことが、 一番基本にな

ろうかなあと思います。ですから、今までの発想の枠を少し変えま して、とのようになっ

ていただければなあ。そうしますと、約 2年弱と いう非常に短い作業ですから、これは

精力的にまずどう いうような日程を、日程という か、 スケジ ュールと いうか、 行程を組

みながら、機能的にやっていき ませんと、時間的には難しくなる かなあと いう気がしま

すo そして、 市民の多 くの方にも、どんどん情報を提供し、そして市民の意見も聞ける

場を積極的にふやしていただきたい。

例えば、 三鷹市におきましては、 市民の皆さんに向けていろんなまちづくりについて

の勉強会というか、 市民の皆きんに知っていただく ための学習会を形成しているんです

ね。それを通して市民からの意見も、 今度はそれを通して皆さんにそういう認識を持っ

てもらって、それをまた市の方にフィードパックしてもらうというようなシステムを導

入しております。ですから、一部の人がっくり上げた基本計画であれば、それがやはり、

なかなか市の大枠の目的達成のために稼働しにくいという部分がありますので、いかに

多 くの職員の皆さんが参画していく。で、これを通してやっぱり、こういういろんな視

点、いろんな見方ができるようになるし、そういうことを通しながら、市の職員の皆さ
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んはさらなる資質の向上、また、日野市の将来についてそれぞれがいろんな思いを寄せ

ながら、語ってし、く。また、それに対して情熱を燃やしてし、く。市政に責任の深まりが

高くなってし、く、そういうふうになってまいります。そういう意味から、こういう手法

というのを、 100%は現状は難しいですから、今まで以上にこの手法をどう現実化でき

るか、市長を初め担当部局の方で英知を結集して、そういう流れをつくっていただきた

い。そういうことが基本的な市長へのお願いでありますO

で、こういうことはどうかと思うんですけれど、日野市は、 これから未来永劫にわたっ

て続いてまいります。市長は、また我々は、それぞれの年代とともに、それぞれの年代

の中で生涯を閉じていくわけですね。ですから、そういう 意味では、も っと未来的な、

将来的なことをしっかりと市長自身も予測をして、将来に恥じる ことのない ような、市

長という一人の自分自身の我を超えて今後の基本計画づ くりに遁進していただきたいと

思うんです。自分が市長だから、自分の思いのまま、という 発想、は市長はないと思いま

すけれどね。ないと思いますけれど、 今までの市長のいろいろな視点を見ますと、 急転

直下という非常に大変な問題を抱えてい るわけですね。ですから、そうしますと、 基本

計画そのものが何ら意味がなくなってしまいますから、 ここ のと ころはやっぱり 改めて

ほしい。そして、できることであれば、市長自身が余 り口を出さず、レールをしっかり

敷いていただいて、あとは職員の英知を結集 してっくり上げていく 。ここがどう も一番

し、いものができそうだなあという気がするんで、すね。ですから、その辺について、 市長

の御意見があればお聞きいたします。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘、御提言、まことにそのとおりと、日常も考えておる

ところとそう格差はないつもりでございますが、まだ至らない点も多々あって、何か芳、

に沿わないとおっしゃるその御意見もわかるような気もいたします。努めて御提言を尊

重しながら、これからの一定の期間になるべく市民の御意見、 議会の御意見等を広 く取

り入れて、将来に支障のないとし、し、ましょうか、将来に悔いのない、こういう 今日 のま

ちづくりを広げておくということが一番大切な ととだろうと思っております。従来の政

策は、緑と清流という言葉で表現されておる施策は、とりもなおさず将来の日野市の発

展のために、一番基本的な条項ではなかっただろうか、こんなふうにも思ってお りますO

ちょうど時代の傾向に適合できた、こういう感じは持つわけでありますので、またその

点も御了解いただきたいものだと思っております。
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0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ありがとうございました。

本当にそういう意味では、世界のいろんな動向を見ても、大きな時の変換期になって

きたのかなあo いよいよ日本においても、本当の質の高い民主主義の入り口にきたのか

なあという 気もしてならないわけですけれど、特に今後の第 3次基本計画を策定する中

の策定のキーワードは、 多 くの職員参加、 そ して市民意識の高揚が大きな成否のかぎに

なるのかなあという 気がします。そのために、今後、その外部の学者等をあんまり登用

しすぎない ように、 でき る限り段階的に、この職員の皆さんの資質を深めなが ら、でき

ることであれば、 庁内で考える機能は強化できるよう な流れをつくっていただ きたいと

思います。

それと同時に、 そのためには、それぞれの部局での企画力の充実、そして現在の企

財政部における企画についてのより強化、 そう いうことがこれからの日野市の将来に

たっては、重要な部分になろうかと思いますので、その考える機能を強化とい うことを、

そして職員の皆き んが喜んで参画をしてまちづくりをできるような機運と いうか流れを、

それを市長にお願いしたいということで、なかなか難しい面もあろう かと思うんですけ

れども、かなり市長自身の意識変革がすべてのかぎでありますので、やっぱ り将来の、

また未来の方から、市長自身が讃歎されるような基本計画を策定していただくように強

くお願いを申しまして、質問を終わらせていただきます。

0副議長 (福島敏雄君) これをも って lのし平成 6年度からの第 3次基本計画は

iltの轡かさを実感できる」街づ くり をめざしての質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、とれに御異

議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長 (福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前日時38分休憩

午後 1時3分再開

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問 2の 1、再び問う!日野市の生活水準の通告質問者、奥住日出男君の質問を

許します。

(21番議員登壇〕

021番(奥住日出男君) 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。
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経済企画庁が先月の19日に発表しました生活白書の豊かさ指標、これで都道府県の順

位が示されたわけでございますけれども、その後、この順位をめぐって大きな反響があっ

たというふうなことがマスコミで報道されました。

内容を若干読んでみますと、 1位にラソクされた山梨県からは、職員がわざわざ経済

企画庁までお礼にかけつけた。対照的に最下位にランクされた千葉県では、県民の所得

など経済的な面が抜けている、というような反論をした。さらには、他の各県も、何が

悪くて下位にランクきれたのか説明をしろ、という、こんな押しかけ的な苦情もあった

ということで、担当の国民生活調査課の職員は、 1週間ほど振り回されてしまったとい

うふうに報道はされておりました。

しかし、豊かさとは何なのか。自分たちの住む地域が、豊かなのか、豊かでないのか、

目標や基準がはっきりしてないために、なかなかっかめないというのが、今までの実態

であったわけです。そういった意味では、今回発表されました豊かさ指標の順位、問題

点、が多くあったというふうに聞いておりますけれども、私は、 一石を投じた点で、 意義

が大きかったんじゃなし、かな、こんなふうに理解をしているところでございますo

私も、日野市の豊かさはどの程度なのかということを、自分なりにつかみたくて、昭

和62年の第4回定例会、ちょうど4年前の12月議会ですけれども、 「日野市の生活水準

について」と題しまして一般質問をさせていただきました。それからちょうど4年がたっ

たわけですけれども、この間、行政側の努力、あるいは市民の協力等によりまして、日

野市の目指すべき都市づくりに向けまして、大きな前進を見ていることも事実でござい

ます。今、国会で、時代の要請は、国内では「経済大国から生活大国づくりへJという

ことが大きなテーマになって、さきの国会でも多くの議員から質問が出たことは記憶に

新しいわけでございますけれども、私たちの大切なまち日野市においても、豊かさを実

感できる生活実現のために、なお一層の整備促進を官頭、要請しておきたいというふう

に思います。

そこで、今回は、日野市の社会的な生活水準を再度把握いたしまして、自分たちのま

ちが今どのように整備され、今後、どんな形で整備されていくのか。それを確認させて

いただきまして、私なりに日野市の豊かさの指標をっくりたい、こういうことで取り上

げたわけでございます。質問は、主な事業を概略 6項目に分けまして、それぞれ具体的

な内容についてお伺いをしたいと思います。

午前中の一般質問で、公明党の馬場議員が質問した内容と若干ダブる面もございます

けれども、しつこいなと言わす.に、ひとつ忍耐で御答弁をいただきたいというふうに思
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います。答弁の内容は、基本計画に該当する項目につきましては、その到達度なり、充

足率、これを数字的に、ぜひお願いしたいというふうに思います。

午前中の質問の中で森田市長の方から、社会的な動向の中で日野市の施策を明確に今

後していきますよ、また、行きたいというような御答弁がございました。今おくれてい

るのは都市基盤整備、 これをきちっとや り遂げて、次に時代の要請であります余暇活動

の面に対する施策を十分に練っていきたし、。さらには、高レベルの福祉社会を実現させ

ていく。こういった筋書きの御答弁がございました。その辺も十分踏まえながら質問を

していきたいというふうに思いますO

まず、第 1点目でございますけれども、 都市基盤の整備についてお伺いをしたいと思

います。 6項目だけ全部挙げます。その後、御答弁をいただきたL、と思います。

今、生活全般の豊かさ、ゆと り、これは感じられないというふうに言っておりますけ

れども、その最大の理由が、 基盤整備のおくれではないか、こんなふうに考えるわけで

ございます。そこで、下水道事業の整備状況は今どのくらいになっているのか。それと

区画整理事業の整備状況、 さらには、計画道路の整備状況についてお答えをいただきた

いという ふうに思います。

先ほどの市長の答弁の中で、 区画整理はあと10年ぐらいかな、下水道も同じぐらいか

かるんじゃないか、 こいう ことでございますけれども、 全体の流れで目指すべき都市づ

くりを今まで進めてきた。その中で都市基盤整備は、 こんな形で今、推進されています。

現状はこんな状況に仕上がってきてい る。今後、どんな形で仕上げていくのか己こ んな

ストリ ーでお答えをいただければ、大変幸いだ というふうに思います。

2点目でございます。勤労者の生活条件整備についてでございますo 御案内のように

今、勤労者を取り巻 く諸環境が、 大きく さま変わり をいたしまして、今日、労働と余暇

をうまく組み合わせる、 こうい った成熟 した労働形態が求められておるわけでございま

すけれども、その余暇も、ただ単に休養として消極的に時間をつぶせばいいということ

じゃなくて、 生活全般の中で活力を需要するという、こういう形で積極的にとらえられ

ておるわけでございます。今後、 週休 2日制の普及等によりまして、自由時間がふえる

ことを考えますと、余暇活動の条件整備、これは積極的に今も推進されておりますけれ

ども、さらにピ ッチを上げていかなければならない大きな課題ではないかというふうに

思います。同時に、 住環境の整備も、豊かさを実感する上で、重要だというふうに思い

ます。

したがいまして、この二つ目の中では、体育、文化、それとコミュニティ施設の整備

「
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状況、それと住環境の整備としまして市営住宅の建てかえ計画。前にも質問したわけで

ございますけれども、それが今どんな形になっているか。具体的には、この市営住宅、

2点ばかり質問したいんですが、それは、今の入居基準、これが収入が実態とちょっと

合ってないんじゃないかな。例えば、 20の若い人が世帯を持つ。二人は共稼ぎでやって

ますと、日野市の住宅には入れないわけです。その辺をどのようにお考えになっている

のか。議案の上程の中で、今回、補正予算が一般会計に出されまして、その中に住宅費

として、いわゆる住宅管理費として地域特別賃貸住宅供給事業経費として1，113万4，000

円ですか、管財課の担当として出されているわけですけれども、これが聞くところによ

ると、民間家賃と市営住宅の家賃の中間ぐらいの家賃のものを市で借 り上げて、それを

働く者に貸すという、こんなふうに聞いておりますけれども、この辺の具体的な内容、

これが何戸ぐらい建って、将来どうなるのか、この辺についてお伺いしたいとい うふう

に思います。

それからもう 1点、これは具体的になりますけれども、お礼を申し上げながら質問 し

たいんですが、 11月の18日におかげさまで、長い間の懸案でございました 日野台地域に

市内連絡ノミスが開通をいたしました。市長からも、その後の反響はどうでしょ うかとい

う問い合わせをいただきまして、大変皆さん感謝してますと。ぜひ市長にお礼を言って

いただきたいということがありましたので、この席をおかりして厚 く御礼を申し上げま

す。絶えず十数人乗ってまして、若干苦情もいただいておりますけれども、それはそれ

として、今、 8時台から 5時ということで、若干、朝晩の通勤時間帯に、もう 少しパス

を走らせていただけないかな、こんな要望がありますし、私もそう感じており ますので、

その辺も勤労者の立場から質問したいというふうに思います。

それから、 3点目でございます。保健医療面の整備状況についてということで、 今、

高齢化社会を迎えまして、健康に対する意識が住民からかなり高 くなってきていますo

そういう意味で、日野市が目指しておりますこの医療面の整備、こういう施策を今計画

実行しているけれども、これが全体の中でどうなのか。進んでいるのかおくれているの

か。この辺も合わせたお考えをお聞きしたいわけでございますけれども、総合的な保健

医療サービス、これを受けられるという、こういう体制整備は急務だと思いますので、

ハード、ソフト両面からお伺いをしたいというふうに思います。

それから、 4点目でございます。高齢者の福祉施策でございますが、これも、 今さら

私がここでどうこう言うあれじゃないんですけれども、日野市の場合に、いろいろと9

月議会でも市長の方から行政報告の中で、ああいった立派な施策が述べられまして、 あ
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る程度の理解はしておるところでございますけれども、その整備状況について、さらに

は、高齢者の自立的な社会参加、あるいは生きがいの場、こういう場を提供することは

もちろんですけれども、家庭、地域、行政、これをうまく連携がとれてないような気も

しないわけではないんで、すねO その辺がちょっと気になりますので、そういった体制整

備が今、どの程度進んでいるのか、 これをお聞きしたい。

それから、 5番目でございますけれども、 障害者の福祉施策について、日野市の場合

には、基本計画の中で、かなりこの障害者の施策については、他市に勝る点で、私は評

価をするわけでございますけれども、 一方では、 未認可ということで、かなりお母さん、

お父さん方が苦労 している面もござい ます。そう いった面で、今の福祉政策が障害者に

ついてどの程度整備をされているのか。それと、そう いった団体、あるいは地域住民か

ら、何か基本計画とは別に要望が来てい るかどう か、その辺もあわせてお聞きしたい。

それから、最後 6点目 でございます。青少年の健全育成体制の整備、これは私どもの

会派から毎年、予算委員会あるいは決算委員会の中で意見として申し上げてまいったと

ころでございますけれども、 青少年問題と いうのは、私どもの日常生活の中に問題と解

決がございますo そう いった面で、 家庭、 学校、地域、それぞれ役割を持ってやってお

りますけれども、 やはり 、これも行政との連携プレーが大変重要ではないかな というふ

うに思います。今、こ の辺の ことについて、市として、我々行政側ににおんぶに抱っこ

じゃ困る わけでございますけれども、やはり教育をする場、あるいは育成体制がどうなっ

ておるのか、 そうい う活動内容も含めてお答えをいただければあり がたいな、 こんなふ

うに申し上げたいと思います。

以上 6項目について、数点の内容で通告をさせていただいたわけでございます。要は

冒頭申 し上げましたように、今日野市がどんなふうにまちづ くりを進めているのかなあ

と。市民にとって、 日野市とい うのは本当に豊かなのか、豊でないのか、大変難しいと

ころでございますo 他市と比較をすればいい って ものじゃないし、日野には日野の基本

計画がございますか ら、そうい った中で、できれば他市との比較も絡み合わせながら、

御答弁をいただければありがたい、 こんなふうに思いますO

以上、よろしくお願いします。

0副議長(福島敏雄君) 奥住日出男君の質問についての答弁を求めます。都市整備部

長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君)

についてお答え申し上げます。

それでは第 1点目の、都市基盤の整備状況ということ
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日野市のまちづくりは、区画整理事業を基本として道路や公園等の基盤整備を行って

おるわけでございます。現在、区画整理事業によって、 10カ所、約508ヘクタールが既

に整備完了いたしております。さらに 6地区、 287ヘクタールが現在事業が進められて

いるわけでございます。それとさらに、市並びに組合施行で12地区、 226ヘクタールで

現在計画を進めておるところでございます。これは、日野市の市街化区域2，240ヘクター

ルの約1，022となるものでございまして、市街化率に対する46%が区画整理事業に整備

されるということになるわけでございます。現在、これらの計画されている地域を積極

的に進めているところでございます。

また、下水道事業でございますけれども、日野市の下水道に着手したのが、 57年でご

ざいます。その中で南多摩処理区につきましては、 60年度より供用開始をいたしまして、

2年度末でほぼ全域が終わっております。開始いたしております。また、浅川処理区と

秋川処理区につきましては、東京都が現在事業を進めております 2地区の処理場が 4年

度中に稼働するということになっております。市ではこの稼働に合わせまして公共下水

道の整備に現在、全力を注いでおるということでございます。ちなみにこの処理場の稼

働時で、浅川処理区では約34%、それから秋川処理区では約87%が供用が開始可能とい

うふうに考えておりますO また、これを市域全体で見ますと、約51%の供用開始という

ことになるものでございます。

また、都市計画道路でございますけれども、現在、都市計画道路として決定されてい

る路線は全体で27路線ございます。総延長で約60キロございます。 2年度までに整備が

終わっておる延長でございますけれども、約20キロということで、率にいたしますと34.

7%が完了しておるということでございますO 今後の計画は、 63年に作成をいたしてお

ります都市計画道路基本計画で、前期分、これは平成7年まででございますけれども、

この27路線の未着工の部分の77%を着工もしくは完成をさせていきたい、こういうこと

で現在、その着工するものに向けて努力をいたしております。

ちなみに近隣市の状況でございますけれども、東京都全体では、この平成2年度の集

計でございますけれども、 50.5%道路の完成率、それから多摩地区では36.3%、こうい

う形になっております。ほぼ多摩地域の平均に現在は日野市がし、る、こういう状況でご

ざいます。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 公営住宅の関係につきましてお答えをいたします。
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御承知のように、日野市は公営住宅を現在549戸所有をしております。 26市の中では

第 3番目の所有でございます。 26市の全体を100にいたしますと、日野市が11.7%を占

めているということでございます。この市営住宅につきましては、 26市の中での一番建

てかえ計画が進んでおりまして、建物の更新も計画的に行っているということでござい

ます。

現在、今後の計画でございますが、高幡、下回、それから東光寺、城祉ケ丘、こういっ

た古い住宅があるわけでございまして、この建てかえ計画を本年度、補助金をいただき

まして、計画を策定をしているということでございまして、この確定ができますれば、

計画にのっとって順次建てかえ計画を進めるということでございます。

そこで、今御質問の市営住宅の入居基準が、いわゆる所得階層からいいまして、少し

低過ぎるんではないか。いま少し基準が高 くてもいいんではないかということでござい

ますが、これは国のいわゆる住宅政策の中で、 公営住宅に入居するいわゆる エリアとい

いますか、資格をある程度決めております。これは専門的には、収入分位と言っている

わけでございます。要するに、所得がゼロから最高100ということで、現在、公営住宅

については、収入分位で言いますとゼロから33、これを公営住宅で補う。で、これから

外れた33以上につきましては、 主には公社公団住宅のよ うな形で住宅を使わせる、そう

いう考え方になっているわけでございます。したがって、この公営住宅の家賃について

は、建設費のほとんどが補助起債でできるわけでございますので、かなり厳しし、し、わゆ

る基準を規定をしているということでございまして、日野市の公営住宅も、 申すまでも

なく公営住宅法に基づきまして入居資格が定ま っていると いうことでございます。 した

がって、独自の、市でこの家賃の収入基準を上げると いうわけにはいかないという こと

でございますo

そこで、御質問にもございましたけれども、それでは公営住宅のいわゆる 2種の上位

から、これは収入分位でいいますと、大体20から60ぐらいの分位の層でございますけれ

ども、 これを地域特別賃貸住宅で救えないかということが構想として出まして、昭和61

年に建設省がこの制度を取り入れたということでございます。これを簡単にいいますと、

2種類ございまして、日野市が土地を買って、自治体が土地を買ってやる方法と、地主

さんがアパー トをっくりまして、そのアパートを自治体にそっくり貸し、自治体がその

アパー トを、入居者を募集して入居させる、そういう制度でございます。これは、助成

関係の制度若干触れますと、例えば供用部分でございますけれども、階段とか廊下とか、

そういう部分でございますが、そういう部分については、建設費の補助を国が 2分の l、
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それから東京都と市が4分の 1ずつ、そういう負担をする。そうしますと、全体的には、

建物全体では 1割く・らいの補助をしたということになるわけでございます。それから、

いわゆる拠出部分でございますけれども、これは良質な制度資金の導入が図られるとい

うものでございますo それで、そういった制度のもとにつくったものを市が全部借り上

げまして、今度は政策家賃とし、し、ますか、一定の家賃をいわゆる国と、それから市で補

助をするということで、したがって、普通の民間住宅よりは安い値段で入居できる。要

するに、先ほど申し上げました収入分位でいし、ますと、市営住宅の 1種の上の方から、

それから60ぐらいまで入居できる、そういう制度でございます。今回、補正予算に計上

させていただきましたのは、その供用部分に対するところの本年度の補助ということで

ございます。今計画しております戸数は、 18戸でございます。

今後、この事業を市も積極的に取り入れまして、例えば市営住宅の今いろいろな問題

が出ておりますところの高額所得者でありますとか、収入超過者の誘導も可能になり、

また、新たな中堅所得者の住宅の確保にもなるという ことでございます。今後の計画は、

いま少し具体的に詰めた中で、数字的なものは公表したいというふうに考えております。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 社会教育部長。

0社会教育部長(大谷俊夫君) 同じく 2番目の質問の中の、体育の文化施設の関係に

つきましてお答えを申し上け.たいと思います。まず、前回御質問をいただきましたその

後の経過につきまして、年次を追って御質問にお答えをしたいと思います。

まず、体育の施設のことでございますが、昭和63年度には、旭が丘中央公園のテニス

コートの全天候化に開始をいたしました。それから平成元年度におきましては、 三中の

校庭の夜間照明施設、同じくクラブハウスの新築、それから多摩川総合グラウンドの管

理棟の新築等がございました。平成 2年度におきましては、北側グラウ γ ドの整備、 平

成 3年度におきましては、浅川スポーツ広場の整備、四中の夜間照明施設の設置、同じ

くクラブノ¥ウスの設置等でございます。それから平成4年度からは、市民プールの改修

に入りますが、今まで第 2次の基本計画に定められておりました三中並びに四中の夜間

照明並びに市民プール等につきましては、来年度から改修がされるというふうな経過に

なっております。

それから文化施設の方の関係でございますが、生涯学習の観点から、その後の状況に

つきまして整備がされたものでございますのは、昭和63年度ふるさと博物館が開設され

ております。平成元年度におきましては、文化財の整理保管室の開設、 2年度におきま
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しては、百草図書館の開設、中央公民館の全面開始、 3年度におきましては、林間宿泊

施設としての乗鞍高原日野山荘の開設、それとただいま大成荘の改築が進行中でござい

ます。

以上が主な施策の成果でございますが、今後ともハード、ソフトの両面におきまして

市民ニーズにこたえるべく努力をしてまいりたいと思います。

以上でございますo

0副議長(福島敏雄君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

2点目の勤労者ということでございますが、勤労者の生活条件の整備と申しますれば、

勤労市民にかかる諸問題のすべてと いうこ とでございまして、市政全般にわたる行政施

策が該当いたすものというふ うな観念でおります。 御指摘にございますとおり、体育、

文化、コ ミュニテ ィ施設、また市営住宅、パス路線、さらには、 3点以降にございます

とおり 、高齢者福祉、あるいは環境問題など、幅広い範囲にわたっておるものでござい

ます。

きて、生活文化部の生活課での対応におき ましては、 基本計画も第 5章、 参加と連帯

でつく る市民自治のまち、そしてその中の第 5節、勤労者の力量を生かす施策が中心と

なるわけでございます。その施策の体系で、行政参加のための条件整備、2点目として、

行政参加の機会の充実を兼ねております。具体的には、市内勤労者の市政に関する意向

を総合的に把撮しまして、 円滑な行政を図るために、他市に先駆けまして昭和56年でご

ざいました。日野市域勤労者協議会を設置いたしまして、市政に対する各種の提言がそ

の場においてなされてまいって、 今日に至っておるところでございます。ま た現在、こ

の協議会におきましては、勤労者福祉行政の体系化につきまして、現在、協議を進めて

まいり、答申をまとめつつあるところでございます。これらがまとまりました暁におき

まして、 これらを内容を踏まえましての今後の検討を進めていきたいというふうに考え

ておると ころでございます。

また、コミュニテ ィ施設につきましては、昭和63年度に日野市生活健康センターの開

設がございます。続き まして、 元年の11月に東部会館の開設をいたしまして、その利用

に供 して まいってきておるところでございます。そしてきめ細かな配置で、他市に例を

見ない地域の基礎的集会施設とも言うべき地区センターにおきましては、 60館構想、のう

ち、本年度事業を含め、既に57館の配置を見ておるところでございます。

さて、平成元年度版の国民生活白書は、 「人生70万時間、豊かさの創造」という 副題
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がついております。国民 1人当たりのGNPなどで見ました経済力の高さにもかかわら

ず、豊かさを十分に実感できない理由の一つに、生活のゆとりのなさが挙げられており

ます。豊かでゆとりある生活を実現するために、高齢者や、また女性の社会参加を促進

し、働き過ぎの中年層の負担を社会全体で和らげることの重要さを指摘され、豊かな生

活をっくり出すために、労働時間短縮等を通しましての社会の仕組みを変える努力が提

案されております。

このような社会の流れの中で、市行政レベルでの余暇に対する取り組みが期待されて

きておるところでございます。行政の各分野での取り組みを初め、生活課におきまして

のレクリエーショ γ係の新設と相まって、これらの課題に対しまして研究、努力を今後

も努めてまいりたい、そのように考えているところでございます。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは 2番目の、最後と思いますが、パス路線の

関係で御回答申し上げたいと思います。

先ほど、勤労者の立場でということで、私の方も当然、このパス路線の開発につきま

しては、日ごろ努力をしているところでございますが、何とか11月18日に、日野駅から

日野台経由豊固までの路線の新設が実現できたわけでございます。現状の中では、 8時

から 5時までという時間帯でございます。そういう中での御質問だと，思っておりますが、

当然、勤労者に対しては、もう少し前後を早く遅くというような御質問と認識しており

ますo この路線につきましては、 18日以降今日まで、約 1日平均311名のお客さんが乗っ

ているわけでございますが、 1便では11.9という数字でございます。しかし、開設後今

日では、 1日400弱の数字に至っているという経過があるわけでございます。もちろん、

日野台路線の時間の延長の問題、あわせて地域全体の不便地域の問題、あるいは新路線

の開発、市内連絡ノミスのなお一層の増便等の問題もあるわけございますので、今後の日

野台路線の時間延長につきましては、十分勤労者の立場も理解できますが、今後の課題

とさせていただきたいというふうに思っておりますO

以上ですo

O副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 御質問につきましてお答えしたいと思います。

第4点目の高齢者福祉施策についてでございます。基本計画におきます施策の整備状

況、実施計画の項目に沿ってお答えしたいと思います。
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まず、前期の実施計画につきましては、市の地域福祉の風土をつくる項目にケアサー

ビス事業の実施がございます。昭和62年からあそこで発足いたしまして、現在では、供

給会員、 A会員と申しておりますが、 143名、需要会員のB会員、これが150名が登録さ

れております。平成 2年度の活動状況につきましては、派遣世帯数で56世帯に対しまし

て、 3，669回の派遣を行いまして、前年と比較いたしまして21%の増ということで、順

調に目的を達成しているところでございます。

2点目の、生きがいのある老後の保障の項目でございますが、特別養護老人ホーム、

在宅ケアセンタ一、高幡福祉センターの複合施設の新設でございます。これにつきまし

でも、予定どおり平成2年 5月に浅川苑が開設されまして、定員50名の特養老人ホーム

ということで、目的を達したところでございます。

それから、ひとり暮らしの安全対策といたしまして、特にひとり暮らし老人緊急通報

システムというものを導入いたしました。平成元年度に 5台、平成 2年度に 6台、計11

台が現在設置済みでありますが、平成 3年度におきましては、 10台の設置を予定 し、準

備を進めておる ことろでもございます。この制度は、東京消防庁への登録、あるいは協

力員 3名の確保が必要であります。近隣の住民にも協力を依頼した中で、 積極的に進め

ていることろでございます。

それから、生きがし、の対策でございますo 高齢者センターの新設、これにつきまして

は平成元年12月に完成し、現在、シルバ一人材センタ 一等で使用 しているところでござ

います。

次に、後期の実施計画の新項目につきまして御説明いたします。中央福祉センタ ーの

開始につきましては、平成 2年12月から翌年の3月にかけまして、内部の改修を行まし

た。障害者用のトイレの新設、あるいは浴室等の改修等がございます。

それから、次に地域の高齢者住宅計画でございます。これをことしの 3月に完成いた

しました。今後、 10年間の目標といたしましては、必要とする高齢者住宅550戸という

ことの確保の方法が示されていることろでございます。これにつきましては、公的な住

宅、いわゆる公団、公社、あるいは公営住宅と言われます都営、市営、そのほか、借り

上げ住宅、こういうもので550戸確保していくという方向でございます。高齢者住宅の

借り上げにつきましては、平成2年度に 2名の方の地主さんの協力をいただきまして、

16戸 2棟、 32戸借り上げることができました。平成 3年の 3月には、 32戸入居が完了し

ております。平成 3年度の借り上げ事業でございますが、当初、 1棟15戸を予定してお

りましたが、今回、東京都の補助制度の改正がございました。融資条件等の変更、ある
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いは専用面積の変更等がございました。また、今まで、は東京都の福祉局で、やっておりま

したものが、今回から住宅局の方の指導に変更になっております。こういうようなもろ

もろのことから、ことしは地主さんと協議をしてみましたが、時間がかかりまして、今

年度の予定が困難になっております。したがし、まして、平成4年度には、これを合わせ

まして15戸ぐらいの 2棟借り上げていきたいというふうに考えております。

基本計画に該当する項目につきましては、以上でございます。

それから、今後の高齢者福祉策でございますが、今後とも高齢者が住みなれた地域で、

安心して暮らせるように、高齢者向けの住宅、あるいは現在行っております老人給食サー

ビスの充実、在宅福祉サービスの充実、このようなことで一層の推進を図っていきたい

と思っております。

特に、今後の施策といたしましては、福祉、保健医療の一元化、体系化ということで

ございます。特に、施設サービスにおきましては、今議員さんから御指摘ありましたよ

うに、多摩川苑福祉ゾー γの整備計画、ここにおきましては特養老人ホーム、 一番研究

課題であります特養老人ホーム、それから保健施設、あるいは在宅サービスセソタ 一、

総合福祉セ γタ一、こういうものを今後計画していきたし、というふうに考えております。

在宅サービスにつきましては、施設サービス等もするんですが、特にマンパワ ーの確

保ということでございます。これが在宅サービスの中で占める比重が非常に重いわけで

ございます。そのことでこれからもマンパワーの確保に努めていきたいというふうに考

えております。

それから、給食事業につきましては、現在、年間で 4万食、これは365日の給食とい

うことで、全国的にも余り例のない給食サービスを行っておりますが、これも 4万食が

限度に来ておるということから、最近では、浅川苑のサービスセンタ 一、あるいはかし

の木荘によりまして、地域の給食サービスを行っているところでございますが、今後と

も、これらの事業の充実を図っていきたいというふうに考えております。

それから、平成元年に国の10カ年戦略、いわゆる福祉推進計画、 ボー ドプラ γが作成

されました。それを受けまして、平成 5年中には日野市の福祉の基本構想、とも言うべき

地域福祉推進計画、この策定を行っていく予定でございます。これにつきましでも、お

よそ10年の目標を掲げまして、それに伴います実施計画、 この中には障害者一同も含め

た全体の地域の福祉推進計画を作成しいきたいというふうに考えているところでござい

ます。

次に、障害者関係でございます。障害者関係につきましては、後期の施策化された事
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業は五つの事業でございます。心身障害者の在宅緊急一時保護事業、これにつきまして

は昭和63年度から実施しまして、後期についても現在継続中でございます。平成 3年度、

延べ44人の障害者がこの制度を利用しているところでございます。また、同じく障害者

の緊急一時施設保護事業につきましては、前期、平成元年度に計画どおり実施、後期も

計画中でございます。そのほか、障害者の在宅給食サービスにつきましでも、老人給食

と合わせた運営の中で、実施しているところでございます。

それから、未認可通所訓練等の充実、整備でございますが、これについて父兄からの

要望等があるかということでございますが、施設の拡充、あるいは事業の運営費の助成、

あるいは建設用地の確保、 建設費の一部助成というような要望がございます。そういう

ような中で、それぞれ対応しております。運営費の助成についても、かなり他市に比較

いたしまして、レベルの高い所の運営費の助成を しているところでございます。また、

用地の提供につきましでも、あるいは建設費の一部助成につきましても、要望にこたえ

るよう努力 していることろでございます。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

大変失礼いたしました。 第 3点の保健医療面の整備状況につ きまして申しおくれまし

たことをおわびいたします。

それでは保健活動につきましてお答え申 し上げます。健康で安心 して暮らせる保健医

療に関 しましては、 実施計画におきます基本検診、これは高齢者と成人が ございますO

毎年、基本計画によりますれば、 800人増で計画 しておるところでございますo また、

がん検診といたしましては、肺がんが100人増、胃がんが200人増、大腸がんが300人増、

乳がんが500人増、また子宮がんにつきましては300人増というような計画によりまして、

現在予算化されておるところでございますが、これが実施につきましては、予算の範囲

で希望者全員が受けられるよう配慮しておるところでございますが、しかし、科目によ

りましては、それを超える、計画を超えます大きな受診者が出ておる経過もございます。

例えば肺がん検診につきましては、およそ倍、 420名のところを816名という申し込みが

あった経過もございます。そのようなときには、こと市民の保健、健康の問題でござい

ますので、 全員が受けられるような措置を講 じてきておるところでございます。

また、 生活保健センタ ー内の機能訓練事業に関しましては、本年 9月から開始いたし

まして、寝たきり者在宅機能回復訓練の実施について、充実を図っておるところでござ
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います。

さらに、今年度は、老人保健法が改正され、御承知のとおり、特に在宅老人訪問看護

に重点が置かれたこともございますし、基本的に日野市の対応を検討しておるところで

ございます。

次に、これは都の関係でございますが、一言申し添えたいと思います。多摩南部地域

病院、仮称でございますが、これが現在、財団法人東京都保健医療公社の手によりまし

て建設が進められておりまして、多摩市落合の中沢、いわば多摩セ γター駅西側に位置

したところでございますが、そこで平成5年 7月、一部開設、 6年 5月完成という中で、

現在計画が進められております。この病院の診療科目は16科に及ぶものでございまして、

特に重点医療といたしましては、救急医療、がんの医療という 2点で、ございます。規模

といたしましては、病床が300床、そのほかに ICU、あるいはCCU、6床含めます

と306床。それで外来でございますが、 1日当たり500人を想定しておるところでござい

ますが、医療機関からの紹介患者につきまして診療するということで、これは紹介、予

約制をとっておるものでございます。診療後には、紹介をしてまいりました医療機関へ

の報告、また紹介でなく、直接お越しいただいた患者さんに対しましては、症状により

まして適当な医療機関への逆紹介といいましょうか、していくという計らいでございま

す。また、病床でございますが、これはオープ γ化し、たしまして、地域医療機関からの

入院依頼に対応するとともに、退院時は地域医療へ患者の返送、あるいは逆紹介を行う、

こういう仕組みでございます。

もう 1点申し上げるところは、東京都の保健医療計画の見直しでございます。平成 5

年度、この見直しを控えておりまして、現在、第 2次保健医療圏、 5市代表の保健所が

中心で意見を述べ合っているという現在、段階でございます。まだこの点につきまして、

当市といたしましでも、毎々病床制限にかかわりなく、日野市としての病床数獲得のた

めに、再三申し入れをしてまいってきておりまして、確約というところまではまいって

おりませんが、日野市の実情を都として認識し、かっ、都、国に対して、日野市の現状

を上申してくれているという状況がございます。

なお、東部といたしましては、今後、一層協力なる病床の拡大を図っていきたいとい

うふうに考えておるところでございます。

以上でございますo

O副議長(福島敏雄君) 企画財政部参事。

0企画財政部参事(大崎茂男君) 3番目の、医療面の整備の件について答弁申し上げ

行。つ白つ山

ます。

医療の施設につきましては、日本国内ではどちらかというと、自由診療といいますか、

民間が主流なわけでございます。そういう中で、日野市の場合は、開業医さんの診療施

設、また病院、いずれも若干平均より下回っている施設の数と言えます。ただ、行政の

区域内に施設があるなしの診療圏ということで、通える距離にあればいし、というような

考えもございますが、行政の区域内に限れば、下回っているというのが実態でございま

す。そんな中で、特に病院が少ない、ベッド数が少ないということは、先ほどの医療計

画の要請にもございましたけれども、日野市の場合は、医療計画の算出でいけば、半数

に満たないというような状況でございます。そんな中で、基本計画の施策の方向では、

現在の市立病院を整備、充実するという ことを一つ出しておりますことと、それから、

南部地域に病院を設置したいという こつの点を施策の方向で出しております。

その中で、市立病院のまず建てかえでございますけれども、これにつきましては、先

般、先週の 5日の日に市長の方からもお話がございましたけれども、一応、仮病院とい

うような考えももちろんあるんですが、もう少し具体的な検討もしてみたいということ

で、現在の多摩平の病院の周辺の所も考えに入れて、ただいま検討 しているということ

でございます。

なお、病院の建てかえについては、準備金という ような ことで基本計画の中に40億を

目途に積み立てることになっておりますが、 平成 3年度積みますと20億ということで、

ちょうど50%に到達するということになります。それか ら南部病院につきましては、高

幡の区画整理の所の土地というようなことの中でも、いずれにしても市立病院とか、民

間病院ということを直接ここでは考えておりません。ただ、 南部に病院の土地を手当て

したいということで、区画整理区域を含めて検討 しているというような状況でございま

す。

OIIJ議長(福島敏雄君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) 第6点目の、 青少年の健全育成体制の整備につきまし

てお答え申し上げたいと思います。

生活文化部での青少年育成事業につきましては、既に御承知のとおり、昨年、青少年

問題協議会の地域組織でありました地区委員会が、住民の自主的な団体であります育成

会に移行いたしました。次代を担う青少年を心身ともに健やかに育てることは、大人一

人ひとりの、また社会全体の責務でございます。それで基本構想におきまして、青少年

の健全育成体制の充実を、豊かな人間性を育てる教育と文化のまちづくり、市民相互の
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連帯を広げるコミュニティ活動の一環として位置づけ、さらに青少年の健全育成活動を、

家庭、学校、地域社会が連帯して推進していくとしております。地域ぐるみで育成活動

を推進する地区育成会は、地域の人々の理解を得ながら、それぞれの地域ごとの特殊性

を生かした、活動が行われております。さらに、地域の力が高まり、育成活動が定着する

よう、支援をしてまいりたい、そのように考え行ってまいってきております。

青少年の健全育成は、行政の他の分野でもその取り組みが行われております。地域で

は、それぞれのいわばサッカ一、あるいは野球といった目的を持つての育成活動をする

団体が多くございます。育成体制の整備という面では、数多くある育成団体であります

少年野球、少年サッカー、子供会、ボーイスカウト、ガールスカウト、そして育成会等、

地域の参加団体同士が連絡調整、情報交換を行えることが望ましいと考えておりますo

そのためには、地域の各育成団体が自主的な形で活動の核となるような連合協議体を組

織いたし、互いに連携できる状態が生まれることがよいのではないかと考えるところで

ございますO そのような方向での支援を検討して今後まいりたいというふうに考えますO

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 社会教育部長。

0社会教育部長(大谷俊夫君) 同じく 6点目の、 青少年の健全育成体制の整備につき

まして、社会教育部関係についてお答えを申し上げたいと思います。

青少年の健全育成につきましては、今年度は、桑園跡地を利用いたしまして開設いた

しました自然体験広場、これを一つの活動の拠点といたしましてジュ ニアリ ーダー講習

会、指導者上級講習会、あるいは少年団体の育成講習会などの活動を展開してまいりま

した。体制!といたしましては、子供たちを直接指導できる日野市の青少年を中心といた

しまして、各子供会の指導者、それから福祉部所管の児童館、あるいは生活文化部所管

の育成会の方々との連携のもとに推進をしてまいったわけでございますo 今後とも、 子

供たちの地域でのリーダーとなれるような小学生、中学生、あるいは高校生、 青年リ ー

ダーとのそれぞれの段階に応じた一環した地域のリ ーダーの育成に努めてまいりいたい

と思っておるところでございます。

また、社会教育委員会におきましては、来年度から実施が予定されております学校週

5日制の実施に伴う社会教育面での受け入れ体制に焦点を絞りまして、現在調査なども

実施をしております。検討を進めているところでございますが、いずれにいたしまして

も、家庭、学校、地域との連携ができる体制づくりを精力的に進めて取り組んでまいり

たい、このように考えております。
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0副議長(福島敏雄君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ありがとうございました。

質問した内容が広範囲にわたりますので、なかなかうまく整理できないところは仕方

ないんですけれども、今、御答弁をお聞きしまして、基本計画にのっとって目指すべき

都市づくりは進めてきました。その結果、各事業施策の整備状況は、今こんなふうになっ

てますよ、こういうことも言われました。今後、こんなふうにやっていきたいというこ

とで御回答いただいたわけで、すけれども、数字的に御回答がいただけるところ、あるい

はそれが無理なところ、これはよくわかりますので、それなりに理解をするところでご

ざいます。

何点か再質問をして、最後に市長に総括で 1点だけお聞きしたいんですが、 1点目の

都市基盤整備の中で確認をしたいんですが、 下水道事業の整備状況、供用開始51%とい

うのは平成4年度だと思うんですが、 区画整理事業が、今組合施行が12地区ですか、進

められているというふうに変えていただいたんですが、組合施行の区画整理が進みます

と、やはり下水道事業が当然、お くれると思 うんですね。ですか ら、その辺も加味 した上

での51%なのかどうか、これを 1点だけ御確認させてください。

それか ら、市営住宅の件で、部長の方から今、18戸計画 している。今後についてもう

少し詰めたい という ことでしたけれども、この18戸というのは、どこ にいつごろ完成一

一完成とし、うか、借り上げて、どんな形でも って募集をして、入居を進めるのか、もし

できれば、その辺もお聞きをしたいと思います。

それか ら、最後の青少年の健全育成の問題でございますけれども、これに関連しまし

て、行政報告の中で私どもの内田議員の方からも、何点か質問がされております。その

辺をダブらないように確認だけしたいんですが、今、地区育成会、 8個あるわけですけ

れども、うまくいっているというような部長の御答弁でございました。本当ですか、と

いうふうにちょっと聞きたいんですけれども、私が把握している中では、中学校単位で

ございますか ら、かなり広範囲でございまして、本当の一つの地域、本当に何ていうん

ですか、いつも集まる方が中心になってやられて、必ずしも私は、地区育成会うまくいっ

てないんじゃないか、こんなふうにつかんでいるところでございます。例えば、一中地

区である女性の方から、これは育成会の役員さんだったんですけれども、 20万のところ

を100万にな っちゃった。どうやって使っていいかわからない。かといって、事業を 5

倍にするわけにいかないんで、ということで、弱ったというような悩みも聞いたし、あ

るいは二中地区の方では、研修会と銘うって、研修会の役員さんが 1泊でもって研修旅
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行一一研修旅行って言っちゃいけないよって、私言ったんですけれども、旅行じゃ因る

んで、青少年の健全育成をしてもらうんですから、役員さんでもって、一泊でもって研

修に行ってきたというような、そうやらないと使い切れないんですよ、というようなニュ

アンスの話も出てます。それと場所的には、一つの中学校単位で小学校が幾つかありま

すから、近い所はいいんですけれど、遠い所というのはなかなか参加しないというよう

な実態もありますので、そういった所を整理しますと、地区育成会、余りうまくいって

ないんじゃないかなというふうに感じましたら、今、部長が、連合体を結成したらどう

だろう。そういうことがいいんじゃないかな。そうすれば、支援もしますよ、というよ

うな御答弁でした。

これは、行政側、当然いろんな面の支援でしょうけれども、じゃあ、だれがリーダー

になって、そういう連合体を結成していくのか、そこまでお考えになっているのかどう

か、ちょっとお聞きしたいんですが、実は私ども、 11月の初めに会派の研修ということ

で、社会党さんと市民連合さんと一緒になりまして、福岡の大野城祉に行ってまいりま

した。その中で青少年の健全育成について勉強をさせていただいたんですが、 大変、しっ

かりした活動をされております。きちっとした組織図もございまして、まさしく今部長

が御答弁になった連合体ということでやられている。しかもこれも、スクラム作戦とい

うことで、パート 1、パート 2ということで進めてきているわけで、それなりに非行化

が減ってきてますよというような、かなり多くの団体が入って、例えば市議会とか警察

とか、あるいは消防団だとか、子供会とかPTAだとか、青少協とか、あるいは ]Cだ

とか、老人クラブ、体協とか、かなりの団体が一つの部会を結成しているというような、

文字どおりまちぐるみでやっている連合体なんですね。今、部長の御答弁は、地域ぐる

みでということですから、 8個あればそれをきちっと整備されればいいんですけれども、

この地区育成会ができたときに、私も質問したんですけれども、そのとき、市長答弁の

中で、今後は、地域でもって青少年を指導育成していただきたい。みんなでやりましょ

うよということで、考えは大変立派なんですが、どうもなかなかうまくいっているとこ

ろと、悩んでいるところが見受けられますので、まだ歴史が浅いですから、これからの

課題でしょうけれども、その辺をもう少し詰めてお聞きをしたいな、こんなふうに思い

ますo

あとは、ある程度、今までの議会の中、あるいは委員会の中で報告もされてますし、

よくわかってますので、ダブりますので、それは結構です。

以上の点についてお答えいただければと思いますo

0副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) ただいまの下水道の普及率が51%、こういうふうに申

したのは、あくまでも処理場が稼働した時点の予測でございます。したがって、先ほど

も申し上げましたけれども、秋川処理区では34%、それから秋川処理区では87%が生ま

れるだろう、こういうことでございまして、この浅川処理区の34%と低い部分が、先ほ

どの区画整理との絡みがあるわけでございます。区画整理12地区、こういうふうにお話

ししたのは、これは市、それから組合施行も含めて現在計画中が12地区、こういうこと

でございますので、今後、計画しているこの区画整理事業との整合を積極的に図ってい

かなければ、この処理場の浅川処理区の整備率が上がっていかない、こういうふうになっ

ていると ころでございます。

0副議長(福島敏雄君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 1点目の、地域特別賃貸住宅につきましてお答えをいたし

ますo

現在予定 しております場所は、 高幡地区でございます。高幡不動駅の南東でございま

す。駅か ら約四、五分の場所でございます。 三、 四分ですかね、その場所でございます。

それから建物の構造でございますが、壁式、プレキャス ト、鉄筋コ γクリー トづくり、

3DKでございます。 3階建ての18戸。こ の今回運営しております補正予算が決定いた

しますれば、 着工という ことになりま して、完成は来年の 9月ないし10月の予定でござ

います。それで、先ほど申し上げましたように、これは全部市が借り上げまして、入居

者を選定 し、 入居させるわけでございますので、大体、先ほど申 し上げま したよう な階

層といたしましては、収入分位25から60ぐらいのところと いうことで、4人の標準世帯

でおよそ年収が430万から680万円ぐらいの世帯ということで、この完了に向けて時期を

合わせながら市の方がこういった募集人員を行っていく ということでございます。

0副議長(福島敏雄君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) それでは、 青少年健全育成につきま してお答え申し上

げたいと思います。

まず、地区の関係でございます。現在、おっしゃられますとおり、中学校単位で編成

しておるわけでございますが、これは後期に当たりまして、従前の地区委員会との兼ね

合いの中で、当面、地区の単位を中学校区と定めたものでございます。御趣旨のとおり

ならば、これは小学校単位という形の中で、やはり最も生活圏の一つの圏域といたしま

しては、小学校区が望ましいとは感ずるところでございます。この点につきましては、
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今後、地区育成会の活動の中で、いろんな形態が出てこょうかと思います。そういった

小学校区単位ということも当然に一つの変化として出てこょうかというふうに考えてお

るところでございます。また、補助金100万が多過ぎるということでございます。 これ

につきましでも、やはり自主的な取り組みをしていただく中で、当面、自由なその育成

を行っていただくための一つの目安として 1地区100万という設定をしておりますO 現

在におきましても、 100万を使っていただかなければということではなく、一つの基準

として置いであるものでございます。現に申請におきまして、 100万を下回った申請と

いうものもあるわけでございます。私どもも、十分まだその辺の趣旨の決定が欠けてい

るやに思われますので、十分御説明申し上げていきたいというふうに考えておるところ

でございます。

最後に、連合協議体の関係でございます。これは、現在まだ確定はしておりませんO

一応、 2月の中旬をめどに検討しておるところでございますが、青少年育成の市民交流

集会といし、ましょうか、実行委員会形態においてそれをしていきたい。目 的といたしま

しては、そういう青少年の育成に取 り組んでおります関係団体が一堂に会 しまして、 そ

れぞれの活動について、交流の中で青少年育成活動についての共通の理解を深め、また

課題等について協議することによって、お互いの連携を深めよう、こんなような趣旨で

取り組んでみたいということでいるわけでございます。その実行委員会の呼びかけとい

たしましては、市P協、あるいは子供会、ボーイスカウト、ガールスカウト、少年サッ

カ一、あるいは少年野球、青少年委員会、もちろんこの地区育成会も含めまして、まだ

詰め切っておりませんが、それらなどなどの方々、団体に呼びかけてやっていきたい、

そのような考えでおるところでございます。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ありがとうございました。

今、最後の生活文化部長の、 100万円が多過ぎるんじゃないんですね。使い方がわか

らないんですよ。ですから、補助金をいただきまして、本来な らば、出すと きに、 当然、

今連合体の話が出ましたけれども、そういったものを先につくるような準備を まずして

いただいて、結果的にそうかと。それじゃあまあ、 20万じやちょっとあれかなというん

で、もう少し増額していきながら、じゃあ、このぐらいでどうでし ょうかと。それを皆

さんで、ひとつ育成のためにお使いし、ただきたいというような形に持っていけば、 ある

程度わかったということになるんでしょ うけれど、いきなり 5倍になったものですから、
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一つの団体でもって事務をどうやるんだろうというふうなことになって、戸惑いを見せ

ているということですから、決して多いとは言っておりませんので、減額なさらないよ

うに、ひとつこれだけは要望しておきます。

最後に、市長に総括的に御見解をお伺いしたいんですが、 4年前に私が、日野市の生

活水準どうですかと言ったときに、結論的には、下水道事業を除けば、他市と比較して

も遜色なし、、まあまあし、し、線をいってるんじゃないか。平均点はあげられるというよう

な結論でございました。今、それぞれの各まとめ的なところを挙げさせていただいて、

私なりに、ああ、今こんなふうに進んでいるのか、 このぐらい整備されているのかとい

うことで、私はある程度のと ころはつかめるんですけれども、市民から見た場合に、 果

たして 日野市が裕福なのか、あるいは豊かなのか、豊かでないのか、この辺がよくわか

らないと思う んですね。

ですか ら、そういったところを本来ならば、 もうちょ っと分析をしていただいて、何

か一つの指標で、もって他市との比較の中で、まあ基本計画ですから、隣まちと かなにか

と比較するのはどだい無理なんですけれども 、ただ、住民と いうのは、隣にあってうち

にないよと いうと、必ず不満になるんで、すね。 グラウンドをと っても、何回も言 うよ う

に、 立川、 八王子にはあんな立派なのがあるじゃないか、日野市にないよ、こうな るん

ですよ。日野は違いますよ。それは将来課題ですよ。今こ ういうことをやっているんで

すか ら、という ふうに言われれば、 我々は理解できる んですけれども、住民の方からは、

なかなか理解できない。こう いうこ とは当然、行政側として も十分御認識だと思 うんで

すけれども、 そう いった面を含める中で、市長自身が今、先ほども午前中、馬場議員が

言われたよう に、 残すところあと 2年と いうことですから、今こう いう時期になって、

どのぐらいの仕上がりですね、まあまあ御満足いただけるんではないのか、あるいはちょっ

とまだ申しわけないけれどもおくれているよ、こういうふうにどっちかなるんでしょう

けれども、市長の実感では失礼ですから、行政のトップとしてどのようにお考えになっ

ているのか、 簡単で結構ですから、御見解がありましたらお聞かせいただきたいという

ふうに思います。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の、 この日野市の生活水準というテーマなんですが、

1個の 自治体として、 当然あるべき状態とし、いましょうか、市民要望には一応こたえて

いるという ふう に、ある状態を水準の一つの基準にしたらよろしいんじゃないかと日ご

ろ考えており ます。水準ですか ら、一番数値で出るのが科学的で明快なわけですが、な
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かなか数値であらわすことは難しい。都市基盤整備の下水道の進捗率、あるいは区画整

理事業の進捗率、これらははっきりと数値で出せる事業でありますo 福祉でありますと

か、あるいは教育、特に市民の選択によらなければならない医療費につきましては、な

かなか水準ということを明らかにすることは難しいわけでありますo 奥住議員の前の質

問に対して、私は多分、市民の方の日常生活の上の満足度ということで一つの基準が出

るんではなかろうか、というふうなことも申し上げたことがあります。東京都では、安

心とか、生き生きとか、ふるさととかいう指標を持って、努めてそれに施策が展開され

ておりますし、我々も五つの柱という言い方で仕事を展開してまいっておりまして、む

しろ議会の方々からは、いろいろその足りない点も御指摘をいただく、こういうことで

水準が高まってきた、こういうふうに言えるんではなかろうかと思っております。

一施策、一行政区分、今それぞれの部長がお答えをいたしましたとおり、一定の到達

度もありますし、またこれからの見通しもあるわけでありまして、むしろ水準は、議会

の方から御指摘をいただく、この方が我々としては手前勝手でなくていいんではなかろ

うか、このように思っております。アンケートでもとって、いわゆる満足度という形で

お伺いをすれば、かなりの数字は出てくるんではなかろうか。これはどこの自治体でも

ある程度、今自分のまちの特色を発揮しながら理解をしていただいておる。今日、市民

意識も、非常に多様化しております。また、価値観もいろいろ複雑になっておるわけで

ありまして、満足をする人、満足をしない人、当然あるわけでありますが、日常のいろ

んな情報を聞きながら、特に評価しない、理解しないという言い方の情報は余り受けて

おりませんので、ある程度の到達度ではなかろうか、このように考えております。

また、自治体は、悠久でありますから、その時期その時期の一つの到達度というもの

があるわけでありますが、我々の自治体は、まず都市としての基盤整備、つまりこれは

アメニティーの基準になるものだと思っております。基本的な基盤整備を行うことが、

将来のアメニティーの確保、つまり住みよさの確保ということにあるわけでありまして、

それにはとりわけ日野市の自然環境の特色として、緑の保全と、それから清流の回復を

図っていくと、これなどが一番市民に共感の持たれる課題であり、また、そのことを指

摘して行ってまいりました行政は、一定の日野市の特色を発揮し得ておるというふうに

解釈しております。

足りない点も多々あると思いますが、これから到達度をますます高くして、地方自治

の行政が進展をしていくと思っております。先ほどの青少年健全育成のことで、確かに

御指摘のことがあろうと思っておりますが、地域の教育力を高めるということを、総合
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的な眼目として取り組んでいきたいと思っておりますo いろんないい活動団体も参加が

できる、そうして地域社会の活性化はまさに子供のためにある、というふうになれば、

これは高い到達度だと言ってよろしいかと思っております。そのような考え方で取り組

んでいきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ありがとうございました。

これで一般質問を終わりますo ありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 2の1、再び問う!日野市の生活水準の質問を

終わります。

一般質問 3の 1、市内じゅん環パス路線の今後の計画についての通告質問者、米沢照

男君の質問を許 します。

(30番議員 登壇〕

030番(米沢照男君) 市内 じゅん環パス路線の今後の計画について、 質問をいたしま

すo

市内循環パス路線の実現による市民の足の確保、 この問題は、長年にわたる重要な課

題であるとい うこ とは、 言 うまでもありませんO 私も、 二昔前からこ の路線の実現を叫

んできたような気がし、たします。市民の足を確保するためのパス路線の実現は、 道路拡

幅整備を計画的に推進 しなが ら、その前提として関係地主との折衝、あるいは関係交通

機関への働きかけな ど、その条件整備が必要なわけであります。計画する ことは容易で

あっても、 その具体化という ことになりますと、多 くの障害、困難が伴うわけでありま

す。

例えば、 一番橋通り 2・2• 5号線の東豊田への接続、この道路計画は、地主との交

渉など約20年かかったと、私は思っております。また、御存じのように、高幡不動駅か

ら豊田の南口の問、パス路線がありました。これは道路事情等によって、ワンマンパス

が走らせられなL、。したがって、交通機関側にかなりの負担がかかるということから、

路線の廃止の問題が持ち上がった経過があります。その時点、で、東京都を中心に道路の

拡幅が計画されたことがありますけれども、結果的に関係地主の同意、が得られないとい

うことで、 最終的には、このパス路線は残念ながら廃止のやむなきに至ったわけであり

ます。こうして一つ二つの例を取り上げましても、パス路線を実現していく上での道路

の整備の難しさが端的にあらわれているわけであります。パス路線の新設、そして延長

というのは、さまざまな障害があると、私も認識をいたしております。
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その上での質問でありますけれども、先日、ある懇談会の席上で、百草、落川地域に

住む市民から、市内循環パス路線の必要性が訴えられました。市立総合病院に行くのに、

京王線を利用して八王子の駅へまず出る。そしてそこからパスを乗り継いで、ょうやく

病院に行く。帰りは、その逆コースになるわけでありますけれども、病院へ行くのに 1

日がかりだということで、いわゆる毎々から指摘をされている南北の交通網が、特にパ

ス路線が現状、整ってないということからくる市民の足の不便さとし、いますか、その点

が指摘されたわけであります。

そこで、この質問になるわけでありますけれども、今不便地域と言えば、かなり列挙

することができますけれども、例えば今言った、百草、落川地域、それから南平の二丁

目、四丁目、八丁目、九丁目、つまり北野街道沿いのあの地域、平山の一部地域、そし

て西平山、そのほか、まだ浅川以北にも、まだまだ不便地域があるわけでありますけれ

ども、今指摘したこの四つの地域、川崎街道沿い、そして北野街道沿い、さらには、西

平山、この地域のいわゆる不便地域への不便きの解消といいますか、市民の足の確保、

これは道路整備が当然伴うわけでありますけれども、今日の時点で、どういう見通しが

立つのか、まず 1点、伺いたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、このパスに対する、市内循環ノミス路線の

今後の計画ということでございます。お答えしたいと思いますo

今、具体的に地域を指定して御質問があったわけでございますが、現在の京王のエリ

ア圏の中で、市内のパス路線が運行されているわけでございます。現行の中では、市内

を通過する路線としては、市の補助金を出しての 2路線を含んで23路線ということでご

ざいます。具体的に今御質問のあった、落川、百草地域、あるいは南平、京王線に沿っ

ての川崎街道の路線につきましては、全く実情、路線が開発されてないのが実態でござ

います。これにつきましては、再三、議会の中で、また一般市民の要望も数多くあるわ

けでございますが、京王の開発すべき路線の中では、京王沿線と並行しての路線開発が

なかなか交渉に難航を極めております。全く京王側では、その並行した路線は走らせな

いという考え方を基本に持っているわけでございますo

こういう状況の中で、我々も再三、路線と電車のお客さんとの違いの問題等を含んで

説明をしてきております。しかし、まだまだ現状としては見通しがついてないのが実情

でございます。現在、新しい路線としては、京王の自主路線として高幡から三沢台を通っ

て百草を通った聖蹟桜ケ丘への、これは京王の自主路線、いろんな面で、今御指摘のよ
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うに、道路網の問題、あるいは警察の条件整備、やっとこの路線もかないました。多摩

との交渉の中でのガードレールの撤去、停留所の問題、しかし、一番残っているのが、

今市内の部分で停留所の問題が非常に難航しております。よって、現在まだ開発できて

ないというのが実情でございます。そういう中で、この今御指摘の地域につきましては、

何としても実現したい。それには今の市内連絡ノくス、高幡から日野駅経由、豊田、平山

城祉公園ということで、 61年の 8月から開始しまして、当初、 4往復しかなかったもの

を、倍の 8往復に63年にしたわけでございます。しかし、これでも 8往復しか通つてな

い。よって、今の地域の方の南北路線、あるいは市立病院に行くというような問題には、

大変不便な状況があることは十分認識しておりますO 私の方も、この市内連絡ノミスにつ

きましては、 8路線から路線の増便を現在京王にお願いしているところでございますが、

なお一層、努力はしたいと思いますが、今のこの百草、落川、南平、平山を通つての京

王線に沿っての路線の開発がなかなか難航しているということが、現在の状況でござい

ます。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問をいたしますo

今の答弁については、また後で触れたいと思いますが、 再質問の 1点は、数年前に南

平のみなみが丘、あるいは鹿島台団地などを経由したパス路線が一時、企画として持ち

上がった経過があったと聞いております。多分、総論糞成、各論反対というようなこと

から、その実現ができなかったというふ うに思 うんですけれども、その後の経過はどう

なっているのか。つまり、 一部反対があったので、もうそのまま計画は断ち切れになっ

てしまったのか、あるいは行政側として、その実現に向けての努力がされているのかど

うか、この点、 1点伺っておきたいと思います。

それから、今豊田の南口は、御存じのように区画整理事業が進められつつありますけ

れども、それとの関連で、先ほど申し上げた高幡不動駅と、豊田南口の間のかつてあっ

たパス路線、この復活の見通しといいますか、これは、京王線と中央線を結ぶという点

では、非常に大事な路線であったわけですけれども、結局、道路事情によって、あるい

は経営上、採算がどうしても合わないということからくる困難さから、廃止のやむなき

に至った、そういう経過があるわけですが、近い将来、区画整理事業の進行に合わせて、

こうした昔あった路線の復活が努力目標として据えられるのかどうか、その点も伺って

おきたいと思います。
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それからもう 1点は、一番橋の通り、先ほどちょっと触れましたけれども、南平から

東豊田、そして市役所と、今進捗中の工事が完成の暁には、こうしたコースが路線とし

ては成り立つわけですけれども、この点についてのパス路線の実現の見通しなどについ

て、今この時点でお答えいただける範囲で結構ですけれども、伺っておきたいと思いま

すo

以上、 3点について再質問いたします。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、再質問についてお答えしたいと思います。

1点目は、みなみが丘路線ということでございます。過去には、高幡不動から鹿島台、

みなみが丘との経路で、これは京王が自主路線で計画した経緯があるわけでございます。

その後、この路線がいろいろ住民とのやりとりがありまして中止された経緯も御報告、

過去にしたとおりでございます。よって、今質問者の議員さんの方から、みなみが丘路

線ということで、私の方も、現在京王とは交渉を継続的に続けているわけでございます

が、高幡不動から高幡橋を通って市民プールの前から一番橋経由のみなみが丘路線とい

うことで、それの折り返しでございます。これは、同じように一つの計画の中で、自主路

線で開発してほしいということで協議を進めております。当面、日野台の問題、 三沢台

の問題、この 2点の解決後は、よりこれを第 3の順番としては積極的に対応していきた

いというふうに思っております。

なお、 2点目の豊田からの高幡不動をつないだ豊田南口の関係でございますo 過去の

経過につきましては、今御質問者の方からあったとおりでございますが、この路線につ

きましでも、京王側に対して、どこの場所をどうすればいいのかということで、具体的

に路線開発に関連しての改良事項、改善事項等を出していただきました。その中身は、

第二小学校の用水路を挟んで約向こう 100メーター程度の距離でございますo よって、

この解決ができませんと、路線の開発はできないということで、いろいろ交通対策特別

委員会の中でも御審議いただいた経過があるわけでございます。しかし、なかなかこの

路線の開発するためには、その条件が用水であり、また都道であるということの難点も

あるわけでございます。今御質問者の方からありましたとおり、当然、この豊田の都道

に並行して、区画整理事業で現在道路計画もあるわけでございますo この見通しを早く

つけて、今後、高幡から市民プール、あるいは豊田の過去の路線とは多少、違うコース

ではございますが、やはりこれが一つの高幡、豊田を、京王線、中央線を結ぶ路線の過

去の路線復活に努力したいというふうに思っております。
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なお、 3点目につきましては、一番橋に関連して、現在工事をやっている道路計画、

あわせて市役所に、ということだろうと思います。当然、道路ができ上がることにより

まして、公共施設、役所に市民の利便性を考える中では、自主路線でぜひ京王に開発し

てもらいたいということで、幾つかの点を含んで今後の要誇事項にしていきたい。また、

これを実現するために、努力もしていきたいというふうに思っております。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 今の答弁を踏まえて、要望申し上げ、そして最後に、市長から

一言、答弁をいただきたいと思います。

最初の、川崎街道、そして北野街道沿いの市民の足の確保の問題でありますけれども、

前々から答弁にありましたように、京王沿線に沿ってのパス路線、電車に乗る客がパス

に移るだけ、こういうことで、京王電鉄側は、前々から非常にこの路線については難色

を示してきた経過があります。今も考えは変わらないんだろうと思いますが、さっき指

摘しましたように、 市民からの訴えにもありましたように、市立病院、あるいは市役所

等に出向く場合に、八王子経由でなければパスが乗り継げないとし、ぅ、大変不便さがあ

ります。そういう解消という点では、やはり この川崎街道や、北野街道沿いを経由して

のパス路線の循環が将来どうしても必要になるわけで、 この点については、引き続きひ

とつ努力を払っていただきたいと思いますし、あわせてみなみが丘コ ース、これは京王

電鉄側で計画した経過があるわけですが、これまた、 一部もちろん反対があって実現で

きなかった経過があるわけですけれども、 今申 し上け.たような不便さという点でいきま

すと、 要求も大変強いわけでありまして、この点についても引き続き、努力をお願いし

ておきたいと思います。

さらに、高幡不動駅、豊田南口聞の、このかつてあった廃止された路線の復活、道路

事情等、この整備が前提にはなりますけれども、これも目標として掲げ、引き続き努力

をしていただきたし、と思いますし、あわせて南平の四丁目の一部西側地域ですけれども、

区画整理事業が今進行中であります。あわせて一番橋から東豊田に抜ける道路の整備も、

今進捗中であります。したがって、コ ースとしては市役所へのコースがたどれるわけで、

これもぜひ、その実現に向けて努力をしていただきたいと思います。

いずれにせよ、この市内循環パス路線の課題は、大変長期にわたっての重要な課題で

あります。しかし、同時に冒頭申し上けγこように、地主との折衝ーっとっても、大変な

日時のかかる問題、障害もそれなりに多いわけで、なかなかスローガγとして掲げ、努
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力しでもなかなか自に見える形で実現が図れないというもどかしさはあるわけですけれ

ども、この問題、大変大事な課題であります。引き続き努力をお願いしたいと思いますO

最後に、市長から一言、御答弁をいただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市内循環パスという一つの政策は、私も多年にわたって掲げ

てまいった経過がありますので、現実にかんがみて、市民生活から見ると、かなり不十

分だというふうに感じております。今も挙げられた 3路線、それぞれ理由といし、ましょ

うか、つまり、日野市の全域を独占免許の立場にある京王パス、京王電鉄の中のまた子

会社でございますが、本来ならば、市民の利便のためにということで、高い公共性があ

るわけでありますけれど、それに伴って、一方に採算性のことが企業としては伴うもの

ですから、なかなか思うようにならない。これが悩みの現実でありまして、今回、日野

台路線を協力してくれたということになりましたし、電鉄とまた並行して走らないとい

うのも、身勝手と言えば身勝手な、自分の方の原則にはなっておりますけれど、交通会

社というものは、あるいはそういうものかもしれませんo

それから、南平のこの各団地を横断する路線は、これはかなり自主的にも、パス会社

の自主的に開発をした計画でありますから、今、問題点をもう一遍よく洗い出して、市

からもその解決策を提案をしてみる。こういうことで、なるべく早く実現にこぎつけた

いというふうに考えております。

それから、豊田一高幡線、これはかつて、パスが走った路線ノミスコースなんですが、

採算性のことと、パスが大型になって、道路が狭く、事故を起こしかねないとし、うノミス

会社側の理由によって、これは廃止ではなくて、一時休止ということであります。 した

がって、認可の項目にも入っておりますから、責任免許企業としては、条件が整えば復

活をしなきゃならない、こういう立場にあるというふうに理解をしております。

いろいろ工夫をして、市民生活に本当に便利になったというふうに感じとられる路線

を、いろんな工夫をしながら開発をしていきたい。今までの我々の提案の中には、地元

のタクシー会社の協力を得て相乗りタクシーという発想もありますし、それから、たす

き型の右回り、左回りの路線を組んで、何か均一料金で市内が運行できないかというよ

うなことも提案はしてみておりますが、現実には、陸運局からもまだ必ずしも相談に乗っ

てもらえない、こういう事情もあるようでありまして、一層ひとつ、御指摘の点にも努

力をして、 1本でも具体化を進めていきたし、、このように取り組んでまいりたいと思い

ますので、また、適切な御指導、御協力もお願いしたいと思います。
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0副議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 引き続いて積極的な努力をお願いをして、この質問を終わりま

す。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 3の 1、市内じゅん環パス路線の今後の計画に

ついての質問を終わりますO

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時51分休憩

午後 3時17分再開

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問 3の2、南平丘陵公園の積極的な市民利用をめざしての通告質問者、米沢照

男君の質問を許しますo

030番(米沢照男君) 南平丘陵公園の積極的な市民利用をめざしてについて質問をい

たします。

御承知のように、南平の丘陵公園、 開設されて 1年半が経過をいたしております。

「緑と文化の市民都市の」スロ ーガンにふさわしし、、 自然と緑を生かした公園として、

また、市民に安らぎとうるおいを与える公園として、多くの市民の期待と関心を集めて

きたと思っております。 一つ、まず最初に伺いたいと思います。個々の入園状況につい

ては、特に記録がないようですので、これまで団体等による利用の状況、それから野外

授業場と、それからミニコンサー ト場、 これなどの利用の状況はどうなのか、まず最初

にこれを伺いたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(橋本栄蔑君) ただいまの御質問、団体等の利用状況と、野外授業場、

ニコンサー ト場の利用状況という御質問でございます。この公園につきましては、先ほ

ど御質問者から出ましたように、平成元年の 5月の15日に開園をいたしました。平成元

年度と平成 2年度、平成 3年度の状況をお答えいたしますけれども、主団体は、財団法

人日野緑化協会が使用しただけでございます。

まず、平成元年度では、身近な薬草についての園芸講座を開きました。それで5月に

は、同じく南平丘陵公園の植物等についての自然観察会等を開きました。 11月には、親
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子炭焼教室というものをやりまして、それぞれ参加人員トータルいたしますと、約200

名ばかりの参加人員がございました。平成 2年度では、やはり環境緑化協会が薬草につ

いての園芸講座をまた行いました。参加人員は36名ということでございます。また 8月

には、南平丘陵公園の植物等についてということで、自然観察会が行われております。

これが平成 2年度でございますO 平成 3年度については、 7月には、夏休みの親子教室

を開き、参加人員も34名でございました。また秋には、親子炭焼教室が開かれまして、

102名の参加者がございました。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) これも、先ほどの市内循環パス路線と同じく、ある懇談会の席

上で、この南平丘陵公園、もう少し市民の利用があっていいんではないかということで、

積極的に市民が自然と緑に親しみながら、一つの憩いの場としての活用を行政側として

も工夫すべきではないか、という意見が出され、この質問をするわけであります。

御承知のように、当初、この南平丘陵公園の造成に際して、基本計画が示されました。

ここでは、整備の方針として、一つは、この自然が市民にとって貴重な財産である、こ

ういう認識からスタートをして、市民に愛される公園づくりを目指す。市民活動の活性

化のために利用されるそういう公園、さらには、高齢化社会への対応として、高齢者の

ための休養、レクリエーショ γ施設の整備などが、方針として打ち出されました。内容

としては、炭焼き小屋、これは今、御答弁がありました。で、シイタケ栽培場とか、デ

イキャ Yプ場、野外授業場兼ミニ野外コンサート場、管理事務所を兼ねた資料館などが、

当初の基本計画の中では示されていたわけであります。

開設された際のパジフレット等を見ますと、当初の計画が若干縮小された形でスター

トしたわけでありますけれども、この点について、当初の出発点に立ち返って、今御答

弁があったような市民の利用状況からして、どうだろうか。大変山あり谷ありといいま

すか、あそこを一巡してみますと、大変自然の形態をそのまま利用した形でコースが設

定をされ、大変ユニークな公園になっているわけでありますo それだけに、当初の計画

が、より市民から利用される方向で、もう少し中身の充実が図られないだろうか、こう

いうふうに私は考えております。この当初の基本計画に照らして、これまでの実績とい

いますか、その辺、どうお考えか、まず 1点、再質問ですが、伺いたいと思います。

それから、再質問の 2点目は、ハイキングコースとの接続が計画されているわけです

が、そのハイキソグコースとの接続が、今どこまで進行しているか、状況について伺っ
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ておきたいと思いますo

再質問、 2点質問いたします。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(橋本栄禽君) 二つの再質問でございます。

まず、 1点目でございますけれども、先ほど御質問者の方から出ましたように、当初、

基本計画をつくったときと、 実際の運営の中で、変わりの問題でございますけれども、

簡単に変わった点だけをまず先に述べさせていただ きますと、まずーっは、沿路の問題

が基本計画の中にはうたわれておりましたけれども、若干、沿路の現状を合わせた中で

は、地形的な問題ございまして、カットをさせていただいたという背景もございます。

それから、シイタケの栽培場というのも基本計画に出ておりましたけれども、これにつ

きましでも、実際のプランと現地合わせた中では、 こういうものの栽培場をつくるとい

う適地もございませんもので、 これもカ ットをさせていただいたということでございま

す。あとは、デイキャン プ場、それか ら展望台広場、 トイレというようなものが ござい

ました。 デイキャンフ場については、入り口の所に若干スロープになっておりますけれ

ども、 5メー トル、 5メー トルぐらいのテ γ トであれば、設置が可能であるというよう

なことで、 これは基本計画どおりにセ ットをさせていただいています。展望台について

は、 尾根の一番上でございますから一一所でございまして、一応、それはっくりました

けれども、まだ基本計画にのっている ようような十分な施設とな っておりませんけれど

も、そういう形での問題点はあ りますけれども、 設置はされている ということ でござい

ます。 トイレについては、 こう いう公園の中でございますもので、いろいろと検討 した

結果、管理事務所内にトイレを設けたという ような ことが、 この基本計画の中で変わっ

てきた点でございます。

それでは、質問の中の運営の方法、それから等が出ておりましたもので、その点につ

いてお答えをさせていただきたいと思います。この公園の管理の運営については、内容

からいたしますと、森の環境を形成する維持管理と、人のコミュニティ活動を活性化さ

せる運営管理、と分かれているわけでございます。この公園の開園以来、維持管理につ

いてはさほど問題なく来ております。人とコミュニティ活動を活性化する中で、まだま

だ二つ目の問題については努力が必要であるというところでございます。特に、この公

園の大きな目的であります、 市民活動の活性化の寄与としては、利用者の立場、それか

ら、それをやって集めていく中のイベ γ ト等の運営が、一番の問題ではなかろうかとい

うことを思っておりますO こういう 点については、これからの管理の中では、この問題
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に対して努力をしていかなきゃならないというふうに感じております。

いずれにしても、こういうせっかくの自然を生かした公園でございますもので、市民

に使っていただかなければならないものでございますので、まずすぐできる問題と言え

ば、この公園のPRが、まず今までは若干欠けていたんではなかろうか。こういう点に

ついて、積極的にこれからやっていきたいと思います。また、なおかつ、この中では、

周辺の自治会の方々、また老人会の方々の御意見も聞きながら、何かあそこにメインイ

ベγ トのものができるかどうかというものも聞きまして、今後においては、そういうイ

ベントも強化していきたいというふうな考え方でおります。

それから、 2点目の、ハイキ γグコースの状況でございますけれども、ハイキング コー

スの整備につきましては、平成 2年度で基本計画を作成してありますO 平成 3年度の事

業では、現在、実施設計を発注するための問題点を整理しているところでございます。

まだ若干、東京都との協議が残っておりますもので、それが済み次第、 実施設計を出し

て、これに当たっていきたいというふうに考えております。こうい うハイ キング道路も

でき上がり、なれば、また、先ほど御質問者の御指摘のとおり、 活性化の一つにもこの

ハイキング道路は検討いたしまして、できるんではなかろうかとい うふうに思っており

ますので、ぜひ、この点についても早急に、ハイキ γグ道路ができるように努力してい

きたいと思っておりますo

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) さらに、質問をいたします。

一つは、今部長からも答弁ありました。当初の計画からいきますと、 多少縮小された

形で開設されてきているわけですけれども、市民の入国といし、ますか、あの公園で、 自

然と緑に親しみながら、憩いの場として利用するという点で、ある市民か らも、もう少

し積極的に利用を呼びかけ、そのための改善も必要じゃないかという指摘がありました。

そういうことで、一つは、もちろん、 PRの必要と合わせて、 周辺の 自治会や、 あるい

は老人クラブ、あるいは子供会等々、地域の諸団体にアンケー ト調査といし、ますか、 意

向調査をして、それに沿った内容の改善や、 運営がされたらどうか。その点について、

そういう調査活動をやってはどうかという提起を 1点はしたいと思います。

それから、 2点目は、今年度中に実施設計を行 うという答弁でありました。その実施

設計を踏まえて、その先の計画は具体的にはどういう ことになるか、あわせて前々か ら

議会でも何回か取り上げられてまいりましたけれども、このハイキソ グコ ースとの関連
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で、多摩動物公園の南平口の関門、これも東京都が相手ですので、市独自でなかなか実

施に踏み切れないという問題がありますo このハイキングコースの来年度以降の取り組

みの内容、そして、それとの関連での南平口の開設の見通し等についても、 2点目伺っ

ておきたいと思います。

最後に、ちょ っと市長からも一言、当初計画と、これまでの経過の中での市民の利用

の状況等々、今この時点で市長としてどういうお考えかを、伺っておきたいと思います。

以上 3点、お伺し、いたします。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。 建設部長。

0建設部長(橋本栄禽君) 2点、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。

まず、 1点目 の自治会、老人ク ラブなどにアンケー ト調査はできないかどうかという

ことでございます。こ の点については、 本公園の利用の活性化をするために、平成4年

度の中で周辺の自治会、老人ク ラブ、それか ら小学校、中学校、公園のそばに高等学校

もございますもので、こう いう所へアンケー 卜調査をいたしまして、先ほどの御質問者

のよ うな、いろんな公園についてのあり方、そういういろいろのものをこのアンケー ト

でし、ただ きまして、 この活性化のために実施したいというふうに考えております。

それから、 2点目 の、ハイキング コースのこれか らの計画と いうことでございますけ

れども、 先ほどお答えいたしま したよう に、 平成 3年度では実施設計と、 平成 4年度で

考え方とすれば、 それに対しての工事を実施するとい うような形で進みます。

それから、裏門の開設という ことでございますけれども、 私の方は今回、一つには、

このハイキング コースを接続させていただ く中で、東京都の方でも、 裏門の開設につい

ては非常に時間がかかるという ような こと も言われております。そ ういう 中で、順位か

らいたしまして、まず、ハイキソグ コースに接続する工事をまず先にさせていただいて、

その完成後に、本来のその裏門の開設についての話し合いをしていくというようなこと

で、 東京都ともそういうスケジュールで来ておりますもので、その形で今後も進んでい

きたいとい うこ とでございます。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の、その南平丘陵公園、せっかくつくったが、ま だ市

民の使っておられる状況が不十分ではないか、こういう御指摘も伺っておりますo 今、

公園とい う形で一応の完成を見たわけであ りますが、その前をちょっと比較して考えて

いただきたいわけであります。つまり、まさにあの地域は、南平高校の今建っておる場
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所とともに、全く日野市の開発の恥部と言える場所でありました。一応、持ち主との地

域に対します施策の中で、現在の南平高校にでき上がっております部分、それをまた残

地として南平台一一今の住宅でありますが、まさにごみ捨て場の状況でありました。一

段階それらのことを、市が土地を所有することによって、一応の解決を見た。つまり、

あの地域の恥部が改まって、大変公共度の高い場所になったという一つの解決でありま

して、その場所に加えて今後、いろいろな施策も可能でありますので、将来は日野市の

特色のある動物園との関係におきましでも、特色のある地域、あるいは公園ということ

になってくることは、もう間違いない、このように思っております。

多少、これからの取り組み経過を要するわけでありますが、ハイキングコースとつな

ぐこと、そして今御指摘の動物園の南平門を開いてもらうこと、これにつきましては、

動物園当局には申し出ておりますけれど、動物園だけで解決はできないということであ

りまして、本局の建設局当局にも市の意向ということでお願いはしております。日野市

が動物園から出た後の駅との関係のコースを開発すれば、話に十分乗っていただける、

こういう現状の把握であります。

それから今、もう一つ、隣接地を市で確保することになりました。そこにできる一つ

のあてがあるわけでありますけれど、将来市外からも、あるいは海外からも相当な人た

ちが見える、そういう場所になり得る。また、その一環の中で、この公園の利用ができ

る。あわせて、地元のかねがねの希望でもあります、何かそこに集会所が欲しいという

こともありますので、この用地もほぼ見通しができておる、こういう状況になっており

ますから、景色を見る上からも大変いい位置がありますし、日野市の自然保護運動の一

環として、地域がすばらしい役目を果たすということも見通せる状況でありますので、

それらのことも総合的に来年あたりは、ある程度具体的な見通しができるような、そう

いう取り組みで進みたい、こう考えております。

030番(米沢照男君) ありがとうございました。

今後の積極的な取り組みを要望して、この質問を終わります。

0;1j議長(福島敏雄君) これをもって 3の2、南平丘陵公園の積極的な市民利用をめ

ざしての質問を終わります。

一般質問 3の3、空教室の積極的な活用についての通告質問者、米沢照男君の質問を

許します。

030番(米沢照男君) 空教室の積極的な活用について、質問をいたします。

この空き教室、つまり余裕教室の活用について、日野市の基本計画の第2章「豊かな
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人間性を育てる教育と文化のまちj、3の施策の方向として、余裕教室の有効利用につ

いて次のように述べられています。 r児童生徒数の減少によって生じた余裕教室を、学

校教育、社会教育を中心に幅広く活用するための検討を進めるとともに、必要な整備を

していきます」、こううたわれていますo

そこで、最初に一つ伺っておきいたと思いますが、この方針に沿って積極的な活用が

検討されてきたと思います。そこで、空き教室の現状と、有効利用の状況について、最

初にまず伺いたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(藤本享一君) 空き教室の積極的な活用についての中で、空き教室の

現状、その利用状況についてお答え申し上げます。

平成 3年度現在、小学校の余裕教室は148教室になっております。特別教室とか図

室、会議室、資料室、準備室、またはランチルーム等に使われて、ほとんどがいます。

それから中学校においても、パソコン教室等が今回は入ってきましたが、そのほか、 48

の余裕教室がありますが、小学校と同様に、これから学校の中で活用されるというのが

実態でございますo

それから、余裕教室の有効利用ということでございますが、今申し上げましたように、

学校の中での問題といたしましては、この ランチルームを初め、特別教室、音楽窒の 1

室ない場合には第 2音楽室とか、またはそれぞれ図工室とか理科室とかそういう ような

ものがこの特別教室として充てられ、そして、今もお話受けました、 この社会教育的な

面という面でございますが、例えば、陶芸窯等につき ましては、 屋内にあるものにつき

ましては教室の中にその陶芸窯をつくり、そしてそれのまた地域の方への貸し出し等も

やっております。それから屋外にあるものにつきましでも、もちろん、屋外のものを貸

すのと同時に、これの粘土を練るとか、乾燥するとか、保管するとかというような問題

がございます。そういうようなことでもこの空き教室を使っている。

そのほか、滝合小学校におきましては、地域の住民に準地区セ γター的にも使わせる

という意味で、冷暖房設備もっくり、またはちょっとした炊事場もつくった中で、地域

の方に利用してもらうようにつくってあります。また、平山小学校におきましでも、ちょっ

と変わった部屋にはなっていますが、畳の上でいろいろなちょっとした会議ゃなにかに

も使えるようになっております。そのほか、空き教室を、これからも多くなるわけです

けれども、この活用の上の中では、学校の方を第一優先とし、いますか、そういうような

考え方の中で学校の不足している部分を補し、、そのほかのものについては、地域社会も
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開放する。要するに社会教育面とし、し、ますか、そういうような考えで進めているところ

でございます。

0副議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問いたします。

前もって普通教室の一時転用状況調査表というのを資料としていただいております。

これに沿って、ちょっと再質問いたしますが、この一時転用状況の一覧の中に、それぞ

れ特殊学級や、特別教室、図書室、コンビュータ一室等々、ずうっと書かれております。

この中で、ちょっと補足的に御説明いただかないと、内容がちょっとわからないのがあ

りますので、二、三聞かせていただきたいと思います。

この空き教室を利用してあれこれに活用されているわけですけれども、その中で多目

的教室というのがあります。小学校だけで12教室が、この多目的教室に使われておりま

す。これはどういう内容のものに使われているか、ひとつ伺いたいと思います。

それから、体育室、格技室と、こうあります。これには 4教室が使われております。

この格技室というのは、具体的には何に使われているのかですね。それから準備室等も

あります。準備室、教材室とこうありますが、これが14教室使われております。この準

備室というのは、具体的には何に使われているのか、ちょっと伺っておきたいと思いま

す。

それから、潤徳小学校は、余裕教室が16教室もあります。あれこれに使われておりま

すが、この使われている中で、その他6教室となっております。で、潤徳小学校のその

他 6教室というのは、何に使われているのか、伺いたいと思いますo

さらに伺いたいのは、日野市の基本計画、冒頭紹介しましたけれども、幅広く活用す

るために、検討を進め、そして必要な整備も行うんだということで、相当市民からも期

待されていたわけですが、実際、こうやって見てみますと、各学校ともかなりの余裕教

室がありますけれども、実際は市民が利用するというよりも、むしろそれぞれの学校で

あれこれの目的に使われていて、この表で見る限り、社会教育等に一般市民が使える教

室は一つもない、こうなります。全部ふさがっているということになっているんですが、

これは各学校とも余裕教室がふえればふえるに従って、あれこれの用途に使っていくと

いうことで、積極的につまり学校教育に対応しているわけですが、したがって、当初の

基本計画でうたわれたこういう幅広い活用というのは、実際にはされてないのが実態で

はないかと、私は思うんで、す。それはやはり、各学校とも積極的な意味合いで自校、つ

まり学校内のあれこれに使うということに主眼が置かれていて、地域の社会教育には、
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実際には使えない状況になっているのかなあ、こんなふうに私思うんで、す。この辺が、

社会教育への積極的な活用、そして必要な条件整備を行うという、これは学校内だけで

なくて、学校外の人にもその空き教室を活用していただくということになれば、それな

りの学校管理等の条件整備には当然必要です。そのことをこの基本計画ではうたってい

ると思うんですが、そういう当初の方針に照らして現状の活用はどうなんだろうか、 2

点目の質問として伺いたいと思います。

以上 2点、再質問いたします。

0副議長(福島敏雄君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) お答えいたします。

まず最初の、多目的教室というところでございますが、これは学年の集会とか行宇、

または学芸会のときに、講堂が幾つものクラスで使っている場合に使うとか、または雨

が降ったときの運動会のちょっとした準備とか、本当に多目的といいますか、いろいろ。

または雰囲気を変えて、先生が子供に本を読んで聞かせるというようなときに、多目的

なところにある教室では、下に敷物とし、し、ますか、じゅうたんほどではないんですけれ

ども敷物をして、そこで座った中で本を読めるように使うとか、いろいろに使っている

のが多目的教室でございます。

それから、体育、格技室という分類をしておりますが、 これにつきま しては、 一部卓

球に使っている所もございますo それから中でマットを敷きまして、器械体操だとか、

そのようなことに使ったり、中学の方では、 畳を敷いて改修して柔道に使っているとか、

こういうように使っているものもございますo

それから準備室でございますけれども、この準備室は、理科とか美術等の教材などの

整理、保管とか、そういうようなものに使っております。

それから、潤徳の 6教室というものでございますが、これにつきましては、日野市教

職員研究資料室というものが、ここに置いてございます。で、そのほかに、相談学級と

いう情緒障害の子供たちを対象とした学級が置いてございます。この研究資料室におき

ましては、講座室だとか会議室だとか、またコ γ ビュータ一室だとか事務室とか、その

ほか、都職の先生方の嘱託員の先生方が、いろいろの仕事をするのに待機している部屋

とか、このように使われているのが、この 6のうちでございます。

それから、幅広く市民にという ことで、実際には余り社会教育の方へ使われていない

んじゃないかという御指摘でございますO 今までに条件整備は毎年最低500万から1，000

万円近くをかけて毎年 1校ずつを、条件の整備ということの中の一部をやらせていただ
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いておりますが、例えば、先ほど申しました滝合小学校におきましては、貸し出しがで

きる場所という空き教室というのは、 1階の極力出入りのしやすい端の方というような

学校等検討しまして、その中に冷暖房の設備とか、湯茶の接待ができるようなものとか、

または会議用の机、いすだとか、そういうような整備にお金をかけているところです。

また、平山小学校におきましての部屋につきましては、学校の雰囲気を少し変えるよう

にという意味で、古い農家といいますか、そういう所の壊した家の一部を利用いたしま

して、それをいろりとか畳とか、そういうようなものも使ったりして、これもやはり、

1，000万円に近いようなお金をかけまして貸し出せる、またいい場所の所に用意、をして

おります。また、今年度も、また高幡台小学校等に用意していると ころでございます。

で、その他の所でもこれからもまた考えてし、くわけですけれども、 空き教室がちょう

ど1階の部分で、できるだけ出入り口に近い所というようなものを考えませんと、なか

なか貸し出しが管理上不便であるということで、例えば、学級の編成のときに 3クラス

になるか 2クラスになるかというような微妙のような問題があるようなときにつきまし

ては、学年を続けて同じフロアに置くとかいうようなこともあったりして、実際の空き

教室が出Tこ場合でも、外部への貸し出しにちょっと適さないような問題とか、いろいろ

条件があったりします。安定した学校についてそういうことを考えていきたい。それか

ら、このできている施設の利用状況が、私ども、広報でも PRしたりはしていますが、

まだまだ非常に低くなっております。

それからそのほかに、地域の方々から学校長の方に申し出て、例えば今の陶芸窯もそ

うですが、木工室とか、または家庭科の部屋、こういうようなものをお料理とかなにか

で使いたいとかいうことがあった場合には、これはまた、学校でできる範囲の中で御相

談に乗って、自主的に開放というようなこともやっておりますo ぜひ、ひとつ地域の学

校に申し出て、相談もしていただきたいというふうに思っております。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 今の答弁の中で、相談学級ということもちょっと触れられまし

た。ちょっと確認ですが、相談室というのが、この転用状況の一覧にあります。小学校

では 3教室、中学校では 4教室が相談室ということで使われてますが、 この相談室と い

うのは、今御答弁のあった相談学級と同じことなのか、また別の相談室なのか。

そして、その相談学級というさっき答弁された この中身ですが、例えば、わか らない

でお伺いしているんですが、登校拒否の児童と親が付き添って、そして教師といろいろ
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この対策といいますか、どう登校させていくかとし、ぅ、そういう相談する場とこう理解

していいのか、また別の目的なのか、ちょっと伺っておきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 各学校にあります相談室の場合には、学校の範囲の中

での担任教師との、今議員さんがおっしゃったようなことを含めた相談、その他の相談、

または生徒とだけの直接の先生との相談関係も含まれでございます。それから、こちら

の資料室の中にあるこの相談室につきましては、これは、登校拒否をも含め、いろいろ

のことでお悩みの御父兄と、もちろんお子さんを伴っても見えますし、単独の場合もご

ざいますが、 学校に相談している範囲以外のこと、もっとそこには専門の先生がし、るわ

けですが、そういうようなことでこ こで相談を受けると。これは、私どもの研究資料室

の規則の中の仕事の中にも含まれているとこ ろでございますO

そして、下の相談学級とし、し、ますのは、 1階にありますのは、前の学童クラブにし

ていた部分のと ころを今使っていますものは、これは七生中学校の校長先生の管理下に

あります相談学級という ことで、要するに情緒障害、登校拒否等をしているお子さんた

ちがおいでになる よう な方々を募った中で、先生方の奨励や、父兄との相談の結果の中、

普通の学校へはなかなか行きにくいけれども、 ここ へな ら来られる というような方が今、

6名から8名 ぐらいでござい ますけれども、そ ういうよ うな ことでこ の教室を使ってい

るという状況でございます。

0面IJ議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 最後にちょっ と、 こう いうこと が検討でき ないかということで

提起させていただ きたいと思いますが、 この余裕教室を利用 して こういうことができな

いかという幾っかですねo 一つは、 障害者の体育活動のために、こういう余裕教室を活

用するということについてはどうか。

2点目 は、音楽の練習、ちょうど防音校舎ですから、夜など、祭日・日曜も含めてに

なり ますけれども、楽器の練習や、コーラスその他音楽の練習などにこういう余裕教室

を積極的に利用 していただくということも、検討されていいんじゃないか。

それから、 卓球の話もきっき出ました。これは単に校内だけではなくて、地域の諸団

体、自治会だとかいろいろあります。そういう地域の市民に卓球場として利用していた

だくとい うこと も一つの活用の方法ではないか。さらには、老人クラブや、自治会、そ

の他諸団体のサーク ル活動等に もその場を提供するということなども検討していいので

はないか と、私は思います。
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冒頭触れた当初の基本計画では、社会教育を中心に幅広く活用するための検討を進め、

そして必要な整備をしていきます。こういう方針に沿ってこれまで、可能な限りの努力

が払われてきたと思いますけれども、さらに、今申し上げたような用途に活用するとい

うことについて、検討できるかどうか、この点、ちょっと伺いたいと思います。

OilJ議長(福島敏雄君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 1点目の、障害者の体育活動に空き教室というような、

まず御意見でございます。今、相談学級の、先ほど申しましたこの潤徳の 6教室の下の

方につきましては、今現実には、この相談学級の隣の空いている部屋に卓球台を置いて、

この障害児の方々に卓球をやらせたいな、ということもやっております。そのほかの例

えば、三小であるとか、平山台小学校が特に、この障害児がおります。そのほかには、

一般地域の障害者という意味においても、含めた中でこのことが将来一一将来といいま

すか、御希望、特に使いたいという御要望が強いということになれば、また私どもの方

も検討していきたいというふうに思います。その前にもし、体育館でも卓球台が置いて

あったり、貸し出しとか、こういうことは同じ教育委員会の中でできると思いますが、

特に教室でということになると 2台ぐらいっきり置けないのかもわかりませんが、そう

いう御意見があるならば、またそれは今後検討させていただきたいと思います。

これは音楽室につきましでも、毎週どういう日だとか、いろいろあるのかもわかりま

せんし、また突発的かわかりませんが、比較的突発的なものであれば、また今のある音

楽室のものを学校に相談の中でお貸しするということもできると思いますが、頻繁にお

使いになるということであるならば、これは例えば防音工事をするとか、ピアノを置く

とか、そういうようなことをしなきゃなりませんO やはり貸す場所の問題もありますが、

これは、そういうどこの地域ということもないことが多いので、比較的利用がたくさん

あるという地域が、御希望がもしあれば、これはさらに検討を進めたいというふうに思

います。

卓球の件についても、同じというふうに思います。

以上ですo

0副議長(福島敏雄君)

030番(米沢照男君)

米沢照男君。

0副議長(福島敏雄君)

O市長(森田喜美男君)

最後に、市長の意見を伺いたいと思います。

市長。

人口急増期に営々としてつくってきた小中学校に、今逆の減

少として、年々空き教室がふえつつある。この空き教室の活用の仕方というこ とについ

つ臼「ひっu

ては、これからの地域社会としての大変な可能性の課題である、このように考えており

ます。学校は本来、文部省の補助が行われたり、つまり、全く文部省の行政施策の文部

行政の対象でありますから、近く文部省からも、空き教室の用途について、社会教育的

な使途を積極的に進める施策が公認され、あるいは経費も伴うということになるんだろ

うと思って期待はしております。

ただ、現状は、各学校とも、これは校長の権限のもとの、また責任のもとの管理下に

ある。教育委員会の指導が、またそこに適切でないとうまく機能はできない、こういう

仕組みであります。先般、 「地域の教育力を高めるためにJという大きなテーマで、地

区育成会の会合の機会を持ちました。学校長に全部、委員として出席をしていただく仕

組みにいたしました。つまり、我々の意図が学校に直に届かないと、なかなか施策になっ

てこない。一般論といたしましては、教育管理のもとの学校でありますから、まず第一

義的には、その学校の教育のために、ゆとりを含めて十分機能させてください。なお、

それに余裕がある場合は、 PTA活動等の地域の社会教育の場として機能する ことをお

願いをいたします。このような原則的なことは、いつも教育委員会にお伝えはしてあり

ますが、教育委員会もど うも思うようにならない感じがし、たします。つまり、結論が出

てないのか、あるいは基準がまたっくり得ないのか、そのあたりの点をより具体的にし

ていかないと、いけないんではなかろうかと感じております。

学校の空き教室、学校自身が、できるだけ潤沢に活用してもらうということは、当然

だと思ってお りますからそれはそれなりに結構ですが、すべての空き教室が何か物置に

まで使われるということでは、本来の教育効果のためには、もっと有効な使い方もあろ

うと思いますから、そういうことを基準において、特に学校の校長さ ん方にもその気に

なっていただしこれが一番のもとではなし、かと思っております。直に校長とお話ので

きる機会も、教育委員会とともに青少協のメ γパーになっていただいた意図は、そうい

うところにおきたい。そういうことでございますので、今後、校長管理はある程度分離

をする。責任を解除する。これがまた施設としての模様がえ等を行っていくに必要な面

になっていくだろうと思っておりますので、これから何ならば、具体的に、あるいは多

少年次的に、地域別に、そういう施策を行ってし、く、そういう時期に到達したんではな

かろうか、 このように感じております。

0冨IJ議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) どうもありがとうございました。

今の市長の意見、そして私の先ほどの提起も含めて、ひとつ教育委員会が中心にな っ
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て積極的に、市民への余裕教室の開放という言い方、不適切かもしれませんけれども、

積極的に社会教育に活用するという方向で努力をしていただきたいということを強く要

望して、この質問を終わります。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 3の3、空教室の積極的な活用についての質問

を終わります。

一般質問4の1、障害者に関する諸問題を解決するために問うの通告質問者、鈴木美

奈子君の質問を許します。

(20番議員登壇〕

020番(鈴木美奈子君) それでは、ただいまから質問を行わせていただきます。

障害者に関する諸問題を解決するために問うということで、 4点にわたって質問をさ

せていただきます。

きょう私は、毎日新聞を聞きましたところ、 9日は障害者の日を前にして、昨日の 8

日、車いすの障害者約1，000人が全国14カ所で電車、パスへ乗り込んだ。障害者インター

ナショナル日本会議の呼びかけで行われた、だれもが使える交通機関を求める全国大行

動だということで、東京都の JR新宿駅に約40人の障害者が集まって、駅にエレベータ一、

スロープをと訴えた後、駅の 2階にあります中央線のホームヘ行き、約40人の駅員がそ

れぞれ五、六人がかりで、重さ約50キロの車いすを持ち上け.たとし、ぅ、こういう記事で

す。そして、その一人の立川市の野口俊彦さんは、 「駅員の多い新宿のような駅は、ま

だいい。小さな駅では、ホームに上がっても、電車との段差に乗るに乗れず、たとえ乗

れたとしても、降りるに降りられず、ということがある。人に優しい交通機関であって

ほしい」と話していたということで、写真が添えられまして、きょうは「障害者の日J

だなあということを、改めて私も認識を深くしたわけでございます。

私は、土曜日の日でございましたが、 12月7日の土曜日午後 7時30分から、やはりこ

れも「障害者の日」に合わせて、スペシャルということでドラマや「社会参加への挑戦

と地上110センチのリポート」などが放映されて、多分、多くの方がごらんにな ったと

いうふうに思います。私は仕事があったものですから、夜の 9時過ぎからこれを見る こ

とができましたけれども、本当に感激を新たにし、やはりも っと多くの人たちが、 障害

者の身になってこのまちで暮らしていく、そのことも必要ではないかというふうに思い

ました。 24歳で難聴となった女性の教師が、困難にかかわらずここでお習字を教えたり、

そしてその中で、子供たちの授業の様子が、本当に子供たちの表情も豊かにテレビに も

映りましたし、また一番感動したことは、全校の音楽発表会では、子供たち も先生もー
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緒に、手話をやりながら合唱をやったということです。この先生が、この音楽会に参加

できなかったのでないかということから、こういう手話の大合唱となったことは、本当

に私も一緒に、この感激を味わいました。

そしてその後、障害者がまちに出ていくために、多くの壁があるということも紹介さ

れたり、最近、皆様も御存じのように、エレベーターの中に一晩閉じ込められたという

あの女性の方も、テレビにも出て、その様子が生々しく放映されたわけでございますo

本当に私たちの意識をもっと変えて、この地域の中で、ともに障害を持っている人たち

が生きていく、このことをつくっていかなければならないというふうに思いました。

「国際障害者年」の10年は、いよいよ来年、最終年を迎えます。臨調行革のこの10年

と重なったために、障害者だけでなくて、福祉の後退で、お年寄りにも大きなしわ寄せ

が寄せられてきておりますo しかし、障害者と家族の方々が、全面参加と平等、この

「国際障害者年Jの中心スローガ γを目指して、本当によく頑張ったというふうに私は

思います。

そういう中で、大いに活動を展開し、障害者の問題のことが、国民の関心の高まりつ

つありますけれども、先ほど述べましたように、まだ車いすの人が 1人で外に出るには

多くの壁があるということが、新たにこのテレビなどでも感じておりますし、また、 1

人で自立することについても、 生活することが日本においては困難な状況があるという

ことも、認識しているところでございます。

私は、先般の昨年のあの湾岸戦争で、 110億ドルもお金をぽんと出すそういう政府で

あれば、アメリカに言いなりに出しているわけですから、じゃあ、障害者のためにも、

本当にアメリカの障害者法という法律がつくられて、これは多く評価があるところでご

ざいます。雇用や公共サービス、そしてまた、障害者に対する一切の差別を禁止する。

施設の設備を障害者が活用できるo そういう可能のものにするという、こういうアメリ

カでつくられた障害者法の法律は、日本の中においてもこれをつくらせていかなければ

ならないというふうに思います。現在の日本においては、養護学校を卒業しても、働く

場も与えられない。そして大学に行きたくとも、障害を持っている人が進む道はほんの

わずかで、そしてそれが可能になると、それがマスコミに取り上げられるという、こう

いうことなのです。こういう特殊なものとしてではなくて、当たり前のこととしてこれ

が取り上げられていくべきだというふうに思います。

私は多くの方々から、いろいろと御意見を聞きながら、この質問を始めていくわけで

ございますけれども、ぜひ、日野市の中においても、 「障害者は、その人間としての尊
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厳が尊重される。生まれながらの権利を有する」という、こういう障害者の権利宣言の

理念が具体化されるように、これから四つの点について質問をしてまいります。

その一つは、車いすタクシーでございます。車いすタクシーが走るようになってから、

4年が経過をいたしました。寝たきりの方、あるいは車いすに乗っている方、この方た

ちがこれによって、まちに出ていくことが可能になりました。しかし、三つの会社がタ

クシーを走らせていることに、本当に私どもも、感謝も申し上げ、そして運転手さんた

ちが大変親切であるということを、利用をしている方からもお話を聞いております。私

の友人の、二人の子供を持つ女性の方も、これのタクシーを利用して、女性たちの集い

にも 2年にわたって参加することができました。しかし、この方が来年の11日に利用す

るこの日のために、もうことしの10日過ぎにはもう申し込むということで、 1カ月前に

ならないと、もしかして利用できないかもしれないということで、もう申し込むの、と

いう話をしたんですけれども、そうでないと間に合わないということです。病院に行く

にも、お話をしますと、同じ病院に別々のタクシーが 2台行くというんです。そういう

ことでなくて、 1台のタクシーに 2人の障害を持っている人が乗っていけば、 1台で間

に合うわけですから、そういう点なんかも、やはりこれからは考慮する必要があるので

はないかというふうに思います。

それから、運転手さんは大変御親切で、これは皆さんも感謝してい らっしゃいますO

そして私は、運転手さんへの財政的な援助がもっとゃれたらいいのではないかという ふ

うに思うんです。ちょっと聞いたところによりますと、普通のタクシーの運転手さんと、

この車いすタクシーの運転手さんの賃金の差がかなりあるというふうに私、タ クシーの

運転手さんから聞いておりませんので、はっきりそれがそうか、どうかということは言

いませんけれども、車いすタクシーに乗った方から、タクシーの運転手さ んから聞きま

したということを聞いておりますので、これに対する援助などももっとやる必要がある

のではないかというふうに思いますO

それで、具体的に質問してまいりますが、車いすタクシーの年間の利用率が出ており

ますけれども、かなりばらつきがございます。車いすタクシーの運行月別についても、

A、B、Cのこの三つの会社のばらつきがございますけれども、これについては、どう

いう理由なのか。一つのところは1，599件、 一つは2，111件、 一つは2，325件で、合計6，0

35件、これを利用しております。このばらつきがどういうところから来ているのかとい

う点と、それから、この車いすタクシーを利用する人が大変多くな っておりますが、 3

台で本当に間に合うというふうに市の方は思っているのかどうか。
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それから、先ほど述べました運転手さんへの援助が具体的にもっとできないのかどう

か。

四つ目には、基本料金以外は自己負担となります。ある方から聞きますと、お嬢さん

が小平の方の学校に行っている。往復 1万円かかるというんです。これには本当に財政

的な援助、基本料金だけでは私は、月 6枚の券が配布されますけれども、施設に入って

いる方は 4枚です。基本料金ですと、わずか650円ぐらいだというふうに思います。私

はあんまり乗りませんけれども、豊田の駅から市役所まで来るのでも、基本料金を上回

るというふうになっておりますので、ぜひ、このタクシーの自己負担をもっと少なくし

て、無料のところもあるというふうに言われておりますけれども、無料というのも財政

的な面もございますので、もっと補助を出す必要があるのではないかと思いますので、

それについてお答えをいただきたいと思います。

次に、豊田駅のエスカレータ ーの設置でございます。豊田駅は、 1日3万5，000人、

お仕事で日野にいらっしゃる方、それからこれからお仕事に出かける方、こういう方が

乗り降りするわけでございます。その前に、豊田の駅がとても汚いんです。朝、私は 7

時から 8時までの間ですけれども、夜も時々見てまいりますと、塀がながく因われて、

そこに汚いポスタ ーが張られていたり、朝は・・・・・・(iだれがポスター張ったの」と呼ぶ

者あり)政党には関係ありませんから、御心配なく。そういうごみが散らばっていたり、

たばこの吸い殻があったりということで、大変汚いですので、豊田の駅頭は玄関口でご

ざいますので、まず本当にここをきれいにしていただきたいと思います。そして豊田駅

を、障害を持っている人がたくさん通ります。私が 1時間立っているだけでも、足の不

自由な方、左半身不自由な方、目の不自由な方、いろいろな方たちが、このわずか 1時

間の間でも通ってまいります。ここにエレベーターがあったらいいなあという思いを私

はするわけでございますけれども、施設のエスカレーターの設置は約 1割足らず、障害

者用のトイレの設置は 3割以下、車いす用の改札口の設置をしてない駅がまだ57、これ

は東京都内です。これは上田耕一郎参議院議員が調べた調査の結果でございますけれど

も、そういう中で、週に 1回、毎週小平にある学校から乗りかえて、そして豊田の駅に

降りて、自宅に戻るというこういう高校 3年生のお嬢さんもいらっしゃるわけです。

私は、ひまわり号の10周年記念のシンポジウムが豊島公会堂にあったときに、伺いま

した。そして、私、本当に一番ケ瀬さんのお話にも感動いたしましたけれども、元アメ

リカ国連大使のマクドナルドさんが出席をなさって、その言葉が大変印象に残りました。

「日本は、世界ーの経済大国と言われている。エレベーターをつけるくらいのその力を
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活用すれば、すぐにできることだ。使い方が間違っているのではないかj。この短い言

葉の中に、私たちが思っていることが、本当にずばり言われたんです。みんなそうだそ

うだという思いをしました。豊田には、多くの障害者の方が利用いたしますので、ぜひ、

私はエスカレーターが必要だというふうに思います。この高校 3年生のお嬢さんは、左

の手で電動の車いすをようやく動かして、そして国分寺の駅で乗りかえて、豊田の駅ま

で来ます。駅員が待って、 3人から 4人、私も昨日ちょっと見ましたけれども、なかな

か重たいんで、す。駅長さんもはあはあ言いながら、きのうは 2人しか駅の方が来られな

かったんですけれども、これも分割民営化の影響で職員が減らされている、 このことか

ら、職員が本当に手伝いたくても手伝えないような人数で配置されているからだと思う

んです。しかし、今は、声をかけて「車を持ち上げていただけますかJと言えば、本当

に気持ちよく皆さんが協力してくださるんです。それくらいな っておりましたけれども、

でも、ぜひ、豊田駅にエスカレーターを設置して、駅長さんも駅員さんも 「エスカレー

ターがあるといし、ねj と、その少女に話をしておりました。市長 も担当 もぜひ、 この状

況を調べて、エスカレーターの設置を日野市としても取り組む、そして ]Rにも働きか

けていただく、このことをお答えをいただきたいと思います。 (発言する者多 し)不規

則発言はやめてください。

0副議長(福島敏雄君) 静粛に願います。

020番(鈴木美奈子君) 次に、日常生活用具、装具について質問いたします。

成人のこういう日常生活用具、装具は本当に障害を持っている方にと っては、 生きて

いくために必要なものなんです。しかし、現行制度の用具の給付は、 1世帯 1種目 1件

ですね。そういうふうになっているために、 2人自宅にいらっしゃる障害者は、利用で

きないというこういう状況がございますo これは日野市だけの例ではなくて、 全体的な

例を私は申し上げておりますけれども、そういう中で、たくさん日野市でも15にわたる

日常生活用具を給付しておりますo 利用者も大変多くて、 15件の中で75件これを利用 し

ている。あるいは補聴器だとか車いすだとか、車いすも一番利用者が多 くて17件にもな っ

ております。

こういう中で、私はきょう質問することは、めがねの問題なんで、すO 昨日もこのお話

を伺いに参りました。障害を持っている子供、その方はもう 27歳にな っており ますけれ

ども、目がよくはっきり見えないということを、お母さんも知らなかったというんです

ね。目が見えないということを言わなかったからわからなかったけれども、 自の検査を、

今大変、医療が高度になって、寝たままでほかの器械で大体視力がどれく らいあるかと
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いうことがわかったというんです。それによって、もっと早くわかればめがねをかける

ことがなかったのに、ということでございましたけれども、目の手術をして、そしてめ

がねをかけるようになった。そのお子さんの言 う言葉は、今まで自の前がガラス越しに

一一明るいガラスでなくて、 曇 りガラスがありますねo そういう曇りガラスのような中

でお母さんの顔を見ていた。そのことを聞いたときに、私も本当に、もうちょっと早く

これに対するいろんな援助ができればよかったなあ というふうに、お母さんと 2人で話

したわけですけれども、眼内レン ズがお年寄 りの皆さんの運動によってできましたけれ

ども、限内レン ズができないという、 そう いう状況です。めがねをつくるのに、 10万か

かるという 。私たちもめがねをやりますと10万以上かかりますけれども、そして動きま

すので、めがねを二つ持たない と、 もしぶつかって壊れたら、全く見えなくなってしま

うので、めがねを二つ用意 しなければならない。今は若いから、お母さんたち、お父さ

んたちが働いて、 そ してめがねを購入すること ができるけれども、 自分がなくな った場

合に、 これか らどう なるんだろう とい うことで、大変深刻に悩んでお られました。そし

て、 障害を持っているその障害年金だけで、めがねは買えなくなるのではないかとい う

から、ぜひ、 市の独自の援助は私はできないかというふう に思います。

これは、 ほかにも目 の手術をした、 もう70近い方もいら っしゃいますけれども、いろ

いろと限内レンズができない方は、めがねをかけなければならないわけですから、ぜひ、

これは市の独自の運動として実現させて、さらに東京都や国の方にも働きかけていただ

きたいとい うふうに思います。そのことを質問としていただきますo

それから、 4番目には、 障害者にも給食サービスをと いうことですo 日野市の給食サー

ビス、 大変お年寄 りの皆さんか ら好評で、全国的にもこのことについては知られて、随

分たく さん問い合わせも私ども のところに もありますし、視察にもこの給食にはいらっ

しゃるわけですo これは、先般も私、多摩平団地の中で給食サービスを受けたいという

ことで、じゃあ、聞いてまいりましようということで、福祉事業団のところに参りまし

たら、 「希望者が多 くて、今20人くらい待機しているんですよ」というふうに言われた

んです。その上にまた、 障害者もやっているということでございますけれども、さらに

障害者にも給食サービスをと いうことは、困難さを承知の上で、私はぜひ、外にお買い

物にも 出ていけない、そうい う障害者にも希望する方がいれば、ぜひ給食サービスを実

施していただきたいという、 こう いうこ とでございますので、以上4点について、御回

答をお願いをいたしますo

0副議長(福島敏雄君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。
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0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

第 1点目の、車いすタクシーの件でございますO 御承知のとおり、昭和62年の 2月か

ら、障害者車いす生活者、または寝たきり生活者の対象にしたところのタクシ一、リフ

トカーっきのタクシ一、これを市内業者に委託したわけでございます。当初は 1社とい

うことでお願いしたんで、すが、その後、 2社からも協力をいただきまして、現在、 3社、

3台で運行しているところでございますO 御指摘のとおり、各タクシー会社の利用状況

を見ると、ばらつきがあるようでございます。この辺については、どうしてこのような

ばらつきがあるのか、実際にまだ調査しでございませんが、たまたま 1社が多いわけで

ございますが、これにつきましては、車いすを利用される施設等のためではないかとい

うようなことが推測をされるわけでございます。これから調査をしていきたいというふ

うに考えております。

こういう中で、 2点目として、 3台で現状間に合っているかどうかということでござ

います。実際のタクシーの利用状況から見ると、現在 3台でどうにか間に合っているん

ではないかなという感じがし、たします。ただ、それはですね、実際に、ふだん空いてい

るときも実際自分が使おうとしたときに、たまたま使っているというようなことがあ っ

て、その辺の全体を通しての利用度からいけば、足りているんではないかなという こと

が考えられますO これは売り上げ等から見ても、大体、タクシ一券、あるいは現金での

利用状況から見ても、大体、年間700万程度というようなことでございますので、 3台

でこの程度ということですと、割合とあいている時間もあるんではないか。特に夜時間

等もございます。そういうようなことで、なかなか需要と供給がうまくかみ合わないと

きがあろうかもしれませんけれども、全体を通してでは間に合っているんではないかと

いうようなことが考えられます。

それから、運転手のいわゆるタクシー会社の運転手への援助という ことでございます

が、直接運転手へ対する援助は、これは当然、市としてもできないわけでございますけ

れども、今申し上げましたとおり、全体の 3台で、年間でこの程度の売り上げというこ

とになりますと、一般のタクシーに比べて、非常に稼働率といいますか、利用率が悪い

わけでございますけれども、その辺については、やはりタクシー会社全体の経営の中で、

ぜひ、企業努力とし、し、ますか、そういうことでやっていただきたし、。また、これらにつ

いては今後とも、タクシ一会社との協議はしていきたいというふうに考えております。

それから、基本料金の問題でございます。現在、 車いすタク シーについては、 大型車

の基本料金ということで、初乗り料金月 6枚ですか、施設の入所者については 4枚とい
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うことで、券を発行しております。これが足りないんではないかということでございま

す。特に、車いすの場合には、遠くに出かけることも多いんではないかというようなこ

とを考えまして、この辺については今後の検討課題にさせていただきたいと思っており

ます。

それから、引き続きまして、 3点目の問題でございます補装具の関係でございます。

たしかおっしゃるとおり、身体障害者でありながら、なおかつ、重複して目が悪いとい

うことで、目の障害も適用できるということになりますと、障害者手帳が一つでござい

ます。そういうようなことで、なかなかそれら買収にならないというのが実態でござい

ます。これは御指摘のとおり、制度上の問題もありますo また、それらについては国へ

の働きかけについても、今後、ちょっと検討していきたいというふうに考えております。

十分な回答になりませんけれども、そのようなことで回答させていただきます。

それから、給食サービスでございます。これについては現在、ひとり暮らしのお年寄

り等、なかなか食事のとれない方、これらを対象にやっているところでございますが、

現在、立川の至誠老人ホームにお願いいたしまして、 365日給食ということで、これは

本当にほかの市に見られない、充実した給食内容でございます。現在、 3台の車で4万

食、 365日配食しているわけでございます。これも、もう配食数に限界が来ております。

そういうようなことで、今年度から浅川苑のサービスセソターの中での給食、配食です

ね、それから在宅ケア事業の中の会員さんにお願し、いたしまして、かしの木荘、ここで

も近隣のそういう方たちの給食をしておりますO 全体の中で約20名ほどの障害者の方に

も給食しているところでございますO これは、制度的には打ち出してございませんけれ

ども、現在行っております老人給食の事業の中の運営の中で、行っているところでござい

ます。

そんなことで、特に障害者について、ひとり暮らしという方は非常に少のうございま

すo そういうようなことから、今後とも、全体の中で取り組んでいきたいというふうに

も考えております。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、 2点目の、豊田駅にエスカレーターの設

置をという質問にお答えしたいと思います。

御承知のとおり、 JRの各駅に各市、また関係者から一番要望の多い問題は、エスカ

レーターの問題でございます。当市におきましても、過去にこの議場で、他の議員さんか
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らも日野駅の問題、あるいは豊田駅にエスカレータ ーをということで御質問を受けた経

緯もあるわけでございます。私たちも、市としても ]Rに対して強く過去から要請はし

ております。もちろん、豊田駅につきまして、先ほど来、お話のありますとおり、確か

に障害者があの階段を上がりおりすることについては、大変苦労があろうかと思いますO

一つは、そのときにもお答えいたしましたが、 ]Rというよりは運輸省の中で、 一つの

鉄道における整備基金、整備の指針があるわけでございます。そういった基準の中で、

]Rでは当然、この前のときにもお答えしておりますが、委員会の設置をして、いまだ

に検討をしている状況でございます。その内容としては、なかなか現状の ]Rの駅の問

題につきましては、簡単にエスカレータ ーが設置できない、また、駅を改良と同時にエ

スカレーターをやるような状況下にあるというような問題を含んで、ま だ結論が出てな

いのが状況でございますが、豊田駅につきましては、市としてもなお一層、努力、 要請

をしていきたいというふうに、現状では考えております。

0副議長(福島敏雄君) お諮りいたします。議事の都合によりあらか じめ会議時間の

延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長する こと

に決しました。鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) それでは再質問いたしますO

車いすタクシーについては、ぜひ、アジバランスのないように利用できる状況をっく

り出していただきたいと思います。申し込みが早くしないと不安になるという、 こう い

うことがないようにぜひお願いをしたいというふうに思います。

それから、基本料金の問題では、検討するという ことでございますので、 来年の予算

編成時期に入りますので、ぜひ、この障害者の方たちのためにも、 車いすタクシーを利

用できる状況をぜひつくっていただきたいというふうに思います。このことについても

また後で、予算との関係でお尋ねしたいというふうに思っており ます。

それから、エスカレーターは私、ぜひこの豊田の駅は、 エスカレーターがないと、 大

変不自由をする方が多いんです。毎朝、左半身不自由な方が通りますけれども、 豊田駅

の真ん中のつかまる所に、ポケットからハンケチを出して、そして滑りょくするために

右手でそのハ Yケチを触りながらずっと降りていくんです。 冬も夏も同じです。だから、

冷たいからそこに手をやるんじゃなくて、やっぱりそうしないと降 りていかれない。滑

りながらずっと降りていくわけですから、そして、もう乗降客が多い豊田の駅ですので、
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私はぜひ、エスカレーターをつくるために、もっと努力をしていただきたいというふう

に思います。

用地については、昨日もいろいろ見てまいりましたけれども、可能な用地はあるわけ

です。その障害を持っている方たちの家族の方も、 ここにつけたらいいんじゃないかと

いうふうな具体的な提案もされておりますので、ぜひ、そういう方たちの意見も聞きな

がら、私は これをやっていただ きたいんで、す。

なぜ、こんなに私はエス カレーターの豊田駅のことにこだわるかといえば、 1週間に

1回、小平から左の半身、指先だけで電動車いすを使って、おうちに戻って きて、その

ことが きっかけとなって、その子供が非常によ く成長 していく 。その姿がありありと よ

く出て くるんですね。そして、そのことがまた次のステップとなってまちに出ていくと

いう、こう いう状況を私はお聞きすることができました。初め、ち ゅうちょ していた車

いすを使っていた方が、 今度は自宅の、南平の方の自宅から百草の駅に行って、 聖蹟桜

ケ丘の駅でショッピングを して、 なかなかショッピングをするにも ポシェッ トというの

を持って、 そこ からもお金を出 してもらったり 、お買い物をするのは私大変だと思う ん

です。私も本当に申しわけないと思 うんですけれども、 こちらが一方的にお話を してそ

うよねと言 うと、はい というそれだけで、あちらからお話 しする こと が、 私は聞き取れ

ないことが本当に悔しいなあと いうことを感じているわけですけれど も、 そう いうふう

にして、うちの中にいる人たちが、 車いすによって、もし電動車いすであれば、 本当に

手が不自由でも動けるわけですか ら、それによって、もっと もっと視野も広がる、シ ョッ

ピングもできる、そういうことになるわけですから、私は、車いすの方たちが外に出る

のは、 本当にこれはも う大きな前進だと いうふうに思いますので、後でまた市長にも、

南口と の開発との関係 も、駅はございますo その点についても お尋ねしたいと思います

が、 今すぐ私、できないのであれば、 まだ私見てないんですけれども、 高幡不動駅には、

いすがキャタピラでなくて一....( rキャタ ピラ」 と呼ぶ者あり) キャタ ピラ ですね。

キャタピラ 、その上に車いすが乗って、階段を降りてまた上がると いう、そういうのが

あるそう なんです。

私、高幡不動駅割と行 きますけれども、見た ことないので、今度はぜひそれを見たい

と思いますけれども、それをぜひ豊田の駅などにも置いていただいて、そして障害者の

方はそれによって利用できれば、私は当面は間に合うのではないかというふうに思いま

す。駅員さんも、駅長さんみずからが出てきて、 4人がかりで持ち上がるんですよね。

そのお嬢さんはまだ高校生で、子供用の車いすでも50キロ、そして30キロ近い体が乗る
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わけですから、電動車いすというのは、重たいんですよね。そしてもう一つ、もし電池

がなくなったらということで、またそれを車に乗せるのが、今ちょっと度忘れしました

けれども、バッテリ一、それを一つ持ちながら、そしてバ ッテリーが車いすの中に置い

て、そして走るわけですから、これはもう、駅長さんみずからが、ああってきのうも捻

りながらね、持ち上げてました。ですから私は、その方たちの本当に気持ちになって、

ぜひ、行政の方も手助けをしていただきたいと思うんで、すO 来年は「国際障害者年」最

終年ですので、これをぜひ、 JRの豊田駅にも働きかけたり、また市の方で、も、 貸 し出

すとどれくらいの金額になるのか私わかりませんけれども、 こういうこともぜひ、ちょっ

と御検討をいただきたいというふうに思います。

それから、 3番目の用具の問題については、本当にこれは 日野市独自 ではできない問

題だというふうに思います。いろいろと厳しい規制がありますので、しかし、その中で

も私は、先般の本当に全国的に広がったお年寄りの限内レ γズのこの問題は、 一つの自

治体がどんどん運動が広がって、日野市の中においても補助ができ るようにな りました。

そして今、東京都も来年度か ら補助を出すという ふうにな ったんですO ですから、やは

り私は、こういうことにもあ らわれるように、また、お年寄 りの医療費が無料化にな っ

たときのように、一つの自治体で声を出していけば、必ず私は これはでき るという ふう

に思います。

今までの「国際障害者年」のこの10年の中で、どれほど障害者の方たちが、 また家族

が、前面に出てやらなければ、政府が何もやらなかったということも あるんです。本当

なんです。ですから私は、ぜひ、このことは日野市の中においても声を出していただき

たいと思います。

それから、給食については、 20人の方が約受けていらっしゃるということですので、

ぜひ、希望する方があったら、これをふやしていただきたいとい うふうに思います。

以上、この，点について、市長からも含めまして、市長の方からもぜひ、 豊田駅のエレ

ベーターのことについては、積極的な動きを持っていただきたいと思いますので、回答

を……(1"エスカレータ-Jと呼ぶ者あり)エスカレーターです。 エレベーターは一般

の人があんまり使いませんので、エスカレーターの方がやっぱりし、し、と思いますので、

ぜひお願いしたいと思いますO 不規則発言が多いものですか ら。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 1"完全参加と平等Jとい うことをテーマに、 国際障害者年が

きっかけとなって、障害者に対します福祉行政を一つの画期的な役割の年であ った、機
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会であったというふうに考えております。日野市でも、つばさ学園でありますとかその

他の施設を積極的につくってまいりましたO ただ、我々の一番当事者から伺う情報こそ、

障害者福祉の解決にぜひ必要だというふうに日ごろ感じております。健常者ではちょっ

とはかりがたいことが、障害者の方の具体的な状況なり、提言になりによって、なるほ

どというふうに気がつくということが、しばしばこれまでもございました。そういうつ

もりで今、お話のことを大切な情報として伺っておるわけであります。それぞれに努力

すれば、可能性があるというふうに受けとめておりますので、それなりの努力をひとつ

やっていきたい、こう考えております。

豊田駅という ことで、エス カレーターをと いうこ とが、具体的な状況から御提案をい

ただいているわけでありま して、早速、]R当局との日野市の関係で交渉をしている項

目の中に加えて、 要請をしていきたいと思います。また、間に合うかどうかわかり ませ

んが、 学校の階段を上がるのに、リ フト方式一一ーリフト じゃなくて、何というんでし ょ

うか、 方式が一応できており ますから、ああいうものが利用できるかどうか、そういう

ことも検討 していきたいと思います。

補装具につき ましては、 これは貸 し出すという ことで整備をすることも不可能ではな

いというふうに思いますので、 眼鏡庖などともよ く相談をしてみたい、 こんな感じで伺っ

ております。

車いすタクシーのことは、日野市の新しい方式として、 市内タクシー業者の方の本当

に貴重な御協力が突を結んだと いうことでございますが、なお、これをより 皆さんに利

用していただくために、また、これか ら高齢化時代に向か うに連れて、 いわゆる車いす

タクシーがも っと需要がふえて くるに違いない、とのように思いますので、業者の方と

いろいろ工夫をして、極力要請に間に合うよう にしていきたし¥ こう考えて伺いました。

給食のことも同様でございますが、 可能な限 り、ひとつ要望にお答えをする。すべて

情報を行政が積極的に聞くということ から、施策の解決が生まれるというふうに考えて

おりますので、よりまたいろんな機会に当事者の方々にも情報を知らせていただけるよ

うな、そういう 方策も考えなければな らない、こう 受け取りました。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君)

020番(鈴木美奈子君)

鈴木美奈子君。

市長から具体的な提案もされまして、 JRとの日野市との項

の中に、ぜひ この問題も入れて、エスカレーターのことをやっていくというお話や、

また、新 しい学校で利用する階段のこの問題についても、いろいろとやってくださ ると
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いうことで、私もこの質問をやるに当たって、全部のところをお話を伺って、そして具

体的にきょうは、この点で質問させていただいておりますので、ぜひ、情報もつかんで

いると思うんですけれども、やっぱり細かなところまでには情報もつかみにくい点もあ

ると思いますので、私どもも、ぜひこれからも、そういう障害を持っている方たちの情

報を市の方にもお伝えをしたいというふうにも思います。

で、私はこの後からも質問をいたします中にも入ってまいりますが、これから在宅福

祉をつくることについて93年の 4月から義務づけられております。その中に障害者家族

の声を反映させて、安上がりでなくて、人権保障の視点に立った計画をつくらせていく、

このことも私は、これからの地域社会の中では必要だというふうに思っております。

来年が「国際障害者年jの最終年ということでございます。きょうは、車いすのこと

を主に私言いましたけれども、まだ全国の駅で4，689のうち、車いすで改札を通れるよ

うになったのは、まだ19%なんです。子供の車いすですと楽に通れますけれども、大人

の車いすだと本当に通れない。ひまわり号も日野市でも何回か通って、立正佼正会のお

庭を借りて、そして ]Rの駅を通って100人に近いボランティ アも含めて通りますけれ

ども、本当にこの日の朝は大変な思いをしながら、車いすを階段の下までおろす。そし

て、さらに今、先ほども言いましたように、国鉄の民営化、人減らしの背景の中で、人

員が少なくなっていく。そして盲人の方が、ホームからおりて、視力障害者の方が事故

が起きているというこういうこともありますので、本当に私は、もっと多くの方たちが、

障害者に対する関心も高めて、障害者年にふさわしい最後の年を、私は、この日野市が

やっていただきたいというふうに思います。

最後にちょっと私は、この家族の方の詩を読んで終わらせていただきますO これは、

この少女のおじいさんがつくった詩です。これは、名前はちょっと言いません。名前が

最初に出て、 「小平市の新しい空の下で、新しい出会い、新しい友達や先生と優しく 楽

しく言葉をかけ合い、楽しい一日を、豊かな青春を、生きろよな」。

これは、今まで行っていた学校を転校してこの小平に行くということから、おじい様

がつくった詩で、そしてその後また、この少女がつくったのは、電動の車いすに乗れる

ようになって、私は次の新しいステップとしてこの詩がつくられたんだなあというふう

に思いますO

これは「官険J r友達が帰る 電動で送っていく いろんな話笑いとともに歩 く

長い道話は弾む あれ、バス停だ じゃあね またね手を振る パスは走ってい

く 電動で帰る私心のつぶやき 急がなくっちゃ 日が暮れる 最高速度で走る ま
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たつぶやく 後ろを振り向いてはだめ前だけ向いて進もう ちょっぴり怖い これが

私の官険 ある日の出来事だった」。

ということで、障害を持っている方たちも、後ろを向いちゃだめということなんです。

前の方を向いて進もうということですか ら、私たちが本当にこれにこたえる、そういう

行政を私はぜひ、来年度の予算の中に きょ う提案 したことを、私は入れていただきたい

ということを最後にお願いして、 この質問を終わります。

0副議長(福島敏雄君) これをも って4の 1、障害者に関する諸問題を解決するため

に問うの質問を終わります。

お諮りいたしますo 議事の日程によりま して、きょ うはどうしても 5人をや らせてい

ただきたいと思いますO したがし、まして、 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 5時 2分休憩

午後 5時17分 再開

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問 4の2、 「高齢者保健福祉推進10カ年戦略Jと「老人保健福祉計画」策定に

ついての通告質問者、鈴木美奈子君の質問を許しますo

020番(鈴木美奈子君) それでは、 二つ自 の質問として、 「高齢者保健福祉推進10カ

年戦略」 と「老人保健福祉計画」策定についての質問を行います。

高齢化社会が進む中で、 寝たき り老人や、痴呆性老人などを介護する、そう いうこと

が非常に多くなっているにもかかわ らず、今日 の国の在宅福祉の対策が余 りにも不十分

だということで、ひとり暮らしのお年寄りや、老夫婦の世帯の方たち、また、介護者の

高齢化などで、いろいろと悩んだ末に、家庭が崩壊したり、あるいは御夫婦の自殺など、

こういう 悲劇が多くあることは、新聞報道などでも御存じだというふうに思います。そ

ういう 中で、たとえ本当に体がきかなくなっても、住みなれた家で、そしてこの土地で

老後を送 りたいというのは、どなたでも高齢者の方は願っていると思いますし、 また、

家族の方も同じような気持ちだとい うふ うに思いますO

老人福祉法は、 「老人は多年にわたり社会の発展に寄与してきた者として敬愛され、

かっ健全で、安らかな生活を保障さ れる」 、こういうふうに定められており ますけれど

も、 これがなかなかできないという ことか ら、自分勝手に生きてい ったらし、し、と か、 あ
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るいは、できないなら家族で面倒見なさい。自立自助、こういうことが今、高齢者のと

ころに押しつけられているわけでございます。

今回のこの質問に当たっては、自民党政府の10カ年計画と老人福祉法改正についての

ことでございますが、 89年の12月に、高齢者保健福祉推進10カ年戦略を政府の方では打

ち出しました。この背景には、消費税の導入などがあって、国民の怒りが高まった中で、

老人福祉センターなど第 1種の社会福祉事業、ホームへルパーなどの在宅福祉サービス

などを、消費税の課税の対象外とする、こういう見直しゃ、また、消費税を実施するた

めに、来るべき高齢化社会への対応という、こういことで趣旨を唱えてきた。それだけ

に、国民の大きな期待があるわけです。その期待にこたえるためには、 どうしても この

10カ年戦略をやることが必要であり、そしてまた、衆議院選挙を控えて、消費税に対す

る国民の世論をかわしていこうというこういうねらいがあったことは、もう、私は明 ら

かだというふうに思います。

そういう中で、自民党政府が掲げる10カ年戦略では、在宅福祉推進10カ年事業、寝た

きり老人ゼロ作戦、長寿社会福祉基金の設置、施設対策推進10カ年事業、高齢者の生き

がい対策、長寿科学研究推進10カ年事業、 高齢者のための総合的な福祉施設の整備など

が設けられております。高齢者保健福祉の公共サービスの基盤を整えていく、 こういう

ことがこの中に盛り込まれるわけでございますけれども、政府の計画は、 10カ年の総事

業費は 6兆円の規模で、行って、あとは 6兆円でやって、国の負担がわずか 2兆円で、あ

とは高齢者の自立自助の意識、これを高めて、そしてさらには、地方自治体と国民、私

たちとの負担で賄う、こういうことがされているわけでございます。 この10カ年戦略が

もうすぐ地方自治体でもこれを決めていかなければならないというこういう中では、 障

害者の方ももちろんですけれども、日社協の障害者部会の中でも、 これをどういうふ う

に進めていったらいいか、私たちの戸がどれくらいこの10カ年戦略の中に入っていくか

ということで、大変不安に思ってもいますし、ぜひ、障害者の声も聞いていただきたい

ということや、お年寄りの団体からも、ぜひ、私たちの声をぜひ入れるような、 こう い

う策定をしていただきたい、こういうことが私どものところにも寄せられておりますO

ぜひ、社会福祉八法の改正によって、都道府県や市町村の老人保健福祉計画が定義づけ

られておりますので、このつくるために、日野市はどういうふ うにこれからやってい こ

うとしているのか、また、国のこういう問題に対して、どのように考えているのか、 そ

の2点について、まず質問をさせていただきます。

0副議長(福島敏雄君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。 福祉部長。
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0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたしますO

10カ年戦略と老人保健福祉計画の策定についてという御質問でございます。ただいま

御指摘のとおり、平成元年の12月に、高齢者保健福祉推進10カ年戦略、いわゆるゴール

デンプランが策定され、発表されたところでございます。また、それを受けまして、そ

れぞれの法律の整備ということで、昨年の6月ですか、老人福祉法等の改正があったと

ころでございます。 この老人福祉法等の改正によりまして、特に在宅サービス、これに

ついては最も身近な市町村でやるべきである。またそれが一番効率的であるということ

で、これらについての義務づけとし、し、ますか、そういうところが位置づけがされたとこ

ろでございます。

また一方、最近におき ましては、 老人保健福祉法の改正がございました。これにより

ましては、 老人の保健福祉計画の策定、また老人福祉法では、老人福祉推進計画、片方

では保健計画、この二本立てで義務づけられたところでございますが、これらを受けま

して、市といたしましては、これら両方、福祉と保健と医療、 三つの連携のもとに今後、

日野市の地域福祉計画を策定 してい きたいというふうに考えております。また、この 2

本を一体とすると ころの老人保健福祉計画策定指針の骨子が、つい先月、 発表されまし

た。それによりますと、その福祉計画の策定体制といたしましては、 行政機関の内部、

あるいは学識経験者、保健医療関係者、それから福祉関係者の参加を求める体制をつる

こととなっております。また、住民の参加につきましては、特に高齢者の意見や、ニー

ズを十分把揮すると いうことにな っています。

そんなことで、今後のスケジ ュールといたしましては、 平成4年度中にこれが国ある

いは東京都の方から、市町村の職員を対象としたところのヒアリソ グ、 計画の策定のマ

ニュアル等の作成が出てま いり ます。これらによ りまして、法律の上では、計画策定の

時期は平成 5年度中と いう ことにな っております。それに向けまして、今後平成4年に

おきましては、 老人福祉協議会、あるいは庁内のプロジェクトにおきまして検討委員会

を設置して、その平成5年度からの策定に向けての準備作業に入っていきたいというふ

うに考えており ます。もちろん、これにつきましては、昨年、東京都で発表されました

東京都の地域福祉推進計画、これとの整合性、あるいは10カ年ゴールデγプラ γも整合

させた中で、平成 5年度から策定に当たっていきたいというふうに考えております。

一方では、社会福祉協議会、いわゆる社会福祉事業法の改正によりまして、ここにお

きまして も、 地域の福祉活動計画の策定ということが発表されております。民間におけ

るところの地域福祉活動とい うことで、恐らくこれについては、社会福祉協議会が中心
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になってこの計画の策定に当たるかと思います。恐らく、社協においても、日野市の行

政の方の福祉推進計画と整合した中で、これらの地域福祉活動計画を策定されていけれ

ばいいんではないかというふうに考えております。

以上でございます。

O;IJ議長(福島敏雄君)

020番(鈴木美奈子君)

鈴木美奈子君。

ありがとうございました。

この策定に当たっては、多くの方たちが注目をしております。そして、私たちがこれ

から生きていく上で、この地域のこの問題は、大変重要なこれからの指針になりますの

で、ぜひ、多くの御意見、学識経験者とかそういう方ももちろん必要でし ょうけれども、

地域で活動しているいろんな団体の代表の方たちも入れて、その中で地域福祉計画をつ

くっていただきたいというふうに思いますo

それから、もう一つは、国の方では、福祉公社や民間の活動、こういうものをやりた

いということが、一層強まってくるというふうに思いますが、その点で、日野市におい

ては、福祉事業団がございますO この福祉事業団との関係は、どのよ うにな っているの

か、その点、お尋ねしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 答弁をお願いします。福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 日野市の福祉事業団におきましては、今までは第 1種の社

会事業ということで、施設の管理運営、これが主体でございましたo 一部在宅ケア事業

も行っておりましたが、これらについては、今回の改正によりまして、第 2種の社会福

祉事業ということで位置づけられておりますので、今まではこれら助成の対象にはな っ

ておりませんでした。しかし、今回の改正によりまして、これら事業団においても、第

2種の福祉事業ができるということになっております。今後、在宅サービスのみに限ら

ず、これからもいわゆる施設サービスについても重点的に整備をしていく中で、これか

ら福祉事業団にお願いするいわゆる施設の管理にあわせまして、在宅ケアサービスの充

実を図っていただくような、そういうような方向で進んでいくんではないかというふう

に感じております。

0副議長(福島敏雄君)

020番(鈴木美奈子君)

O副議長(福島敏雄君)

O市長(森田喜美男君)

鈴木美奈子君。

それでは市長に、最後に答弁お願いしたいと思います。

市長。

日野市では、いち早くと言ってもし、いと思いますが、福祉事

業団という新しい発想、を持って社会福祉法人の認可をとり、既に多くの事業を行ってま
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いっております。福祉公社というちょっとあいまいな性格よりも、事業団という名称を

選んだというのは、まさに行政の福祉諸施策を実質的に実行できる、こういう機関に仕

立てたいということで、 着 と々言ってし、し、 と思っておりますけれど、事業の担当を進め

ております。将来、マンパワ ーということが最も重要な課題になってまいります。マン

パワーも、福祉事業団のなるべく正規に近い職員として位置づけたい、こういう考え方

で取り組む予定でございますO ちょう どこの時期に適合できるそういう具体的な行政と

相ともに取り組める仕組みだと いう ふうに育成を していく考えでございます。

0副議長(福島敏雄君)

020番(鈴木美奈子君)

鈴木美奈子君。

それでは、 ぜひ、 これからの老人保健福祉計画策定について

は、 自治体の責任を持って日野市における、こう し、 う福祉の問題にかかわるわけですか

ら、この革新自治体の中で、いし、 ものをつく って、ホームヘルパーの方たちの身分の保

障、今ちょっと言われましたけれども、こう いうことや、中身のいいこういう計画が策

定される ように、ぜひ要望して、私の質問を終わります。

0副議長(福島敏雄君) これを もって4の2、 「高齢者保健福祉推進10カ年戦略Jと

「老人保健福祉計画」策定についての質問を終わります。

一般質問 5の1、障害者福祉 (視覚 ・聴覚 ・車椅子)施策のより充実をの通告質問者、

沢田研二君の質問を許します。

( 1番議員登壇〕

01番(沢田研二君) それでは通告に従いまして、一般質問を行わせていただきます。

たまたま福祉の問題が連続をするわけですけれども 、できるだけ冷静に進めていきた

いと思いますO

福祉という極めて身近な一つの言葉ではございますけれども、 大変に幅が広 く、また

奥行きも深くて、なかなかその全体像を見極めていくことが難 しい というのが正直なと

ころでございます。その概略だけを見ましても、生活保護福祉であるとか、低所得者福

祉、あるいは老人福祉、児童福祉、また障害者福祉等々と、 いろいろございます。そし

て、 この障害者福祉というこの一つだけをとりま しても、さらに大変多くの障害に区分

をされるわけでございますけれども、今回は、特にその中の視覚、聴覚、そして車いす

生活者のそれぞれの障害に的を絞って質問をさせていただきたいと思います。

本題に入り ます前に、日野市の福祉に対する流れとし、いましょうか、経緯といいまし ょ

うか、 そんな ことについて若干触れてみたいというふうに思います。日野市の行政の中

でも、誇れるべき ものというものが幾つかあるように思います。その両翼をなすのは、
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何といっても図書館行政であり、また福祉行政ではないかというふうに思うわけで、すO

これらの内容について、詳細、ここで事例を私が紹介する必要は全くないというふうに

思いますので、その部分については省略をいたしますけれども、あえてその中の一つだ

け関連する、あるいはそれを裏づけるといし、ますか、そういう事例として紹介をさせて

いただきますが、 NHKのある番組の中で、これは福祉関係の番組でございますけれど

も、 「福祉行政については、日野のようにはなかなか行くものではない」というような、

そんな表現が使われたということでございます。このことーっとりましでも、日野市の

福祉に対するとし、いましょうか、福祉の水準といいましょうか、レベルの高さというも

のが、ある面では推しはかれるのかなあというような気がし、たします。

また、日野市が発行しております冊子の一つに、 「日野市の福祉」とし、う 大変立派な、

福祉全体をまとめた冊子がございます。この刊行に当たりまして、市長の言葉の中に、

要約をいたしますと、 「自治体行政というのは、住民の幸せ、すなわち幸福につながる

ものでなければならないというふうに考える」。こういうような表現が文の中にござい

ます。これは要約したものですけれども、これはまさに、森田市長の福祉に対する基本

的なポリシーといいましょうか、考えておられることを端的にあ らわす言葉なのかなあ

というふうに理解をするところでございます。

また、きょうの朝一番の馬場議員の質問、あるいは奥住議員の質問の中でも、日野市

基本計画について触れられましたけれども、この中にも、目指す都市像とい うとで、そ

れは「緑と文化の市民都市」の実現である、というふうにうたっておられます。これを

実現するに当たって、基本的目標として五つの柱を掲げておられます。その五つの一番

目に、 「生きる喜びをっくり出す健康と福祉のまち」という ことで、この 5本柱のト ッ

プに、やはり福祉行政を位置づけているわけでございます。これを見ましても、 福祉行

政への意気込みといったものが感じられるところでございます。そしてさらに、 こういっ

た指針であるとか方針、あるいは目標といったものだけではなくて、さらにこれを数字

の面で見ましても、例えば、会計予算の中での福祉に関係する予算でございますが、 平

成年度だけ二、三年をピックアップしましでも、平成元年度は、 一般会計予算357億に

対して、福祉にかかわりのある民生費、これが94億ということで、比率にしまして全体

の中の26.4%というのが福祉関係予算でございます。同じように平成 2年が、 391億の

一般予算に対しまして88億、比率では22.4%。それから平成 3年度、 これは当初予算で

ございますけれども、 419億の予算に対して95億の民生費、比率にしまして22.8%。お

よそ 4分の 1前後がこの福祉に費やされているということでございます。
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以上のような実態であるとか、また、先ほどちょっと紹介をいたしましたNHKの事

例にもありますように、森田市政が約20年近くの歳月をかけて営々と築き上げてきたこ

の福祉行政というのは、ある面では一つの大金字塔とも言えるものであるのかなという

ふうに思います。そのことに自体については、市民からも大変大きな評価を得られてい

るところでありますし、私自身としても、率直にその面についての評価を申し上げると

ころでございます。

ただ、しかし、福祉行政の充実に対して、これ自体を反対を唱える人はだれもいない

わけでございますけれども、しかし、 実態として、まあ犠牲という言い方は好ましくな

いかもしれませんが、その陰にな って大幅にバランスを欠いた行政分野も生じていると

いう ことを忘れてはな らないんではないのかな、というふうにも思う次第でございます。

ちなみに、そのパ ラソスを欠いた行政分野の事例についてでございますが、 一、二点

あえて挙げますならば、きょうの馬場議員、あるいは奥住議員の質問の中にも出てきま

したような、例えば、都市基盤の整備が十分ではないということ、これは下水道事業、

あるいは道路整備なども含まれてでございます。こういった面で、も、顕著にそのおくれ

が出ているのではないかなというふうに思いますO また一方、これも、私自身も過去に

も一般質問の中でも取り 上げさせていただいておりますが、スポーツ行政などについて

は、極めて福祉とは逆に、 近隣他市が認める 、おくれている分野の一つだなというふう

にも思います。

また、ま ちづ くりの活力でもあるべきその商工関係に対する助成不足と いったことも、

このバ ラソスを欠いた分野のーっとして挙げられるのかなあというふ うに思います。限

られた予算枠の中でバランスよ く配分をする御苦労と いうのは、 私ど もの予測を超える

御苦労があるんだろうというふうには思いますが、しかし、限られた予算額が故に、高

い視点に立ってバ ランスよい行政を行っていく ことが、 本当の意味での政治手腕という

ことが言えるんではなし、かというふうに思います。ちょうど今、平成4年度の予算編成

時期でもありますので、その ことも含めて今後の予算運営に生かしていただければとい

う視点に立って、 一言申し添えさせていただくところでございます。

若干、本来の通告しておりますテーマから話がそれたような印象もありますけれども、

要は、 よりよいパ ラソス感覚の上に立って、福祉施策のより充実を推進していただきた

いというと とでございまして、同時に、より充実のためには、その裏づけが必要であり

ます。 その一例として、も ろもろの充実もあわせて必要という観点で、申し上げていると

いう ことを、ぜひ御承知お きいただきたいと思います。
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具体的なテーマに沿って質問をさせていただきたいというふうに思います。最初に申

し上げましたように、大きく三つの項目で質問させていただきたいと思います。

まず l点目は、視覚障害者に対しての補助行政についてお伺いをしたい。それから 2

点目は、聴覚障害者に対しての補助行政についてお伺いをしたい。それから 3点目は、

車いす生活者に対しての補助行政に対してお伺いをしたい。車いす生活者とあえていた

しましたのは、下肢の障害者ということだけではなくて、今日のような高齢化を迎え、

また、これからさらに進むという状況の中では、下肢の障害者ということだけではなく

て、いろんな要因で車いす生活をせざるを得ないというような方も当然ふえてきている

実態でございますので、そういった視点も含めての質問でございますO この三つの項目

に沿いまして、さらに三つの視点からお伺いをしたいと思います。

その 1点目は、それぞれの今の挙げた項目の障害者の数、これは全体の中の数と合わ

せまして、基本的に質問申し上げたいのは、その在宅生活者を中心とした補助行政とい

う視点でとらえていただきたいわわけですけれども、例えば、対象者の数という 意味で

は、全体がどのぐらい、その中で在宅生活者というのはおよそどれぐらいだというよう

なとらえ方でお答えいただければ、というふうに思います。

それから 2点目でございますが、テーマにも沿っているわけですが、現在行政として

行っている具体的補助の内容についてお伺いをしたい。これは非常に区分けが難しいか

というふうに思います。国が行うべきこと、都が行うべきこと、あるいは市が行うべき

こと、それぞれの兼ね合いもあるかと思いますし、また、その中でも日野市が特に独自

性を発揮して行っていることというようなことがあると思いますので、その辺がある程

度わかるような形で御説明をいただければありがたいなと思います。

それから 3点目でございますが、行政サイドとしての当面の問題点と、それから今後

の課題といいましょうか、あるいは計画とし、し、ましょうか、要は問題意識と改善策といっ

たような視点から、それぞれ先ほど申し上げました三つの障害者といいましょうか、 在

宅障害者に対しての策をお答えいただきたいと思いますo

とりあえずこれについてお願いします。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

O福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

障害者福祉ということで、特に視覚障害者、あるいは聴覚障害者、 車いすという よう

な内容でございます。まず、これら障害者の施策につきましては、 国、都の制度を中心

にいたしまして、医療、手当、年金、税金、交通、住宅、職業、公共料金、日常生活の
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援助、コミュニケーション、余暇、こういうような多項目にわたりまして障害の程度、

あるいは所得、年齢等によりまして、いろいろ対象が異なる中で、非常にきめ細かな制

度、施策が展開され、また取り組んでいるところでございます。この項目は非常に多う

ございますし、また、三つの視覚、聴覚、あるいは肢体不自由児、下肢不自由者という

ようなことで、共通した項目がそれぞれございます。

そういうような ことで、まとめてこの辺について御回答したいと思いますが、ただい

ま申し上げました個々の項目 によりまして、 障害の程度、所得、年齢、これらによ って

ある程度の制限は加えられるものはありま すけれども、総体では176の施策がございま

す。例えば、視覚障害者の 1級、 2級に該当する施策、あるいは 3級、 4級に該当する

施策とか、い ろいろそういうような障害の程度にき め細かに分かれております。そ うい

う関係で176の施策が ございます。このうち、大部分が国あるいは東京都の制度を中心

としたところの施策でございます。

あえて日野市の独自性とし、し、ますか、単独でやっております施策といたしましては、

特に視覚障害者につき ましては、ガイドへルパーの派遣事業でございます。これは、視

覚障害者が病院あるいは買い物等に行くときに、どうしてもガイドが必要だというよう

なとき には、 現在、12名の方がヘルパーとして登録されており ます。こ ういう方たちの

手を借りまして、買い物、 通院等に通っていると いうようなことで、そのほかに、 聴覚

障害者については、手話通訳の派遣も行っております。これについても、 年間50回ぐら

いの派遣でございます。ヘルパーについては、大体、月 8四分、半日単位で 8四分、月

に助成をすると いうことでございます。大体、半日で半分ぐらいの報酬を払う というよ

うなこと になりますので、そう いうことでやっております。これらはいずれも、目的と

しては社会参加、 ある いは生活閣の拡大、こう いうものを目的として、こういう施策の

展開をしているところでございます。

そのほかには、 車いすタクシ一、先ほど鈴木議員からも御質問ございましたが、車い

すタクシ一、ある いは福祉タクシー、ガソリ γ券、これらは選択性で、どちらかという

ことで選んでいただいております。そのほかに、それぞれの障害者に対する福祉手当、

これらについては、園、東京都の制度から漏れた方ですね、いわゆる該当要件を持って

いるけれども、例えば所得制限で漏れるとか、年齢要件で漏れ右、そういうものを救う

意味で、市が単独でそれらの人たちの助成をしている。また難病についても、実施して

いるところでござし、ますO

それから、3点目 の、 当面の問題点と課題、計画ということでございますO 現状では、
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今申し上げましたとおり、それぞれ障害者の程度に対応したところのきめ細かな施策を

展開、取り組んでいるところでございます。障害者全体をとらえた中では、特に現在、

障害者であって、授産施設等での訓練等実施し、充実に向かつて努力しているところで

ございますが、その経過を見てみますと、そこから自立していかれる方はほとんどゼロ

に等しい。本来、授産訓練施設でございますから、通過施設でございますね。養護学校

等卒業して、それからそういう通所施設、授産施設等で訓練して、それから社会に参加

していく、そういう本来の通過施設であるにかかわらず、ほとんどの方がなかなか自立

していかれない。また、最近では、こういう障害者の保護者、これの高齢化、またそう

いうところに訓練している人も、当然、そういう施設から出ていけないということにな

ると、本人自身が高齢化してくるというようなことで保護者の亡き後も、そういう障害

者の育成が非常に不安でございます。そのようなことから、今年度思い切って、他市に

余り例のない生活寮の建設もしたところでございます。ここでは、現在就労している人、

あるいは授産施設に通っている方、こういう人たちを指導員のもとで24時間体制で生活

の訓練をしてもらう、あるいは金銭感覚を身につけてもらう。現在では保護者がいます

から、何とか就労したり、施設に通所できる状態でございますが、老齢化に伴って、保

護者がいなくなったとき、果たして 1人で自立できるかどうか。そのための訓練を主体

にやっていきたいというふうに考えております。

特に、障害者に対する園、東京都の取り組みについても、最近の老人福祉対策に対し

ましては、比較いたしますと、まだまだ乏しい施策でございますo そういうようなこと

から、国、東京都に対しましても、制度の充実というようなことを期待するとともに、

今後とも、社会参加、平等、あるいはノーマライゼーショ γの理念のもとにプライパシー

の確保、こういうことの中から、これからも施策に取り組んでいきたし、というふうに考

えております。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ありがとうございました。

三つの視点の中で、それぞれお答えをいただいたわけなんですが、 1点目の対象者の

数という意味は、それぞれの項目がございますけれども、もし、おわかりでしたら、そ

ういう市当局として押さえられている数という意味で、ちょっと教えていただきたいん

で、すが。

0副議長(福島敏雄君) 福祉部長。
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0福祉部長(坂口泰雄君) 失礼いたしました。第 1点の視覚障害者の対象者の数でご

ざいます。平成 3年 4月 1日現在、 276人o このうち、在宅生活者221人でございますo

それから第2の聴覚障害者でございますが、代表者の数232名。このうち、在宅生活者2

25名でございます。それから車いす生活者でございますが、申しわけございませんが、

お年寄りの車いす利用者については、ちょっと資料持ち合わせございません。一応、肢

体不自由者ということで回答させていただきます。対象者の数、 1，409人でございます。

そのうち、在宅生活者1，400人。車いす等の交付台数、これは一応、昭和61年から 5年

間で239台、これは補装具として給付しているところでございます。そのほかに、お年

寄り等については、車いすの給付もありますが、リ ース、あるいは社会福祉協議会を通

じての短期間の貸し出し、こういうものも行っているところでございます。

以上でございますo

O副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ありがとうございました。

それでは、少し内容に入ってお伺いしたいんですが、視覚障害者、あるいは障害者も

共通する部分があろうかと思いますが、日常生活の中で、例えば行政側と障害者当事者

といいましょうか、それから障害者当事者同士、あるいは健常者と障害者といし、ますか、

こういったととろの コミュニケーションというのはどんな方法でとられているというふ

うに掌撞されているか。これは、 行政側と 当事者というのはこれはわかりやすい、日常

やられていることなんであれなんですが、 それ以外の コミ ュニケーションというのは、

当然、在宅で一般者と 同じようにとし、し、まし ょうか、 生活を していれば、それなりの コ

ミュニケーションというのが必要になるわけですけれども、その辺はどういうふうな掌

揮をされているか、まずお伺いしたし、と思いますo

0副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 障害者の日常生活におけると ころのコミュニケーションで

ございますが、行政と障害者につきましては、それぞれいろいろな手続、あるいは相談

等ございます。そういうような中で、行政とのコ ミュニケーショ γが若干でありますけ

れども、図られているんではないかというふうに考えております。健常者と障害者のコ

ミュ ニケーショソというのは、一般的には余りないんではないかというふうに考えてお

ります。

ただ、社会福祉協議会でいわゆる障害者等の社会参加の一環、啓蒙活動として、 年間

1回でありますが福祉祭りやっておりますが、そういうときには、障害者と健常者との
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かかわり合いを持つというようなことで、そういうようなイベントの中でのかかわり合

いは、あるんではないかというふうに考えております。

それから、障害者同士でのコミュニケーションでございますが、これは年に 1回です

か、年に 2回ですか、障害者のスポーツ大会等がございますので、日野市からもそうい

うところにかなり参加されておりまして、障害者同士とのコミュニケーションはありま

すO

それから、あと各種団体でのそれぞれ活動あるんですが、 正式には把握してないんで

すが、例えば視覚障害者ですね、 26市で例えば年に 1回、各市持ち回りで視覚障害者同

士のカラオケ大会、芸能大会ですか、こういうようなことも実施しているようでござい

ます。昨年も日野市で実施したわけでございます。そんなことで、 コミュニケーショ ン

かどうやって全体図られているかということは、十分把握してませんので、 申しわけご

ざいませんが、以上の回答にさせていただきます。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ちょっと質問の仕方がまずかったのかどうかわかりませんが、

視覚障害者であるとか、聴覚障害者が、在宅で生活をしているということは、 当然の こ

とながら、障害者と健常者というのは、それは家族の場合もあるでしょうし、あるいは

そうでない中でのコミュニケーショ γ、触れ合いというのは当然、あってしかる べきで し

て、余りないんではないかというふうな今回答があって驚いたんですが、 生活をしてい

る以上、当然そういうことはあり得るわけですから、そういう視点に立って、やっぱり

行政というのは行うべきではないのかなと思うんですね。

例えば、具体的にじゃあもう少しあれしますと、視覚障害者の場合は目が見えないわ

けですから、当然、その通信手段としては、電話で通信をするとか、あるいは点字でコ

ミュニケーションとるとか、いろんなケースがあると思います。それから聴覚の場合は、

これは電話というわけにいかないわけですから、ファクシ ミリだとか、そういうものを

使って、それでこれは聴覚障害者の場合は、よくファクシ ミリが世の中に出回ってきた

ときに、そういうものをいち早く個人で買い求めて、お互いのコ ミュニケーションを図っ

ているとか、あるいは健常者とのコミュニケーショ γを図っているとか、そういうこと

が現実としてあるはずなんですね。ですから、その辺を行政サイドとしてどこまで掌揮

をされてて、それに対してどんなサポートをしてますかと、そういうことをお伺いした

いんですが、もう 1回お願いします。

0副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

Q
O
 

ウ
4つω

0福祉部長(坂口泰雄君) 失礼し、たしました。コミュニケーショ γといたしましては、

例えば、視覚障害者におきましては、福祉電話、こういうものの貸し出し、あるいは補

助をしております。当然、通話料についても一定の通話料を補助することによって、こ

れだけ視覚障害者については コミュ ニケーションを図っていただいているということで

ございますO

現在、貸し出し、補助と合わせまして34台設置 しております。この福祉電話について

は、視覚障害者のみならず、いわゆるひとり暮ら しで外出困難な重度の身体障害者とい

うことで、肢体不自由者、あるいは内蔵疾患の方でも、該当 している方もございます。

そういう よう なことで、 34台設置 しており ます。

それか ら、次に聴覚障害者については、電話というわけにいきません。こ れは、 日常

生活用具の給付と いうことでフ ァッ クス、 いわゆるこ れもおひとり 暮ら し、外出困難な

方という よう なことで設置しております。現在、全部で給付あるいは貸与ということで、

25台設置 しております。 このうち、そのほかに、 手話通訳者、これについても 8台設

いたしまして、い ろいろ生活相談等については、こういう方たちと手話通訳者の間での

ファックスのや りとりもあるということでございます。そのほか、昨年ですか、 消防

にも ファッ クスを設置いたしました。 これについては、現在、 ファックス給付、 貸

の中の17世帯が消防署とのファッ クスの連絡ができており ます。こ のファッ クス につい

ては、火災、 あるいは病気、あるいはガス漏れ、 この三つに限って消防署との連携をと っ

てい る、コミュニ ケーションを図っていると いうと ころでご ざいます。

そのほかに、いわゆる ひとり暮らしで外出困難の人については、 緊急通報シス テム、

これは、 やはりこれも コミュニケーションだと思いますが、緊急の場合には、いわゆ る

これは民間のそう いう専門の会社との契約でございますが、そう いうよう なことで、緊

急に通報できる、そう いうような器具を取り付けて、そ ういうよ うな整備も行 っておる

ところでございます。これについても、肢体不自 由児、あるいは視覚、呼吸器等の問題

のあ る方、こう いうものを合わせまして13人の方が設置 しているところでございます。

平成 3年度については、 これらについてもさらに17台設置 してみたいということで、現

在進めているところでございます。

以上でございます。

0;1]議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) 今の関連をしまして、もう 1回お聞きしたいんですが、例えば

視覚障害者でし、し、ますと、在宅の方が221名おられると。しかし、福祉電話は34台だと
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いうことだと思います。それから聴覚障害者に対しましでも、在宅者225名に対して、

ファックス25台という回答だったと思いますが、この数との兼ね合いが、いろんな資格

要件がまたさらにあるのかなと思いますけれども、これは資格が厳しいからこの程度な

のか、それともその辺はどうなんでしょうか。

0副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたしますo

これについては、あくまでもひとり暮らしということでございますので、御家族がい

れば、設置きれなくても足りるということで、一応、必要な方は、申請 していただくと

いう中でやっておりますので、実態として必要な方はこの程度ではなし、かとい うふう に

考えておりますO

なお、ファックスについては今回、さらに17台、さ っき緊急通報システムと申 し上げ

ましたかもしれませんが、間違いでございます。今年度、 17台新たに設置する予定でお

りますO

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ひとり暮らしを限定して、 基本的には限定を していると いうこ

となんですが、例えば、日常、家族がおられでも、昼間だとか、 障害者だけが一人残さ

れるというケースも当然考えられると思うんですけれども、そういう 方に対 しては、も

し当事者なり、あるいは家族から要請があれば、それは対応可能なんですか、 それとも

あくまでも今の制度の枠の中では、基本はひとり暮らしですよとい うこ となのか、 そこ

をちょっと、もう 1回確認します。

それから、あわせまして、今の基準を再検討とし、いまし ょうか、枠を広げてい くよう

な、そんな考えはあるのかどうか、含めてお答えいただきたいと思いますo

0副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) ひとり暮らしが前提でございます。

それから、枠を広げていくのかどうかということでございますが、 これは制度的には

東京都の制度でございますので、この枠を広げるということは現状ではなかなか難しい

んではないかというふうに考えております。それともちろんこれは、 所得の制限もござ

いますので、現在では、ほとんどの方がひとり暮らしという ことですので、所得があっ

たとしても、ほとんど自己負担がないような形での給付になっております。

以上でございますO

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。
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01番(沢田研二君) それでは、視覚障害者に対しての件でもう 1点お伺いを Lたい

んですが、これは視覚障害者に限らず、健常者であれ、だれにもプライパシーというこ

とがあるわけなんですが、今のような助成なり、方法でその辺の保護というのは十分守

られているというふうな判断をされるのかどうか。例えば、先ほどちょっと何か回答が

十分じ ゃなかったような気がするんですが、 行政側から当事者あてに何らかの通信連絡

をする、これは視覚障害者であ ったり、聴覚障害者によって内容が違うわけですけれど

も、 直接本人にその意向を伝えられる場合と、 第三者を介してその内容が伝わる場合と

いう、いろんな ことがあるとい うふ うに思う んですが、こういう行政側との兼ね合いで

は、さほどプラ イパシーということは心配しないでもし巾、のかもしれませんが、要は世

の中の一般的な意味合いでのプラ イパシ一保護と いう観点からすると、むしろ健常者以

上に障害者に対 しての配慮が必要ではないのかなと思 うんですが、その辺についてはど

んなふうにお考えなのか。

0副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

0福祉部長 (坂口泰雄君) 行政からの連絡につきましては、視覚障害者に対しては、

電話等でできる わけでございます。聴覚障害者については、一部の方についてはフ ァッ

クスと いうよう なことで、 特に、障害者については、プライパシーの確保、保護 という

こと が一番大切なことでございます。私ども福祉に携わる者としても、営にそれを念頭

に置いて取り組んでいるところでございますが、現在の状況でいった場合、必ずしも プ

ライパシーが守られているかというと、若干不安でもございます。そのようなこと から、

これか らは、 やはり何らかこのような日常生活用具、ある いはそう いうものの中で、少

しでもプラ イパシーが守れるような福祉機器ができて くればし巾、な。また、それを早 く

情報をつかんで、そ ういう 福祉機器の導入について積極的に取り組んでいきたいという

ふうに考えていると ころでございます。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) 私も、 余り いろんな分野を知らないんですけれども、例えば視

覚障害者の場合、点字ノミソコン、 これは通常のパソコン感覚で打つこ とによって、それ

が点字が打ち出されてくる。これは健常者が打てば、健常者も打つことができるし、ま

た視覚障害者の方も使えるというような、そういう点字変換パソコンというものが世の

中に出ている。既に近隣他市ですでに入っている所も一部あるわけでございますけれど

も、 こんな ような ものを採用することによって、今申し上げたようなプライパシーの保

護とい うよ うな ことも、かなり改善をされるし、また、時間をかけて例えばこの点字一
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つつくるにしても、相当な専門知識を持って時間をかけないとできないというよ うな状

況から、だれでもそういうことができるというようなことで、かなりの効果が発揮でき

るんではないかなと思うんですが、この点については、何か検討されたことがあるのか、

あるいはそれについて採用するような意向に対してはいかがでしょ うか。

0副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 視覚障害者に対する福祉機器としての点字パソコ ンという

ようなお話紹介いただきましたが、私も初めて聞く機器でございますo 早速、 点字ノミソ

コン等について検討していきたいというふうに考えております。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ひとつ、よろしくお願いをしたいと思います。

それからファクシミりについても、いろんな収入基準だとかというものがあるのは当

然やむを得ない部分もありますけれども、現状についても う少し検討されて、その立場

に立った行政ができるようにお願いをしたいと思います。

それから、 3点目とし、いましょうか、 車いす生活者に対しての助成に関すること なん

ですが、現在、たしか個人住宅の場合に、改造すると きは、それなりの金利負担とし、し、

ましょうか、何かそんなような形での助成策があったように思いますけれども、例えば

これが集合住宅のような所の場合、特にこれから新しくつくるものに対しても、 市とし

ての行政指導的な要綱があったかと思いますけれども、既にでき上がっている住宅とい

うのがもう、相当たくさんあるわけですけれども、こういう集合住宅の言 うならば改造

のようなものに対しての助成、補助、こういったことについてはどのようなお考えを持っ

ておられるか。車いすが独自の力で出入りできるように、要するにス ロープみたいなも

のをつくるとか、そういう意味合いですけれども、伺いたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 肢体不自由者ということで、車いす等の利用者についての

住宅改造でございますが、個人の住宅については、いわゆる給付というような形で実施

しております。それから集合住宅については、建設のときに、これは日野市の施設整備

要綱によりまして、特に車いす等障害者に配慮したところの指導は行っているととろで

ございますが、要綱等のために、また、建てられる方は、必ずしも障害者を対象として

ないということから、なかなかそのような徹底した指導ができないのが現状でございま

す。ただ、現在建っているところで入居後、そういうような障害にな られた場合、これ

は建て主さんの了解が得られるんであれば、その人のためにそ ういうよう な改造の給付
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ができるんではないかというふうに考えております。もし、そういうようなことがあれ

ば、私の方も行政の立場で積極的にそういうふ うな指導をしていきたいと考えていると

ころでございます。

O副議長(福島敏雄君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 先ほど御質問ございました点字ノミソコンのことについて、ち ょっ

と補足を させていただき ます。

点字ノ《ソ コγにつきましては、 図書館が視覚障害者に対するサービスとしまして、 録

音テープの提供、それか ら対面朗読の実施と いうことで、今までずっとサービス をして

きたこと がございます。 その中で、点字を作成してほしいという希望も実際に視覚障

者の方から出さ れてきたと いうこともありまして、パソコソで通常の文字から点字に転

換をして打ち出すプ リンタ 一つきのソ フトが開発を されまして、ハー ドと ソフ トが開発

をされまして、それを、点字パソコンを図嘗館に現在入れてありまして、 実際に点字の

御希望者に対しては、それを使って点字で打ち出してサー ビスするということを実際に

実施をしています。これについては、六点の会と いう 点字を打つボラ γティアのサーク

ルがございまして、図書館と、 それからその六点の会のボラシティアの方々が中心になっ

て、 そう いう視覚障害者の御希望に対しては対応しているということでございますo こ

れは図書館でちょ っとやっているものですから、ちょ っと今、福祉部長お答えなかった

んですが、 一応、補足でお答えしておきます。

以上です。

O副議長 (福島敏雄君) 沢田研 。

01番(沢田研二君) 私がイメ ージしている とし、し、まし ょう か、申し上け.たような も

のとほぼ近いような感じがしますけれども、今は図書2館にあると いうととで、じ ゃあ、

福祉用にはまだ用意をされてないというーーまあ福祉周とし、いますか、もちろん、その

対象者は福祉にかかわる人ですけれども、福祉分野の人がそれを活用するということに

はなってないわけですねo 例えば、障害者本人が使いたい、あ るいは一般市民がそうい

うことで借りたいというシス テムではないわけですね。要は、ある広報を点字化するだ

とか、 何か特定な目的の枠の中で使われているのか、その辺ちょっと、もう 1回確認さ

せてく ださ い。

0副議長(福島敏雄君) 助役

0助役(砂川雄一君) これは、具体的に障害者の方から出された希望にこたえており

ますので、特に行政用で作成するものでだけを、それを使ってやっているとい うことで
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はございませんo 障害者からの希望に基づいて、例えばこういう本を点字化してほしい

とかいうような希望に基づいて、図書館側でも、それから実際に六点の会の方々、これ

は福祉に携わっているボラ γティアのグループでございますので、そういった具体的な

個々の希望に応じて対応しているというのが実態でございます。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君〉 わかりました。

図書館ではそれなりの活用目的に応じて使用されているわけですけれども、例えば、

社会福祉協議会のような場所にもおいて、かなりそれを幅広く活用していったことの方

がある意味ではもっと一般的な普及になるのかなあというふうに思いますので、そんな

ことを含めて御検討いただきたし、というふうにじゃあ、させていただきたし、と思いますo

それから、集合住宅に対するスロープでございますけれども、現状では、そういう助

成策といったものが考えられていないようでございますけれども、これは、障害者がそ

こに入るとか入らないとかという ことだけではなくて、先ほども申し上げましたよ うに、

高齢化を迎えていく中で、そこに今まで住んでいた人が、 高齢化に伴ってやむを得ず車

いすを使用せざるを得ないという、そういう時代を今、迎えてきているわけですか ら、

そういうことからしますと、個人住宅に入っている方も市民でありますし、 また同時に、

集合住宅に入っている方も、これは間違いなく同じ市民でございますので、個人と集合

住宅ということで、そこでその色分けをするというのも、どうなのかなと。これはも う、

個人の資格でやるべきものだといってしまっては、もうなにもなくなってしまうわけで

ございますので、ぜひ、その辺についてもお考えをいただきたいわけなんですが、 市長

ですね、いろいろ福祉部長から説明もいただいたんですけれども、市長の方か ら新たな

考え方、あるいは補足を含めてありましたら、ぜひお伺いしたいと思います。全体につ

いて。

0副議長(福島敏雄君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

いろいろ具体的な指摘をいただきまして、 とれか ら取り組ん

でいくべき課題をいただいたように思います。

最初の言葉で、 NHKの番組で、日野市のようなことはゃれないと言ったという、 ま

あ、どういう企画であったかよくわかりませんが、そんな ことはないはずであり ます。

やろうと思えばやれると。また、やらなきゃいけないという ことが自治体の、 当然どこ

でもやっていることではなかろうかと思っております。それで、いわゆ る社会福祉とい

う領域は、社会保障の上に成り立つ。だから、社会保障こそ最も国が国民の生活を守る
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ということで、既にいろいろな施策が行われておりますし、福祉はその上に具体的な個

人個人の、また障害者にはケース・パイ・ケースのそういう施策を展開をしてし、く。国

の方針であり、また都道府県もそういう ずっ とつながった形で、の充実を目指しておるわ

けでありまして、市町村自治体は、なおそれに具体性を伴わせる。一人ひとりの面倒ま

で見ていくというぐらいな意気込みこそ、 末端というわけじゃありませんが、市町村の

立場でなければいけない、 こんなふうに思っております。

したがって、 一人の泣いている人も放置 しない。一人の人権が守れなければ、全体の

人権を守れないという ことの意味で我々は基本的に意識を置いているつもりでありまし

て、 多分に欠ける点はま だあると思いますし、これか ら具体的な情報を教えていただか

ないかと、 届かないという 点もあろう と思っておりますので、謙虚にあらゆる情報に耳

を傾けて、 可能な ことは積極的にやっていくということ で取り組む仕事こそ、地方自治

の福祉だ、 このよう な考えでおります。それに伴って、具体的な障害者の場合の事例を

指摘をされ、 提言もいただいておるわけであ りますので、なるべく十分にとし、いますか、

満足される状況に進めていきたし、。この考えのも とで、欠ける点は積極的に補っていき

たい、 こう考えておりますので、よろしく 、いろんなことを御指摘していただきたいと

思っております。

0副議長 (福島敏雄君) 沢田研 。

01番(沢田研二君) ありがとう ございました。

最近、よく、地球に優 しい行政であると か、ある いは人に優しい行政という ことが盛

んに言われるわけですけれども 、この要紫の一つに、私は福祉の充実というの も加わっ

ていると見るべきではないのかな、あるいは加わっていてしかるべきではないのかなと

いうふ うに考えるわけでございます。それは、市長も言われているよ うな、福祉という

のは、いわゆる幸福への道だと いう観点もありますので、 一般的に地球に優しい行政と

いう意味合いの中身は、温暖化の問題だ とか、 あるいはごみの対策だとか、自然環境の

問題だとか、そう いったことが主体的に使われるわけですけれども、あわせて福祉の充

実と いうこと も、 この優 しい行政と いう中に欠くこと のできない意思項目として加えて

おく べきではないのかなというふうに思う ところでございます。

ちょ っと話それますが、今回、宮沢政権がスタートいたしまして、これはいつでもそ

うなんですが、大体、新しく政権がスタートして 1カ月ぐらい経過をいたしますと、恒

例の政権の支持率であるとか、あるいは期待する政策等についてのアジケートが実施を

されます。今回もそれが、つい先日、出されました。支持率の件は別といたしまして、

「ひ0
0
 

つ臼



その中のどのような政策を望みますかという、こういう設聞に対する答え、いろいろ政

治倫理の問題だとか、あるいは環境政策の問題だとか、土地問題、税制問題、景気政策、

いろいろありましたけれども、その中で群を抜いて多かったのが、福祉の充実というこ

とでございました。福祉の充実が46.5%、あとは30%台前半。もちろん、小さいものも

ありますけれども、そういう状況でした。特に、この福祉に関しては、男女ともそれぞ

れトップ、また年齢別、いろんな年代ありますけれども、それぞれの分野でもト ップク

ラスに位置づけをされているということでございまして、そういう意味からしますと、

国民全体の総意のーっということも言えるのかなあというふうに、これを見て、改めて

感じるところでございます。

ただ、福祉の充実については、冒頭申し上げたように、日野市の場合は、 幸いにして

いろんなところから「福祉なら日野を目指せJr福祉を語るなら日野を見ろ」というぐ

らいに、非常に現状、レベル高いところにあるわけでございますけれども、ただ、まあ、

個々に見たときは、まだまだという部分も、きょうの指摘をさせていただいた中でも感

じられるところでございます。そういった面では、ぜひ改善をしていただきたいという

ことを強く申し上げたいわけですけれども、これもまた、冒頭申し上け.たように、ただ

福祉だけが行政ではないということも、これもまたしかりでございます。そうい った意

味では、他の行政分野でも著しいおくれのあるものも、これもまた事実というふうなこ

とでございますので、そういったものも十分含めて、何を優先すべきかということをき

ちっと整理をしながら、市民の皆さんだれもが、あるいは各階各層の日野市民の皆さん

が、本当に日野市民であることで胸を張れるような、そんなノミランスのとれた行政をぜ

ひ行っていただきたいということを期待しまして、もちろん、その中には、本目指摘を

させていただいた三つの項目も含めてのことでございますけれども、バランスのとれた

行政といったことを期待をさせていただきまして、私からの質問を終了させていただき

たいと思いますo

ありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 5の 1、障害者福祉(視覚・聴覚・ 車椅子)施

策のより充実をの質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後 6時27分散会
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平成 3年12月10日 (火)

午 前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1
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午前10時10分 開議

0議長(小山良悟君) 本日 の会議を開きます。

ただいまの出席議員20名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問 6の 1、 ミニパス乗車は、シルバーパス同様に身体障害者手帳を持ってい る

市民も無料とされたいの通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

(19番議員登壇〕

019番(板垣正男君) 通告に従いまして、 一般質問を行ってまいりたい と思いますO

ミニパス乗車は、シルバーパス 同様に身体障害者手帳を持っている市民も無料とされ

たいという 題で質問を行ってまいりたいと思いますO

今議会で も既に議場で発言もございましたよう に、 11月の18日から日野台二丁目経由

のパス路線が新しく開設 されまして、 関係者の皆さんの御利用が現在進められているわ

けであ りますが、関係す る住民の皆さ ん、 大変歓迎する言葉を言っている方々が多いわ

けでございます。昭和17年から日野台二丁 目に住んでおられる方のお話を、 直接伺いま

したけれど、 当時から最近まで本当に交通の便のことが、生活上最も大き な課題だとい

うふうにおっしゃ ってお りました。日野の駅ある いは豊田の駅ある いは市内の商庖街、

その他、必要に応 じて各地域に出かけること が当然、多いわけであ りますけれど、その際

の交通の利便ということが必ず頭の中にあ って、そのことを解決する。あるいはパス路

線を開設 してほしい という、こう いう願いと要求を持つ統けたものを、今度の開設によっ

て、 本当に夢のような気持ちであると いうふうな ことをおっしゃっておられるわけであ

ります。

長い間の住民の方々の要望が実現 したわけであ りますが、 この間の経過は、 既に議会

ゃあるいは市当局において、 事細かく 説明も され論議もされてきたと ころでございます

ので、繰り返しはいたしませんけれど、何と いっても住民の皆さ ん方のこれまでの粘り

強い要望が市を動かし京王帝都を動かして、今回のパス路線の開設というふうになった

ものと考えております。 利用率も大変高いようでございます し、それだけこ の路線に対

する今後の一層の改善方を要望する声 も当然出てくるわけであり ますから、こうした声

に耳を傾けていただ きまして、今後の改善方をお願いをしておきたいと思うわけでござ

います。

一つは、既に一般質問でも発言が行われておりますけれど、朝夕の時刻の延長であり

ます。 日野駅で言えば 8時始発でありますし、最終が 5時台という ことにな っているわ
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けであります。出勤あるいは退社、帰宅等にかかわる時間ですと、もう少し朝の時刻、

始発をさきに延長する。そして、夕刻はもう少し遅くできないかと、こういう要望が強

いわけであります。これは、パス路線に対する期待が大きいだけに、 こういう 要望も強

いわけでありますから、ぜひ今後の検討課題として、鋭意京王帝都側との折衝を強めて

いただきたいと思います。

二つ目に、行き先の表示がわかりにくいということがございます。191]えば、今度開設

いたしました日野駅・豊田北口問の、この ミニパスのパスの行き先が、日野駅から出る

場合は、豊田駅北口というふうに表示されております。ど こ経由なのかというのがわか

らないというわけですね。どこを回っていくのか。 I日野台二丁目経由」というのを、

ちょっと入っていれば大変わかりやすいとい う御意見でも あるわけでございます。それ

から、豊田駅にしても日野駅にいたしましで も、なかなか表示が複雑でわか らないとい

う利用者の声もございますO 私も実際、 パスを利用いたしまして、パスを待っている際

に、いろいろと時刻表や料金表、行き先案内などを見ま した。一目でわかるという状況

にはないということは、これは、だれしも がうなずける んではないかと思うんです。も

う少し単純にわかりやすく表示をしていただく よう な工夫を京主帝都にも要望 していた

だきたいというのが、 2点目でございます。

3点目は、これも時刻表が非常にわかりにくいというような ことなどもございますo

ぜひわかりやすく、字を大きくするということですね、要するに。 字を大きくして、 だ

れが見てもわかりやすいようにしていただくということがございますので、改善方お願

い申し上げておきたいと思います。

4点目は、コースとコースをつなぐ時刻の調整が必要になってくるわけでございまヲ O

私、以前このパス問題を取り上げた際に、 今後路線パスがふえてまいりますと、すべて

の路線を一本のコースでつなぐということにはなかなかなりに くいでしょうか ら、その

際、乗り継ぎの時刻を調整いたしまして、そう多くの時間を待たす.に次のパスに乗車で

きるというこの時刻の調整を行って、 一層の利便を図っていただきたいというのが、 4

点目の要望であります。現在、ミニパスは、今申し上げましたような日野台二丁目経

の新しい路線と既に走っております平山域社公園、高幡不動、 日野駅、市役所経由の路

線があります。もう一つは、万願寺方向を回りましての 日野駅、 高幡不動駅を結ぶ コー

スがあるわけでありますから、こういったこ との調整など図っていただいて、 市役所あ

るいは駅等の利便を一層高めると、こういうふうに努力をしていただきたいと思うわけ

でございます。
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質問に当たりまして、ミニパス現行の運行されていることへの改善点や今後の課題を

申し上げたわけでございます。ぜひ、 今後も努力をしていただきたいと思うわけであり

ます。さて、質問項目にございますよ うに、身体障害者の手帳あるいは愛の手帳を交付

されている市民もかなりの数にのぼっておられるわけでございますが、現在、東京都の

無料パスの補助制度とい うのがございまして、 シルバーパスを持参されている方は、都

営パス、民営パスを問わず無料で乗車をできると いう制度でございます。これは、例え

ば都内などは都営ノくスもかなり走っておりますから、民営ノ〈ス、都営パスを問わず乗車

の機会がた くさんある わけでございまして、その恩典を利用される機会というのは、大

変多いことと思うわけであります。ところが、三多摩の各市を見てまいりますと、 都営

のパスと いうのは、非常に少ないのではないかと思われます し、 日野市内で申し上げま

すならば、一つもその路線がない。乗 りたくても乗れないという実態にあるわけであ り

ます。地下鉄は皆無でありますか ら、全 く乗る機会はないという こと になるわけであり

ます。恐らく東京都もいろいろ考えておられる ことと思う わけであり ますか ら、障害者

あるいは愛の手帳を持ってお られる方にも同じ ようなこうした無料制度を適用できる方

向で検討もされているんではないかと推測もするわけでありますけれど、しかし、 現行

そうな っていないというところに問題点があるのではないかと思うわけであります。

般質問の質問項目 に取り上げましたように、京王帝都の路線パ

スは市内を走るとは限らないわけであり ます。八王子にも路線が伸びてお りますから、

行政区が二つまたがるという ような ことはあるわけでありますo しかし ミニパスの場ム

は、日野市内を走るという ことに限つてのものでありますか ら、市内の ミニパスを利用

きれる市民にも、このシルバーパスと同様に身体障害者の手帳を持っておられる方、愛

の手帳を持っておられる方にも適用できる工夫はできるんではないかと考えたわけであ

ります。これはまた、非常に障害者の皆さ んの強い要望でもあるということが、私も教

えていただいたわけでございますが、全都的な運動も展開されてお りますし、そう いう

都の障害者の方々の希望を実現するとい う意味でも、 日野市からその実現方第一歩を

踏み出すと いうこと が望まれると思うわけでありますし、私もそのことを強くお願いを

する わけでございます。現在、市はどういう対応をされようとしているか。その点につ

いて伺っておきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、私の方からお答えしたいと思います。

障害者に対する質問でございます。今、御質問の中にもありましたとおり、 ミニパス
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二つの路線を開発したわけでございますが、当然、市内連絡ノミスあるいは日野台路線に

つきましても、御承知のとおりシルバーパスの適用、あるいは障害者に対しても、全く

東京都が制度を行っている状況の中で負担をしているというのが、実情でございます。

確かに、今質問の中にありましたとおり、ミニパスにつきましては 2路線、市が財政負

担をして開発してもらったものでございます。今後の課題としては、それをどう取り組

むかという障害者に対する問題が残っているわけでございますが、現状としては、その

ような対応の中で運行をしているのが実情でございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 質問は、現行どのようにして行われているかということではな

くて、障害者手帳、愛の手帳を持参されている方への無料を、ぜひともお願いしたい と

いうことなんですね。ちょっと勘違いされたかもしれませんけれども、も う一度お願い

したいと思うんです。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 乗車券等の割引につきましては、経済負担の軽減あるいは

自立を目的といたしまして、交通機関の利用に対しましては、それぞれ優遇措置がとら

れているところでございます。例えば、今お話のございました老人の場合、これはシル

ノミーパスでございますが、 70歳以上の方で所得が扶養義務者を含めまして、基準以下の

者につきましては無料ということでございます。ちなみに、 日野市の現状を見ますと、

8，350人、このうち無料のパスを受給されている方が6，075人でございます。また ー

の所得をオーバーした方につきましては、有料ということで 1万7，500円の負担をいた

だきまして、 275名の方が給付を受けているところでございますo 適用の範囲につきま

しては、都内の都営、民営の各交通機関が、これは無料でございます。無料でございま

すが、この費用負担は、当然東京都の方で負担しているわけでございますが、無料分に

つきましては、約93億8，800万、これは平成 3年度でございます。それから、有料部分

については 8億円、これ、それぞれ東京都が各会社との契約に基づいて費用負担してい

るところでございます。

障害者の場合につきましては、今申し上げましたとおり、経済の負担の軽減と自立を

目的といたしまして、都営交通機関の利用につきましては無料でございますO 私鉄聞えど，

に対しましては、都内に限りまして50%の割引でございます。当然、 市内の京王パスあ

るいはミニパス等についても、とれらが適用されているとこ ろでございます。また、 J
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Rにつきましでも特に第 1種の障害者につきましては、介護人、付き添いがある場合に

ついては50%の割引、また介護人についても、やはり同率の軽減が図られているところ

でございます。そのほか ]Rにおきましては、 1種、 2種で単独で利用される方につい

ては、 100キロを超える場合について50%割引ということになっております。

障害者の場合につきましては、日野市におきましでも、これは市の独自の事業といた

しまして、やはり 生活閣の拡大、 自立を目的と いたしまして、タクシー券、これ540円

初乗り料金でございますが、約708人に対しまして年間72枚支給しておりますが、大体

利用率からいきますと65%ぐらい方が一一全体でですね、発行券数の65%が利用されて

いるという状況でございますo そのほかに、 車を利用される方については、ガソリソ券

といたしまして、 これも500円券72枚等を支給しております。そのほか施設に入所され

ている方についてもタクシー券を支給しておりま すo もちろん車いす等についても同様

でございます。

また、生保・児童扶養手当の受給者につきましては、]Rの定期券の害問13劉という

ような制度もございます。

シルバーパスと同様の優遇措置についてという御質問でございます。老人障害者の全

体を通じての均衡を配慮した中で、今後検討していきたい、課題にしていきたいという

ふうに考えていると ころでございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 。

019番(板垣正男君) 日野市独自の身障者への対応が、ただL、ま説明ありましたよう

に福祉タクシー券というのがあるわけですね。 この福祉タクシー券の基本料金の補助の

対象というのは、陣容認定の1級、 2級、 3級までが対象だと思うんですね。それから、

愛の手帳の場合は 3度までが対象ということになりますから、それ以下の障害程度の方

には適用きれないということに、今なっているわけです。昨年の実績で申し上げますと、

障害手帳を持っておられる方というのは、 1級から 3級まで1，537人おられるんですね。

4級から 6級の方が881人おられるわけですよo この方は、福祉タクシー券を残念なが

ら利用できないという状況に、今あるわけですから、わずか月 6枚ということであった

としても、それを利用できる かできないかというのは、やっぱりかなり大きな違いがあ

るんではないかというふうに思うんで、す。

この福祉タクシー券も 1カ月 6枚の支給になっておりますから、往復で使えば 3回と

いう ことになるわけでしょう。例えば、病院に通院した。で、行きと帰りにそれぞれ使
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うと 3回利用ということになるわけですね。外出の回数というのは、月 3回しか外出し

ないということはないと思うんで、す。これは障害者の方々も日常生活、 いろんな形で外

出する機会があるかと思うんですけれど、そういうときに ミニパスの利用が、もっともっ

と利用しやすいということであるならば、私はもっと現在よりも外出する機会を多くつ

くることはできるんじゃないかというふうに思うんですね。ですから、単なるこの料金

の負担が軽減されるということだけじゃなくて、外に出る機会をもっと多くつくること

ができるという、そういう障害者にとって大切なことがらが、より機会を多くするとい

うことができるわけです。

だから、そういう点も考えていただいて、私はこのミニパスの無料というのをシルバー

パス同様に行うということは、私大変重要なんじゃないかということを感じているわけ

であります。そして、ミニパスであれば、日野市の考えなどによって、その可能性が極

めて大きいというふうに判断されるわけですから、ぜひとも努力をしていただきたいと

思うわけであります。

障害者の方々の声などを聞いてみますと、パスに乗って料金を支払うわけで、すね。あ

の入口のところで、自動の改札のところにお金を入れると、おつりがあるような場合は、

特にわかりにくい場合があるわけですけれど、なかなかそのことがスムースにいかない

場合が多いわけですね。無料ですと、例えばその手帳を見せるだけできっと座席に座る

ことができる。そうでない場合、あの入口でもたもたしていると、まだ後から人が何と

なく早くしろみたいな雰囲気になってきますから、そういうこともあると、余計パスに

も乗りにくくなるということに、またなっていくわけでありますo そういうことなどよ

く考慮されて、ぜひ実現を図っていただきたいと思います。

東京都には身体障害者団体連合会というのがございまして、これ社団法人になってお

りますが、これが各市町村、各地区ごとに連合会を構成する身障者団体があるわけであ

りますけれど、これが今大変大きな運動を起こしておりまして、東京都知事あてに民営

パス無料化の葉書の要請行動を行うとか、あるいはさまざまな機会を通じて、都政にこ

のことを反映されるように運動を展開されているということも伺いました。平成元年 9

月都議会に、民営ノミス無料化に関する請願も提出されまして、ずっと運動を今日まで展

開されておりますし、葉書の要請行動を行ったその葉書なども、私も見せていただきま

して、身体障害者が皆さん力を合わせて今、東京都に向けての運動を展開されていると

ころであります。

ことしの 9月11日と13日の両日、金平副知事に面会されまして、障害者の切実な声を

-294-

お話しされ、民営パス無料化を訴えたというニ ュースなども拝見いたしました。 都障連

一一東京都身体障害者団体連合会も来年度予算編成の動きを見ながら、今運動を進めて

いるということを聞かされたわけであり まして、一歩先んじて、日野市の ミニパス無料

化が実現すれば、東京都への一つの力になって、大きな身体障害者の運動を励ますこ と

はできるんではないか。このように思うわけでございます。ぜひとも今後の検討課題に

取り上げていただきまして、努力を行い実現方、強くお願いしておきたい と思うわけで

あります。

私は、 できましたら、もう今すぐパスは走っているわけですから、 今月からでも適用

していただきたし、く。らいの気持ちを持っております。遅くとも来年の1月か ら、 これが

実施されるというぐらいのめどを持って、京王帝都との交渉にも当た られるだろうし、

庁内的な検討も行っていただきたいということを要望しておきたいと思うんです。

最後に市長の考えを伺っておきたいと思います。

0議長 (小山良悟君) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 体にハンディのある方、その度合いに応じて社会生活、社会

活動をなるべく健常者並みにできる要件を整えるということは、 一つの行政課題として、

今までも取り組んでいる状況があります。たまたま今回、多年の念願であり ました日野

台路線、京王パスによって運行することにな ったという機会が生まれたわけでありまし

て、地域の方に喜んでいただくと いうこ とは、一つの課題解決でもありますし、 また次

の早朝とか夕刻に増発をせょとし、ぅ 、そういうことにもな っていく意味もよ く理解でき

ます。ミニパスあるいは市内循環パス、いずれも京王パスに協定によって依存している

わけでありますが、都政という観点から、早い時期に老人パスと、 つまりこれは都パス、

民営パスを問わず無料パスが給付されている。障害者に対しては、障害の度合いに応じ

てという取り扱いかもしれませんが、一般的な論議として老人パスの所得制限の拡大で

ありますとか、身障者の方の障害の度合いの規制をもっと拡大する。そうい うことは、

福祉の総合的な前進として大切なことだと思いますし、都が今までやってありますので、

それに依存をしておる。日野市民もそれに頼っておる。こう いう状況で今まで推移して

おります。

ですから、新しいパス路線ができたからということは、別の問題ですから、 日野市内

を運行されているすべてのパスが当然該当する範囲でありま して、ミニパスだけで物を

考える ということは、今のところは順序が少し合わないんではなし、かというふうに伺っ

ております。
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しかし、全体論として、もっと障害者の方々に広いそういった施策を広げるという意

味では、当然あっていいはずでありますから、日野市がやるとしてもミニパスだけを対

象にするというわけにはまいりません。全パス、その他の交通機関も通じてということ

になりますし、今行っているのが車いすタクシーでありますとか福祉タクシーという形

で、基本料金の部分を枚数を定めて一定の社会活動への協力をしている。こう いう状況

でありますので、全体を考えながら、御指摘の部分に対しても考え方を広げ、当然交通

会社との交渉ということにもなってまいります。そう いう配慮、のもとに進めてし、く課題

だというふうに承知をしておりますので、努力はいたします。

よろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君)

たいと思います。

O議長(小山良悟君)

今後の一層の取り組みを要望いたしまして、この質問を終わり

これをもって 6の1、ミニパス乗車は、シルバーパス同様に身

体障害手帳を持っている市民も無料とされたいの質問を終わりますo

一般質問 6の2、アンケート調査に基づく安全・便利な日野駅とするためにの通告質

問者、板垣正男君の質問を許します。

019番(板垣正男君) 2番目の質問でありますアンケート調査にもとづく安全 ・便利

な日野駅とするためにということを質問を行ってまいりたいと思います。

日野駅の問題については、これまで、議会で、たびたび取り上げられてまいりました。そ

の都度、改善が進められてきたと考えておりますO 最近の例で言えば、駅前の歩道トソ

ネルの実現や駅舎の改善、駅トイレの水洗化などが行われてまいりまして、利用者の要

望がその都度実現し、改善もされてまいってきたという経過をたど っているわけであり

ます。しかし、本当にあの駅を毎日利用されている方々の御意見などをきめ細かく伺っ

てまいりますと、まだまだたくさんの要望があり、改善を要する点などがあることに気

がつくわけでございますo 議会でも継続されて取り組まれているものも ございますが、

新たに気がついたというものも、私などもあるわけでありますが、私個人の ことであり

ますけれど、利用者に対するア γケート調査などを行いまして、 今、本当に利用者が日

野駅に対する考えや要求をどの辺に強く持っておられるのだろうかということを、 正確

に掌握するために調査を行ってまいりました。まだ、その調査もごく限られた期間、 回

答を寄せられた者もごく一部でございますので、全般的な調査結果についての御報告は、

まだ時期尚早でございますが、中間的な集約を行ったものに基づきまして、市側の考え
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などもただして、より駅の安全、便利を目指す質問にしていきたい。このように考えて

おります。

私がこれまで駅利用者の方々から、いろいろな機会に駅の改善の御要望を伺ってまいっ

てきたわけで、ありますが、それらを14項目にいたしましてア γケート調査をとりました。

そのうち、最も要望が高いものといたしまして、日野駅ホームの防風壁をつけてほしい

というのが、 一番高い要望になっているということがデータ的に出たわけであります。

高いホーム、雨、風、大変電車を待つ方々の共通した要望として、もう何年来、この防

風壁の設置を求めていたことでもあるわけでありますが、これがもっとも高い割合だっ

たということ。そして、ほぼ同じくらいの割合で、ホームの東京寄りに上屋をつけてほ

しいということや、エスカレータ ーの設置などがほぼ同じくらいの割合でありますo そ

れともう 一つ、せっかくの水洗トイレ化はできたものの、大変トイレの中汚れていると

いうことで、も っと清潔にしてほしいという回答が非常に高かったという 点もつけ加え

ておきたいと思いますo その他、駅舎の改善計画はいつごろになるのか。いわゆる南口

にも改札口を設置してほしいとか、券販機をふやしてほしいとか、ラッシュ時の定期券

その他購入する窓口をもう 1カ所ふやしてほしいといったような細かいことなどがたく

さん要望として寄せられております。

これらを最終的にまとめまして、市側にも参考資料に提出してまいりたいと思います

し、何よりも JR

おります。

そこで、日野市は全面的にこの駅舎の問題、改善方実施するということにはならない

と思いますけれど、将来的には駅舎の改善計画、周辺の再開発なども含めた計画なども

あるわけでありますから、必ずしも無関係ではない。何よりも市民の安全や利便を向上

と交渉を行いまして改善方もお願いしたいと、このように考えて

させるという点でも、日野市の JR当局への強い要望も、また大切ではないかと思うわ

けであります。

昭和62年の 3月、日野本町北地区整備計画策定調査報告書というのがつくられまして、

私どもにも配付をされておるわけであります。調査報告書ですから、必ずしもここで述

べられたものがすべてこのとおり今後計画にのるとは限らないと思うんですが、特に日

野駅の場合は JRとの関係がございますから、いろいろ折衝などを行わなければならな

い難しさもあろうかと思います。しかし、この調査報告書の中にも日野駅に関する整備

のことがうたわれているわけですね。で、幾つかの案も提起されておりますので、 こう

したことなどを十分参考にしていただいて、駅の利便や安全を図っていくという ことが
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大切だと思うわけであります。

きのうも鈴木議員、豊田の駅のエスカレーター設置問題など取り上げまして、市側に

も具体的に要望を行っているわけでありますが、階段昇降機、片びらつきのそうした機

械の設置なども含めて、当面する対応などもぜひとも豊田駅、日野駅間わず、今後強く

要望していただきたいと思うわけであります。

今、私が申し上げましたようなことなど含めて、市の対応のーっとして、やはり担当

者を決めていただくということが、私は大切ではないかと思うんです。かつて、歩道ト

ンネルを進める際に、特命事項として、部長クラスの担当者を決めていただきまして、

この問題取り組んだ経過がございます。そのことによって、かなり 事態を進展させると

いうことができたんではないかと判断しておりますので、 これからの日野駅あるいは豊

田駅も含めたさまざまな改善点を進める上で、特命事項として担当者を決めていただい

て取り組んでいただくということを質問していきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、私の方からお答えしたいと思いますが、

一つは、日野駅の改良の問題につきましては、各議員さんからいろんな数多くの要望を

いただいているわけでございます。今日まで駅舎の改良の問題あるいはホームの風水害

対策の問題、エスカレータ一等の問題があるわけでございます。 この大きな問題につき

ましては、 JR当局に対しまして、企画財政部を中心として、今回担当参事もいますの

で、ともに要請しているのが実情でございます。しかし、細かい幾つかのアγケー トの

内容等を含んでの御質問、御指摘もあるわけでございますが、細かい部分につき まして

は、駅長にも我々は話しながら、一つは駅の中にコンコースのとこ ろがあ ったわけでご

ざいますが、これは大変危険だというような住民の話もお伺いしました。まだ 1カ月たっ

ておりませんが、その改善に努めたというような経過もあるわけでございます。もちろ

ん日野駅、きのうの豊田駅等の駅、 JRに対する要望事項あるいは市民の使う駅でござ

います。そういう立場に立てば、当然大きな課題を抱えているというふうに考えており

ます。

今後、企画財政部を中心にし、担当参事と十分調整しながら JRに積極的に対応して

いきたいというふうに考えております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 大体今の企画財政部長の説明でわかったわけでありますが、 今
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後もぜひとも取り組みを詰めていただきたいと思います。

確かに、最近駅通路、いわゆるスチールの棒といいますかね、歩行者にぶつかって危

ないという意見が、再三にわたって駅当局にも寄せられていたものでありますけれど、

それが撤去されたということで、一つの改善点が、ごく最近のものとしてはあるわけで

ございます。市側の努力は、大いにそれは認めておりますので、今後も引き続いてこう

したことについての取り組みを強めていただ きたいということを申し上げまして、この

質問を終わらせていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) これをもって 6の 2、アンケート調査にもとづく安全・便利な

日野駅とするための質問を終わります。

一般質問 6の3、日野台一丁目広場 (公園)計画の進捗状況についての通告質問者、

板垣正男君の質問を許 しますO

019番(板垣正男君) ことしの 3月の議会であ りますけれど、同趣旨の質問を行って

まいりま した。住民のこれまでの長い間の地域の広場の計画設置の問題でありますが、

市側も十分その要望については承知をいたしているところだと考えているわけでござい

ます。 その後、どのような状況変化と申しますか、可能性の道が開かれているかという

ような ことなどについて、伺ってまいり たいと思う わけでございます。

御承知のように、 長谷工コ ーポレーショγによりますマ ソショγ計画が一丁目地域内

に計画さ れました。自治会を中心といたしまして、 マンシ ョン建設反対運動が展開され

てまい ってきたと ころでございます。しかし、マソシ ョγの計画 もこう した地域住民の

強い反対によりま して、現在、建設計画が進んでいるとい うふうには見られないわけで

ございます。むしろ、マ γショγ建設は断念したのだろう かという ふうにも思えるわけ

でございまして、どのような事態にあ るかとい うこ とを、市は掌揮されているかという

ことが質問の 1点でございます。

それか らもう 一つは、機会があれば、広場、公園等についても考えてまいりたいとい

うのが、市長の考え方であり、答弁があったと思います。そこに私たちも希望を持ちま

して、市側の対応を見守ってまいってきていたわけでございますO 用地の問題が、とり

もなおさず大きな課題になるわけでございまして、このマンショ γ建設予定地をどのよ

うに処理するかということにもかかわってきたことではないかと思うわけでございます。

これらの事態の進行と 申しますか、 市側の今日 の対応などが、どのように 3月時点から

変化しておるかなどについて、 2点目として質問を行ってまいりたいと思います。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。総務部長。
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0総務部長(前田雅夫君) それでは、お答えをいたします。

日野台一丁目 1番7の土地でございますが、面積は公簿で1，385.09平方メートル、実

視IJ面積が1，406.57平方メートルでございます。この土地は、もと工場用地でございまし

て、その後、名鉄不動産株式会社が用地取得をいたしました。それで、この土地利用と

いたしましては、マンションを建設したいということで市の方にいろいろな相談があっ

たわけでございます。この土地につきましては、いろいろ今、御質問の中にもありまし

たように、経過がございました。現時点での様子を御報告申し上げますと、平成 3年11

月初めでございますけれども、ただいま申し上げました所有者であります名鉄不動産株

式会社から市へ用地を譲渡したいという申し出がございました。現在、市といたしまし

ては、買収交渉に応ずる。時期、価格については、十分検討する時期もほしいというこ

とで、現時点では、今この問題の土地の調査及び評価等を行っているという状況でござ

いますo 市の準備ができますれば、地主に買収交渉に入るということでございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

ただいまの説明によりますと、土地所有者である名鉄不動産か

ら11月初め、市に土地を譲渡したいという申し入れがあったというわけですね。そして、

市はそれに応ずると、で、今後検討したいというふうに答えたんだろうと思うんですが、

現在、評価等について検討を進めているということだろうと思います。

これは、例えば年内にこれらの手続や相手方との交渉を終えたい、あるいは終えるだ

ろうということなのか。あるいは年度内、来年の 3月いっぱいぐらいまでにはそれを契

約締結したいというようなことなどの見通しは、どのように現在持っておられるか。再

質問したいと思うんです。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

用地の取得作業といいますのは、まさに交渉でございます。それは速やかに取得でき

るのがいいわけでございますけれども、いろいろ手順なり微妙な交渉があるわけでござ

いますので、今の時点では取得の時期までの見通しはついていない。また、今この場で

いつごろまでというところまではお答えできないというのが現状でございます。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 土地の譲渡を申し入れに来たということは、当初建設計画を持つ

ておりましたマンションの建設は断念したというふうにとらえてよろしいんでしょうか
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ね。あるいは市はそういうふうにもうとらえていると。したがって、土地の譲渡を申し

入れに来たんだと、その辺いかがですか。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) これは、市の方に買ってほしいということでございますか

ら、この申し入れは、当初考えておりましたマンショ γ計画は、一応白紙とし、し、ますか

なくなったと、そういうふうに理解をしております。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 土地の交渉ですから、今後どういうふうに話は進むか、なかな

か詳しいところまでは報告できないといし、ますか、説明できないということは理解でき

るわけでございますので、余り立ち入ったこともこの場では、私も控えたいと思います。

当初、予定いたしましたマンション建設計画を白紙に戻して、土地の市への譲渡を申

し入れたということは、今の説明にありましたように、マ γション建設は断念したんで

はないかと思われます。しかし、これは最終的にそうなったということでは、もちろん

ないでありましょう。今後の土地の価格交渉等でどのような話の進展になるかわからな

いわけでありますから、今後なお、私どもも、また住民の皆さんもそうだと思いますけ

れど、交渉を注意深く見守っていく必要があるのではないかと思います。

最後に、市長に考えを伺っておきたいんですが、日野台一丁目に広場なり公園の設置、

広場をつくるという見通しは、抽象的になるかもしれませんけれど、土地の譲渡の申し

入れがあったということで、かなり可能性が出てきたと、こういうふうに私どもは受け

取ってよろしいんでしょうか。市長はいかがお考えか聞かせていただきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野台一丁目地域は、用途上では工業地域ということで、 工

場、住宅混在をし、都市計画事業を行っておりませんので、道路が昔の狭隆のまま今日、

市街地ができてしまったという、住民にとっては、行政の配慮、がなかなか届きかねたと

いうことで、申しわけない点もあるわけであります。そこで、たまたま民間の開発事業

として、駅に便利がいいものですから、マ γショ γ計画が出てくるわけでありまして、

地元の強い反対運動があり、市もその反対を指示する立場に立ちまして、その事業計画

をとうとう断念をさせたと、こういうことになっております。そのときに、地元からも

広場、公園にしてほしいという御要望がありましたが、開発企業の後始末をするという

形で土地を取得し処理をすることは、本来の計画的な仕事ではないわけでありますから、

地主が、ぜひ何か日野市の公共事業に買ってほしいということを言い出した時点から、
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そのことに取り組む順序になりますというふうに申し上げておりました。

いわゆる地主の名鉄不動産が公式に市に何とか買い取ってほしいと、こういう要請で

ありますから、新たに計画を起こして、将来は公園にしていこうと、こういう考えを内々

立てております。作業の順序といたしましては、そういった取得交渉を持って、我々の

土地開発公社が取得いたしますが、その後の計画としましては、都市計画決定を行って

公園に仕立てていこう。こういう行政上の手順を経たいと思っております。

ですから、地元とされましては、期待はしていただく事柄ではありますが、 集合住宅

を建てようというような計画はほとんど起きる余地はない。 このようにお答えをしてよ

ろしいと思っております。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 現在の状況とそれから市側の考え、 特に、 今市長からもかなり

明確な考え方が示されたと思います。用地の譲渡の申し入れがあ った時点から、公園計

画を進めるべく土地所有者とも協議を、現在しているんではないかと思いますが、 将来、

公園をつくるという考え方を示されたものだと思います。

マンショ γの建設を断念したというふうに、市側もとらえておるわけですか ら、まさ

にこれは住民の大きなマンショ γ建設反対運動の一つの成果と申しますか、結果のとと

ではないかと、私は思います。詳しくは申し上げませんが、私も自治会一丁目 の皆さん

の集まりに御案内いただきまして、御出席をさせていただいた際の 4月29日付で、メイ

ツ日野台建設問題についての特別報告というのがなされておりまして、 このメイツマン

ショ γ建設にかかわってきた経過などが、詳しく御報告をされたことがございます。資

料もその際いただいたわけでありますが、こ この中に 4月の時点でありますけれど、 こ

こまで到達した要因ということで、 二つ大きな項目として挙げられているわけですね。

自治会が総力を挙げて取り組んできたことが、第 1の要因だというふうに述べられてい

るわけです。住民の皆さん、自治会長初め本当に自治会の皆さんが総力を挙げて、マソ

ショ γ建設反対運動に取り組んできたことが、大きな要因だという ふうにおっしゃって

いるわけです。

それから二つ目には、対策委員会が決めたことを、会員の皆さんが積極的に協力して

いただいたことだと、こういうふうに述べまして、この 1年間の取り組みの中で大きな

山場が三つあったというふうにおっしゃっておりますo 第 1回目は、日野市議会に建設

反対と申しますか、合意、を得るまで建築確認をおろさないようにという内容のものだっ

たと思うんですけれど、 700名からの署名を集めまして、 一気に社会問題化することに
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できたというふうにおっしゃっているわけです。二つ目には、解体工事問題に対する対

応で、過去 2回の協議を上回る皆さんの参加によって、解体工事そのものを事実上、中

止させることに成功しましたと述べておりますO そして、第 3回目は、公園設置を求め

る陳情、署名運動が行われて、約2，000名を超える方々の署名が、あの日野台一丁目地

区で寄せられて、市への陳情も行って きたという経過が述べられておりまして、本当に

地元の自治会の皆さん、マン ショ ン建設反対運動を展開されまして、それを阻止したと

いうこ とになるかと思います。住んでおり ます住民の力によって、こうした大きな問題

を起こしかねないマンシ ョン建設を断念させて、そして広場、公園計画の策定へと、今

後の大きな可能性を生み出すことができたんではないかと、私は考えているわけでござ

います。

今後も 日野市の慎重な対応と、そして長年の日野台一丁目住民の皆さんの御要望にこ

たえるべ く、公園計画、広場の計画が必ず実現できますように、大いに取り組みを強め

ていただきたいことを最後に申し上げまして、この質問を終わりたいと思います。

0議長(小山良悟君) これをも って6の3、日野台一丁目広場(公園)計画の進捗状

況についての質問を終わります。(拍手)

一般質問 7の 1、市民が要望する諸課題の前進を図れの通告質問者、福島敏雄君の質

問を許します。

(10番議員登壇〕

010番(福島敏雄君) 副議長の立場で質問するということで、恐縮をしておりますが、

お許しをいただきたいと思いますo 今回質問した内容は、 実は私、市民からいろいろお

尋ねを受けて、現在の状況がよくわか らない。そ して、積極的に推進すべき課題である

ということにつ きましての 5点の問題につきま して、 主に現状ど うなっているのかとい

うことと、じゃあ課題はどこにあって、 これからどうしてい こうかという ことについて

質問をさせていただきたいと思います。

それで、 1点目 は、西豊田駅の建設に絡んでの問題であります。

これは、 私 も勤め先が近いもんですか ら、 「本当に建設できるのo Jと、こういうふ

うに聞かれるわけでありますが、 「あそこの駅はどんなことがあってもつくらなくては

いけないと、こういう立場で議会も行政も取り組んでおります。 Jこういうふうに答え

ております。そこで、現在、その ]Rとの話し合いの内容はどうなっているのか、お聞

きをしたいと思いますo さらに、課題として、どういうものが克服しなくてはできない

のか。その辺のところについて、御説明をいただきたいと思います。
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それから 2点目は、これは高幡踏切の立体化でございまして、もう用地買収は終わっ

たのかしらというような話も聞きますが、私といたしましては、これは時間がたてばで

きる課題だというふうに理解はしているわけでありますけれども、ぜひ早くあそこを立

体化して交通渋滞を解消してほしいという市民の願いを早くかなえるという意味から、

ぜひ頑張っていかなくてはいけない課題だと思います。 したがし、まして、現状では、い

つ完成するのかということを、端的にお聞かせをいただきたいと思います。

それから 3点目は、市立総合病院の建てかえについてでございます。

先日の行政報告で、馬場繁夫議員の質問に答えまして、市長の方から多摩平四丁目 3

番地に建設をするように、今考えていると。で、構想、といたしましては、病床数は現在

の市立病院の162プラス50、これもあそこにある病棟のを足 しますと212ということにな

るというお話でございました。さらに、構想といたしましては、現在の新しい病院とし

ては、 1ベット当たり60平米というんですか、こういった床面積を確保したい。そのほ

かに南部の病院については、ぜひ用地を確保して、引き続き建設するために努力をした

いと、こういうようなお話でございました。

馬場繁夫議員も指摘されておりますように、市長の考えが少し変わったかなという感

じがしております。で、この内容について、さらに細かくお尋ねをする方がし、いのかど

うなのかということがありますけれども、私としては、この市長構想、に対しても、まだ

吹っ切れないところがあるわけでございまして、ここでお尋ねをしたいのは、日野市立

総合病院を多くのお金をかけて何のために建てかえるのかという ことについて、先日の

市長のお話では、まだその辺、市民の要望と合っていないんではないかという感じがし、

たします。

私がこの市立総合病院の建てかえを望む幾つかの気持ちがあるわけでありますけれど

も、一つは、やはり特殊な病気を除いては、普通の大体の病気であれば診察をしてもら

えて診療がしてもらえると、そういう病院になってほしい。それからいま一つは、夜中

に急病になったりあるいは交通事故に遭ったりというようなときに、 「今だめです。 J

と言わない病院であってほしい。したがって、 24時間急病の皆さんにも対応していただ

ける病院であってほしい。で、まあ欲を言えば、できるだけ一般会計からの補填を少な

くして運営できる病院を建設してほしい。これが、恐らく多くの市民の皆さん方の、今

の市立病院じゃあまずいよということについての、こうあってほしいという病院のたた

ずまいだと思うんです。

そういう面からいきますと、先日の市長の構想、は、特に 2番目に私が申し上げました
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24時間急病患者に対応できる病院にはならないんではないかという感じがしております。

これは、先日の10月の下旬でしたか、青梅の市立病院の院長さんのお話を聞きましても、

ある程度のお医者さんの数がなければ、常時、お医者さんが宿泊体制とれないというお

話を伺いました。この辺のところからいえば、四丁目 3番地、 212床。さらに広げてい

くことができるのかどうなのかはわかりませんけれども、そういったところで、まだ課

題があるんではないか。したがって、こ こでお聞きをまずしたいのは、何のために市立

病院を建てかえなきゃいけないのか。そこについての基本的な考え方をお尋ねをしたい

と思いますo

それから、 4番目が都立美術館の誘致についてでございます。ことしの 2月だったで

しょうか、東京都知事が日野にお見えにな ったと きに、議長、さらに市民代表の皆さん

方と鈴木都知事に会いまして、そのと きに、日野市としても都立美術館の誘致という こ

とについて、ぜひお願いしたいというお話を させていただきました。また、いろんな期

成会ですとか、あるいは議員諸氏もいろんな立場で、この東京都立美術館の誘致につい

て努力をしている、 そういう経過があるわけでありますけれども、今、この誘致の問題

について、どういうような状況に置かれているのかお尋ねをしたいと思います。できれ

ば、どういう運動も行われているのかとい うこ とについても、お答えをいただければと

思いますO

5点目は、浅川公会堂についてのその後について、 どうなっているのかというお尋ね

をしたいと思います。

懇談会の報告があったわけでありますけれども、 これは委員の意見を並記 した形になっ

ているというふうに、私は理解をしておりますO したがし、 まして、この懇談会の報告を

受けた後、市側は、この浅川公会堂というものについて、 どうしようとしているのか。

この辺をお尋ねしたいと思いますし、 具体的には平成 4年度の予算には、どういう考え

方でこれに取り組もうとしているのか教えていただきたいと思います。

以上 5点でありますけれども、 主に現状についてとその後の展望についてお答えをい

ただきたいと思いますo

0議長(小山良悟君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。企画財政部参事。

O企画財政部参事(大崎茂男君) それでは、御質問の第 1点についてお答え申し上げ

ます。

御質問の第 1点は、西豊田駅の設置の件でございます。西豊田駅が必要であると、で

きるというような市民への議員さんのお答えであるわけでございます。その中で、 西豊
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田駅の現在の状況、交渉状況あるいは課題ということでございますが、西豊田駅につき

ましては、西平山区画整理を市施行で始めようというような段階、昭和60年ごろから、

その設置について要望しておるところでございます。要望書もかなり出しましたし、そ

れから、市長を初め担当も再三再四、要望に行っておるところでございます。その問、

その駅設置のための問題整理といたしまして、調査資料の提出も行いました。

それで、あとは ]Rの方の結論待ちということでございますけれども、その結論がな

かなか返ってまいりませんので、督促をしておる状況でございますが、現在でも、まだ

回答を得るに至っておらないわけであります。それでも話し合いの中では、その結論に

至るまでの件について、いろいろ議論しておりますが、 ]R側といたしましての課題と

いたしましては、特に利用客の数、これが決定的に数が多ければ結論づけが早いんです

が、なかなかその数が見通せないというようなことでございますo しかし、駅と駅との

聞の距離が長い、八王子・豊田聞が長いというようなこと、あるいは今後の利用客、 市

民サービスを考えれば、利用客がちょっと予測値が少ないからといって、だめというよ

うな考えはなし、。 ただ、区画整理等の事業の進捗状況といし、ますか、今後、 来年4月に

事業認可を予定していますが、そういうような事業の内容、 進み具合なども考えに入れ

て、総合的に判断したいというような内容でございます。

したがいまして、結論が出るには、まだ時間がかかるのではないかと思いますが、 今

後とも結論への督促とし、いますか、お願いを続けてまいるつもりでございますO

次に、私が担当いたしております第 3点の方の件について、お答えさせていただきま

す。第 3点目は、市立病院の建てかえでございます。御質問では、 市立病院が 4一3ブ

ロックあるいは仮病院というようなことでなく、なぜ建てかえがまず必要なのかという

ような原点についての御質問でございます。

御存じのように、御質問の中にありましたように現在の市立病院ではだめだというよ

うな声も、確かにあろうかと思います。だめだというようなことにつきましては、やは

りハードとソフトがあるとは思いますが、特にハードの面では、 余 りにも老朽化の部分

が多いこと。それから、狭くて十分なサービスができないというような ことがあるわけ

でございます。そういうような中で、建物の構造的なことも実態といたしまして、やは

りよりよい医療サービスをするには建てかえたいというようなことでございます。一方

で、医療につきましては、必ずしも自治体設立でなくてもよろしいわけですが、 日野市

の場合は、民間病院が少のうございます。そういう中では、今まで30年来ございました

市立病院の存在価値というものは、かなり大きいわけでございますので、 民間がない中
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では、やはり、この建物の老朽化状態はそのまま廃止というわけでなく、さらにグレー

ドアップして建てかえたいというようなことが、建てかえの目的でございます。

その建てかえるに当たりまして、 どう いうよ うな病院かというようなことでは、やは

り公的病院と いたしま しては、いつでも だれもが安心しでかかれる病院が一番よろしい

わけでございます。それにはお話にもあ りました、かなり医師、 ドクターの数がなけれ

ば24時間体制という ことは難しいわけでございますが、そういうような24時間体制、特

に救急医療について対応でき るよ うな病院を目指 しつつ、中での計画を検討していきた

い。ただ、それには300床とか400ベッドと かい うお話もありますけれども、一方には医

療計画がございまして、 現在のベ ッド数以上には、 今のところ、許可ができないという

枠も ございますので、建てかえにつきましては現状をど うするか、どう建てかえるか。

それか ら、将来を見越してどう するかと いうようなこつの点から、建てかえる ことが必

要ではないかとい うふう に思っております。

以上でございますo

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君)

説明申し上げます。

この立体の区間でございますけれども 、これは都市計画道路の 3・4・8号線という

区域にある わけでございます。現在、新井橋から程久保橋、こ れは高幡団地の入口まで

それでは、 2点目の高幡の踏切の立体化について、御

でございますけれども、 1，335メータ一、こ れについて平成 2年の 6月に東京都がもう

認可を受けておるわけでございますo それで、現在、用地の買収を行っており まして、

この認可区域全体で言いますと、買収の率が35%ということになっております。ただ、

この区間の中で、特に議員 さんの御質問のこの踏切の立体区間が急 ぐという形で、この

立体区間480メーターにつきましては、 優先的に買収を進めておるということで、この

区間につき ましては、約80%が確保されるという ことでございます。それで、この立体

箇所でございますけども、 非常に複雑な箇所でございまして、地下に道路と、まあ車道

部分ですね、それか ら歩道が入る。それか ら、平面は京王線が通る。その上にモノレー

ルの軌道と、それから駅舎ができると、こういう構造になっているわけでございます。

したがって、この箇所の構造は、すべてが一体的な構造という形で、現在進めておるわ

けでございます。

現在、この道路の施行体でございます東京都がモノレール会社、それから京王電鉄、

それからこ の区域は高幡の区画整理の区域にも入っておりますので、 高幡の区画整理と、
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こういう関係の機関と、現在調整をしておりまして、これを 3年から 4年にかけての前

半にかけまして、これらの調整を終わると同時に、詳細設計まで4年の前期で終わらす

という形になっております。それから、 4年の後半からこの立体の箇所の一部工事に着

手をしていきたい。

なお、この完成の目標年次でございますけども、道路部分一一下を潜る部分ですね、

道路部分については 7年度をもって、一応完成させる。こういうことで、現在進めてお

るところでございます。これは、あくまでも施行者は東京都でございます。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、 4点目の都立美術館の誘致関係につきま

して、お答えしたいと思います。

経過等につきましては、ごく簡単に申し上げたいと思いますが、 61年に東京都の新美

術館構想の懇談会からの知事への答申、それを踏まえまして、建設の意見、要望等につ

きましては、議会あるいは市長名におきまして、知事あるいは都市計画局、建設局、総

務局というような行動をやってきた経過があるわけでございます。なお、それにあわせ

まして、日野市の関係する文化人の署名等も行いましたo そういう運動を展開しなが ら、

63年には都立美術館誘致日野期成会をっくりまして、署名運動等を重ね、 運動の展開を

してきたわけでございます。東京都は本年 i91総合実施計画」を発表しております。そ

の中では、既に区部の建築を進めております都立美術館を 7年度開設ということで、明

確に発表をしているわけでございます。多摩地区の美術館建設の年度別の計画につきま

しては、平成4年度検討を開始し、平成5年度に用地を選定するという具体的な発表を

初めてしたわけでございます。現在、市の運動としては、期成会を中心として、この美

術館実現のために 4年、 5年に向けて精力的に、やはり展開すべきだろうというふうに

思っております。

これにつきましては、誘致期成会を中心に、市民運動の展開とともに行政あるいは教

育長を中心として、担当を教育委員会の方で東京都が所管しておりますので、特に教育

長にもお願いし、精力的に現在、運動を展開しているのが実情でございます。なお、 今

後も引き続き努力したいというふうに考えております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) それでは、 5点目の(仮称)浅川公会堂の建設につき

まして、お答え申し上げたいと思います。
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(仮称)浅川公会堂の建設に当たりましては、既に皆様方、御承知のとおり懇談会を

持って検討を進めてまいり、 7回にわたる協議を行ってまいりました。しかし、非常に

残念ながら、全委員の意見の一致を見るに至りませんでしたo このことにつきましては、

既に資料を御提供した経過でございます。意見の一致を見られなかった最大の問題点は、

いわば、そのホールの規模として600席の是非に関する問題で、この点で一致が得られ

なかったものでございます。その後、種々内部検討を重ねてまいりましたが、この問題

点が本計画の基本にかかわる問題であるがために、一致点を見出すための具体的な方策

を、いまだ立てられる状況に至っていないというのが現状でございます。しかし、計画

の実施を前提といたし、なお一層一致点を見出すための調整努力を積極的に進めてまい

りたいと考えるところでございます。

また、予算措置につきましては、先ほども触れましたごとく、まだまだ意見一致には

時間を要するものでございますところから、ある程度の事態進行を見た点で措置させて

いただきたいと考えておる次第でございます。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 福島敏雄君。

010番(福島敏雄君) 答弁、それぞれありがとうございました。

再質問というよりは、かなり要望じみた話になるわけですけれども、これ五つのうち、

まず一番初めの西豊田駅と都立美術館の誘致、 このことが何か似たような感じがいたし

ますので、ひっくるめてお尋ねをしたいと思います。とい うのは、相手がJR、そし美

術館の方は東京都という ことに対して、それぞれ早 くか ら運動を展開をしてきたわけで

ありますけれども、今、ここが運動の正念場に差 しかかったかなとし、ぅ、答弁からすれ

ばそういう感じがいたします。

特に JRの西豊田駅建設については、 西平山の区画整理が、 来年4月が事業認可とい

う、今答弁がございました。ただ、駅の方の建設については、結論は先になるよと、こ

ういう担当参事のお話でございましたけれども、やっぱりそれじゃあ、ちょっと具合が

悪いんじゃないか。もっと、何と言うんですか、もっとピッチを上げて、西豊田駅の建

設というものについてやんなくちゃいけないんだということだと、私は理解をしており

ますので、そのためには、何を今しなくちゃいけないのかということについて、もっと

担当参事だけが汗をかいているのかもしれませんけど、全市民的な運動にしていく必要

が、私はあるというふうに思います。

したつがって、 JRがどういうことを言って、これに難色を示しているのかといえば、
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よくわからないんですね。利用客の数がもっとあればいいのか。あのところはカーブが

多いから、ちょっと技術的に無理なのか。あるいは JR独自の営業の方針として何か必

要なのか。その辺幾つかあるんじゃないかと思うんですけれども、そういった問題に的

確にこちらが対応するということが必要だと思うわけでありますけれども、今までの話

し合いの中で、特にこの JRの言い分の中で日野市に要望していることは何なんですか

ね。日野市がどうしてくれれば駅が建つよと、駅ができるよと、こう 言ってんですかね。

その辺を、特にこの西豊田駅のことについては、お尋ねをしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 企画財政部参事。

0企画財政部参事(大崎茂男君) ただいまの西豊田駅に対する JRの市への話でござ

いますけれども、先ほど答弁いたしましたように、一番のポイントは利用客でございま

す。現在の区画整理の開発予定は、人口8，000人台でございますが、それとそのほかの

従前の市民あるいは最寄りといいますか、駅勢圏からのお客を考えて少ないという数字

が出ておるわけでございますが、この少ない数字をどう少しでもアップするかという こ

とにつきましては、やっぱり土地利用を図る以外はないというようなことで、 JRとし

ては、日野市に、できればJRとしての開発、土地利用とし、いますか開発ができるよう

な、言ってみれば、人口を少しでもふやして利用客をふやす。あるいは軌道敷以外の

業も考えていきたいという中で、土地のあっせんとし、いますかお世話をいただければ、

また一つの条件として考えられるというようなことでございますO

ただ、一番の決め手はそんなところでございますけれども、時期につきましては、や

はり駅が先か、区画整理が先かというようなことになりますと、 JRとしてはまだ区画

整理のために駅をつくるというような一つの条件とし、いますか、担保はまだ出せないと

いうような答えでございました。

0議長(小山良悟君) 福島敏雄君。

010番(福島敏雄君) これ、やっぱり市長にお尋ねした方がよろしいかと思うんです

けど、 JRの要望していることについて、市長もお聞きになっていることだと思います

けれども、日野市として、大変のみにくいという話なんでしょうか。その辺のところに

ついてo

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 西豊田駅の誘致に関しましては、経過を一応持ってまいって

おります。そして、東日本株式会社の責任者も交代をされたりしておりますので、私も

もう一度面接をしたいということを申し出ておるわけですけれども、なかなかその機会
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を調整し得ておりませんO 過去の経過というのは、設置することの JR側の判断という

期間があったと思っておりますが、必要であるという認識は持っと、こういうふうに前

の代表者の方からは聞いておりましたし、それから、日野市に求められる何か条件があ

ればということも話してまいりました結果が、駅前に相当規模の用地をあっせんしても

らえないかと。それは、市が提供ではなくて買収しいいんだと、こういうことでありま

すから、 1街区程度のそうい った配慮は可能である。街区の規模にもよりますが、駅前

のそういう 1街区程度の規模は可能なような区画整理事業を進めますと、このようにも

答えてあります。

早 くできる ことは望ましいわけでありますが、日野市は、また駅を誘致するという前

提のもとに、 この区画整理事業では、既に駅前広場の位置、面積も決定してまいってお

ります。一つの別の判断であり ますが、 運動の必要なことももちろんでありますし、そ

れから、 区画整理事業の中でも っと具体的な説明もしたいということもございますが、

JR自身の経営体制が、まだ投資段階に入っていないという感じがし、たします。駅とか

構築程度の事業は、もちろんやられておるわけでありましょうが、要するに投資をして、

そして経営のいろんな条件の培養をするという意思決定まで、どうも進んでいないよう

な感じがし、たしますか ら、西豊田駅あたり を一つのき っかけとして、経営という面から

の判断に、あ る程度寄与できる状態をつくる。こ ういうことを今後の説明の中では提供

してい きたい と、このように考えております。

0議長(小山良悟君) 福島敏雄相。

010番(福島敏雄君) ありがとうございました。

今、 市長のお話の中で、 区画整理と切り離して、後か らでもし、し、 ようなお話がござい

まして、そうし、う理解で、 区画整理の責任者としての都市整備部長、よろしいわけでしょ

うか。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) 基本的には、その前段でそういうものが確定をすると

いうことは理想であろうかと思いますO しかし、これだけのこういう事業でございます

ので、 区画整理事業は、また年数が相当長い間かかりますので、現在のその事業が完了

するまでの聞に確定をしていただければ、その段階である程度煮詰まった段階で、今の

駅前広場、それからアプロ ーチの道路ですね、こういう道路の都市計画の決定をしてい

けると、 事業の内容としてはそ ういう 事業でございます。

0議長(小山良悟君) 福島敏雄君。
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010番(福島敏雄君) ありがとうございました。

要するに、区画整理の進行に際しては、必ずしも先に決まらなくてもいし、という答弁

だったように思います。そういう面では安心したところでございますが、いずれにしま

しても、早く決まった方がいいにこしたことはないわけでございまして、このことにつ

いては、実はもっと進んでいるのかなという認識を私自身持っていたんですけれども、

余り何年も前と変わっていないという感じがし、たしますので、これは担当参事を中心に、

できるだけいろんなカを結集して早くその結論を見出すような努力をしていただきたい。

そういう要望、意見を申し上げておきます。

それから、似たような課題の都立美術館の誘致につきましては、特に多摩地区は5年

に用地を決めるという東京都の方針があるというお話でございましたo 5年という こと

は、もう来年が4年になるわけでございますので、今が正念場ということだと思います。

このことについては、誘致期成会を中心にというお話でございましたけれども、それも

いいとは思いますが、ぜひもう少し広い運動の取り組みを考えていく必要があるのでは

ないかというふうに思います。議会も私見ではございますけれども、これに対して何か

できることがあれば対応していくべきではないかなというふうにも考えますので、 市側

におきましでも、市長以下最大限の努力をお願いをしておきたいと思います。

それから、順番が狂いますけれども、高幡踏切の立体化につきましては、特に立体化

に必要な480メートルの用地については、 80%の用地が買収完了したということでござ

いまして、 4年の後半から工事に着手されるということでございます。 7年完成を 目指

して、今進んでいるということでありますが、ぜひとも東京都の事業でありますけれど

も、日野市で協力できることはしていくという前提で、一日も早い完成に向けて努力を

していただきたいということをお願いを申し上げたいと思います。

それから、浅川公会堂につきましては答弁をいただきまして、残念ながらホールの規

模の600席で意見が分かれて一致点を見ずに、今何もできないでいると、こういう 答弁

でございました。大変残念なことだと思いますO 一致点を見つける努力をして、 来年度

の予算編成に何がしかの反映をしていきたいと、こういう答弁でございますが、やはり

私といたしましては、ここでも先ほど病院のところでお話ししましたように、文化施設、

このことについて市がきちっとした考え方を確立するということが一つ重要じ ゃないの

かなというふうに思います。

そのことを申し上げますと、もう 1年前にも、私この席で申し上げたことがあるかも

しれませんけれども、やっぱり市民施設としての文化ホールなりそういう施設は どうい
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う配置が望ましいかという議論をまずする。それから、中学校区単位につくろうとして

おります文化施設については、それぞれどういうものをその中に組み入れていくかとい

うのを、ある程度考えていく必要があると思います。

馬場繁夫議員さんは、いつも地域のことは地域に任せろとこういうふうに言っておら

れまして、私自身もある程度の骨格を示して、あとは地域に任した方が地域施設はいい

のではないかという感じがしております。このことについては、一般質問でも図書館行

政を問えば、図書館長時代に今の助役さんは、あの地域に図書館もほしいし、分館です

ね、新町栄町の方にも分館がほしいと、 こういうようなお話でありました。やはりその

地域、地域につ くる文化セ γタ一、会館、これについては、必要なものというのは、あ

る程度もうわかってい るこ とだと思う んですね。そうしたようなものを入れていくとい

うような考え方をつくって、できれば、 ホールの600席で、意見が分かれているという こ

とであるとすれば、 これは、 残念なが ら地域の方々の声を優先させる方向で調整をして

いくという ことが、 私は大変重要なことだろうと いうふ うに思いますo やはり地域の人

が使うとい うことであ りますし、 600席の市民ホールというのは、私は地域施設ではな

いという ふうに感じております。これは、市民のための施設だ、市民施設だというふう

に考えますし、あそ こに区画整理の中につ くる浅川公会堂という名の文化セ γターにつ

いては、 基本的には地域施設だというふうに私は理解をしておりますので、ぜひその辺

は難しいことかもしれませんけれども、 600席の必要な団体とい うのはかなりあるとは

思いますけれども、 それは市民会館の使用料で、多少いろんな学校とかいうところも便

宜を図っているわけでありますか ら、文化団体、そうい ったような登録団体の使用につ

いては、使用料を少 し見直すとかいろんなようなことで、私は一時しのげるんではない

かなという感 じがいたします。

したがって、 市民ホール600席規模というのは、 昨年もここ の席で12月に言わせてい

ただきましたけれども、豊田南口平山区画整理、あの辺のところにできれば大変地域の

中でも誇れる施設として、一番初めから計画をしていくというようなことでやっていた

だければよろしいんではないかなという感じがしておりますので、見解があれば、後ほ

どこれも市長の方からお聞きをしたいと思います。

それか ら、市立病院の方につきましての意見を申し上げますと、私は、やはり日野に

住んでいて病気にな っても不安がないという感じにしてもらいたいというのが、市民の

意識だし私自身の気持ちであります。 したがって、一番初めに、そういう観点からどう

いう病院ならできるかというとこ ろで詰めていただきたいというふうに思うわけであり
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ます。

ですから、先ほど来の市長の 4-3ブロックの212床の構想、について、青梅の市立病

院長さんのお話では、その程度のものであれば大変難しいというふうに言わざるを得な

いわけでございまして、ただ、そこに工夫をして、さらにその救急医療を追加できると

いうようなことがあればそれでよろしいのかと思いますけれども、市長の方からぜひ、

私が言っております急病患者を24時間診る病院、このことについて入れていくという 考

え方について、 一言御見解を承りたいと思うわけであります。

そうした意味では、市立総合病院の建てかえについてと浅川公会堂について、私の意

見に対して市長の考え方をお聞きして、質問を終わりにしたいと思いますが、よろし く

お願いし、たします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 見解ということでございますので、お答えをしたいと思いま

すo

市立病院の建てかえ問題に関しまして、先日、 行政報告の中で図 らずも、 今内部検討

をしております一部分のことを、まだ内部検討の段階ではございますという 前提のも と

に少しお話をいたしました。市立病院の建てかえは、現在私どもが受けとめており ます

市政の中でも、かなり重い課題でございますので、いろいろとこれまでの経過をたどっ

ております。二眼レフ構想、ということで一つの構想として発表をし、南部地域病院とい

うこともかなり重要視をして、二限レフ構想、という 言い方をしてまいりました。今度の

我々の考え方が、そのこ眼レフ構想、を全く無視するということではありませんが、 建て

方の順序をまず第 1に、具体性の一番可能なことで市立病院の建てかえを検討 し、 今あ

る程度の検討段階の可能性があり得るんではないかという状況に到達をしているという

ふうに申し上げました。

それから、市立病院の建てかえのことを、ちょっとこの間公表というわけではありま

せんが、検討段階のことを少し説明をさせていただきましたが、 多摩平四丁目 3番地の

いわゆる日野市の行政財産の部分、地積が約9，000平米ほどあるわけでありまて、その

中の現在の幼稚園部分を何か工夫をすれば、つまり幼稚園をどっか仮の場所に移し、そ

の用地をあけて、そして仮に病院を建てるとすれば、現状のものは病床の数とそれか ら

機能の近代化と、必要な今言われる機能をそれぞれ一応の付加した形で、整えた形で可

能性がある。幼稚園の部分だけを使うわけですから、今後、他の保育園や支所、その他

の部分もあるわけでありますから、その他の地積は今後の拡大という ことで、可能性が
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ある。こういう言い方を申し上げたわけでありまして、試算の結果では300床ぐらいの

1単位の規模を保つことは、用地の完全利用をすれば可能で、ある。こういう検討内容で

あります。

それから、現在のあの地積の中の大切な機能でもありますが、幼稚園部分の面積を使

えば、現在の病床数と、それか ら、何回も言うわけですが、内部を近代化をしたり新し

い機器を入れたりする、そうい うことは可能である。駐車場や、それからある程度の空

間のことなども考えて、四丁目3番地という場所をより一層検討も深めなければなりま

せんが、現在規模の建てかえと、 それから将来規模の一一何と言いましょうか、 300ベッ

ド程度の規模の病院には完成させる ことの可能性があると、こういうところまで到達を

したとい うことを申し上げておるわけでありまして、それには伴う問題が幾つもありま

すか ら、なおより検討を深めていかなければな りませんo

それか ら、南部につき ましては、 高幡の区画整理地域で市有地並びに公社の所有地を、

これを集合換地をしたいとい う考え方は、 依然、として御理解をいただきたいと、こうい

うことを基本に して、ある程度のまた現実的なことも考慮、していきたいと、このように

思っておる。こう いうことを、 ちょっ とお答えをしたということでありまして、しかる

べき公式の場を もって、特別委員会のよ うなと ころで資料を出して、今後説明をさせて

いただく機会があれは幸いだと、 こう思っており ます。

特に言われた救急機能、これは公立病院が持つのは当然であり ますから、救急医療を

持つという ことは、もう当然率先をして実現をしなければならない。これは、もう大き

な使命だと思っておりますO

0議長(小山良悟君) 福島敏雄君。

010番(福島敏雄君) ありがとうございました。

市立総合病院の方につきましては、 市長の答弁で、特に特別委員会の方に資料を提示

しながら、また御説明したいということでございますので、ぜひ市民のためにいい病院

建設に向かつて、特別委員会での御討議をよろしくお願いしたいと思います。

浅川公会堂につき ましては、見解なかったわけですけれども、ぜひ、簡単に言えば市

長の一番初めの考え方をち ょっ と譲るのが解決の一番早道かなという感じがしておりま

す。たまには一歩譲るというのも、私は悪いことではないというふうに患っております

ので、そう した状況の中で前進を期されることを要望いたしまして、質問を終わります。

ありがとう ございました。 (拍手)

O議長(小山良悟君) これをも って7の1、市民が要望する諸課題の前進を図れの質
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聞を終わりますO

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたし、と思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 0時 1分休憩

午後 1時 7分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問 8の1、市役所サービスの国際化についての通告質問者、下村 功君の質問

を許します。

(8番議員登壇〕

08番(下村功君) それでは一般質問をさせていただきます。大変早い招集なんで、

まだ心の準備もできておりませんので、お聞き苦しい点がありましたらおわびいたして

おきます。

近年、外国からの労働者の問題が、我が国で大変クロース アッ プされてきている こと

は、皆様も御承知のことと思いますけれども、いまや我が国が世界第 2位の経済大国に

なったと言われて、国内的には本年、バブルがはじけたということで、 経済成長の落ち

込みを懸念する声も出ているわけですが、諸外国にとっては、やはりまだ今後も魅力あ

る経済市場であり、また外貨獲得の場であり続けることは間違いないことだと思ってお

ります。

今年度の労働白書によれば、昨年の就労目的での新規入国外国人は 9万4，868人だそ

うです。 5年間で約2.2倍となっているそうでありまして、合法的な在留者の増加だけ

ではなく、在留目的以外の活動として、労働等を行う資格外活動事犯や不法残留事犯も

増加してきていると指摘しております。外国人の不法就労問題については、近年社会問

題化しておりますけれども、今回の質問とは一応関係がありませんので置かせていただ

きますが、こうした外国人労働者の我が国の雇用の状況、これは同じく労働省の 「産業

労働事情調査」という冊子がありますが、によりますと、中小企業よりも大企業の方が

外国人労働者を雇用している率が高いんだそうで、従業員5，000人以上の企業では、 66.

3%もの多くの企業が外国人労働者を雇用しているようであります。

日野市にも幾つかの大企業関連の工場がありますから、日野市でも外国人労働者の増

加については、この傾向とは決して無縁ではないわけであります。
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ところで、日野市に在留しております外国人について、前回の 9月議会で高橋 徹議

員が医療との関係で御質問をされおります。私も時節がら、まことに時を得たものと思っ

ておりますけれども、私は視点を、今後ますますこうしてふえるであろう外国人と市役

所サービスという点について、今回は御質問をさせていただきます。

さて、外国人ということで最初に考えますのは言葉の問題だと思います。されば、我

が国にどんな国の人が多く訪れてくるのか。どういう推移をもってきているのかについ

て、私なりに調べてみました。理事者の方には議長の御許可を得て、資料を配付させて

いただいております。その資料を参照していただきたいと思いますが、我が国への入国

者の推移、これは「出入国管理統計年報Jというのに記載されて、毎年出されておりま

す。また、 在留外国人についての登録につきましては「在留外国人統計」というものに

も出ておりますし、日野の詳細については 「とうけい日野Jに記載がありますので、 そ

れに基づいて資料を作成しております。

まず、我が国への入国者数の推移、 これを地域別に見たわけです。アジアから始まっ

てヨ ーロツノペ北アメリカ、南アメリカ、アフリカ、オセアニア、ソビエト、そういう

ふうに地域別に分けた場合に、どの地域からの入国者が多いのかということについて見

てみますと、これを1970年から1990年の20年のレ γジでとってみますと、 1970年当時は、

やはり アメリカ合衆国を中心とする北アメ リカ地域の方が多かったわけですが、 これは、

昨年の1990年、 1年間においては、何とア ジア地域の人がこの20年間で10倍もの入国者

数にのぼっておる ようであります。特にそ うした率的に高い地域としては、次いで南ア

メリカの6.7倍、ソビエ トの5.2倍という形で、主にこの3地域の増加が 目立っ ている よ

うであります。

次に、それではアジア、 南ア メリカとい ったところの増加が 目立つということですの

で、どの国からの入国者が多いだろうかということについて調べてみますと、アジア地

域においては、韓国及び朝鮮民主主義人民共和国、これは言語プロックで考えて朝鮮と

しておきますけれども、まず朝鮮、それから中国一一中華人民共和国、それから台湾、

この二つを合わせて中国としておきますが、この中国、それからタイ、フィリピ γ、こ

うした国からの入国者が増加しておるようでありますO また、南アメリカにつきまして

見てみますと、 ブラ ジルやペル一、こうした国からの入国者が急増しておるようでござ

います。

そういうところか ら、最後に実際に外国人登録をしている外国人の国別の統計という

のを見てみますと、 これを全国、東京、日野という形で分けてみますと、やはり 南ア メ
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リカのブラジル、ペルーというのが、近年母数は少ないですが、かなりの増加の傾向を

示していることがわかるわけであります。そして、また朝鮮や中国といった伝統的に在

留者の多い園、これにつきましては、頭打ちであるということがわかるわけでありますO

以上のことから、今後外人登録をなさる外国人がどういう国の方が多いだろうかとい

うことについて、言語プロ ック的に見てみますと、従来の英米語、それからハングル語、

中国語圏などに加えてスペイン語圏の、外国人の登録も増加してきているという ことが

わかります。すなわち多国籍化も進んでいるということだと思います。

ところで、市役所内で実際にそうした外国人登録を受けつけるのは市民課の窓口にな

るわけですが、こうした急増する登録者数、また先ほど申しましたように他国籍化して

いるということについて、現状どう対処なさっているのか。まず、 この点をお伺し、し、た

します。

次に、日野に外国人登録をした外国人や、何かの用事で日野に立ち寄った外国人が、

日野市内のことについて聞きたいとかパンフレットを要望した場合には、やはり市役所

に来ると思われますけれども、そうした市役所に来訪した場合の市側の対応体制につい

て、お聞きしたいと思います。

これは、一つは窓口の点でありまして、 1階に市民相談もありますけれども、 実際ど

こで対応するのかということと、果たして市役所内の対外的なパンフレ ット、いろいろ

私たちももらうわけですが、そうしたものが何カ国語に対応できているのかどうか。そ

れについて、お答えをいただきたいと思います。

そしてもう 1点、日野市在留の外国人就学児童の受け入れについてでありますo これ

は当然に言葉が通じないわけですから、何らかの対策が必要だと思われますけれども、

現状においてどう対処なさっているのか。この 3点、主として現状についてお答えをお

願いいたしますo

0議長(小山良悟君) 下村 功君の質問についての答弁を求めますo 市民部長。

O市民部長(永瀬誠一君) それでは、最初に外国人登録関係の対応についてお答え申

し上げます。

ただいまお話ございましたとおり、ここにきて大変外国人の登録がふえております。

平成元年度で日野市の場合には、 38カ国753名おったわけでございますけれども、 平成

3年現在では、その 2倍に当たります大体56カ国で1487名、これが正式な登録人口でご

ざいます。そういうことで、ここ 1、2年非常に外国人登録にお出でになるお客さんが、

窓口におい出になるわけでございますが、仕事の方の量的な問題と語学上の問題、この
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2点があるんではないかと、このように思います。

これは、量的な問題としましては、その登録件数がふえれば、当然に事務量というの

は増大してまいります。 1日平均で大体、ことしに入 りましてから新規登録あるいは転

居等を含めまして8.8件、 1日に処理されております。そういうことで、今までは戸籍

の仕事と 1人の人が両方持っていたわけですけれども、かなり 1人で専任になってこざ

るを得ないということです。それと、来る 日が非常にまちまちでございまして、この10

カ月で一番多いとき56件、 1日に来ました、新規登録が。そういうことになりますと、

事務的に大変でございまして、それと手帳の交付というのがございますから、即日処理

が、 一応原則にな っております。そういうこと から、市民課の職員が全員で総動員いた

しまして、その仕事を処理 してい ると いうような現状でございます。

それと語学上の問題でございますけれども、 おっ しゃられましたとおり、平成元年度

ごろまでは中国、韓国、英語とい うのが大体主流になってきたわけでございますO 英語

につきましては、内部で職員でかなり会話ができる職員もおりますが、あるいは中国語、

韓国語等につきま しては、外国人登録そのものが漢字とアルファベットが多いわけです

ので、何とかそれはお互いに通じておったというのが現状でございます。しかしながら、

最近おっしゃられましたとおりスペイ γ、ポルトガル語で、すね、これらを使うお客さん

が非常に多 く来られること は見受けられます。ただ、外国人笠録の場合には、来庁する

目的が非常に明確であ りますので、外国人登録だけのことでいらっしゃいますので、そ

れほどたくさんのお話ができ なくても事欠かないという とこ ろでございます。

それと、 日野市に在留しており ます外国人でございますが、その中に日本人を配偶者

に持つ人あるいは定住者、永住者、留学生、これらは大体850名 ぐらいいら っしゃいま

すけれども、その方たちにつきましては、ほとんど 日本語が理解できるということでご

ざいますし、また企業に研修でお出で‘にな っている方あるいは就労にお出でになってい

る方、これらの方につきましても、事業側の担当者が大体引率して来られますので、ほ

とんど日本語でもってその登録ができるということでございます。それに外れた方が年

に何回かお出でになるわけですけれども、その方につきましでも、手続的には外国人登

録というのは、大体その90%は旅券、パスポートで大体記入できますので、そういうこ

とからしますと、そういう方においてもそれほど大きな問題は生じておらない。これと

いった外国語がで、きな くて、事務的にミスがあっ たとかあるいは問題を生じたというこ

とは、今のとこ ろございません。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。
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0学校教育部長(藤本享一君)

答えいたします。

日野市では、就学対象の外国籍児童・生徒に対しても、国籍を問わず就学通知書を発

就学児への対応は適切で、あるかという件について、お

送しています。また、外国籍児童・生徒が編入、入学を希望した場合はに児童・生徒の

状況、保護者の考え、学校長の判断を総合した上で、原則として区域の学校に学年を定

めて許可をしているところでございます。その際、本人の日本語の習得状況、子供の適

応状況等について判断し、東京都の嘱託員か当該言語のできる臨時職員を充てて、 言語

指導等、適応の指導を図っております。日野市では、昭和59年から中国の帰国子女が市

内に就学してきましたが、その際も時間講師や都の嘱託員を配置 したり、中国語のでき

る臨時職員を配置したりして、対応を図ってきました。外国語のできる臨時職員につき

ましては、平成 2年度より自給3，000円で週 8時間として、現在は市内の 2校の小学校

にスペイン語と中国語の臨時職員が勤務をしております。

以上です。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それで、は、私の方から総合的にお話 ししたいと思い

ますが、もちろん質問者のお話の中にもありましたとおり、進展する国際化に対応すべ

きまちづくりを総合的に進めるために、庁内組織を平成2年の 8月に発足いたしました。

内容的には、日野市国際化推進庁内委員会でございます。 11名の各課の職員で構成 した

内容でございます。これにつきましては、国際化の諸課題についての検討を行 うという

ことが重要な課題でございます。もちろん、この外国人に対しての市民サービス面を重

点的に考えての問題でございます。

一つは、いち早く 91年度版では市勢要覧の中で、英語を取り入れての要覧の発刊をま

ず手始めにしたわけでございます。今後、新年度予算の中では、まだ新しい事業の要求

は、各部局から出ているわけでございますが、具体的に精査はしておりませんが、 一応

この国際化推進庁内委員会の中では、中間の答申を報告し、今後案内等に関係する部分

も含んで、英語を含めた 3カ国語程度の対応を考えていきいたいというような答申をし

ております。よって各部には、当然サービス面の向上を含んでの問題でございますが、

そういった新しい国際化に対応すべきパンフレット等の作成等の予算に対する対応のお

願いを指示しているところでございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 下村功君。
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08番(下村功君) ありがとうございましたO

現状については大体わかったわけでありますけれども、まず窓口業務の問題でありま

すが、部長よりのお答えでは、外国人登録に際しては、数は相当ふえてきておるようで

すけれども、現状のところ、通訳なりだれか日本人が付き添ってきて手続をするという

ことで、今までのところ、余り不自由はないというか問題は起きてないというお答えで

ございました。ただ、今後も外国人登録の外国人というのは、ますます多国籍化するこ

とが予測されますし、件数もふえ続けてくると思います。先ほども 1日に56件処理しな

ければならない事態もあったということですので、そのときには、窓口のほかの担当の

人も相当手をやいたようなお話もありましたので、できれば、担当の窓口、登録の窓口

に何カ国語かの対応マ ニュ アルを用意 しておいてはいかがかと思うわけです。そうすれ

ば、窓口担当者が、例えばほかの件で忙殺されていると きでも、ほかの人がかわって登

録の受け付けをしてあげることができるということで、 事務の効率化も図れますし適切

な対応ができるのではないかと思われますんで、 その辺の御検討はいかがかどうか、後

でお聞きしたいと思っております。

それか ら、そのと きにせめて、先ほどありましたように非常にスペイ γ語やポルトガ

ル語とい う今までにない言語圏の方がふえておられますので、そうしたことも加味して

英米語、中国語、ハ γグル語と言いましたけれども、 スペイン語も含めた数カ国語は、

最低そうしたマ ニュアルを用意してお く必要があるのではないかという ことも、あわせ

て御提案をさせていただきますので、後でお考えをお聞きしたいと思います。

次に、 庁内文書の問題、企画財政部長から現在、庁内組織で御検討中だということ を

お聞きしましたけれども、これにつきましで も、さ きの高橋 徹議員の質問にもあり ま

したように医療施設といったものについては、 緊急性を要するものもございますので、

在留外国人に関係する制度の説明書などの文書については、急ぎ何カ国語かの対応が必

要ではないだろうかと思われます。 3カ国語というお話もありましたが、これは先般、

視察で福岡に行ったときのホテルに、ホテルのイ γフォメーションが、たしか 5カ国語

か6カ国語で書いてありました。ああいうホテルなりいろんな国の人が逗留するところ

では、ごく 自然、なのでしょうけれども、まことに親切だなという感を持ちましたので、

ぜひ日野市役所でもそうした何カ国語かの対応での文書をつくられてはいかがかと、 そ

う思います。

それか ら、外国人就学児童の教育の問題でございますが、非常にこれは大変なことだ

と。言語的にも習慣的にも教育程度の差ということも考えて、そういう児童を受け入れ
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ていくということは、確かに大変なことだと思いますが、ただ、やはり外国人登録など

をすれば、それで担税義務、租税負担があるわけですから、当然の権利として当たり前

の教育を受けることができるわけですので、言葉の問題や教育程度の差はあるでしょう

が、万全の体制での教育をしていただきたし、と思っております。これは、そう要望して

おきます。

それで、話は戻りますけれども、窓口でのマニ ュアル化の問題と、それから文書的に

早急に何カ国語かで対応できるのかどうかについてお聞きしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市民部長。

0市民部長(永瀬誠一君) 先ほどお答えしましたように、外国人登録の最小限の事務

はなされておると。ただ、それで決してし、し、とは、私どもは思っておりませんO そこで、

現在、職員の中でも御提案ございましたとおり、数カ国語の、いわゆる会話ができる。

あるいは会話が、もしお話しできない場合にはそれを提示 して言葉が通じる ようにでき

るような小冊子、いわゆるマニュアルで、すね、これをつくろうではないかという ことの

話は、もう既に出ております。早急に内部で検討いたしまして、それらが整備できる よ

うに努めてまいりたいと、このように思います。

なお、またそれにあわせまして、窓口職員の外国語の研修等は、もうぽつぽつあちこ

ちで行われております。それらにも参加して、できるだけサービスの向上に努めたいと、

このように思っております。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 再質問にお答えしたいと思います。当面の課題とし

て、市民サービス面では、英語、中国語、ハングル語の3カ国語で中間報告をしている

わけでございます。しかし、全体的なパ γフレ ット等の作成につきましては、 当面、こ

の3カ国語でやって、今もちろん多くの外国語の表示をする方が、なお一層し、し、わけで

ございますが、当面は 3カ国語で進めながら今後の庁内の検討委員会の中でも十分協議

して、できるものの簡単な部分につきましては、なおおのおのの課でも作成をお願いし

たいというふうに考えているところでございます。今後の検討課題にしていきたいとい

うふうに思っております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 下村功君。

08番(下村功君) ありがとうございました。

市民部長からのお答えでマニュアル化を図っていきたいということですので、ぜひそ
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れはお願いしていきたいと思いますO

それから、企画財政部長の方からも検討していくということのお話がありましたけれ

ども、やはり 3カ国語よりは 4カ国語ということになりますので、どういう外国人がふ

えてくるかという先の見通しも持った中で、検討をお願し、いたしたいと思っております。

それから、市民部長から重要なことが言われたわけですが、職員の外国語研修の件で

あります。これは、民間の企業では一般的に広 く行われておると思いますけれども、日

野市役所でも希望者でよいわけですから、費用の一部あるいは全部を市で負担する形で、

ぜひとの外国語研修は、制度として実施していっていただきたいと思っております。ま

た、あわせて職員の海外研修、 これについても特にこれからという若い職員に広く海外

を学ぶとともに、国際性を身につけていただ くように、これも市の制度としての実施を

要望いたしたいと思います。

以上の点について、また今後の対応の基本的な考え方、国際化に対する基本的な考え

方について、 市長から何かあればお答えをいただきたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今日、国際化傾向がますます進み、海外から外国人が多数入

国をされ、また 目的に よっては地域に分散をして、 自治体の窓口に住民登録を行うとい

う人も、現実にはふえておる状況であ ります。 いろいろ今御提言もいただきまして、 こ

れからの対応については、 より日本の理解と、 また地域社会への交流のために、 市役所

の窓口からいし、サービスを受けたと いう対応が、理解のために極めて重要な役目を果た

すo こういうふうに感 じており ます。マ ニュアルづ くりも結構だと思いますし、 市民の

方々にそれぞれの外国語に堪能な方を、あらかじめ希望を募って登録をさせていただき、

ちょ っと事前に報告をしてもらわないと、 早急の対応には間に合わないかもしれません

が、何かそういうことも考えながら、窓口事務に訪れる外国人に対する対応を手際よく、

またいい印象を提供できるようにやっていきたい。このような考え方で御質問を聞いて

おりました。確かに課題になることだと思っておりますので、いろいろ検討を詰めてい

きたい。このようなことをお答えしておきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 下村 功君。

08番(下村功君) ありがとう ございました。

この質問をしました趣旨というのも、もし私が外国に行きましたならば、 言葉が通じ

なかったり風俗や習慣の差というものに、 私 も本当に困惑するであろうということを想

像にかたくないわけでありまして、そんな とき に、適切で適宜な日本語のイ γフォメー
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ショ γでもあれば、心から安心することができるだろうと思われますし、ひいてはやは

りその国や国民を尊敬することにもつながっていくと思います。

外国人が日野市に在住したことを、本当に日野市はいし、とこだ、よかったなと思える

日野市を目指した日野市サービスの国際化を体系的にぜひ行っていっていただきたいと

いうことを切に要望いたしまして、この質問を終わらせていただきますo

これをもって 8の1、市役所サービスの国際化についての質問0議長(小山良悟君)

を終わります。

一般質問 8の2、再び「こども議会」の実施を問うの通告質問者、下村 功君の質問

を許します。

08番(下村功君) 私はことしの 3月の議会で、やはり同じ一般質問で「こども議

会Jの開催についての提案をさせていただきました。その趣旨の一つは、議会を体験す

ることによって、議会制民主主義への深い理解を子供のうちから養い、ひいては将来の

市民としての政治的な関心を促すといったものでありました。また、もう 一つは、子供

の人権といった観点から、子供の意見表明権を具体的に実践する場の提供というもので

ありました。後者の子供の人権については、これも昨年の 9月の議会において、やはり

一般質問させていただいておりますけれども、世界的に批准が進んでいる子供の権利条

約を日本政府が批准をするのかどうかという形式的な問題よりも、むしろ日野市の教育

の中にどう実践的に組み込んでいくかという方が、私としては重要ではないかと思うと

ころであります。

こうした私からの提案に対して、学校教育部長から、実施に向け前向きな御答弁をい

ただいておりますし、さらに市長からは、教育委員会が行うのかあるいは市民自治学園

が行うのか。いずれにしても不可能なことは全くなく、予算を伴うようなことがなけれ

ば、なるべく早い実施も検討するとのお答えをいただいておったわけであります。

あれからはや半年がたちましたけれども、 「こども議会」を日野市が実施したという

話は、まだ聞いておりません。この「こども議会Jは議長の御理解を得て、また議会事

務局、御当局からも御協力の意向をいただいておりまして、予算というほどの費用を伴

うものとは思えませんけれども、その後どう検討されたのか。また、何か問題点がある

のかどうか。それについて、お伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) ただいまの御質問に対してお答えいたしますO

児童・生徒が体験を通して、議会政治への関心を高め社会の形成者としての資質を高
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めることは、おっしゃるとおり大切なことであると考えております。そこで、小学校 3

年生におきましては三社会科見学で市全体の様子や議場などを見学しています。また、

議会の働きなどを学習をしています。小学校6年生は国会議事堂の見学や社会科の学習

で、議会政治の仕組みについて学習をしているところでございます。

御指摘のように、 「こども議会Jを通して議会政治を実践的に理解させ、議会政治へ

の関心を高めることは、意義があるというふうに考えております。平成元年12月に実施

いたしました「新春中学生フォーラムJでは、中学生が地域の活動や自治会活動に意見

を出したり、子供会の活動の援助をしたし、といった声も上がったりしているところでご

ざいます。さまざまな場で、子供の意見を大切にし健康でしかも心豊かな人間の育成に

努めなければならないと考えているわけですo

ところで、今年度「こども議会Jを実施できなかった理由でございますが、各学校に

は学習指導要領に示された内容に基づいて、それぞれの学校の教育課程を編成し実施い

たしています。この教育課程は、学校が主体的にそれぞれの総意を生かして作成する基

本となる教育計画であり、授業や学校行事等は、この教育計画に基づいて実施されます。

したがって、教育委員会からとか行政から指示するというようなことは、できないとい

うふうに思っております。するという学校側の決定に対しましては、今、議会の御理解、

議長様初め、そういうことの面、また私どもの方でこの生徒たちのここへ集まる手段と

かそういういろいろのことでは、いつでも協力をするという姿勢をとっておるところで

ございます。

「こども議会Jの意義については、今後とも検討を進め、御指摘の趣旨を学校教育に

反映するように、さらに努めてまいりたし、と思っております。

以上ですo

0議長(小山良悟君)

08番(下村功君)

下村功君。

今、学校教育部長からお答えをいただいたんですが、どうもよ

くわからないわけであります。いろいろな教育課程の中で議会を学んだり、社会科の中

での一環として見学をされたりするということもよくわかっておりますし、私も子供が

おりますので、実際そういう見学などをさせていただいておりますけれども、それと、

「こども議会Jの開催とがなぜ組み入れられないのか、←その中にですね。

それで、今、教育指導要領の中で、なかなか教育委員会の方から言うことが難しいと

いうお話があったわけですけれども、例えば、こういうことは全然またここと関係あり

ませんけれども、日の丸、君が代問題で大分もめたわけで、すねo それで、日の丸を拒否
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した教師に対して、たしか教育委員会が処分をすることもあるわけですね。私、教育委

員会というのは、そういうこともできるのかなと思っておったわけですけれども、その

教育課程のことに関しては、一切口が差しはさめないんだというようなニュアンスに受

けとめたので、その後でまた検討なさるということがあったわけなんで、どういうふう

にできないものをどう検討するのか。その辺の矛盾について、再度御説明をお願いした

いと思います。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 大変説明が簡略にしましたので、わかりにくかったと

いうふうに思います。大変失礼いたしました。

例えば、小学校の学習指導要領の中で、当然今おっしゃいますような「こども議会J

をも含めたようなもろもろの社会科という科目の全体的な目標が定められてございます。

その中には、必要な公民的資質の基礎を養うということで決められておりまして、さら

に学年ごとにその目標が定められております。そして、その目標とその内容の中に、当

然、今おっしゃいましたようなことも一部入っているわけでございますo 全体の社会科

の学科を 1年間にこなしていく過程の中、これが先ほど申しました教育課程の編成とい

うことになるわけですけれども、それぞれの学校、担任の先生がグループになって、中

心になってこの 1年間どういうものを取り上げていくか。例えば、国会議事堂を見学に

行く 1年間に与えられた時間数というものは決まっております。それらを総合的に判断

した中で学校で組み立てを行っているわけでございます。

私どもが、この「こども議会Jを学校の方でやるということであれば、万全を期して

議会にもお願いし、またその他の面で協力するから使うときにはぜひひとつ使ってほし

いというような意味での指導等は申し上げているところですが、学校でそのことを組み

入れるということが決まりませんと、どうしても組み入れろというような指導は、ちょっ

とこれはできかねます、これは、学校長の権限に所属しているものですから。そういう

意味で申し上げたわけでございます。

0議長(小山良悟君) 下村功君。

08番(下村功君) それでは一言だけお聞きするんですけれども、そうすると、教

育委員会の方からないしは学校教育部の方から、各学校に対して、そういうことをやる

ことを検討したらいいですよということは言つであるわけですね。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 私の方からお答えさせていただきます。
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今、部長の方が申しました教育過程の編成権というもの、これは学校管理規則に基づ

きまして、学校に編成権がある。当然、学校が教育課程を編成した時点の中では、教育

委員会に届け出るその義務というものを学校は持っているわけでございまして、そうい

う状況から行きますと、毎年 1月から 2月ごろにかけまして、各学校では、次の年度の

1年間の教育課程、いわゆる学校行事等も含んでの内容をまとめまして、それを教育委

員会の方に届け出てくる。で、その届け出てきた内容に基づきまして、 1年間の学校で

の事業あるいは教育というものが展開されてし、く。そんなような過程になっておりまし

て、ことしの 3月議会ですか、下村議員さんの方からお話がありましでも、その時点で

本年度の教育課程というのは、各学校ほとんど決定されている。そういう状況の中で、

学校時点としては、非常に持ち込み行事的なものは、どちらかといいますとできるだけ

避けたい。年間の計画に基づいた指導というものを実施していきたい。そういうような

状況もございまして、実は今回の時点ではまだ 6カ月しかたっていない状況の中で、そ

ういう形での学校での対応というのがとれていなかったということが、 一つの大きな原

因だと思います。これから各学校から教育課程を受け付けるような時期が参りますので、

そういう中で、実施できる学校等含めながら検討していきたいと、こんなように考えて

おります。

それからもう 1点、この「こども議会」という ような形で、もしこれが各学校の代表

の方々が集ま って、この議場でやるというような形になりますと、連合行事というよう

な形になってまいりますo 連合行事というような形にな ってまいりますと、 1校だけの

問題でなくな ってまいりますので、各学校の共通理解、 こういうものを受けなくてはな

らなし、。そういうような問題もございまして、若干決めるとすぐ実施できるというよう

な状況になかなかならないということを、ま ことに申しわけないんですけど御理解願い

たいと思うんです。

以上です。

0議長(小山良悟君) 下村功君。

08番(下村功君) ありがとうございました。

私がくどくど本当は 1回ですぐやめるつもりだったんですけど、何回もお聞きしまし

たのは、 3月議会に言ったことと今と随分違うんだなということを感じたわけで、ありま

す。 3月議会のときの議事録をお読みいただければわかりますが、かなり前向きに検討

するし、すぐにもやりたいようなお話があったので、 12月にもなってまだやっていない

のはなぜかということをお聞きしたわけですけれども、今のお答えを聞きますと、非常
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に否定的な気持ちすらいたすわけであります。

別に「こども議会Jをやらなければ、うちの子供が死んでしまうとかそういうわけじゃ

ありませんので、それは結構なんですけれども、しかし、非常に私は正直言って、日常

的に教育委員会というのが非常に魔物であってよくわからないわけです。今もいろいろ

くどくど言われましたけれども、そんなら日野市の教育委員会というのは何のためにあ

るんだろう。学校から上がってくるものでなければ、こちらから何も指導できないとい

うのであれば、何のためにあるのだろうということも言えないわけではないわけで、や

はりもう少しいし、ものはいし、と、もっと簡単に物事を考えていいのではないかなと、私

は思います。(rそうだj と呼ぶ者あり)

それで、非常に子供というのは社会の中では意識的に利害から切り離されております

ので、こんなことをここで言うのは何ですけれども、こうした議会で私たちが質問する

のとまた違ったものが得られる。それも、やはり市政の中で組み入れていくことも必要

ではないかというつもりで私は「こども議会」を提唱しているわけであります。(rそ

れを早く言えばいいJr ~こども議会』の構成がわからないJ と呼ぶ者あり)市長を初

め理事者の方々にもどきっとするような質問が出てくると思いますけれども、 ( r代表

者会議一任だ、これはJr自席待機、自席待機でいい、もうJと呼ぶ者あり)そうした

ことが日野市のために、私はなるんだろうと、そういうふうに思っております。

3月議会での答えが、 12月で後退してしまったということについては、はなはだ遺憾

に思うわけでありますが、私自身も自分で失われたものを取り戻すき っかけとしても、

「こども議会」を聞いてみたいと思っておりますし、楽しみにもしておりますので、ぜ

ひ実施の方向で検討していただきたいと思っております。

終わります。(拍手)

これをもって 8の2、再び「こども議会jの実施を問うの質問0議長(小山良悟君)

を終わります。

一般質問 9の1、日野駅周辺のまちづくりについて問うの通告質問者、天野輝男君の

質問を許します。

(7番議員登壇〕

07番(天野輝男君) 日野駅周辺のまちづくりについて、質問をさせていただきます。

日野駅周辺の地盤整備が進捗する中で、先日、四ツ谷前区画整理事業の説明会が行わ

れたと聞いております。また、日野駅本町の再開発が当然、考えられるわけであります。

また、中央線、都道日野 3・4・17号線をいかに取り組んで基本計画に策定していくか

口。
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が、大切なことになってまいりますO また、日野駅を中央線のどの位置に設定するかが

大きな問題でありますo 現在の位置に駅を考えていきますと、再開発のために莫大な金

額が必要となってまいります。そこで、駅舎をどこに設定するかが今後の課題になって

くるのではないかと、私はこのように思うわけです。日野駅の再開発をどの部分を中心

に進めるか。それで、柱となる部分をどのように考えていくか。これらを真剣に考えな

くてはならないと思います。

日本全国で、駅周辺の再開発を完成させている地域は、残念なことにありません。今

後は、戦後間もなく開発された建物は、現在の経済にふさわしくなく、近代的な建物に

変わりつつあるからであります。また、駅周辺の再開発は時間をかけて地域の住民の意

識を高め、勉強会や説明会を通して協力を要請することが必要であります。(rそうだ」

と呼ぶ者あり)日本全国では、日野市の再開発、駅前のまちづくりについての参考にな

るようなものは見当たりませんでした。そればかりか、駅前の再開発の事業はどの市で

も20年も30年もかかって、ょうやく 事業に着手 しているのが現実であります。

今回は、仙台市の再開発の方針を取り上げてみたいと思います。仙台市は、戦災で焼

け野原とな ったま ちであります。戦後間もなく復興いたしました。そして、その建物も

現在に至つては老朽化する部分があり、そして県庁所在地ということで、新しい近代的

な建物が計画されております。そ して、 この仙台市の市街地再開発事業の進め方は、 柱

として良好な都市環境の整備、都市機能の充実を図る こと、この目的達成のために昭和

49年か ら50年にかけて、再開発のマ スタ ープラ ンが策定されました。その中で、 再開発

方針とい う形で都市計画に位置づけし、それを指標としながら積極的、かつ計画的な官

民一体なまちづくりを推進して取り組んでまいりました。

昭和53年度末には、第 1号の 「仙台駅東第一 ・2号地区Jの再開発ピルが完成しまし

た。総事業費は22億円であります。昭和56年度末に「中央一丁目第一地区Jベデストリ

アソデ ッキを接合した再開発、総事業費38億円、昭和57年度末には「仙台駅東第一・ 2

号地区」の公共文化施設を導入した再開発ピル、総事業費41億円が完成しました。昭和

61年度末に「一番町4丁目第一地区」再開発ピル、総事業費76億円が計上され完成しま

しTこ。

現在では、特に取り残されております仙台北側の地域、国鉄官舎跡地が戦略地区とし

て位置づけられ、 主な公共施設である幹線道路の整備をあわせながら、地域の一体的な

開発事業を促進 し、都市機能の更新と土地の高度利用を図ることを目的に行われており

ます。
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昭和59年度、 「仙台駅北部第一南地区Jを実施し始めました。総事業費は320億円で、

あります。昭和63年度より「花京院一丁目第 3区J総事業費95億円、 「長町 3丁目地区J

総事業費16億円。平成2年度より「河原町一丁目西地区」総事業費75億円、 「長町駅前

第一地区」総事業費75億円の総額683億円であります。

そして、この再開発でありますために、約 1万5，256坪の坪数の事業であります。

仙台市は21世紀の新しい東北の中枢都市づくりを目指して、副都心形成のための整備

地区として「長町駅前第一地区」地域拠点形成のための整備地域として、 「河原町一丁

目地区J 1"北仙台駅前地区j等の開発が現在も進められております。また、このほかに

宮城野通モール計画が、仙台駅東口広場より宮城野原運動公園まで、約1，490メー トル

にわたってのまちづくりが進められておるわけであります。

仙台市のまちづくりは、再開発を通しての新しい魅力ある都市づくりを通して、県庁

所在地としての21世紀の業務都市づくり、また宮城野通周辺地区のまちづくりとして、

市民が参加してショッピングに遊びに健康に文化にスポーツにエンジョイできるニュ ー

スタイルのまちづくりがなされております。そして、仙台市がこれらのことに成功した

大きな理由としては、先ほども申し上げましたが、再開発の方針という形で都市計画に

位置づけし、積極的かつ計画的な官民一体の事業に取り組んだことにあると、私は思う

わけであります。

日野市の周辺の地盤整備を考えましたときに、用地の確保はもとより中央線の線路の

土盛りした部分を高架にして有効に利用するとか、そのような作業を考えなくてはなら

ないと、私は思うのです。また、都道日野 3・4・17号線の都市計画道路の位置づけ、

また都道 3・4・8号線の市内循環道路の位置づけ等が、日野駅周辺の再開発のかぎと

なってまいります。そのためには、ぜひとも JR中央線の立川・高尾間の複複線の事業

計画の申請を積極的に要請すべきであると、私は思います。これらは、いずれも国や東

京都と協議をしながら協力できるような組織づくりから始めなくてはならないと思うか

らであります。(1"そうだj と呼ぶ者あり)私はこのあたりの困難な問題を真剣に取り

組まない限り、日野駅周辺のまちづくりはないと思うわけであります。 JRの複複線の

予算計上となりますと、具体的な計画が必要であり、当然八王子との共同作業も考えな

くてはなりません。それらの作業の進め方が、国や東京都の事業として発展させて、初

めて可能になってくると思うからであります。日野駅周辺は、中央線東京駅から高尾聞

を見ても、一番おくれている地域であります。そして、このおくれを取り戻す作業が、

今日一番大切なことではないかと、私は思うわけです。
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そして、今回四ツ谷前区画整理事業が始まります。そして、この中で日野市で考えて

おりますその計画はどの程度になっているか、私もまだ調べてないからわかりませんけ

ども、これらの中で、日野市でどのような形で位置づけしていかなければならないか。

これは、やはりもっと地域の住民に選択する自由を与えなければいけないと、私思うん

です。勉強会をしたり学習会をしたり現地の視察に行きながら、そして自分の土地をい

かに生かさなければならないか。生かしていく方向が大切であるかということを、しっ

かりと学ばさなければならないと、私はこのように思うわけです。

私も日野駅前の再開発を訴えて選挙をやりましたために、 「日野駅前の再開発をいつ

やっていただけるのですか。 j というような地域の人の声がございまして、私も忙しく

てなかなかできませんでしたが、ことしの 8月にお集まりいただきまして、有志の人に

集まっていただいて、都市計画部長と課長に来ていただいて話し合いを設けました。そ

のときにはもう愚痴が出るだけなんです。この地域は日野の中で一番遅れておる。税金

払うのいやだ。これらのと ころを何とかしてほしいという、そういう声がたくさん出て

きたわけであります。

その中で、私は若い人から相談を受けておりました。何とかやってほしいというその

人たちがその席に来ていただいていたことが、私は大変うれしかったわけであります。

そして、ああ私は彼らのためにも頑張らなければいけないということを強く感じておる

わけであります。そして、この再開発の問題に対しても、やはり私は今後はもっと地域

の皆さんと話し合いを持ちながら、そして 7年 ぐらい前に、この再開発の話があったそ

うです。そして、途中でこれつぶれてしま った。そういう経過がありますもので、地域

の人たちは半信半疑でおるということがわかりました。そういう中で、私は、今皆さん

に呼びかけておるわけです。皆さんと一緒にやりましょうよ。そして、少しでもいいま

ちにして、次の世代に残そうじゃありませんかという話を、今私は進めているわけであ

ります。そういう中で、私も日野市で生まれ育ったわけであります。それだけに、これ

らの日野駅周辺のまちづくりについては、私は全力で取り組まなければならないという

ことを強く感じているわけでありまオ。

そういう面で、私も一流の設計士と相談しまして、 ( 1"すごいj と呼ぶ者あり〉そし

て、近いうちに日野にも来てくれるでしょう。そして、見ていただいたら、これはやり

方によっちゃ、面白いまちになるよと。それには、まず勉強会しようじゃないかという

話になっておるわけです。そういう人に来ていただきながらお話を進めて、そして私は

皆さんが合意できるような体制をつくりたいと、このように思っているわけで、すo
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今回の質問は、四ツ谷前区画整理事業の中で、これらの事業の中で当然、都道の日野

3・4・17号線が通るわけです。この都市計画道路の位置づけをどういう形でしておく

のか。そして、この区画整理事業内に大きい何かショッピングセソターとかそういうも

のを考えておるのか。そして、先ほど申し上げました中央線の、今土盛りしておるとこ

ろのこの国鉄の用地を利用するような方法も、将来考えるのかどうか。このあたりわか

る範囲内で結構ですから、まず教えていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君の質問についての答弁を求めますo 都市整備部長。

O都市整備部長(鈴木栄弘君) それでは、まず日野駅周辺の中で四ツ谷前土地区画整

理、これに絡んで都市計画道路 3・4 ・8号線、 3・4・17号線ですか、これがどうい

う位置づけになっているのかということであろうかと思います。

御承知のとおり日野駅でございますけれども、日野駅は後背地には相当の住宅地を持っ

ておるわけでございます。日野市の駅の中では、比較的駅勢圏が広い方ではなかろうか

と、こういうふうに思っているわけです。したがし、まして、やはり魅力的なまちをそこ

につくれば、当然人も集まってくる。こういう駅の要件を持っておるというふうに考え

ております。そこで、そういう人を集める要素として必要なのが、やはり基盤整備であ

ろうかというふうに考えておるわけでございますO

そこで、現在、駅前につきましては、もう既に神明上という事業で完了しておるわけ

でございますけれども、その駅の北側の一部分、新坂の一部分でございますo これは、

現在約 3ヘクタールでございますけども、ほぼその地域の権利者の同意が得られて、現

在、その組合設立のための準備を進めておると、こういう段階でございます。

それから、先ほども出ました四ツ谷前でございますけれども、これは12月の 4日でご

ざいますけれども、組合の設立総会が終わっております。そこで、この組合の中で実現

される主な都市施設の中に、都市計画道路の 3・4・8号線と、それから 3・4・17号

線、これは20メータ一道路でございます。 3・4・8は幅員が16メータ一道路でござい

ます。この 2本があるわけでございます。それで、この 3・4・8号線につきましては、

用地をこの事業の中ではあける。それで、東京都が直接国鉄の横断、これを含めて工事

をすると、こういうことになっているわけです。 ただ、問題は 3・4・17号線、これは

将来、市道という形になっておりますので、当面、その前後の宅地利用ができるような

仮道にしておきたい。こういう考え方で、現在、進めているわけでございます。

この事業は、いずれにいたしましでも、組合施行、議員さんが今いろいろ住民にPR

ということでございますけど、住民みずからが行う事業でございます。組合施行という
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形で、市が積極的に協力している事業でございます。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 都道 3・4・17号線は、とりあえずは市道だという形だと思い

ますけれども、これはやがて用地が確保できたときには、恐らく格上げにあるんじゃな

いか、都道にですね、格上げになるんじゃないかと思いますが、このあたりをお教えい

ただきたいということと、中央線の、要するに横断するその中央線の 3・4・8号線が

下をくぐるのか上を通り抜けるのか。このあたりがわかりましたら教えてください。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) この 3・4 ・17号線でございますけれども、現在、昭

和63年に道路基本計画ですか、 見直 しをしております。こ の中で将来の管理者、将来、

管理というものを一応想定をいたしておりますo この中では、将来とも この道路につき

ましては、 市道と いう位置づけになっておる路線でございます。

それか ら、 3・4・8号線でございますけれども、これは、現在も ]Rの線路が非常

に高いわけでございますので、道路が線路の下をくぐると、こういう計画でございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) わかりました。

この 3・4 ・8号線が下をもぐるという ことになり ますと、 当然、その道路の位置を

どのあたりか ら下げてく るかが、 当然これは問題にな って くる と思 うんですね。特に、

本町の方は高いわけです。そしてまた、栄町の方は田んぼで低いわけですから、どうに

でもなると思 うんで、すね。そして、 今本町周辺はもう この3・4 ・8号線の両側には家

がびっしりと詰まっておるわけですo そして、この住民が当然、今後車を車庫に入れよ

うとしても、なかなか難しくなってくると思うわけですO そういう、やはり今後は少な

くとも、 これは東京都の事業として進んでおるとしても、これらの地域の皆さんに説明

会なりを開いて、そして説明しないことには、この平成 7年度にこの中央線のガード下

もできるという形でありますけれども、それ前に進めないことには、この作業は、私は

進まないと、 このように思うんですO そのあたりのことは、東京都と当然相談をしなが

ら進めなきゃならないと思うんですが、それらの話し合いをなるべく早い時期にやって

いただけるのかどうか、このあたりを教えていただけませんか。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。
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0都市整備部長(鈴木栄弘君) 現時点では、この道路そのものが東京都が直接施行を

やります。それから、この用地については、当然この事業費で四ツ谷前の区間につきま

しては、四ツ谷前に用地買収相当額は補助金で出す。こう いう内容になっておるわけで

ございます。今後、この工事の、問題はそこの立体の部分、 ]Rの下を通る設計でござ

いますけど、現時点でまだできておりません。したがし、まして、今後この四ツ谷前の区

画整理も事業がスタートをしたわけでございますので、早急にこれらの詰めを、これか

らやっていきたい。

それから、当然その前後に、ただいま御指摘の車の出入り、こういうものについて、

この道路の構造等についての説明会、これらは関係するその周辺の住民はもちろんでご

ざいますけども、四ツ谷前区画整理の方とも十分協議をして決めていくと、こういうこ

とになると思います。現時点では、まだいつの時点で、どういう説明ということは、ちょ っ

と決まっておりません。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 平成 7年度にこの道路ができるという目標年度あるわけですか

ら、これはやはり説明というものは、なるべく東京都の方にお願いしながら早い時期に

進めていくということが、作業の進め方としては、 一番よろしい方法じゃないかと、 こ

のように思いますもので、ぜひそのような形で進めていただ きたいと思います。 また、

先ほど私が御質問した中で、ちょっと聞き取れなかったのかもわかりませんもんで、 再

質問の中で、この四ツ谷前区画整理事業を行う中に、大きい将来的な建物が、デパー ト

とかそういうものが考えられているのかどうかということ を、先ほど申し上げたんです

が、そのような考え方があるのかないのか。

O議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) 大変失礼しました。

区画整理事業は、あくまでも土地の基盤整備でございます。したがって、今後そうい

う大庖舗なりまたはその土地利用につきましては、日野の駅周辺という ことで、できる

だけそれにふさわしい土地利用をしていただきたし、。そういう ことで、まちの街区の状

況もそういうまち割りになっております。

したがって、今後そういうふうな有効な土地利用をしていただくというふうな誘導は

していきますけども、これはあくまでも区画整理は個人の用地そのまま現位置換地とい

う原則のもとで置いていくわけでございますので、そこら辺のところは、今後この四ツ谷前

の区画整理の権利者とよく話をしていきたいというふうに思っております。具体的なそ
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うし、う大庖舗云々というものはございません。

O議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 私はそのあたりで、先ほど仙台市の例を挙げたのは、やはり行

政側がある程度積極的に、この地域の地権者に説明をしながら、このまちづくりを進め

ていったそのために、 この再開発ができた部分があるわけです。やはり、この取り残さ

れた部分の区画整理をしていただきたいというのは、地権者であれば当然そう思うわけ

ですよ。そして、その区画整理終わったそのところを何するかということは、まだ農家

の人ですから、当然考え方はないわけで、す。そして、今後当然、この地域が商業地域に

格上げになれば、税金だってもう莫大なものを払わなければならない。こういう計画の

中で、少なくとも日野市でもいろいろなとこへ網を張って、民間、そして民間の活力を

導入しながら作業を進めていくということが、私は今後日野市で一番大切なことではな

いかなという ことを強く感じておるわけで、す。

そういう面で、あえてこういうようなととを主張させていただいておるわけですが、

私はそうい う面で、先ほど中央線の線路の土盛りした部分を高架にして、そしてこの部

分を有効利用するためには、やはり立川・高尾間の複複線の事業計画をしなければなら

ないという ことを申し上け.たわけありますo そして、この国鉄用地は広いんです。そし

て、下ののり面から大体 1メーターか 1メーター30ぐらいあるんです、のり部分が。だ

から、その部分から この高架にして複複線にしても十分間に合うところの土地はあるわ

けであります。そういう中から、私は日野市の駅周辺のまちづくりをどのような形で進

めていくかという形を考えましたときに、まず中央線の複複線の問題を取り組まなけれ

ばならないと、 このように思うわけです。

午前中の質問で平山駅のことが出てまいりました。その問いもありました。 そして、

私まあ失礼ですが、聞いていながら、日野市でやっておる作業というものは、果たして

国ですんなり受け入れてもらえるような手続なのかどうかということを強く感じていた

わけでありますO やはり、国の力を動かす、東京都の力を動かすという形になりますと、

文書で要請したり、少し 1回、 2回行ったぐらいでそんなに簡単に問題が解決するわけ

はないんですo (iそうだ」と呼ぶ者あり)そして、少なくとも国会の先生のところに

お願いしに行きながら話を進めなければ、これらの事業はできないのであります。

そういう面で、私はぜひこの中央線の複複線、立川・高尾間の作業を一日も早く取り

組んでいただきたい。そして、これらの問題を解決するということが、日野駅周辺のま

ちづくりの中でも一番大切なことである。これらのものができるならば、当然あの距離
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は恐らく都道日野 3・4・8号線のところまで大体200メートルは優にありますo 二百

二、三十メートルはあるんじゃないかと思います。この距離をもし商庖街等をつくって

有効に利用できるならば、私はすばらしいまちができてくるのではないかという期待感

を持っているところであります。そういう面で、これらの問題も一日も早く解決できる

ように市長みずから御協力をお願いしたいと、このように思うわけでありますo

現在、この日野市の本町周辺は 4月より都道日野 3・4・12号線が両側 2車線となり

ました。市民の森スポーツ公圏内が通過できるようになりました。今日では通勤時間帯

には、大変な混雑があり危険な箇所があちらこちらにあります。地域の住民から何とか

してほしいという苦情が絶えません。また、交通量の増加によりまして、道路の路面が

破損して、大変雨が降ったときなど、車から泥をかけられる被害が出ているという こと

を私のとこへ言ってきておりますo そういう面で、これらの道路問題も狭隆な本町周辺

の道路問題を解決するためには、どうしても この都道の 3 ・4 ・8号線の循環道路を通

過させるということが、交通渋滞を解消するためにも重要な位置を占めてまいり ます。

また、都道の 3 ・4 ・12号線のこの道路の日野用水から先の部分を今回、都市計画道

路として位置づけしていただきましたけれども、 これらの道路を開通する ことによって、

初めて本町周辺の道路網が幾らか整い、被害が少なくなるのではないかと、この ように

思っておるわけであります。

こういうことを考えましたときに、やはりこれからのまちづくりというものは、ある

程度先を見通したところの計画を立てて、そしてしっかりとしたところの技術者を要請

するなり勉強会を通して、しっかりとしたまちづくりのためのプロジ ェクトチームをつ

くっていかなければ、これらの問題は解決できないのではないかということを強く感じ

ているわけでありますo どうか、私はそういう面で、若い職員もたくさんこの日野市に

入ってきております。そして、この若い人たちをしっかり育てていくことが、私は市長

の役目ではないかと、このように思うわけです。そして、日野市の将来的なまちづくり、

そして特に日野駅周辺の一つ核ができてまいりますと、活力が私は出てくると思 うので

す。その活力を見出すためには、どうしても先ほど指摘したと ころのまちづくりをしな

ければならないということを感じております。

そのあたりで、市長にこれらの考え方の中から、何か参考になる ことがありました ら、

教えていただきたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野駅の周辺のまちづ くりということで、非常に遠大な内容
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のある御質問をいただいておるというふうに受けとめております。

たまたま何年来の懸案ではありましたが、四ツ谷前区画整理事業が、先ほど事業認可

を経て設立総会が進められ、いよいよ事業に第一歩を踏み出すということが決定いたし

ました。それに伴って南北、それから東西、 二本の都市計画道路も見通しが、その区画

整理の範囲では整ったわけであ ります。天野議員さ んは、その中央線の立体交差をする

部分について、いろいろ御心配を持たれていると いうことだと思いますけど、これは東

京都が直接所管をいた します 3・4 • 8号線の事業の中に位置する事業でありますから、

これの促進はぜひお願いをしていきたい。こ う考えており ます。それから、同時に、余

り先走るとい うことはないと思いますけど、 ょうやく御承知のとおり ]R中央線の三鷹・

立川聞のいわゆる立体交差、複複線化が東京都の決断によりま して、おおむねの負担区

分が決まり、 1，500メータ-15年間事業と して、事業化に向か うとい うそういう状況は

あるわけであります。これは、まさに連続立体交差でありますO それが完成するとき に

は、その次には、 今度は立川 ・八王子連続立体高架という問題が生まれてくる。そうい

うことになるだろうという ことは、今日推測でき ますが、今多摩川から日野駅間のあの

部分を連続立体してほしいといっても、ちょ っとまだ時期尚早だといわざる を得ませんO

地域には、しかしそういう期待がある という ことは、だんだん醸成しておく こと は、 将

来のために適当なことだという ふう には受け取る わけであります。

それより先にすべき ことは、やはりいわゆる路線の東方の森町の再開発、これを早 く

具体化したい。こ ういう ことをかねがね考えているわけであ りまして、御指摘もそのと

おり だと思っておりますO 森町の再開発は、 つまり一番駅に近い発展が当然できる土地

であ りなが ら、古 くから住民の方が狭い道路に過密の状態の住宅ができておる もんです

から、なかなか手がつけがたい。これこそまきに立体化いたしまして、そして都市化を

図る。これが再開発と し、し、ましょうか、そう いう事業に当たる仕事だというふうに言え

るものだと思っておりますo

天野議員、地元の立場で地域にいろいろと活躍をしていただいておるわけであります

が、もう何年来、 地元には再開発をいたしましようという前提のお話は、代表の方を経

て伝えであるわけであ りますから、地元が立ち上がっていただくことが、 一番き っかけ

になるなとい うふうに思っており ます。その際に、例えば日野駅のピル化による改造と

いうことも事業になり得るだろうと も思います し、その際には ]Rの投資とい うことも、

もちろん大切であ りますし、 それか らある程度の開発に必要な、つま り付加価値をつけ

る建物を高度化する。 そういう財政上のスポ γサーも誘導しなければならないだろうと

ヴ

i
q
J
 

qu 



思います。そういうことを展望しながら、日野市も積極的に都市計画事業を組んでいく

ということが、これからのあの方面の地域に対します状況でございますし、 3・4 ・8

号線に伴いましては、ずっと数珠つなぎのように組合施行の区画整理事業が地元でいろ

いろと相談を受けております。そういうことで、だんだんと日野駅の駅周辺のまちづく

りが整ってし、く。そういう見通しは、もう当然、持つべき時期だと、このように思ってお

りますので、ひとつ過去の調査資料もあるわけでありますから、再開発の一歩踏み出し

あるいは四ツ谷前区画整理事業のスタートにあわせて、将来展望をだんだん具体化して

くる。このように考えておりますし、またそのような取り組みで進めていかなければな

らないことになるわけでありますから、ひとつ地元の一歩踏み出した決意を、まず何ら

かの形で情報を与えていただく。こういうことが、今日の課題ではなかろうかと思って

おりますので、よろしくお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 市長の言っていることは、私も十分わかるわけです。

中央線の複複線の件も三鷹・立川間は15年計画でやる。たしか東京駅から三鷹間も、

やはり 20年ぐらいかかって終わったわけで、す。しかしながら、私は15年たてば事業が当

然伸びてくるわけですから、その前に、やはり立川・高尾間の中央線の複複線の件はし

かけておくことが、政治家としてやるべきことではないかなという ことを強く感じてお

るわけで、す。そして、森町地域の再開発も、もう現在、そんなにあわててないわけです。

そして、私たちも当然、今度やる限り50年、 100年先行っても、やはり残れるような町

を計画したいわけであります。私が日本全国でこの再開発で現在成功しているまちはな

いということを申し上げました。実際調べたんです。それで、現在やっているのは倉敷、

横浜、川崎、大森、品川、そして埼玉の方では)11口、それから浦和、そして立川、八王

子、それから仙台ですね、このあたりがやはりある面ではリ ー ドして進めている再開発

事業であります。これ、やはり30年以上もかかっている地域があるわけです。

そういう中で、私は少なくとも日野駅周辺の四ツ谷前区画整理事業が始まりました。

組合施行が始まりました。このあたりは将来的に考えるならば、やはり日野市でも一等

地なる場所であります。こういう土地を、そして地権者に対しても、やはり有効利用で

きるような方法を考えてあげるということが、また日野市の発展にもつながると思いま

すし、これらのものを、やはり大事に育てていただくということが、行政側からの指導、

そして勉強会や、そして視察へ行きながら十分利益が上がるような方法であるならば、

協力してもらえる方法があると思うんです。だから、そういうことで、これらの土地の
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有効利用を考えていただきたいということを強く望んでいるわけであります。

私はもうあわてる必要はないと。そして、これらのまちづくりは(iあわてなきゃ進

まないよJと呼ぶ者あり)40年、 50年、 100年先行ったときのまちづくり、これらの・・・

. ( iそこまで生きてねえよj と呼ぶ者あり)これらのしっかりしものをつくるという

ことが、私たちが死んでもまちが残ればいし、じゃないですか。そして、次の世代が安心

して住めるまちづくりをするということが、私たちが働いているところの使命であると、

私は考えておるわけです。(rそうだ」と呼ぶ者あり)

そういう面で、これらの問題を今後しっかりと取り組んでいきたいと、そのように考

えておるわけで、す。ぜひ、そういう面で市長も機会があったら、この立川・高尾間の複

複線をしかけるならば、西平山の駅をつくるのはそんな問題はなくなってくるのです。

だから、私はあえてこういうようなことを申し上げておるわけです。日野市の全体を考

えるならば、やはり総体的にものを考えながら、どういうところを進めていけば日野市

が優位になるかということを、やっぱり考えていくことが必要ではないかと私は思うん

ですo このようなことを要望しておきまして、私の質問を終わらせていただきます。

(拍手)

0議長(小山良悟君)

質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

これをもって 9のし日野駅周辺のまちづくりについて問うの

議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時38分休憩

午後 3時15分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問10の 1、改正生産緑地法についての通告質問者、鎌野行雄君の質問を許しま

す。

(24番議員登壇〕

024番(簸野行雄君) これから通告質問をさせていただくわけですけれども、通告の

問題に入る前に、一言申し上げておきたいんです。

それは、最近の議案書なり何なり、非常に市側のミスが目立つ。これはこの議会に限

らず毎回そういうミスが指摘されるわけです。先日も空き缶の処理施設のことで 9月議
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会で提案したのを取り下げる。改めて提案し直すというような大きなミスと言えばミス

がありますo また、予算書の内訳榔にも記載ミスが挙げられる。小川議員の指摘された

ように、この問題自体は確かに市自体で処理できない問題、公団との連携プレーが必要

でありますから、これは連携不十分と行政姿勢の問題だと思います。記載ミスなんでい

う単純ミスは、普通ならあり得ないわけで、すo どっかで担当者はもちろん、どっかでチェ ッ

クすれば間違ったまま議案書で議会に出てくるなんてことは、普通考えられないことで

す。これがあるということは、一つは議員さん最近、前にも増して非常に勉強されてこ

ういうミスも見逃さないということも一つの原因かと思いますけれども、そればかりで

はないんで、行政側のあくまでもミスだと言わなければならないと思います。

いま一つ、私不思議に思ったのは、せんだっての市長の行政報告に関してですが、あ

の項目の中に、七生用水組合に関してと、こういう記載がありま した。現実には、 七生

用水組合というのは存在してないんです。高橋 徹議員のお父さんが東部連合用水を担

当し、南平以西は私が西部連合用水ということで担当しているわけですけれども、何だ

ろうこれはと思って担当者に聞いたところ、恐らく 土地改良区の問題ではないかとい う

返事が返ってきました。左のごとく市長は、あの行政報告ではすら っと七生村土地改良

区と、こう読みかえてそのまま発言を続けられたわけです。

そんな大人げないことを取り上げてもおかしいので、私そのまま黙っておりましたけ

れども、どっかひとつそういう方面、担当者なりが「これは間違っています。Jと言え

ない何かムードが市の職員の聞にあるんではないか。こんな気がしてならないんですO

いわば何か行政の聞の風通しが悪い、すき間風が吹いているんじゃなし、かと、 こんな気

がします。下手をすると、市長、イソップ物語じゃないけど、裸の王様になりかねない

と……(rそんなことはないj と呼ぶ者あり)いや、実際そうです。それを私心配して

いるんです。これは行政にとっても、また市民にとっても大きなマイナスです。また、

市長にとってもそうだと思います。ひとつ、職員なりあるいは市民の声には、これから

も真剣に耳を傾けて行政に取り組んでいただきたし、。このことを、余計なことかもわか

りませんが、ひとつ前もって要望しておきます。

それでは、通告の質問に入らせていただきます。

改正生産緑地法についてということです。谷議員がこのすぐ後、同じ内容の問題につ

いて質問されます。本当は、協議して分担してこれまで私がやる。谷さん、後やってく

れよというふうにいけばいいんですが、それも実際問題としてできないんで、ごく簡単

に、余り余計なことを言わないで質問させていただきますので、答弁者側も協力をお願
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いしたいと思います。きょうは、非常に皆さんの協力のおかげで、議事もスムーズに進

行しております。なるべく時間をかけないで質問を終わりたいと思います。(rそんな

こと言わないで、楽しみにしていたんだからJと呼ぶ者あり)

実は、この生産緑地の問題については、 3月議会で私質問しであるんです。しかし、

その段階ではまだ生産緑地法も固ま っていなかった。あるいは、たしかその後 4月に正

式に公布された。あと細部については 9月に、それに関する施行令あるいは通達という

のが決まって、ほぼ全貌が明らかにな りました。そ して、この秋、各所で何回か説明会

を聞いて関係者に周知させて、今きょう締め切り で実は、意向調査が行われているわけ

です。それで、これから各種の手続を経て、 来年12月正式に決定すると、こういうこと

になっております。これが意向調査表なんで、す。これで、どういう調査をするかという

と、お持ちの農地について、 生産緑地に指定してもら ってこれか らも農業を続ける意向

だ。ある いは生産緑地の指定を受けないで農業を続ける。こう いうケースはあり得ない

と思いますけれども、あ るいは一部生産緑地の指定を受け、残りは指定を受けずに農業

を続ける。これがあり ます。また、 一部生産緑地の指定を受け、あとは指定を受けない

と、 これは当然のことですけども、まるっきりあとは生産緑地の指定は受けませんと。

このう ちのどれを選ぶかと、 こう いう 意向調査なんで、すO きょ う締め切りということで、

もちろん正確な集計ある いは分析は不可能かと思います。

実は、私も きのう提出したばかりなんで、すO ただ、各地で既に意向調査が終わってい

る地域もあ りますO ひと つ日野市において、大体傾向としてどなたかの質問の中で1，30

0人とか対象者がし、るよ うですけれども、 そのうちのおおよそ何割 く・らいが生産緑地を

希望されるのであろうか。あるいは面積と して何%ぐらい生産緑地として残るであろ う

か。 これが、わかる範囲内で結構ですから、まず説明していただ きたいと思います。

0議長(小山良悟君) 飯野行雄君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(鈴木栄弘君) まず、ただいまの御質問でございますけれども、 10月

の23日から12月の10日までを期間といたしまして、農業者の周知徹底を図ると同時に、

今後の市の事業の進め方の対応も考えまして、地元の所有者の直接のアジケート調査を、

今実施しておるわけでございます。それで、今議員さんの御指摘のとおり、きょうが締

め切りでございますので、 正確な数字はまだわかりませんけれども、現在まで返送きれ

てきておる、きのうまででございますけれども、回答者が739名、きのうまで一応回答

をいただいておるわけでございます。それで回答の率として54%と、こういうことになっ

ておるわけですけども、この具体的なまだ集計、今やっている最中でございますので、
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概略でちょっと申し上げますと、全体対象者が1，361名いるわけですけれども、この1，3

61名で農地の面積が322万6，528平米あるわけです。このうちで、現在の時点で、今つか

んでいる数字でございますけど、約30前後ということでございます。具体的にははっき

りした数字は、明日以降にならないと確定な数字が出てきてないということでございま

す。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 飯野行雄君。

024番(簸野行雄君) 確認したいんだけど、今の30というのは30%ということですね。

( iはいj と呼ぶ者あり)それは面積比ですか。それとも人数でですか。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) 失礼しました。

面積比で大体30%前後というふうに踏んでおります。

O議長(小山良悟君) 飯野行雄君。

024番(簸野行雄君) ある新聞によると、埼玉県のある市では、これが16%だと いう

数字もありますし、たしか八王子市では、これは20%ぐらいだそ うです。だから、この

30%というのは、ほかの地区と比べてそんなに低い数字ではないと思います。 しかし、

これもまだ確定でないと、一応こんなことで出しておいてみょうかなと、 2月、3月の

本申請の場合には、これよりも恐らくふえることはない。減るんではないかと、 こんな

ふうに判断しております。

当初の建設省あたりの予想、が、もっと生産緑地が多いんではないか、希望が多いんで

はないかというような予想であったようでありまして、 9月議会で、これは竹ノ 上議員

でしたか、生産緑地について質問されましたね。そのときの担当部長がフィフティ ーフィ

フティーぐらい行くんではないかというようなことを答弁の中で言っておられましたけ

ども、どうもそんなふうにはいきそうもない。ということは、この生産緑地制度が非常

に農家にとって厳しい制度であるということの反映だというふうに考えてし、し、と思 うわ

けであります。

まず、順序として今までのこの問題に対する経過をごく簡単に申し上げてみたいんで

すけども、新都市計画法、これが昭和46年にできました。そのときに、それ以来、市街

化区域と市街化調整区域と、このように線引きができたわけです。そして、市街化区域

の内部については、おおむね10年以内に市街化すべき地域だ。こういうふうにと られて

いるわけであります。したがって、建設省サイドでは、その中において農地を税制上特
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別扱いにするのはおかしいという主張をずっと続けているわけであります。それに対し

て、農業サイドでは、いやそうではないんだと。緑地としても、生鮮野菜の生産地とし

ても、あるいはいざという場合のス ペースとしても、農地の存在は認められなければな

らない、認めろと。税制上も特別扱いしろということで、長いもう20年来のこれは課題

であ ったわけでありますO

法的にい うと、昭和57年に一応、農地も宅地並み課税するということには、制度的は

決ま ったわけですけども、それ以後も、御存じのとおり国定資産税、都市計画税につい

ては、 長期営農継続農地と、 日野市においては、 あるいは生産緑地、それから相続税に

ついては20年間の納税猶予制度と いうのが適用されまして今日に至ったわけです。ここ

で、 改正生産緑地法が、先ほど言ったように 4月公布されまして、この取り扱いが変わっ

てきたとい うこ とであります。どんなふう に変わってきたかと言いますと、最初申し上

げたよ うな手続で生産緑地が申請、最終的には市長の決定で指定されるわけですけども、

その条件と して、まず大前提として、これは現在農地である。農業の用に供していると

いう こと。それから、聞き慣れない言葉ですけれども、条文の中には、生活環境機能を

持ってい ると いうこと。それか ら、 将来公共用地として使える土地であるという、これ

は一つの条件です。それか ら、面積的に500平米以上 1団地なければな らない。それか

ら、農業としていろいろな条件が、農地としてこ れから も守っていけるだけの条件を持っ

ているかとい う、これが三つ目の条件。 いま一つは、これはも ちろん所有者の同意とい

うことです。この条件がかなえられれば、生産緑地に骸当すると いうこ とのようです。

最終的には、とれは都市計画決定ですから、重ねて申しますけれども、 市長の判断と手

続的にはいろいろな手続がある んですけれども、市で原案をつ くり、あと市の都市計画

審議会の議決を経て都へ持ってし、く。都知事も都の都市計画審議会の議決を経て、同意

して市に返ってくる。それに基づいて、市長がスケジュ ールとしては12月に正式に決定

すると、 こういうようなふうになっておりますけれども、国会のこの法案に対する附帯

決議がありますO それは、できる限り農業者の所有者の農家の意向を尊重してもらいた

い、 尊重すべきである。 と、こういう附帯意見がついているわけで、すo

そこで、市として この申請について、どんな判断で生産緑地を指定するのか。農家サ

イドの意向をあくまでも尊重 してやるのか。その辺、まずお伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) 指定の考え方でございますけれども、今、議員さんが

前段でお話し申し上げております認定をしていく上で、環境機能、それから将来公共用
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地に適している土地、さらには最低限 1団として500平米以上の土地であることと、そ

れから、継続的に農地としての耕作が可能なものと、こういうのが最低の条件となって

くるわけでございますけれども、市の考え方として、またこの生産緑地の考え方として

は、できる限り農家の意見を尊重しながら申し出たものについては対応していきたし、と、

尊重していきたいと、こういうふうに考えておるわけでございます。

特に今、市街化区域の中で日野市の場合、農地が14%という割合を占めておるわけで

ございますので、これが当市の緑地または生産緑地としてオープソ スペース として貴重

な財産でございますので、できるだけ尊重して指定をしてい きたいというふうに考えて

おります。

0議長(小山良悟君) 飯野行雄君。

024番(篠野行雄君) ほぼ現段階で生産緑地にしたらどうな るかあるいは生産緑地を

希望しないで残したらどうなるであろうか、税制上もですね、とい う見通 しがし、ろいろ

な説明会を通じてわかってきました。非常に農業サイドにと っては厳 しいと いうことが

言えると思います。戦後、農地開放がありました。こ れは封建的な農地所有制度を改め

る。民主的な農村をつくるということについては、 荒療治でああい う事態で占領軍の命

令によって実施したわけですけども、今日の民主的な農村の基礎を築き、ま た大き く言

えば、今の日本の経済的繁栄の基礎を築いたと言えるかと思いますo あのと きに、戦後

のインフレということもありますけども、ほとんどただ同然で地主さ んは農地を手放 し

たわけですけれども、これは農業サイドの問題であって、それによって農村秩序も民主

的な秩序が形成されたと言えるかと思います。

今のこの改正生産緑地の制度は、第二次農地開放だとよく 言われておりますけれども、

この戦後の農地開放よりももっと、これは首都圏、中部圏、近畿圏のこの適用対象の区

域内の農家にとっては厳しい、その存亡に影響するような制度ではないか、制度である

と言ってもいいかと思います。いま少しこの生産緑地の制度がどんなものかということ

について説明してみたいと思いますO

この生産緑地の指定を受けますと、 30年間は農業を続ける。 農地以外には使つてはな

らないという規定があります。それから、死亡すれば、もちろん相続時点では、これは

また選択の道があるわけです。いま一つは、農業が健康上の理由、病気にな って、 主た

る従事者が農業を続けることが不可能だと判定されれば解除できると、こうし、う規定も

あるわけであります。ただ、非常に厳しいというのは、仮に後継者がし、ますね、今から

15年たって相続が発生する、もちろん生産緑地ですから農地相続をするわけで、すO さら
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に15年たって、通算30年たつ。説明会で質問したとこによると、 30年たてば、その時点

で確かに生産緑地は解除できる。ただし、相続税はさかのぼって払えと。これはわかる

んです。仕方がないと思うんですけれども、利子税をつけて払えと、こういうことなん

ですよね。恐らく利子税が今六・何%とかいう数字ですから、 15年というと約倍、倍払

うという ことに現実にはなりますO ということは、これはそういうことは実際問題とし

てあり得ないわけで、地価が高騰すればとにかく、恐らく将来そういうことはあり得な

いはずですか ら、生産緑地を解除して土地を売って、さかのぼって相続税と利子税を払

うと、 それでは足り ない。売った代金だけでは足 りない。幾らか足し前をしなければな

らないという ことになる勘定で、 事実上、終生農地を続けなければ、 2代目は終生農地

だと。これははっき り終生農地だというふうな表現を使っております。

近 くのまだ結婚前後の後継者を持っている方、あと後継者として農業をやってい る人

もいますけれども、 大部分の人はサラリ ーマンになっているわけですけども、 今までそ

のうちでサラリーマンをやめさせて後継者にしようと いう人も相当数、う ちの地域でも

いるわけですけれども、 聞いてみる と、 こんな厳しい生産緑地じゃあ、そんなことをす

る必要はない。そんなこ とをしたら、後継者にしたってかわいそうだと。確かにそのと

おりだと思うんです。仮に 3代目は、果た してあ と農家を継ぐかどう か。そんな何十年

先の ことわからないわけです。となると、後継者は一生農業を続けなければならない、

死ぬまでですね。妙な条文がありまして、農業をするのに非常に困難になったときでも、

生産緑地の指定解除できる かというと、これはできないということなんですよねo じゃ

あ、 私、説明会に行って質問したんですけれども「死ぬまで寿命を減らしても農業を継

続しろ。 」と、 こう いう ことかと言ったら、いや、実際問題としてそう なんですよねO

そのような厳しい制度では、後継者にし ようと思ったって、だれもしないですよね。そ

ういう ことで、後継者不足はますます進むかと思います。

じゃあ、生産緑地にしないで宅地を選んだ場合、税制面でどうなるかということです。

これは、 近傍宅地の評価額の、固定資産税、都市計画税については 2分の l課税だそう

ですo これは、 農地は広いですから、宅地にするにはある程度、それはまあ全部の面積

がすぐ宅地にはならないわけです。おおむね、区画整理でも三十数%の減歩は、通常か

かるわけです。開発行為をやると、 実質的に使える宅地は半分になってしまうわけです。

だか ら、2分の 1とする数字は、そんなに非常識な数字ではない。まあまあだろうとい

うふうに判断されます。それと、 区画整理区域内はさらに 3年間は10分の l課税だと、

このような制度もあるよ うであります。
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問題は、それじゃ、相続の時点ではどうなるであろうかと。これからどちらを選ぶか

という選択の一つの基準として、どのぐらい生産緑地に残しあるいはどのぐらい宅地を

選んだら、どのぐらい相続時点で相続税の負担が出てくるだろうというようなことも大

きな一つの鍵になるわけで、説明会では、おたくの相続税はこれを見てくれればわかる

けども、このぐらいの面積だと、そしてこのぐらいの人数の相続人だとどのぐらいにな

りますというような資料が配付されました。よく相続上の土地については、少し甘過ぎ

るよというようなことが、通常言われておりますけれども、そして、今度は近傍宅地の

おおよそのところ、今まで 7割の評価だったのが一割引き上げて 8割にするというよう

なことが検討されているようですが、日野市に関する限り、この相続税の評価は相当厳

しいわけで、すo どんなふうにして、これを評価するかというと、路線化区域というのが

あります。

これは路線化がずばり相続税評価の基準となります。そのほかの区域は、固定資産税

評価額の何倍ということで評価し、それに約 7割あるいは 8割を掛けて相続の評価が出

てくるわけですけども、これ大体どの地域がどのぐらいの評価だという ことが詳しく出

ておるわけですけども、私の近くで西平山三丁目の日野市滝合小学校付近と いうのが、

この表の中に出ておりますけれども、これが平米約24万だそうです。とすると、坪約80

万ですね。それで、当然最高で70%課税されますから、おおざっぱな計算で相続は基礎

控除なりそのほかの控除を引くと、実行税率60%ぐらいになるそうです。そうすると 1

坪当たり、単純な計算ですけども33万円相続税を払うようだと。

これと、もちろん農家ですからそんなに現金があるはずはないんで、相続税を払う場

合には、これは土地を売って払わなければしょうがなし、。というのが現実ですが、今民

間のこういう土地情勢で取り引きしているのはほとんどないんで、それとも今、どのぐ

らいに現時点で売れるかという計算が出てこないと、それが出てこないわけですけれど

も、あそこはたまたま市の土地開発公社で区画整理の先行取得として、用地を買収して

おります。相続が発生すると、大体の人が市に先行取得して買ってもら っているわけで

す。それは、坪60万から70万の間ということですから、評価としては相続税評価とほと

んど違わない。多少、民間よりもこれは税金が安いですから、市に売った場合には譲渡

所得の分離課税ですからね。多少は民間に売った場合には高くなるかも知れませんけど

も、今のところ、先行取得して市に売るより仕方がないんです。そうなると、ほとんど

手元には残らない。さきに申し上げたように、多少相続の場合には相続の減免措置があ

るから、多少それも影響してきますけれども、この計算でいっても約持っている農地の
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宅地を選んだ場合、生産緑地にしない場合は 4分の 1になってしまう。こういう計算に

なるわけで、すO さらに、これが先行取得がない土地の場合、区画整理が予定されていな

いというときには、来年から三十九・何%、これは住民税、合算しての数字ですが約 4

割、譲渡所得の場合には課税されることになっておりますから、ほとんど手元に残らな

し、。

よく昔、財産は 3代相続するとほとんどなくなってしまうということが言われており

ましたけど、今は、私の個人的なことを申し上げて甚だ申しわけないんですけども、こ

れで大体どのぐらいしたら相続税がどのぐ らいかかってくるかなと、こう当たってみる

と、仮定として私が先に死亡する。家内が今度は半分、 2分の 1の非課税を選んで、次

に家内の死亡のときに相続する。 2回、 2回だって 1代ですよね。 1代相続すると、農

地は全部なくなってしまうというのが、今の相続税の実情なんで、す。こういうことは、

まだ一般には余り詳しくも知られてないんですけども、おいおいわかってくるはずです。

今、日野市の農地が宅地化が大体、農業委員会の転用の手続を見ますと、年間 8ヘク

タールぐらし、、それ内外、 1けた台ですね、一番最盛時には昭和46年前後には、年間50

ヘクタ ールぐらい転用があったわけです。今は、大体そんな数字で落ち着いているわけ

ですけれども、近い将来、そんな遠くない将来にほとんど日野市から農地が消えていっ

てしまうんではないかというふうに懸念されるわけです。

今、生産緑地の認定についてどういうような市の姿勢かということを聞きましたけど

も、あと生産緑地については、 30年経過後ある いは主たる従事者の死亡したときには、

これは自分では勝手に処分できない。市へ買い取り請求をする。こういう制度になって

おりますO 市では、特に事情がない限りその土地を市で買い取るという制度になってい

るわけです、時価でですね。これ30年というとまだ大分先のことですから、すぐにすぐ

の問題ではないわけですけども、相続というのは、これはいつどこで発生するかわから

ない。毎年、毎年確実に相続は発生するわけで、相続税納税猶予制度ができてから、も

う約、あれはたしか昭和50年度分ですから15年ぐらいたつわけですけれども、その聞に

今、相続税納税猶予制度の適用を受けている農地が約60ヘクタールあるそうで、す。です

から、年問、計算すればすぐ出てくることですけども、相当数の死亡による買い取り請

求が出てくるはずです。

それについて、これはたまたま区画整理の予定地だとかいうんなら、これは市でも先

行取得して買うことも、これはメリットがあるはずですが、その区域外の場合にも、あ

るいは使い道のない土地も中にはあり得るわけですから、そういう土地については、買
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い取り請求にどう対応するのか。また、財源的にもこれ大変なことだと思います。その

辺の固なり起債あるいは利子を面倒見てもらえるとかそういう制度はどうなっているん

だろうか。これを市で買い取らない場合には、他の公共機関にあっせんするとかあるい

は他の農家に買ってもらうように話を持っていくとか。これはもう恐らくあり得ないこ

とですから、そして 3カ月たてば、じゃあほかへ民間へ処分しでもし、し、ょと、 こういう

ことになるようですけども、先ほど申し上げたとおり、民間に売る場合には、 これは40

%の税金がとても相続税にも足りないと、こういう 事態になるかと思いますけど、その

辺の買い取り請求の場合の対応について、どう考えているのか。これいまひとつ私、 ちょっ

と調べてもよくわからないんですけども、いわゆる1，500万控除ですね、 これは果たし

て適用されるんだろうかどうかですね。それと、税率が猶予宅地の場合の20%で済むん

だろうかとか、その辺ひとつお伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、ただいまの質問にお答えしたいと思いま

すo

もちろん、生産緑地の緑地法の改正に伴って買い取 りの問題でございます。現行につ

きましては、土地の需要にこたえるための財政負担、 地価高騰の影響を受けてかなり膨

大になっていることは、現状、事実でございます。今の公有地拡大に関係する財源問題

としては、一つは公共用地の先行取得等の事業債、義務教育施設整備事業債、公共住宅

建設事業債、この三つが地方債の関係であるわけでございます。現行におきましては、

その他、土地開発公社の設立、開発基金制度を設けて土地を購入 しているわけでござい

ますo

今御質問の内容でございますO 当然30年後の問題でございますが、 義務づけは市にあ

るわけでございます。よってこの問題は30年後とはいえ、 二つの例外規定はあるわけで

ございますので、一つは、農業従事者の死亡の問題あるいは農業が不可能にな ったとい

うこつの条件の中では、ただ単純に30年後というわけにはいかないという ふうに思って

おります。そういう中では、これの生産緑地法の改正に伴って、先ほど申し上げました

公共用地の先行取得等の事業債、起債対象要件がかなり拡大、平成 3年度からされた こ

とは事実でございます。ただ、内容的には、まだ拡大されたという ことであ って、 生産

緑地の買い取りの対象になるというところまで行っておりますが、まだ具体的にこう だ

というような起債の関係では出ていないのが実情でございます。今後の当然、国の補助制

度あるいは起債許可条件等の一層の改善を、我々としても求めていく必要があろうとし、
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うふうに、現行では考えているところでございますo

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 飯野行雄君。

024番(絞野行雄君) いま一つ私が聞きたいのは、財政的な裏づけと同時に、生産緑

地はかなり 、先ほどの答弁にありま したよう に、所有者の希望はなるべく認めたいとい

うこ とですか ら、それ らの公共用地としても、不適当な場所でも生産緑地に認められる

はずです。 生活環境機能を果たせればいいんだとい う面からいけば、緑地にしても公園

でも、 緑地として生活環境保全に役立つていればいし、はずですからね。そうい う土地も、

恐らく 買い取り請求として、将来出てく るんではないかと思うわけですが、そ ういう場

合に も、 なるべ く市ではできれば貿い取っても らいたいというのは、農業関係者の要望

だろうと思うんですけど、その辺の対応はどう なる んだろう かということを、 ちょ っと

質問の中にあったはずですけれども。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長 (長谷川暢男君) 確かに、今の御質問の内容でございます。

産緑地の買い取りの申し出があった場合には、これは市長は特別な理由がなければ

買い取るのが第一条件だとい うことにな っているわけでございますO 当然、 まだ具体的

にそこまで詰めており ませんが、 農家の立場を考えなが らこれはどんな用地でも、果た

して買えるかどう かとい う問題点はある わけでご ざいますが、今、現状の中ではま だま

だ国の動向あるいは起債等の関係等を含んでの検討の煮詰まっていない部分が数多 くあ

るわけでございます。今後の動向等を踏まえて、

じてくるというふうには、現状考えております。

以上でございますO

飯野行雄君。

的には、やはり買い取る必要は生

0議長(小山良悟君)

024番(簸野行雄君) いろいろ問題があろうか と思いますけれども、できるだけそう

いう場合にも、ひとつ市でも対応できる だけの ことはしてあげていただたい。そのこと

を要請 しておきます。

あと、 3月議会で質問 したときにも、 市民農園の問題について、市長から発言があり

ました。現在あちこちに、これは市の行政にのらない、民間の家庭菜園なりー坪農園と

し、し、 ますか、 各地に見られます。非常に希望者も多いようであります。制度の中では、

現状市民農園でもあるいは将来市民農園にしても、生産緑地として認めるというよ うな

1項目もあるようですが、これは、今民々で行われているような市民農園も該当するの
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か。あるいは市の行政にのつかった、例えば市で買い受けて市の行政の中で処理してい

る市民農園でなければ該当しないのか。その辺、調べてもちょっとわからないので、わ

かったらひとつ教えてもらいたい。

いま一つ、これは要望ですが、非常に私も一部そんなような形で利用しているんです

けれども、非常に長年熱心に家庭菜園として利用されて、皆さんも喜んで、使っているわ

けですけども、できればそのような形でそのまま市民農園として生産緑地として認めて

もらいたいと。長い間の付き合いでもありますし、いやもうこういうことだからだめで

すよということもなかなか言いかねるんで、その辺、制度的にどうなのか答弁を求めた

いと思います。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) それでは、生活文化部長か らお答え申し上げますO

今、お話のありましたように、現在市内には都市住民のリクリエーション等の用に供す

るための市民農園は、市が関与しております消費者農園、これは生活課が現在行ってい

るわけですが、 5カ所、 5，559平米、 391区画に及ぶものでございます。こ の消費者農園

のほか、地主さんが相対で貸しておりますみなし農園が、かなり存在しており ます。今

後も生産緑地を農地として管理して上で、この市民農聞は重要な手法であると言えるも

のでございます。

今後の税制上でどう扱われていくかということにつきまして、ただいまの時点でわか

ることについて述べてみますと、まず通常言われます市民農闘なら何でもそれが該当す

るかということのようですが、そうではございませんo あくまでも先ほどから言われて

おります生産緑地といたしましての認定条件を満たしているというものでなければ、 該

当をしてこないということが 1点ございますo

第 2点といたしまして、その税の取り扱いについて申し上げますと、当該市民農園の

運営の方式によりまして、いわば市民農園整備促進法で、次のように定めております。

それに該当するものは大きく二つo 特定農地貸し付け方式、もう 一つは、農園利用方式

というこの二つでございまして、まずその第 1点目の特定農地貸し付け方式でございま

す。これは簡単に申し上げますれば、もっぱらその農村振興のため、市町村、農協が貸

し出すというものでございまして、これに対する税措置といたしましては、固定資産税、

いわば農地課税は適用されます。しかし、相続税の法上の納税猶予、これは適用きれな

いというものでございます。

第 2点の農園利用方式でございます。これは、内訳として三つの形態がございますO
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最初の形態といたしましては、開設者が所有者であって、体験農作業のために入園させ

るものというものでございます。これは第 1点目の形式ですが、これは農地課税は適用

されます。また、相続税の納税猶予、これも適用されます。残る二つのもの。一つは、

開設者が所有者であって、農産物が利用者に帰属する場合です。それと、もう一つは、

開設者が所有者でない場合と、 この二つがあるわけですが、このいずれも農地課税とし

ては適用を受けます。 しかし、相続税のその納税猶予というものは適用されないと、こ

のようになって ございます。

では、その市民農園につきまして、少しく詳 しく御説明申し上げますと、次の二つが

ございますO それは、第 1、先ほ ど触れました一番最初の市民農園整備促進法による市

民農園、それとも う一つは、 市内に現存する市が仲立ち している消費者農園とのこつが

ございますO それで、第 1番目 の市民農園整備促進法によります市民農園は、先ほど税

措置で説明して きたところでござい ますが、第 1点と して、特定農地貸し付け方針でご

ざいます。これは、特定農地貸し付けに関する農地法等の特例に関する法律による貸 し

付け方式でございまして、も っぱら農村における活性化と、その遊休農地の利用増進を

図るため、地方公共団体または農業共同組合が農地の貸し付けに当たり、相当数の対象

者に定型的な条件で10アール未満を貸 し付けるものでございますo

もう 一つは、 賃借権その他の使用及び収益を目 的とする権利の設定、または移転を伴

わないで当該の作業の用に供されるものに限るわけでございますが、相当するものにリ

クリエーショ γ、その他営利以外の 目的で継続 して行われる農作業の用に供される農地

ということでございまして、 これは先ほど も申しました農園利用方式で‘ございます。

相対的なもので、 冒頭に触れましたみなし農園ですか、は該当するものでございます。

以上説明申し上げましたが、 今後もその指定と取り扱いにつきましては、 市民農園の

持つ生産緑地としての存在価値に着目 いたしまして、 引き続き農業者の立場で対応して

まいりたいと、そのような考えでおるところでございますO

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 飯野行雄君。

024番(簸野行雄君) 冒頭申 し上げたんですが、ひとつ答弁も簡潔にしてもらいたい

ということと、ずばり、 今民々で貸 し借 りしている家庭菜園は、あるいはー坪農園とい

いますか、それの取り扱いはどうかという ことですが、わかりました。

あとは、それでは続けて質問しますけれども、区画整理区域内の減免規定があるんで

す。 4年度から 6年まで10分の 1~.こ減額という規定があります。これは、今事業中の地
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域、あるいは事業予定の区域、もっと広く解釈して、説明会を持って平成 5年度中にあ

る程度話がまとまれば、これの制度を適用受ける。こういうことのようであります。こ

れの適用範囲について、法の解釈からいけば、区画整理中あるいは事業中だから、宅地

として使用できないんだから、ひとつ減免してやろうよというのが、これは趣旨だと思っ

ていいはずです。ですから、この 3年間というのは、当面 3年間ということで、また後

の処置は考えられるわけでありますけれども、既にある程度事業が進んで、供用開始に

なっている土地もあるはずですが、その辺の取り扱いですが、それまで含めて 3年間の

納税10分の 1課税が認められるのか。あるいはいま一つの問題は、 3年後は、 じゃあど

うするのかと、これはまだ 3年先のことはわからないと言えばわからないんですが、 3

年ぐらいで供用開始になる見通しは、そんなにないはずですから、それよりも何らかの

処置をとらなければ不公平だということになるかと思います。その辺どう 考えるのか。

続けて、いま一つ、小作地の問題があるわけで、すo これがどうもいろいろ聞いてみて

もはっきりしなし、。農地法上の取り扱いと今回の取り扱いと矛盾が出てくるわけで、す。

たまたま、これはもちろん生産緑地にするには、関係権利者の同意が必要とい うこ とで

すから、耕作者と地主が生産緑地を希望する場合には、これは問題ありません。 しかし、

一方が、例えば耕作者が生産緑地を希望する。地主がそうでないとしたらどうなのか。

もちろん、これは制度上は権利者の同意がないから生産緑地にならないはす.で、す。 しか

し、あとの小作料はどうなるのか。今、非常にただみたいに抑えられておりますけれど

も、生産緑地にしないと、今、反当平均が24万から25万になるそうです。それはまる っ

きり地主がかぶるのか。これは地主が賛成しないから生産緑地にならない場合もあると

いうのも、これは覚悟しなければならない。逆の場合もあるはずです。地主が生産緑地

を希望する。しかし、耕作者の同意は得られなかった。こういうケースはどうなのか。

理論的に言えば、農耕を続けないことですかちら、農地法の規定を外れるかと思うと、

そうでもないらしい。そうい乃税金がかかっているから、じゃあ小作料を上げてもし、い

のかというと、いや小作料はそういう事情では上げられないんだという解釈もあるよう

でありますけど、その辺、どういうふうなことなのか。このことについて、ひとつ答弁

をお願いしたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 市民部長。

それでは、前段の税の減免の点につきまして、お答え申し0市民部長(永瀬誠一君)

上げます。

今回、宅地化する農地につきましては、宅地並み課税でございます。そして、その中
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で計画的な宅地の造成あるいは優良の賃貸住宅を建てた場合には、適当な期間、減免措

置が講じられるということになっています。御質問の土地区画整理事業に関しまして申

し上げますと、平成4年の 1月 1日現在、市街化区域農地であった土地、これにつきま

しては、平成4年の12月31日までの聞に、都または市の区画整理事業組合の設立の手続

を開始をし、平成 5年中に、その認可を得たという土地につきましては、固定資産、都

市計画税の減免が 3年間、 10分の 9ある。したがし、まして、都市計画税、固定資産税の

10分の 1を納税いただくというような措置があるわけです。

これが法律で付則で決まってはっきり書いであるんですけれども、先ほどおっしゃっ

てお られましたように、もう既に区画整理事業は施行中で、仮換地の使用収益が開始さ

れた農地、こういうものがあるわけでございます。これについては、明確な規定はござ

いませんで、解釈上の問題になっております。

そこで、現在各市町村からこれらの問題について協議が出されております。したがっ

て、現在都と自治省とか協議中でございますので、これが現在の段階ではいし、とか悪い

とかというような形ではお答えできない。

それと今後の土地区画整理事業に入る宅地化する農地、これについても、現在そのよ

うな形で協議中という ことでございますO

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) 耕作権のついている土地の場合でございますけれども、

基本的には、 賃借権、それから永小作権、先取特権、それから抵当権、こういう権利が

ついている土地につきましては、すべて同意が必要でございます。土地の所有者はもち

ろんでございますけれども、 同意が必要である。 したがって、その同意の得られない土

地につきましては、よく双方で話 し合っていただく以外は、今のところは方法はないだ

ろうというふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 鎌野行雄君。

024番(簸野行雄君) 今の問題はどうもはっきりした結論が出ていないというのが現

実だと思いますo 言わせれば、問題があるのでできれば両者で話し合って、金額で分け

るかあるいは土地で分けるかして、この際小作関係を解消してもらいたいと、これなら

すっきりすると、こういう答弁返ってきます。これ以上、理事者側サイドでも今のとこ

ろわからないんだから、質問のしょうがありませんから、答弁もないようですから質問

続けます。

最後に、市長に伺いたいんですけども、緑と清流、これが日野市のスローガンなわけ
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ですけれども、また実際市民の意向調査を見ても、住みいいか、日野市はどうですか。

では住みいいといった場合、一番どの点がいいんですかというと、緑がいっぱいあって

いいよ O 農地もあるしと、清流もあるしと、こういう答えが返ってくるわけですが、今

申し上げたような情勢で、急激にその農地も減少してくることも、これはそう遠 くない

将来にほぼ特定の農家を除いて、農業は続けられなくなる。こういうふうに想定される

わけで、す。非常にこれは、地価対策とは言いながら、地価はこのような狂乱地価の時代

がありまして、これは別に農家が売り惜しんだから土地が上がったわけ じゃないんです

ね。(iそうだJと呼ぶ者あり)あのように余裕資金が株式もそうですけれども、 不動

産業界へ100兆円も最盛期には貸し付けられたと、こういう背景があるわけです。あの

貸し付けの規制を始めた途端に、地価は鎮静に向かったという 事情があるんで、別に農

家に責任があるわけじゃないんですけども、結局しわ寄せは農業者に来るというのが現

実だと思います。いろいろ事情がわかってくると、非常に無理がある制度ではないかと。

しかし、決まっちゃったもの仕方がないんで、ただ現実の日野市の行政としては、ま た

市民としても非常に好ましくない事態だと思うわけですが、市長、これに対する判断な

り対応について、一言答弁願いたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 生産緑地法ということで、農家の方が大変苦心をしておられ

るという状況が如実に語られたような感じがいたします。私は去る11月 1日付の広報に

「農地を残せるまちづくりを」ということで小さな論説を掲げて、市民の皆さんと農家

に対して、市の立場をあるいは考え方を表明しております。したがって、こういう 農家

いじめの制度には、元来反対ではございますけど、法律としてだんだん食い込んできて

おることに対して、自治体としても一定の構えを持たなければならない。 こういうこと

を申し上げた気持ちであります。

農家の方になるべく生産緑地を残してください。つまりいいまちづくりの可能性を今

後にも続けていきたいと、こういう念願によるものであります。ですから、第一次のア

ンケートあるいは第一次の申告にも、なるべく農地が割合高く残っていくことが、 行政

の立場としては期待したいわけであります。

ところで、今の御質問の数々、大変将来にわたってのことでありますから、断定的な

ことは言えない面もありますが、日野市という自治体の能力の立場からは、財政的に行

き詰まるということは、私はないと思っております。また、他国の自治体の事情等を聞

いてみましでも、自治体経営には公園、道路、その他公共用地が地積の30%もあると、
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大変いし、まちづくりができるということも、海外の事情からも聞くわけでありまして、

そういう意味で、日野市が公共用地をたくさん持つということで、この農地の問題にも

対応していきたい。一般的には、こういうことが市民の理解に当たる回答であろうと、

こう思っております。

30年も先のことを、 今断定的に言 うことはも ちろんできないわけでありますけど、買

い取れという要求に対しては、もちろん進んで買い取る。こういう構えでなければいけ

ないと思います。固としても、 当然、それに対 します対応あるいは資金についても考えら

れるはずであります。いわゆる都市の発展と いうこ とが過密をつくることが発展である

ということには、私はもう 国民も相当気がつかれた。つまり、過密をつくらないことこ

そ発展の一番根拠であ ると いうことを肝に銘じて、市政に当たるべき時代ではなかろう

かと、 こう考えており ます。

大体そういう ことでお答えにしておきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 餓野行雄君。

024番(綴野行雄君)

O議長(小山良悟君)

ますo

本日の日程はすべて終わ りました。

明日の本会議は午前10時よ り開議いたします。時間厳守で御参集願います。

どう も御協力ありがとうございました。(拍手)

これをもって10のし改正生産緑地法についての質問を終わり

本日はこれにて散会いたしますo

午後 4時27分 散会
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日程第 1
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午前10時12分開議

0副議長(福島敏雄君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員、 23名であります。

本日、議長所用のため、私副議長がその任を務めます。特段の御協力をお願し、し、たし

ます。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問11の 1、土地税制についての通告質問者、谷 長一君の質問を許します。

[27番議員登壇〕

027番(谷長一君) おはようございます。

それでは通告に基づきまして質問をします。

今回のこの質問は、市役所に、また農協におきまして、何回となく親切に農業に従事

する人に対しまして、説明会が行われたという ことでございます。そのような中におき

まして、 一応私も いろいろとわか らない点がたくさんあるわけでございますので、この

際質問をさせていただきたいと、こういうことで通告質問を出したわけでございます。

今回のこの生産緑地法の改正に関連する説明会の開催、及び生産緑地の指定意向調査の

実施については、日野市長職務代理、助役の砂川雄ーから農地所有者各位ということで

連絡があり、十二月十日までにその意向を出せというようなことがありまして、私はま

だ出してありませんけれども、質問が終わりましたら出したいと、こう いう ふう に思っ

ているわけでございます。その点はひと つお許しを願いたい と、こう いうわけでござい

ます。

そこで質問に入るわけでございますけれども、この生産緑地の適用の範囲というのを

見ますると、首都圏、それから東京都27市、埼玉は36市、茨城県は 5市、千葉が19市、

神奈川が同じく 19市という ことで、この関東圏では106市ということになっております。

それで中部圏を見ますると愛知県が26市で、 三重県が 2市、合計これが計28市。近畿圏

が京都府が 7市、大阪府が32市、 兵庫県が 8市、奈良県が 9市、合計で56市で、全部で

3大都市圏という ことが190というのが特定都市に指定されて、市街化区域内の農地に

ついて、平成4年から取り扱いが変更して、生産緑地につきましては特別措置が講じら

れるという ことになることでございますo これは政策の一一一私はバブルだとか、いろい

ろ多くの方々に騒がれましたけれども、よ ってこ のような近在都市圏の近年の地価の高

騰ということが非常に、異常な勢レで上昇してしまったのでございますO その結果、勤

労者が一生働いても、住宅やまたは土地を確保することが困難になったと、 そこで政府
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におきましても宅地、住宅等の供給の推進にどうしてもこれは必要なんだ、やらなけれ

ばならないというような重要な課題になったということで、持ち上がってきたというこ

とでございます。これは何年か前からそのようなことは言われておりましたけれども、

政府はおそまきながらこれに気づいて、総合的な住宅供給政策の実施が急務になり、計

画的な宅地供給の促進を図るという観点から、積極的にこの活用がなさられなければな

らない。その活用というのは農地の活用ですね。市街化区域内の農地の活用ということ

になったと考えて、ここで私の考えを発表させていただくわけでございます。

そこで農業と調和した形の都市ということになると、農地は都市における良好な生活

環境を保ちつつ、都市計画を遂行し、都市づくりを進めていくということが非常に重大

なことであるわけでございますO 日野市におきましでも、市街化区域が2，240ヘクタ ー

ルありまして、市街化調整区域が河川部分もふくめまして、 471ヘクタ ールあるわけで

す。その中でこの農地の占める割合というのは一体どのくらいかというと、本当にわず

かなのです。もう既に14.4%きりないわけですo そうなるとこれらの少なくなった農地

をどのようにしてこれからの生活環境を良好に保ちながら都市計画を進めていき、都市

づくりをどのようにしていかなければならないかということが考えられるのが当然のこ

とであろうと、思うわけでございます。そうなりますと、区域内の農地を計画的に保全

するということが行政に与えられた、また責務でもあるでしょう。

また我々が日常生活を営む上におきましでも、この都市環境を良好に保つ、そのため

にはやはり都市環境の改善、それからさらには特に我々が日常生活を行う上に欠く こと

のできない生鮮食料品の供給ということも、これまた大切なことになるのではないかと

考えられますと、当然このような中に貴重な緑地のオープソスペースというのも保つ必

要があるということが確実でございます。

こうした基本的な考えという中からこれからの市街化区域内の農地については、やは

り来年から行われる生産緑地というのを見ますると、宅地化するものと、また保全する

ものとの区別というのが必要になってくるということが言えるわけでございます。

このような中におきまして、前回、前々回と何回か行われました日野市の市役所と、

農協との合同の説明会等に出ましたときにも、宅地化する農地については地区計画とか、

または住宅の高度利用計画、または区画整理等の実施によって整備を行い、計画的な宅

地化を図るというような説明も行われ、さらに先ほど申しましたように、保全する農地

についても、計画的な保全が図られなければならないというようなことや、さらにはこ

の市街化調整区域の編入と申しますか、どのようにしたらし巾、か、またはその考え方に

- 360一

よれば生産緑地と一体化したものを指定するというようなことが、積極的に行われなけ

ればならないというようになるのではないかというように私はお伺いいたしまして、こ

の生産緑地の指定についてと、さらにはこれは同じようなことになりますけれども、保

全する農地の実態と、将来計画についてという通告質問の中の要旨のことをタイトルと

してお聞きするわけでございますO これは第 1点と、第 2点ということになるわけでご

ざいます。まず最初にそのあたりー一一それではまとめて、答える方もその方がよろしい

でし ょうから、まとめて申 し上げておきます。

次には第 3点の生産緑地指定の要件といいますか、条件というのに欠けた農地の取り

扱いという ことについてまたお伺いするわけでありますけれども、この生産緑地の指定

の条件とか要件とかということを見ますると、平成 3年の法律第39号、この生産緑地法

というのを見ますると、ここによ く明記されているわけでございます。一つは、生活環

境機能、及び公共施設等の敷地に適していることということでございます。次がこの面

積が 1団地500平米以上の肥培管理をしている農地でなければならないと。 3点が農業

継続が可能でなければならなし、。可能であること。それから農地に対抗要件と、いわゆ

る耕作権とか抵当権とか、その他のいわゆる甲区でなくて、これは登記法上ですけれど

も、 乙区の権利というのはどのようになされるかということがあるような場合には、こ

れ対抗要件ですから、その付されている方の同意が必要であるということになっている

ようであります。

そこでこれらの条件に、要件に欠けた農地の取り扱いはどうするのかということでご

ざいます。どうしてこのようなととをお伺いしなければならないかと言いますと、市民

要望というのはますます複雑化してきているわけでございます。そのような中におきま

して、個人の考え方が非常に複雑化してますからまちまちでございます。そうなるとど

のようにこのような土地を自然と調和する中において、しかも我々市民が安全で、しか

も快適な生活を送るためにこの土地をやはり利用しなければ、街づくりに使っていかな

ければならないというふうに考えれるわけです。そうなると、それらの土地を何らかの

救済措置と申しますか、これは非常に難しいのですけれども、このあたりは市長に答弁

をお願いしたいと思うのですけれども、一番最後でいいです、措置を講ずる必要がある

というふうに私は考えているわけで、その点もをあわせてお伺いいたしておかなければ

ならないということになるわけでございます。

それから 4番としまて、この固定資産税、都市計画税、それから相続税等につきまし

でも、どうしてもお伺いしておかなければならないところでございます。これはどうし
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てかと申しますと、これらの農地と指定される土地は、平成 4年度以降、生産緑地内の

農地を除き、これ調整区域の農地を除き原則として 3大都市圏、特定市のすべての市街

化区域内の農地は、宅地並み課税ということになるわけでございます。

さらにこの相続等によりまして、長期営農継続農地制度というのも、これが施行にな

りますと同時に廃止されるということでありますので、 平成 3年度限りでこれが廃止に

なるということになっているわけでございます。

これらの土地を保全するということになると、 生産緑地指定を申請するという ことに

なるのではないかと思います。その農地は農地課税ということになるわけでござい ます。

この平成4年中に生産緑地に指定された農地については、 当初は宅地並み課税される が、

指定後の農地は、生産緑地に指定されるところです、 農地並みに評価され、これはさ か

のぼって 4年度分が減額還付されるというふ うに法律には書かれてあるわけでございま

す。

さらにはこの宅地化する農地については、 計画的な宅地化や、優良な賃貸住宅の供給

が行われた場合には、また固定資産税の大幅な減額措置が講じられると いうふう になっ

ているわけでございます。平成4年末まで1こ、またこ の事前協議、または開発許可申品

等を行って、いろいろと平成 5年までに開発許可をしたらどう なる かという ようなこと

もまたあるわけでございます。それらを含めまして、細かいよ うでございますけれども

もしわかりましたら、この減額措置等につきまして教えていただければ幸いだと思う わ

けでございます。

それから 5番目ですけれども、土地税制改正によりまして、どのく らいの固定資産税

等が増加になるかということでございます。これは本年の当初予算を見まする と、予算

表の説明書に記載されている合計額ということになるわけでござい ますけれども、ひと

つ間違っていると困りますので、どれぐらいになるかわかりませんので、ひと つ確実な

ところを教えていただければ一番よろしいのではないかと思うわけでございます。

これに関連して第 6点目の質問ということになるわけでございますけれども、 これは

公有地の拡大に伴いまして、非常に多くの財源を必要とするとい うこ とになるのではな

かろうかという私の推測でございますo そこでいわゆる生産緑地法の第10条とか、 第11

条、第12条、第13条ということになりますけれども、第11条は生産緑地の買い取りの申

し出とか、 11条は生産緑地の買い取り等ということであり、 12条は生産緑地買い取りの

通知、さらに13条は生産緑地の取得のあっせんというところまで及んでいるわけでござ

います。さらにはこの14条におきましては、 生産緑地区域内における行為の制限の解除
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というようなことでございますo さらに大事なことは、生産緑地の買い取りの希望の申

し出というのは、 15条にあるわけでございます。さらにこの買い取った生産緑地の管理

と、これは行政の立場でございますけれども、どのように買い取った生産緑地の管理を

しているかということ等についても、これは財源というところで、公有地拡大に伴うと

いうこ とになり ますとそれらも関係しますので、ひとつ御答弁をいただければ幸いだと

思います。

以上申し上げましたこ とをよ くお聞き取 りいただきまして、質問をいたしましたので、

ひとつお答えをお願し、し、たします。

0副議長(福島敏雄君) 谷 長一君の質問についての答弁を求めますO

者1)市整備部択。

0都市整備部長 (鈴木栄弘君) それではまず第 1点、 2点、 6点目の法律上の解釈、

この 3点について私の方からお答え申し上げます。

まず第 1点、 2点でございますけども、生産緑地の指定について、それから保全する

農地の実態等将来計画についてというこ とでございます。今、議員さんの方から質問の

中でいろいろお話がございましたので、 一部ダブるかもわかりませんけども、もう一度

御説明申し上げます。

まず指定要件としては、環境機能、それから多目的な公共施設等の予定地に適してい

るというのがまず第 1条件でございますo それから面積が 1団で500平米以上であ るこ

と。それから農業が継続可能なこと、こう いうのが指定の条件になっておるわけでござ

います。それでこの生産緑地に指定をいたしますと、都市計画として指定をするわけで

ございますので、永続的な安心した農業の継続ができると いうことでございます。さら

には都市環境の改善、それか ら生鮮野菜等の供給、ほかに既に都市計画で定めておりま

す公共施設等の公園緑地等の補完的な役割を果たすということになるわけでございます。

さらに将来的にはこ の公共施設の予定地と して担保されるこ とになるわけでございます

ので、したがいましてこれらの用地等につきましては、 公園、それから緑地等の公共用

地として管理を将来的には確保をしていくと、 続けていくと、こういうことになるもの

でございます。

それか ら一番最後の方の 6点目の中で第10条、それから買い取りの申し出、それから

希望、こう いう御質問でございます。まず10条でございますけれども、この10条の生産

緑地の買い取りの申し出、これはあくまでも指定後30年を経過したとき、これが第 1条

件でございます。 次には主たる従事者が死亡、もしくは農林業務に従事することが不可
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能になったと、これが10条で言う買い取りの申し出ができるという内容になっておるも

のでございますo なおこの買い取りの13条等にございます、こういう申し出があった場

合においては、原則として公共団体が買って、公園、それから緑地等として定めていく

というのがこの法律の趣旨になっております。

それからなおこの買い取りが公共団体ができない場合のあっせんとかそういうのが13

条等になるわけでございます。それから14条の制限の解除でございますけれども、これ

はその申し出をして、 3カ月以内に公共団体なり、またそういうところが登記の買収を

して登記の移転をしない場合、要するに買わないということの場合に、初めて解除をし

ていくというものでございます。したがって解除するわけですから、普通の宅地となっ

ていくということでございますO

それから15条でございますけども、生産緑地の買い取りの希望の申し出でございます。

これは10条では30年過ぎた、または死亡したとか、こういう条件でございますけども、

この15条につきましては疾病等によって農業に従事することが困難になったという場合

でございます。この場合は、例えば30年過ぎない時点で買い取りの希望の申し出ができ

ると、こういうことでございます。この場合はあくまでも生産緑地法そのものは、都市

計画上の法律は解除しないわけでございます。 30年という期間は一応解除しないという

内容になっておりますo ただし、市がこの場合に買う、公共団体が買 って、公園または

緑地とする場合においては当然これは別でございますけども、原則としては解除をしな

いでその仲介なり、または市が一時その土地を管理して、 一般に市民農園等の形で利用

していく。それで最終的にはこの農業はもう一度農業に従事 してもらうというのが、こ

の考え方の15条の考え方ということになっておるものでございます。

それから買い取った生産緑地の管理ということでございますけれども、これは当然公

共団体が第 1の目的としては緑地、公園等の形で買うわけでございますので、法律の定

めておるとおり、適切な管理をしていくということになるわけでございます。以上でご

ざいます。

O副議長(福島敏雄君) 市民部長。

0市民部長(永瀬誠一君) それでは 4点目、 5点目の税につきまして、お答え申し上

げます。

まず市税でございます固定資産税、そして都市計画税でございますが、これについて

は先ほどお話ございましたとおり、昭和57年から施行しておりました長期営農継続農地

の制度、これはちょうど10年目をたちまして、ことしいっぱいで一応廃止になるという
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ことになります。新たに地方税法改正されまして、生産緑地の指定をされたところとさ

れないところというような分け方、いわゆる保全する農地、宅地化する農地という区分

けをして、課税方法を変えていくというような形になるわけでございますO 保全する農

地につきましては、従前の長期営農継続農地と同じように、農地課税を行う、宅地化す

べき農地につきましては、すべて宅地並み課税でございますO ただ指定は受けなかった

のだけれども、農地として保全していくというような農地につきましては、本来の宅地

並み課税の 2分の 1の課税標準でそれを行っていくということになります。大体農地課

税に比べますと、 一般の宅地で平均しますと、四，五十倍。したがし、まして農地として

保全していけばそれは 2分の lですから、大体20とか30倍程度の税額がふえてくるとい

うような形になります。

なお税の軽減の制度でございますけれども、これにつきましては二通りございます。

宅地化すべき農地の中で、計画的な宅地化を推進する場合、それと優良な賃貸住宅を建

設する場合、 このようなこつに分かれておるわけでございますが、計画的な宅地化とい

う点につきましては、開発行為、あるいは区画整理組合の設立等は条件になっておりま

して、 3年間固定資産税、都市計画税の10分の 9を減額するということでございます。

あと一方優良な賃貸住宅の建設というのがございますが、これにつきましては家屋の場

合には、耐火構造4階以上ということが条件でございまして、これは平成4年から11年

までの問、閤定資産税を減額してまいりますo 当初の 5年間が 4分の 3、その後の 5年

間が 3分の 2と、都合10年間の軽減措置でございます。

それと土地家屋とあわせまして、 土地が減額されます。これにつきましては最初の 5

年間が 3分の 2の減額、あとは 3年間 3分の 2の減額ということの措置がございます。

それが 4番の答えでございますo

失礼しました。相続税の関係でございますけども、相続税については御存じのとおり

国税でございますので、私ども詳細にわたっては知り得ないところでございますけれど

も、今回の改正によりまして、今までの相続税免除制度、これは20年の営農でございま

したけれども、これが平成4年の 1月 1日以降に相続が発生した場合、これにつきまし

ては猶予期間が今までと違いまして、生涯猶予に変わってきているというように承知し

ております。

それと 5番目の土地税制によって税収がどのくらいふえるかということでございます

が、今まで長期営農継続農地の制度というのがございまして、これは10年間、長期営農

をするという意思があって、市長に許可を得ますと、それが農地並みの税額でし、いのだ
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という考え方でした。したがいまして宅地並み課税をしておいて、そして農地課税との

差を徴収猶予しておきまして、 5年たつとそれを免除するという制度でございました。

したがいまして宅地並み課税と農地課税の分、これが今回の増額に値する数値でござい

ます。

平成 3年度の調定で見ますと、その猶予額が固定資産税で約4億6，000万、都市計画

税で約 1億7，000万、あわせまして 6億3，000万が現在徴収猶予の年間の額になっており

ます。したがいまして生産緑地として指定が全部されないときには、この 6億3，000万

そっくり増収になるというケースになります。ただ確実なところというふうに先ほど御

質問者がおっしゃられましたけれども、これは 3月31日、 3月いっぱいは一応申請の手

続きでございますので、そこにこないとある程度の数字は出てまいっておりません。 し

たがし、まして現在の段階ではあくまでも推測、推計ということになろうかと思います。

昨日、鎌野議員さんの御質問に対して都市整備部長が、現在のと ころ大体30%で、生産

緑地として指定を希望しておるというような御回答がございましたので、 それに沿って

計算いたしますと、約70%相当分が宅地並み課税になるのだという ことになりますと、

先ほどの 6億3，000万の70%でございますので、約4億4，000万、これが市税として増収

になるものと思われる、このように推測できるところでございます。以上です。

0副議長(福島敏雄君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) 3点目の要件を満たしていない農地の取り扱いでござ

います。これにつきましては具体的、全体的な状況が把握できておりません現段階にお

きまして、あれこれ言いがたい状況がございます。そんなところから農地保全という 方

法におきまして、時期をとらえながら可能な手立てを講じていきたいという ことでとど

めさせていただきたいと思います。以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 谷長一君。

027番(谷長一君) 今、答弁をお伺いいたしますると、やはり前にこの生産緑地に

関するいろいろな説明会とか、何かにおきまして配られた 「農業と調和した潤いのある

街づくりの推進Jとか、 「土地税制改正と緑地制度」と、これには固定資産税とか相続

税の課税価格と相続税の計算等、いろいろとよく説明されております。このような資料

が配られているわけでございます。本当にやはり行政におきましでも、税制改正に際し

まして非常な尽力をなさったという経過が伺えるわけでございます。そのような観点に

立ってただいまの答弁等も聞いておりました。しかしまだまだ不明な点等があるのでは

ないかと思います。そこで、やはり問いの 1、 2等につきまして、まずまず私も理解す
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るところでございますけれども、やはりこれからこのような指定された緑地が、今度は

区画整理等が行われるわけでございます。やはり公共用地に適した指定の条件というよ

うな項目を見まするとあるわけでございます。このような点を考えてみますると、非常

にまだ難しい点もあるのではないかと考えております。特に農家の方々や何かの場合は、

農地に対抗要件等がついていても、やはりその登記法を知らない人がまず90%からいらっ

しゃるのではないかと思います。甲区だの乙区だのと言ったって、所有権とか、または

権利関係と言っても、案外知る人というのは少ないわけでございます。これらの点につ

きまして、何回となく説明がなされ、さらには一番最後につきましては個別面談等も行

われたというようなことも知らされておるわけでございます。そのような中におきまし

て、やはりいろいろな問題点等があったのではないかと思います。もしそれらの点につ

きましてもおわかりになったら教えていただければというふうに考えております。

それから聞いの、これは一部でございますけれども、 3のこの指定条件というところ

で、この要件でまず、ただいま生活文化部長の答弁によると、非常にまだこの，点につい

ては何とも言えないというような答弁でございます。これらの点につきましてはひとつ

後で市長に、いわゆる現在の市民要望というのは、先ほど申しましたように一層複雑化

し、 高度化の様相というのを呈 しているわけでございます。行政におきましても鋭意努

力はしておりますけれども、 「自然と調和する安全・快適なまち」づくりというのは、

これは市の基本計画、 「緑と文化の市民都市を目指して」というこの冊子を見ますると、

21世紀への新たなス テップ、目指す都市像というような中にもこれあるわけでございま

すので、我々が健康で、本当にこの日野市に住んでよかったと、 「喜びを創り出す健康

と福祉のまちJとか、 「豊かな人間性を育てる教育と文化のまちJさらには「自然と調

和する安全・快適なまちJ 1"活気ある産業と豊かな消費のまち」、 「参加と連帯でつく

る市民自治のまち」、これらの原則にのっとって、どのような経過の段階でございます

ので、何らかの措置を取っていただきたいというようなお考えがありましたら、お答え

をお願いしたいと、こういうわけでございますO これはまだこれから先のことで、非常

に難しいと思いますけれども、考え方がおありでしたら、恐縮とは存じますけれども、

お話を聞かせていただければと、これは要望も含めて申し上げておきたいと思います。

それからいわゆる問いの 6でございますけれども、これは 5とも関連しますけれども、

いわゆる30年の経過措置、それから主たる従事者が死亡したりなんかをしたときとか、

農林業に携わることがもう不可能になった場合とかと、いろいろあるわけでございます

けれども、これらの申し出等があるわけです、 10条なのですけれども。それでやはり不
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明な点があるわけなんですけれども、いわゆる公示価格によって買収をするのだという

ような冊子に書かれたものもあるわけなんです。さらにはまたその類似値というような

こととか、さらにはし、わゆる不動産鑑定士、官公署等の公正な鑑定評価を経た近傍類値

の正常な取り引き額ゃ、公示価格、これは先ほど申しましたのは、含まれているかどう

かわかりませんけれども、ここに言う公示価格を考慮、をして算定した相当な価格による

ものだということが、今まで冊子や何かで配られているわけでございます。これはいわ

ゆるその冊子は説明会のときと、さらにはほかの会社等から配られたものもあるわけで

す。また銀行等も含まれてますけれども、それらの点について近傍類値、または公示価

格というような点について、恐らくもうおわかりでしょう 。それですから教えていただ

きたいというふうに考えております。

ほかにもこれは確かに財源ということになりますと、相当な額になるのではないかと

思うわけです。この買い取る場合。そうしますと、その財源というのは果たして、確カ

に他にあっせんするというようなことも法律に書いてありますけれども、本当に消化で

きるのかどうかということがあるわけです。これは生やさしいことではなく、膨大な財

源を必要とするわけですので、そのあたりのお考えをまず再質問という形で、以上申し

た何点かについてお伺いするわけでございます。あとの点につきましては大体わかりま

したので、再質問をさせていただきます。

0副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) まず第 1点の個別相談等行ったわけでございますけど

も、その主な問題点がどういうのがあったかということでございますo 内容的にはこの

生産緑地法の説明会等を行ったわけでございますけれども、なかなかその内容が具体的

に理解しにくいという形で、その生産緑地法の内容の質問ですね、こういうものが一番

多かったということでございます。その中でも特に一番内容としては、その他の権利、

要するに耕作権とか、こういう権利をついている土地、こういう土地とか、例えば国の

土地、こういうものに対する相談も多かった、こういうふうに聞いております。

それからその次の買い取りの価格のところでございますけれども、これは原則として

時価ということでございます。ではその時価はどういうことなのかということでござい

ますけれども、先ほど議員さんが御質問の中で言われておりました不動産鑑定士による、

要するに近傍類値の正常な取り引き価格、これがもとで、その土地を宅地見込み地で評

価するというのが今の国の方の考え方のようでございます。以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。
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0企画財政部長(長谷川暢男君)

えしたいと思います。

確かにこの財源につきましては、かなり長期的な課題ではあると思いますが、重要な

問題であるというふうに認識はしております。従来からの各事業債の関連、あるいは土

地開発公社、各基金への積み立てを進めながら公共施設、あるいは財政運営に努めてき

それでは私の方から財源に対する問題についてお答

た経過があるわけでございます。現在の平成 3年度からの公共用地の先行取得等の事業

債については、当然起債でございますO 起債対象要件がかなり緩和されたことは事実で

ございますが、まだまだ国の方策としても具体的でないという部分が多少残っておりま

す。 当然市の財政運営する立場の中でも、十分補助制度、あるいは起債の許可条件の問

題等をこれからの改善ということで、 国や都に今後の制度を運用の方針を要請していき

たい。その中でやはり市としても全体の財政フレームの中で、健全な運営をしていくと

いうのが原則論だと思います。 しかしおかけ.をもちまして、現状におきましては基金、

あるいは財政見通しもある程度できるという中で、今後推移を見守りながらこの財政運

営に努めていきたいというふうに思っております。以上です。

O副議長(福島敏雄君) 谷 長一君。

027番(谷 長一君) そこで、今度、いわゆる来年になると、この質問とはちょっと

違いますけれども、答弁の方は市長を残して大体了解したわけでございますけれども、

また不動産に対する融資の相互規制というのは 1月 1日から外れるということなんです

ね。これらを考えてみると、非常に我々は土地がもっと下がればし、し、のだと、先ほども

申しましたように、法の趣旨と政府のやっていることというのはもう別なんですよねo

やはり経団連にしましても、代表者というのはみんな不動産や企業ゃいろんな代表がなっ

ているわけで、確かにそれはわかるのです。しかし一生働いても土地もうちも建てられ

ないというこんなばかな政策があろうはずがないわけです。やはり45歳や50歳まで真面

目に高校を出て働けば、土地なんというのは買って、うちなんか当然建てられて当たり

前なんで、す。にもかかわらず土地が下がってきたら、土地の下落を防止しようというよ

うな形で、 これは恐らく経済等が低迷していて、非常に大変だということはわかるわけ

で、すo けさの新聞や何かを見ましても、企業の経況感のあったということで、業況の指

数が14ポイ γ トも下がったということです。

またこの新しい新ラウソドの来年の春以降、これは農業の件なんですけれども、ガッ

トとウルグ ァイラウ γ ドですよね、これについても非常に難しいというようなことも言

われているわけでございます。またこのような中におきまして確かに消費者米価の値下
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げということはし、し、ことであるけれども、一方においてはまたつくる方にしてみると、

ほかの人件費や何かは上がっていても、給料や何かは上がっていても、今度は出荷をす

るものは下がっているのだと、だから麦なんかもまた下げろということになってくるわ

けです。こんな社会の中で矛盾したものはないのじゃないかと思うのです。高すぎたか

ということになると、高すぎたかもわかりませんけれども、また下げるというのは非常

に矛盾をしているわけであります。

またいわゆる景気の局面調整というのを見ると、いわゆる在庫というのは今どんどん

たまっているわけですよ。そうなると来年や何かはどうなるかということになると、単

に見通しだけであって、在庫の解消なんというのは春以降といったって、私はアメリカ

や何かは失業率が6.3%、デトロイトに行けば、 アメリカ人が道路の端っこ、それから

塀のわきでトランプして、かけごとして遊んでいるのですよ O 本当なんですよ、 行って

見てきてくださいと言いたいくらいなんですね。それで、いわゆる財政赤字、この双子

の赤字なんですよO これはもう 言わなくてもわかるわけですよ。今度その景気は、何と

かよくしなければならないということで、いわゆる担保やら何かを下げる。さらには公

定歩合も下げるということですよ。 しかしどうにもならないというのは、今度は一一こ

れこそパプルだと思うのです。それをかぶるのはまた日本じゃないかと。

またドイツにおいては、いわゆるマルク、インフレで公定歩合を上げなければな らな

いと、こういうふうな状況なんですよ。それで今度は自動車におきましでも、これは日

野自動車の関係の方がおりますけれども、売れ行きだってよくはないと思いますよo い

わゆるこの前の東洋経済の設備投資や何かを見ますと、これは富士電機もそうですね。

全部そうだと思います。全部設備投資というのは去年よりもことし、ことしよりも来年

というふうに納まっているのです。それでその設備投資をしたがために、今度はお金を

借りてやれば、権利の支払いというのに四苦八苦なんです。が、しかしいわゆる維持す

る、管理費や何か、人件費なんかは順調に上がっているわけです。それですから景気な

んというのはよくなると考えることがおかしいんですよ。

それと同時に今度はソ連だってあんなにふうに崩壊しちゃったわけでしょう 。それで

今度はいわゆる勝手なことを各共和国がやるようになってしまえば、 一体どうなるかと

いうことですよ。そういう中において本当に日本は、景気が悪い、悪いといっても、失

業率だけはよくなっているわけですよ。それで所得は順調に伸びているというけれども、

また東京都においても、またさらに近いような、また債権の発行なんというのをまた隣

なんか出すようになってしまうわけです。余ったときには、前の共産党のピラではない

ハU
門

i
q
J
 

けれども、 8，000億も余ったら、その金をどうするのだなんて、まいたことがあった。

本当にそういうのを考えてみると、一体何をやっているのかわからない。本当に全くあっ

ち当たり、こっち当たりして、多摩川と浅川の水がぶつかってあそこで氾濫して、どう

なるかということはだれにもわからないわけです。新井橋の上だってことし氾濫して、

堤防が崩れちゃったと。その前も平山の鎌野さんの方の地域か崩れちゃった。スーパー

堤防だなんといったってなかなかできないんですよねO 口で言ってもよく掛け声、掛け

声と言いますけれども、本当に掛け声で終わってしまうというのは、今のこれは地球環

境の中で考えるなんてでかし、ことを言ったって、何が何だかわからないですよ。片方で

は崩れる、崩れると言っていながら、崩れてしまったわけで、すよ、ソ連なんかの場合は、

しかしECにおいては、今度は統合だと言っているでし ょう。お金までも今度はヨ ーロッ

パ同じにし ようということを言っているわけで、すO これはもう新聞やテレビでよく皆さ

ん見ていてわかっていると思うのですO

それですか ら本当に流動期というか、変動期というか、世界というのはどこに行くか

わからないというのが、私は現状だと思うのです。特に日本の資本主義というのを見る

と、 これは世界の資本主義ではないんですよ。アメリカの資本主義でもないし、日本型

資本主義とい うのですよ。本当にどうなるかわからない、行き先もわからない、我々も

わかっているようでわからないと思うのです。 日野市の財政状況だって、来年になれば

どうなるかということは、大体の予想、は立つだろうけれども、私は立たないと思うので

すO しかし近い数字というのは企業というのはし っかりしてますから、何とかなると思

うのですけれども、そのあたりをよく 考えていただいて、 最後に先ほど申しました市長

の答弁をお願いします。

。副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 谷議員さんの質問には我々も共鳴できる部分がかなりあるわ

けでありますが、今の終わりの部分をひとつ政府に言っていただくとと思います。ちょっ

と私どもでは回答が難しいわけでありまして、長い自民党政権によって、工業による生

産手段のいわゆる経済成長では、成長は成り立った。しかし矛盾をいっぱいはらんで来

ておるものですから、その中の矛盾のまた最たるものが三大都市圏に人口の集中する政

策が一貫して取られた。その結果が今日の土地が非常に高騰になっている状況を生み出

し、政府はまたそれに何とか宅地供給という名目で農業を追っ払って、宅地化に首を向

けさせよう、こういう政策がもう何年来行われてきていると思います。すなわち四十五，

六年当時のまず市街化すべき区域と調整区域の線分けの時期から始まって、 10年後には
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長期営農ということで生産緑地法をっくり出したわけですが、今回はとうとう最後の手

として農家の追い出しを図った。生産緑地法という大変聞こえのいい名前ですけど、こ

れはまさに農業追い出し政策、都市農業の息の根をとめようという、またとまりかねな

い内容を持っておる政策がいよいよ打ち出されたということだと思っておりますO

したがし、まして我々の街づくりとは相入れないわけでありますから、何とか農地がで

きるだけ残ってほしいという期待は、極めて日野市民も共感を持って考えられておると

ころだと思っております。

いろいろな制度上の説明はなかなか難解ではありますけど、だんだん農家の立場で、

現在の事情と将来の見通しとを持って考えられます場合には、とても農業をやっていく

気にはなれなし、。こういう気持ちが出てくるのも、これはまさにこの政策のねらうとこ

ろだと言うわざるを得ないと思います。

そこでどういう自治体としての構え方ができるかということになるわけでありますの

で、何といいましでもまず農地を農家に現在の判断でなるべく多く残していただく。あ

とのことはいろいろ施策を考えまして、いわゆる農地の公共性を拡大をし、その中で営

農の保障できる条件をつくっていく。生産農地公社というようなことも考えてもし、いの

ではないかという意見も伺っております。

それから30年後の、つまり今の施策の終末の時期ということにつきましては、なかな

か先行きのことですから、断定はしかねるわけでありますけど、きのうもその質問につ

いてお答えをいたしましたとおり、日野市の財政力であればかなり耐えられる、こう見

るべきだと思っております。したがって残りたい、また残したし、農地はやはり残してい

ただいて、そうして十分それを公共用に充てる。ま たその財政力も蓄える。またそれを

する際には当然自治体の財政を援助する、あるいは農地を購入する資金の調達について

の政策が出るに違いない、また出させなければいけない、こう思って考えたいわけであ

ります。現在のところは弱気でなくて、自信を持って、積極的に緑と清流を守るそうい

う政策を進めるのが、日野市の現在の行政の立場ではなかろうか、このように感じてお

ります。この程度の答えでよろしいでしょうか。

0副議長(福島敏雄君) 谷長一君。

027番(谷長一君) 確かに30年というのは気の長い、もう私なんかがあと何年かで

死んでしまうわけですから、用はないと言えば一口 に言えますけれども、やはり 21世紀

というのを考えてみると、いかに一一先ほども申しましたようにこの基本計画にありま

すーっの都市像というのを考えてみると、なかなか死ぬことはできないわけですよO 生
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きていかなければならないという意気に燃えるわけでございます。そのような中におき

まして、非常にこれは難しい問題でございます。先ほど部長さんがお答えになりました

固定資産税の減免、都市計画税の減免等の取り扱い等もございますので、そのあたりに

つきましては、確かに保全する農地と宅地化する農地の区分というのは、明確になるわ

けでありますので、ぜひともこの優良な宅地の供給ということがスムースに行われ、し

かも真面白に働けばどなたでも土地が買え、うちが建てられるような方向に持っていく

ような指導をしていただきたいと思うのです。特にこ の減額措置というのにつきまして

は、まだまだ農家の方々も わからない方が多いと思います。それですからどのような指

導ということになると、これらの点が非常に問題になるということもあるでしょう。ま

たその生産緑地の場合は、先ほど部長が答弁されたように、 15条と10条の取り扱い等も

あります。そのようなことを考えてみると、 いわゆる行政がし、かによりよい指導をして、

区分等をさせて、していかなければ、うまくさせるように展開をしていただきたいと、

十分な指導をしていただきたいということをお願いいたしまして、 質問を終わります。

O副議長(福島敏雄君) これをもって11の 1、土地税制についての質問を終わります。

一般質問12の 1、地域における環境整備等についての通告質問者、高橋徳次君の質問

を許しますo

(17番議員登壇〕

017番(高橋徳次君) それでは通告に従いまして、 一般質問をさせていただきます。

四，五点あるのですけれど、表題は地域における環境整備等についてということで 5

点ばかり細かく伺いたいと思います。 この中の 4点ばかりはもう過去において議場で、

また窓口でさんざん交渉してまいりました。中にはもう 6年も交渉しているものもござ

いますo

それで 1番先に伺いたいのは、山王前 1号線の拡幅の現状、それがその後どうなって

いるか。そして将来どうなるか。それから平山・中込線ですね、これの拡幅と、この両

方とも近いうちに下水道の工事が各家庭の配管が行われます。そういった意味でお聞き

したいと思います。こ の山王前 1号線、これは毎回申し上げましたとおり、この西平山

五丁目、これは平山台工業団地、それから西平山の区画整理、両方の区画整理の狭間に

置かれている土地でございます。その中で昔は一面、ほとんどの畑でしたか ら、あると

ころはほとんど農道が多いというような中に、東京都の公社が豊田団地という団地をつ

くってから急速に発展し、また上の工業団地があちこち大きな工場ができ出してから大

分そこへ勤める方の移住等で環境の整備が余りなされないまま、住宅だけがどんどん建つ
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ていってしまうというような中で、また最近16号ハイパスですか、これの関係で非常に

この地域を通り抜ける車が朝晩殺到するというような場所になってまいりました。こと

に豊田団地には都市計画道路の18メータ一道路が真ん中に一部完成してます。外からこ

こを通過する人はなかなか地図がわからない。最初、この豊田団地ができた時点では、

私ども自身でもうちを出て、またうちへ戻る、あれどの道を入ったら、自分のうちに出

られるのかなというふうに迷ったことも再々ありますo そういった中でこの豊田団地の

中は 6メータ一道路で整備されておりますけれど、皆さん豊田団地の中の都市計画道路、

これは西の方が行きどまりになっていますO ですからこれはもう抜けられません。それ

で途中から入って、豊田団地の中の 5メータ一道路を抜けてくるのが、この山王前 1号

線へ迷い込んでくるという車が非常に多いので、すO ところが入っ てくるのはいいのです

けど、今度はこの 1号線へ入る直前になると、従来通りの古い2メータ一道路ですか

入ってしまって、もうそれ以上は入れないというような状態です。もちろん前にも 申し

上げましたとおり、救急車もまた消防車も入れません。ついこの間もぼやがありました

けれど、これはたまたまだれかのいたずらだという ことで無事に済みましたけれど、い

ずれにしても緊急の場合に入れないという こと。それでこの拡幅を前からお願いしてお

いたので、すけれど、ついこの間もこんなばかな話があったのですけど、よそからその広

い通りが抜けられないので入ってきて、山王前へぶつかる前でパ ックしなければな らな

い。ですからみんな空き地へ駐車してその近所へ用を足しにいく 。今度はそこのうちの

人が出ょうとしてもなかなか出られない。この間もたまたま私、夜用があって帰ってく

る途中、ある家でけんかしているのを見たのですけれど、 話を聞いてみたら、 この道を

抜けようと思ったらもう狭くて入れない。それでここ は広くな っているからここへ駐車

をして置いたのだと。それがなぜ悪いというんです。ところがたまたまそのけんかの原

因になったのが、そこのうちはその場所をあけておくのは、 自分がうちへ入ってきて、

今度は出るときにパックでなければ出られないという形ですから、その場所はもういつ

もパック専用の場所として囲っておけばよかったのでしょうけれども、それを囲ってし

まうとそこを通過することは本当にできなくな ってしまうというこ とで、たまたまそこ

のうちの人が夜用があって、そこは当然もう車が入っていないということでパックした

ら、入っていたというととで車にぶつけてしま ったと。それで弁償しろ弁償しないとい

うことで口論している。地主さんの言 うのには、あなた私の土地の中に車を入れておい

て、それで一一一しかも断りなく入れておく。それで弁償しろとは何事だとい ったけんか

をしておりましたけれど、そんな状態でなかなか この辺前からお願いしているのですけ
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れど、この道難しい点が何点かあるということで、その経過と現在、また見通し、問題

点等をお伺いしたいと思います。

それと平山・中込線ですか、これはもう水道工事が始まっておりますけれど、これの

拡幅をしないと、下水道工事ができないというようなことで、前に説明会がありました。

これもやはり豊田団地の中は 6メーターで整備されている。そこから先が 2メータ一道

路ですか、ですからこの 2メータ一道路を広げないと、水道工事ができないというよう

なことで、説明会をしたのですけれど、その 2メーターの部分へ、お勤めの方やその他

の方が30坪、 40坪を買って、しかも 2メータ ーから 1メーターセットパックして、それ

ぞれうちをつ くり、車庫をつくっているというのが現状で、しかも危ないからというこ

とで一方通行にな っています。これも説明会で6メーターに広げたい、 5メートルでし

たか、広け.たいという、 6メーターですね、豊田団地の道路にあわせて 6メーター。と

ころが現況6メーターにしたらその道の両側に建っている新しいうちの方は、一体30坪、

40坪の土地のうち lメーターも前を切られしまったら、これはどういうことになるかと

いうような ことで、 大分議論されたことが ございますo そういった中でこの山王前 1号

線、それから平山・中込線の現在の状態、それから これからどうなるか。また問題点等、

この 2点を先に伺いたいと思います。よろしくお願し、いたします。

0副議長(福島敏雄君) 高橋徳次君の質問についての答弁を求めます。

建設部長。

O建設部長(橋本栄寓君) 2点についてお答えをさせていただきたいと思います。

まず 1点目は山の前 1号線の拡幅整備と現状と将来の見通しという御質問でございま

す。御指摘の場所は西平山五丁目40の41番地付近の市道H60の3の4号線でございます。

延長といたしますと約310メー トルでございますo 幅員が1.82メー トルでございます。

このような道路でございます。

この拡幅計画は昭和59年から取り組んでいるわけでございますけど、この中に三つの

問題点があるわけでございます。まずーっは公共用地、要するに市道でございますが、

これを含めたものが公図と現況が大幅に違うというのが一つでございます。

それから二つ自には所有権者の相互の境界が確定をしていないということでございま

す。

それから三つ目でございますけども、先ほども質問者の方から御説明があったとおり、

ここには墓地がございまして、墓地の位置が公図と違うというような問題があるわけで

ございますo このような問題点があるために、なかなかこの事務が進まないのが現状で
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ございます。今後もこのような問題点を解決するために、地元住民の協力を得ながら、

事業の推進に向けて努力していきたいと考えております。

それから 2点目でございますけども、平山・中込線の拡幅のその後の状況のことでご

ざいますけども、これについてお答えを申し上げます。御指摘の場所は、西平山五丁目

30付近の一方通行の道路でございまして、延長は約160メートルで、幅員が2.42メート

ルでございます。名前は市道H43の1号線でございます。この道路については幅員が狭

い上、曲がりが多いところであって、以前より、先ほど御質問者から出ました下水道課

からの道路拡幅の依頼を受けております。その必要性から過去 2団地元で説明会を行っ

てきました。基本的には説明会の中では、拡幅については了解は得られております。今

後は現況の測量が完了いたしましたら、道路の拡幅線形、これは 5メー トルの拡幅で ご

ざいます。この線形を入れまして、一部法面の地権者の交渉も行いまして、平成 3年度

中に第 3回の説明会ができるように、今担当課の方では準備を進めております。

よって今年度中に地権者に買収に向けての了解を得た上で、平成4年度には用地買収、

平成 5年度には下水道工事と整合を図りながら、 道路の整備をしていきたいということ

でございます。以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) 今の説明によりますと、山王前 1号線の方の問題点は、公図と

現況の違い、民々の境界の話し合い、それから墓地があると、この 3点が問題になって

いるということですけれど、この公図に合わせるということは、絶対公図に合わせなけ

ればだめなものなのでしょうか。ちょっと伺います。

0副議長(福島敏雄君)

0建設部長(橋本栄高君)

とでございます。

O副議長(福島敏雄君)

建設部長。

基本的にはやはりそれは合わせなければいけないというこ

高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) 基本的には合わせなければいけないということは、あるいはま

た例外もあり得るということもあるのではないかと思うのですけども、いずれにしても

所有者の民々の境界の査定がつかない、境界の話し合いがつかないと。これは民々だか

ら市の方では余り口を出さない。それは道理だと思うのです。 しかしこの民々の話 し合

いを突っ込んでいくと、結局今度はそれから出発してもう 一つ隣の民地も絡んでくる。

そうなると今度は前に4メーターに拡幅していただいた道路が絡んでくるということで、

今度はその道路から逆に測り直してくるということになるのではないかと思うんですけ
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ど、この前に中 1号線をずうっと八王子まで4メーターに広げていただいたのは、今回

の山王前 1号線を広げたいがためにお願いしたことで、幸いそちらが広がったので、本

当の目的のこの山王前 1号線を広げたいということです。

これまた公図の違いの点、これは下に用水があるのですけれど、その用水を流してい

たときに、大きく公図と現況が違っていたということで、当事者と行政と東京都と話し

合って、何年かかかって解決して、今立派な用水に改修されております。またこの墓地

の件に関しても、 この墓地はもうほとんど墓地として拡幅の対象になる部分は、空の石

塔があるだけで、もう本体は八王子の方ヘ墓地を求めてそちらへ移してあるということ

で、広げることに関してはあながち反対ではないというふ うな感触を受けています。

この問題、 この席で余り突っ込んでいきますと、ちょ っと話がアブハチ取らずになる

恐れがあるので、とにかくこの問題は相当ーーもう測量も終わってますから、積極的に

話し合いを進めていただきたいと思います。

次に聞きたいのは平山・中込線ですか、 これは結局何メ ータ一道路に拡幅する予定で

すか。それを伺います。

0副議長(福島敏雄君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄禽君) 道路の拡幅の方は 5メートルでございますo

0富IJ議長(福島敏雄君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) それは今回対象になった部分、 全部ですか。

O副議長(福島敏雄君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 先ほど申しました延長全部が 5メー トルということでござ

いますo

0副議長(福島敏雄君)

017番(高橋徳次君)

高橋徳次君。

それでは山王前 1号線、及び平山・中込線、この両線に対する

下水道関係の状態を伺いたいと思います。お願いします。

O&IJ議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) まず先ほど来建設部長がお答えしておりますように、

この道路の位置が決まってきませんと、 下水管の工事が今の状況ではできないという状

況でございます。特に山王前 1号線ですか、こちらにつきましては境界が全く決まって

ないということでございますので、それが決まり次第下水道としては早急に入れる方向

で現在計画しておりますo

それから平山・中込線ですか、これにつきましては道路が非常に狭いということでご

円

i
月

iqu 



ざいますので、この箇所は下水の本管が入るわけでございます。したがって深さが六，

七メーターになるということで、現状の道路幅員では施行が困難だということから、拡

幅をお願いをしているものでございます。したがってこの道路の買収等が話がついた時

点で私の方は早急に検討して、早く対応していきたいというふうに考えております。

0副議長(福島敏雄君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) いずれにしても私どもの方の下水は八王子と合同で、秋川処理

区ですか、八王子処理場ですね、あの多摩大橋の。あそこに行くわけで、もう間もなく

平成4年でしたか、完成が。それとも向こうが完成するわけですから、この平山・中込

線は山王前 1号線、これを何とかまた下水道、また建設部、両方で話し合って、少しで

も早めていただきたい。またこの地域の人々もその道路が広がること、 下水道が引かれ

ること、これを非常に願っております。塀をかけたいのだけど、広がるのを待って塀を

わざわざ立てないでおくというようなうちも何軒かございます。そうい った中で、よい

ことは早いにこしたことはないと思います。どうかとの点、両課で力をあわせて頑張っ

ていただきたいと思います。この問題はきょうは、このくらいにしてお きます。

それから次に伺いたいのは、最近よく耳にすることは、第四中学校の校風が非常に乱

れている、荒れているといううわさと、事実と、また学校側からとも伺っています。ま

ずその点、教育委員会の方で、つかんでおられるのかどうか、それを伺いたいと思います。

O副議長(福島敏雄君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 四中の件についてお答えいたします。

四中は従来、これまで生徒がよく学習に励みまして、学力の高い学校でございました。

また教員が生徒の自主性や主体性を尊重した教育を進めてきたところでございますo 例

えば運動会などでは生徒の手で色別のデコレーショ γをつく ったり、応援合戦を工夫し

たり、生徒の自主的な活動が特徴な学校でございました。そのほかも、光の家の人々と

の触れ合いマラソンだとか、積極的な参加で都立八王子東養護学校の生徒との交流だと

か、ボランティア活動など、障害者との交流教育などにカを入れてきた学校でございま

す。

この四中において、ことし 6月初旬より、 3年生の一部の生徒が教員の指導を受け入

れず、授業を抜け出したり、また暴言を吐いたり、校外で喫煙をするなど、落ち着きを

欠いた状況が起こりました。またさらに夏休みを経過した後、 9月ごろから10月にかけ

ましては、さらに落ち着きを欠きました。指導した教員に対して暴言を吐いたり、手を

振り上げたり、足げするようなことも起こりました。地域では喫煙や、商庖に入りひたっ
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て買い食い、公共物や民家の塀などに落書き、ミニバイクを盗んで住宅街や校庭を乗り

回すなど迷惑をかけておりました。また四中に在籍する生徒や地域の小学生、その他の

保護者の方々たちに大変心配をかけ、不安な思いをさせたところでございます。

その10月の中旬にバイクの無免許運転や、ほかの生徒の教師に、他の生徒や教師に対

して暴力をふるったことなどから被害届が出されまして、 2人の生徒が日野警察署の補

導を受け、それぞれ八王子鑑別所に 3週間入りましたo この間校長初め関係者の教員が

学校生活や進路について、 2人の生徒と話し合いをし、指導しました。その後学校に戻っ

た2人の生徒は徐々にでございますが、生活態度を直すなど、問題行動も減少してきま

した。 12月現在、これらの問題行動の中心となっていた生徒も進路の相談が進みまして、

学校全体の落ち着きを取り戻 し始めているところでございます。さらに学校を中心とし

て、教育委員会も応援をして、少しでも早 く立ち戻れるように協力体制をとっていきた

いと、かように考えているところでございます。

0富IJ議長(福島敏雄君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) だんだん改まってきておられるということで、 ‘それは非常に結

構なことだと思うのですけれど、いずれにしてもこういうことは学校だけの問題ではな

くて、まず一番影響の強いのはやはり家庭にあると思います。それと同時に社会にもあ

ると思います。そうい った中で 3者がよく連絡を取り合って、少しでもよい方へ向くよ

うに善導すべきではないかと思います。

これに付随してあの地域から、これは要望にとめておきますけど、旭が丘のあの辺へ

新しい交番をつく ってほしいというふうな話がかなりこのごろ出ております。この問題

はきょうは要望にとどめて、具体的なまたあれは後ほどまた窓口なり、 一般質問なりで

させていただきたいと思いますo こと交番というと、市のみではどうにもならないこと

だと思いますので、この問題はこれで打ち切ります。

次に、これはもう市の方にも来ていると思うのですけれども、その前にすぐ片づけて

いただけそうな問題を先にやってしまいます。

大和田運動公園ですね、これ前に申し上げたと思うんですけど、名称が大和田運動広

場ということで、建設省の許可を得ているので、す。一般的には大和田児童公園という呼

び方もされているのですけども、まず正式にはどちらなんですか。その点先に伺います。

O副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 正式な名称は、大和田運動広場でございます。

O副議長(福島敏雄君) 高橋徳次君。
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017番(高橋徳次君) それで、この運動広場は前に申し上げましたとおり、建設省の

用地で、行政上は八王子で、使っているのは日野だという場所で、ここには現在ゲート

ボール場が 2面、ちょっと狭いんですけど少年野球場が 2面と、それから公園と、それ

と児童の遊び場があります。それでこれは昔つくった経緯の関係で、この管理を大和田

自治会に任されております。自治会がこれを管理しておりますけど、年に 2回、これを

管理するのですけど、主に除草です。それで 6月と 8月にわたって除草、それから両わ

きのU字溝の清掃や何かをやって、 1年たつと相当草の量が伸びて、今うち大和田自治

会444世帯あるんですけれど、この世帯の方々に出ていただいて、 夏の暑い盛り、 草む

しりをやるのですけど、これがまたなかなか粘土土で乾いたときには抜きにくい、しか

し雑草はどんどん育つということで、やっと夏の暑い盛り、 2時間ぐらいか 3時間、 一

緒に清掃するんです。それをまとめておいて、後で日野児童館に運んでいただくという

形をとっております。だけどどうもここは前は浅川、後ろ、北側には民家が二，三件あ

るけど、あとはずっと離れている。それでそれを境界の樹木が仕切っているということ

で、以前は大分ここヘバイクや何かが乗り入れて、何とかしてほしいとレうことで市に

両方の入口をU字型の櫛ですか、コの字型の柵ですか、あれを 3本ばかり入れていただ

いて、鍵をかけて、そして鍵を外してまた入るという形を取って以来、その乗用車、バ

イクの暴行はなくなったのですけれど、依然としてここへ来て一一自治会でトイレをつ

くったので、すけど、つくって 1カ月もたたないうちに壊されてしまう。 直せばまた壊さ

れてしまう。それで現在は、今、市のトイレをつくってありますが、ふしぎなことに市

のトイレになったらだれも壊しにこないということで、今無事に現存 していますけれど、

この除草の後始末、児童課の方では乾かしてから運んだ方が量が少なくなるし、軽くと

いうことで、まあそれももっともだなと思っていたのです。そしたらたまたま夜枯れて

山と積んであるところへ火をつける、これは子供のいたずらか、夜だから子供じゃない

と思うのですけど。幸い早く気がついたから一応消しとめましたけど、でき得ればこの

除草はなるべく 7月の初めと 9月の半ば過ぎにやりますので、早めに受理していただき

たいと、このようにこれは要望しておきますO

それでその問題の防犯灯ですけど、さっきも言ったとおりあそこは本当に人家が離れ

ていて、ここでいろんな女の子や男の子が集まってシ γナー吸ったり、たばこを吸った

り、先に申し上け・7ことおりトイレを壊してみたりというようなことが後を断ちませんo

というのはやはりここは夜になると真っ暗になってしまうから、ということでぜひここ

へ集まって、シ γナー吸ったり、たばこを吸ったり、先に申し上け・7ことおりトイレを壊
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してみたりというようなことが後を断ちませんO というのはやはりここは夜になると真っ

暗になってしまうからということで、ぜひここへ防犯灯をつけていただきたい。たしか

これは前回のときにつけますという返事をいただいたという気がするのですけど、が、

現在ついてませんO そういったことで幸いこのグラウンドには端に細長く民地がござい

ますO その民地の地主さんにはトイレの件、それから防犯灯の件等は了解をとってあり

ます。そういった意味で、この点について何かあれば伺いたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたしますO

昨年の第4回定例市議会で、 一般質問をお受けしております。その後日野警察署の防

犯課ともいろいろ協議をしてまいってきておりますO 警察の意見といたしましては、最

近は照明の有無によ って、管理人には関係なく やはりそういうところにどうしても集まっ

てくる。そしてそこで非行が行われているということでございますO したがし、まして警

察の方の意見といたしましては、防犯灯の設置が即効果が上がるとは期待できないとい

うよ うな御意見でもありました。また最近付近の住民の方にいろいろ状況についてお伺

いいたしましたととろ、以前は街頭が切れたりしたときには、暗くなっているときには

そういう人たちは集まらないけども、 実際街灯がついて明るくなったら集まってきたと

か、明るくな ったら逆に今度は投石をしていたす.らをしているというような状況もあり

まして、その方の意見としてもなかなか効果があるかどうかの判断は非常に難しいと、

こういうような意見もございました。そういうようなことから抜本的な効果策はどうな

のかというような ことで、なかなかその方策は見出せないで、今日に至っているわけで

ございます。

取りあえず警察署の方に対しましては、特にあの辺についてはパトロールを強化して

ほしいというお願いもしてまいっております。また警察の方から、もし付近の方がそう

いう少年等の非行、あるいは犯罪等が目撃できた場合には、速やかに110番を連絡して

くれというようなことも警察の方から要請を受けているところでもございます。私ども

児童公園、あるいはこのような運動広場については、市内に31カ所あるだけでございま

す。この公園の利用につきましては、基本的にはやはりお子さんたちが暗くならないう

ちに、 早 く家路につくというのが目的でございますので、これら公園、運動広場等につ

いては、街灯は設置しておりません。ただ、今御指摘のように非常に非行等が頻繁にあ

るというようなことであれば、これは効果が上がるかどうかわかりませんけども、取り

あえず 1基をつけてみたら、それによってどのような効果が出るかということも必要で
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はなし、かというふうに考えているところでございます。

いずれにいたしましてももっと十分検討を加えて、対応していきたいというふうに考

えております。以上でございます。

0冨IJ議長(福島敏雄君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) この公園については過去に防犯灯なり街灯なりをつけたことは

ございません。ただお願いしたことは、大分前からお願いしたのです。というのは、こ

の運動場ができてから、ある女の子が暗がりで暴行されたのです。それからつけてほし

いという要望、もちろんこれは個人の名誉にかかわることですから、また家族の方にも

迷惑がかかることですから、それを知っているのは私とそこのお宅の方だけです。そう

いうあれがございましたから、何とかぜひ考えていただきたいということでこの質問を

終わります。

次に伺いたいのは、ごく最近ケイリンから今の建物が古くなったので、それはそのま

まに置いて、そのそばへ薬理研究棟 5階建てを建てたいという申し入れが来て、何か事

前協議はいらないと思ったら、事前協議の対象になるとい うことで、御了解をいただき

に来ましたということで、書類を持ってこられたのですけど、これが面積は1，100平米

ですか、延ぺ面積が5，500平米、それで高さが 5階建てで、その上に空調機が載るとい

う建物らしいのですけど、これでその影響を受けますのは、日照権、それから電波障害、

この 2件だと思うのです。それで私どものこの地域は、上の旭が丘と私どもの境目にずっ

と8メーターの高さの緑地帯がございます、ずうっと帯のように。その上に建つので、

過去においても随分電波障害関係のあれは、 一番先が育英会ですね、財団法人の。その

次に東京電力の西線の張りかえで電波障害が起きて、その次に最近では旭が丘のシティ

ハイツの一番南側ですね。普段でもこの地域は電波が余りよくないということで、その

つど対応してもらいましたけれど、依然として余りよくない。元来ここへ工場が一番先

に建ったのは、帝人研究所なんですo 皆さん御存じのとおり帝人研究所の西南の端です

ねO 八王子の方に黒い、細長い鉄塔がございます。これが35メータ ーとか言ってました

が、これが一番電波障害の走りで、このときにこの地域で大分帝人さんとあれをしたら

しいんですけど、この当時は皆さん御存じの大屋政子さんの旦那さ んの大屋新造さんで

すか、この方が帝人の社長をやっておりました。そういった関係で幾ら交渉してもなか

なか対応してくれなかったということで、そのままになってしまって、育英会さんがで

きたときに初めて前向きに対応してくださったということで、この地域は非常に電波障

害が多くて、ですから育英会さんから取っているのは有線ですね。シティ ハイツも有線
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です。それからその対象にならないのは八王子にある、八王子局ですか、ひよどり山と

いう山が八王子にあるのですけど、 UHFというんですか、そこが電波を取って、一応

解消しております。それで今回も帝人さんが事前協議でということで見えられたんです

けど、見えられた方には今度は帝人さんの最初だったあの35メーターの黒い塔のときの

ようによべない返事でなく、お互いに同じ地域に住むのだから、そこのところはよく話

し合いもし、またいろいろな関係で市の行政指導も仰がなければならないだろうし、そ

ういった点すべてよく良心的に話し合って、解決をしていくようにということで、問題

が今後おきたらそのつど両者で良心的に話し合うという一札が、つい最近交わしてあり

ます。タベも帝人さんから 4名ばかり係の人が見えて、 2時間ばかり話し合ったんです

けど、そういったことで今後また日照権の問題、 電波障害等その他で市の行政指導を仰

ぎにも来ると思います。どうか地元のことも考えながら、といって帝人さんもここで立

派に商売されるんですから、こちらの方の立場も考えられ、両方が円満に同じ地域で解

決して、今後暮らしていけるよううま く指きましていただきたいと思います。いずれ具体

的に細かく相談に見えると思いますので、その点を特にお願いしておきます。

それで最後にちょっ と聞きますけど、との件市の方に見えてますか。

O;IJ議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) 事前の相談という形で市の方に来ております。内容は

今議員さんがおっしゃられました内容というふうに聞いております。 5階建ての建物を

建てたい。ついては市の方の、今街づ くり指導要綱がございますので、この指導要綱に

基づきましてこういう手当てをしてくださいというお話をしてある。現在、地元にお話

ししているのは、その指導要綱に基づく 住民への周知徹底と いう条項がございます。こ

れに基づいて行われていると、こういうふうに解釈しております。

なお申請等は今後なされてくると思いますので、 当然その中でも今御指摘の日照等に

ついては十分指導要綱に従って指導していくことになるものでございます。以上でござ

います。

0副議長(福島敏雄君)

017番(高橋徳次君)

高橋智、次君。

そういうことでございますので、今後市の方に参りましたら、

とにかく地域の住民の方の立場も十分お考えになって、進めていきたし、と思いますので、

またその点よろしくお願いしたいと思います。と にかくこの地図で見ますと、私どもの

地域は電波障害が網のようにあっちからもこっちからも障害が起きております。主に こ

こに来ている電波は東京局と南多摩局と八王子の先ほどのひよどり山の八王子分で、すか、
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この三つから受けているんですけど、なかか完全な対応はできておりません。その上ま

たこれからふえていくということになりますので、この点帝人さんにもよくお話し願っ

て、良心的に解決するよう御指導お願いして、私の質問を終わります。どうもありがと

うございましTこ。

これをもって12の 1、地域における環境整備等についての質0副議長(福島敏雄君)

間を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 0時22分 休憩

午後 1時48分再開

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きますO

一般質問13の 1、住みよい街づくりをめざしての通告質問者、藤林理一郎君の質問を

許します。

(15番議員登壇〕

015番(藤林理一郎君) 副議長からお許しいただきましたので、 一般質問をさせてい

ただきます。

すみよい街づくりをめざしてという題名でございますo 昭和46年から私たちの自治会

におきまして、日野駅20号線日野坂の信号北八王子工業団地に通ずるバイパス道路に、

循環パスを走らせようの運動が始まりました。日野台一丁目から二丁目 、新町二丁目、

五丁目、八王子石川町、北八王子工業団地、各会社等の署名をいただき、 東京都パス自

動車、都議会並びに日野市議会、各自治会の有志の方々と陳情請願等を行い、さらに日

野市当局の関係部課長等の方と新宿京王電鉄本社並びに八王子営業、または西東京本社

に出向き、何回かお願いに行ったこともございます。そこで11月の18日午前 8時より、

ミニパスが運行開始ができました。そのことにつきまして理事者側、市長並びに部課長

並びに職員の方々、または議会議員の皆様方に御協力を得まして、運行が開始されたと

いうことでございます。感謝とお礼を申し上げます。

本題に入りますo 道路の危険を防止し、 交通の安全上、防災上の点から支障のない状

態を確保し、交通安全等を図り、道路を効率よく使うためにいろいろな面において怠り

なく道路を整備を行い、安全性を欠くことのないように状態にしておくためには、 道路
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を拡幅し、空地があればその空地を買い上げ、道路を能率よく安全性を絶えず心がけな

ければいけない、これが基本でございます。

これから寒くなると道路、または歩道につきましては朝夕路面が凍結し、地域住民に

迷惑をかけることになり、例えば道路の設置や管理上安全性を欠くことのないような状

態にあってしかるべきであろうかと思います。そうして交通上損害が出たときには、道

路管理者、公共団体が賠償する責任が免れないことになっているようでございますO ご

く一般的な考えでございますけれども、日常我々がなくてはならない生活に密着してい

る生活道路、朝夕交通渋滞が続き、さらに車優先となりがちであります私たちの地域に

つきましては、通学、通勤等にも迷惑をかけ、それに犠牲者もたびたび重なっている現

状でございます。生活道路といえども、地域住民も生活 している以上、生活環境、人間

優先に考えていただき、安全を保つため、私、これからの質問とする場所については、

野台第三小学校前の歩道橋の下に、変則的な五差路に対し、信号機の新設をお願いす

ることであります。

この信号機の新設につきましては、バイパス通り、 2カ所お願いしたところ、 1カ所

につきましては昭和 56年、 日野台二丁目 14番地先の矢島渡様の前のところに新設し

ていただきました。 1基でございます。その後の場所につきま しては、いまだ新設がな

されておりませんので、再度お願いすることでございます。また何人かの議員様の歩道

橋の下の信号設置につきまして、何人か取り組んでおられることと思います。

い初のころは歩道橋があるから無理だと いう ことで、取り上げていただくことがなか

なできなかったことでございます。例えば歩道橋は人が歩いて横断するのに利用するこ

ととなっているが、足が悪い方、また自転車を使用する方、歩道橋が無理なことであり

ましょう、ということでございます。それに伴いまして、ぜひ信号機を設置お願いいた

したいというこ とでございます。これが 1点でございます。

次の質問でございますけども、日野台二丁目から日野台四丁目に通ずる通学通勤の歩

道の整備でございます。歩道の幅員が広いところでは約 1メーター70から 1メーター80、

狭いところでは 1メー ター50ぐらいでございます。車道は約 5メーター80ないし 6メー

ター20ぐらいの幅員でございます。通勤の方は自転車が、通勤に非常に車が激しい とこ

ろでございますので、どうしても歩道を利用する ことになります。そのために歩道を利

用する方が多く、自転車の場合は危険でありますので早急に改善策を考えていただ きた

いということが、 2点目でございます。

3点目、日野駅都道ですね、 165線の歩道の整備でございます。左側の用水路の上に
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歩道が設置されておりますが、歩道の改善でありますが、通勤通学の方たちが冬になれ

ば歩道面が凍結して、交通が危険であります。昨年12月ごろ応急措置で砂を歩道にまい

て、措置がされましたが、その砂が庖頭に入って困ったということも聞いております。

また寒くなって凍結した場合、市民に御迷惑をかけることになりますので、また歩道の

手すり同様老化しておりますので、重ねて改善策についてのお考えをお尋ねさせていた

だきます。以上、 3点についてお尋ねいたします。よろしくお願いいたします。

0盲IJ議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めます。

建設部長。

O建設部長(橋本栄寓君) まず第 1点目の第三小学校陸橋付近の信号機の設置をお願

いしたいという御質問でございますO お答えを申し上げます。

御指摘の場所については、過去数年来問題になっておりまして、市と いたしましでも

交通管理者であります日野警察署に対して設置要望を提出したという経緯が ございます。

平成 3年度に入りましてから、日野警察署の上申に基づきまして、警視庁の規制担当が

現地調査を数回にわたり行っております。変則的な、先ほど御質問の中にも出てきたよ

うに、あの場所については変則的な交差点ということで、五差路でございまして、第三

小学校前の通りから、これは幹線で申しますと、幹線市道 1の17号線でございますけど、

こちらから日野自動車の東側の市道F8号線のところの場合は、道路の幅員が非常に狭

く、日野台一丁目地区にある工場等へトラック等の大型や車両が進入する際に、 交差点

付近での処理ができないというのが現状でございます。

また信号待ちの停車帯、これは我々の方ではたまり場というふうに言っておりますけ

ども、この停車帯が必要であるということが、この現地を見た中で規制官の方の要望と

してこのような判断が出まして、市に対して道路の拡幅の必要性があるという 要請が現

地でございました。これらに基づきまして市の方といたしましても交差点付近の土地所

有者に対して、拡幅の協力について交渉を進めてきましたのですが、その地主さ んの方

で、その土地の利用計画がありまして、そこに拡幅をするということになりますと、 支

障があるということでこの交渉も今難航しているというようなところでございますO

またそのそばに固有農地がございまして、これらの取得についていろいろの制約があ

りますけども、こういう中でも道路拡幅が非常に厳しいというのが実態でございます。

これだけで済むことでございませんもので、今後関係機関とも協議を継続して、実現を

図るということに努力していきたいと思っておりますO

それから 2点目の問題でございますけども、これについては日野台二丁自より四丁目
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に通ずる通学路の整備をお願いしたいという御質問でございます。お答えを申し上げま

す。御指摘の場所については、日野台二丁目から日野台四丁目へ通ずる幹線の名前でい

きますと、市道 1の10号線でございます。延長については約420メートルでございまし

て、道路幅員については約 7メートルでございます。この 7メートルのうちに平均1.5

メートルの歩道が設置されているというのが現状でございます。この歩道については、

日野台4丁目、 5丁目の児童が、市の第三小学校に行く通学路にも利用されております。

現在の道路幅員では歩道を拡幅するということは非常に困難でございますd この隣接地

のところには、東側には法面もございまして、こういう法面を買収または借用等の方法

で拡幅すれば、 基本的にはできるというふうに思っておりますけど、いずれにしてもこ

ういう土地の交渉なり、いろいろの問題ありまして、時間がかかるというふうに思って

おりますので、当面の措置といたしまして、現状の中で現在東側の方のところは側帯が

しいでありますけども、そこの部分が非常にへこみが多いというようなことで、これらの

段差を当面の処置として解消したり、また道路正面に雨が降りましたら、その排水等の

ものを技術的に検討して、その上でこの当面の処置をしていきたいというふうに考えて

おります。

それから最後の御質問でございますけど、日野駅より新町、栄町に通ずる都道169号

線の左側の用水路の上に歩道並び手すりをつけていただきたいという御質問でございま

す。この御指摘の場所は都道169号線でございまして、その歩道でございます。こ れは

日野駅付近より市立日野保育園の入口 よりは、既に道路管理者がいます東京都が改修済

みでございます。御質問の場所はそれか ら西側になると思いますけども、 これは栄町五

丁目にかけて、管理者であります東京都南多摩建設事務所補修課に既に市の方から再三

となく、この改良日時の要請をしてあ りますO その後東京都は地元の説明をことしの11

月26日に地元説明会をしてあります。現在東京都の方の予定では、この工事については

年内に発注に向けて、今設計を進めているところでございます。この区聞は延長約200

メートルでございますO 詳細に申しますと、この区間は日野保育園の入口から、栄町四

丁目の信号がございます、これは第三小学校の方に通ずる道路の入口でございますけど、

そこまでう平成 3年度の工事として、今現在設計を進めているというところでございま

す。

なおそれより西側になりますけど、上流部分になりますけども、これについては道路

管理者の方では引き続き平成4年以降に工事を進めたいということで予定が立っており

ます。以上でございます。
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0副議長(福島敏雄君)

015番(藤林理一郎君)

藤林理一郎君。

ありがとうございます。

今、第三小学校のところの信号機の設置につきましてはいろいろと検討がされている

ということでございますけども、これは今答弁の中で部長から民地の方は計画があって、

することができないと、 譲ることができないという。そうしますと今度は反対側の、こ

れは都の財務局ですか、それとも国の用地になっているのか。これはたしか日野のもの

ではなくし、もともとは日野自動車さんの用地だというふうに聞いておりますけども、

このところの場所ですね、何とか話し合いの方向を変えまして、ひとつ何とかな らない

かなという 気も私はするのですけども、この辺のところをできましたら、難しい ことだ

ろうと思います。変則的な道路でございますから、そこへウエテ歩道橋もあります。た

だし歩道橋のあとに、 これ若い方とか、子供さんとかいうことで利用してますけども、

ほかの年寄りとか自転車を利用する方は当面これは利用することができませんので、で

きましたらひとつ何とか早急に話し合いをしていただきまして、改善にひとつ努力して

もらいたいと、 こういう ふう に考え ます。

それから二丁目から四丁目に通ずる通学道路、また生活道路とでございますけども、

このところの場所はことしの11月の18日に、 ミニパスが通るのも道路が狭くて、 急速変

更したというような道路でございますので、ここも大変なことだと思います。そして私

特に歩道の整備ということで申し上げておりますのは、結局あそこはU字溝のふたがか

かっております。自転車、そしてまた歩いてもガタガタしてとても歩くのにはまあま あ

ということになっていても、自転車なんかでも、とても自転車に乗っては通れませんか

ら、どうしても通学道路の歩道を・・・…せなければしょうがないということです。私はあ

の点二，三たまたま自転車で転んでけがをしている方も見ております。ですからこれは

私自体がこういうふうにしてお願いするのではなしに、地域住民の方から、早く改善 し

ていただきたいとの、要望もございますので、できましたらひとつ早急に取り組んでい

ただきたいと、考えます。

3点目でございますけども、日野駅から都道の、私169と思っていたのですが169です

ね、ここのところの用水の上に鉄骨で組み立てた歩道がございますO この歩道を利用す

るのがとても多い方が利用しております。ここにおられる部長さん方もみんなそれ う利

用しておられると思います。そういうことでございますので、できましたら、 1回通っ

ていただけばよくわかると思いますO そういうようなところでございますので、特にあ

の商庖のところですか、今言われました日野保育園の入口から、新町の三丁目になりま

-388-

すか、信号のある、あの区間が日陰になりまして、朝晩は氷ついて滑るということで、

昨年は砂をまいて実は一時応急手当てをしていただきましたけども、その砂がいつの聞

にかどこかへ行って、そして庖頭の中にも砂が入りして迷惑をかけたということになっ

ておりますので、できましたらこれもひとつできるだけ早く取り組んでいただきまして、

お願いしたいということでございます。

この 3点につきまして、要望 して質問は終わらせていただきます。どうもありがとう

ございました。

0副議長(福島敏雄君)

終わります。

これうも って13の 1、住みよい街づくりをめざしての質問を

一般質問14の1、青少年の市民要求実現のために努力をの通告質問者、竹ノ上武俊君

の質問を許します。

(29番議員 登壇〕

029番(竹ノ上武俊君) 一般質問をさせていただきます。

日本共産党市議団は、 この夏から秋にかけまして、住民要望を個人や団体から承りま

した。それ らを11月末148項目、 数百件にまとまして、市長に提出をいたした次第です。

ぜひ来年度、新年度予算で、 住民要求解決の方向で、これう生かしていただきたいとい

うふうに思っております。その中から 4項目を取り出 しまして、きょう一般質問をさせ

ていただきますo

青少年の市民要求実現のために努力をとい う通告でございます。青少年というと幅が

広いわけでして、 青年が10代の後半から30代の初めまでとし、し、 ます。少年は小学生から

18歳まで、あるいは少年法だと19歳までと、こう いうこと にな っておりますので、要望

も多面的にございます。その中か らきょうは三つだけ質問をいたします。

青少年を取り巻く現状というのは、今非常に深刻であります。日野市教育委員会が出

している、 「窓辺」という日野の教育の小冊子がありますO その中に小学校の児童が作

文を寄せております。 i生活についてJというものであります。 iこの前の家庭科で生

活調べをしたとき、家族団らんでいる時間がないことを発見した。新しいことも発見し

た。父の帰りが前よりも少し遅くなっていることだ、ということで、家族でいろいろ相

談をしたり、この子供が提案をして 1カ月に 1回はみんなで外に遊びに行くというのが

実現しないかと。どうすれば父親と一緒にい られる時間がふえるか、今家で相談中だ」

と、こういうのが発表されておりますO こういうような家庭の状況。

また親たちの状況も厳しいわけです。過労死の問題が大きな問題になっております。
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きょうの赤旗に、イギリスの新聞などのことが紹介されております。イギリスのイ γディ

ペγデγ トという新聞に、 9日付で、出たそうです。 I過重労働は、日本人さえ死に至ら

せるj と、こういう見出しで日本の過労死の問題を取り上げ、これが欧州に及ぶことを

恐れるということの記事が出たそうでございます。

また同じ新聞で取り上げられた、日本の上畑鉄之丞博士の調査結果というのがプリティッ

シュメデイカルジャーナルというのに発表され、それをこの新聞が取り上げたそうでご

ざいます。 I日本の労働者の約45%は、週50時間以上働き、その 4分の lは月に30時間

以上の超過勤務をしている。心臓発作や卒中などの突然死とされる過労死は、長時間労

働が最大の原因だJと、博士がイギリスの雑誌に書いておられる。これが日本の実態だ

というふうに思います。そのほか、国会で日本共産党の上田耕一郎参議院議員が取り 上

げた件は、富士銀行の不払い労働の問題です。銀行の場合では月 100時間の残業はざら

だということです。残業代は20時間で打ち切りが一般的だと、これは富士銀行の例を取

り上げているわけです。不払いが年間100億円と、富士銀行だけで、こういう状況が取

り上げられまして、その後一定の銀行では残業代をもっとたくさん支払うようにな った

という変化が起こったということが国会で取り上げられておりますO

また最近では立川グラウンドホテルで東京都の主催で、シ γポジウムがありました。都

の労働経済局が主催したものです。 Iゆとり創造シンポジウム西東京大会」と、 ここで

は座長役の藤井朝日新聞論説員が日本の長時間労働、サービス残業などを外国から見て

理解できない七ふしぎということで、問題提起をしたそうでございます。そしてこのこ

とに対して労働運動側ということで、鉄鋼労連の委員長が日本的労使関係を日本たたき

に使う外国の経営側の外圧論だということで、時短に取り組んでいるのだということを

述べられたそうですが、この方に対して、またフリ ージャ ーナリストのロ γソン・由美

子さんという人が過密労働を取り上げて、鉄鋼労連の委員長が1，800時間達成というこ

との数字を言っているけど、問題はそんな数字あわせではないと、男も女も子育てがで

き、人間らしく働ける労働形態をどうつくるではないかと切り返したということも、記

事としてある新聞に出ております。こういう大変な今家庭の状況に ございます。

そしてまた子供たちを取り巻く、青少年を取り巻く状況は本当に厳しいものがし、っぱ

いあるわけでございます。きのうあたり新聞に報道されましたとおり、大学生の年間支

出、私立下宿組みは214万円になってきたということであります。すねをかじるのもか

じられるのもつらいなあというのが、方々の新聞に出ておりました。

こうし、う状況に加えまして、今の自民党政治の腐敗、退廃ぶりは頂点に達したかのご
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ときところになっております。日本の総理大臣はリクルートの疑惑がいまだ晴れない。

うそを何回もついている。また 3点セットという資料が出まして、これがまたうそをつ

くことになるのではないかとマスコミは取り上げている状況です。こういう政治の世界

を見る青少年の気持ちも複雑であろうというふうに思うわけです。

その上食品の問題が大変になってまいりました。そういうことでこれは12月10日新聞

紙上に発表されましたが、文部省では18年ぶりに健康診断の内容を見直すのだというよ

うな記事も出たわけであります。そして次に取り上げる大気汚染、これも大変な状況に

なってきております。また外食詰め、塾通いで間食をするなどということで、大変な青

少年の状況が出てきております。そういう背景の中で、青年たちが健康で安全に、そし

て夢を持って成長していけるために、日野市でできることのこ，三をどうかということ

で市に要望兼ねまして、質問をさせてもらいたいと思いますo

第 1点は、アマのロックバンドなどに対する自治体としての援助の問題でございます。

私たちの 自治会では夏祭りというのを盛大にやります。この中でなるべく中高生とも交

流をしようという ことで、いろいろの ことを努力しているわけで、すo 太鼓をたたくセミ

プロくらいの近所の方々にたたいていただいておりますが、これにプラスパ γ ドとか、

アマのロックバンドなんかに入っている中高生を集めまして、太鼓をたたく協力をして

もらいましたところ、さすがにもう数十分で上達をいたしまして、大変な協力をしても

らいました。こういう 青年たちの声を聞きますと、アマのロ ックバンドなどに入ってい

きますと、なかなか練習する場所がないということでございます。友達の関係、そのパ

γ ドのメンバーの関係で池袋あたりまで行っ て、商業的なと ころで練習をしたりするそ

うでございます。大体 2時間単位でそういう 会場を借りまして、 一人の生徒、高校生ぐ

らいで1，000円から2，000円を負担をして、そして 2時間の練習をする、こういうふうに

してやっているということです。このほか音楽という点ではオーケストラに入っている

人もおりますし、単独でさまざまな器楽を持って練習をして、将来芸術家を目指す人た

ちもおります。しかしその演奏する音が騒音ということで、いろいろの方々に近所で迷

惑をかける。思い切って練習をする、しかも安いところ、あるいは無料の場所が欲しい

というのが彼らの、彼女たちの要求でございます。

この点でひとつ日野市の公共的な場所を解放もしていただいているとは思いますけれ

ども、独自のこういうジャズやロックのバンド、青少年の夢、そして将来に対する希望、

またエネルギーの発散、そういうことで非常に私はいいものだというふうに思います。

私も種々こういうアマの ロックバンドというのをいろいろなところで聞いたことがござ
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いますが、非常に真剣に真面目に伸び伸びとやっておりまして、本当にこれは青春にとっ

てすばらしいものだというふうに思うわけで、す。そういう点で日野市の独自のそういう

会場を、今後青少年センター的に建設をしていただく。そこに若干の楽器なども置きま

して、思う存分音を出せるというまうな場所をつく っていただければいう思いでござい

ます。

2点目は中学生のことについて 1点、質問、要望 したいと思います。それは最近中高

生の学校内の事故死、その中で突然死がふえているという日本の傾向でございます。昨

年度は107人の子供が全国でなくなったそうです。そのうち小学校は23人、中学、 高校

が書く 38人ということであります。そして突然熱が上がったり、息が苦しくなって死ぬ。

大抵は運動の練習の後などでございます。これらについては専門家のいろいろ意見など

も出ておりますO その中でやはり健康診断をよくするという ことが、 最も身近にできる

解決策ということになるのではなし、かと思いますo むろん先ほど言いました青少年を取

り巻く背景を抜本的に解決しなければいけませんけれども、対症的な療法としてそれを

行う。例えば心電図検査などをも っと行 うという ことが必要ではないかというふうに思

うわけです。あるし、はまた学校の先生に心臓マッ ーサージとか人工呼吸、 こういうこと

がかなりできるようにマスタ ーをしてもらう。こういう先生たちも養護教諭、その他い

らっしゃると思いますけども、そういうことなども努力をしていくということによ って、

こういう突然死というのが防げるのではないかと思います。日野市でもそれに近い こと

があったかというふうに思いますが、突然死といったかどうかはわかりませんけれども、

そういう日野市、東京などの実態もおわかりであればお聞かせをいただきながら、今後

そういう面で対策をとっていただきたいという 点でございますo

第 3点目は、高校生の奨学金の問題でございます。高等学校等に対する生徒、 学生の

奨学金というものが今条例で交付されております。月5，000円です。この利用の現状、

また利用している人たちはもちろん感謝していると思いますけれども、先ほどありまし

た学費の値上がりの中で、大学に次ぎ、高校も大変なものでございますO そういう中で

月5，000円というものがふさわしい金額かどうかということになってまいりますので、

この辺について今後日野市はどう考えているのかという点を質問をいたします。私とし

てはこれはやはり増額してあげるべきではないか、こういうふうに思うわけでございま

すo 以上 3点お願いします。

0副議長(福島敏雄君)

企画財政部長。

竹ノ上武俊君の質問についての答弁う 求めます。
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0企画財政部長(長谷川暢男君) 1点目の今後の施設の考え方ということでございま

すので、私の方からお答えしたいと思います。

特にロック バンドの関係でございます、 今後専門的な練習施設をという御要望でござ

います。確かに多 くの各市民からの数多 くの要望のある中で、ロックバンドだけの専門

的な施設は可能であるかど うかという ことにつ きましては、これからの課題というふう

に受けとめておりますが、 現行の中では各公共施設、ロ ックバンドのみならず、ほかの

やはり音楽に対する練習場、こ の不足はあるよう に感じております。しかしその中でも

一部公共施設を充てるとい う現状もあるわけでございますO しかし今御質問の中では、

ロックパ γ ド専門の練習施設と いうこ とでございます。今後公共施設を考える場合の中

で、 担当部との調整も当然、図らなければいけないと思っておりますが、そういう 中で専

門にはいかないと思いますが、すべての楽器を使った練習施設、いうなれば公共施設、

公共的な設備、 防音的な設備をすることによっての騒音の問題は解消できるわけであり

ますので、今後のやはり課題として今御質問の要旨を受けと めておきたいというフウ ニ

考えており ます。以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 御質問の2点め、 3点目についてお答えいたします。

日野市では過去10年余 りの聞に発生 した事故といたしま して、学校管理下の事故でござ

いますが、 2件ございます。 1件は昭和56年に小学校の5年生の男子生徒が移動教室先

で、死亡 したものです。とれはぜんそく の持病があったと、主治医の判断のもとに十分

な配慮をした上で参加 したわけですが、 宿舎から救急車で病院に運ばれたものの、ぜん

そく 重咳発作で亡 くなっております。

もう 一件は昭和57年に奨学 3年生の男子が体育の授業で、1，000メー トルの持久走中

に倒れまして、救急車で病院に運ばれて、手当てを受けたわけですが、亡くなったと。

これは解剖の結果、胸腺肥大と副腎皮質障害による急性心臓死というふうに判断されて

おります。そのほか、 学校管理下ではございませんが、最近中学校 3年生の男子生徒が

未明に、 朝方ですね、 自宅で倒れまして、救急車で病院に運ばれましたo 手当てのかい

もなく亡くなりましたが、死因は心筋炎という病気によるものと診断されております。

学校で、は定期健康診断やその他の健康診断をもとに、指導の充実を図るとともに、各家

庭からの情報をもとに協力して、児童 ・生徒の健康を安全指導に努めているところでご

ざいますo 定期健康診断のーっとしては、心臓等の内科検診のほか、小学校 1年生と中

学校 1年生全員を対象に、心電図検査を行っています。心電図検査では精密検査を必要
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とする児童・生徒について、心音図検査も実施し、さらに保護者、学校医、養護教諭の

立ち会いものもとで専門医の指導を受けています。他の学年の児童・生徒で過去に精密

検査を受けている場合は、心電図検査や専門医の指導を受けています。

また学校では学校内研修の一環として、教員が人工呼吸や心臓マッサージなどについ

て研修したり、各学校で緊急時の対応を明確にするなどに努めています。風邪の症状の

ような健康上留意しなければならない場合の対応など、日ごろの健康管理を進めること

が大切であるというふうに考えて対応しているところであります。養護教諭が各種の資

料をっくり、教職員の理解を深めるための工夫をしておりますo

御指摘の中学生の突然死の予防対策として、このような各種の定期健康診断や、水泳

指導、または宿泊的行事の前には、学校医等による診察、それから教員の研修、各家庭

での協力、教職員の理解を深めるための工夫などを行っております。今後この突然死の

予防対策についてはさらに研究をして、対応をしていきたいというふうに考えておりま

すo

統きまして奨学金の増額をということでございます。今、高等学校、または高等専門

学校等に進学または在学して、経済的な理由で就学が困難な者に対して、就学上必要な

資金を支給するということでこの月額5，000円の奨学金を支給しておるところでござい

ますが、応募者と受給者の状況は、平成 3年度ではおのおの103人と90人で、ここ 5年

間ほぼ似たような状態が続いております。ちなみに日野市と同じ変化を要しない程度を

持つ他市、 18市がございますが、都の比較を見ますと、応募者数では日野市は上位から

2番目ですが、奨学金の額では平均を下回っております。

現行の奨学金の額は61年度に改定されて以来、 6年間据え置かれております。この聞

社会、経済情勢も変わっておりますので、奨学金の額について増額のことと、またこの

申請の手続きの面でも一部改善を要するところがあるではないかということで、この点

について一層制度が充実するようには検討を進めているところでございます。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) ありがとうございました。

要望して第 1問目は終わりたいと思います。このロックパ γ ドのことは、ロックパ γ

ドだけ専用のというふうに受け取られたようですけど、そういうつもりではないので、

広く音楽という意味も含めておりますので、御理解いただきたいと思います。特にロッ

クパ γ ドの場合はすごいパワーがありまして、そのチームによりましては思い切って演

奏をする、そして自分の意思、最近は社会問題にまで歌詞や音楽でタッチしていこうと
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いうアマのロックバンド、高校生のロックバンドもそういう傾向がたくさん出ておりま

す。そういう点で思う存分できる場所をやはりつくっていただくということが必要と思

いまして、質問、要望したわけであります。

現在も七生公会堂、あるいはまた生活・保健セソターの極めて狭い締め切った部屋で

すけど、そういう場所とか、一部ありますけども、多面的な今の青少年のバンド結成の

動き、また個人的な器楽の練習、こういうことからいくとまだ不十分だと思いますので、

積極的な計画をしていただきたいと思いますO 日本全国ではそういうために自治体が前

向きの姿勢を取っているところも出始めているようでございます。要望いたします。

それから中学校の身体検査の問題ですけれども、これも今小学 1年と、中学 1年が心

電図ということでございました。私素人ですので、よくわかりませんけれども、あるい

は中学 2年、 3年でも毎年 1回は心電図の健康診断を行うということなども予防につな

がるのではなし、かと思います。 9月、私も知っているある中学校の生徒が亡くなりまし

た。これは本人も痛ましい、前途ある人がかわいそうでありますが、取り巻く生徒たち

もショックを受けて、いろいろの心配もふえたりするし、また教育上もさっきおっしゃ

いましたようなこのいろいろな練習をするに当たって、あらぬ心配までしなければいけ

ない状態も出るかもしれませんし、そういうためには予防ということが大事だと思いま

すので、ぜひ来年度から検討していただきたいと思うわけでございます。

それから奨学金の件ですが、これ渡しっ切りという点が、日野市の一つの特徴があり

ます。ですから無限に高額にするということはできないかもしれませんo しかし地方の

都市ですけれども、月数万円を支給し始めたところもあります。これは家庭状況に応じ

てでございますけれども、さまざまな工夫が今なされておりますので、例えば貸し付け

であれば相当多額なものを出して、無利子にするとか、渡しっ切りであれば、ある程度

まで伸ばすとか、そういうことを柔軟に考えて、みんなが利用しやすいようにしていた

だきたいと思うわけです。

また手続きの点についても、今条例では生活保護基準の、需用額の基準の120%とい

うようなことになっておりますけれども、その辺の問題とか、それから年間 3回交付す

るときの交付のスタイルといし、ますか、そういったものもいろいろ工夫をしていただけ

ば、もっともっと困っている家庭は多いので、利用者がふえるし、市民も喜んでくれる

しというふうに思います。以上、 3点を申し上げましたけれども、こういうことが進む

ことによって、私は青少年が自治体に対する関心を深めることにもつながるし、また日

野市をふるさととして、大切に思って人生を将来につないでし、く、そういう方向も出て
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くると思いますので、ぜひ実現方強く要望いたします。

0副議長(福島敏雄君) これをもって14の 1、青少年の市民要求実現のために努力を

の質問を終わります。

一般質問14の2、道路の排気ガス悪化に対策をの通告質問者、竹ノ上武俊君の質問を

許します。

029番(竹ノ上武俊君) それではN02その他の汚染が悪化してきたという状況を踏

まえまして、一，二質問をさせていただきたいと思います。

環境庁が11月の29日に、 90年度の大気汚染測定調査結果を発表をいたしました。それ

によりますと自動車の道路沿いで、一般住宅地のいずれでも二酸化窒素、 N02の環境

基準、 0.06ppmを達成で、きなかった測定局が昨年よりも増加し、最悪の状況だというこ

とでございます。これも環境基準をそれまでの1970年代、 0.02ppmから0.06ppmへ、 19

78年緩めたわけですから、こういう中での測定で、こういう結果が出ているわけでござ

います。

また発がん物質を含む浮遊粒子状の物資についても、粉塵ですけれども、この環境基

準も達成率が大幅に悪化してきているということです。大気 1立法メ ー トル中0.10Fが

環境基準になっております。これを達成できなかった測定局の割合は、カイガスの測定

局で前年度の62.8%から78.8%にふえたということです。

一般測定局では34.8%から56.1%へと高くなってきているわけであります。そういう

中で日野市の現状、東京都の現状をお聞かせいただきたいし、また今後の市としての考

えがあれば、お聞かせいただきたい。特にこの排気ガスを規制していくという点で、自

治体が一定のやはり努力をすべきだと思いますので、そういう点についてもお考えがあ

れば、お聞かせをいただきたいと思いますO 日野市の実態表というのは一応いただきま

して、若干東京都全体などよりは低い基準になっております。しかしこの測る場所とか

いろいろどうなっているのかというような点なんかもありますので、それは再質問をす

るかもしれませんけれども、答弁をいただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めますo

環境部長。

O環境部長(山口正夫君) お答えいたします。

道路の排気ガス悪化に対策をという御質問でございます。ただいま御質問にございま

したように首都圏の二酸化窒素によります大気汚染は、これまでにも国や自治体におき

まして、工場や自動車に対する窒素酸化物削減対策を講じてきたにもかかわりませず、
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近年著しい自動車の交通量の増大によりまして、まだ改善されない傾向が見られますO

大変厳しい状況にあります。その主な原因が75%の部分につきましては自動車の排出す

るガス、つまり自動車の排気ガスと言われております。ちなみに首都圏での自動車の保

有台数はここ 10年間で、1.5倍にもふえております。ただいま御質問にありましたまず

N02の実態ということでございますけれども、私ども大気汚染の測定につきましては

まず二酸化窒素、 N02の測定を市内21カ所で実施をいたしております。測定方法とい

たしましては、簡易二酸化窒素測定器、つまりフィルターパッチというものでございま

すが、これを用いまして24時間実施するものでございます。測定する場所といたしまし

ては、市内21カ所、そのうち道路沿いに14カ所、その他の場所 7カ所で実施しておりま

す。

測定の結果でございますが、 最も最近では本年 8月22、23日にかけて実施いたしまし

たけれども、全部の平均濃度は0.017ppmということになっております。道路沿い14カ

所だけの平均濃度をとってみますと、 0.017ppmということでございますので、いずれ

も環境基準0.06ppm、質問者の方からおっしゃられましたppm以内ということでござい

ます。

それから粉塵でございますけれども、粉塵につきましては本市では現在のところ測定

はいたしておりません。東京都が現在日野、八王子、立川、多摩、それぞれの測定局で

実施をいたしております。その結果日野では新町 1の13、姥久保都営の団地内でござい

ますけれども、ここでは0.062ミリグラム立方、つまり 1立方メ ー トル中に0.062ミリグ

ラム、 年平均でございますけれども、これが平成 2年度の測定値となっておりまして、

基準は0.1から0.2ミリグラム立方でございますか ら、この範囲内に入っているというふ

うに考えております。ただこれからの対応ということになりますと、この大気汚染につ

きましては、やはり広域な行政と言いましょうか、これは首都圏、特に東京含めまして、

東京、神奈川、埼玉、千葉、それから川崎市、横浜市、これの 6都県市、これらが共同

いたしまして、自動車の交通量対策を実施しています。その内容は対策実施地域を指定

いたしまして、自動車を使用する事業所、あるいは自動車利用の抑制、あるいは最新規

制適合車への買いかえなどを要請するような対策を講じております。以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 日野市の測定状況というのは、今部長がお答えいただいたと

おりでありますo 測る場所など、測定する場所を見てみますと、私が一番多いなといつ

も通るところで感じるのは、例えば七生交差点あたりでやるといいなと思うのですけど、
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これは七生公会堂の方で測定をするというようなふうに、例えばなっていましたり、そ

れから甲州街道沿いの若干交通量が少ないところ、あるいはちょっとへっこんだところ

とか、引っ込んだところ、こういう場所での測定というのがいろいろ地図で見ますとあ

りまして、やはり道路沿いに住んでいる人たち、あるいはそこを歩く人たち、こういう

人たちから見ると実際の感じと、この日野市が測定した昨年の測定結果とのずれを感じ

るような気もいたします。もちろんいろいろ工夫して測定、あるいは測定しにくい場所

もあるでしょうから、できる場所でやられていると思いますが、この辺についてももっ

と自動車の排気ガスが直接出る、それを最も受ける人たちの立場に立って測定をしてい

ただくことが必要ではないかと一つは思います。

それからまた粉庫の方ですが、これは東京都が測定したもので、日野市は 1カ所だけ

出ております。 0.062という数字が出ておりますが、これは三多摩の測定の中で一番高

い測定値が出ております。そういう点でこれも警戒を要する問題ではないかというふう

に思うわけです。これらの排気ガスの濃度が高まってきたということについては、部長

も大変深刻な状態ということを答弁をされたわけです。今まで議会でもいろいろの一般

質問が今回も行われました。この中でやはり 一極集中、農地を取り上げる、緑がなくな

る、こういうことも私は排気ガスや粉直の濃度をふやしていく 方向に大きく根本的には

影響している政治の動きだというふうに思っております。

東京民報という新聞がございますけれども、これに私たちの古い同僚であった方が発

言をしておられます。 r宅地並み課税なんてとんでもない」と、これは奥住元日野市議

会議員の発言なんですけど、 「政府は口を開けば東京一極集中を分散すると言いながら、

この東京に住宅開発をして、まだ人口をふやすとし、ぅ。宅地化したところで、今の地価

ではサラリーマンは買えない。大企業などが買い占めるだけだ。日野市は地元の野菜を

学校給食に利用し、子供たちもおいしいと喜んでくれる。」こういうことで政府に対し

てこんな農政は「ノ一政」だというんで、談話を寄せていただいておりますが、こうい

う状況が根本的には大気の汚染をもたらすものに一つなっていると思います。

それからもう一つはこの臨海副都心の問題です。臨海副都心の計画が進んでおります

が、このことによってまた一層排気ガスが高まるということが、専門家によっていろい

ろと叫ばれている状況になっております。都議会の臨海開発の特別委員会が11月20日、

参考人を呼んで意見聴取を行った。このうち 4人中 3人が開発計画の中止、大幅見直し

を主張しているということであります。そしてその中で特に大気汚染を周りにふやす、

またもちろん臨海副都心の中にもこれを閉じ込めてしまうということで、鋭い摘発があ
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こういう政治の方向というのもやめさせなければ、私たちの大切な空気をきれいに守っ

ていくことはできないわけです。そういう点についても今後自治体は相当日を向け、気

持ちを引き締めて行動していただきたいというふうに思っております。

いまひとつの調査なんですけれども、民間団体でも調査を行っております。私のうち

でも数回ゃったことがあるのですけど、ことしの 6月6日、新日本婦人の会など、婦人

団体も参加している大気汚染測定運動東京連絡会というのが一斉測定を行いました。こ

れは都内全域の 2万1，820カ所でN02の平均濃度を測定をして、平均が0.04ppm、昔の

基準だと基準を 2倍上回る悪い結果が出ているわけでありますo そして同時に排気ガス

の強い地域の健康調査などもされておりますが、その結果も出ておりまして、肺機能が

劣るo また動物実験でディ ーゼル車の廃ガス中の微粒子に強い毒性物資が含まれ、肺に

入ると重い呼吸器疾患なども起こすと、これはマスコミも取り上げているわけでござい

ます。

こういう点で今後、部長 も触れられたと思いますけれども、ディーゼル車の排ガス対

策や、 車の総量規制などの技本策が求められているわけです。自治体にもそういうこと

で運動をしろという住民運動なども、今後関係がされてくると思いますけれども、そう

いう点で、私は自治体がこういう問題にも っとも っと取り組んでいく 。ただ測定するだ

けではなく、地方自治体の権限を生かしていろいろと行動をしてし、く、こういうことが

望まれるというふうに思うわけでございますo

そういう 点で日野市の、自治体としてもう少し日野市内の企業に対しても PRをする

とか、あるいは立ち入りをしていろいろの調査活動をするとか、そういうこともしても

いいのではなし、かというふうに思うわけですo 以前、公害対策特別委員会がありまして、

企業等に行きまして調査をしたこともございます。そういうことをすることが世論を高

め、排ガス規制につながっていくと思いますので、そういう点で答弁があれば、もう一

度お答えいただきたいと思います。一つは測定の場所なんですけど、今までのやり方が

東京都平均よりも日野市が低い、これは結構なことなんですけれども、測る場所がどう

なのかという点です。この市民団体による測定結果は日野市は、幹線道路の付近は0.04

2という平均が出ました。また日野市全体では0.036という平均が出ているんです。日に

よってもちろん違うわけですので、違う結果が出ますけれども、日野市の0.01というよ

うな平均値に比べますと、随分高い平均値が民間団体では出ておりますので、その辺も

研究していただきたい。また日野市独自の規制に対する報道をしてもらいたい。その点
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で答弁があれば、お聞かせいただきたいと思います。

O副議長(福島敏雄君) 環境部長。

0環境部長(山口正夫君) まず測定の場所でございますけれども、この排ガス汚染で

ございますが、この原因が自動車の交通量が大幅に増加しているということ、いま一つ

は最近交通渋滞によりまして、平均速度が低速になっている。こんなような原因が分析

されているわけでございます。そういう中で私どもが指定いたしました場所は比較的甲

州街道沿いでは渋滞の多い日野の図書館の前、あの辺が常時渋滞がございますので、あ

そこを測定の場所といたしました。御指摘のように確かに日野で一番高い数値とし、いま

しょうか、基準内でございますけれども、 0.026という数字が出ております。これらの

測定の場所につきましては、確かにこれですべて網羅しているということではございま

せんので、さらに研究を加えていきたいというふうに思っております。

それから 2点目の日野市独自の規制はどうかということでございますが、内容をよく

勉強させていただいて、研究をさせていただきたいと思います。以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 2点目の方は大分トーンが下がりますので、もう少し強い姿

勢で前向きに取り組んでいただきたいというふうに思うわけです。勉強していると時間

がたってしまいますので、ぜひ日野市独自にできることは何なのか、これをしていただ

きたい。また粉塵の調査についてもいろいろ予算の点や機械の点、スタッフの点、いろ

んなことがあるかと思いますけど、こういうことも市であと数カ所調べるとかすれば、

さらに日野市の実態がわかると思いますので、そういう点でも今後の努力をお願し、いた

しまして、この件の質問は終わりたいと思いますO

0副議長(福島敏雄君) これをもって14の2、道路の排気ガス悪化に対策をの質問を

終わりますo

一般質問14の3、中高層住宅に住むお年寄りのために手すりのとりつけをの通告質問

者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

029番(竹ノ上武俊君) それではお年寄りの階段の上り下りの問題を取り上げまして、

質問をいたしますo

私自身は公団住宅の 5階建てに住んでおります。そういう関係もありまして、自治会

運動にも参加し、家主である公団にさまざまなお年寄りへの対策を要望して、この十数

年来頑張っているところでございます。この中で住民の方から私にも、ぜひ市会議員と

しても頑張ってほしいというお手紙をいただいたりしましたので、この件を取り上げる
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わけでございます。

日野市の方も高齢者に対してはさまざまな努力をされておりますO 全国一といっても

し、し、ぐらいの調査活動、施策を進めていらっしゃると思います。その中で日野市高齢者

生活調査報告書というのも出ましたし、また日野市の高齢者福祉施策の体系化について

という答申も出ました。

またそのほかにも最近ではことしに入りまして、日野市地域高齢者住宅計画について

というのが出ました。それから同じく日野市地域高齢者住宅計画書というのも発表され

ました。高齢者在宅サービスセ γター設置検討対象団地ということで、その一覧表もこ

の答申書の中に出ております。13の公的な団地、中層住宅等が明らかにされているわけ

でございます。

それから今後の方向としては、どういうふうに工夫するかということでいろいろ出て

ます。その一例としては、階段のない生活を確保し、地についた生活が可能で、往来の

人々との コミュニケーションも容易である。また機械的な設備も特に必要なく、安全を

確保できるような配置方法、 こういう住宅を今後考えなければいけない。一棟にまとまっ

ている ことから、管理、 生活相談等が容易で、建物も特殊な設計を集約でき、人の動き

についてエレベータ ーを設置すればよく、合理的である。私たちの周りの住民からも、

中層住宅にも これか らエ レベーターをつけてくれとい う要望も強いわけで、すo しかしきょ

うは最も簡単な階段に手すりをつけていただきたい、そういう運動を日野市も起こして

もらいたいということで、要望をいたすわけでございます。

もちろんそれぞれの公共住宅、 民間住宅には家主さんがあります。これはそこの住民

が直接家主さんと交渉して、解決するというのが第 1だというふうに思います。しかし

日野市も こういう高齢者住宅の計画を持つ以上、そういう家主さんの聞に仲立ちとして

入っていただきまして、手すりをつける運動を進めていただきたいと思うわけです。

今公団住宅等では、市営住宅もそういう努力をされておりますが、お年寄りを 1階に

移すという ことももちろん行われております。しかしいろいろお年寄りの意向を聞きま

すと、今住んでいる部屋から動きたくない、ここがいい、 3階がいいと、こういうよう

なことでおっしゃる方も多いわけでございます。そしてできれば手すりなどをつけても

らって、在宅で生涯を、今住んでいる団地やマ γショ γで、アパートで過ごしたいんだ

と、そういう意向の方も多いそうでございますo

そうし、ぅ点で私は手すりをつけることによって、在宅で一一在宅ケアも充実しなけれ

ばいけませんけれども、自力で頑張っていくお年寄りがやはりふえていくのではないか
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と、そういう観点から質問をいたしたわけで、ございます。幸い住宅公団の方は、住民運

動にこたえまして、階段への手すりの設置という方向を打ち出しました。日野市の団地

でもそれに適用する建築の形態があればつけていく。またそれに近いところも工夫をし

て、なるべく手すりをとりつけるようにするという方向が出ております。

きょうはひとつ市営住宅の 4階建て、 5階建ての中層住宅についての市の今後の考え

方、そういうのも含めまして、他の公共住宅、民間住宅の階段の手すりということにつ

いてお考えがあれば、担当からお答えいただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めますo

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたしますO

日野市では概ね65歳以上の高齢者で、日常生活に支障のある世帯の利便を図る制度と

いたしまして、日用生活用具の給付、あるいはレ γタル、 住宅改造費の助成を行ってお

ります。お尋ねの手すりの取りつけの件でございますが、 これは階段と言わず、機能低

下によりますところの手すりということで、 トイレ、あるいはお風呂、そういうと ころ

の室内での取りつけもかなり多いわけでございます。特に中高層住宅、都営団地並びに

住宅都市整備公団、これにつきましては私ども各管理事務所と連絡を取りながら、 管理

事務所の許可を受けた後に、こういう室内の手すり等については設置していると ころで

ございます。

この室内の改造につきましては、都営団地で 1件、住宅都市整備公団で 2件、こうい

うところが実態でございます。室外の共用部分についての改善につきましては、特に住

宅都市整備公団に聞きますと、現在の建物のいわゆる階段のスペース、これが非常に消

防法によっての規定にかなりギリギリの線で、何か手すりの設置が非常に難しいよ うな

ことも、ちょっと私どもの管理事務所の方からそんなお話も伺っておりますo

いずれにしてもできればこれからの市内の都営住宅、あるいは公団等の建てかえもあ

るわけでございます。こういうときには当然高齢者住宅を優先的に設置 していきますの

で、できればそういうところへ優先的に転居で、きるように、そういうような ことも あわ

せて要請をしていきたいというふうに考えておりますo

なおこれら中高層住宅については、それぞれの管理事務所とともに、 連携を密にして

高齢者の快適な居住の確保に努めていきたし、という ふうにも考えております。

またひとり暮らし世帯、あるいはお年寄りのみの世帯などにおきましては、私どもケー

スワーカーを通じまして、その手続きなどの援助も努めているところでございます。仲

立ちということでございますが、これについても引き続き積極的に対応していきたいと
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いうふうに考えております。以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君)

たいと思います。

ありがとうございました。ぜひ積極的な努力をしていただき

お年寄りの転居をさせるというのも、いろいろ公団もやっているし、市もそういうこ

ともやっております。またお年寄り専門のアパー トをつくれということも我々も要求し、

また実現をしてまいりました。またケアっきの住宅をつくれという要求もいたしており

ます。 しかしだんだんと高齢者がふえてくるに従いまして、今住んでいるところに、近

所のつきあい、その他も含めて住みたいのだという要望も多いわけです。それで私がきょ

う提案 したのは、そういう人たちの、いわば先取り的な要望という形で、今後の方向を

打ち出していただきたいという 立場から質問したわけであります。

私が手紙をいただいた方ももう既に60過ぎているのだけど、今働けるうちに、年をとっ

ても住めるようにいろいろ私的な設備投資をしているというわけなんです。そういうこ

とをしているので、またどっかに移ってくれと言われでも、いろいろ二重投資になるし、

移った場合、また家賃が上がる場合もありますので、そういうことですべてのとまでは

いかなくとも、お年寄りの多い住宅地域から手すりをつけるようにさせるとか、そうい

うことが私は必要だというふうに思うわけであります。

また消防法の問題があります。百草団地の階段が、入口付近は 1メー トル以上ありま

すが、 1階の階段を上がったところか らは、 大体9.7センチ ぐらいなんですよ、幅が。 高

幡台も大体そのくらいの階段の幅であります。現在 1階には一部手すりをつけてござい

まして、この手すりが現在の丸い筒の形、日野の市役所にも方々あります、手すりをつ

けてあります、 市民会館の上がり 口とかいろんなところありますが、あれですと幅が五，

六セ γチから 7センチぐらいの幅につけるとなってしまうわけです。そうすると残りが

90センチを割ったりしてつくるという点があるわけで、す。しかしこれを現在は工学も進

んでおりますので、この手すりの幅もぐっと短縮できるというんです。そういうことな

どを工夫 して公団が言うのは、百草団地や高幡台に消防法のその制限の枠を何とか乗り

越えるような方向で工夫をして取りつけたいと、こういう積極姿勢を示されております。

そういう 点も工夫 して、日野市に私はいろいろやっていただきたいというふうに思うの

で、す。

今度市長の市政経過報告で、部長などヨ ーロッパあたりを視察をしてきたということ

で、市長も福祉の視察をされてきたというふうに聞いております。もう少し福祉の問題
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に私はもっと突っ込んでお金もかけてやるべきだということを思うのです。これはやは

り婦人団体が、デンマークのコペ γハーゲン、ゲン卜フ卜市というところに市役所を訪

ねたそうでございます。これはことしの 8月18日です。そこの市役所の老人ケア部とい

うのがあるのです。ホームへルパ一課、課長補佐との 1問 1答というのが新婦人情報と

いう雑誌に出ております。私はこれを読みましてびっくりいたしました。ゲ γ トフト市

というのは人口が 6万7，000人、 65歳を超える老人が24%を占めるというので、老人の

割合が高い市になっております。ここにはどういうぐあいに福祉がなっているかとし、し、

ますと、全部はもちろん申し上げられませんが、ホームヘルパーが400人、市役所にい

るホームナース、訪問看護婦が50人、ヘルパーは自転車で、看護婦は車で移動しますと

いうんです。このくらいいるというわけです。そして必要なら24時間ケアで朝昼タと必

要に応じてケアに出向くというんです。 1週間に 1回の方もあるし、 1日に 7回から10

回行くところもあるというわけであります。じゃあその他はどうかというと、 1-wtJを挙

げますと小中学校、大学の教育費はすべて無料と、収入の高い人だけが幼稚園、保育園

は若干の金額を払う。失業者、生活の苦しい人は保育園、幼稚園も無料ということだそ

うです。その上で市の予算のうちの約75%は福祉予算だというんです。その62%が老人

向けだというんですO 市町村ではほとんど予算を老人福祉に回している。そして老人福

祉予算の内訳は60%が住宅改造だというんです。そういうふうにこのデンマークのコペ

ンハーゲンのゲY トフト市というところはなっているそうでございます。

税金に不満はということで質問したところが、高額所得者の中にあると、しかし市で

は既に財政が赤字なのでまたもう少し税金を上げますということを、その課長補佐は答

えたということです。そしてポラ γティアはゼロだそうです。全部公的に保障されてい

るということで、無料の、いわゆるポラソティアはいない。こういうふうに既に先進的

なところはやっていますo これには長い間の住民の運動、国の歴史があるそうでござい

まして、すぐにこうなったわけではないそうでございますので、私たち日野市の市民も

もっともっと頑張って、日野市がそういう点でさらに一層進んで、こうし、う福祉の先進

国に、あるいは先進都市に近づくように頑張らなければいけないなと思うわけです。そ

ういう点からいけば、階段に手すりをつけるなどということは極めてささやかな要求と

いうことになります。

市も努力するということなんですけれども、もし市長から一言御答弁あれば、いただ

きたいと思いますが。

0副議長(福島敏雄君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 国政におきましでも、あるいは自治体の行政におきましでも、

法律が制定され、あるいは条例がつくられる場合の目的という条項には、ほとんど住民

福祉の増進に資するということでくくられてある、そういうことでありますから、どの

ような施策も住民福祉に役立てる、帰するところはそういうことだと言えるように、日

常感じております。したがし、まして福祉行政のみが特に独立をして存在をするのではな

くて、すべての政治行政の目標には国民、住民の福祉が一番究極の総括目標であるとい

うことで、世の中は動いているというふうに感じておりますし、またそうなるべきだろ

うと思っております。したがし、まして今御指摘のいろいろの項目、とりもなおさずそう

いう大きな目標の前提の中の比較的具体的な個々の課題ということであります場合は、

きめ細かにということでよく 言われる部分だと思っております。したがし、ましてより具

体的に、よりきめ細かにそれが行き届いた状態ということになるわけでありますから、

特に御指摘の手すりの問題もまさにそれに該当する、こういうことだと受けとめており

ますO

日野市は総論的には福祉環境指導要綱というような基準は持っておりますけど、手す

りのことまでまだ実は気がついたということではなかったように思います。 一般的に危

険を防ぐために手すりということはよくあるわけですけど、老人の日常生活を誘導する

安全の手段として、建築の中にそういう概念から始まって具体的な設計を取り入れてい

くと、こういうことがこれからの社会には一層 きめ細かに求められてくるに違いないと

思います。

先進国と言われる国の状況はまさにそれでありまして、到達度というふうにもまた感

じる面があるわけでありますが、我々の目指すところはやはりそういうところが大きな

指針になると、このように感じておるわけでありますので、御指摘の特に住宅都市整備

公団は、日本で一番大きな公共住宅の機関でもございますから、日野市の住宅でそうい

うことが実現をして、広くあちこちに普及するということは意味のあることだと思って

おります。公団にも機会を求めてこのような要請を行っていきたいと、こう感じたとこ

ろであります。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) ありがとうございました。

あるお年寄りなんですけど、 80歳ぐらいになっていらっしゃるんですが、 5階に住ん

でし、るんで、す。足が大分弱ってきているんですけども、私は自立して生きていくんだと

いうことで公的なところに相談をしないで頑張っていらっしゃる方がおられます。この
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方は物を持つと歩けないものですから、 5階からごみをビニールに入れまして落としま

して、そろそろ歩いて下りてきて、それからごみを拾ってダストボックスに入れると、

このくらいになっていらっしゃるんです。そういう人たちもたくさんこれからは出てく

るし、私もそうなっちゃうときも近いわけですけど、そういうことでありますので、本

当にこういう手すり一つの問題も自治体と、公的家をつくる人たちが真剣に考えて解決

をしていただくようにお願いをいたしまして、この件を終わります。

0副議長(福島敏雄君) これをもって14の3、中高層住宅に住むお年寄りのために手

すりのとりつけをの質問を終わります。

一般質問14の4、多摩セ γタ一行きパス路線の新設をの通告質問者、竹ノ上武俊君の

質問を許します。

029番(竹ノ上武俊君) 今回ノミス路線を取り上げる議員の方が多いわけですが、私も

1点、その他としてあと 1件、 2件について質問をいたします。

今まで日野市がパス路線の充実については本当に真剣に取り組んできていただいてお

ります。日野方面のミニパス路線、これも解決をしてまいりましたし、近くは百草、 三

沢方面へも新たに 1本路線の申請が出て、開設に向かっているというふうに聞いており

ます。これも住民といろいろ市が話し合いをしていただきまして、解決の方向に進んで

きているものでございます。

それらの経過を踏まえまして、本日、新しくということではなく、今までも要望 して

まいりましたけれども、高幡不動駅から多摩セ γタ一行きのパス路線を新設方、関係当

局と交渉していただきたいという要求であります。これは今申し上げました路線沿いの

住民から、多摩市、八王子市民も含めまして非常に強い要望が出てきております。住民

団体等も京王帝都本社に直接要望などをされておりますけれども、まだこれが実現方に

向かつておりません。一つは高幡台団地、百草団地経由で多摩センターに行くコ ース、

もう一つは多摩動物園を通って行くコース、これも住民から要望が出ているわけでござ

います。まず私は可能性の高いこの高幡台、百草団地、これは採算も成り立つのではな

いかというふうに思いますし、そういう点で京王帝都に強く要望していただきたし、とい

うふうに思います。そして普通のパスができない場合は、ミニパスという形でも最初は

いいというふうに思うんです。その辺をいろいろと考えていただきまして、この折衝を

していただきたい。住民団体もパックアップしたいと思っております。

もう一点は、これは中央高速に関係のあるもので、パス路線というわけではありませ

ん。最近いろいろな理由から中央高速の急行パスを利用して大月方面に行く方も多いわ
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けでございます。ところが駅が大変不便であります。そこで日野駅の中央高速の下のあ

たりに公的な、できれば、できれば無料ゃあるいは安い料金で、駐車場を何台分か設置

していただけないか。こういう要求でありますO もちろん付近をノミスが通って、あの高

速パスとつないでいただく、そういう時間帯もできればなおいいんですけれども、とり

あえず駐車場をつくっていただく。私はこういうふうにしてパス路線を充実していく。

公的な公共交通機関を利用するということが、車の総量規制にもつながると思いますの

で、そういう点でこれについても市で前向きに取り組ω でいただきたい。以上 2点、御

答弁いただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。

企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) お答えしたいと思います。

1点目は多摩セ γタ一行きのパス路線の新設ということでございます。質問者の方か

らも具体的な高幡不動発の路線の新設ということでございますo 現状市内の多摩セ γタ一

行きのパスの状況をちょっとお話ししますと、現在は ]R豊田駅北口から平山を経由し

て、 1日の63使、もう 一つは高幡不動からは出ておりませんが、多摩動物園から中央大

学を経由して、 32便の運行が京王がしているわけでございます。今質問者の方からもあ

りましたとおり、多摩センタ ーの周辺は、最近特に京王相模原線の橋本までの延長等も

ありまして、駅前がかなり開発されている状況があるわけでございます。過去にも百草

団地の住民の方々から、百草団地から、 具体的には多摩センタ ーまでのパスの延長とい

う要望もあった経緯もあるわけでございますO もちろん我々も京王側に対して交渉を進

めた経過もございます。ただ問題なのは、現行の京王側の答えとしては、その下を通っ

ています聖蹟桜ケ丘から多摩セ γター、野猿街道でしょうか、そこの街道を通っている

路線が85便、 1日運行されているわけでございます。そういう状況下と、もう一つは百

草団地から一方は聖蹟桜ケ丘に行く路線はあるわけですが、多摩センターにはないとい

うことの新設の要請でございます。

そこで一番大きな問題としては、野猿街道に出る、例えば和田の交差点のところ、あ

るいは高幡、いずれかの路線になろうかと思います。百草団地からの延長はいずれかの

路線になると思います。その左折側の隅切りの問題、今の大型ノミスでは当然京王は運行

できない条件があるわけでございます。これは領域が多摩地域の領域でございます。ま

た百草団地は日野市民だけでなくして、多摩の住民の方もいるわけでございます。行政

同士でも協議は 1回重ねたことはございますが、なお一層努力はしたいと思いますが、
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ただ問題なのは京王の、現行としては多摩都市モノレールとの関連等も現在は問題に出

しております。この辺の路線延長等を踏まえながら、なかなか新設を考えていただけな

いというのが実態でございますが、特に高幡から動物園を経由してというのは、前回に

もお答えしているとおり京王沿線の延長であるというような新路線の開発をしない経過

もあるわけでございます。御質問の中身としては、百草団地の延長ということを考えて、

その隅切りの問題を含んで多摩市とも調整をしながら、両市で京王に今後要請していき

たいというふうに考えております。

なおもう一点でございますが、中央高速道路に関係しての日野パス停を利用する住民

の考え方の御意見だと思いますが、現在新宿を出発に起点として、 5本の路線が98使、

日野パス停を停車するわけでございます。当初でき上がってから、かなり最近では利用

度も高いということは聞き及んでおりますが、具体的な数字についてはつかんでおりま

せん。今御質問の中には、当然それを利用するためにそのそばに駐車場をどうかという

御質問だと思います。当然車でそこを利用する場合には、どこかに駐車場があれば置い

て、それでそこの停車場を利用したいということだと思いますが、そのパス停の近所に

用地の問題、もちろん市有地は現在ないと思いますが、そういう中で今後の検討課題、

あるいは具体的にどのくらいの利用度があるかも調査をもう少し進めていきたいという

ふうに思っております。今後の検討にさせていただきたいというふうに思っております。

以上です。

竹ノ上武俊君。0副議長(福島敏雄君)

029番(竹ノ上武俊君) 第 1点目について要望をしておきます。百草団地回り多摩セ

γタ一行き路線についてのお願いの件です。これは、今百草団地から桜ケ丘行きのパス

はまた増発もされまして、左にはちゃんと和田を通っていっているんですよ。それから

あそこの道路が野猿街道拡幅もされまして、信号機もできまして、恐らく右折もできる

のではないかと私なりには思いますけども、その辺をぜひ検討もし、多摩市とも協力を

していただきたいし、早急な解決をしていただきたいと思います。

それからもう一つ望んでいるのは、八王子の大塚団地ですね、帝京大学との問、
>- ，.喝
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にいい、きれいな道路がちょっとできているんです。昔に比べますと拡幅されたわけで

す。ここも十分私ノミスが通れるというふうに最近踏んでいるんですが、右折がどうなり

ますか、その辺までは測っておりませんけども、そっちを通るという方法もあるし、あ

ちらの市民の方も多摩センタ一行きを望んでいらっしゃるということなんです。そうい

うことも踏まえまして、いろいろ柔軟な路線の考え方で京王と交渉をしていただきたい
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と、こういうふうに思うわけでございますO

モノレールということがありますけれども、モノレールができるのもまだちょっとあ

れですね、そのころにはパスもモノレールも両立できるように時代はなっていくという

ふうに思われますので、ひとつそういうことを恐れずになるべく早くこの路線を実現し

ていただきたいと思うわけです。

そして私が住んでいるところの自治会の方々は、採算が取れないならば、自治会でも

利用方PRをしてでも実現させた方が通学とか買い物とか、多摩と日野の市民の交流と

かいろんな意味でし、いんだというんで、す。将来は高幡不動の区画整理も終わりますと、

多摩市からもどんどん日野市にもまた来る人もいらっしゃるでしょうし、いろんな意味

でこういう公的な機関というものは発達をさせていただきたし、というふうに思いますの

で、強力な運動をひとつお願いをいたしますo

それから中央高速ノミス停の駐車場の件です。これは調査をするということになります

と、 今利用しにくいわけです。ですからなかなかあそこまでタクシーで行ったり、どこ

かのパス停から歩いていきましたり大変なんですよ。そういうわけですので、今調査し

でも利用者はそれほどいないかと思いますのです。しかしこれが駐車場ができれば私は

あそ こまで自家用車で行って、例えば 1泊の旅行に行くとか、仕事の人ももちろんいま

すo 私最近高速パスその線も、それから八王子 ・沼津間も乗 りました。仕事の人が多い

んですね。仕事、業務のためにあのパスを利用される方が非常に多いんで、す。ですから

いろんな人たちが利用しやすくなると思いますので、そういう駐車場をつくる。そして

管理は日野市の公社などがされても結構ではないかと思います。いろんな管理の仕方を

工夫していただけばいかようにでもなると思いますので、 これを前向きにぜひセットし

ていただきたいと思います。

自家用車でどんどん、どんどん高速道路に行きますと、危険でもありますし、事故も

最近ふえております。パスに乗れば気分がいずれにしてもゆったりしますし、比較的安

全ですし、そういうことでパスの利用をなるべく市民には薦めた方がいいのではないか

と思うので、す。これは近距離も長距離もそうです。八王子・沼津聞などは、すばらしい

景色で、富士山の真下を通りながら行く道路でして、そういう意味で、はパスというのは

平和的で安全で、心にもゆとりができるし、し、し、交通機関であると思いますので、ひと

つ私が申し上げた点の実現に尽くしていただきたいと思います。

以上要望いたしまして、質問を終わります。

0副議長(福島敏雄君) これをもって14の4、多摩センタ一行きパス路線の新設をの
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午前10時6分開議

0議長(小山良悟君) 本日 の会議を開きます。

ただいまの出席議員23名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問15の 1、公共事業についての通告質問者、小)11友一君の質問を許 しますO

(4番議員登壇〕

04番 (小川友一君) 何点か質問させていただきます。

我が日野市では、都市計画道路、 また下水道を初めとした基盤整備、 また新規事業が

計画さ れ、 さまざまな形で将来に向けてのまちづ くりが行われているわけであります。

いわゆる公共事業の持つ意味合いは、経済の活性化に大き く影響し、ま た地域の商?叫

の発展に寄与する事業である ことは、だれもが認めると ころであ りま

〉、いわゆる今現夜事業が実施 されている過程におい

て、これから改革、も しくは

え、今回、公共 般にわた り何点か質問をさせていただきたいと思し、ます。総論の

部分は避けて各論の部分で的確な御答弁をいただ きたし、。こ のようにお願いをし、まず

1点目を質問させていただきます。

まず懸案事業が起案さ れ、 予算化され、そ して、また、 まな主竹事務

業が執行さ れていくわけでありますが、その

_.:iHの流れを、まず御

0議長 (小山良悟君) 小川友一君の質問につし

払いが行われるまでの

総務部長。

0総務部長 (前田雅夫君) それでは、山 砧 0 

から発注いたします事業につき まして九、 るし寸

でありますと か、 そう いう形になる わけでございますけれども、 ただいまの質問につし

ての、 一応工事と いうこ とでお答えをいたしたいと思い

必お話がございましたように、 予算案をつ くり まして“

。

の搬決をいた式

年度の事業が始まる という ことでございますo 事業を執行する庁内の体制でごさピし

が、 工事で言いますと 、建設部が土木、立R築の工事を行う白本来的な工事と 、

他の部課に予算計上をした工事、こういったもの て、

建設部がその依頼を受けまして設計、 を行う 。そう い でござい ω

す。

それで、その工事の例えば箱物、 建物で申 し上げますと 、 し、ま

内
ぺ

υ
1
1
A
 

A
Uτ
 



して、建設部建築課の方に、これは実際には部長あてでございますけれども、工事依頼

をする。建築課が主管課の考え方を聞きまして、それで設計をいたします。設計をいた

しますと、当然設計金額まで出るわけでございまして、それを主管課の建築課が施工起

案という形で承認を取るということでございます。これは工事の金額によりまして、高

いものは市長、それから、これは数字的にちゃんと分かれているわけでございますけれ

ども、権限の委任を助役、部長、課長というような形で権限を下ろしまして、それぞれ

の規定に従いまして、いわゆる地位のある者が決裁をするということでございます。そ

うしますと、工事の施行の方針というものが決定をいたしまして、この主管課から今度

総務部管財課の方に契約の依頼をする、というものでございます。

この契約依頼を管財課が受けますと、金額の多いものにつきましては指名業者選定委

員会を聞きまして業者選定を行い、それで、その指名業者の決裁をあおぐということで

ございます。

さっき申し上げました、その権限のある職員、大きいものは、さっき申し上げました

ようにもちろん市長でございますけれども、その指名業者の決定を行う。そうしますと、

その業者の指名通知を管財課が出すわけでございます。業者を指名するときに現説の期

日を定めまして、現場説明を担当主管課が管財課の立ち会いのもとで行う。大きな事業

につきましては質問の期間も設けまして、見積もりを、期間については、建設業法の規

制に基づきまして必要な期間をとり入札を迎える、ということになるわけでございます。

入札をし、落札をいたしますと、一定の消費税をつけまして内部の契約の手続きに入

る。先ほど申し上げましたように、委任をされた職員がその契約の決裁をするo そうし

ますと、いわゆる請負業者と市との契約事務が一定の手続きを経て、事務手続きを経て

決まるということでございますo それで、施行業者が決まり担当課、建物で言いますと

建築課の指導監督のもとに事業を着手、施行、完了ということになるわけでございます。

それで、工事の途中におきまして必要な、いわゆる物によりましては、材料検査等に

ついては検査官が材料検査を行う、というようなものを経まして建物が完成をするとい

うことでございます。建物が完成をしますと、竣工届というものを市の方に出しまして、

その竣工屈によって検査官がその建物を検査をする。検査官の合格が出ますと、いわゆ

るその代金の支払請求書が市長あてに出まして、その支出命令をその工事を依頼した主

管課が起こしまして収入役の方に支出の依頼をする。それで業者に支払いが行われる、

そういう一応手順で事業が行われる、ということでございます。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。
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04番(小川友一君) 大体の流れは、今御説明していただきましたo 今の御説明をい

ただいた流れに沿って一応クリアしなくてはいけない部分が、それぞれにあると思いま

す。そのクリアするべき細目部分に対して、何点かずつ分けた形で質問をさせていただ

きたいと思いますO

まず、今の御説明の中で事業が起案され、支払負担の決裁区分、先ほどありましたけ

れども、支払負担の決裁区分がございます。今回の質問が公共事業ということなので、

特に委託の部分、そして工事の請負費についてお聞きをしたいと思います。

また、年間、市長決裁、要するに決裁区分の中での市長決裁を取るべく案件が何件ほ

どあったのか、あわせてお答えをいただきたいと思います。

もう 1点、あわせてあれします。まず、入札ということがありましたけれども、入札

の指名委員会のメ γパ一、及び指名業者の選択の方法、また資格検査の格付基準がどう

なっているのか。

以上、その 2項目にわたってお答えをお願いし、たします。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

先ほど私の答弁の中で市長の権限を、それぞれの、いわゆる職員に委任ということを

申し上げました。工事で申し上げますと、これは法律的には支出負担行為の手続きとい

うことになるわけでございますけれども、この工事で申し上げますと、市長につきまし

ては1，000万円以上、助役につきましては1，000万円未満500万円以上、部長につきまし

ては500万円未満200万円以上、あと課長は200万円未満、そういうことになっておりま

す。

それで、ただいまの第 1点目の質問は、この1，000万円以上の市長の決裁に何件ある

かということなんですが、ちょっとこの件数については数字を持ちあわせませんので、

後刻にお答えをいたしたいと思います。

次は、指名業者選定委員会のメ γパーでございますが、これは日野市指名業者選定委

員会、選定委員会規則というのがございます。この第 3条の規定によりまして、委員長

に助役、委員に総務部長、管財課長、検査担当参事、管財課契約係長、それから工事を

出しております工事担当部長、工事担当課長、それから、先ほど工事の依頼ということ

をしましたけれども、いわゆるその予算を計上し:執行するところのセクショ γでござい

ますが、工事依頼部長、工事依頼課長、こういうことに基本的にはなっております。そ

の他、必要に応じて臨時委員を加えることができる、ということでございますO
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それから、格付基準等でございますが、これは 2年に 1回一一ちょっと長くなります

けれども、現在生きております基準については、平成 2年12月10日付で告示をしており

ます。この書類の内容は、平成 3年度及び平成4年度の日野市が発注する工事の請負契

約等の一般競争入札等に参加する者に必要な資格等について、というタイトルでござい

まして、通常「指名参加願jというものを取っております。したがって一般競争入札等

に参加する場合には、原則的にこの告示にのっとりまして指名参加願を出してもらうと

いうことでございます。

それで、この参加願をいただきまして業者の格付けを行っております。これは国及び

東京都におきましでもこの格付けを行っているわけでございますが、日野市におきまし

ても各業種別に一定の格付けをしております。

例えて申し上げますと、建築工事で申し上げますと等級を 5ラソクに分けております。

一番上の等級が、いわゆるA、Aクラスと言っておりますo B、C、D、Eという 5ク

ラスでございまして、発注標準金額Aクラスについては 4億円以上の工事、 Bクラスに

ついては 2億円から 4億円未満、 Cクラスにつきましては6，000万円以上 2億円未満、

Dクラスにつきましては1，000万円以上6，000万円未満、 Eクラスにつきましては1，000

万円未満、そういう基準がございまして、こういった格付けをまずしておるという こと

でございます。一応そういうことで格付けを行っている、ということでお答えをいたし

たいと思います。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 今の入札の指名委員会のメソパーをお聞きしたんですけれども、

助役、総務部長というふうな形ですけれども、これの委員会の委員長というのは、どな

たがなさっているんですか。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君)

O議長(小山良悟君)

委員長は助役でございます。

小川友一君。

04番(小川友一君) 大まかな説明をいただきました。

それでは、まず助役にお伺いします。今、支出負担行為の決裁区分の御説明がありま

した。戦後間もなくの国家予算にほぼ等しい日野市の予算でございます。それを執行す

るに当たり、この庁内のパート 2の立場で決裁区分の金額が500万以上1，000万未満とい

うことですね、これだけの事業が多様化している中で、助役にとっては大変不満な金額

ではないかと思うんです。その辺、助役としてはどうお考えなのか、まず、その件をお

po --4 

答えいただきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) お答えいたします。

決裁区分の金額に関する御質問でございますが、こういったものは、それぞれの時代

の社会的な標準に基づいて各市ともそういう決裁区分の、それぞれのリミットというの

を決めてきているというふうに思います。

したがいまして、常に一度決めたリミットというのが絶対ということではないと思い

ますので、社会的な標準に従って必要な是正を加えていくべきものだ、というふうに考

えております。現在の、それでは先ほど総務部長の方からお答えしたような基準が妥当

かどうかというのは、今後私の方としても十分に検討させていただきたい、というふう

に思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川l友一君) この場で市長を前にして、いや、不服だ、とは言えないと思う

んですけれども、その辺はよくわかるけれども、なにか答えの節々とか顔に、ちょっと

不満そうな顔が伺われたわけでありますけれども、基本的にこの支出負担行為、先ほど、

ちょっと私も質問させていただきましたけれども、市長の決裁をとるべき案件が何件あ

るか、まだ資料がないということで、これ1，000万以上ということになりますと、相当

な案件が全部市長の決裁がなかったらできない、ということだと思うんで、すね。

それで、助役さんにもう 一度お聞きしたいんですけれども、 年間で、この区分の範囲

で助役の判断だけで決裁をする件は何件ぐらいあったんですか。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 助役の権限で決裁したのは何件か、とし、う御質問でございます

けれども、ちょっと今手元に資料を持ちあわせておりませんので一一(r大体で結構で

すよ」と呼ぶ者あり)いや、ちょっと大体といっても・・・・・-。数字は、ちょっと具体的に

はとても申し上げられないので、後刻に資料をもってお答えしたいと思いますO

よろしくお願いします。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 結構です。

今、決裁区分の件に関して助役にちょっと質問させていただいたんですけれども、こ

の区分が策定されたのが昭和56年だそうでございます。あれから、もう 10年が経過して
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おります。事業、それから経済の動向、いろいろの中で考えながらこの区分表を見てい

ますと、部長さんは工事が200万、委託料に関しては30万なんですね。課長については

委託料に関しては20万らしいんですね。 20万の権限だけしか持つてないということは、

市長は部課長に対して信頼をしてないのか、要するにそれだけ任しておけないのか、そ

の辺は定かではないんですけれども、今、 1，000万以上の案件をすべて市長の決裁とい

うことでありますと、市長さんも大変だと思うんで、すねO 膨大な資料になる と思うんで

す。市長の決裁がおりない限り事業が進んでいかないわけでし ょう。大変、御苦労なこ

となんですけれども、もう少し部長とか課長に権限を委ねて、 事務的な部分を円滑にい

くようなことをこれからは考えていかないと、今庁内で行われている事業が速やかに進

まないと私は考えているわけであります。

そこで、こういうふうな一定の基準は、ある程度のサイクルをもって基準がえをして

いくべきだ、私はこういうふうに思います。その点、これはもう 10年もたっております

ので、市長は、この区分を含めて、これから少し見直そうというふうな気持ちがあるの

かどうか、市長に質問させていただきます。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 一般的に権限の、中央に対しては地方に権限の委誠、 一つの

庁内においては、それぞれのまた組織にふさわしい権限の委任、こういうことは、 一般

的には行政実務の円滑な遂行のために適切な対応が常時行われるという ことは当然のこ

とだと思います。権限は、これは私物ではありませんから、不満だとか過重だとかいう

ふうな意識は、私はないと思います。つまり能率を高める手段として、それぞれの権限

に責任を持って全体の責任を果たす、そういう仕組みであるという ことでなければなら

ないわけであります。

したがいまして、今の状況が適当かどうかということは、これはもちろん適当にする

ことが、またなければいけないわけでありますから、もう一遍、庁内のそういう仕組み

を総務部あたりを中心にして検討させたい、このようには今の御質問の中で伺ったとこ

ろであります。

それから、こういった仕組みは日野市だけの独自のものではなくて、自治省、あるい

は東京都の行政部等の一定の横の基準もあっておのずからできておるものだ、というふ

うに承知をしておりますので、特別に奇異に感じたということはないわけでありまして、

また手順が複雑になればなるほど能率は落としてはいけないわけでありますから、市長

が何か権限を集中して 1人で苦労しているなんていうことも感じておりませんo 私の机
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の前には、恐らく数時間以上置いた書類は極めて少ないわけでありまして、一つの文書

は、 1日のうちに庁内を駆けめぐる、ということになっておると思っております。

以上のとおりお答えをしておきます。

0議長 (小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 今、市長からお答えいただきました。どっちにしても前向きに

改革に向けて内部調整をしていただくというふうなことです。今、市長のおっしゃられ

たとおり、これはあくまでも、要するに事務主管、いろいろな部分が円滑にいくことが

なる私の質問でございますので、近い将来、もう 10年もたっておりますので、少し見

す時期が来ているのではないか、こんなことを考えましたので、あえて質問させてい

ただいたわけであります。

会、市長のお答えの中で、 1日で書類が庁内を駆けめぐる、というふうなお話をいた

だきましたので、これからもいろんな問題、書類がスムースにいくように要望して、こ

の件に関しては終わりにしたいと思います。

関連しまして、入札の指名委員会の委員長が助役という ことでありますので、助役の

に再度質問させていただきたいと思います。

F成元年、2年度から比べて平成 3年度は、何となくブランド志向というカ

の色合いがあるように、私はちょ っと感じておるんでありますけれども、その辺、必

度に関して、助役はそういうふうな気持ちがあってやっているのではない、 とは思うん

であ りますけれども、その辺、助役はどういうふうな対応をなされているのか、お考え

があるのか、 短い期間で結構ですのでお答えいただきたいと思います。

0議 長 (小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) お答えをいたします。

皆様、御承知のとおり、ここ のところ非常に民間の設備投資、その他が非常に活発で

ございまして、公共工事が不調に終わるというような例が非常にたくさん発生をしてお

りました。

とういったことで、私どもの日野市の場合もそういった環境の中に置かれておったわ

けでございますが、そうい った中で事業が円滑に推進で、きる、しかも公正な競争に基づ

いて適正な価格で円滑に事業が推進できる、ということを主眼にして当たってきたつも

りでございます。

したがし、まして、私どもの地元企業の育成と か、そういったような全体的な観点も含

めながら、やはり が円滑に進むということを主眼にして業者の指名その他に当たっ
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てきた、というふうにお答えしたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 今、助役の中に、地元業者の育成のためにもこれからのあれを

当たっていきたい、というふうなことを御答弁なされました。 一般的に大手と言われる

企業は、民間が活発なときは利益率は民間の方がいいんですね、公共事業より。

一昨年来、ちょっと経済に陰りが出てきて、不動産不況、それから建築不況が少しず

つ陰りを見せてきた状況の中で、ここに資料がちょっとあるんですけれど、平成元年、

そして平成 2年、大体、平成元年が38億ぐらいですね。平成 2年が36億ということで、

日野市の中の公共事業の総金額の大体 6割強を発注していた状況であります。

平成 3年度、今年度の10月末現在で、俗に地元業者、これが23億、大手業者と言われ

るAラγクの業者が26億、これを見る限り、市長が施策の中に挙げられている地元業者

の育成のために、ということの発注がなされてないと思うんです。今現在10月末で金額

からいくと、大手業者に発注している件数の方が総体金額で多いわけですけれども、 こ

の辺は、助役、どういうふうに説明なされるんですか。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) お答えいたします。

確かに一つの年度、年度だけで見ていきますと、そのとき、そのときの事業の内容と

かそういったものが異なってきますので、一時的にそういうような、今御指摘いただい

たようなことも発生しようと思いますけれども、常に観点としては、先ほど言いました

ような観点を持ちながら、やはり事業が円滑に行われるということをやはり私どもとし

ては主眼に置いてきておりますので、単年度だけでなしに、ある時間的な経過の中で見

ていただきたい、というふうに思います。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 言っていることはよくわかるんですけれども、基本的に地元の

商工業の発展のために、市長が育成のために努力をします、というふうなことが施策の

中にもうたわれているわけであります。一般的に景気に陰りが出てきたときこそ、地元

の業者の育成のために発注してあげるのが心ある行政ではないかと思うんですね。 この

問題は、そういうふうなことをどこかに置いていただきながら、これからの発注に対し

て努力していただければ結構でございますので、心のどこかに占めた形でこれから対応

していただきたい、このようにお願いして終わっておきたいと思います。
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それから格付基準、この件は今説明いただきましたo 大体、都の基準に倣った形で、発

注が、基準がなされているようであります。これから各市町村ごとに、結構この格付け

は市町村ごとの単位で格付けをつくっているようでありますので、こういうふうな面倒

くさいことだけ東京都の基準に従わないで、市独自の格付基準を位置づけていっていた

だきたいと思います。

そんな ことをお願いして、 一、二点の質問はこれで終わらせていただきます。

続きまして、 3点ばかり関連の質問をさせていただきます。端的に質問しますので、

答え も端的にお願いします。

公共事業が契約された際、前払金保証実施基準というのがございますね。その件と、

今、いろいろ建設省あたりの通達に基づいて問題にな っております歩切りの基準につい

て、どのような対応をなきれているのか、お答えをいただきたいということで、すO

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

工事等の入札を行 うと きの、いわゆ る予定価格の歩切 りという御質問でございます。

この歩切 りにつきま しては、特段、基準とか、あるいは制度とい うものは ございません。

契約事務規則第 8条の規定によりまして、 競争入札に付する事項の契約金額一一 これは

落札金額という ことですが、 決定の基準となるため予定価格を作成するということになっ

ております。こ の予定価格の作成に当た りましては、 工事の施行条件などを考慮いたし

まして、その決定には慎重を期してい ると いう状況でございます。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君)

O議長(小山良悟君)

もう1点、前払金の保証実施の件を簡単で結構ですから。

総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えします。大変、済みません。

前払金制度でございますが、これは日野市契約事務規則の中に規定をしております。

簡単に申し上げますと、 工事請負業者に契約金額の10分の 3を超えない範囲内というこ

とで、5，000万円を限度に前払いをすることができるようになっておりますo そのほか

基準といたしましては要綱を設けまして、工期が90日以上、設計金額が3，000万円以上

の工事という ことにな っております。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) まず、前払金保証実施の適用の基準でございますが、これはも

う随分古いですね。 38年ですね、 この基準がつくられたのが。今、東京都なども大分支
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払いの基準を上げている状況です。 3，000万以上の都市といし、ますと、 26市の中でも 5

市ほどあります。大体、もう 1，000万以上という市が12市ということで大分金額を下げ

て、地元の業者の育成のためにそういうふうな保証制度を今見直している昨今でござい

ます。

基本的に、大きい企業は財政力もあるし大丈夫だと思 うんですけれども、小さい企業

は一つの仕事を始める中で、当然人件費とか材料費とかそういうふ うなものを立てかえ

てやっていくわけですね。それで、最終的に今建築業界はどのくらいの利幅がある のか

よくわかりませんけれども、仮に1，000万の仕事を受注 して10%の利益があ った、 それ

でもって大体100万円が利益だとして考えた場合、 900万は立てかえてあるわけです。立

てかえていくわけですよ。最終的に1，000万もらっ たって、それはすべて利益ではない

わけで、要するに立てかえ部分とかいろんな部分を考えますと、あ る程度金額が低い

業ですと、民間一一私たちが俗に言う地元の業者は大変だと思うんですね。

もう少しこの基準を下げていただいて、今、市長のおっしゃ っている地元業者の育成

のためにも、これからこれを見直していただきたいと思 うんで、す。この辺、昭和38年と

いうこともありますし時間も大分経過しております。こ の件に関しては市長の方かv、

どんな意向を持っているのか後でちょっとお聞かせ願いたい。あわせた形でお伺いした

いと思います。

それから歩切りの問題ですけれども、これは部長の範囲では、今の答弁がせいぜいだ

ろうな、とこの辺は理解するところでありますo これは地方自治体に応 じて市長決裁の

中で、市長の範囲で行われているよ うでありますので、あえて市長の方にお伺いしたい

と思います。

この歩切りの件は、自治法に基づいて、その予定価格の金額の基準に従い条例で定め

られているようでありますが、建築事業の円滑な執行、また こと数年の物価の変動、

務の省力化、いろんな状況の中で、もう見直すべきではないか、とい うふうな形がこれ

から出てくると思うんですけれども、その辺、市長はどのよう な対応を これか ら考えて

いらっしゃるのか、また建設省通達の中に、もうなるべく歩切りは廃止する ようにと い

うことで、行政あてに通達もなされていると思うんであります。

その辺を加味して、今の前払金保証制度の見直 し、そして歩切 りの問題、あわせた

で市長より御回答をお願いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 一般的に申し上げますと、いわゆる公共事業、建物をつ くっ
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たり 、道路を築造したり、物品を買ったり、いろいろ発注が年度聞に大きな位置を占め

るわけであります。原則か らいいますと、 最少の経費で最大の効果を上げるという原理

が、この物の購買等に も適用されるわけでありますか ら、なるべく支出は少なく、それ

から間違いのない、し、し、製品を取得する、こういうこ とが原則にすべて機能していく必

要があり ますO

そこで、工事を発注する場合の実例で総務部長もお話をしておりましたが、地元発注

ということ につき ましては、なるべく地元の産業振興という意味で地元業者に可能な仕

胤は発注をする 、こう いう行政姿勢は大切だと思ってお ります。ただ、そのことを発注

務を担当する、日野市の場合は総務部管財課ですが、との管財課は政策を行 う部崩で

はありませんか ら、今まで言いましたような、なる べく いし、ものを安い価格で正確に取

得をする、こう いう原則に基づいて機能するポス トであるという こと が大切だと思いま

す。

それか ら、もう 一方、庁内組織の中に生活文化部産業経済課と いう組織があるわけで

ありまして、このいわゆ る市内の産業振興という ことにつきましては、特に産業経済課

たすべき部署であ ります。

そこで私は、いつも庁内に官っているわけであ りますが、 産業経済課は、いろいろな

の資料を網癒 して、そうして日野市でできる仕事、それか ら日野市で、

いわゆ る地元産業の搬輿に寄与できる仕事は、いわゆる資料として姐当謀、つま り管財

に周けておいて、そこでできるだけ市内の業者に優先発注を考えて くださ い、と こう

いう関係にある両者の担当である

そこで、例えばまた別の、ほかの大きい工事を大手ないしAランク 、Bラソク の企業

が受注 した場合 も、帰りには産業経済課に寄って日野市で間に合うも のは日野市で調達

してく ださ い、 ということを正確に伝える、そう いうノレーノレをつくるべきだろ う。労務

の調達でも、ある いは一部の下開けでも、 そうすれば市内に仕事が務ちると いうことで

ありますから、そう いう役割機能を現契的に絶えず機能化させる 、このことが庁内の意

噸に大切だ、というふうな ことは、常時それぞれの部局に伝えてお るわけでありまして、

どこまでそれができておるか、 ちょっと私もまだ自信がありませんO しかしながら市内

で調達可能なも のは、労務にせよ、資材にせ。、、

せる、 これが大企業を使う使い方の一つである、こう考えたいわけであります。

それか ら、前渡金保証と いう こと についての御質問ですが、私は公共事業を発注すれ

ば金融機関か ら資金は当然業者が調達する、保証はできる、こんなふうにも思っており

q
J
 

つ臼Aせ



ましたが、実務として前渡金を支給する制度がありますから、前渡金は基準に基づいて

支払う方がむしろ金利上も有利である。こういう結論を過去に持ったことがありました。

ですから前渡金は、つまり業者の積算の中には受注事業の資金調達の金利まで入っ・てい

ることになりますから、それを少なくするには前渡金を渡した方がし、ぃ、と こういう 見

解で、なるべく前渡金で渡すことの理由づけができたよ うに思っております。

それから歩切りということですが、これは規則も何もある はずはありませんが、 競争

原理と公正さを業界に行わせる手段としては、も ちろん基準の公表などもあ ってはなり

ませんし、ごくぴりっとするところは、やっぱりやっておく 必要がある、こんなふ うに

感じております。つまり経営努力とし、いますか、 競争の原理、それか ら公正さの保持

このためには、ごく低い率でとし、し、ますか、そうい うことで、そう いう機能も大切では

なかろうか、こういう感じを持っておりますO

それで、公共事業に対します 日野市の場合、いろいろな業界事情もあったわけであり

ますけれど、不調で非常に支障を来したとい うことは今まで経験をしないで推移 してお

ります。業者の方々も日野市に対しては特別な真剣さと、それから心構えを持っておら

れるゆえんではなかろうかと思ってお りますo

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 前渡金の件で確認をしていただいたみたいであります。私がお

願いしたのは、金額と規模の一定の基準がありますね、この基準に基づいた形で対応し

た場合、この金額に満たない、要するに地元の業者の方 、々 それは公共

然銀行金利も含めた形で、銀行では借りられるかもしれませんけれども、

ですから

間等でも前払

金、中間金、残金というふうな形で業者の中にも中間金みたいな形の支出のものがある

わけでありますけれども、要するにこの金額の基準を もう 少し下げた形で、少し地元の

業者は大変な業者もいるようでありますので、面倒を見てあげるよう な温かし、行政をし

ていっていただきたいということで、 基準を少 し下げていただきたい、 というふうなお

願いであります。

それから歩切りの件ですけれども、 一つの資本主義経済の中で、競争と いう ことは

長がおっしゃるとおりであります。しかし、何もかも一定の率の中で歩切 りがある んだ

というふうな形ではなくて、この件は、ある程度歩切りを考えた形で競争させよ う、個々

に案件に応じた形の中で、歩切りを考えて対応していただきたいと思います。こ れだけは

お願いをして、この 2件に関しては終わりたいと思います。

次に、私が今回この地元業者育成とい う形の中で一番取り上げる要因にな った件が 1
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点あります。支払いですね。要するに工事が完了します。完了して検査済みがおります。

検査済みがおりて主管事務課の方で決裁をもらって、収入役の方にその決裁と一緒に渡

す。それによって支払いが行われるようでありますけれども、まず 1点目に、収入役の

方にちょ っと お伺いしたいんですけれども、 要するにすべての書類がそろって出納課の

方に回りましたね、そうすると、後で触れたいと思うんですけれども、要するに遅延防

止法の中で、それぞれ期日が決められているわけですけれども、出納課の範囲では、そ

の書類がそろって回った段階では、どのぐ らいのサイドをもって支払いがなされている

のか、 ちょっ とお聞きしますo

0議長(小山良悟君) 収入役。

0収入役(佐藤智春君)

げます。

出納課でどの くらいの 日にちで支払いができる かということでございますけれども、

私どもの方は、先ほどからお話がございますよう に、いわゆる支出負担行為の確認とい

支払いの関係の御質問でございますので、私から御答弁申 し

う、審査と いう形の義務がございます。それはそれといたしまして、私の方は日ごろか

、毎月でございますけれども、各課から支払い支出予定の計画を出しても らいまして、

これは毎月行っておるわけでございますけれども、支払いの予定を突は毎月立ててお り

ますo

その中で、仮に多額の金額が一どきに集まった場合には、これは当然の ことでござい

ますけれども、若干の日にちの猶予はいただかなければ支払いにも っていけない、 とい

うことでございますけれども、先ほどからお話がございますように、支出負担行為の正

確な処理がなされておる場合には、私の方は伝票がま いりますと審査、最終的に私の決

裁で支出ができる わけでございますけれども、3日か 4日ございますれば支出はできま

す。 こういう ことでございます。

0議長 (小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 今、収入役の答弁の中を踏まえた中で再度質問をさせていただ

きたいと思います。

一般的に工事が完了 したら職員の方が行って、工事が適正であるかということで検査

なさると思う んですね。まず、その検査官が今何名ぐらいいらっしゃるのか、また人数

によ っては現状で間に合っているのかどう か。

それから、検査合格を主管事務を経過してそれぞれの支払い規定がなされてい ると思

うんでありますが、修繕契約とか委託契約とか、工事請負契約別にちょ っと御説明をい
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ただきたいと思います。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 検査業務につきましては、現在、企画財政部の中に検査官

がおります。格といたしましては部長クラスの検査官 1名で現在行っているという こと

でございます。一応、現時点では 1名で足りるというふうに考えております。

ただ今後の問題として、さらに検査業務をきめ細かく、あるいは改善ということにな

りますれば今の 1名では不足をする、そういう感じを持っておりますo

ちょっと 2点目の質問ですが、ちょっと把握できなかったのですが、恐縮ですが、再

度お願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 支払い、要するに検査済みがおりて、教育課な ら教育課の主管

課の方から、終わりました、というふうな形で確認されて出納課に回ると思 うんですね。

その際、出納課へ回った後、契約案件によって、修繕契約なのか工事請負契約かによ っ

て支払いの規定が総則でずっと記されていると思うんですけれども、たま たま私の一一

何名かの方が市の仕事をしたけれども、なかなか払ってもらえないんだけれども、どう

なっているのかな、こんな話をいただいたわけです。そんな話をいただいたのでこ の質

問を取り上げたんですけれども、要するに契約案件の種別によって、 一定の支払いの期

日が記されていると思うんですね。その辺のサイドの部分をち ょっ とお聞かせ願いたい

ということなんです。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 若干、総務部の主管と業務からはずれるかもしれませんけ

れども、お答えをいたしたいと思いますo

特別に工事でありますとか、あるいは修繕等について支払いの、いわゆる手続きとい

いますのは変わっておりませんo 例えば今まで出ておりますように工事でし、し、ますと、

検査官が検査をし合格をいたしますと、その建物について検査結果、いわゆる合格とい

うものを業者に伝える。そうしますと、その建物を市に引き継ぐ、そういう 一方で手続

きがあるわけでございます。

それと並行しまして、検査結果を、それぞれのラ γクによりまして検査官が上司に報

告をし決裁を得る。その検査証が主管課に回りまして支出命令書を起こし、所定の決裁

を経て収入役の方に支出命令を行うということでございますo
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ただいまのお話に出ましたけれども、遅延防止法というのがございまして、請負工事

等については40日以内、その他については30日以内ということで、その範囲内で支払い

をしなさい、という 、いわゆる最低の限度を期 日として規定をしているということでご

ざいます。

それから、あと一つ、事務の決裁の手続きの中で、先ほど施工起案でありますとか、

ある いは請負契約でありますとか、そ ういう最初の支出負担行為手続きがあ るわけでご

ざいますが、 これは行政の仕組みと いたし まして、 支出負担行為の手続きは比較的上位

まで回る。それか ら今出ており ます支出命令については、検査合格があればし、し、わけで

ございますか ら、その支出命令は支出負担行為の決裁区分よりはずっと下位でいい、極

端な ことを言えば、も うほとんどが課長と部長で支出命を行っている。そう いうことで、

いわゆる代金の支払いに事務手続きが余 り要しない ような、そう いう制度にな っている

という ことでございます。

ちょっと御質問か らピ ントがはずれたかと思いますけれども、もしございましたら、

また後でお答えいたします。

それか ら、先ほど、私と助役が議員さんの質問についてお答えを留保したんですが、

ちょっとその数字を申 し上げます。

成 2年度でございますが、 工事だけで申し上げますと375件ございました。そのう

ち1，000万以上が市長がみずか ら決裁すると いうことでございますが、 これが152件、40.

5%に相当します。それか ら助役決裁につきましては218件、 58.1%でございます。

以上でございますo

O議長 (小山良悟君) 小川友一相O

市長決裁の案件が以外に少なかったので、多少安心したわけで04番(小川友一君)

あります。

会の最後の質問は、いわゆる工事が完了し、検査官が今 1名だという ことであり ます。

平常な時期においては 1名で足りると は思う んですけれども、要するに決算月、3月と

か4月と か、 その時期には、とって もl名 じゃ足らなし、と思う んですね。それで、また

工事をなされて、早 く検査官に来ていただいて検査済みをいただいて、見ていただいて、

くお金をも らいたい、 これはだれでも仕事をやっている人は、 皆そう思うと思う んで

す。時期に応じては 1名では足らないと思いますので、検討 してその時期ごとに多少

滑な事務が進むように、ちょっと考えていただければ幸いだと思います。それは、お願

いをしておきたいと思います。
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それと今の、なぜ私が修繕契約、要するに支払いの件に関してあれしたかとし、し、ます

と、あくまでも30日、 30日、 40日、契約案件の中で、要するに遅延防止法に基づいて、

それが全部主管が終わって事務も終わって手続きも終わった、 請求書も出した、この段

階で40日なら40日の以内に払うということですね。 40日を過ぎてはいけないということ

だと思うんですね。であれば、もっと早く、 40日だからという ふうな規約があるからと

いうことで、 40日により近く支払いを今していると思うんです。それは主管課の方の確

認がなされないからだと思うんですね。今、収入役に聞いたらば二、三 日でそれが整え

ば払う、と言っているんで、すね。

大体、土木工事、建築工事の支払いを見ていますと、 最低でも 1カ月以上は遅れた中

で支払いがなされている状況であります。仕事の内容によっては工期等を入れますと大

分後になってしまうんですね、終わってからがですね。これは本当の地元の業者の育成

一一これは大手業者の方は待てるのかもしれないですけれど、二、三百万の仕事を した

方なんかは、もう 1カ月延ばされると金利とか何かで利益が吹っ飛んじゃう んだよ、な

んて、こんな話をしていたんですね。こ の辺、 これはあ くまでも40日、30日を過ぎては

いけないという法律でありますので、要するに主管課の事務の方が、 1人の方がちょっ

とその確認判を押すのをためらうというんですか、 忘れたとかなにかですぐ 1週間や10

日は過ぎちゃうわけで、すね。それで役所の方々は、しょっちゅ うそんな仕事をなされて

いるから余り考えないかれしれませんけども、要するに一つの公共事業をした人は、 そ

の支払いがいつしていただけるのかということを楽しみというか待っているの中、一人

の事務の方が、要するにお役所日の丸じゃないけれども、なかなか こういう ふうなあれ

をしないということによって、その業者の方が大変困っている、 というふうな話を聞き

ましたので、それぞれの主管課でぜひ速やかに円滑にその事務を行っていただいて、 出

納課の方に早く回してあげていただきたい。こんなことをお願いをしておきますo

あと時間が大分なくなってきましたので、ちょっと大きい案件が少しあります。これ

は関連であれしたいと思うんですけれども、これは、ひとつお願いだけにしておき ます。

議会に付すべき契約案件のアップの件であります。これは、なにか議会もの、俗に議

会ものと言われる下水道工事を 1本とると、その年は建築工事の指名に入れないような

状況になっているようなことを聞いたんですけれども、今、契約案件も多いことだし、

公共事業も今活発に行われている状況の中で、余りそういうふうな規定をしておきます

と、なかなか地元の業者も成長していかないと思いますし、要するに基本的に ]Vとい

うものは、行政が経済面で地元の業者を育成していくということだけじ ゃなくて、 要す
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るに大手業者の技術とかいろんなものを学ぶ機会にもなると思うんで、すねO これは地元

業者育成のために、要するに経済面だけじゃなくて技術面でも学ばす機会を与えてあげ

る、これが行政指導だと思うんで、す。あわせてこの件は検討していただきたい、とい う

ことの要望だけにさせていただいておきます。今、日野市は9，000万以上が議会 ものと

いうことでありますけれども、 東京都も是正をなされた昨今であり ますので、ぜひ、 こ

れも市長の方に検討課題としてお聞きを願いたいと思いますO

以上で、 私が雑駁な中での質問を させていただ きました。

たまたま私も、 地元業者の育成、市長も10大施策の中にうたわれております。この件

をたまたま見て今回質問をしようと思っていた中、今回上程されました防災センタ ーの

契約案件に関して、なぜこれが地元の業者の JVが組めなかったのかな、これだ

の業者もい ろ んな形で行政に協力している中、 防災セソタ ー ぐ ら いは地元の人に~ I~- 置

てあげるのが温かい行政の、先ほどもお話し しましたけれども、行政としての";，ホ五山

注の仕方ではないか、 こんな単純な疑問を抱いた中で、沢田議員の質問、そして私も

案が上程された際に確認をさせていただし、た案件に関 して、 再度質問をさせていただ

たし、と思いますけれども、単純に、なぜこの懸案に関して地元の業者のJVが組めなかっ

たのか、単純に

O議長 (小山良悟君)

っとお答えしていただきたいと思いま

総務部氏。

0総務部長 (前田雅夫君) お答えをいたしま'J0 

者の選定を行う場合には、客観的な審査事項と主観的な

観的な審査事項といたしましては、 完成

観的な審査事項といたしましては、過去 3カ

本にしてお ります。

がとぎし

とし

それから、あと一つは工事の、いわゆる着工の時期でありますとカ-、

当然ある程度定ま ってくるわけでございます。 JVを組むという ことにりますと、そ

が

組み合わせの、 いわゆる期間がおよそ15目前後は必要になるわけでございますo したがっ

て、そう いった期間もあらかじめ見た中で手続き に入らない と、この JVというもの』

進まないということでございます。そんなもろもろの理由がございまして一一それか A

一つは、今まで、先ほど来、答弁の中に も助役からあり ましたけれども、比較的、政鉱

工事につきましては、今まで業界全般に好景気のために非常に受注量が多 くて、特に甜

築工事につきましては、なかなか発注 しがたい、そういう状況も生ま れていたわけでご

ざいますo 今日 、最近ですけれども、特にですけれども、 若干の景気後退で、いわゆZ
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受注量の減少といいますか、工事量の減少といいますか、そういうものがございました

けれども、今まで特に建築工事についてはそういう傾向がございましたので、円滑に事

業を進めるためにいろんな要素、さっき申し上げました要素も含めまして、今回提案し

ておりますような、そういう業者の指名を行ったというものでございます。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 確認させていただきました。

要するに実績とか工事量、それから仕様書どおりできない、工期の問題、さまざまな

中で大手企業に発注をした、というふうな答弁でございます。

それでは、私もそういうふうなことを言われたので、実際そういうふうなことが守ら

れてやっているのかということでいろいろ調べてみました。

たまたま、今回出された平成 3年度日野市の下水道特別会計補正予算の中で、都市下

水路費の中の神明上都市下水路整備事業がございます。これが 1億7，000万円、補正が

されております。なぜこれが補正されたのか、ということも多少疑問に思ったわけであ

りますけれども、調べてみました。これは積算の段階で、要するに市長は先ほど公費だ

から大事に使うべきだ、こんなお話をしておりましたけれども、積算の段階では、最初

に打ち出した工法でできるということでこの予算を組んだらしいですね。

ところが、いざ初めてみたらその工法ではできない。水が出過ぎちゃった。大手の企

業がやっていたって一一当然工期はこれで延びるわけでしょう。そして、また補正を組

まなくちゃできないということであれば、当然、前段階からしっかりした調査をして、

積算をして予算計上するのが当たり前のことである。また、工期が、工期がとよく部長

がお答えになりますけども、工期が問題であったらば工期が遅れたらペナルティを科せ

ばいいじゃないですか。ペナルティを科す基準もつくっておかないで、工期が遅れたら

困るから大手に出すというふうなことは、これは理由にならないと思うんですね。

民間ですら 1日;遅れれば金利部分、また 1週間遅れ10日;遅れればその建物の、要する

に許容の範囲で、賃貸住宅であれば、当然得られる利益の部分はその建築主に支払うペ

ナルティを払っているわけです。これからは、工期、工期と言われるんであれば、その

辺のペナルティの件もしっかりこの中にうたってやっていただきたい。もう答弁は、今

は、部長、結構であります。

それで、もう一つ、要するにラ γクづけの部分、それから安価でできる、要するに安

い値段でやるのが当たり前だというふうなことですね。それから仕様書どおり、そうい

うふうなことを言われましたので、ちょっと裏の資料を取りました。
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これはもう皆さん多分よくわかっている案件だと思うんですけれども、 63年度一一昨

年オープ γなされました高幡の特別養護老人ホームの入札の経過の資料を、やっと手に

入れることができました。これを見ますと、当初、 63年の 8月に大手と地元業者の ]V

で発注している。これは金額があわないということで不調に終わっております。

2番目に 9月 5日、単独で入札指名がなされていますO この中に、さっき総務部長が

おっしゃっていたラソクづけということであればCランクの会社が入っているじゃない

ですか。ランクづけで位置づけしていくんであれば、 AラγクならAランクだけで入札

すればし、し、じゃないですか。これは、名前は私はあえて言いませんけれども、 Cランク

がここに入っているじゃないで、すか。

もう 1点、やっと 3回目で 1億円ぐらいの増額で契約が成立しているわけであります

けれども、最初これを 6億1，000万計上されて、最終的に 6億8，000万で落札しているわ

けですね。要するに見積もりとか、予定価格の変更とか、仕様とか、追加工事、いろん

な価格を想定した中で当初予算よりも7，000万も支出して、支出を多くして契約してい

るわけでしょう 。これも随分いし、かげんな契約をしていると思うんですね。今、なぜこ

のラソクづけでCランクの方が入っているのかということで、 3回目にこの落札してい

る会社が、これはもう落札しているわけですからいし、と思うんですけれども、オリエン

トコンクリートというふうな会社が落札しているらしいんですね。ちょっと単純に聞か

せていただきたいんですが、このオリエ γ トコンクリートというのは、要するにいろい

ろな建築業者でも建築部門が得意とか、下水道とか土木が得意とか、いろいろあると思

うんですけれども、このコンクリートの会社は何がメイソの会社なのか、そして、この

オリエ γ トコ γクリートという会社が日野市の受注工事の中で実績がどの程度あったの

か、その 3点だけ、ちょっと簡単にお答えいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

オリェ γ トコ γクリート株式会社でございますが、この会社は、そもそもはコ γクリー

トの製品をつくる会社でございます。一番有名なものは、いわゆる PCの橋げた等でご

ざいます。それから、この会社はそういう形で発展をしてきまして、近年、建築部門に

も力を入れているという会社というふうに理解をしております。

それから市内の実績でございますが、これはこの特養が初めてだというふうに思いま

す。

0議長(小山良悟君) 小川友一君。
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04番(小川友一君) 時間も大分なくなってきました。

大体、建築を出すのに橋げたの工事の会社に出すなんていうのは考えられないですね。

それと、また先ほどから総務部長もお話していました、日野市での実績を重視してとい

うふうな形で、こういうふうな案件は処理していく、と再三言っていたわけでしょう。

そうすると、これ、オリェ γ トコンクリートなんていう 会社は、日野市の建築はこれが

初めてだという。 6億1，000万もの工事を発注するのに初めての業者をここで落札して

おいて、今回 4億1，000万程度の工事をなぜ地元の業者にで きなかったのか、 こんなこ

とがちょっと自分なりに不思議に思ったんですねO

私は、これ別に地元の業者は何でもいいんですけれども、 たま たま地元の業者の方々

が、市長といろんな形で防災協力等を結んでいる、というふ うな ことも聞いております

し、最後に市長にちょっとお伺いしたいと思うんですけれどもーーもう、 このことは総

務部長、結構です。そういうふうなことで、総務部長がおっ しゃ っていたいろんな要綱

は、一つ一つ私は崩されたと思うんで、すO 要するに、 なぜかとし、し、 ますと、 こうい うふ

うな基準でやっています、と言いながら、ほかでは違うことをやっているわけですから、

こんなものは全然条件の中に入ってないという形で理解します。

それで、昭和60年 3月5日に業者の方々から、地元の業者の方々か ら要望、請願が出

され採択している経過を見ました。これは超党派で採択をしたみたいでございますo こ

の中に 1億5，000万以上 3億円まで、また地元業者同士による企業体方式に、ま た3億

円以上は地元業者を加えた大手業者との共同企業体方式として発注をされる ように、と

いうふうな形で要望が出され、これも採択されております。

それと、昭和55年の 5月の13日に俗に日野市の業者が会をつくっている 日野市の建設

協和会というところと、森田市長は防災協力ということで行政協力を求めて、 協定を結

んでいる経過もあります。先ほど来、私も再三とお話はしてありましたのでありますけ

れども、市長の10大政策の基本政策の中にもはっきりとうたわれているし、市長も今、

これからは、そういうふうなことで地元の業者を育成のためには努力を してし、く、 とい

うふうなお答えもいただいております。これはもう十分理解できると ころであります。

したがって、このぐらいの金額は、なぜ地元の業者に出してあげられなかったのかな、

今私がこういうふうな、いろんなことを述べた中で、単純に思っただけであり ますo

前回、ほかの市ではどうだろうと思ってちょっと新聞を見ておりましたら、 先月の11

月に、武蔵野市で心身障害者総合授産セソタ ーという ふうなものが計画され、総工費が

17億円ぐらいの工事だそうでございます。これが地元の業者が 2社、指名の中に入って
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いる。このような経過の中で私は、今まで何回となく、いざとなれば防災協力をしてい

ただいて、 雪が降れば除雪を頼んだり、いざといって何か雨が降った、風が吹いた、決

壊しそうだ、これは警察とか、それか ら役所というのは公的な機関、消防署もそうです

ね。 要するに民間の力を借りていろんな防災をしていただくのは地元の業者だと思うん

です。いざとな ったら頼む。こ ういう ふうな今の発注の仕方を していれば、これからは

地元の業者だって、だんだんいやになってしまうと思う んですね。じゃあ、これを大手

に頼んだって大手なんて来てくれやしないでしょ う。

そんな ことを思いなが ら今回のこの質問を取り上げてみたわけですけど も、 総体的に

市長が、今、部長とのやりとりの中で、この案件をどう いうふうに対応してい くのか、

私としては、この議案は総務委員会に付託された案件であります。総務委員会のメンバー

の方々が十分審査して、よりよい判断をしていただけるものと確信はしておりますけれ

ども、 今までの経過の中で市長がどのような印象を持たれたのか、これから、こういう

ふうな問題には、どう いうふうに対応していくのか、総体的な考えを最後にお聞かせ願

いたいと思います。

0議長 (小山良悟君) 。

0市長 (森田喜美男君) 一つの行政施策として地一 の振興と いうことは、それな

りに地域の活性化のためにも大切な ことだ、ということは言 うまでもありません凸ただ

取引ということになりますと、これはまた内容が公正であること 、そしてまた、い ろし

ろな発注の原則に沿っているこ と、いろいろある と思っておりますo

それから、建設協和会と いう形で災害時等に出動していただ くという 関係も、 これは

の信頼関係でありますから、なる べく信頼の上に立って地元の産業の育成にも寄与

できる、こう いう こと が地域社会としても大切だ、というふうに考えております。

ただ、発注をするかどう かという こと は、必ずしもそういう関係で原則づけること も

ちょっと難しいわけでありまして、災害時の出動にも 当然また、かかった経費は、 これ

は後でお払いをするという仕組みのことでありますから、余 りなれ合いにしないで、ャっ

ぱり公共事業としての一定の原則、基準の中で一番市民に利益のある方法で行 うのがA

共事業だ、このように申し上げておきたいと思います。

そのことは、地元の育成というこ とを考慮しないということでは全 くありま せんカ

それらを両立させながら一つずつやってし、 く、こういうふうに日ごろ考えてもいます

会後も、また行っていきたいと思いまヲ 0

0議長 (小山良悟君) 小川友相。
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でござい ます。

遅ればせながら厚生省 もやっと重い腰を起こし、昨年、高齢者保健福祉推進10カ年戦

略を策定し、福祉先進国へ追いつけ追い越せのスター トを切ったわけであります。しか

しながら、マγパワーの問題を含めてその実現性を危ぶむ声も多いのも事実でありますO

今後の高齢化社会を考えますと、決 して国任せであってはならない。ますます自治体の

主体性と創意工夫が求められる、と強く思う のでありますO

さて、 話をも とへ戻しま して、なぜ福祉先進国には寝たきり老人がし、ないのか、 それ

を朝日新聞の論説委員は、御自分の体験を踏まえて次のように分析をしておりま すo

一つには、何といってもホームヘルパーの数の違いでありますo スウェ ーデソ南端の

町、 マルメと いう町の例を紹介して、例を挙げております。

例えば、 75歳で 1人暮らしの女性の場合の例を挙げております。彼女は脳卒中後遺

で15年前か ら半身不随です。糖尿病の持病があり 、狭心症の発作をたびたび起こすので

すが、 住みなれた家での暮らしが気に入っています。こ のよう な家庭に、朝、ホームヘ

ルパーは彼女の家に着 くと預かっているかぎで ドアをあけ、統いて窓、をあけます。彼

をベッドか ら助け起こ しますo トイ レの世話をし歯磨きを助けます。きょ うはどの服が

着たいかを尋ね着がえるのを手伝います。事いすに乗せますo オープンサソ ドの軽い朝

食の準備をし食べる のを助け、お昼にまたね、と帰っていきます。昼には問じヘルパー

が再び訪ねます。車いすを押 し、デイセンタ ーのレスト ラソへ連れ出します。 外出した

くないという 日には温かし、昼食がセソタ ーから配達さますので、これをテー7
0

ルにセッ

トして話相手にな り ますo 彼女は猶をかわい が っ てい る のでその世話 も 、 観葉嫡~え

切にしている のでその水や りも、 峨日を決めて洗潤や掃除や買い物、 彼女が望めば車い

すを押して一緒に買い物に出ます。夕方、朝、昼とは別のホームヘノレバーが夕食の世嗣

をするために訪ねます。夜は再び夕方のホームヘルパーがあ らわれます。歯磨きと着が

えの手伝いをしてベッドに……。

このサービスセ ソタ ーは、 周辺 1キロ 以内に住む 1万世帯、 1万5000人の人口を受け

持っていました。セ ンターを中心にホームヘルパーの詰め所が20カ所配置さ れ、 そこを

拠点に400人、 33班のホームヘルパーがいて、身の回りの ことができない商船者や体の

不自由な人たちの日常生活を支えていました。 l万人の地区に400人のホームヘルバー

がし、る。朝、起こしに来て くれるホームヘルパーがし、る。その数の多さと仕事の内容に

私はた然、としてしまいました。北欧の国々に寝たきりのお年寄りがし、ない、その最大の

秘密は日常生活の節目、節目にあらわれるホームヘノレバーの存在だったので、す。その人々

04番(小川友一君) 先月ですか、鈴木議員がハンディキ ャッ フ。を持った方に温かい

手を一一市長も、うなづいておりました。そういうふうな施策を展開する中でも、やっ

ぱり財政の裏づけがなかったら、できないことであります。大手業者に発注を しても大

手業者は日野市内で税金を払わない。地元業者の人が潤えば、また税金として返ってく

る。議員のおっしゃったような施策もとれるわけであ ります。当然そういう ふう なこと

も考え、地元の商工業の発展があってこそ町が経済の一つの流れの中で回転していくわ

けでありますので、市長も十分理解はしているところだと考えますので、これからの対

応をしていっていただきたいと思います。

最後に、助役に 1点だけお願いをして、この質問を終わ りたいと思います。

指名委員会の委員長という立場であります。指名委員会で指名がなされたものは、上

からの圧力によって変更などないように、 これから気をつけて対応していただきたい。

何回かそういうふうな件もある、というふうなお話も聞いており ますし、 やっぱり助役

という立場でイエスマ γではいけないと思うんです。多少、 口を言えるような助役であっ

ていただきたい。それが行政のこれからの対応がう まくい く、こう いうふうに思います

ので、助役にひとつお願いをし、この総体の質問を終わ らせていただきたい。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) これをもって15の 1、公共事業についての質問を終わります。

一般質問16の 1、寝たきり老人“ゼロ"を目指しての通告質問者、 田原 茂君の質問

を許します。

(3番議員登壇〕

03番(田原 茂君) それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

1985年の敬老の日、朝日新聞 1面に載った「座標」のさわりに、こう し、う文章が出て

おりました。ちょっと読んでみますと、 「高齢社会の先輩国には、 寝たきり老人に対応

する日常語がない。日本でなら寝たきりになっているような人々が、 ここでは車いすに

乗り歩行器を使って歩いていたj という文章でありますo これは実際、西欧、北欧の福

祉先進国を視察して歩いた朝日新聞の現役の論説委員の言葉であり ます。

当時は、日本の医療や福祉の大御所とも言われている人々 から も、寝た きり老人がい

ないなんて信じられないという意味で、随分反響が大きかったようであり ます。その後、

デYマークやスウェーデγの実情がテレビ等を通 してマス コミ に広 く紹介されるに及ん

で、実際そのような福祉先進国には、 「寝たき り老人Jとい う言葉自体が存在しないよ

うに寝たきりの老人は存在しないということ が、我々にも徐々にわかってまいったわけ
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が毎朝起こしてくれるから寝たきり状態にならない。私たちの国で、は寝かせたきりにし

ておくから寝たきり状態になってしまう。日本にいたときには予想、もしていなかった発

見でした、と書いております。

ホームヘルパーの数を西欧、北欧の国々と比較しますと、人口10万人あたりの数で見

ますと、日本が19.4人に対し、ノルウェーで998.0人、スウェーデンで847.7人、 デンマー

クで471.0人、オランダで212.1人、イ γグランドで189.1人となっており、ノルウ ェー

で51.5倍、スウェーデ γで43.7倍、デンマークで24.3倍、オランダで10.9倍、イング ラ

ンドで9.7倍という数字が「検証、日本医療の論点J1989年の 1月号に出ているわけで

ありますo 日本がいかに高齢者福祉を支えるホームヘルパーの数において低 く遅れてい

るかが一目瞭然であります。

第 2点目の理由として、ホームへルパーそのものがへルパーとしての教育と訓練を受

けたプロ集団であるということであります。例えばリフトテク ニック、 これはベッドか

ら1人では起きられない人を補助器具を使って車いすに移したり、 再びベ ッドに戻した

りする技術ですが、これを取得しているとか、ま たお世話をし過ぎて残っている能力を

損なわないように潜在能力を引き出して生かすようにする。そのようなお年寄りを上手

に励まして、先を急がずゆっくり待つようなやり方等々の技術的にも心理的にも熟練工

のような人たち、それが北欧のホームヘルパーだというのです。

第 3点目は、気軽に支える sosだそうです。いくらホームへルパーがいっぱし、し、る

からといっても、日本のお嫁さんみたいにつきっきりではなく、そばにいるのは生活の

節目のときだけ、重度の人で週に20時間程度、軽い人では 2時間程度ぐらいである よう

であります。その聞にトイレに行きたくなったり、転んで起き上がれなくなったり、 発

作が起きたりしたときには、簡単にヘルパー詰め所に連絡ができるようになっている よ

うです。

その内容においても、日本のように命にかかわるときだけ押すのですよ、と厳しく 念

を押されるようなものではなく、 100回のうち98固までは、 トイレに行きたい、今夜は

テレビがおもしろいから寝かせに来るのはその番組が終わってからにしてくださいとか、

何だか寂しくて等々と、およそ日本の緊急とは、ひどくかけ離れたもののようです。

しかし、よく考えてみれば、どれも切実な申し出です。それをへルパーたちはよく 理

解していて、こんなつまらないことでsosを出して、などという不満そうな様子は、

これっぽっちも見せないとのことです。安心や幸せは、こうした小さな望みが温かく受

け入れられ積み重なっていったときに得られるものなのかもしれません。

第4点目として、訪問看護婦の存在が大きいと指摘しておりますo

北欧では町のだれかが入院したとすると、訪問看護婦は、入院した時点でも病院のス

タッフと退院後の生活について計画を練るとか、自宅で暮らせるように環境を整えるた

め作業療法士、理学療法士、医師と絶えず連絡をとるということも重要な仕事となって

おる。ホームへルパーを どのくらいの間隔で派遣するのか、の判断も主に訪問看護婦に

任されている ようです。まさに訪問看護婦が保健と福祉と医療のかけはしになっている

という ことがよくわかります。北欧では生活の場合、医師や作業療法士が、また理学療

法士が出向いて行 くのです。医療の出前が行われているのです。その要が訪問看護婦だ

というのです。

第5点目として、実力ある訪問家庭医の存在、第 6点目として補助器具センタ ーの存

在を挙げていますo

デγマークでは、人口25万人、 大体東京都目黒区ぐらいの規模で、 大体このような人

25万ぐらいに1カ所ずつ補助器具センタ ーがあり、そこ には3000種類の器具がそろっ

ているようであります。車いすだけでも100種類、そのう ち電動車いすが30種類、 つえ

が100種類近くあり 、それぞれの不自由な状態にあわせて器具を選ぶことができ、さら

に改良が必要な もの も改良し、使い方も徹底的に指導すると いうものであります。

最後に挙げられていた理由としては、ちょうど日本の小学校区に1カ所ずつ ぐらい、

つまり歩いて通える距離のところに在宅サービスセソタ ーがあるということでありますo

デイセンタ 一、食事サービス、送迎サービスの 3点セットがそのような至近な距離にあ

ると いうことで、自宅で暮らす高齢者を力強く 支援しているのであります。デンマーク

では、 1988年 1月 1日を もってプライエム、日本で言う特別養護老人ホームの増設をや

めたよ うであります。 施設中心主義から在宅ケア重視への大転換です。それを支えてい

るのが介護の出前をするホームヘルパーと医療の出前をする訪問看護婦、家庭医、作業

療法士、理学療法士ということになるわけであります。

以上、西欧、北欧の福祉事情、とりわけ寝たきり老人ゼロへの取り組みを中心に見て

きたわけですが、 非常に示唆に富むものであ り、 今後の高齢化社会に臨む我々の大きな

指標となる ことは間違いありません。もちろん、 その中には国を上げて取り組まなけれ

ばならないもの、 都の範鴫に属するもの等々あるのでし ょうが、少なくとも我々が今で

きるととを この中から模索 していく 必要が大いにあると確信いたします。

そこ で日野市として、 寝たきり老人ゼロを目指すにはどう したらし、し、かを考えていき

たいと思います。
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そこで、まずお聞きしたいのは、日野市の最新の高齢者の人口と人口比率、または寝

たきり老人の数をお教えいただきたいと思います。

第 2点目にお聞きしたいのは、現在のホームへルパーの数であります。この数の中に

は市の職員、福祉事業団、民間の家政婦紹介所と 3プロックに分かれていると思います

ので、それぞれについてお教えください。

3点目に、さきの第121臨時国会において老人保健法が改正されました。マスコミ等

では患者の一部負担問題だけがクローズアップされ、新規の福祉事業が余り日の目を見

なかったわけですが、改正案には老人訪問看護制度の創設、初老期痴呆症患者の老人保

健施設への入所など、高齢化社会の重点施策が盛られており、改正案の成立は寝たきり

老人や痴呆症患者を抱える家庭、家族には朗報となったものであります。

老人訪問看護制度は、市町村、地域の医師会、看護協会、社会福祉法人などが訪問看

護ステーションを設置し、来年4月からは在宅の寝たきり老人65歳以上をケア、介護す

るシステムと位置づけられており、訪問看護ステーショ Yの創設は、在宅医療の推進に

とって不可欠であり、地域の関係機関が話し合って早急に軌道に乗るよう努力すべきで

あります。

その意味で、日野市としてこの老人訪問看護制度創設に当たり、どのように取り組も

うとされているのか、また現行の訪問看護指導事業との整合性はどうなるのかを教えて

いただきたいと思います。

第4点目に、本年よりスタートした機能回復訓練事業の現状と問題点をお教えいただ

きたい。

まず、この 4点の御質問をいたします。

0議長(小山良悟君) 田原 茂君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) それでは、第 1点目の高齢者人口ですか、これらについて

お答えいたします。

平成 3年 1月 1日現在でございます。総人口16万2，020人でございます。 65歳以上の

人口 1万3，287人、老人人口比率で8.2%、70歳以上の人口8，393人、比率といたしまし

ては5.2%でございます。

それから寝たきり老人の数でございます。これは平成3年4月 1日現在で申し上げま

す。 6カ月以上寝たきりの者が395人、この内訳といたしましては入院が218人、在宅17

7人、それから 3カ月以上の在宅の寝たきりの者、 199人、同じく 3カ月以上の入院在宅

寝たきりの者、 417人、こういうふうになっております。
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それから、ホームヘルパーの活動状況でございます。これは平成2年度の実績で申し

上げたいと思います。市のへルパーは現在6人おります。派遣世帯といたしましては36

世帯、派遣回数、年間で1234回でございます。それから福祉事業団でございます。これ

は、いわゆるA会員、 B会員で制度でやっているものでございますが、これについては

実際の活動されたA会員の方が60人ということでございます。派遣世帯としまししては

56世帯、 3，669回でございます。

それから、市内の家政婦紹介所によりますところの家事援助ですね、これについては

86人の方が活動されておりまして、派遣世帯数が108世帯、派遣回数にして7，317固とい

うことでございますO 合計いたしまして、年間 1万2，220回ということでございます。

平成元年度とちょっと比較いたしますと、平成元年度が9，914回ということで伸び率も2

3.3%ということでございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) 4点目、 5点目についてお答えしたいと思います。

4点目の老健法改正に伴います訪問看護制度に対する取り組み、また従来、市独自に

行っております訪問看護制度との整合ということでございます。新たな制度については

質問者から御紹介があったとおりでございますが、実際上、私どもは、この制度につき

ましての関係書類を手にいたしましたのは数日前というのが実情でございます。御紹介

にありましたように来年4月 1日にはスタートということでございますが、今お話した

ような実情の中で、現在、都を初め各自治体、急、ぎ取り組みの体制を整えているという

ことが実情でございます。

そこで、私どもが従来行っております訪問看護制度につきましては、現在210名と記

憶がございます。一ーの方々に対しまして、月に一、二回、またケースによりましては

3月に 1回というような中で行ってきておるわけでございますが、当然この新しい制度

の今後の実現の形態によって、どのようになるか、ちょっとその辺につきましては、今

の段階では申し上げにくいところでございますが、この老健法の改正と訪問看護制度を

十分理解した中で、また各市町村の状況、あるいは情報交換によりまして方針を定めて

いきたい、そういうふうに考えております。

また、当然これには医師会等の関係も保たなければなりませんので、逐次それらにつ

きましての連携をとってまいりたい、そういうふうに考えておるところでございます。

ただ、いずれにも言われておるところでございますが、やはり看護婦等についての確保
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という問題が一番大きな課題として現在のしかかってきておるということをつけ加えさ

せていただきます。

また、 5点目の機能回復訓練事業でございます。これにつきましては、ことし 9月か

ら生活・保健セ γター内におきましてスタートさせたところでございますが、社会的機

能訓練を中心ということでやっておるところでございます。現在13名の方が週 1回の割

合でお見えになって、通いでリハビリを受けているということでございます。計画の上

では週 2回ぐらいということで計画は立てたものの、実際のスタートにおきましては、

やはりここでも先ほど触れましたマンパワーの問題、特に理学療法土さんの不足が災い

いたしまして、現在、逓 1回という形態のやむなきに至っておるところでございます。

今後におきまして、回数のみならず内容的にも目的に即した中で充実を図っていきたい

という考え方で現在進めておるところでございますo

以上、簡単でございますが、答弁とさせていただきます。

O議長(小山良悟君) 田原茂君。

03番(田原茂君) それでは、それぞれ項目ずつ再質問させていただきます。

まず、ホームヘルパーの問題につきまして再質問をさせていただきます。このホーム

ヘルパーの問題につきまして 4点ほど再質問をさせていただきたいと思います。

1点目は、先ほど紹介した北欧の例に比べても、やはりへルパーの絶対数がどうして

も少ないということだと思うんです。そこで、ホームヘルパーのマンパワーの確保をど

のように考えておられるか。聞く話によりますと、長野市では社会福祉協議会として現

在103名のホームヘルパーを正職員として採用している、という話も聞いております。

また、課長きんで実際に視察に行カ亙れた方もいらっしゃると聞いておりますので、その

辺の長野市の例も踏まえながらお聞かせをいただければと思います。

2点目とでは、このホームヘルパーの現状としては昼間が中心になっているわけであ

ります。北欧の例を先ほど紹介した中でもありますとおり、やはり朝、・昼、晩、また夜

と24時間体制とまでいかなくても、 5時以降の問題というのがなされていないのが現状

であります。

そういった意味で、今後、夜の訪問者じゃありませんけれども、夕方から夜にかけて

の寝るときの世話など含めて、そういったものの夜の訪問ということについてはどのよ

うにお考えになっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。

3点目としては、現在、先ほど、それぞれ市職員と事業団と家政婦紹介所、それぞれ

の人数でのホームヘルパーの数について教えていただいたわけでありますけれども、そ
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れぞれ役割は違っているわけで、すね。例えば市の職員であれば、かなり重度で低所得者

が対象であるというふうに聞いておるわけであります。特にボディタッチが必要な方、

あるいは食事、または髪の毛まで切ってあげるとか、かなりの、いわゆる接近した形で、

のサービスというんでしょうか、そういった意味で、重度の方なんだと思いますが、そう

いった方々。また事業団の場合には有償ボラ γティアですか、または家政婦紹介所は普

通のへルパーになるんでしょうけれども、それぞれが今ばらばらでやっているような気

がしてならないわけであります。特にお 1人の方が、それぞれ市の職員からも来るとか、

事業団からも来るとか、家政婦紹介所からも来るという、こういうお 1人の方が三者三

様からそれぞれ来ているという状況もあるわけであります。

そうすると、御本人もなにか、お年寄りだからわけがわからないというか、違った方

が来てそれぞれサービスが違うという形で行われているとか、ということも踏まえて、

この辺の調整というものがないと、せっかく来ていても効果が出ないような気がすごく

するわけで、すO

そういった意味で、まず問題は、現状としてはその三者三様がどういう連絡を取り合っ

ているのかということと、あと今後は、御本人もわけがわからないということもありま

すし、はたから見てもわかりにくいという部分があるわけですね。そういった意味で、

これからホームヘルパー制度を充実していくという意味では、行く行くは一本化してい

くこともこれは必要ではないか、ということも強く感じるわけであります。そこのとこ

ろのお考えをお聞かせをいただきたい。

4点目には、先ほどの民間の家政婦紹介所の数が86人ということでお教えいただいた

わけでありますけれども、この家政婦紹介所の場合においては、現行では 1日3時間券

で3，240円ということで行っておるわけでありますけれども、これは基本的には市内ど

こへでも行くということが原則ではあるんですが、やはりどうしても、近くであれば自

転車で行くということもありますし、歩いて行ける範囲内であれば問題ないわけですが、

例えば、市内でも電車を利用して行くとかパスを利用して行くということも当然あるわ

けであります。そうしますと、そういった交通費は出ていないわけですね、現行では。

そうするとへルパーが欲しくても近くにへルパーがいないと、どうしてもお願いしても

来てくれないという事情も、私は現実にはあるというふうに思います。

先ほど、 3カ月以上の入院在宅寝たきり老人が417人というふうにお話がありました。

それでもって、市、福祉事業団、家政婦紹介所、あわせて200世帯へとれを派遣してい

る、というふうに合計するとなるわけですね。そうすると、現在寝たきり老人の半分以
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下の方々に対してだけしか今派遣されてない、というような現状が数字で見ると出てく

るわけであります。中には、もちろんお嫁さんが世話しているとか必要ないという方も

当然いるんでしょうけれども、中にはこういった形で、欲しい、欲しいというか来てほ

しいという要望があっても、なかなか派遣したくてもできなし、。家政婦紹介所でも、遠

くていやがって行かない、損だ、それよりも近くで行けるところがあればそっちヘ行く、

というのは当然のことでありますけれども、そういう事態になってきているのが現実で

あります。

そういった意味で、市民全域にこのヘルパー制度が行き渡るには、やはり現行制度で

はそういった問題もあるわけです。そういったものについてはどのようにお考えか、こ

の4点についてお尋ねいたします。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

第 1点目のマンパワーの確保でございます。これについては、これからの高齢者対策

の上でも重大な課題だ、というふうに受けとめております。

現在、日野市の状況を先ほど各ヘルパーの活動状況をお話いたしました。今、議員さ

んの方から北欧等の紹介もございました。北欧の方の状況については、必ずしもそれが

日本で通用するかというと、なかなかそれは無理な点もあろうかと思います。大体、北

欧の方は、ほとんどへルパーは職員ということで確保されているわけですので、じゃあ

日野市においてもこのマ γパワーをすべて職員で体制が組めるかというと、なかなか難

しい点があろうかと思っております。

そんなことで、現在の市のヘルパー 6人ということですが、この数が現在において適

正かどうかは別といたしまして、将来的には、やはり家政婦協会、あるいは福祉事業団

のケア事業、これらを 3者を一体化して強化を図っていかなければならないのではない

か、というふうに考えております。

それから、また御質問のございました長野市の例ですが、先般、老人福祉課長、担当

者が現地に赴きまして実態を調査してまいりましたが、長野県をちょっと御紹介いたし

ますと、長野県におきましては、やはりマンパワーの必要ということから、社会福祉協

議会で職員として採用したということでございます。採用員には同ーの給料表というよ

うな適用でございます。実際の職員との給与の格差は二、三号の下で格づけされている

ということでございまが、一応の身分保証なり生活保証がされているということで、こ

としに入りまして103名のホームヘルパーが確保できたということでございます。
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これらの事業の実施状況を見てみますと、市内20カ所の支所、連絡所に駐在させまし

て、地域に密着したサービスを行っている。また、これは社協への委託料としては 3年

度では 3億5，000万円、そのうち市の負担が 1億8，000万、そのほかは国や県からの補助

でやっているということでございます。

また入浴サービスにつきましては、ホームヘルパー103名のうちの24名で 6台の巡回

入浴車を使用し、 1日24名の在宅入浴サービス等行っているということでございますO

これらを参考にいたしまして、これから市といたしましでもマンパワーの確保、これら

に努めていきたいというように考えております。

それから、いわゆる現在行っておりますのは昼間ということでございます。例外とし

て夜間も一部やっているところもございますが、ほとんどの部分が昼間だけの援助でご

ざいます。これらについては24時間、あるいは休祭日もできるような方法を今後講じて

いきたい、というふうに考えております。

それから 3点目のホームヘルプ事業の、いわゆる市の職員、あるいは福祉事業団、家

政婦協会というようなこと、あるいはもう一つ婦人協会ですか、女性協会ですか、これ

らについても一部やっておりますが、この辺の調整でございますけれども、現在、ケー

スワーカーが中心となって何とか調整を図りつつやっております。

現状においては、やはりすべての方が通常のホームヘルプを受けられるという状況で

はございませんので、足りないところは福祉事業団、あるいは家政婦協会ですか、こう

いうところの連携の中でやっていかざるを得ないのが現状でございます。

それから 4点目の、いわゆる家政婦紹介所の処遇の関係でございます。必ずしも日野

市全体にこれら家政婦紹介所の方が分布しているわけじゃございません。そういうふう

なことで、介助券そのものについては交通費を含めた中で一律に支給されておりますの

で、近くであれば別段交通費がかからないで行けるんですが、遠隔地の場合には、さら

に交通費を負担していかなくちゃならないというふうなことで、場所によってはなかな

かこの確保が難しいわけでございます。できれば、来年度にはこういうような遠隔地、

特にこういう方が、援助者が行きにくいところ、こういうところに行く場合には若干の

処遇改善、あるいは、これからは24時間の介護を必要とする方も出てくるわけですので、

休日、夜間、祭日、 24時間体制をきちんとこれらに対応した場合には、それなりの処遇

を図っていきたい、というふうに考えております。

それから、ちょっと 3点目で、つけ加えさせていただきますが、現在、市の職員の役割

は質問者のおっしゃるとおり重度の方、いわゆる家政婦協会からの派遣等行きにくいと

qu 
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ころ、あるいは低所得者、これは市の職員が対応しております。家政婦協会にしても福

祉事業団にしても、これから、やはり家事援助だけじゃなくある程度のボディタッチの

できる介護、こういうふうなことで講習会にも出ていただいて、それなりの資格を取っ

てもらい、そういう方たちにはそれなりの処遇を考えて充実を図っていきたい、という

ふうに考えています。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 田原 茂君。

03番(田原 茂君) 大変、前向きのお答えをいただいたような気がいたします。と

にかく、この問題はへルパーがいなければもう元も子もありませんので、そういった意

味でマ γパワーの問題、これは非常に難しい問題でもあると思いますけれども、やはり

市としての、そこでこそ、まさに創意工夫というものが各自治体としての考えが生かさ

れてくるのではないかというふうに強く思いますので、ともかくこの 3者、女性協会も

ありますけれども、基本的には市、事業団、家政婦協会等々という 3者がさらに一体と

なって、現状はさらに一体となってやっていくしかないと思いますので、この辺は綿密

に連絡を取り合う中で将来的には、先ほど部長さんも御説明の中でおっしゃったように

一本化していくということが将来の方向ではないかな、というふうに思っております。

特にボディタッチというか、家事援助だけじゃなくて、そういう介護、そういったも

のまで踏み込めるようなホームヘルパーの将来構想をじっくりと練っていっていただき

たいということを強く要望し、また24時間体制までいかなくても、本当に先ほどの紹介

であったような、夜にもきちっと訪問して、むしろ夜の方が大変かもわかりません。そ

ういうことは、現状では夜の訪問がないためにどうしても病院に行かざるを得ない、と

いう人も中にはいるわけでありまので、その夜の体制ができてくればかなり、病院にあ

えて入らなくても自宅でがんばれる人も出てくるのではないかな、というふうに強く思

いますので、その辺の体制を今後じっくりと練っていっていただきたい、と強く要望し

てこの質問は終わりといたします。

次に、訪問看護制度についてであります。

先ほど部長さんの方から、この老健法に伴う訪問看護制度については、書類が来たば

かりでなかなか把握しにくいというものがある、というお話もあったわけでありますけ

れども、実際には、 10月の上旬にはもう可決をされていると思うんですね。そういった

意味で、処理的には遅く移るのかもわかりませんけれども、新聞等を見てもかなり報道

がなされておりますし、注意深く見ていけば結構報道されておりますので、やはり市と
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しての取り組みがちょっと遅いのではないかな、ということを強く思います。

特に11月の26日には、この訪問看護制度についても老人保健審議会で答申が出ており

まして、具体的には、もう来年4月からスタートするということを前提に、これはどう

してもやっていきたいという前提に立って 1回の訪問を 2時間程度とか、訪問回数を月

4回と想定するとか、自己負担分を月額、老人施設の外来患者並み一一1，000円程度と

言われておりますけれども一ーにするとか、ですから 1固につき250円程度の負担額を

決めていこうというような、そういったような答申もなされているわけでありますので、

ひとつ、書類が来るのを待つのではなくして、こちらから積極的に関係機関に調整を図

り、また、どんどん質問をしていきながら万全な体制をつくっていただきたい、という

ことを要望しながら、ちょっと 1点だけ再質問させていただきます。

この訪問看護制度の創設は、寝たきり老人にとっては画期的な制度ともなるわけであ

ります。日野市としても先取りをして、なおかつ従来の訪問看護指導事業とタイアップ

をさせれば、日野市独自の、より充実した内容の訪問看護制度ができると確信いたしま

す。そういった意味で、この訪問看護制度について、今後の保健、福祉、医療の一本化

ということを考えてまいりますと、この訪問看護婦が保健、福祉、医療のかけはしになっ

ていくことが一番好ましいと思うわけであります。そういった意味で訪問看護婦が、患

者の対応を見てへルパーの必要性とか訪問回数までも決められるような、そういうシス

テムが私は理想的ではないか、ということを北欧の例を見たりなんかして強く思うわけ

であります。このような保健、福祉、医療を一本化していくことをその要に据えていく

という意味で訪問看護婦がその要になる。そういったことについては、現時点でどうい

うふうにお考えになっているか、この辺だけちょっとお聞かせいただきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

一本化というようなお話が出ました。もちろんそのような形は大変望ましいところで

ございます。現在、新たに設けられましたこの制度におきましでも、また私どもが主と

して実施しております訪問看護制度にいたしましでも、医師の指示に基づいた中でして

おるという実態がございます。もちろん、私どもの立場では医療ではございませんもん

ですから、そういう形になるわけでございますが、私ども、よりよい形の中で今後取り

組みを進めてまいりたい、そんなふうに考えておるところでございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 田原 茂君。
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03番(田原茂君) この問題は、今後のことに当然なるわけでございますので、ど

うか、先ほど部長さんも大変素晴らしい制度だというふうにおっしゃってもいただいて

おりますので、どうかこの訪問看護制度を機にそういった保健、福祉、医療、これが一

体となった、この高齢化社会に向けての大きな礎をつくっていただきたい。特にこれが

本当に完壁になれば日野市においての寝たきり老人ゼロも夢ではない、というふうに強

く思います。

どうか、この老人訪問看護制度をしっかりと来年4月からスタートできるように肉づ

けをお願いしたいと思いますo

次に、機能回復訓練事業ですけれども、先ほどお話がありましたけれども、やはり 13

名で週 1回とスタートしたばかりで、いろいろ、こう軌道に乗せるということもあるん

でしょうけれども、余りにもリハビリという観点でいきますと、週 1回で本当にリハビ

りになるのかな、という感じもするわけでありますので、これからもこの事業の拡大を

強く望むものでありますけれども、特にこの寝たきり老人ゼロを目指して、という観点

でこの機能回復訓練事業、リハビリをとらえますと、先ほど北欧の例にもありましたけ

れども、やはり今後はこの機能回復訓練事業を拡大して、寝たきり老人の家まで理学療

法士、作業療法士が出向くような形で、寝たきり老人を起き上がらせるための機能回復

訓練ができないかということであるわけであります。そうすれば、ヘルパ一、訪問看護、

リハビリと三拍子がそろうことになり、寝たきり老人ゼロに限りなく近づくと思うので

あります。この点は、いかがでありましょうか。

あと 2点目としては、このリハビリという観点でいし、ますと、この中間施設というも

のも非常に今後重要な、また、かつ必須な施設と考えるわけであります。この中間施設

の設置構想、についてのお考えをお聞かせいただければというふうに思います。

この 2点、お伺いしますo

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) 現在、機能訓練事業といたしましては、ことし、先ほ

どもお話いたしました、ことし、生活・保健センターでスタートいたしました事業、そ

れに加えまして訪問看護制度の中におきまして取り行っている部分がございます。それ

は大分前からあったようでございますが、本格的な実施は平成 2年 8月からということ

でございます。そういう中で私どもも、お宅に在宅でおられる方が床から離れるために、

というのが素朴には目的でございまして、現在、社会生活が営めるために実施し始め、

あるいはしてきておるところでございます。
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何はともあれ、先ほども触れましたとおり、この理学療法士の不足が大きな問題でご

ざいまして、現在、国でもその養成機関をつくろうという計画が出されてはおります。

私ども現在お願いしておりますのは、八王子にございます横山記念病院の方からの派遣

で来ておりまして、 3名の方が見えておるところでございますo それは理学療法士、そ

れに作業療法士、言語療法士という 3種目につきまして実施してまいってきておりますo

いろいろ、このマ γパワ ーの確保ということでは先ほども福祉部長が触れられておりま

すとおり、私どもといたしましでも、現在、職員、そしてOB、看護婦といった事業で、

10人ほどが携わっておりますが、もちろん今後に向けてこれらの確保をなお一層努力し

てまいりたい、そんなふうに考えております。

また中問機関と申しましたで、しょうか、 ( iこれは福祉部長の方でお答えをJと呼ぶ

者あり)私の方としては今申し上げたような状況でございまして、なお一層充実を図っ

てまいりたい、そのように考えます。

以上ですo

O議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 御質問のリハビリの関係でございます。ただいまの生活文

化部長の方からお答えがございましたけれども、いわゆる老人保健法の一部改正により

まして、来年度の 4月 1日から老人訪問看護制度というような非常に画期的な制度が加

わってくるわけでございます。この中においても、訪問看護の中に寝たきりにさせない

ためのリハビリ、 当然こういうものを入ってくるわけでございますが、一応私どもの方

の福祉部の方の関係といたしましては、現在、在宅の方のリハ ビリについては浅川苑高

齢者在宅サービスセ γタ一、あるいは至誠老人ホーム、こういうところでのリハビりは

やっておりますが、将来的には現在計画を進めております仮称多摩川苑福祉ゾーン、こ

の中に老健施設を設置いたしまして、介護支援セ γターの建設とあわせまして、ここで

本格的なリハビリのできるセンターを整備いたしまして、ここで実際には総合的なリハ

ピリをやっていきたい、というふうに考えておるところでございます。

0議長(小山良悟君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) 機能回復訓練事業の中での現行の中の問題として、マンパワー

ということがどうしても出てくる、というお話であります。また、現行では社会生活が

営めるまでの訓練という位置づけがなされているという、こういう説明でありました。

それはそれとしてわかっているわけでありまして、取り組みとしては、やはりこの寝た

きり老人をゼロにするということ、これの中間施設という計画もあるというお話も出て
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いるわけでありますけれども、やはり一体となって当面の問題としても、やはりこれは

中間施設も当然将来的に考えていく。その前段として、やはりこのリハビリの関係でこ

の機能回復訓練事業を、マ γパワーの問題を乗り越えながら何とか寝たきり老人の方々

への派遣をしていただくという、こういう方向をぜひとも今後考えていただきたい、と

いうことを強く要望をさせていただきたいと思います。

それでは、全般的にこの寝たきり老人ゼロ作戦ということでありましたけれども、最

後に、全体として今後の寝たきり老人ゼロ作戦への取り組みとして、私はまだお聞きし

てないこともあると思いますので、この取り組みのお考えがあれば、こういったものが

あるということがあれば、ぜひ、お聞かせをいただきたいと思います。

福祉部長、生活文化部長、それぞれ、お聞かせをいただければと思います。

O議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

寝たきり老人のゼロを目指すということでございますが、今までどちらかというと、

寝たきりを前提とした施策で、はなかったか、というふうに考えております。これからは

寝たきりにしないための施策ということで発想の転換をしていかなければならない、と

いうふうに考えておりますo

御承知のとおり日本は世界ーの長寿国になりましたが、寝たきりが多い長寿国では何

の意味もございませんので、健康で長寿国ということを目指さなければならないと思っ

ております。特に寝たきりの原因となりますと、やはり脳卒中、あるいは骨組しょう症、

骨折、こういうふうなことから寝たきりになる原因の主なものでございます。

したがいまして、発生後は寝たきりにしないためにも早期のリハビリ、あるいは住環

境の整備、在宅の保健医療福祉サービスの充実が一番望まれるところでございます。福

祉部の取り組みといたしましては、現在、お年寄りが寝たきりにならないために健康増

進と意識の高揚を図る目的で「生き生き体操教室」というのをやっております。この体

操は、お年寄りが身近な地域でだれでもが参加できるように、今年度も場所もふやしま

して市内14カ所の公共施設を利用いたしまして、年間で、延ベ168回、 59歳から89歳ま

での約4000人がこの体操に参加しているところでございます。

事業の内容につきましては、ただ単に体操だけではなく健康づくりの、いわゆるお医

者さん、保健婦、栄養士等による講話も加えまして、体力測定、ポケ等の予防、寝たき

りにならないための10カ条、これがございますが、これらの啓発も一緒に行っていると

ころでございます。
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将来的には、先ほども申し上げましたとおり寝たきりにならないために、いわゆる病

院と家庭との中間、いわゆる中間施設といっております保健施設ですか、こういうもの

を将来、仮称の多摩川苑福祉ゾーソですか、こういう中に設置してやっていきたい、と

いうふうに考えておるところでございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) 寝たきり老人ゼロということにつきまして、今、福祉

部長の方から、これはそれをつくらないようにするんだ、ということでありまして、も

ちろんぞれが私どもの分野ということになろうかと思います。そのための成人病の健診

等行ってまいっておりますが、今後こういったゼロ作戦ということで考えるならば、よ

り多くの方、またその健診の機会を多くつくるということが第 1に考えられることであ

ろう、というふうに思います。

第2としましては、それらの健診の細密化とし、し、ましょうか、検査項目の増加等を図

るというのが第 2点というふうに思われます。こういう中で病気の早期発見、早期治療

というふうな動きがとれれば、というふうに考えます。

次に、あと啓発の関係でございます。こ れら健診活動に加えまして、啓発といたしま

して御自分でできる健康法のPRとし、し、ましょうか、そういったものに努めてし、く 。先

般行いました健康法の集いなども、いろいろ、そういった自己診断の器具を備えた中で

医師会との協力の中で実施してきたところでございますが、そういったような PRの機

会、文書による PRの機会等を持っていきたいというふうに思います。

また、こんなこともつらつら思うところでございますが、今まで本人のという、どっ

ちかというと本人のという個体に対する PRなりということを考えてきたわけでござい

ますが、それを広げまして家族ぐるみ、ひとつその家族という単位におきます健康づく

り、健康計画をつくるというような動きがつくれたらな、というふうなところも考えら

れるところでございます。これからも考え得る、そして楽しみつつ健康を家族の皆さん

御一緒につくれるような機会を検討、実施していきたい、そのように考えておるところ

でございます。

以上です。

0議長(小山良悟君)

03番(田原茂君)

田原茂君。

1点だけ福祉部長さんにお聞きしたいんですけれども、先ほど

の中でちょっと出てまいったんですけれども、いわゆるサービスセンターの構想がある、
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というふうにも開いているんですけれども、直径 2キロでしたか、サービスセンターを

中学校区に一つぐらい将来つくっていくという、こういう構想があるわけなんですけれ

ども、それの概略をちょっとお聞かせをいただけませんか。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 在宅サービスセ γターの将来設計図でございますが、これ

ら正式には平成5年度から日野市地域福祉推進計画、この中で実際には計画されるわけ

でございますが、大体、東京都の計画等にも整合させるためには、やはり市内に中学校

区に 1カ所ということでございますが、今、私どもの方で事務局で考えているのは浅)11 

苑にあります在宅サービスセンタ一、これはショートステイを含んだ一一いわゆるその

ショートステイを含んだ施設をA型のサービスセンターと言っておりますO ショートス

テイを含まないものがB型のサービスセンターということですが、この規模の大きいA

型を市内に4カ所、現在の浅川苑と、来年度から建設される栄町の都営住宅の中にこの

A型も設置していただく。それから仮称多摩川苑の福祉ゾーンの中にも考えていきたい。

できるだけ、余り大きいものは必要ないと思うんですけれども、そのほかに小さくて一

番通える場所ですね、そういうところに小さいものを四、五カ所、そういうものを設置

していきたい、というふうに考えているところであります。

0議長(小山良悟君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) 非常に素晴らしい事業だなと思っております。北欧に比べれば、

北欧なんか小学校区に 1カ所ずつありますが、とりあえず中学校区でも当然素晴らしい

1歩を踏み出すんだなと思うんですが、素晴らしいと思う裏腹に本当に今の日野市内の

中で中学校区に、現実見てみると、幾っか今は都営の建て方を含めて構想、があるんです

けれども、果たして全8校区内にできるのかなと、ちょっとそういう危倶もあるんです

けれども、その辺の計画倒れにはならないように、非常に心配をしているというか大丈

夫かなという感じがしますので、よく具体性をさらに捻出するために、これ以上はあえ

てお聞きしませんけれども、本当に具体性を持ったものを 8校分用意していただきたい

な、ということを強く要望をいたしたいと思います。

それでは、最後に市長に総括的にお聞きするわけでありますけれども、その中で特に

市長にお聞きしたいのは一一全般的なものも、もちろんお聞きするんですけれども、そ

の中で特に今、保健、福祉、医療というものが一体として今後はやっぱり考えていかな

ければならない、というふうに強く思っているわけであります。そうすると、現行の福

祉部と生活文化部という、寝たきり老人をゼロということでお 2方の部長が答弁してい
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るという、こういう事態が現実にあるわけであります。やはり今後の保健、福祉、医療

というものを一本化していくということを機能的に発揮していくためには、組織的にも

これは一本化していく必要があるのではないか、要するに事業内容を一つにまとめてい

く必要があるのではないか、ということを強く思うわけでありますので、その辺のとこ

ろを踏まえて総括的に市長のお考えをお聞かせください。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 高齢化社会の時代に直面をいたしまして、いろいろとその対

応が国政においても、また都政においても我々の自治体にしても進められつつあるわけ

でありまして、一番の原動力は国政から始まらなければいけないわけでありますが、厚

生省でも御承知のとおりの高齢者福祉推進10カ年戦略、こういう意気込みが既に発表さ

れ各都道府県、それから市町村、自治体レベルでもそれぞれの福祉計画をつくる、こう

いう作業が進んでおります。

御指摘のとおり健康が一番、そのまた一人ひとりの健康が支障のないという状態が一

番し巾、わけでありますから、医療、福祉、保健、こういう 3系列の施策がなるべく統一

的に実施できる、こういうことは望ましいことであります。マンパワーの問題をまず解

決する必要があると思っておりますし、それから行政組織におきましでも新しい部を設

けるか、あるいは健康課を福祉部に移管するか今まで検討してまいっておりますが、な

かなか部をふやすということも難しい現実がありまして、なるべく有機的に機能できる、

そういう状況をつくることによってカバーしていこう、こういうことでありまして、東

京都の施設として保健所が日野市をー管区として、人員も50名近いマンパワーがあるわ

けでありますし、制度上の医師、保健婦、看護婦、あるいはホームへルパ一、こういう

系列の協力も重要だと思っておりますので、一番いい方法をなるべく早く見極めて、一

番機能できる方法によって行政の展開をより積極的に図っていこう、こういうことを課

題にして検討しておるという状況でございます。

0議長(小山良悟君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) いずれにしても、マンパワーの問題を何とか日野市の創意と工

夫で乗り越えながら、全国に先駆けてこの寝たきり老人ゼロを達成していただきたいこ

とを強く要望して、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって16の 1、寝たきり老人“ゼロ"を目指しての質問

を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

可
B
A

F'D 

必
ιτ



議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 0時33分休憩

午後 1時34分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問16の2、健康安心システム一一健康カードの導入を図れ一一の通告質問者、

田原 茂君の質問を許します。

(3番議員登壇〕

03番(田原茂君) それでは引き続きまして、通告に従いまして 2番目の一般質問

をさせていただきます。

次に、カードによる健康管理システムについてお伺いいたします。

自分の過去の医療記録や健康に関するデータ を1枚のカ ー ドで常に携帯し、 これを有

効に使用できるシステムが導入されれば、効率的な、より充実 した診療が受けられ、 さ

らに生涯にわたる自分自身の健康管理も可能となり、 自分の健康に不安を抱えている市

民の方々にも大きな安心感を与えることができるのであります。

カードには前もって各人の氏名や住所のほか血液型やアレルギー歴、 副作用歴、 輸血

拒否の有無など救急医療に必要な項目がすべてインプ ットされている。このため、いざ

病院へという場合でも救急車の中から最寄りの緊急病院へと連絡が取れ、受け入れに万

全の体制が整う、というのがこのカードの持つ特徴の一つであります。

こうした緊急避難用に加えて、さらにこのカードは、健康管理、診療支援、行政窓口、

生きがいの各サービスにも多大な効力を発揮し得ると言われております。

例えば健康管理サービスでは、一般の健診や成人病検診などのデータをもとに、医師

と保健婦とが相互に補完しながら住民の健康維持に当たることができるわけであります。

診療支援サービスでについては、医療機関が既に入力済みの既往歴や健診情報などをフ

ル活用して効率的な処置を講じるといったぐあいでございます。

さらに行政窓口サービスの点では、各種の証明書の発行窓口を一本化して、たらい回

しから来る市民の不安を一掃することもできるわけであります。 1枚のカードが幾つも

の役割を果たし、オシラインさえ整えば市内はおろか国内外のどこであっても通用、適

用するシステムが、このカードによる健康管理システムであると言われております。

私ども公明党は、 21世紀トータルプラ γで ICカード、健康手帳制度による生涯健康

つu
p
h
d
 

A
佳

管理システムの確立を提唱しております。一昨年12月には、より具体的な内容を持つ、

生涯、健康管理体制の確立に関する政策提言を発表し、 1Cカードや光カードを駆使し

た健康管理システムの確立を目指しております。

現在このカードは、テレホンカード大の光カ ー ドと集積カイロの ICカードの 2種類

の研究開発が進められております。そして今日においては、 1人の生涯の診察情報がカー

ド1枚に納めることができ、例え病院がかわったとしてもカードを提示すればそれまで

の病歴、投薬の種類や量が明確になるほか、レ γ トゲγ写真、 血液検査の数値、心電図

のグラフなどわかりやすい形で瞬時に知る ことができ、また緊急時にも写真で本人と確

認の上すぐに適切な処置が講 じられる までに開発が進んでいると言われておりますo

したがって、これまで岩手県沢内村、 兵庫県五色町、また本年より出雲市で実用化さ

れ健康チェ ックに威力を発揮 し多くの成果を上げているのであり ますO また、 14の医療

機関で研究が進め られ、 東京医科歯科大学では昨年から実用実験を行い、 厚生省と して

も公明党の働きかけで、システ ム化を全面的にパッ クアップしてし、く姿勢も示 しており

ます。

また、 現在、東京都においても健康づくりに活用できる自己管理システムの試行を行

うベく 、カー ドの導入を前提として有識者を交えた養員会で・検討 していると いうことで

あります。

我が日野市としても市民の命と暮らしを守ると いう観点、また高齢化社会への対応の

一環として もぜひ導入を図るべきであると思います。

ちなみに、昨年の10月に実施 した高齢者生活調査においても、要望事項のだんとつの

トップとして老人保健医療の充実を、とし、 う、このような要望が73.9%と大変な高い却

で、お年寄 りの要望事項として数字が出ており ます。こ れは「一般高齢者及び 1人暮ら

し高齢者の施策への要望」という項目の中で、 一般高齢者が73.9%、これらの方々が老

人保健医療の充実を望んでいるわけでありますo 1人暮らしの高齢者については61.3%

もの方々が老人保健医療の充実を望んでおります。また緊急連絡体制の充実が 2番目で

25.8%、このような数値も 出ておるわけであり ます。いかにお年寄 りの方々が健康、

療、このような問題に関心があるか、裏返せばいかに自分の健康問題、またはそのよう

な今後の医療問題に不安を抱いているかという こと が如実にわかるわけでありますO

そう いう 意味で早急なる導入を御提案いたしますけれども、お考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

0議長(小山良悟君) 田原 茂君の質問についての答弁を求めます。生活文化部長。
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0生活文化部長(糸川 滋君) 今御提案のありました健康管理システムでございますO 03番(田原 茂君) やはり、この問題というのは、ネックはやっぱりプライパシー

の問題ということが一番の問題点ということだろうというふうに思います。部長さんの

御答弁でもそういったことを危倶をされているわけであります。

例えば出雲市においては、そうい ったプライパシーの問題については、入力情報につ

いて市側がすべて記号や暗号を使って万全を期 した、こういうふうな御説明もいただい

ておりますO

そうい った意味では、 このプライパシーの問題も決してクリアできないという問題で

はない。まして、出雲市でもやっております し、ほかでもやっているという ことを考え

ますと、 早急に市としても この健康カー ド導入に向けてス ター 卜を切るべきである、と

いうこと を強く 要望を しておきたいと思います。

さらに、また高齢化社会へ向かうにつけてもやはり こうい ったものが、 高齢化人口が

ふえていく中での健康と医療というものとともに、例えば町中で倒れてしまったとかい

う、このよう なと きにこういったものがあると本当に緊急に入院したとしても、その治

療方法が事前に的確にわかるというか、また適切な治療ができるという意味では非常に

この高齢化社会に向かつての時代状況と密接不可分の関係にある、 このようなカー ドで

はないかな、とい うことを強く 思っており ます。

最後に市長の御見解をお聞きして終わりたL、と思いますo

0議長(小山良悟君) 市長。

このシステムという考え方については、早晩、全国的に普及していくものというふうに

とらえております。

しかし、ここで、大変これが実施されますと、お話のように特にその中ヘ投入される

情報いかんによっては、少なくも医療、福祉、保健といった、この 3種だけでも入るこ

とによって相当有意義な存在になろうかというふうに思います。それは、ある方が何か

起きたとき、その ICカードによって直ちに御本人の病歴、あるいは健康状況、その他

を即座に取り出し速やかに医療に供する、こういうことで大変理想的なものでございま

して、実は私どもこの事務サイドといたしましでも、先ほど申したとおり、この先とい

うものを考え、そして理想像を追う中でそろそろ準備にとりかかるようかな、という話

は出ておるところでございます。

といいますのは、まず今申し上げましたとおり、少なくもこの 3業務のものを一つに

集めるということ、大変、これにはプライパシーがかかっておるということで大変難し

い問題がございます。先ほど行われました住民基本台帳の電算化におきましでも、一番

大きく問題、審議されましたのがプライパシーでございました。御存じのとおり住民基

本台帳の事項、あれだけのものに対してさえもそれほどの論議を呼んだもの、まして、

この医療、健康に関する情報となりますと、そのプライパシーということについては相

当な問題が出ます。今の時代ですからシステムとして、それらを御心配の向きをクリア

できないということはないと思いますo

しかし、これは、できる、できないというよりも、やはり市民なり国民の、いわばそ

ういうシステムに対する信頼感というものを取り戻さなければならないはずでございま

すんで、その信頼感を得るということがいかに大事なことであり、また大変なことかと

いうことを思いますと、一朝一夕にしてはできないものと覚悟しているところでござい

ます。それだけに、この先どれほどの準備期間を要するかわかりませんが、長い期間要

するであろう中で、そろそろ意識的にもその準備に入るべきか、というふうに考えてお

るところでございます。

それから蛇足ではございますが、データの、より多い投入、そしてこれが 1市でなし

にやっぱり全国一様に実施されて初めて理想、を越えるものだ、というふうに思うところ
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0市長(森田喜美男君) 健康カー ドの ことを余 り深い知識を持ち合わせてないわけで

でございます。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 田原茂君。

ありますが、 今の効果という ことでは非常に情報が早くて総合的に把揮できる。 したがっ

て対応が正確にまた措置でき る、 こうし、う効果は大き いと思います。

ただ、伴うプライパシーの問題、それから市民個人か らの自分をそのシス テムに積極

的に参加したいという、そういう扱いの課題ではないかとも思うわけであります。法制

度がやっぱり先行して、きちんと医療界との完全合意を成り立った、そういうシステム

の上に国民対象として成り立つのが一番適切ではなかろうか、というふうには思います

が、他市でも行っておるという市もあるようでありますから、ただ暗号で、しかし情報

をあずかるという ことも、これもまた、じゃあだれがその暗号をいろいろな器械に解説

して提供するかというような問題にもぶつかるんじゃないかと思いますが、もう少し状

況を全体的に把握しながら取り組む課題ではないかと思うわけであり まして、政党から

政策として提言をされ国政の場で十分論議をされて基本法ができる、というこ とが一番

順序ではなかろうか、このような感じがいたします。



田原茂君。0議長(小山良悟君)

03番(田原茂君) 国の方の状況も、かなり前向きにいっているという状況もあり

ます。東京都もかなり有識者の委員会を設けてスタートをしつつあるということもあり

ます。そういった意味で、そういったものの体制ができてから日野市が乗っかるという

のでは、かなりまた遅れるということですね。今から、そういった意味で、日野市として

も対応というものを練っていく必要が当然ある。これはかなり時間をかけないと、 医師

会との関連とかプライパシーの関係で市民にこの状況を理解していただくということも

ないと、いざスタートしたとしても市民の方が乗ってこないということもあります。

そういった意味では市民に啓蒙するということとも踏ま えて、医師会との連携とか、

そういったものの打ち合わせ等含めて今スタートをしておかないと、国や都がさ あっと

いうときに日野市がてんてこ舞して何をやっていいかわからない、という状況にもな り

かねないというふうに思いますので、どうかそういった意味で、これを契機に この健康

カードシステムについては市長みずから勉強していただき、 実際にやっている市もあり

ますのでその辺の状況も見ていただきながら、 この早期導入を強く 要望するものであ り

ます。

以上で終わりますO

O議長(小山良悟君) これをもって16の2、健康安心システム一一健康カ ー ドの導入

を図れ一一の質問を終わります。

一般質問17の1、総合体育館(武道館を含む)の早期建設のため、平成4年度予算に

調査費等の計上をの通告質問者、古賀俊昭君の質問を許します。

(25番議員登壇〕

025番(古賀俊昭君) 先月11月30日、土曜日でありますが、日野市体育協会理事長を

務めております植田政雄氏が体育功労者として文部大臣表彰を受けられましたので、そ

の祝賀会が高幡不動尊信徒会館において聞かれました。市長も来賓として御出席になっ

ていたわけでありますが、このお祝いの会の席上、受賞者である植田氏から謝辞の中で、

市長に対してぜひ総合体育館の建設を急いでもらいたい、という 話が盛り込まれて述べ

られました。あの方の人柄からしてその場の雰囲気にも特段違和感もなく、多くの皆さ

んも共感を持ってその挨拶を聞いたのではないかと思います。この総合体育館を早く 建

設をするということで、いろいろな取り組みや議会での質問等も繰り返されているわけ

でありますが、この件について本日は質問をさせていただきます。

総合体育館が具体的に議会に対して示されましたのは、昭和61年第 1回定例会の市長
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の行政報告においてであります。仲田の第 1桑園跡地の保留地 3万4000平方メートルに

総合体育館を、住宅都市整備公団の住宅との複合施設として考える構想が示されたこと

を鳴矢にして、その後、多くの議員も、また関係団体等も機会をとらえて促進方を市に

求めてまいりました。

私も以前、昭和63年第 2固定例会の一般質問において、総合体育館の建設とあわせて

武道館建設の検討を、と題して質問をさせていただいたことがあります。当時は、今の

砂川助役が教育次長でありました。このとき答弁に立ち、総合体育館をぜひ早期に建設

したいが、まだ用地の問題が目鼻が立っておらず具体的計画はこれから検討を進める 旨

の内容での話がありました。

その後、 平成元年の第3固定例会に日野市体育協会会長ほか5518名の署名を添えた、

日野市体育施設の拡充及び総合体育館の建設に関する請願が提出をされ、 この請願は次

の第4回定例会において採択となりま した。 さらに進んで、ことしの第 3固定例会、

前の議会になるわけでありますが、 奥住議員と沢田議員の 2人が総合体育館建設につい

ての一般質問がございま した。そ して、 このとき予定の場所については東町区画整

業区域内の国有地 3万4600平方メ ー トルのうち、体育館建設用地として 1万3500平芳メ

ー トルが、 固有地を管理する大蔵当局の了解が得られたこと、さらに年次計画の作成は

まだ行われていない、とい う内容のお話があったわけでありますo

東町地域については、 区画整理の手法を持って都市基盤整備が行われてま いり ますの

で、総合体育館は、 区画整理の換地処分の後に国が処分を行ってから着工と いうことに

なる わけであ ります。今までこ の用地問題について、まず見通しを立てることが先決で

あるとの立場から、いろいろな努力がなされてきたわけであ りますが、 このよう に都市

計画事業にあわせて総合体育館の建設が、ある程度、見通せる段階に達 してまいり まし

Tこ。

そとで平成4年度、つまり来年度の予算の編成期でもあります今、当初予算にまず調

査費などの予算を計上して、この具体的な建設に向けての取り組みを図っていただきた

い、 このように考えているわけであります。いかがお考えか、お尋ねをいたしますO

もうl点、平成元年に、御承知のとおりよく話題になります文化・スポーツ行政推進

本部が設置をされております。ここでの検討課題ということも議会で表明されているわ

けでありますが、 今日 までの文化・ スポーツ行政推進本部におけるこの総合体育館建設

についての取り組みの状況を触れていただければと思います。

また年次計画は、いつ策定されるのか、その時期等も表明していただければとも思い
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ます。最終的に市民が一番知りたいのは、いつ、ここに、どのような内容の総合体育館

を建設するのか、この点があいまいとなってきていたために、いろいろ行政と関係団体

との組踊もありました。この時期、この点について具体的に表明できることがあれば、

ぜひこの場で、いつ、ここに、どのような内容の総合体育館を建設をしようとしている

のか、市の考え方を示していただきたいと思いますO

以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。社会教育部長。

O社会教育部長(大谷俊夫君) ただいま御質問いただきました 3点のうち、第 1点、

2点につきましてお答えを申し上げたいと思います。

まず、平成4年度の当初予算に調査費等の計上がなされるかどうかということでござ

いますが、まだ具体的な年次計画等も決まっておりませんo したがし、まして、第三次基

本計画の中にのせたいということが今の段階での計画でございますので、具体的な建設

構想、が立っていない現在でございますので、平成4年度に調査費を計上するということ

は、そこまでに至らない、というふうに考えております。

しかしながら、将来、体育館がどのようなものが必要か、あるいはどういう構造のも

のにしていくか、というふうなことの検討委員会の設置等は考えていきたい、というふ

うに考えておりますので、そういう点の若干の予算は要求してまいりたいということを

ただいま考えているところでございます。

それから、文化・スポーツ行政推進本部の関係でございますが、前回のときにもお答

えを申し上げましたとおり、昨年度までは、仮称浅川公会堂の関係につきまして、いろ

いろと懇談会にかけますところの庁内委員会等の役割を果たしてきたわけでございます

が、ことしに入りまして 7月26日に本部会議を聞きまして、いろいろと可能であろうと

いうふうなことの、できることのものを進めていこうということで10項目ばかり、いろ

いろと検討をしてまいりました。そして10月の 9日に監事会を聞きまして、その中から

どういうものを検討していくか、というようなことを監事会で会議をいたしまして、さ

らには11月の22日、今後監事会を開きまして、一応文化等の複合施設の建設構想、や市民

総合体育館、もちろん今御質問されております総合体育館につきましても、どのような

ものが理想であるかというふうなことを検討してまいりたい、というふうなことで、監

事会におきましでも具体的に総合体育館に対します構想の持ち方を検討しておるところ

でございます。

2月ごろの閉まで、に、監事会の方といたしましては体育館構想をどういうふうに進め
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ていくかの考えをまとめたい、 このように考えております。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、 私の方から 3点目につきましてお答えし

たいと思います。

今、質問者の方からもお話がありま したとおり、こ の体育館建設の問題につきまして

は、過去、議員さ んか ら意見、 提言があるわけでございますo 大蔵省の管理下にある用

地については、用地交渉を企画財政部が窓口になって現在担当 しております。 しかし、

国の現在の方針としては、 区画整理事業の換地後についての考え方があ るわけでござい

ます。当然、、 事業認可を来年、平成 4年に区画整理事業ということで目的を持っている

わけでございますが、現在、大蔵と の交渉の中では、この事業認可の状況を踏まえて現

在協議中でございます。

その内容につきましては当然、協議をした中で、固有財産関東地方審議会に提案をする

の一定の手続きが正式にここで出さ れるわけでございますO よって、それに提案すべ

き協議をこれからすると いうことでございます。よって年次計画等につきましては、 ま

だ区画整理事業の一定の方向が出ませんので市としての計画は立てられない、 というよ

うな問題がございます。

いずれにしして も早期に協議を進めて区画整理との問題を見込みながら対応していき

たい、とい うふうに考えております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭相 O

025番(古賀俊昭君) 用地の問題が、まず、はっきり解決されると いい ますか、 見通

しを立てなければ、具体的に面積や規模等については検討がしずらいのかもわかりませ

ん。 しかし、ある程度用地についての、ここではっきりとした場所が限定される段階に

至っているわけでありますので、国との折衝に力を入れていただき区画整理事業と整合

する中で、この用地の完全な確保を図っていただきたい、というふうに思います。

私は武道館のこ とも必ず一一 武道場でもし、いんですが、あわせてつくっていただくと

いうこ とをかねてからお願いをしてお りますので、その点も留意、をしていただきたいと

思いますO

先般、武蔵野市の総合体育館を見学してま いりました。昭和62年の 9月に着工 して平

成元年 9月に完成をしており ますO 近 くには体育館のほかに陸上競技場、 これは 2種公
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認の競技場です。また、武蔵野軟式野球場、センタ一方向103メー トル、ライト、レフ

ト87メートルという立派な球場も隣接しております。庭球場も 7面あります。屋外にも

フ。ールがあり、なおかつ室内にも第一プール、第二プールというふうに総合的な運動ゾー

γとして整備をされています。非常に素晴らしい施設でありますO こうし、う施設もぜひ

参考にしていただきたい、つけ加えて申し上げておきます。

市長に最後にお尋ねをいたしますが、先般の市長選挙後に開催をされた平成元年第 2

固定例会に、先ほど小川議員も触れておられましたが、日野市政五つの基本方針と日野

市政10大基本政策を私どもに議場で配布をいたしました。この中に市長は、これは公約

と言ってし、し、わけでありますが、温水プールのある総合体育館の建設をうたっておりま

す。温水プールのある総合体育館、先ほど申しましたとおり、 まさに武蔵野市も プール

を持った総合体育館をつくっておりますが、市長のこの公約実現に向けての現在のお考

えをお聞かせいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問の冒頭に触れられました61年の、ある議会の行政報告で

私から総合体育館構想、というものを申し上げた。新しい議員もおいでですか ら経過も整

理ということでちょっと触れておきたいと思います。

たまたま、日野駅を中心とする多摩川沿い地域、都市計画事業をこれか ら始めなけれ

ばいけない、こういうことで住宅都市整備公団に調査を依頼した経過がありますO その

当時、住宅都市整備公団も住宅を日野市内に建設をする、そういう背景を持ってその調

査に当たったと思っております。

その中で、いわゆる桑園跡の国有地、今できております市民の森スポーツ公園分を除

いて北方に3.4ヘクタールの固有地が残っておるわけでありまして、その部分を用いて

住宅都市整備公団の住宅建設、この住宅建設は、また一方には日野市の甲州街道筋の将

来の活性化ということを含めて、やっぱり住宅を建てる、そしてまた住民を、ある程度

学校の建設等が進んで受け入れてもいい、とこういう考え方で、政策的にあの方面に公

営住宅をつくったらどうかという考え方を持ちました。その際の手法として固有地を公

団が取得をして、そして公団と日野市の合作の形で体育館を建てられないか、という こ

とを思い立ったことがありますO つまり土地か、あるいは建物かは公団持ちだという こ

とで経費も軽くて済む、こういう発想でありましたが、当時のあの方面に近い議員を初

め地域の意向として、住宅がふえるということは望ましくない、好まない、こういう ふ

うな状況がありまして、その考え方はなくなった、こういう経過があります。
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そして3.4ヘクタールの、いわゆる国有地、国の管理地には、正確な面積は今申し上

げられませんが、 2分の 1程度の面積、つまり日野市の緑地指定があるということであ

りまして、その緑地指定が、また今できております立日橋通りに面しておる部分であり

ます。したがって、今後の都市計画手法として独自の位置の置きかえをする、つまり道

路に面した表の緑地と、それから西方の緑地指定でない部分とをこれを入れかえるとい

うことでありまして、そういう 手順を経ないと、取得にいたしましでも他の事業にしま

しでも事業としておろすことはできない、 こういう 事情があります。

まず、そのう ちにモノレール事業の、ある程度の具体化もありましたのと、それから

また、あの地域に区画整理事業を施行して、それによって都市基盤の整備を行 う方がや

はり将来的に必要であ る、こ ういう見解に立ちまして区画整理事業が東町区画整理とい

うことで、だんだんと具体化 してま いりました。

またその際に固有地は一時、 区画整理事業の地積の中に入れるか入れないか、ま た国

の住宅政策として日野市にそういう 形で与えるよ りも、 東京都がかかわる形で東京都の

戸数を保つために、かなり都からの要請が動いたようでありました。それらを整理いた

しまして区画整理の範囲に入れる、また住宅政策は直ちには適用しない、 こういう こと

で今の区画整理事業が進行 しておる、こういうことでありまして、位置は明確に立日橋

通りの国有地の東方に属する部分、 こう いう位置は、日野市側としては決めておる とい

うことでありまして、 その取得の手立てと いうのがこれから伴うわけであり まして、財

政も大変大きな資金を要することでもありますし、そういうこと から、区画整理事業の

進展にあわせてとい うこと になってま いりましたので、今それぞれの答弁で申しており

ますとお り、 なかなか具体的に年次や、それか ら展望を明らかにすること が難しし、、こ

ういう ことになっており ますが、 過去につくった約8000平米程度の体育館の絵なども今

も残っておると思いますが、その中にできるだけ温水プールも入れていきたい、こう

いう考えのあることは事実であります。

以上で、すo

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

経過を追って市長からお話があったんですが、私の今回の質問

は表題のとおり、 用地の取得にはまだ至っていないけれども、建設をする場所について

はもう 確定して、今日その場所が動くと いうことはほと んどあり得ないわけであります

ので、何らかの費用を計上して進められる事務作業はどんどんやっていただきたい、 そ

ういう立場から今お聞 きをしたわけで、すO
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先ほど、ちょっと申し上げるのを忘れましたが、いろいろな案が早く出きれないと、

関係者の意見を吸収していくというのは時間がかかるんですね。この武蔵野市の総合体

育館の場合でも案内をしていただいた担当課長の方がおっしゃるには、例えば、当初、

トレーニングルーム、いろいろスポーツジム等もたくさんありますが、この部屋の面積

が当初、現在の大きさの半分だったそうですね。今は420平方メートルのトレーニソグ

室があります。かなり広いスペースです。これも議会に提案された時点で、議会の方の意

見で、これではとても狭いのではないか、今後市民が余暇時間等を活用して健康維持、

体力向上のために、こういったトレーニング室というのはたくさん使う人がし、るだろう

ということで、思い切って設計を倍に広げたんです。そうしますと現在は今でも狭いぐ

らいなんですね。私が行きましたときも午前中でありましたが、平日ですが、いっぱい

利用者であふれでおりました。

こういうふうに、あらゆる検討内容を早く議会なり市民に公表して、いろいろの意見

を求めていくという作業に結構時間がかかるわけでありますので、今回、平成4年度に

検討委員会にかかわる予算は計上していきたい、という今答弁がありましたので、ぜひ

中断することなく予算措置を積み上げていって、用地が確実に取得できた段階ではすぐ

に事業スタートの体制が整っているように、そういう取り組みをこれからお願いをして

いただきたいと思います。

今、市長は、総合体育館に温水プールをっくりたいということも表明されました。温

水プールのある総合体育館ということになれば、また利用率もうんと向上していくと思

います。市長のこれは議会での表明でもありますので、実現に向けてのさまざまな準備

を今後進めていっていただきたい、こういうふうに考えます。間違いなく平成4年度に

何らかの予算を持つての、この事業の小さな 1歩かもわかりませんが、スタートを切っ

ていただくということを期待をして、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって17の 1、総合体育館(武道館を含む)の早期建設

のため、平成4年度予算に調査費等の計上をの質問を終わりますO

一般質問17の2、新設パス路線「日野駅~日野台二丁目~豊田駅北口系統Jに朝 7時

台の運行使をの通告質問者、古賀俊昭君の質問を許します。

025番(古賀俊昭君) 昭和61年の 1月21日付で森田市長に対し、市内パス交通対策検

討委員会から答申が出されました。その中に「公共交通からの不便区域Jということで

日野市内の、いわゆる交通不便地域がずらっと町名で挙げられておりますO その中に日

野台二丁目全域、日野台四丁目の一部ということで、今回の新設路線によって、この不
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便が解消したというその該当地域があるわけであります。長年望まれておりましたこの

パス路線が、市民の要望に応えて11月の18日から運行開始をいたしました。日野駅、そ

れから日野台二丁目を通って豊田駅北口に至る4.3キロの距離を一日 13往復、大体、片

道16分で小型パス日野レインポーが走っているわけであります。

先般、奥住議員の方から一般質問の中で、いわゆる勤労者としての立場からパス路線

の増便をお願いしておられました。私も同趣旨になるわけでありますo 企画財政部長の

答弁では、十分理解できる、今後の課題としたい、という答弁がありましたので、これ

でよしとしたいと思いますが、改めてこの場で利用者、それから路線、沿線の住民から

大変好評であるわけですが、通勤・通学の時間帯に、せめて朝 7時台にパスの運行があ

れば通勤、通学の足として利用できるのだが、とい う声を多 く聞きました。日野駅始発

が朝の 8時、豊田駅始発が朝の 8時20分とい うこ とでありますので、 通勤・通学の足の

確保が最も求められている時間帯か らは少しずれているわけであります。

こういった要望や声に対する市の見解を改めてお聞きをいたします。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) それではお答えしたいと思います。

今議会におきまして、日野台の新設ノくス路線につきましては何点か時間延長の問題の

要望を受けたわけでございますo もちろん今の現状の中では8時から5時ということで、

5時40分が最終でございますが、そういう状態の中では、やはりなお一層、前後 1時間

ぐらいという御要望も十分理解しているわけでございます。

我々も、不便地域の解消も交通網の問題が、なかなか道路網の問題の整備の問題等を

含んで、なかなか順調に進まないのが実情でございますが、 市内全体的にパスの新設路

線の要望も数多くあるわけでございます。十分その辺も踏まえながら 1時間ずつの前後

の時間延長を京王の方にも要請していきたい、というふうに考えておりますo

以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) こういった路線については採算性の問題が一つあるわけであり

ます。現に市からの補助金で赤字の補てんを行い、京王帝都電鉄に運行してもらってい

るということになるわけでありますので、時間帯によっては平均の乗車人数も非常に多

い7時台、また夕方も同様のことが言えるわけでありますが、そういった時間にパスを

走らせることによって採算性の面でもプラスになるのではないかという気がいたします。

要請なり、今後市の方でも取り組みたいというお話でありますので、ぜひ早期の実現を
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お願いしておきます。

以上です。

O議長(小山良悟君) これをもって17の2、新設パス路線「日野駅~日野台二丁目~

豊田駅北口系統」に朝 7時台の運行使をの質問を終わります。

一般質問17の3、 「防災情報セ γター」の不明瞭部分についての通告質問者、古賀俊

昭君の質問を許します。

025番(古賀俊昭君) 災害に対して万全の対策というのはあり得ないのかもわかりま

せんが、万全に近い対策は常に求めて、責任ある立場の機関、またそういった人たちは、

日々、この課題を追求していただきたいわけであります。

我が国の場合には気象変動などが非常に激しい。全世界の約 1割の地震が日本で発生

をしているということであります。また、太平洋の沿岸では10年に 1回の割合で大規模

な地震が発生をしているというデータがあります。また、活火山は全世界の約 1割の83

が我が国に集中をしている。こういうこともありまして、今、雲仙の普賢岳の噴火もお

さまっていないわけでありますが、こういった重大な自然災害を見るにつけ我が日野市

の防災対策、万全を期していただきたいという立場から、この質問を取り上げました。

現在は「国際防災の年10年jという、そういった年に当たっております。昭和62年の

1987年、第42回国連総会において、日本を初めとする93カ国から、 1990年代を自然災害

の被害から予防、また災害を軽減するためにそれぞれの国が協力をして「国際防災10年」

としようということで、これが全会一致採択をされております。

これにちなんで、去る10月8日から11日までの 4日間、東京都庁舎、新しい庁舎であ

りますが、ここを会場として国際地震サミット、これが関かれました。 39カ国、我が国

を含めて40カ国600名の専門家が結集したわけであります。全体会議、分科会等が持Tこ

れまして、専門家の報告や討論が行われた。まもなく担当課にもこの取りまとめた資料

が送られてくるということで、日野市さんにももうすぐお送りします、というお話を東

京都の担当の方はおっしゃっておりました。ここでは、 10月の10日は都庁舎の中の都民

広場で炊き出しの訓練、それから煙トンネルの体験コーナ一、防災グッズの展示など行

われていたわけでありますo

こういったことで、かねがね防災思想の普及、啓蒙ということに東京都も取り組んで

いるわけでありますが、この東京都の防災体制システムと密接に連動しているのが、市

町村の防災システムということになるわけであります。このことについては私も何回か

議会で取り上げてまいりました。
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そこで本日お尋ねをしていきたいのは、通告しであります内容のとおりでありますが、

ちょっと経過を触れてこの問題点、不明瞭部分ということを申し上げているゆえんをちょっ

と説明をしたし、、というふうに存じますo

森田市長は、昭和61年 6月 1日号の広報「ひの」におきまして、声の緊急、広報につい

ての提言を行いました。この記事の終わりに「よりよいシステムをつくるために電気、

通信関係の専門家に御意見をいただければ幸いです。」と結んでおります。その後、平

成元年度 6月議会に補正予算を組んで緊急通信システム基本計画調査、さ らに平成 2年

度には当初予算におきまして、 緊急通信システム第二次基本設計をそれぞれ同一の業者

に随意契約で発注を行い、既に この契約は完了 しているところでありますo この契約に

関し理解しがたい不明瞭な点があるのではないかと判断をいたします。

その内容は、平成 2年度の予算特別委員会等の予算審査の場で市長に質問を行ったと

ころであ ります。市長はその折り 、昭和61年6月 1日号の広報 「ひの」での投げかけに

こたえて申し出があったのは 1社のみであった、そのためにこの 1社に対してお願いを

して発注をした、と答弁を行っていたわけであります。

今ここで問題を指摘しなければならないのは、私がその後、各方面にいろいろ調査を

いたしました。 いろんな方にお会いして聞きました。少な くともこの 1社以外に他に 2

社が、森田市長の広報「ひの」での呼びかけにこたえていることがわかりました。しか

も、 そのうちの 1社については、 市の担当課の要請を受けて間報無線、個別受信機の防

災無線システム及び見積書も提出している、ということをはっきり私に対 して述べた方

があるわけでありますo にもかかわらず、この 2社、大きな企業になるわけであります

が、 この2社は市長の求めに広報を読んでこたえたに もかかわらず、その後、何らの市

からの問い合わせや連絡がなかったとい うこ とであります。つまり 、連絡がないまま、

この事業を受注した会社へ随意契約で発注が行われているわけであ ります。

この件について森田市長は一切知らなかったのかどうか、 担当者から報告を聞いてい

ないのかどう か非常に不可解であ りますo

野市に限らず自治体が公共事業を発注するに当たっては、あらかじめ指名参加申請

している業者から選定する ことにな っており ます。この緊急通信システムにかかわる平

成元年度、2年度の委託契約の内容は、 調査、設計であ りました。普通であれば当然、

調査、設計を業種とした指名参加申請をしている業者から選定されるはずでありますが、

この受注 した会社は電気工事の業種で指名参加をしているのであります。なぜ、このム

社に随意契約で発注されたのか理解に苦しむわけであります。防災無線、 行政無線に関
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する調査、設計を行う専門業者は、ほかにもちゃんとあるわけであります。

日野市が発注する事業については、契約の内容、指名参加に必要な資格等について、

日野市は東京都に準じてこれを行っております。私は念のため、日野市と東京都の資料

を図書室で照合してみました。全く同じ内容であります。設計業種と電気工事業種は、

同時に指名参加申請ができないことになっているわけであります。なぜ、設計業種にな

い業者と契約できたのか、非常に疑問を感じるところであります。

この点について、もし答弁があればはっきりしたお答えをしていただきたい、このよ

うに存じます。

既に平成元年度、 2年度に行った調査、設計は完了しております。私は議会から資料

請求を行い、その完成しました設計図とか、いろいろな資料、図書、こういうものを閲

覧をさせていただきました。即座には理解しがたい専門用語がたくさんあるわけであり

ますが、なかなか立派な装丁のものであります。

次の段階として緊急通信システムの工事になるわけであります。先ほど触れました資

料にあるとおり、東京都も日野市とも指名参加の資格で設計と工事は同一業者、つまり

同じ会社に発注ができないことになっております。今後、疑惑や疑念、こういうものが

持たれないような工事発注を行うために、どのような方法を考えているのか、この点に

ついてお答えをいただきたいと存じます。

次に、防災情報セ γターの名称についてでありますo これは議案が提案されたときに

も、この本会議場でいろいろ議論になりました。今議会の議案書が配られたときに、こ

れを見て驚きました。市長がかねがね防災情報センターと言ってきたのは、もう皆さん

御承知のとおりであります。議会に提出した予算書でも括弧っきの仮称ではなく、この

防災情報セ γターという名称が使用されておりますし、しかも、ことしの総合防災訓練、

8月25日に東光寺小学校で行われましたが、この折りにも市長は一般市民を前に、防災

情報セ γターをつくる、とこの名称をはっきり使用していたわけであります。防災情報

をコ Y トロールする中心的な施設として、従来から用いられてきたセンターの方がよい

のではないでしょうか。情報室といたしますと、本庁舎の中、あるいは別の建物があっ

て、その一部の部屋と解釈できるような気がいたします。全く別棟であるこの防災情報

セγターという建物をつくるということになりますと、非常に紛らわしいのではないか

というふうに思うわけです。

あえて、この防災情報室にするにはどのような意味があるのか、この点についてお尋

ねをいたしますO

po po 
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本会議でも申し上げましたが、東京都は防災センターというふうにちゃんと呼んでお

ります。広く市民に、こういう防災の任に当たる重要な施設ができたということを PR

をして、いわゆる防災の拠点とするその中心的な役割を果たす場所として市民に理解を

してもらうには、防災情報セ γターとするのが、従来どおりの呼称が私はふさわしい、

というふうに考えるのでありますo

この点について、市長のお考えをお聞かせをいただきたいと思います。

次に、いろいろ問題になってまいりました、もとのプレハブ住宅、アピア神明につい

て伺います。

防災情報センターの建物の設計が完了し、建物などの議案が今出されております。せ

んだって、土方尚功議員から平面図を見せていただきました。印象としては非常に手狭

という気がし、たしますo そういう印象をまず持ちました。まず事務室が非常に狭いわけ

であります。現在の一一今度は環境防災課という課にったわけでありますが、この環境

防災課の部屋と大体同一程度の面積ということになるわけであります。そのほか防災本

部室という部屋があります。しかし、会議室が全く存在しておりませんo 報道関係者が

集まる、いわゆる記者室もありません。また、さらには簡単な物資等を保管をする倉庫、

あと必要だと思われるのは職員の休憩所、なにかのときには不眠不休で仕事に取り組ま

なければならないとわけでありますので、休憩所のようなところも必要だというふうに

思し、ますが、そういったスペースも取られていない状況であります。

そこで、プレハプ住宅を市長は改造するというふうにこの本会議場でも述べているわ

けでありますが、私は、この改造費を今後かけるよりも、これを取り壊して今までなぜ

防災センターとして一体のものができなかったか、そういうことを今からでも軌道修正

することは遅くないのではないか、というふうに考えるわけであります。せっかくこう

した重要な施設をつくるのでありますから、そのための工夫が市長及び市長部局、担当

者になかったこ とが残念であります。計画がずさんであったということを指摘するのは

酷かもわかりませんが、今後プレハプ住宅の改造を市長は行うと言っておりますが、こ

れを一体のものとして今後防災情報センタ一、一つの建物として、きちんとしたものを

つくる、そういった考えはないのかどうか、またプレハブを改造するということで市長

の考え方が今まで述べられておりますが、その内容はどのようなものなのか、改めて費

用等もかかると思いますが、この点についてお聞きをいたします。

以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。市長。
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私が答える必要があると思う部分をお答えをしておきたいと0市長(森田喜美男君)

思います。

最初に、昭和61年の時点で声の緊急広報のシステムを市民に問うた、こういうことで

何か不審がある、こうし、ぅ御指摘でありますが、私は全く不審ときれる内容はないと，思っ

ております。

たまたま、日野市の行政の進み方と申しましょうか、都市化が進むにつれ、また基盤

整備、また人口急増に緊急を要した教育、あるいは幼児施設、市民施設等が一応整って

きたこの時点でもありますし、それから東海道直下型地震等も近い懸念がある、こうい

う社会的な課題のこともありまして、市民に天災時、あるいは特に地震の際の行政から

の正確な情報をお伝えできる、そういう施設が、あるいは装置が重要だということは、

かねがね議会の指摘もいただき我々もまた考えてまいっておりました。

特にそのことを痛切に感じましたのは、何年か前の春の重い雪がこの地域に降ったと

きがありまして、日野市の4分の 1に相当する地積に停電があった。その際に、東電と

どのような連絡をとろうとしても全く電話に相手が出てこなL、。そのことにつきまして

は東電に厳しい要請をして、ホットラインともいえる電話を一つ日野市につけさせた、

こういうこともありますし、要するに緊急時にどのように情報を市民にお知らせをする

か、そのことが極めて重要である、こういう認識に立った経過もございます。

そして、そのような近代的なシステムについての、何か、いいシステムはないかとい

うことを広報に掲げて、特にその電気通信関係の方にそういった提言をお願いしたいも

のだ、ということを問うたわけでありまして、これも随分時聞がかかってから、日野市

内にある東芝電機の工場ですが、そこから、うちはかなりそれに対して経験もあるし、

それから新しいシステムについてのノウハウがある、というふうな情報をいただきまし

た。それに沿って、つまり、何か他に 2社あったというふうに今言われましたが、その

ことにつきましては、私には全く情報として届きませんし、担当の方からそういうこと

を聞いたこともありません。

発注のシステムというのは、まさに競争入札の原則がありますから、競争入札の方式

に従うのが望ましいわけでありますが、市内の、特にそういうことに専門的な実績とノ

ウハウがあるということでありますので東芝さんに、そういうことの一番市内にある業

者でもありますから、そのことを契約にまで進んだという経過があったかと思っており

ます。コンサルの段階におきましては、そういう経過があったということだけでありま

すo
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それから、もう一つの市庁舎の隣接地、大変関係のいい場所に、たまたま土地の確保

できる状況が情報として聞きました。一番近いということと、それから、また十分必要

とする面積に当たるということで積極的にお願いをいたしまして、付属する建物まで利

用上のことも考えて取得をした、こういう経過がございます。その聞に多少入居者がお

られて明け渡しに手間取ったということもありますけれども、事業全体には大きな支障

はなく今日の解決を見ております。

次に質問の名称のことでありまして、名称につきましては、今回議案として提案をす

る件名に対し「セ γター」という呼称を 「室」という呼称にかえた、こういうことでま

た御意見を伺っておるわけでありますo 組織、 それか ら事業の位置づけ上、一つには我々

が考え まして、市民施設ではない、 つま り市民に開放 して市民の使用に充てる施設では

ない という ことが一つあります。それか ら東京都か ら、かねて庁舎ができ、その庁舎か

ら、また防災情報が発信をされる、 こう いう関係の こともかねがね伺っておりますので、

東京都からの発信を受信をする、そして適正な判断をして市民に情報を伝える。こ れが

情報の意味であり ます。

そして、防災条例の中に 「災害時には防災本部を設置をする」と いう取り決めにな っ

ております。災害対策本部は、 これは市長を長とする全組織のまた構造であ りますし、

消防署、あるいは警察署、これらと助言をいただき なが ら、すべての危機管理の行政を

やっていく ことになります。避難命令、あるいは避難の勧告、これらもそこ から発せら

れることになります。

そして一般的に、防災情報ですか ら誤解はないと思いますけれども、何か防災資材ま

でそ こに集積をする、備蓄なども合わせ持つとい うこ とではあ りません。つまり本当の

行政の一一場所があれば庁舎の一部でもいいわけであり ますが、 これまでも説明してお

りますとおり、この庁舎が手狭になりまして、また増築の余地もないということであり

ますから、将来の行政需要に対しましては周辺に用地を確保しながら必要な施設を整え

ていく、 こういうことになるはずでありまして、庁舎の、つまり庁舎組織の庁舎管理上

の一室であ る、単独の独立施設ではない、こういうことがあるものですから、一番ふさ

わしいのは、本庁の分室という位置づけで 「室」という部屋の名前にすることが、 「セ

ソタ -Jよりもはるかに正確で市民にも御理解がし、ただける、このような判断花よるも

のでありますO

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) それでは、総務部の関係につきましてお答えをいたします。
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まず、第 1点目の今までの発注方法でございます。ただいまお話もございましたけれ

ども、平成元年度でございますが、緊急通信システム基本計画調査委託というものを行っ

ております。本来は、工事にいたしましても物品の購入、あるいはその他委託につきま

しても競争入札ということを原則にしているわけでございます。 Tこだ例外的に必要があ

れば随契も行う、ということで事務を行っておるということでございます。その事務的

な手法といたしましては主管課の方から、これこれの理由で随契をしてほしい、とそう

いう手続きをとるわけでございます。

本件につきましては、平成元年10月でございますけれども、当時の公害防災課長から

当時の管財課長の方に随契依頼の依頼が来ております。こ の随意契約の理由でございま

すけれども、二つございましてミ通信システムのすべてが市内事業者で対応できまして、

緊急時における専門的技術者の助言体制が得られやすい、またサービス、メンテナンス

の面で非常に有利である。二つ目として、既に防災行政無線、これは移動系でございま

すが一ーを設置しており、市の望ましいシステム化が容易にできる、そういう理由でご

ざいます。

この依頼をもとにいたしまして指名委員会で検討の結果、随意、契約の方針といいます

か、そういうものを出したわけでございます。それをもとにいたしまして、契約の相手

方は株式会社東芝、契約期間は平成元年11月 1日から平成 2年 3月20日までということ

で調査を依頼したということでございます。

二つ目の委託でございますが、これは平成 2年度でございます。これは緊急通信シス

テム第二次基本設計業務委託でございます。この業務委託につきましては平成 2年 9月

25日でございますけれども、公害防災課長から管財課長あてに随意契約の依頼がなされ

ておりますo

この理由は 3つございまして、平成元年度において緊急通信システム基本調査委託を

行い、既にその報告を受けており、設計を行うに当たりすべてのデータを分析、把握し

ているため、基本調査報告に基づき設計できる。二つ目は、既に防災行政無線移動系、

これは83局でございますが、既に設置しておりシステムの一体化ができる。 3点目は、

通信システムのすべて、これは製造、調整、検査、修理などでございますが、市内の事

業所で、行っており、修理、及び緊急時において適切な対応、アドバイスが敏速に受けら

れる、そういう理由でございます。この要望をもとに随意契約を決定をしたということ

でございます。これは、もちろん相手方は株式会社東芝でございまして、契約期間が平

成 2年10月20日から平成 3年 3月 1日まででございますO
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次に、 2点目の今後の発注でございます。今後の発注については、日野市が発注する

工事の請負契約等の一般競争入札等に参加する者に必要な資格等について、とこういう

長い名称がございますが、告示がなされております。この内容に従いまして契約事務を

進めていくということになるわけでございます。(r議事進行Jと呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 申しわけありませんO 実は先ほどちょっと議場の様子を見てお

りましたところ、当初出席した参事が急に議長にも断らず席を離れました。その後、様

子を見ておりましたところ新たに新しい参事が出席をしてお ります。こ の件につきまし

ては議長も承知をされているのかと思いますけれども、もし、そういったことで途中に

変化があるんでしたら、それなりの立場を、議長の立場か、あるいは発言者をかえた市

長の立場か知りませんけれども、 一定の報告をしてもらってからそれなりの対応をして

もらいたい、こういうふうに思います。

0議長 (小山良悟君) ただいまの土方尚功議員の指摘でありますが、議長の立場とし

ても、も っと もな指摘だというふうに判断し、たします。

したがいまして、理事者側の方でもひとつその取り組みについてはそれなりの対応を

していただきたい、ということをお願いしておきます。市長。

0市長(森田喜美男君) この事業に当初から取り組む特命参事、小島参事が担当して

参っておりますので、 一番議会にお答えをするのに詳しい事情を熟知しているというこ

とで、私から説明席に呼ぶようにということを伝えました。こ の点、議長に今お願いを

して、そういう御了解を取るべきだったかもしれません。

よろしくお願いします。

0議長 (小山良悟君) 答弁者が途中でかわる場合には、 一言その旨告げていただきた

いと思います。

それでは、答弁お願いしたいと思います。環境部参事。

O環境部参事 (小島 久君) お答え申し上げます。

プレハブ住宅の件につきましては、現在のものを改造しないで新たに防災センターと

してつくったらどうだ、こういうような御指摘でございます。

御承知のように現在ある建物はアピア神明ということで、今議会にも議案の提案が出

ております。この建物につきましては、構造が軽量鉄骨造2階建、築後数年でございま

すo かなりまだしっかりした建物でございまして、七千数百万円の建物を購入したわけ

でございますので、ぜひ、まだ数年間の聞は利用できる、とこのように判断し、たしまし
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て、従来から再三申し上げておりますように、災害時の、いわゆる緊急時の職員の待機

所、あるいは防災情報室ができ上がりますと、先ほどの指摘もございましたが、職員の

休憩室、そういうものに必要最小限の改造でもって、それで使用していきたい、このよ

うに考えております。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私もここで、公の場ではっきり断言して物を言う以上、いいか

げんな情報とか、うわさで言っているんじゃないんです。ただ、しかし、もう事業はこ

こまで進んできておりますし、今後、防災情報セ γターとして他市に負けない立派なも

のができて、市民の生活とか財産とか身体を守るという通信施設になればいい、という

ふうに思っておりますので、ことさら問題を公にして、何かそのことで市長や担当の今

までの取り組みを指弾したいという気持ちは全然持っておりません。ただ、 事実は事実

で明らかにしておく必要がありますので、私がここで、あえて取り上げたわけです。

市長がおっしゃった大雪というのは、昭和61年の 3月23日、日野市内に30セン チ近い

積雪がありました。停電をして市民生活、いかに都市生活がもろいかという ことを我々

は思い知ったわけでありますが、こういうことがあったから声の緊急広報が必要だ、だ

れかし、ぃ知恵のある人はいませんか、というのを市長が広報で呼びかける。でき過ぎて

いるといえば、これほどストーリーができ過ぎていることはないわけですo しかし、 こ

れはいんんです。ここまではいいんです。しかし、この呼びかけに応じたのは 1社では

なかった、というのは事実ですね。そのことだけは、はっきり申し上げておきます。

私は当時の広報が出ましてから、広報の担当課の職員の方ゃ、それから公害防災課の

当時いらっしゃった方に全部、問い合わせがあったのは 1社だけか、ということで聞き

ました。皆さん、やっぱり口が重くて、はっきりしたことは一切おっしゃいませんでし

た。しかし、やっぱり知らせた方の側にすればいろいろ不満が残っているんですね。市

の方にうちもちゃんと連絡しております、というところがあったんですよ。 資料まで、

中には届けたところもある。

これは、ひとつ事実ですから、あえてどこだとか、何月何日だれに会ったということ

は申し上げませんが、そのことだけは一一市長が平成 2年の予算特別委員会で、私がな

ぜこういう随意契約を結ぶかということを予算委員会の場でお聞きしたときに、今と同

じようなことをおっしゃったんです。そうかなと思っていたんですが、 事実はそうでな

かったということを今はっきりこの場で、これが真実だということで指摘をしておきま
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それから、この発注方法、これも今終わったことですから、いろいろ随意契約の理由

を挙げていたんですが、これは発注のルール、市、 東京都が決めているルールに照らし

たら、完全にやっぱりはずれているんですよね。今回設計調査をした会社は、調査設計

会社としては指名参加申請をしてないんですよ。ほかに調査や設計をする指名参加願い

をしてい る業者はあるわけですね。にもかかわ らず、 電気工事とか空調工事で指名参加

している業者に一一業種が全 く別なんですか ら。 随意契約であるとすればその中から競

争入札はしないで、この会社はいろいろ、やっぱり競争入札をしないけれども、やって

もらうことが市のためになる、 市民のためにな るというとき に随意契約が初めて行われ

るんですね、特殊な技術を持っている とか、いろ んな利点があるという ことで‘。業種が

分かれているのから持ってくると いうことは、絶対できないわけですよ。そう いうこと

が行われたと いうこと は、やはり指摘をしておかなければならないので私が申し

上げたんです。今、 いろいろおっしゃ いましたけれど も、それは決して正当化される こ

とではあり ません。

ですから、私は今後のことが大事だと思います。やは りルールがあるわけですから、

会総務部長がおっしゃった競争入札、日野市が発注する工事の請負契約等に関する必要

な資格という ことが、決められたものをちゃんと告示しているわけですか ら、それにのっ

とった事業の発注の方法をこ れからと らなければ後で強い指摘を受けるこ とになるわけ

ですよ。その前段として私は申し上け.たんですo 変に無理をして正当化な さらない方が

いい と思います。

つまり 、このルールは、 問題を出す人と答案を書 く人は別々に しなければこの公正な

発注はできないということ から、このルールがつ くられているわけですよ。 問題をつく

る人と答案を書 く人が同じじゃ発注できないですよ。公正なルールは確立できないです

よ。それをみずから決めてあるわけです。当たり前といえば、 これほど当たり前なこと

はないわけで、すo それは守ってください、ということを私は申し上げているんです。

今後については、今総務部長がおっしゃいました、日野市が発注する工事の請負契約

等の一般競争入札等に参加する者の必要な資格等について、このルールにのっとった事

業を進めていくと いうこ とであり ますので、疑問や、それから問題にしなければな らな

いことは過去たくさんあ った、というふうに私は思いますが、今後、公正な実施を求め

ておきます。

それか ら名称のことであり ますが、 市長は先ほどみずから答弁に立って、前回、前lロ
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とし、いますか、議案提案のときにおっしゃっていたことをまた再度述べておられるんで

すが、市民が自由に利用しない施設だからセンターと呼ばない、行政施設の一部だ、と

いう言い方だと思うんですね。これは今までの経緯を考えても、ちょっと、やっぱり一

般の方もわからないんじゃないかと思うんです。

ちなみに平成 2年の第 2回定例会、市長の行政報告を受けて私が市長に質問したとき

に市長は、この場所は防災情報センターでなければならない、- 23ページ、 会議録に

書いてあるんですね。私もいろんなことをお聞きした経過を承知しておりましたが、 こ

れを探すのに苦労しました。この中で、市長はこういうふうに言っております。 i防災

情報セ γターというべき機能に充てる計画でありますO つま り防災セγターといいます

と、これはいろいろな資材の備蓄等が伴うことになりまし ょう が、 ここは地震発生等の

危機管理の際に危機状態を行政として通信を受け、あるいは通信を発信する、 こうい う

受信・発信の情報センターにしよう、そして一方に災害対策本部を設ける際の場所に充

てたい、こういう考え方でありますo J一一こうし、う ことで、いわゆる防災情報セン ター

という形の拠点を置く。私が防災センタ ーでもし、し、ん じゃないか、というような ことを

聞きましたら、 「いや防災情報センターでなければな らし、」と、 こういうふうにおっしゃっ

ているんですね。

それから、いろいろ私も調べてみました。市長の言 う一般市民が出入りすること云々

が要件になって「セ γターJとついたりつかなかったりするのかな、というふうに思い

まして、根拠があるかどうか調べてみました。地方自治法244条に「公の施設Jという

定義がしてあります。この中に、つまり住民が利用するための地方公共団体が設ける施

設は公の施設だ、ということが書いてあるんですね。住民が利用する施設が公の施設だ、

確かにそういう表現はあるんですが、だから、 この場所はセン ター という名称で呼ばな

ければならない、つまり呼称をセシターとするということは、ど こにも書いてないんで

すよ。もし市長の言うことが正しいとすれば、根拠を持っとすれば日野山荘、これは市

民が利用する施設です。日野山荘もセ γターとしなければな らないということにな る。

ここのところを市長は整合性を持って、ちゃんと説明がおできになるのかどうか、 ちょっ

と理解できないんですね。

本庁舎があって、別の棟に「室Jという、部屋という字を当てた施設を置 くというの

は非常にわかりにくい。無理やりに、こういうふうに事業が進行している最中になぜか

えなければならないか、非常に理解に苦しむわけです。混乱も なく一番わかりやすいの

が従来使ってきた防災情報セ γタ一、市長みずか ら過去の会議、この本会議場で、 この
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場所は防災情報セソターであければならない、というふうにはっきり言っているんです

ねO

名称のことは、きちんとしたものができればし巾、ではないか、ということを言われる

かもわかり ませんが、 万一のとき市内は大混乱をする。そうすると市民はここに来て、

例えばスコップを貸 してくれとか、 この停電はいつになったら回復するのか、いろんな

ことを聞きにくると思 うんです。そういうと きに防災情報室があるからという、ちょっ

とそう いう 発想では一一一今から急にかえたのでは定着 しずらい、わかりにくいと思うん

ですよ。 防災情報センタ ーに行けば何かわかるかもわか らないし対応ができるだろう、

という市民のそう いう中心施設でな くちゃ いけないと思う んで、すねO

幾ら言っても市長は、頑として聞かないだろうと思いますので、 今後、 時間もありま

すから、この防災情報セ γターという名称に、普通だれしも市民が考えて妥当だと思え

る名称に、従来市長が使ってきて、そう 自分で決めてきたわけですから、やっていただ

たいというように思う んです。東京都もちゃ んと防災センタ ーということでわかりや

すいですよ。東京都庁舎は、新庁舎、第一本庁舎の 8階、 9階をぶち抜きで、使ってい る

んですね。 こういうでかし、建物の中にありますけれども、 やはり 防災情報セン タ一、こ

の方がわかりやすいんですよ。

ひとつ、完成までにはま だ時闘がありますので、過去の市長の答弁等よく 御自分でIe.、

い起こしていただいて、防災情報セソタ ーという名前を今後とも使っていただ くように

お願いをしておきたいと思います。

それから、アピア神明については、まだ建設をされて年数も余りたっていない新しし

建物なので、これを職員の待機場所として使っていきたいと いうことで、アピア神明を

撤去をして防災情報セソタ 一、あの敷地にちゃんとした一つの建物をつ くるとい う考え

には質問 していただけないわけです。 しかし市民は、これをもし取り壊しても、むだだ

と私は言わない気がするんですね、私も言わないんですから。やはり7，000万以上のお

金を費やして建物を買って、 これを壊すとなれば、これは一見むだです。 しかし、やは

り防災に万全を期す。少 しでもその体制を強化をしていく という ことで、も しここで、

この程度の予算を一時的には一見むだなような使途に充てても、やは り本格的な防災情

報セソタ ーがつくられれば市民からクレームがつくような ことはないと思うんですよ。

せっかく の機会、残念だなと いう気がする んですね。

もう 一度、市長からこ の点、やはり従来どおり 、これはーーもう プレハブ住宅は震度

5でひっくり返る。防災情報センタ ーは震度 7に耐え られる。ァγパラソスな建物が隣
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同士で建っている。これでも構わないというふうにお考えなのかどうか。議会も私は理

解すると思うんですよ。

先ほど田原議員が出雲市の例をちょっとヲ!いておられましたが、出雲市の市長も小学

校建設が、前の市長のときに鉄筋コ γクリートで建設することが決まって、全部予算措

置もとられていたんですね。しかし自分が当選をして、これからの小学生、子供たちに

は木のぬくもりのある校舎で勉強させてやりたいということから、今まで全部決定して

いた予算を、議会に理解を求めて木造校舎に建てかえる予算に組みかえたんですね。し

かし、議会もだれも文句を言わないし、市長に対して市民も何も言わない。むしろ拍手

喝采。ですから、事と内容によりけりであって、こういう場合には、アピア神明を壊す

のは一見むだなように見えますけれど、防災情報セ γターとして一体にあの土地を活用

するということを考えるのが私はいいのではないかと思うんですが、この点についてだ

け市長の答弁をお願いします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 防災に対しましての、一つの市民の安全を守る、そういう事

業に取り組む時期になったわけでありますので、大変市政としては必要な事業に取り組

む、こういう意識でこの事業を進めたいと，思っております。

そこで私どもの考え方は、地震等が発生をして、そして防災情報室が、いわゆる無電

によって受信、送信をし、その情報を一定の専門会議によって対応を進める、こういう

司令部の中枢に当たる機能を持たせる、こういう考え方でありまして、その際には、こ

の本庁全体の行政組織は、それぞれのまた組織上の責任系統として災害対策本部の指揮

を受ける、こういうことになるわけでありますから、スコップを取りに市民がおいでに

なる、そういうことは土木の所管でありますとか、そういう形で受けるわけでありまし

て、砂袋を渡すにも砂袋を管理をする部局があって持ち場がある、そういう、この本庁

舎の日常行政そのものが司令部に属して、そうして行政全体として最も適切な判断と活

動をしていく、こういう関係でありますから、別段「センター」が間違っているという

ことじゃないかもしれませんけれど、平素は市民施設として独自の条例設置の場所では

ない、つまり庁舎の一環である、こういう見解でいることであります。

それから、今回議案としてもお願いをいたしております、もとのアピア神明という集

合住宅10戸の施設は、いわゆる待機寮、災害時の職員が待機をする、あるいは休息をす

る、そういう場所に使用できるから一番それが近い、また有効な使い方だろう、こうい

う判断によっております。普段、空き家ですから、いっとき物を置いたり、あるいは庁

-476一

内の手続きで借りてなにかの会議を開くというようなことは、一つの活用の手段として

.機能をさせても差し支えないだろう、こんなふうに思っておりますけれども、余り拡大

をした使い方のことは考えておりませんO

この施設がまた建て上がって機能するまでには、 1年ぐらいのまた期間もありますか

ら、十分庁内でも意見をまとめて、一番非常時に役立つ、緊急時に役立つ、そういう役

目を持たせたい、こういうことでいいんではないかと思っております。

したがって、今すぐ建物を壊したり、あるいは模様がえをして、その次のこ とはまだ

考えてはいないということでありますので、現状を保持しながら活用をする、こういう

ことでよしいんではないかと思っておりますo

0議長 (小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭相 O

自説を通すというのも市長らしくて、それでし、し、のかもわかり

ませんが、私は考え方を異にいたしますo

あの建物には電算課も入る予定にな っておりますO 電算課の方に行って、今度は広い

場所にかわりますから楽になりますね、というようなお話をちょっとしましたら、いや

全然広くならないんです、と言うんですね。ほとんど今と変わりない。公害防災課であっ

た今までの場所と、今度の防災情報センタ ーに移って使用する事務室との広きも、これ

も同じなんですよね。会議室もない。

今度あの建物をなにかに使うといっても結構またお金もかかると思うんですよo 床の

工事をやったり、震災時に72時間ですか、 3日聞は 自家発電で の供給がなくても

仕事ができるようになっているわけでしょう。であれば、それに対応するような内容に

アピア神明もかえていかなくちゃいけなし、。これから、も っともっとあの建物にはお金

がかかってくるんですよね。であれば、 電算課も広い場所が確保できる、公害防災課も

今度は名前が変わって環境防災課、ここも従来よりも広くなる。会議室も今ないんです

から会議室もつくれる。休憩室とか、その他の部屋も、一一当然24時間体制で勤務をし

なきゃならない場所ですから、いろんな部屋が普通の事務室とは違って必要にってくる

わけですね。であれば、あの場所を一体として使うというふうに一一せっかくつくるん

ですからね、やらなければ禍根を残すという気が私はいた します。中途半端にただつく

ればし、し、というふうには、私には思えないんですね。だから、市長はそうじゃないとい

うことを今力説しておられますが、私の考えるところはこうだということを今市長に申

し上げたところで、すO

もう設計ができ上がりまして、 これから発注されるんですから、よほど市長のなにか
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06番(土方尚功君)

思います。

今回、公共下水道の供用開始とゴミ・し尿処理施設計画について問うということであ

議長のお許しを得ましたので、通告に基づいて質問をしたいと

大英断がない限りは、この流れをかえることはできないわけです。少しだけその決断の

余裕が市長に残されているということは救いだと思いますので、よくお考えになってい

ただきたい、というふうに思いますO

今回の防災無線システムをつくるということは、先ほど申しましたように先年の大雪

が一つのきっかけになっているわけですが、 27市の状況を見てみますと、この間、 11月

の26日のこれは朝日新聞ですが、町田市が防災行政無線、同報無線の設置を始める。来

年から一部使用を開始するということが出ておりました。 三多摩27市、日野だけ防災無

線がない自治体になってしまったわけで、す。町田の方は、自分のところが一番最後だ、

というふうに担当者は答えているんですが、日野と町田が残っていた。町田はことしか

ら事業をスタートして、同報無線については来年から使用を始めていくということで、

4年がかりでやるそうですが、こういうことで、ある面では非常に急がなくてはな らな

いけれども、しかし、いいものをこれから長年にわたって市民生活を守るために使用 し

ていくためには十分なやはり配慮をして、市長に防災行政についての鋭利な感覚を持っ

て進めていただきたL、。 ただつくって、スピーカーから何かのときに音を流せばL、し、と

いうだけの発想、では、いし、ものはできない。

私は、名称の件もそうでありますし、このプレハプ住宅についてもこれを撤去をして

きちんとした一つの 2階建ての建物を防災情報セ γターとして建設をし、そこに十分な

スペースを持って電算課ももちろん入る。環境防災課もそこで仕事をする。そして高い

鉄塔が立った、市民が一つの防災のシ γポルのような気持ちでこの建物に接する ことが

できるような、そういった長期的に十分耐えられる防災情報センターをつくっていただ

きたい、ということを強く市長にお願いをして、質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって17の3、 「防災情報センターJの不明瞭部分につ

いての質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

告質問者、土方尚功君の質問を許します。

(6番議員登壇〕

りますけれども、公共下水道そのものの供用というのはわかっておりますので、そういっ

た‘ときに後どうなのかなということの内容で質問をいたします。

極力簡単にしていきたいと思いますけれども、その前に、関連とし、し、 ますか、確認を

しておいて本題に入りたいと思いますけれども、突は私は、この案件については議会の

始まる前から今度はこの問題を、という ことで若干の取り組みをしておりました。とこ

ろが、行政報告で特にリサイクノレの行政推進、あるし、はクリ ーンセンタ ーの用地確保、

それから環境行政推進ということで、特に ごみでありますとか、そうい ったことを中心

に今回プロ ジェクトチームというような ことで出てまいりました。そこら辺の内容を伺っ

てから組み立てをしようということでおりまして、きょうに臨んだわけですけれども、

そうい った意味で、最初にそこら辺のことを確認の意味で、行政報告であったんですけ

れども、またあるいはごくきのうあたり、市長 もとの取り組みは 1カ月から2カ月をめ

どにそういう体制をつくっていくんだという ことがありました。ところ によるともう昨

ですか、環境行政推進の会識がもう持たれたというよ うなことも聞いております。そ

こら辺も含めて、私はもう一度復習の意味でち.tっとその点に触れて、簡単で結構です

からお願いをしたいと いうことが 1爪 O

それから、先ほどの古賀議員のやりとりの中でありました。要するに施設の名称のこ

とでありますけれども、私の方は防災情報センタ ーに絡む問題ではなく、クリ ーンセ γ

ターということですね。これについても行政報告の中に、その他の中にありまして位置

づけがされてお ります。しかし、そこら辺で先ほどの古賀議員とのやりとり等も聞いた

り前の段階での話もあ りまして、ある程度は市長の意図するところは承知をする部分で

すが、それがそのように承知をすると いうことではなくて ょっと伺いたいと思いま

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時25分休憩

午後 3時55分再開

すo

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

特に、それぞれの市民の施設でないというような ことの扱いで一番最初に市長の方も

ありました。市民、要するに行政側の事務所とか、そうい ったものについては特段に

役所も本来であればそのセンタ ー的な要素になるわけですけれども、これは事務所の

の条例で決まっております。ですから多摩平、七生支所、こうい ったものも条例で設一般質問18の1、公共下水道の供用開始とゴミ・し尿処理施設計画について問うの通

。。
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置をされておりますから、それ以外に当然、水道部でありますとか下水道処理場であり

ますとか、あるいはここで言うクリーンセンタ一、こういったものは、そういうことで

市民の利用に供しない4 要するに事務的な、情報センターと同じような位置づけで特段

に条例の上には載っていませんO これは承知をしているところですから結構なんですけ

れども、特にクリ -γセγターということについては、初めて今回組織の一部改正に伴っ

て位置づけを明らかにしましたo 実際には、ごみ処理場が建設されたときにクリーンセ

ソターということで名称もそういう形で統ーをして使われておりますから何ら問題ない

と思いますし、それから、一応条例の上では規則のところに日野市クリ ーンセソタ ーの、

要するに発電設備に係ることがあって、これについては規定を設けています。そのとこ

ろにはクリーンセソターという名称が載っております。それ以外には、初めて今回、我々

が持っている今の条例の中には、まだクリーンセ γターという位置づけはされておりま

せんけれども、 10月の時点ですからまだ例規の差しかえが終わってないということで、

クリ-/'セ γターそのものは出てまいりません。

そんなことから、先ほどのやりとりを聞いていて、じゃあ、あそ こは市民が利用する

施設じゃないのかなというふうに逆にとれるわけですね。そこら辺の見解をひとつ、先

ほどの244条の関係を云々ということじゃなくて、こうだからクリ ーγセγターとした

というようなことを明確に一つ市長の方からお答えをいただいて、そして本題の質問に

入っていきたいと思います。

とりあえず前段の二つについてよろしくお願いします、と思います。

0議長(小山良悟君)

0市長(森田喜美男君)

土方尚功君の質問についての答弁を求めます。市長。

行政施設に、市民施設もすべて行政施設という ことであり ま

すし、また行政施設もまた市民がいろんな形でおいでになる、使用される。ですから余

り厳密な仕分けはない方がいいかもしれませんo

御質問のクリ-/'セ γタ一、清掃部の現場というのが具体的な機能になるわけであり

ますが、清掃部の行政、つまり以前は清掃部がこの施設の中におさまっておりました。

清掃部を今度、環境部の範囲に組織改正したものですから清掃部という呼称はなくな っ

たわけで、ありますが、クリー γセンターが残った、こういうことでありまして、 当時、

数年前ですが、内部から、なるべくイメージのいい名称が欲しいということがありまし

て、クリー γセγターという名称は組織の内部から提案をされた、こういう経過もござ

います。実質的にクリー γセンタ ーは、毎日、毎日、市民から排出されるごみを収集を

して、そして処理、収集それから処理、処分という経過を経て、処分というのはつまり
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終末埋立地に搬出する、これが最終的な処分であります。最終処分地管理組合、こうい

う名前で最終処理場の名称が規定されております。

ですから、セ ンターという意味も特に清掃処理場というふうに、清掃処理場がとりも

なおさずセンターだということなんですけれど、有料ごみもたくさん入ってまいります

し、それか ら、今 日のごみ意識からすれば、 なるべ くたくさんの方に見ていただき積極

的にごみに対する意識や認識を勉強していただしこう いう意味合いもございますから、

その場合のセ γターと いう用語にはほと んど抵抗感も意識の合致しない ところもないん

ではなかろうか、 こう思ってお りますので、クリ ーンセ ンタ ーという 行政組織の名称を

位置づけたい、こう いう考え方はあるわけであります。それでよろしいですか。
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0議長(小山良悟君)

06番(土方尚功君) は今、後段の部分

土方尚功相 O

私は質問したのは 2点に及んでまして、

の回答をしていただきました。ほかの人が答えるのかなと思っておりましたんですが、

いずれにしても結構です。復習でリサイクル行政の推進については既にいろいろやり と

りE 一 宮沢議員も大変内容について触れないんじゃなし、かと いうようなこともありまし

た。その後の質問で幾つか出てまいりましたから、いずれにしてもリサイクル事業を進

めていくんだと いうことで大きくとらえます。それか らク リーγセンタ ーの用地につい

ては、今のクリ ーンセンタ ーの東側の建設省の土地を日野市が買収なりをする、少なく

とも市長は半分程度、少な くてもその程度は全土を買収したいけれども、というような

ことがありましたo そういった意識の中で対応していただく 。

それから、環境行政組織について当然全体の環境という ことで し.):，うけれども、そう

いった認識に立った中で進んでいきます。ただ、今のイメ ージ、 こ のセンターの関

係ですけれども、クリ ーンセ γターそのものは行政の組織の一部だと いうことで、 今度

の防災情報センタ一、私はもうセ γターと言いますけれども、その関係 もほとんど同じ

ような状況で、先ほど、 古賀議員のセンタ ーという呼び名の方が市民にとっても親しみ

やすい。そして特段に今市長も発言がありました意識とし、いますか、ああ、あそこに防

災のそう いった拠点となるセソタ ーがある んだなという意識、そしてまた、ああいう建

物ですから市役所の分室なんていうよりは、抵抗感そのものも 当然、市民にとっても防災

情報センターという名称の方がし叫、というふうに思います。こ れは古賀議員 も先ほどの

結論づけで、これからまだ時間もあるという ことであり ますけれども、そうい う中で検

討を加えていただけると いうふうに思うところとあわせて、 これは私も総務 でそ

の物件7，070万のものが七千二百何万になったと いうようなこととあわせて、名称その
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ものがそれでいいか、悪いか、ということも当然総務委員会の審査の対象にはなってく

るという判断をしております。そこでじっくりとまたやっていきたいと思いますから、

それはそれで結構ですけれども、極力その総務委員会が始まるまで、に、私としては市長

がセ γターにミスプリントの訂正、ミスプリント大分多いようですから、あれはミスプ

リントだった、センターに訂正をするというような申し出をいただくよ うに期待をして、

その関係についてはこれで結構です。

ただ、 一部出てきたクリー γセンターの用地の確保の対策ということでありますが、

これあたりも市長はこういうことでつくっていますが、これから私が質問に入っていく

中で、こんな実情だという話の理解をいただければ、こんなものは私はチームを持つて

なんてことよりは、もう市長と助役あたり、あるいは企画財政部長あたりをして建設省

なりに足を運ぶ、こういったことによって即解決をしてしまう問題だ、というふうに私

はとらえております。現実、こちらの場合には、建設省の要するに京浜工事事務所で管

轄する財産、底地はそういうことですね。面積として 1万1，400平米の面積であります

けれども、このうちの9，300平米については同じ建設省ではありますけれども、 東京国

道工事事務所、こちらの方が管理を実際には使用しております。つまり例の柳の木を植

えてあったり何かというのは東京の国道工事事務所、それで残りの2，100平米について

は川崎の国道工事事務所が使用している、こういう現状であります。つまり、これを こ

れから建設省に当たっていろいろ調整をしていく中も、当然今向こうは向こうとして財

産としてそこの利用を図っているわけですから、予測されることは、今あるその土地に

かわるべき土地を日野市が提供すればそこをあけましょう、ここら辺がせいぜい最初の

話になると思うんですね。こんな実情が当然あるわけですから、必ずしもこれも単純に

場所があけられるという問題ではないな、それだけに取り組みは市長がこれの陣頭指揮

に立って、庁内チーム云々なんていうことじゃなくてしっかり当たっていくべき問題だ

ろう、こういうふうに思います。これはあくまでそういう個人的な考え方の中で、あえ

てちょっとこの点に触れましたので、まずもって申し上げておきたいと思います。

本題の方に入らせていただきますけれども、大変この状況では、ごみの問題あるいは

し尿の関係、このものは直接は市民の段階では問題というのは意識としてはないかと思

いますけれども、公共下水道ということで普及が図られてきて、既に三十数%にな って

きたということもありますO こんなことを絡めて施設の問題のこと、最終結論的には馬

場議員が一番最初にやりました基本計画で、すかね、こういったものがこれが策定される。

それよりも先行して対応を図っていただきたいなというふうに思うところでありますo
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特段に最近のごみの方をとってみてもリサイクルの問題ということで、大いに資源の

活用、これは結構です。ただ鉄くずの価格も下がってしま ったということで、これから

もう 平成 4年度は早急にその引き取りの価格、こう いったものを算定をして予算化もし

なければいけない現実に直面をしているわけです。こ ういった点もありますので、これ

もよく調べて見ると日野の鉄く ずは純度が非常に低し、。つま り価格として、ほかの市町

村で分別をして取った鉄なりの ものと、日野市のその鉄が出た ものとは、 この度合いが

全然違って価値観が違 うんだ、こんなこともあるようでありますけれども、 そんなこ と

を含めながら早速始めていきたいと思います。

余り長くならない程度でいきたいと思うんですけれども、まずじゃあ、し尿の、当然

水道に100%なるというのは平成13年という ことで目標がありますけれども、これも

前倒しをしてし、く、 というふうな部分もあるわけですけれども 、現実には、し尿そのも

ののく み取りがなくなると いうことは、もう相当先でないとなくならなし、。こ ういう現

はもうわかると思います。市側で面積がそうであっても、その人が管をつながなけれ

ばあくまでくみ取りを作業は進めなきゃいけない、 そう いう現実があるわけですけれど

も、今後、一定のところでどの程度市側の方は収集の関係の見込みを持っているのか。

そして、また今の処理施設、大分年数もたっているようでありますけれども、そう いっ

た老朽化の問題と今後の維持管理費、そうい ったものを見て、どのような考え方でいる

のかなと いうこと。

それから、ごみの関係になりますと、焼却施設の関連になりますが、焼却そのものは

いいとしても、あとリサイクル、ごみの減量化対策、あるいはストックヤー ド、 このス

トックヤー ドはクリ ーンセソタ ーの用地の確保につながっているんだと思いますけれど

も、 そういった増設の急務とし、し、ますか、 そこら辺に対する対応の考え方、ここら辺と、

それか ら、あとはもとに戻りますけれども、し尿の関係の今後の処理施設の処分とし、い

ますか、 そこら辺。またあわせて、もし広域の処分場の問題も、これも早目に何か計画

よりも早自にいっぱいにな ってしまう 、こういう対策ですね。ここら辺の考え方等もあ

りましたらつけ加えて、とりあえず 1点目、質問としたいと思います

0議長(小山良悟君) 環境部長。

0環境部長(山口正夫君) お答えいたしますo

公共下水道の整備計画が進んでおります中で 施設でのし尿処理量は経年的に減少

してし、く、 さらに私ど もの予測では、平成 8年には現在の3分の l、つまり50から55キ

ロリットル一一日ですね、の収集量と いうふうになると見込んでおりますo しかしなが
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ら、現在持っております施設の190キロリットル一一日ですね、の処理施設でございま

すが、一部の施設を除きまして建設後20年が経過しております。老朽化が進む中で定常

的な水質の安定化を図るためには、やはり不効率な稼働を余儀なくされ、またさらに施

設の維持管理も極めて難しくなってくるなどの問題もあるわけでございます。

また現在、し尿関係の施設で約、施設の中の 1万4，000平方メ ー トル、約 8施設の半

分でございますけれども、用地を使用しておりますO クリーンセンタ ー内の用地の高率

利用、先ほどごみの問題もございました。これからリ サイク ル行政を進める中で、やは

りリサイクルセンタ一、あるいはストックヤードの場所の確保、これらも大変急務であ

るという質問の中でもおっしゃられましたけれど、そのとお りでございます。 それにつ

きまして私どもとしては、ここでクリー γセソターの用地確保プロジェク トチームを、

これを発足させまして、この推進も図りながら、さらに内部施設の有効利用、これを図っ

ていく。それには、どのような形で今後のし尿の施設の改善をしていくのか、こ のよう

なことが考えられるわけでございます。

そこで現在、職員を中心にいたしましてクリ ーンセンターの総合的な将来計画を私ど

も主管課レベルで検討しております。まずその中で、し尿処理についての施設の効率性

から、まず規模を小さくしたものにつくりかえる必要があるのかどうなのか。それから、

あるいは浅川処理場が近所にできますので、それらの利用はできないのか。それか ら、

さらには一定の期間を経過いたしますと必然的にこの施設の廃止と いうこと も将来的に

は考えられるわけでございますから、他市の処理施設を利用する ことはできないのか、

可能であるならば利用期聞を含めてどのような要件が必要なのか、などの検討を進めて

いるところでございます。

いずれにいたしましでも大変大きな課題でございまして、これらは第 3次の基本計画

の中で進めていくことになるというふうに考えております。以上でございます。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 大体のお話の方はわかりました。今、具体的には、 平成 8年に

1日52キロリットルということであります。 トイレ別の人口構成の推移とし尿の収集の

推計というようなことで前に資料をもらっていますので、 これを見ますと今のお答えの

とおり、平成8年には今現在の 3分の 1に落ちるという予測がされてますo

実は今、第 3次の構想、ということでありますけれども、ぜひ、それを極力早い時点で

やってもらった方がいいんじゃないかということで、 こちらの方の関係をいろいろ調べ

てみた結果、市長も御存じだと思うんですけれども、かつて東京都市町村清掃協議会の
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会長名をもって、東京都の下水道局の流域下水道本部長あてに、し尿の公共下水道への

放流についての照会ということで、要するに当時26市ですか、 5町 1村、その協議の中

で問い合わせがされて、 この内容の中には、一定の要件を満たせばその放流はどうなの

かという ことで御教示を下さい、という ことで出た文書、これに対して62年の 3月の時

点で、 回答が本部長より 当時の協議会の会長である 当時の福生市長あてに回答が出され

てい ます。

つまり、これとあわせて、 あと下水道局の流域下水道本部の技術部の維持課長から各

市の常任幹事へ、今のし尿処理場排水の流域関連公共下水道への放流について補足説明

という ことで、こちらのが詳し く出てますから、こ んなこと があるので、これちょ っと

御紹介を幾つかしますと、この内容は 5点にわたって回答がされております。

1点目は、下水道計画との整合と いうことで、つまり処理場からの排水は、原則 と

て当骸流域下水道の計画処理区域内から収集したし尿の放流水とすると いうことで、

つ。それから 2番目として、下水道の普及状況、これが70%に及んだときと いうこと。

それから水質の基準については、 下水の排除基準、つまりし尿、汚泥その他の基準を設

けますよ、と いうことですo それか ら4番目としては、 関係市町村との間で事前に十分

に協議するものo これは水質ある いは水量、そう いった測定の結果でありますとか、周

辺の環境対策その他で 6項目にな っていますけれども、それか ら、なおあわせて 5番

として、水洗化の促進、どんどん積極的につないでもら って浄化槽、要するに水洗化の

促進と浄化槽の利用者に対する下水道の使用促進についての指導を徹底してほしし、。こ

ういうことの五つでありますo

つまり、 これを見ますと、今の回答のとおり、 8年にはおおむね、 これをパーセント

で置きかえますと 、普及率推計としては 7年度末、要するに 8年のときには69%という

整備済み人口であります。つまり時期がこの時期に一致を して、もうちょっと人口の動

きを見直しをした り何かすれば、当然都の言 う70%には合致をしてくる。つまり この、

先ほど言った度合いですね、CODの関係等もこれを見る限 りですと 1次処理、 つまり

投入をして沈澱をしたその水そのもので、特段に手を加えなくても放流が可能だという

ことですね。 2次処理なり 3次処理をしな くても、 生ではいけないけれども、 一度そう

いう処理施設を経過をして流し込むことは可能だ、 こういう ことなんですね。ですから、

やっぱり、ちょうど こちらの事業の進行と合わせて、 当然今の施設が老朽化をしている

し、それから敷地もごみの問題からすれば場所が確保したいんだ。私が見る限り でι申

設省の、いずれにしても市長が精力的にやればし、し、としても、なかなかおいそれとはい

-485-



かないんじゃないか。

そうなると、今手持ちの資産を活用する、こういうことになりますから、今ある190

の処理を50から60程度にして、そして 3次まではしない、要するに 1次だけの処理をし

て流域下水道へ流し込む、こういうことをすれば費用も相当安く施設として建て替えが

可能であるし、それからスト ックヤードですとかリサイクル、その事務所の関係に向け

た、今の極端なことを言えば、頭に描いていただきたいのは、 ごみ処理施設はそのまま

大きなあれですけれども、その西南といいますか、駐車場に今なっている場所あたり に

新しい施設をつくって下水道の方へ流すo それで、今残った、先ほど 1万4，000ですね、

面積のうちが大体2，000平米程度でプラスアルフ ァで大体その処理施設ができるんだろ

う。残りの 1万幾つかの数字が、 1万2，000か 1万4，000ぐらい、 これが今ある現存の施

設を壊すことによって確保ができる。ここいら辺をぜひ早急に取り組んでもらって、 基

本計画はたしか 6年からなるわけですから、ぜひ早目な取り組みを一歩、市の総合の計

画もこれはもう当然出るんですけれども、それに先んじて少し庁内の部、 先ほども他の

中でのプロジェクトチームを主管課でやっている、 こういう ことでありますo そこら辺

を進めてもらえば、今市長の方から行政報告で出てきたリサイクルの行政推進あるいは

クリ --:1セγターの用地の確保、それから総体的に環境行政、 こういったことで一体の

行政が進められるんじゃないか、こういうふうに思うわけなんですが、 ぜひ、 これは取

り組みますよ、ということになれば、もうこれで質問は終わるわけですから、 市長にそ

こら辺、ぜひ今の話で、とにかく東京都も生放流じゃなく、直接そ こへは、どうも、投

入は別の口を設けて入れちゃうというわけにはいかないそうで、すねo さっき言っていた

地区内処理というのは浅川処理区はあくまで浅川処理区で集めたもの、それから南多摩

処理区で集めたもの、それから秋川処理区で、集めたもの、これは本来は別々なんだとい

うことなんですが、日野市という行政の中ですから原則としてという中で、これはもう

当然交渉の余地が十分ある。

そんなことの視点から、ぜひその用地の有効利用という ことと施設の老朽化も今現在

あるということ、そこら辺を踏まえて、市長が取り組みをします、というふうに言って

いただければよろしいかなと思うんですけれど、どんなものでしょうか。

市長にお伺いします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 取り組みを進めなきゃなりませんので、こういうプロセスを

経て、より事業に具体性をつけていきたい、こういうことになるわけであります。
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日野市の ごみ処理施設の所在地並びにし尿処理施設の所在地は、住民からは比較的遠

く、また地形的にも一番し、し、場所にあって、他市からうらやまれるぐらいな条件ではあ

りますが、 遺憾なが ら地積が狭いという ことがこれか らの解決課題になってまいります。

し尿処理施設は、公共下水道の普及に伴ってその機能を必要としなくなるわけではあり

ますけれど、これも相当な年次を要する。御指摘のとおりであります。そうしてクリ ー

γ課、行政組織の中のクリ ーン課の立場では、 将来のことも考えながら、どういう手順

で展開が可能であ るか、という ことをいろいろと検討を進めておる状況の報告も聞いて

おり ますo

焼却炉につきましては、 これは時期が来ればまた改造をしなければなりません。その

際には、より機能の高い面積も必要とすると いうことも伴いますので、し尿処理施設の

壊廃だけでは確保できない、こういう事情が伴っております。

それから、し尿処理施設は、 かなり老朽化をしたと し、し、ましょう か、 使用耐周年限も

迫ってきております。その際にどう対応すべきかというこ とになって くるわけでありま

して、 二つの方法が考えられる。

その一つは、他市の施設を近隣市が共用するという考え方であります。このことは東

京都の当局 も援助してと し、し、ましょうか、指導する立場でいろいろ助言をいただいてお

るようであります。 日野市としては、 つまり他市の施設に共用をさせていただきたい、

こう いうことも提言をしております。 (r日野市のを使えば」と呼ぶ者あり) いやい

野のは古いも のですから、そういうわけにはちょっといかないわけでございます。そ

れから、他市の施設を使うという ことは、これは本来的な解決にはな らないわけであり

ますけれど、莫大な投資をしてある施設を東京都の管理という考え方で指導がされる、

とう いうことであ りますo

それか らも う一つは、お話にもございました、いわゆる公共下水道の装置を使って流

し込むと いうこ とでありますo これも特に日野市の場合、分流式ですから、そう大して

支障はないよう に思いますけれど、恐らく法規の上で抵触する部分もあると思います し、

それか ら使用料はだれが負担するか、こ ういうことにも伴ってま いります。そういう い

とを既にこれはあちこちで経験済みであ りますから、一定の解決の方向は速からず見通

せるというふうには思っておりますので、大きな支障なしに進めなければならない大切

な課題であります。

それから、ごみ処理施設につきましては地積のことを先ほど申 し上げました。し尿処

理施設を撤去したか らその跡に、というわけにはなかなかいかない部分もありますし、
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やっぱり隣接地の確保がぜひ必要となってくる、こういう事情があります。隣接地の土

地をまた確保するには今の機能を他に受け入れる。日野市にそういう適当な用地があっ

て、街路樹の保養のできるような場所と地積が得られれば割合話は容易でありますけれ

ど、これをどういう形でこれから考えて確保していくか。

たまたま管理当局の京浜工事事務所は、管理される河川が多摩川、浅川ということで、

特に浅川の管理、つまり河床を下げたり堤防をつくったりということですが、スーパー

堤防という発想、がそこから生まれておりまして、日野市が積極的にスーパー堤防の受け

入れる条件があれば、つまり京浜工事事務所の事業の大きな手助けにもなるわけであり

ますから、そういう関係を市内に、あるいは市外も含めて可能性を探していかなきゃな

らない、こういうことが先行することになってまいります。そういうことに伴って今回

のプロジェクトチームのこともあわせ考えておる、こういう状況でありますo

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) ありがとうございました。いずれにしても取り組みをするとい

う方向は出していただいた、というふうに理解をします。

ただ、今幾つかありましたけれども、今まで大体市長はもう地区内処理といいますか、

いろんな処理の関係についてもほかの市に頼むというようなことじゃなくて、自分のと

ころで処理していくというような姿勢がずっとあったと思うんですね。他市にっていっ

た場合に、事例としては単純に、ほかの市が一時的に施設を直すから入れてください、

というようなことでは幾らでも交渉はつくと思いますけれども、結局、半永久的といし、

ますか、それまでは言い過ぎかもしれませんけれども、一定の完全なる100%にならな

い限りはし尿のくみ取りなり、そういったものは続くわけで、す。そんなものをなかなか

今まで共同体でやっていた市ならともかくとして、受け入れというのは不可能だろうと

思いますし、今いる職員だって結局要らなくなるということですから、そこら辺のこと

もよく考えて、ひとつ方向を見出していただきたいと思います。

スーパー堤防ができる云々というような問題だとすれば、今の三角の土地はどっちか

といえば、もうほとんど堤防で終わっちゃうというような土地ですよね、考えてみれば。

ですから、全然、こちらでクリー γセ γターにしようというような発想もそのことを考

えれば消えてしまう、こういうことだと思うんです。

いずれにしましても、まだ今の現状からすればいろんな問題が、先ほども鉄の組成と

いいますか、成分の関係なんかにしてもいろいろあるようですが、これも前処理の関係

をどういうふうにしょうかなというようなことも重要なポイントでしょうし、それから
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今、万願寺の区画整理区内といいますか、あの流域下水道の場所に場所を借りてボック

スなんかも置いてます。こんなものもそういった施設が動き出せばもう必ずどっかほか

へ移さなき ゃいけない、ボックスの置き場ですね。あるいはボックスそのもので収集を

するか、しないかという問題も及ぶわけですけれども、そんなこともあります。

一つひと つ挙げればいろんなこ とがあると思いますけれども、今回、市長が挙げてき

た行政のプロジェ クトなんてい うものより、も っと大がかり総体的なプロ ジェ ク卜をぜ

ひくみ上げていって、なおかつ平成8年あたり には新しい施設ができるような方向で検

討を加えていただく ということ をお願いをいたしまして、私の質問を終わり ます。 あり

がとうございました。

0議長(小山良悟君) これをもって18の1、公共下水道の供用開始とゴ ミ・し尿処理

施設計画について問う の質問を終わります。

お諮 りいたしますo 議事の都合によ りあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思い

ますが、 これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないも のと認めます。よって会議時間を延長する ことに

決し ました。

一般質問19の1、 「高齢者憲章Jの制定をの通告質問者、一ノ瀬 隆君の質問を許 し

ます。

(18番議員 登壇〕

018番(一ノ瀬 隆君) i高齢者憲章」の制定をと題しまして一般質問をさせていた

だきます。

日野市老人憲章とい うのがあることは知っています。 i老人」より 「高齢者」 の方が

いい。中身も一歩進めた高齢者憲章を、それも条例の制定の形でつくるよう提起したい、

とこの質問を取り上げました。

私ど も社会党は、 今、全国すべての市町村に高齢者憲章条例制定の運動を進めていま

す。社会党三多摩議員団というのがありまして、その各市議会から代表が集まっての会

議があり ました。 そこで、運動として高齢者憲章を各市で制定するようにしよう、と呼

びかけました。私の日野市は、 老人憲章としてつ くられている、まだ憲章が制定されて

いない市は、 日野市のようにつくるために頑張ってく ださい、と私は呼びかけましたo

議員団政策審議会長の国分寺市議は、 私の呼びかせを補足して言いました。これまで制

定さ れた高齢者憲章や老人憲章には、 老人を大切にしましょうとか愛される老人になり
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ましょう式の憲章が目につくが、これじゃあだめだ。迫り来る高齢化社会に向けて、高

齢者憲章は社会全体を福祉社会にかえていくという観点が盛り込まれていなければなら

ないという社会党の主張が述べられました。私はその発言を聞いてから黙ってしまいま

した。日野市老人憲章が社会党の主張に沿ったものかどうか全 く自信がなかったからで

す。

ちょっと「日野市老人憲章Jを見てみました。老人を大切にしまし ょう、愛される老

人になりましょう、という高齢者やその周辺の人たちの心情を対象にするようなものよ

りは一歩出てはいましたが、この高齢化社会に対応できる社会党の主張にはほど遠いも

のでした。日野市高齢者憲章でなく日野市老人憲章であり「高齢者Jにかえるべきだと

考えたこと、日野市の老人憲章が制定されてからちょうど10年がたった こと、家を新築

しても10年たてば増改築を考えもいいのではないかと思い、そして高齢化社会に一層ふ

さわしいものにするため、この憲章を見直すべきではないかと考え、 この質問を通告し

たところでございます。

そもそも日野市老人憲章は、いかにスタ ー 卜したかを調べようと思いました。日野市

例規集を見ますと、第2章、憲章等の中で、日野市民憲章に次いで日野市老人憲章が載っ

ていました。昭和57年 1月 1日制定とありました。次に載っていた日野市核兵器廃絶・

平和都市宣言や日野市基本構想、は何年何月何日議決と書かれていました。老人憲章が制

定と書かれていて、他に議決と書カ亙れている。他の方には議決と書かれている。老人憲

章は議決されていないのかなと思い、庶務課で調べていただき、議決されている事実が

わかりました。例規集の表現の仕方にミスがあると思いましたが、これは後で、ただしま

す。

会議録をひもときますと、日野市老人憲章が市議会に提案されたのは1981年一一昭和

56年 7月17日でありました。すかさず古賀議員から質疑がありました。 iこういう 憲章

をおっくりになることは大変すばらしいことだと思います。せっかくこういうものをお

っくりになるんであれば、文章も平易で意を尽くし、かつ格調のある文章であらねばな

らないと思うのでありますが一一中略して一一日本語の文章としては悪文ではないかと

思います。」と発言され、具体的に悪い点を指摘しておりました。私は改めてこの老人

憲章をつぶさに読んでみました。古賀議員の指摘を10年たった今、理解するところです。

(笑声)

この議案は， 81年第 3固定例会では継続になりました。今はそうしていませんが、こ

のときは議案の継続は委員長報告がありました。佐々木昭雄厚生委員長の報告でした。
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ここで私が今疑問に思っている憲章の法的根拠はどうか、行政機関のみの公示、行政と

しての制定、条例としての制定などが報告、議論されていますo 1回の継続を経てち ょ

うど10年前の， 81年12月18日、可決されています。佐々木厚生委員長の報告は、 26市中

3番目で、 三鷹市は議員提案、小平市は議決なしの制定となっていて、三鷹、小平のも

のを参考にしてつくったものだ、 手直 しをするのも大変だから、これでよろしいんでは

なかろうかということでした。 古賀議員の指摘にもかかわらず全会一致で可決されたも

のでした。こ のときの議員が3分の l、10人この議場に健在でおられますが、ち ょうど

10年たったという ことで高齢化が急速に進んだとい うこ とで御容赦願い、 この日野市老

人憲章を批判させていただき ます。

日野市老人憲章は、 10年前、 古賀議員が指摘されたように非常にわかりにくい文章で

あると思います。五つに分かれてはいるが、区別がつかず、全体としてただ老人は愛さ

れ、 守られるんだという ことを言っているように見られる。 これが意図どおり理解でき

る人は国語のカが相当あって、かつ老人施策に見識の高い人であるのみのように思いま

す。次に(発言する者多 し)静かにしていただきたい と思います。 (笑声)発言 しにく

いですか ら一一次に 5項目 すべてが老人が主体で、老人が受け身な形に書かれています。

適当ではないかと思いますが、ほかに言葉を知 りませんので権利と義務という 言葉を使

わせていただければ、 老人の権利のみが表明されてい るようです。 一般市民の義務が2

行の前文でしか書かれていなし、。もちろん福祉の世話になるのは恥といった感情が地域

社会にはし、まだに根強く 存在していることから、老人への施策を老人の権利と感 じさせ

ること も必要だとは思います。しかし、私たちの考える高齢者憲章は、個人に対しての

窮貧的な福祉の供給ではなく、 社会全体を福祉社会にかえていく 、いわば福右上のま ちづ

くりを推進 していくという観点が盛り込ま れています。これによって社会や個人、 多 く

の市民の感情を変えていくことが大切だということです。そのためには多 くの市民の立

場に立つ、すなわち市民の義務を強調した憲章が望ましいのだと思います。

ここに私ども社会党と一体となって高齢者憲章の条例制定の運動に取り組んでいる自

治労のっくりました 自治体高齢者憲章のモデルがあります。これか ら日野市高齢者憲章

を考えるに参考にしていただ きたいと思います。読ませていただきま す。 一一一自治体高

齢者憲章、自治労モデル、前文、日本国憲法及び世界人権宣言に明示されている基本的

人権の理念に基づき、 高齢者が家庭や社会の大切な構成員として尊重されることが願い

です。高齢者が生きがいに満ちた生活を送るためには、さまざまな施設が必要ですが、

あわせてすべての人々が価値観の違いを超えて互恵互助の心を養い、社会的努力を行う
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ことが長寿社会を創造することであることを確認し、この憲章を制定します。 1、私た

ちは、高齢者がみずからの手で心身ともに健康保持に努めることをあらゆる場面で支え

ます。 1. 私たちは、高齢者が多年にわたり社会の発展に寄与してきた知識、経験を大

切にし、その活動の場を拡大します。 1.私たちは、高齢者が明るく生きる源となる家

庭を潤いのある場所にします。 1. 私たちは、高齢者に対し温かく思いやりの心を持っ

て、ともに生きるための地域社会をっくりますo 1. 私たちは、高齢者が心豊かに暮ら

せる施策を国や自治体が万全を尽くすようにします。

以上が自治体高齢者憲章の自治労モデルであります。

次に、老人憲章か高齢者憲章かの問題に触れさせていただきますo 私たちの主張する

憲章は、高齢者憲章であります。かつて我が党の下村 功議員が、老人ではなく 高齢者

に統一すべきだ、と主張したことがあります。 r老人Jとは、 岩波書庖の広辞苑により

ますと、年取った人。年寄り o 老いる。 r老いる」の言葉を広辞苑で見ますと、齢が重

なるo 年寄る。年取る。衰える。弱る。枯れかかる。ぼける。老いぼれる。とあり ます。

「老人」はできるだけ使わない方がいし、と思います。

老人福祉課、これも高齢福祉課とかえた方がいいと思いますが、老人福祉課からいた

だいた資料を見ますと、日野市が制定した1981年以降、老人憲章は一つもできていませ

ん。すべて高齢者憲章であります。最近、社会党の憲章制定運動が実ってあちこちの地

方自治体に憲章が制定されていますが、そのすべてはもちろん高齢者憲章であります。

高齢者憲章の私どもの主張をさらに一言述べて、お答えいただきたいと思います。 高

齢者憲章は、高齢化社会における自治体の憲法です。基本的人権に基づいて、すべての

人が社会的な努力を行い、それを行政はサポートする施策を講ずるという高齢者社会を

支える土台の理念を示すものだと考えます。老人憲章を一歩進め、高齢化社会に即応し

た高齢者憲章の制定について、どうお考えでしょうか。通告したものすべてには至って

いませんが、まずこのお答えをいただきたいと考えます。

0議長〈小山良悟君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めますo 福祉部長。

O福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

日野市老人憲章につきましては、ただいま御説明があったとおり昭和57年の 1月 1日

に制定されております。市民憲章よりか 1年早く制定され、現在その啓発に努めている

ところでもございます。

ちなみに老人憲章あるいは高齢者憲章の制定の状況でございますが、東京都にお きま

しては、昭和47年に三鷹市が老人憲章を制定しております。それから昭和51年には小平
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市の老人憲章、それから昭和57年、当市でございます。それから平成2年には東大和市

の高齢者憲章でございます。東京都では 4市でございます。全国では道府県で 2件、そ

れから市の段階では19件、町で28件、村で 6件。これは憲章あるいは宣言、信条のある

ものを合計したものでございます。 いずれにしても地方公共団体で全国で55の団体がこ

れら憲章、宣言、信条を制定していると ころでございます。そのうち老人憲章の名称を

使っているところは13件、高齢者憲章をつかってい るところは24件ということで、最近

においては、高齢者と いう名称を使っておるところが多いんではないかと思っておりま

す。私は、老人も高齢者の同意語というふうに解釈していると ころでございます。

それで、 その憲章の意味合いでございますけれども、憲章は原則的な約束と いうこと

でございます。日野市の老人憲章については、老人福祉法の基本理念、これを根源と い

たしました理念をとらえているところでもございます。現在においても、その理念はか

わるものではないと いうふうに考えておりますo 今まで立派な憲章であるというふうに

も自負していたところでもありますo 要は施策の充実が一番肝要ではないか、 というふ

うに思っているところでもございますo

それから、日野市の老人憲章も10年経過いたします。 一般市民の方にも定着している

ところではないかと いうふうに考えておりますo現時点におきましては、高齢者憲章の

制定は考えておりません。批判は批判という ことで受けとめさせていただきたいと思い

ます。

また、この老人と高齢者の名称でございますけれども、普通、人生、生まれてから亡

くなるまで100年と仮定いたしますと、老人で分類される部分が大体65議から100歳とす

れば35年間ある わけでございます。それを押しなべて老人、あるいは高齢者と名称を呼

んでよろしいのかど うか、その辺、自分なりにも考えているところでございますo 最近

は、前期の高齢者とか後期の高齢者というような呼び方をされてい る場合もございます

けれども、それらについても若干抵抗があるわけでございます。いずれにいたしましで

も、ただいまの御批判については、批判として受けと めさせていただきたいと思ってお

ります。以上でございます。

O議長 (小山良悟君) 一ノ瀬隆相 O

018番(一ノ瀬 隆君) 極めて否定的な (笑声)答弁をいただきました。私、18年目

になりますけれども、 一般質問をその都度やってま いりましたけれど も、その中で最も

否定的な答弁であったよう に感 じました。それにひるまず続けたいと思います。

一度決めたこ とは、 そう簡単には変えられないというような感じを今福祉部長のお窓
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えから感じたところでありますけれども、先ほども言いましたように10年たちました0

10年たてば家だって増改築を考える人も多いわけです。今、市立病院の改築が叫ばれて

おりますけれども、増築したところなんかまだ全く新しい、それでも全体を考えれば改

築した方がいし、ということであります。重ねて申し上げることはいたしませんけれども、

とにかく今の憲章はわかりにくいんで、す。古賀議員がまさに言うようだと思います。改

めて皆さんにも読んでいただきたいと思います。わかりにくいものをわかりし巾、ように

変えることにはばかることなかれだと思っております。

それから老人と高齢者の問題でありますけれども、東京都ではすべて「高齢者Jを使っ

ています。国の関係、法律の関係でどうしても「老人Jを使わなければならない ことを

除いては、東京都自身のものはすべて「高齢者Jを使うという方針になっていますo そ

ういうことから見ても、老人ではない、高齢者を使う時代だと重ねて強調しておきたい

と思います。

通告したものすべてを初回に質問をするのが本旨ですが、息が統かず分けさせてもら

いました。昨年の 6月、老人福祉法などの福祉 8法が改正され、高齢者の医療福祉サー

ビスの供給は市町村が行うことになりました。そのために各市町村では、 1993年4月を

実施初年度とする地域老人福祉計画を策定しなければならなくなりました。これに関し

ては12月9日、鈴木議員が質問していますので重複の質問は避けたいと思いますが、地

域老人福祉計画策定に当たって厚生省はガイドライ γを示すと言っていることから、黙っ

ていればこの計画は住民の声に基づくものではなく、国の考えに従って進められる こと

になりそうで、す。当然、画一的なガイドライ γによる計画では、その自治体に沿ったも

のにならないばかりか、住民のニーズにこたえることもできません。

したがって、この計画一一地域老人福祉計画は自治体が住民のために住民参加で、日

野市が市民のために市民参加で、策定し推進するものでなければならないのであります。

老人福祉法の改正によって市町村に義務づけられた地域老人福祉計画の策定には、策定

の条件の中に住民の意見を反映するための機構がないので、す。我が社会党の強い主張に

もかかわらず、これを盛り込むことができませんでした。住民の意見を聞くための審議

会や委員会など設置が法律的に明記されていないのであります。

そこで、日野市で、市民代表を入れた地域福祉計画策定委員会、あるいは策定審議会の

ような諮問機関などの機構を設置させることがどうしても必要であると考えます。この

市民の意見を開くための委員会や審議会は、市民の代表として次の 3種の代表を落とし

てはいけないと私たちは考えています。一つは高齢者の代表、二つ目は障害者の代表、
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そして三つ目は女性の代表。この 3種の代表を必ず含めた市民代表を諮問機関で、市民

代表を入れた諮問機関であるべきだと考えています。

また、この地域福祉計画策定委員会のほかに市民の意見を聞くための受け皿として、

福祉のまちづくりアイデア公募検討委員会といったものもつくっていくのがし、いと考え

ています。地域福祉計画の策定が市に義務づけられましたが、国の鋳型にはめ込まれる

のか、住民参加による自治体独自のものになるのか、分権自治にとっての大きな分岐点

に立っていると言えます。そのために、 ここ で申し上げました地域福祉計画策定委員会

などの施策を実施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。市民の意見を取

り入れるためのこれらの機関は極めて重要であると考えていますので、設置条例として

これを設けるべきだと考えます。

主題の高齢者憲章に戻しまして続けさせていただきます。

私ども社会党の全国各自治体で高齢者憲章の条例制定の取り組みを行っているところ

です。日野市老人憲章は議決はされていますが、条例になっていませんo 先ほど申し

げましたように、高齢者憲章は高齢化社会における自治体の憲法だと言っていいと思い

ます。条例として制定することが望ましいのだと言えます。高齢者憲章、条例として制

定することはできないのでしょうか。条例は地方自治法第14条によ って守られ、 14条第

5項には罰則も設けられていて、市の制定するものの中の最も権威あるものでありカの

あるものだと思います。市長だけでつくる ことのできないものであると同時に、勝手に

改廃できないものですo 法令で定めのないものは条例にしないというような悪弊は打破

すべきだと私は思います。

10年前の日野市老人憲章の審議で、先ほど申し上げました， 81年10月7日の議案継統

の委員長報告のときの論議で、森田市長はこれに関して発言しています。 一一この憲

というふうな精神的約束事は、行政機関として公示することによっても可能になってお

りますけれど、でき得べくは、やはり議会の御審議を経て立派に条例として制定される

ということが、その精神の建前から言っても望ましいと考えています。市長の言うよう

に条例にはなっていませんでしたが、 ここでの森田市長の発言は私ども社会党と同じ Il!i¥

見であります。単に高齢者憲章をそのまま条例にする ことがなじみに くいと したら、幾

つかの施策を付加することも考えられると思います。

例えば日野市高齢者憲章として、第 1条、目的として、 この条例は高齢者憲章を定め

ることによって、日野市民が進んで高齢者を理解し、 高齢者の生きがいのある 日常生活

を保障することを目的とする。第 2条、 高齢者憲章と して憲章を本文を入れ、第 3条、
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憲章の推進として日野市高齢者推進本部を設置し憲章の推進に当たる、といったもの。

全く素人の私がちょっと考えたことであります。条例に組ませることとは別として、私

たちは、高齢者憲章を実行推進する機構として、例えば日野市高齢者憲章推進本部といっ

たものを設置して、そのもとに先ほど申し上げました住民代表を入れた地域福祉計画策

定委員会などを設置することが極めて重要だと考えていますo

高齢化社会における自治体の憲法だという高齢者憲章を、条例で定めるべきだと主張

してきましたが、ここで日野市の条例、条例にはなっていない憲章などが網羅された日

野市例規集について触れておきたいと思います。

この一般質問の準備で判明した私のわからない点で、あり、これをただしておきたいの

であります。まず最初の方で申し上げました例規集のミスではないかといったことですO

老人憲章が制定に対し、平和都市宣言などが議決という記載ですが、後者は議決だけで

行政送付も告示行為もなされなかったのか、どうなのか。告示行為がなされていれば制

定でいいと思うが、どうなのでしょうか。

次に、美化都市宣言と日野市核兵器廃絶・平和都市宣言の議決されたものが、この例

規集には続けて載せられていました。ほかに丸々都市宣言というものはなかったか。幾

つかあったはずだが、載せないのはなぜなのか。私の記憶では小山良悟議員一一現議長

ですが、小山議員提案の健康都市宣言、川嶋 博議員提案の交通安全都市宣言がありま

す。市長提案だけではなく、市長提案でなくても市民を代表する日野市議会の議決であ

ります。例規集に載せないことはいけないことだと思いますが、いかがでしょうか。質

問の主題からそれて申しわけありませんが、お聞きしておきます。

以上の発言を五つの質問にまとめました。

質問 1、地域老人福祉計画の策定に当たって、市民の意見を聞くための審議会や委員

会の設置についてどう考えるのか。

質問 2、これらの設置条例をつくることについてどう考えるか。

質問 3、高齢者憲章、現在は老人憲章で、これを直さないと福祉部長は言っています

が、その老人憲章の条例化についてどう考えるか。

質問 4、例規集の中での老人憲章などの制定と、平和都市宣言などの議決の違いは何

なのか。

質問 5、幾つかの都市宣言で例規集に載せられてあるものと、ないものがあるのはな

ぜなのか。

以上です。よろしくお願いします。
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0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

問題の御質問の 1点目でございます。

先般、鈴木議員さんの方からも同ーの内容で御質問があったところでございます。そ

れについて答弁したところでございますが、今後のスケジュールとしては、平成4年度

に庁内の検討委員会を設けまして、東京都の地域推進計画あるいは市の基本計画、この

関連の中で庁内で検討していきたい。また平成4年度には国が発表されますこの計画策

定のマニュ アル、内容的にはまだはっきりしておりませんが、そういうものも示されて

くるようにな っております。 したがし、まして、平成 5年に計画策定の委員会、あるいは

協議会等を設置 して、そ こで御審議いただくというような ことでございます。

それから、まだ不確定な部分があるんですが、この委員会あるいは協議会の設置につ

きまして、その条例化ということでございますけれども、 一般的にはこの協議会、委員

会については、 市長が諮問するというような形が通常とられるわけでございます。それ

について調査、協議をして答申をいただくというようなことになりますので、必ずしも

条例事項には該当しないんではないか、要綱制定で十分その効果が上げられるんではな

いか、というふうにも考えているところでございます。いずれにしても、まだ不確定な

部分がありますので、答えとしてはその辺にとどめさせていただきたいと思います。

それから 3点目の高齢者の憲章、現在は日野市老人憲章でございますが、 この条例化

でございます。

この条例化については、これは条例の制定につきましては、地方自治法によりまして

規定されていると ころでございます。あえて条例に、条例化するとするならば、 老人に

対する政策、あるいは施策の中の立案過程において、その全文なりに内容を盛り込んで

規定化するということは可能ではないかと思いますが、ほかの例えば児童憲章等におい

ても、独立した憲章ということで制定されております、宣言されております。そういう

ようなことで私は、どの条例に入れるかわかりませんけれども、単独で憲章として掲げ

た方がよろしいんではないかというふうに感じておりますが、その辺についても今後検

討はしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) それでは総務部の所管につきましてお答えをいたしますo

少し余計なことでございますけれども、私どもの市の職員、行政職で総務部では ござ

いませんけれども、法律を志し勉強してまいりまして市に就職し、仕事の傍ら、 これは
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もちろん仕事中ではございませんけれども、勉強いたしまして、本年の11月の司法試験

に合格した職員がおりますo (r何試験」と呼ぶ者あり)司法試験でございます。それ

で、うちの部の庶務課にも一時はそういった夢を見た、夢を見たとし、し、ますか、志望を

志した職員も当然おりまして、いろいろ法制上の問題を担当しております。

ただいま御質問のございました 4、 5について検討をさせ、また至急調査をさせたわ

けでございますけれども、これは、ただ法令あるいは行政実例等を聞きまして結論の出

るどうも問題ではないようでございます。少し時間をいただきまして調査、研究をして

みたいというふうに考えております。よろしくお願し、いたします。

0議長(小山良悟君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) 福祉部長のお答えいただいた三つについては、先ほどよりは

少しは検討するという言葉が入ってましかもしれませんけれども、余り歓迎すべき答弁

ではなかったというふうに把握しました。しかし、私のせっかくこうやって一生懸命発

言しているわけですから、その意をくんで参考にして検討していただきたし、と思います。

それは先ほどのことでも同じであります。

総務部長のお答えいただきましたものについては、ぜひ検討していただきたい。ここ

では問題提起になったということで私としては満足をしたし、と思います。

最後に、高齢者憲章制定にちなんで、障害者憲章について質・閉しておきたいと思いま

す。

去る12月9日は「障害者の日Jだということで、その日に障害者問題を取り上げた鈴

木議員、沢田議員の質問は時宜を得て光彩を放っていました。

私は、高齢化社会といえども障害者対策の重視なくして高齢者対策はないと考えます。

国際障害者年などの成果か、今、障害者に対する一般市民の、そして国民の理解は大分

前進したと思います。私は先月の23、24日の連休に日野市視力障害者協会の旅行にお供

しました。底抜けに明るい目視協の皆さんとのパス旅行は、ガイドヘルパーといえども

楽しみです。美空ひばりゆかりの塩谷岬の灯台に登りました。ぐるぐる回る103段の階

段を登りました。視覚障害者は内側を登り、中央の太い柱に手を触れながら上がるのが

楽でした。上からおりてくる一般観光客も内側をおりてきてぶつかりそうになる。 r視

覚障害者が上がってきます、外側によけてくださし、」と言うと、行き交うだれもが、す

べての人が喜んで、はち切れんばかりの温かい顔で外側に行ってくれました。あの人間

味あふれた顔、顔が今でも忘れられません。灯台も博物館も入場料は取らないだけでな

く、障害者に非常に親切でした。一方、自家用車にベ γツ 3台も持っているお宅の奥さ
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んが、調子が悪いんでマッサージをやってもらったの、嫌でしょう、だから目の見える

人にやってもらったの、という話をその後聞き、がっかりしましたo 障害者に対する理

解はまだまだとも感じたところです。

高齢者憲章があって、老人憲章があって障害者憲章がないのが不思議です。日野市障

害者憲章を制定、または私どもの主張する一歩進めた日野市障害者憲章条例制定を提起

したいと思いますが、いかがでしょうか。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

その前に、前問のことについて、ちょ っと加えさせていただきたいと思っており ます。

非常に否定的な答弁というおしかりをいただいたわけでございますが、私、 本当に今ま

で立派な老人憲章だという認識でおりました。そういう ようなこ とで答弁の中でも、現

時点では変える考えはない、というふうにお答えしておきました。まずこ御批判につき ま

しては批判として今後の課題とさせていただきたし、。突然、のことでしたので、私、 老人

と高齢者というような対比の問題ということで認識しておりましたので、今ま で老人

章は本当に日野市の立派な憲章だ、また10年そこいらで見直すような憲章ではないとい

うふうにも考えておりましたので、 そういう意味でお答えしたわけでございます。

それから、先ほどの例の地域福祉計画の審議会あるいは協議会の呑員の内容でござい

ますが、もちろんどういう方が委員になるかまだ確定 しておりませんけれども、 十分高

齢者の御意見、あるいは地域のニーズに こたえ られる よう な、 そう いう よう なも ちろん

委員を選定 して推進計画の策定に当たりたいという ふうには考えており ます。済みませ

んでした。

それでは、ただいまの御質問に対しましてお答えさせていただきます。

障害者憲章が今のところ日野市でも、また他市でも、まだ十分調査してないんですが、

制定はされていないんではないかというふうにも考えております。私ども、仕事の中で

は、障害は個人の身体的または精神的属性の一つにすぎないんだ、障害がいかに重くと

も人間の尊厳がし、ささかも損なわれるものでもなし、。また生まれながら、その人格と生

命は最大限に尊重 しなければな らない、いわゆるノ ーマラ イゼーショγ、これを常に頭

の中に入れなが ら仕事をしているわけでございます。

そういうようなことで、いろいろ調べてみましたけれども、例えば老人憲章等につい

ては、別に国連でもっての宣言なりそういうものもなされておりませんO ただ、 この身

体障害者、それか ら精神薄弱者、これらについては国連総会において、その権利が宣言
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されております。そういうようなことで、これら障害者に対しては、国際的にこの権利

を保障していくんだというようなことで、いわゆるその観念が確立されているんではな

いかというふうに考えております。いずれにいたしましても、この点につきましても十

分今後課題として研究していきたいというふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) 十分検討していくということですから、決して否定的ではな

いと思います。

ただ、一言発言させていただきますならば、国連で障害者憲章に当たるようなものが

あるので、特に市では必要ない、高齢者憲章とはその点では違うんだ、というお話でし

たけれども、私は、そういったものとほとんど同じでもし、し、から日野市障害者憲章をつ

くってほしいと思います。この「緑のしおりJなど日野市民のよく目のとまるものに高

齢者憲章だけで、より重要な障害者憲章がないのは片手落ちだと思うのです。どうして

もできないんだったら、この老人憲章に並んで国連の障害者憲章に対するものを載せる

べきだと思います。そうすることによって日野市民の目に触れる機会が対等になるわけ

ですから、そんなこともぜひ考えていただきたいと思うところであります。

市長からのお話を伺って終わりたいと思います。老人憲章より内容も一歩進めた高齢

者憲章がいいと思うが、福祉部長のお答え以上のものは恐らくないでしょうけれども、

市長のお話を聞きたい。この辺についての条例化はどうか。かつて市長は「条例Jとはっ

きり言ったこともありますので、条例化はどうなのか。

それから、地域福祉計画策定に市民の声を、と申し上げましたが、それについてどう

考えるか。

障害者憲章についてはどう考えるかなどを含めて、私の発言全体について市長のコメ

γ トをお願いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それぞれ利用を持たれての提言でもありますし、余計なこと

を言わない方がかえって(笑声)趣旨の尊重になるのではなかろうかと，思っております。

制定と、それから条例とは私はほとんど同義語である、そういう見解でございますo

制定というのは何月何回に制定したという、そういう意味の唱え方はあるわけでありま

すが、議決を経て、一定の文章条件を経てできておる形なものですから、宣言そのもの

も条例の内容である、このような常識的な考えでよろしいんではないかと思っておりま

すo
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それから、地域福祉計画はこれからの仕事でございますので、いろいろな御提言を制

定までの手続についても御提言をいただきながら考えていきたい、このようにお答えを

しておきたいと思し、ます。

障害者憲章につきましでも、果たしてノ ーマライゼーショ γという見解からいいます

と、特に取り分けて定める ことがし、し、か、 悪いか、 これらのこともやっぱり勉強してい

きたいものだと思っております。なるべく広い視野に立ちまして社会動向といろんな意

見を伺う中で、判断をしていきたい、とい うふうにお答えを しておきたい と思います。

( i終わります」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君)

ます。

本日 の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は、 午前10時より関議いたします。時間厳守で御彦集願います。

これをもって19の1、 「高齢者憲章Jの制定をの質問を終わり

本日 は、 これにて散会いた します。

午後 5時21分 散会
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平成 3年12月13日(金)

午前 10 時 開 議

日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

日程第 3 議案 第 110号
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日程第 4 議案 第 111号

日程第 5 議案第 112号

(請願上程)

程第 6 請願第 3-28 

程第 7 請願第 3-29 

程第 8 請願第 3-30 

程第 9 請願第 3-31 

同第 10 ~背願第 3 -32 

第 11 荷願第 3-33 

第 12 鮪願第 3-34巧「

第 13 開願第 3-35 -ry 

の会議に付した事件

第 1から第13まで

日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

法務局の大幅増員に関する請願

東京都青少年の健全な育成に関する条例の早期改

いての陳「

安心して飲め る水道水の水質基準に関する請願

宅供給公社による仮称「コ ーシャハイム神明

住宅」の建設に反対し計画の撤回を求める

請願

野市立幼児教育センタ ー廃止後の事業継続に関

する詰願

山崩れの干IJ発防止な らびに恒久的な水の処慣に関

る計11駅

地からの雨水疏11¥防止と近隣山林の樹木につい

てのm'n顕

市街化区域内における rli民股闘の強制iIに関する陳

情
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午前10時10分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員21名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。一般質問20の 1、市営住宅の増戸計画およ

び建替計画について問うの通告質問者、佐藤洋二君の質問を許します。

(9番議員登壇〕

09番(佐藤洋二君) 議長のお許しをいただきましたので、ただし、まから一般質問を

やらせていただきますO

この一般質問は、社会党と市民連合が1992年度の日野市に対します予算要求の一つの

柱でございます。十分に趣旨を御理解をしていただきまして、今後の実施計画、あるい

は検討の中で、この計画を生かしていただきたい、 このことを冒頭お願い申し上げまし

て、 早速、 一般質問に入りますo

東京の住宅事情につきまして、総務庁が最近、調査を実施いたしました。この調査結

果によりますと、東京都の住宅総戸数は、持ち家、公営、公団、公社、また借家、設備

専用、設備共用などの民営の賃貸、そして給与住宅などなどを合わせますと、約481万8，

000戸である、とし、う数字が出ました。一方、世帯総数は、約436万世帯で、数字の上で

見る限り、住宅数が世帯数を約46万戸も上回るととになりまして、 l世帯当たりの

数は1.11戸となります。つまり、数字の上では住宅が余る現象であ りまして、

いては、住宅難という表現は、ある意味では適切な文言ではないわけであります。こ の

住宅数が世帯数を上回る傾向は、 1973年、昭和に直しますと48年、昭和48年の0.99戸を

境に、年々徴増ではありますが、ふえ続けています。

しかし、住宅数が世帯数を上回ったと言っても、東京の住宅事情は皆様も御承知のと

おり、住宅そのものの規模、設備、あるいは周囲の環境の面で、低質な住宅が圧倒的に

多 く存在しておりまして、その解決のためには、適切な居住水準の確保、良好な居住環

境の整備、さ らには、住宅を核としたまちづくりを推進していくことが必要となってく

るのではないのでしょうか。

東京における低質な住宅事情の特徴的なもの、 まず、 の所有関係別で見ますと、

自分で、実際に家を持っていら っしゃ る持ち家の方、この方が41.4%、そして公営、公団、

公社、賃貸アパートなど何らかの形で家、部屋を借りておられる方が54%と、借家の割

合が高く、全国平均の持ち家61.4%、借家37.2%の数値とは逆になっておりまして、東

京の持ち家世帯は、全国よ り20%も低い数値になるわけであります。東京の住宅事情が
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いかに低質であるかが、まずこの数字データで御理解がいただけるのではないでしょう

か。

先ほども述べましたが、東京における住宅総数は、約482万戸ありますが、その家屋

等に現実に住んでおられる居住世帯は430万5，000戸で、そのうちの41%、178万3，000戸

が持ち家の方ということになるわけでありますが、マイホームが持てなくなってきてい

る東京の現実からしまして、ちょっと信じがたい数字であると思います。

次に、木造賃貸アパートで見ますと、東京都全体での木造賃貸アパートは81万3，000

戸、居住世帯のある住宅総数の約19%を占めており、そのほとんどが区部に集中してお

りますo 木造賃貸アパートは、昭和30年来からの高度成長に伴う東京への人口集中と時

を同じくしまして、急増してできたものでして、規模の面では 1室住宅、今風表現で言

えばワンルームが半数以上を占めており、設備の面では台所及びトイレの一方または両

方が共用の住宅がかなり多く、アパートによっては風目までも共用という、 全体として

低水準の状況にあります。

また、住宅とその周りの住環境に対しましでも、何らかの理由で不満を持っている世

帯も多くおられます。まず、住宅に関しては、部屋数を中心とした収納スペースに対す

る不満、隣室との遮音性や、外気との断熱に対する不満、台所の設備、広さなどが挙げ

られます。周りの住環境に関しましては、騒音などの公害の状況、 立て込み状況、火災

時の安全性、緑、まちの景観、日照、通風などなどであります。

安全で快適なまちづくりを進めていく上で、これらの住宅群を更新していくことが、

大きな課題となっています。

ところで、 2年前の1989年に新築された住宅は、 22万戸と言われております。前年に

比べて、減少となっています。持ち家と借家の割合は、既存住宅で41.4%対54.8%と触

れましたが、新築住宅では、持ち家が26.9%と、さらに借家を大きく下回ることにな っ

ています。この傾向は、 1984年以降継続されており、地価高騰、あるいは物価高騰に伴っ

て、庶民が家を持たなくなっていく姿を如実にあらわしております。

次に、東京都が毎年行っております都民要望に関する世論調査によりますと、都民の

都政に対する要望事項、もちろん、高齢者問題が一番多いわけでありますけれども、物

価、消費者問題、医療、衛生、福祉問題、公園、緑化問題などなどが挙げられる中で、

住宅対策に関する要望事項が常に上位に入りまして、低水準の住宅問題に関します都民

の要望が大きいことを、うかがわされますO その要望内容を見ますと、都営などの公営

住宅建設にかかるものが一番多く、続いて宅地確保、地価抑制、そして安い家賃の住宅
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となっています。

このような住宅に対する都民の強い要望に対しま して、東京都はどのような住宅施策

を策定しているかでありますけれども、 住宅建設計画法の規定によって、 1986年から19

91年までを計画期間とする東京都第 5期住宅建設 5カ年計画を策定しました。この計画

では、都民が家族構成、 ライフ スーテージなどに応じて、良好な住環境のもとに、適切

な水準の住宅を確保できる ようにすることを基本目標としま して、 1986年度以降、 5カ

年聞に公的資金による住宅、32万2，000戸、民間住戸建設による住宅、45万8，000戸の計

78万戸の住宅建設を見込んでいました。

きて、日野市におきます住宅施策については、 日野市基本計画にその考え方が述べら

れてお り、それによ りますと、 快適な居住環境を確保するための施策の体系としまして、

居住環境の整備、市営住宅の整備、そしてその他の公共住宅の整備という3本の柱が打

ち出されており 、施策の方向、事業計画の中で、具体的なものが示さ れており ます。特

に、市営住宅につきましては、 「老朽化の著 しい ものから土地の有効利用を図 りながA

建てかえを進め、同時に周辺地域も含めた公共施設の整備を行い、地域全体の居住環境

の向上を図っていく 」と述べ られています。

本年3月に刊行されました 「統計ひのJで見る日野市の住宅事情は、東京全体の持ち

家比率より 5ポイγ トほど高 くなっているものの、約10年ほど前、 「統計ひのJの資料

がちょ っと古いのであり ますけれども、1980年、昭

昭和60年には持ち家率0.4ポイン ト下がってお ります。また

も2ポイ γ 卜下がっており、逆に民'詰借家が持ち家、公団、公営の下がった分を抱える

形となり 、ポイγ トが高 くなっています。また、 l世帯当たりの部屋数、 畳敷は、持ち

家や公営の割合から見ますと、部屋数で 2倍弱、銀数においては、突に3倍の開 きが出

てきています。また、設備状況別で見ますと、台所、 トイレの共用使用が依然として残っ

ておった り、浴室なしの世帯も全世帯の5%も存在をしております。 日野市の持ち家率

が東京都の平均よ り5ポイント高くなっていますが、 借家率が持ち家率を上回っている

ことを考えますと、 借家の持つ比重は、 非常に大きなものとな っており、特に低中所得

者を対象とする公共賃貸住宅は、住宅行政に大きな役割を果たすことにな りますo その

ためにも、日野市基本計画で言 う市営住宅を柱と します公共住宅の整備に全力を挙げて

行政が取 り組んでいく ことを、お願いするところであり ます。

さて、ことしもた くさんのカップルが幸せに満ち、誕生をさ れたこ とと思いま.， 0 

野市で婚姻届けを受け付けました件数は、昨年1，036件、 ことしは1，027件あったそうで
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あります。結婚シーズンもピークを過ぎたことを考えますと、ことしも昨年並みの件数

前後で落っきそうな気もします。人が結婚をするに当たり、さまざまなことを考え、 準

備をします。その準備をするものの一つに住宅があります。今まで両親とともに生活を

されてきた人、あるいは給与住宅の独身寮に住まわれていた方、また独身用の民営アパー

トに住まわれていた方などなど、結婚をすることにより、今まで居住していた住居、ア

ノミートより出なければならない、こんな人たちがたくさんいるわけであります。日野市

で婚姻届けの受け付けをされた昨年の1，036組の、ことしの1，027組のカッフ・ルの人たち

が、そのまま日野市に居住しているとは限りませんが、その数に近い人たちが家を求め

ているのは、間違いないことだと思いますo

先ほど述べました都民要望に関する世論調査でも明らかな ように、ま じめに働く 多く

の勤労者、都民は、公営住宅の建設を中心とした住宅問題を政治に望み、欲しているわ

けであります。

今、日野市市営住宅は、市内 8カ所に573戸建てられており ます。中には、 老朽化や、

経年のために入居できないということで、 空き家にな っているものが10戸ほどあり ます

ので、若干、居住できる戸数が減ることになりますが、多分、 この戸数は三多摩27市の

中でも多い方から数えまして 1、2を競い合う 戸数だろうと思います。

一般質問の初日、奥住議員の質問に総務部長が答える中で、日野市の市営住宅は、 三

多摩27市の中で 3番目、そして27市全体の市営住宅を100とした場合、 日野市の抱えて

いる市営住宅は、 11.4%というお話をされました。 i統計ひの」の資料では、 1985年、

昭和60年の日野市の民間借家世帯数は、 1万6，356世帯です。 三多摩27市で市営住宅が

多い方と言っても、極端な表現でありますけれども、 1万6，356分の573です。絶対数が

低いため、なかなか思うように入居できなのが実態のようであります。

昨年8月に向川原団地の新規増戸に伴う市営住宅入居募集抽選会が聞かれました。そ

の記録を見ますと、第 1種一般世帯向き住宅、抽選戸数は24戸でありましたけれども、

実に255名の方が申し込まれました。比率、倍率は10.62という大変高いものでありまし

た。次に、第 2種一般世帯向き住宅ですが、抽選戸数は32戸と16戸、両方あったのであ

りますけれども、 32戸に対し124名の申込者で、比率が3.87倍。 16戸分の抽選戸数に対

しましては、 70名の方が申し込みました。比率は4.37倍になります。また、第 2種母子

家庭世帯向き住宅には、 8戸の抽選戸数でしたが、 29名申し込めるということで、 3.62

倍の比率。第 2種老人世帯向き住宅ということで、 4抽選戸数がありまして、申し込み

者10名で比率がちょうど2.5倍というものでありました。さらに、ことし 7月には、 空
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き家募集抽選会がありまして、 この空き家募集抽選には、 22の抽選戸数があったのです

が、140名の方が申し込まれました。比率は6.36倍とい う高いものであります。

以上のように、限られた戸数にたくさんの入居希望者が申し込みますので、抽選に当

たった方は幸いですが、抽選に外れた方は、次の機会を待たなければなりません。運の

悪い人はそんなこ との、 次の機会、次の機会の連続ではないのでし ょう か。日野革新市

政が低中所得者を中心と します住宅困窮者に対し、入居のための御努力をされてき まし

たことは、今日までの公営住宅建設の足跡を見れば理解ができるところでありますo そ

こで、その御努力をさらに深めていただきまして、抽選会で抽選に外れる方が l人でも

減ってし、く施策を強力に推 し進めていただきたいと思います。

そこで、質問に入ります。ピンからキリという表現がありますが、 一般的に雪い

て、勤労者が借家する場合、その住宅資は、賃金の10%以内が適切の純聞と言われてお

ります。しかし、結婚適齢期の27歳前後での賃金の10%は、 全収入に対するウ エー トと

しましては、震いものがあります。また、10%以内という数字は、まさに理想、の数字で

ありまして、 実際にはアパー ト代10万円台がざらでして、日野市での 2DK平均家賃は、

8万円前後ではないのでしょうか。そうしますと、仮に手取りが20万としましでも、

の40%にも述 してしまう ことになります。共稼ぎができるうちはよいとしても、共稼

.はそう長く統くものではありませんo 商家賃で苦しい生活をする中で、当然のことで

すが、子供さんが生まれますo 共稼ぎができなくなるわけであります。子供のために

低賃な住宅事情から、少しでもましな住宅へと思って も、

のため、そのことの実現がなかなかできないわけであ

品、特に市営住宅の新設増戸が必要になって きますが、新

/，1、

さし、。

問 2です。市営住宅の建てかえは、市の住宅施策の重要な柱の一つに位置づけられ

ると思います。老朽化 した、あるいは経年した木造住宅を、耐火構造の中高層住宅に建

てかえる ことは、単に住宅の更新だけでなく、 都市の防災化、 不燃化、 土地の有効利用、

環境の整備改善、居住水準の向上の面からも必要な ことであ り、ま ちづ くりの一環と

して事業を進めていく必要があると思います。そこで、今後の市営住宅の建てかえ計

についてお示しいただきたいと思います。

質問 3です。向川原団地に第 2種老人世帯向きの住宅が昨年度 4戸、新設増戸されま

した。高齢化社会、核家族化の進行していく 状況の中で、

等のうち、住宅に困っている方が多 くい らっしゃ います。 、かつ、快適なは、
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日常生活が送れるよう、高齢者住宅の建設に力を注いでいただきたいと思います。また、

このような住宅には、段差をなくしたり、手すりや、緊急通報システム装置等の高齢者

に配慮、した設計も欲しいものですが、お考えをお示しください。

質問の 4です。障害者福祉に対します日野市の市政は、障害者福祉に対します運動を

大きく発展させる力にもなり、その影響は三多摩はもとより、 全国的にも広がっていま

す。福祉手当の拡大、視力障害者向けテープ広報と点字広報、福祉タクシー券、身障老

人機能回復事業などなど多くの施策がありますが、その中で1975年、昭和50年、 高幡に

建設しました市営住宅の 1階に、障害者用市営住宅を併設しました。今後も、このよう

な市営住宅を建設する予定があると伺っておりますが、具体案をお示し ください。

質問の最後でありますが、不幸にしまして、父・母子家庭にな られる家族がいらっしゃ

います。それぞれの事情はおありと思いますが、不幸なことだと思います。特に、母子

家庭の場合、その後の生活を考えますと、胸を痛めるものがあります。刊行されてます

「日野の福祉Jの中には、そんなときの母子家庭への愛の手を差し伸べるた くさんの施

策が説明されています。住居を例にと っても、緊急一時保護を行うことを含めての母子

寮、都営住宅優遇制度、母子アパー ト、あるいは市営住宅優先入居な どであります。そ

れはそれで意義があり、今後も続けていただきたいと思いますが、例えば、市営住宅優

先入居といっても、それは空き家が生じた場合であり、空き家がないとこの制度が適用

できないわけであります。居住者によっては、今住んでいる所を至急に空けなければな

らない場合もあり、その対応が急がれるわけであります。そのためにも、母子世帯向き

住宅の新設増戸と、限られた戸数の中で、賛沢でむだができると思いますが、緊急、を要

する母子家庭用に、空き家を何戸か設けていただきたいと思っております。

以上、 5点ほど質問をいたしましたが、御回答をお願L、いたします。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(前回雅夫君) お答えをいたします。

まず、市営住宅の新設計画でございます。これは、一つは新たに用地買収をいたしま

して、新規団地をつくるということが一つ考えられる。あと一つの方法は、既存団地の

建てかえを推進をして増戸するということでございます。最初申し上げました新規団地

につきましては、御承知のように、大変地価が高騰しておりまして、この用地買収費に

対するところの国の助成とし、いますのは、起債だけでございます。補助等はございませ

んので、新たに用地買収をして、市営住宅をふやすということは、非常に難しい段階だ

というふうに考えております。
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そこで、日野市は、他の市よりいち早く、既存市営住宅の建てかえに着手をしたとい

うことでございます。川原付市営住宅を初めといたしまして、向川原市営住宅の建てか

えが既に完了をしております。

2点目でございますが、今後の建てかえ計画でございますけれども、今予定をしてお

りますのは、高幡団地、それから下回団地、東光寺団地、あと最後に残りますのが域社

ケ丘の団地ということにな るわけでございますo

そこで、高幡団地につき ましては、現在、 18戸あるわけでございますが、この居住者

を川原付の新築した住宅に仮移転をしていただきまして、高幡の住宅の建てかえを進め

たいというふうに考えております。この計画を進める上では、懸案の道路の整備も必要

でございまして、この道路整備等も積極的に、計画的に進めてまいる、 そういう計画で

ございます。

次が下回団地でございますけれども、下回団地は御承知のように、万願寺土地

域内にございます。現在、市営住宅の用地の街区に、民地あ るいは保留地があるわ

けでございます。有効にその街区を使うということでありますれば、今申し上げました

地の処理をしなきゃいけなし、。その辺、どう処

いるという ことでございます。

次は東光寺団地でございますけれども、 東光寺団地につきましては、土地の有効利用

を図るために、 一部用地買収をし、地形を整形化いたしまして、できるだけ戸数が入る

ような今、そういう努力をしているという ととろでござい

それから城祉ケ丘でございますが、これは今進めております

。

山土地

の区域内でございます。これは、 区画整理の換地等が終わり、建物ができる状態にな

ないと、建てかえは不可能であるというふうに見ておりまして、 区画整理の進捗まち と

いうことでございます。

3点目は、高齢者対応の住宅でございますo これは、既に向川原市営住宅の中に、 4

戸あるわけでございますo 今後、新しい団地の、いわゆる住宅の建てかえの中で積極的

な対応をしてまいりたいというふうに考えております。

それから障害者の住宅でございますが、とれは現在、高幡団地市営住宅のシルバーハ

ウジング策定委員会というものを組織いたしまして、この建てかえの新しい建物の中に

障害者の方が入れるような住宅をつくる。当然、それに対応するところの諸施設を整備

するということで、現在検討中でございます。

それから、 5点目の母子家庭でございますが、現在、向川原団地に 8戸ございます。
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ただいま佐藤議員さんの御質問は、幾つか戸数をストックしておくようにということで

ございますが、数少ない貴重な市営住宅でございますので、そういう対応のためにストッ

クというのは、非常に難しいんではないかというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) 部長の方から、私の質問に対します考え方、あるいは回答をい

ただきました。ありがとうございました。

で、再質問をする分は後ほど申し上げますが、とりあえず 3点につきまして、 一つは

高齢者住宅の関係でありますけれども、これにつきましては、現在、向川原団地に4戸

ありまして、今後も、高齢化社会に向けて十分対応できるように市としても努力をして

まいります、こういう前向きなお答え、考え方をいただきました。これは これで結構で

ございます。ぜひ、この対応できることが一日も早く実現できるよう、特段の御配慮を

お願いしたいと思います。

それから障害者住宅につきましても、同じような ことでございまして、現在、高幡団

地に 5戸、それから向川原団地に 4戸ありまして、今後、各団地建てかえ計画の中にそ

の趣旨を生かしていきたい、こういうふうな御答弁もいただきました。ありがとうござ

います。ぜひ、よろしくお願いしたし、と思います。

最後の母子家庭の関係でありますけれども、これも現在、向川原に 8戸あります。ス

トックの関係について、少し私の考え方と違うわけでありますけれども、特に、 この給

与住宅に住まわれている方が、御主人あるいは奥様の死去によって、すぐにその住宅を

出ていかなきゃならない、こういう状況が出てくる場合があります。あるいは、 夫婦の

離婚によって、御主人が出ていかれて、そのうちに奥さんだけが住む。そうな ってきま

すと、高家賃でとても子供抱えながら、その生活を支えていくことができない、こうい

うふうな場合もあるわけであります。そういった方々を救うためにも、ぜひ、ストック

という本当に限られた戸数の中での、むだなことかもしれませんけれども、そういう 考

え方も、できればこれからの中で生かしていただきたい、こういうふうに思います。

そこで、新築計画と増戸計画を中心に再質問をさせていただきます。ただいまの総務

部長のお答えは、新規増築につきましては、用地買収をすることによって新規の戸数を

ふやしていく、あるいは建てかえをすることによって戸数をふやしていく、こういうお

考えがございました。特に、用地買収につきましては、地価の高騰ということで、とて

も買えるような状態でないとこういったことで、当面は、新規を見合わせて、増戸の中
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で解消していきたい、こ んなふうなお話だ と思います。

そこで、例えば日野市内にあります旧国鉄の用地、いわゆる精算事業団が現在管理し

ている土地があるわけでありますが、こういうも のを購入するとか、あるいは日野市が

現在所持している遊休地、こういったも のを利用するこ とによって、新規の市営住宅の

建設ができないかどうか、この問題について再質問をいたしますO

0議長 (小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 今、再質問の中で国鉄用地と いうことでございますo

現在、市内には4カ所あるわけでございますが、 一定のJR ~こ 、 精算事業団に対しては、

ーの考え方を出しているわけでございます。おのおの 目的を持って払い下げをお願いし

ているところでございますので、その中では市営住宅の建てるという 計画は持っており

ません。

0議長 (小山良悟君) 佐藤洋 。

09番 (佐藤洋二君) もう l度お尋ねいたしますけれども、例えば、東平山の一

の角にあり ます国鉄の木造の平家宿舎、あれは精算事業団との話し合いの中で、日野

が貿収する、 とういうふうに伺っています。目 的は、 学校をつくる というふうに伺って

いるわけであり ますけれども、その辺は定かなんでしょう か、お尋ねしま

O議長 (小山良悟君) 企画財政部氏。

0企画財政部長 (長谷川暢男君) お答えしたい と思います。

現在の構想の状況の中では、将来的に学校建設の用地として買いたいという ことで、

川心似示を しております。現在、区画整理を これか ら進める中で、学校用地は将来的な

計画でございますが、何らか別の多目的という よう な形の中でも、 JRと今、折衝して

いる現状でございます。

以上です。

0議長 (小山良悟君)

09番 (佐藤洋二君)

佐藤洋二君。

八王子市には、 1，276戸の市営住宅があります。青梅市には、 7

36戸の市営住宅があります。 日野市は573戸、立川が318戸なんですね。このう ち、比較

としまして、 人口で見ますと 、たしか八王子は1，276戸で、ダソ トツに多いわけであり

ますけれども 、人口が45万4，000、こう いうことの中で、0.0028%、いわゆる 2%なん

で、すねO 人口比か ら見ますと。 日野の場合は、先ほど申し ました579戸で、すか、ある

で、人口16万ですから、約3.5%になります。確かに、八王子から見れば、 日野市の場

合は恵まれているか もしれません。しかし、青梅市を見ま すと、青梅市は人口が12万な
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んで、すね。したがって、人口比でいきますと 6%、非常に高いわけで、ねO

そういったことを見ますと、今の状況の中では、どうしても市営住宅に入居したいと

いう方が多いわけでありますから、建てかえの中の増戸計画では、なかなか処理ができ

ないというふうに思います。やはり、新規の住宅をつ くるこ とによ って、その要求を満

たしていかなければいけないんじゃないか、こういう ふうに思います。その中で、市の

遊休地があるわけでありますが、それを使用しての新規建設とい うこ とは考えてはおり

ませんか。お願いします。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) ただいまの佐藤議員さんの方から、八王子市及び青梅市の

例が出たわけでございますけれども、 26市の中で、市営住宅を持っておりまして、いつご

ろ建設したかということを見ますと、どこの市もかなり古い時代の建設の戸数でござい

ます。近年、用地を確保して市営住宅を建設するというのは、私、 余 り聞いたことがな

い。それほどなかなか難しい問題であるというふうに考えており ます。市有地につくる

にいたしましても、現在の市が持っている土地とし、し、 ますのは、 当然、、取得する際に、

それぞれの目的を持ちまして取得をした土地でございます。 現在、遊休的にな っている

というのは、その本来の事業計画が事業計画の実施に幾分間があると。その聞の遊休地

というふうに、私ども理解をしております。

それから、これは国も、都道府県、各市町村が今苦慮しておりますのは、先ほど申し

上げましたように、新たに用地買収をして、いわゆーる1種、 2種の住宅をつくって、 低

所得者に住宅供給をするというのは非常に難しくなっているo そこで、先般私申し上げ

ましたけれども、地域特別賃貸住宅というような制度をっくりまして、収入分位の市営

住宅の上位にあるところから、 60前後までこれを施策として行いまして、いわゆる住宅

の供給をする、そういう制度が出てきているわけでございます。

私は、今の時点では、やはりそういう制度を積極的に導入しまして、現在の市営住宅

にお住みの方で、収入超過でありますとか、 あるいは高額所得者になっているというも

のについては、公営住宅の趣旨を十分理解をしていただいて、地域特別賃貸住宅のよう

な所に移行してまいる。それが現在考えられる手ではないか、そのように考えている次

第でございます。

0議長(小山良悟君)

09番(佐藤洋二君)

佐藤洋二君。

現状、困難であるということであれば仕方ありませんけれども、

ぜひ、趣旨を御理解していだきまして、一日も早く新規の建設ができるように、市の御
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努力をお願い申し上げたいと思います。

続きまして、建てかえの関係についての質問をさせていただきたいと思いますが、今、

総務部長の方から、既にこの日野市の基本計画に基づく実施計画によって、向川原、そ

れか ら川原付に新たなといいましょうか、建てかえを完了したと、こういうお話。そし

て、 今後の予定としましては、 高幡団地の昭和36年度に建設しました18戸分、それから

下回団地の同年建設の15戸分を、老朽化が著しい、こういう観点の中で、早急に建てか

えを促進 していきたい。さらには、東光寺の団地、それか ら城祉ケ丘団地も、順次計画

している、 とう いうお話でございま した。

そこで、4点ほどになると思いますが、 再質問をいたします。

まず、城祉ケ丘団地の関係であります。 これは、西平山の一丁目 、佐藤収入役のお

まいのすぐ近 くに建てられており まして、御存じのよう に、 今区画整理が進められてい

る土地の一角にありますo これは、木造平家住宅でありますけれども、 建築年次が昭和

31年でありまして、築35年を経過 しておるわけであります。先ほどもち ょっ と述べまし

たけれども、高幡団地の昭和36年、それから下回の同じ36年から見ますと、5年も経年

をしているわけであり ます。そう いった中で、公営住宅としての償還年数との関係で、

問題が出て こないのかどうか。これについてお噂ねしたいと思います

それから、高幡、 下回団地は、築後の老朽化が著しいということで

しましたけれども、 域社ケ丘団地の老朽化の限度は、どうなのかお尋ねしたし、と思いま

す。

それから、事業実施団地の居住者の生活の保障の関係であ ります。例えば、この

を実施することによって、その住んでおられる住宅からよそに、いわゆる仮住まいをし

なきゃなりません。こ の仮住まいについてどう なるのか。ある いはそのための移転の

用はどうなるのか。あるいは子供さんの通学についても、どうなるのか。向川原、ある

いは川原付の建てかえの例を含めて御説明をいただきたいと思います。

3点目には、建てかえ後の家賃の関係であります。木造の平家ですから、かなり低廉

な家賃だと思いますけれども、新 しいアパー トをつ くる こと によって、 諸設備を備えた

り、ある いは諸般の事情で今の家賃よりも値上がりすると想定します。建てかえ後の家

賃については、何年聞か傾斜的に減額をしていただ くわけにはし、かないものかどうか、

お考えをお示 しいただきたいと思います。

それか ら、建てかえ後の住宅には、 事業実施団地の を優先的に入居させるべ

と考えますが、さきの建てかえの際の例を含めて御説明をしていただきたいと思います。
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以上、再質問いたします。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 再質問にお答えをいたします。

まず第 1点目の、城祉ケ丘の市営住宅の建てかえに際して、起債等の償還がもし残っ

ていれば、そういう問題はないかと、そういう御質問かと思います。この建物につきま

しては、昭和31年に当時七生村が建設したものでございます。戸数が木造20戸でござい

ます。建てかえの基準といたしましては、木造住宅は耐周年数20年。それで建てかえを

する場合には、この20年の 4分の 1以上経過していれば建てかえができるという基準で

ございます。現在、この住宅に起債もまだ償還で残っているかどうか、ちょ っとわかり

ませんが、これは建てかえをすることによって、もしあれば、繰り上げ償還をすれば済

むわけで、その辺の起債の問題、それからそのほかの基準等には抵触しないという こと

でございますo

ただ、これは先ほど申し上げましたけれども、 2点目に、この城祉ケ丘住宅の老朽化

の度合いはどうかということをお話がございましたけれども、これは何しろ、 31年につ

くって現在まで、補修等はしてまいっているわけでございますけれども、老朽化はかな

りここは進んでいるいうふうに見ております。

ただ、区画整理を予定をしておりまして、その周辺の街区なり道路なり、地形なり、

場合によっては地形、いわゆる高さ等も変わってくるわけでございますので、その区画

整理の進捗を見ながら、建てかえをするということになるのではないかというふうに考

えております。

それから、建てかえをしたときに、建てかえ前に住んでいた人を他の所に仮住居を市

があっせんをし、住んでいてもらうわけでございますが、当然のことながら、かなり老

朽化が進んだ住宅から近代的な住宅に生まれ変わるわけでございますから、家賃もそれ

なりに上がってまいります。その辺の処置といたしまして、制度的には、 5年以内に、

5年間の傾斜をつけまして一部減額をして、正規な家賃にするとし、ぅ、そういう制度で

ございます。簡単に申し上げますと、いわゆる家賃の減額措置をするということでござ

います。 1年以内が、減額率が65%、 1年から 2年以内が50%、2年から 3年以内が35

%、 3年から 4年以内が50%、4年から 5年以内が10%。それを超えますと、もちろん

正規な家賃になるということで、こういう措置がとられている。当然のことでございま

すが、現在、日野市で建てかえ計画を進めておりますところの家賃につきましては、 こ

の制度を取り入れて対応しているということでございます。
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それから、 4点目は、新しく建てかえが済んだときに、その新しい住宅にそこに住ん

でし、た、入居 していた居住者を優先入居させるべきだということでございますが、これ

は当然、のことでございまして、本人がほかに転居という意思がない限りは、建てかえを

した新しい市営住宅に戻る、そういうことでございますO

以上でございますO

0議長 (小山良悟君) 佐藤

09番(佐藤洋二君) 御回答をいただ きましてあ りがとうございました。

1点、回答漏れがあるような気がするんですが、事業実施団地のいわゆる居住者の

活保障、 これが漏れていたような気がしますが、 し、かがでしょ うか。

0議長 (小山良悟君) 総務部

0総務部長 (前田雅夫君) 失礼しました。

然、今住んでいた方が、仮住居と いうことで日野市の場合には、いわゆる代替のあ

る市営住宅、新たに代替の市営住宅をっ くりまして、そこに仮入居をしてもらうという

」とでございますが、その場合には、やはり制度がございまして、いろいろ移転費等に

かかる経費がかかるわけでございます。例えば、高幡団地が今年度川原付の方に移転を

すると いうことで今進めておりますけれど 」の移転費、その他助成費が36万円と し

うような金額で ございまして、その辺のいわゆる移転にかかる費用等については、市の

で補償 しているという ことでございます。

それか ら、家賃につきましては、現行家賃ということでございま

それから、あとは何か学校の問題が出ま したけれども、 この学校等につき ましては、

その仮移転をした所の仮移転の期間でありますとか、 それか らあと、いわゆる旧と新で

どの程度変わ ったかと いうことで、この辺は教育祭

考えていただいていると いうことでございます。

0議長 (小山良悟君) 佐藤洋二君

09番(佐藤洋二君) もう 1点だけ再質問させていただきますけれども、今、総務部

の方でケース ・バイ ・ケースで

後の方に、家賃は現行、というような言い方されました。前段の質問の中で、傾斜

的に減額してほしい中で、それぞれ年次ごとの減額率が示されたんですが、それとはど

ういうかかわりがあるんでしょうか。お願し、し、たします。

0議長 (小山良悟君) 総務部，p<"O

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

例えば、現在、 高幡団地の木造及び簡易耐火平家建て、通称簡平と称しておりまヲ O
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この建物につきましては、現行家賃3，700円でございますo で、仮住居に移りましても、

仮住居に入っている期間は3，700円で入居ができる、そういう意味でございます。それ

から、仮に今度は、高幡団地の新しい建物ができ上がったということで、この仮住居に

入ってきた人が戻った場合の家賃が、当然、高くなるわけでございます。その高くなる

家賃については、最高65%の減額から徐々に減額率を減らしている、そういう意味のも

のでございますo

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) わかりました。ありがとうございました。

最後に市長の方から、市営住宅に関します考え方を出していただきまして、私の質問

を終わりたいと思います。お願いします。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 近年、人口急増期が鎮静いたしました。学校等の公共施設に

も余裕ができてまいりました。そこで、日野市の一般的な考え方といたしましては、公

営住宅をふやすことによって、人口がふえても大丈夫だという判断に立ちました。そこ

で、今住宅政策を行っている、というふうに申し上げております。その住宅政策という

のは、市営住宅は到底、住宅政策を担保し得ない。むしろ積極的に都営住宅、あるいは

都市整備公団住宅、これらを積極的にある意味では用地も提供して、増戸を図ろう、あ

るいは建てかえによって、ある程度の増戸を維持しよう、こういう政策であります。今、

都営住宅にも建てかえに、協議に応じながらそういう誘導をやっておるわけであります。

5，000平米以上の譲渡物件があれば、都営住宅は積極的にそれをまた買い取って、そ し

て東京都の住宅政策として、非常に大きな抽選当時等の約束があるわけでありまして、

そういうことも日野市では、今 2件ほど進んでおる例があります。

本来、公営住宅が建てかえによって環境整備を行う場合、 2割ないし 3割程度の増戸

というのが一応の原則でありますけれど、場所によってはそれ以上に維持するものもあ

るわけでありまして、日野市としては、今後の住宅政策は、今言いましたように、都営

住宅の誘致、あるいは建てかえ増戸、それから公団住宅のまた同様な建てかえ増戸によっ

て、住宅の確保を図っていきたい。また、その住宅政策の中には、これは民間のものは

その限りでないわけでありますけれど、公営住宅に関しては、分譲住宅ではなくて、 賃

貸住宅をつくってもらうということを原則としております。

市営住宅の微々たる戸数でありますから、住宅政策に大きく寄与できないこういう事

情に対しましては、これから生産緑地法等によりますところの農地の宅地化、その際に

ハUつru
F
h
u
 

は、代営市営住宅という考え方を取り入れて、そして農家がお建てになる集合住宅等に

一定の事前の協議による指導も行わさせていただき、資金のあっせんでありますとか、

そういう建て上がったものを借り上げるということによって、いわゆる代用市営住宅、

市が直接公営住宅を通して建てるもののかわりになる、そういう政策を進んで取り入れ

ていこう、 こういう ことを考えております。また、その一歩を既に発足をさせておると

いう ことであります。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) ありがとうございました。

頭も申し上げましたが、この一般質問の趣旨は、 92年度の日野市に対します社会党

と市民連合の予算要求の一つでありますこの考え方が、 一日も早 く実現できるよう に市

側の御努力をお願いしまして、私の一般質問を終わり ます。

どうもありがとう ございましTこ。

0議長(小山良悟君) これをも って20の1、市営住宅の増戸計画および建替計画につ

いて問うの質問を終わります。

一般質問21の 1、子ども達がのびやかに水と親 しむためにプール授業の充実を !の通

告質問者、執印真智子君の質問を許 します。

(2番議員登壇〕

02番(執印真智子君) それでは議長のお許 しを得ましたので、子ども逮がのびやか

に水と親しむためにプール授業の充実を!質問させていただきます。

時は冬でございますので、 プールについての質問というのは、い ささ か季節外れの感

がするかも しれませんけれども、 予算を立てる時期ですし、また、来年度、それぞれの

必校で検討 していただくためには、 早目の提案がよろしいかと考えましたので、あえて

この時期に質問させていただくことにしました。

現在、小中学校では、体育の時間にさまざまなスポーツが指導されています。駆けっ

こから始まり、縄飛び、 ドッジポール、ソフトポールなどその種類は多岐にわたる と思

います。それらのすべてが、健康な心と体をつ くる ことが目的だと思いますし、そう いっ

た時間を通 しまして敏捷性が養われたり、 集団性が培われたりしていく でしょう カ内

どれも重要な時間だと考えます。

しかし、どの時間にも増 してプールの授業が重要なのは、水泳がし、ざと いうとき、

分自身の命を守る手段になる、という 点だと思います。

この日野市では、昭和28年に一番最初のプールが第一小学校につくられたと伺ってい

守
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ますo 今では、市内のどの小学校、中学校にもプールがあり、小学校で25メートル、中

学校で50メートルは泳げるようにとの指導がされております。水が好きな子もいれば、

嫌いな子もいるでしょうから、先生方の御苦労も大変なものだと思います。恐らく、他

の体育の授業よりも、緊張感が強いのではないでしょうか。

ことしの 3月には、教職員組合から、 2学級以下の学年のプール指導時に、体育講師

の配置を求める請願が出されています。近年の小規模校化により、 1学年 1クラス、ま

たは 2クラスの学年がふえ、授業の指導に目が行き届かず、不安ということのようです。

また 9月には、平山台小学校の父母より、同じものの陳情が出されていますo

私は文教委員会に所属しておりますが、文教委員会でもさまざま審議を重ねておりま

すが、仲田小学校の見学もさせていただきました。仲田小学校は、 5年生という分別の

出てくる年齢でもありましたし、 2クラス合わせても45名ほどでしたので、見学してい

る限りでは、 2クラス 2人の先生でプールの授業が危険という印象ではありませんでし

たけれども、これが小学校 1年生、 2年生の低学年だったり、同じ 2クラスといっても、

70名近い児童がし、る所では、やはり教える先生にも不安があるだろうと感じました。ま

た、 2人の先生では児童一人ひとりに丁寧にプールの指導をするということは望めない

のではないかと思います。

そんな状況の中で、親の中には、プール授業についていけない我が子のために、 スイ

ミングスクールに通わせるということにもなってまいりますo このような東京のプール

指導の現状を話してみましたところ、大阪で教員をしている方は、小人数の教員でプー

ル指導するのは、大変恐ろしい、というふうにおっしゃっていました。いざというとき

に命を守る手段になる水泳の授業で、万が一の場合があってはいけません。プール講師

の配置について、現在のところどのようにお考えか、現在のプール授業の実情全般につ

いても含めて、まず 1点目としてお伺いしたいと思います。

2点目といたしましては、着衣泳、洋服を着たままで泳いでみるプール授業について

お尋ねいたします。

これまでのプール授業といいますのは、だれでもが泳げるようになるという点で、 評

価できると思います。今の子供たちの親の世代、つまり、私の世代では、育った地域に

よりまして、近くに川がなかったり、また、各学校にプールがあるという状況でなかっ

たために、残念ながら泳げないという人が割にいます。プールがある学校で育った子供

たちは、本当に恵まれていると感じますが、さらに親として望むことは、いざというと

きに命を守れるための教育を、プール授業にも取り入れていただきたいということです。
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運河が多いオランダでは、万が一落ちた場合で、も、慌てず対処できるようにとい うこ

とで、洋服を着たまま飛び込んでみるとい う授業があると聞きました。川や海の多い日

本でも、そんな時間が必要ではないかと感じておりましたが、今の日本の教育の仕組み

には、なじまないのかも しれないと思っており ました。

ところが、 「暮ら しの手帖」と いう本がありますけれども、91年の 6月、 7月号に、

洋服を着たまま泳ぐ着衣泳が、日本の小学校でも授業に取り入れられているということ

が紹介されていました。千葉県の船橋市、薬円台小学校と静岡県静岡市のある小学校で、

昨年あたりか ら始めてい るそうです。

両方の小学校に聞き合わせをしてみましたと ころ、船橋市の薬円台小学校は、昨年か

ら行っているんだそうですが、他府県で実施しているのを聞いて、始めてみたという こ

とでした。始めましたき っかけは、事故に対する子供の反応が鈍いのを先生方が危倶し

て、ということ のようですo 昨年行っ た対象の学年は5年生で、 5クラス一緒に行った

そう です。そして、なぜ 5年生を選んだかと し、し、ますと、4年生ではちょ っと時期が早

過ぎる、また、たまたま 6年生は、指導する側が準備不足だったということです。実施

された先生方の感想としては、 3年生 くらいか ら段階を踏んで着るものを少しずつふや

していく というようなや り方をとりなが ら、進めていくのが理想的ではなし、かというこ

とでした。こ の薬円台小学校の児童の皆さ んの感想、は、 想像していたよ り砦ているもの

が重 くな った、 ということで、保護者の方たちにも大変好評で、来年も実施する予定だ

というふうにおっしゃっており ました。

それから、静岡県の小学校は、 ことしで 2年目だそうです。こちらの小学校がこの

衣泳を始めたき っかけと し、し、 ますのは、 夏に若い人たちが着衣のまま水死する ことをよ

く聞くので、というお返事でした。昨年は6年生、そしてことしは 5年生で笑施したそ

うです。こちらの小学校は、 着衣泳よりも泳カをつけさせてほしい という保護者の方が

一部にいらっしゃったようですけれども、 この学校の先生のお話ですと、着衣泳を実施

したク ラスの方が、 泳カがついたようだ、 とおっしゃっ ていました。そしてまた、この

着衣治くをやったから、災害時に安心と思われては困る。ふだんから災害には遭わない よ

うに十分注意するこ とを教えた上での訓練でなくてはならない、とい うふうにおっ しゃ っ

てい ました。

また、両方の学校で実施に当たりまして、問題にな るところが、 プールの水が汚れる

ということ のよう ですけれども、両校とも換水前ですとか、プール納めの前に実行 して

みたということでした。
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水でおぼれる人の事故というのは、夏になるとよく聞きますけれども、平成 2年の警

察白書によりますと、平成元年の 1年間、水の事故で亡くなった人、これは行方不明者

も含むようですけれども、全国で1，555人いらっしゃるそうです。どういうところで水

死したかということにつきましては、海が44%、河川が28%、用水掘が14%、湖、沼、

池などが合わせて 8%、プールは 2%、そしてその他が 4%となっています。やはり海

でおぼれる方が多いわけですけれども、日野市に大変多くあります川、それから用水堀

など合わせますと、実に42%がこういったところで水死をされているということがわか

りました。何をしていたときにそういう事故に遭ったかとし、し、ますと、魚捕り、釣りと

いうのが22%、通行中21%、それから水泳中が16%、水遊びのときが 7%、陸上競技中

が6%、作業中が 6%、その他水難救助中、ボート遊び、などと なっています。水の事

故に遭われる方というのは、水泳中だとか、水遊びのときが多い、というふうに私たち

はイメージをして見ておりますけれども、実際には、そんなつもりじゃなくて水に落ち

て、不幸なことに亡くなられるという方が多いということかと思います。

埼玉大学では、教育学部の学生さんの実習として、この着衣泳を行っているそう ですo

朝日新聞の記者の方がこれに参加してみたところ、とにかく洋服が重 くなる。1.4キロ

グラムあったものが2.8キログラムになっていたそうです。 冬にオーバーなど着たまま

落ちてしまった場合を想定すると、 12キログラムにもなるのだそうです。こちらの埼玉

大学の教育学部の野沢助教授によりますと、学校やスイミングスクールで教えている水

泳は、すべて競泳の形になっている。しかし、長く浮いているためには、顔を上げたま

まちょこちょこと泳ぐ平泳ぎや、腕を上げない背泳など、学校では悪いと教えられてい

る泳ぎ方の方がむしろよく、こういう泳法も正しいのだというととも教えるべきだ、と

おっしゃっているそうです。

この着衣泳を提案するに当たりましては、私もその着衣泳の授業の中で、万が一にも

事故があっては大変だと思いまして、静岡市の小学校の先生のお話をヒ γ トに、日野の

消防署の高幡出張所へ伺ってみました。消防署には水難救助隊というのがあるそうで、

学校から要請があれば、そこがお手伝いに行きますとのことでした。そしてまた、 日野

市としての特性、川や用水路が多い面から見ても、それは必要なことですね、ともおっ

しゃっていました。夏になると、川に行かないように、と注意、が学校から来ますけれど

も、禁止をするのではなくて、どういうことが危険なのか、万が一のときにはどうした

らいし、かを教えることが、大切な教育だとも考えます。学校では、交通安全のための時

間というのもありますし、着衣泳も、川や用水路が多い日野市特有の安全教育の一環と
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して取り入れていく必要があると考えます。

さて、いろいろ気にしてアンテナを張っておりましたところ、この日野市内でもこと

し、 この着衣泳を実施した学校があるという情報を得ました。拍手を送りたい気持ちで

いろいろお尋ねをいたしました。第三中学校の 2年生の男子の授業だったそうですけれ

ども、 生徒も先生も、 大変よかったという感想を抱いていらっしゃるようです。これを

3年生に も広げてい きたいという 話も出ているそうです。ぜひ、この試みを日野市内の

小中学校に広げていただきたいと思います。 日野市には、全国に例がありませんでした

が、 図書館に司書の補助の指導員とい うのでしょうか、 つけたという実績もございます。

着衣泳についても、 各学校で前向きに取 り入れていただけるように教育委員会として働

きかけをお願いしたいと考えますが、いかがでしょう か。

以上、よろ しくお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) ただいまの質問の件についてお答えをしたいと思いま

す。

小学校におきましては、水遊びを中心と して、水になれ親しむと いうことの段階を経

まして、クロ ール、さらに平泳ぎの技能を身につけて泳ぐことができるようにすること

がねらいで、水泳を体育の授業としてやっております。その学習は、各人が自 己の能力

に応 じた課題を持ち、水泳、 プールの決ま りや、水泳の心得を守って、安全に泳ぐこと

ができるこ とを目当てに行われております。ま た、だれとでも仲良く協力し合い、楽し

く学習できるように指導 してい るところでもあ ります。水泳指導は主として体育の教科

で行われているわけでございますが、 その学習内容は、 基準として学習指導要領に定め

られて ございます。

また、 着衣の件でございますが、服を着たまま泳いでみる指導についてですが、 この

点については、学習指導要領には水泳の内容として特に定められてはございません O し

かし、 学校の実態に基づいて、学校が必要であると判断すれば、指導することが可能で

あると いうふ うに考えられております。

本来、教育計画の概要は、教育関係の届け出として年度初めに教育委員会に届けられ

ていますo さらに、 詳細な指導計画の作成並びに指導は、学校長の権限にゆだねられて

おります。 したがって、御指摘の点について、 学校長の判断で、で、きるわけでございます。

今御紹介がありました三中のほかにも、小学校でも着衣の水泳を行ってい る所がござい

ます。仲田小の 6年生でございますけれども、これは平成の 2年9月17日に行いました。
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ふだんの服装で、靴も履いたままで水に入り、潜ったり、クロール、平泳ぎで10メート

ルぐらい泳くやとか、また、水中で靴を脱ぐとか、平泳ぎで10メートルぐらい泳ぐ、また

は泳カに応じては、二、三分浮きながら立ち泳ぎと申しますか、それをしながら声を出

す。助けてくれという声を出すとか、それからまた、足から飛び込んで、潜らないよう

に、要するに顔を出して泳ぐといいますか、また、水中で、プールの中でシャツやズボ

ンを脱いでいく、こういうような訓練もやった経緯がございますo このようなことから、

この成果について、各学校の体育の主任会で検討していき、対応を考えたいというふう

に考えておるところでございます。

それから、 2学級以下の学校での請願ゃなにかを受けての対応としてどういうふうな

考えを持っているかということでございますが、小学校が特になんですが、小規模化に

伴います教員の減少、多様な教育活動の必要性等の学校経営上の課題が起きております。

この課題に対しては、校長会からの提言をもとに、当面、単学級を中心にして対策をし

たいという考えで、今回の予算の上でも予算措置をお願いしているところでございます。

O議長(小山良悟君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) ありがとうございました。

着衣泳の件につきましては、体育の主任会で検討して、来年度すべての学校と行かな

くても、できる学校から広げていきたいというふうに理解してよろしいでし ょうか。 一

ーありがとうございました。

大変前向きな回答をいただきましたので、ほかに申し上げることはないんですけれど

も、水に落ちたときにまず第 1に大切なことというのは、慌てないことo そのためには、

洋服のままだと、水の中でどんなふうになるか知っておくことだそうです。 r知ってい

るのと知らないのとでは、いざというとき、体の動かし方、気の持ち方も大変大きく違っ

てくる」というふうに「暮らしの手帖Jの中にも書かれていたんですけれども、ぜひ、

これが御回答だけではなくて、来年度、多くの小学校、中学校で実施されるように、ぜ

ひ働きかけの方をよろしくお願いしたいと思います。

それから、単学級の講師配置の件ですけれども、今のところ、予算措置を考えていた

だいているということですので、ぜひ、私たちも、子供たちの命を守るという視点で審

議をさせていただきたいというふうに考えておりますが、しかし、このプール講師の配

置というのは、暫定的な措置といいますか、本来であれば、夏の時期ですとか、そのと

きだけというのではなくて、やはり小規模校化の問題も出てきておりますので、専科講

師の先生をふやすということも、東京都ですとか、文部省に対して働きかけをしていか
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なければいけないのではないかと思いますが、そのあたりのところはどのよ うに今のと

ころ進んでおりますか、お答えをお願いし、たします。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 専科教員の増員という件でございます。小学校には現

在、13学級以下の学校には 2名、 14学級以上の学校には 3名の専科教員が配置されてお

ります。東京都教育委員会にも、 その増加を目指して予算要求をしているというふ うに

伺っておりますO また、 教育長会からも同様の要望が出されております。この問題につ

きましては、今後と も努力をしてい きたいというふう に考えております。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) どう もあ りがとうございました。

それでは、ぜひ、 今、子供たちが減ってきてお りますので、 子供が減ってきたので、

教育の予算も減らすと いうことではなくて、 減ってきたからこそ、 今までできなかった

ゆとりのある教育を進めていく ようにという ことを強くお願いをいたします。

それでは最後に市長の方に、今、教育委員会の方か らも、 学校教育部長 さんの方か

も、 着衣泳の件でも、 前向きに進めていく という御回答をいただいたところなんですけ

れども、 市長のお考えをお尋ねしたいと思います。

現在、経済効率優先の社会の中から、ごみですとかリサイクルの問題も含めて環境に

ついて大変関心が高まってま いりまして、物の命ですとか、人の命を大切にすると いう

ことが取りざたされております。これから先、この日野市の教育といし、し、ますの

部省が決めたものですとか、指導要領に沿ったものという ことではなくて、そうい った

視点をどんどん取り入れて、地域に教育委員会がある ことの意義が、大勢の父親、そし

て母親にわかるように進められてい くことが大事だと思います。

それか らまた、先日 、テレビで、PKO法案の強行採決というのを見させていただき

ましたが、ああいったものの決め方をしようとする国で、私たちは、プール指導の中で、

子供たちがのびやかに水になれ親しんで、そしてのびやかに育っていってほしいと思う

わけですけれども、本当にそ うやってのびやかに育った子供たちが、幸せに生きていけ

るんだろうかと いうこ とを、私は母親としてテレビを見ながら、とても強く感じたもの

ですから、ぜひ、市長のお考えをお尋ねしたいと思いますo

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 学校指導要領に生活課と いう新しい教科が導入さ れると いう

ことを、我々も承知 しておるわけでありま して、生活課という教科はとりもなおさず
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いろいろな体験学習を、いわゆる体験させることにあるだろうというふうに思っており

ます。したがって、画一的な教科の羅列という一応の原則はあるかもしれませんが、そ

れにまた地域性、あるいは発想性を豊かにして、いろいろな施策が試みられる。そして

子供たちにいろいろな体験をその学齢に応じて経験をさせながら、豊かな人間性を育て

ていくということが、教育目標でなければならないということを、日ごろ感じておりま

すO

したがいまして、御指摘の何泳と言いましたか・…ー(i着衣泳Jと呼ぶ者あり)着衣

泳。確かに、自分の身を守るというためにも、経験をしておくべき一つの手段だという

ふうにも考えられますし、水泳の目的は、単なる水になれるとか浮くとかし、うこともあ

るだろうと思いますけれど、そういう要素も加えられてよろしいんではないか、こう思

いますので、教育委員会の取り組みにそういう発想、を取り入れられるよう期待をしてお

きたい、こう思っております。

それから、子供の教育、学習経験、いろいろなことがあるわけでありますが、日 ごろ

私どもが、今日の教育の、まことに残念な言葉でありますが、荒廃という 言葉が使われ

てまいりました。ある機会には、先生自身が教育の荒廃ということを言葉にされる状況

を聞きましたので、それは一体、どういう意味ですか。そういうことがないということ

を断定するのが先生のお立場であって、荒廃の状況を認めるということは、先生の立場

にあってはならないことではないですか、というふうなことを、少しきつく 言ったこと

があります。

憲法のいろいろな日本の定めがあるわけでありますから、その憲法を大事にする。 憲

法に国民が積極的に守っていこうという姿勢こそ、いつのことにも大切なだろうと思っ

ておりますし、そのことに対する若干政治のあれですね、憲法に対するいろいろな揺れ

があるわけでありまして、とりわけ11条にありますような、国民こぞって不戦の誓いを

した。軍隊を持たない決意、をした。そういうことは、海外でもよく広く承知されている

はずでありますから、また、かつて侵略という手段によって、多くの国に大変な迷惑を

かけたということもあるわけでありますから、慎重なことが国民の合意のために努力さ

れるという姿こそ大切だと思っております。 PKO法案、国連安全維持協力法案、これ

らにつきましても、国連がなるべく理解される形で政治が動いていくように我々も期待

したい、こう考えております。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) どうもありがとうございました。
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私たち母親は、父親もそうだと思いますけれども、子供たちがにこにこと笑って、の

びやかに生きていってくれることを望んでいます。それは日本に住む私たちだけではな

くて、どこの国の親も 同じだと思います。

今、市長のお話の中にもありましたけれども、憲法を大切にしていくということで、

私は憲法第 9条というのは、第 2次世界大戦の後、世界中の国々が、自分たちの引き起

こした戦争を深く反省 して、それをつ くり上げていった条文だというふうに考えていま

すO 日本人はそれを守り抜いていく 義務があるのではないかと思います。世界中の子供

たちがのびやかに生きられるように、 日本が担わなければならない平和の貢献の道とい

うのは、自衛隊を海外に送ることではなくて、別にあるというふうに思います。それは、

第2次世界大戦で侵略を し、 多大な犠牲を強いたア ジア諸国に対し、きちんと謝罪をし、

補償を行い、 さら に、 今緊急の課題である地球環境の保全や、南北格差解決のための非

軍事協力を積極的に進めていく ことだと考えます。

のびやかなプール指導を子供たちに進めてほしい、このことを考えていき ましたとき

に、平和の問題をなくして語れないことだ、というふうに考えました。世界中の子供た

ちののびやかな成長を願って、 この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって21の 1、子ど も達がのびやかに水と親 しむために

プール授業の充実を !の質問を終わります。

お諮り いたし ます。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、 これに御異

議あ りませんo

[ i異議なし」 と呼ぶ者あ り〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前11時42分休憩

午後 1時16分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問22の 1、小・中学生の補助教材費等の父・ 母負担の無償化をめざしての通告質

問者、宮沢清子君の質問を許します。

[12番議員登壇〕

012番(宮沢清子君) 小・中学生の補助教材費等の父・母負担の無償化をめざしてと

題 しまして一般質問をさせていただきます。

母親の立場として保護者の声を聞き、市民の皆さんに直結した施策として、 生活者の

視点から義務教育期間中の学校教育費の補助教材についてお伺いいたしますo
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質問の第 1点目といたしまして、補助教材の教育上の必要性についてでありますが、

教育基本法第21条 2項には、 「有益、適切なものは、これを使用することができる」と

あります。また、教材の使用根拠については、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第33条 2項では、 「教育委員は、学校における教科書以外の教材の使用について、あ

らかじめ教育委員会に届け出をさせ、または承認を受けさせることとする定めを設ける

ものとする」とあります。この二つの法律に基づいて、日野市公立学校の管理運営に関

する規則第15条、教材の使用については「学校は、有益、適切と認められる教科書以外

の図書、その他の教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする」とあります。ま

た、第16条では、教材の選定について「学校は、教材を使用する場合、第11条により編

成する教育課程に遵守し、かっ、次の各号の要件を備えるものとする。①内容が正確で、

中正であること。②学習の進路に即応していること。③表現が正確、適切であること。

2. 現行の規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮

しなければならない」とあります。続いて第17条では、承認または届け出を要する教材

について、 「使用開始30日前までに委員会の承認を求めること。継続使用する場合も、

14日前までに委員会に届け出なければならないJともあります。

以上の法律及び規則で規定する補助教材の必要性と教育上の有益性についてお伺いい

たします。

さらに、補助教材購入までの流れについて教えていただきたいと思います。

現在、日野市立小学校20校、中学校8校で補助教材として使用されている実態は、私

の試算ですが、平成2年度で小学校が5，007万6，000円、中学校が5，901万5，000円と、 合

計 1億909万1，000円余りとなっております。教科の主たる教材としての教科書の補充に

使用される補助教材が、高額となっておりますo ちなみに無償の教科書と比較してみま

すと、正規の教科書を100とした場合、小学校が21%上がっております。中学校では、

正規の教科書よりも高く、 118%にもなっております。つまり、小学校の正規の教科

代が、平成 3年 3月時点ではありますけれども、 2，378万4，000円に対して、 5，007万6，0

00円であります。中学校では、正規の教科書が2，787万7，000円に対して、補助教材が5，

901万5，000円と、教科書よりもはるかに多く父母から拠出されております。教科書の無

償配布より、補助教材費の負担の方が多くなっておりますが、教育委員会としてこの実

態について、どのような御見解をお持ちでしょうか、お伺いをいたしますo

また、父母負担の軽減の是正を図っていただきたいと思いますが、そのお考えについ

てもお尋ねをしたいと思います。
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質問の第 3点目といたしまして、補助教材以外の父母負担についてお尋ねをいたしま

す。

補助教材以外にも、学用品、通学用品、学校給食費、林間学校、移動教室、遠足代、

卒業アルバム代、クラブ活動費、 PTA会費等の多数になっております。この中で、個

人に還元されるものも幾っかございますが、父母負担は過重となっております。

例として、日野第三中学校の 1年生から 3年生までの父母負担について学校か らのプ

リントを保護者よりいただきましたものをもとにして、参考までに紹介してみたいと思

います。教材費、 1年生 1万3，000円。 2年生女子8，555円、男子 1万2，440円。 3年生

の女子 3万1，010円、男子 3万8，810円です。 1年生は、夢科と白樺湖方面への移動教室

として 3万1，000円、 2年生は遠足代として、都内見学をされておりますが、 1万円前

後です。 3年生の京都、 奈良への修学旅行 4万4，625円。このうち、市の補助が 1万1，0

00円負担されております。父母負担 3万4，000円です。部活動費が、本部費500円、同々

500円で、計年間6，500円。給食費が 1年間で4万700円。卒業アルバムと記念品が8，932

円O その他PTA会費等々ともろもろの費用がございますO 新 1年生は 1年間で 9万1，

200円。 2年生で、女子が 6万5，755円、男子が 6万9，640円。 3年生の女子では、 11万1，

835円、男子は12万10円とな っておりますo

教育費の父母負担解消問題については、教育委員会と いたしましても、真剣に取り組

んでくださり、増額に努めてくださ っておる こと も理解をいたすと ころでございますが、

平成4年度の予算編成に当たりまして、特段の御配慮をお願いした・く、質問をいたして

おりますo

第 4点目の質問といたしまして、移動教室と修学旅行への補助金の増額についてお伺

いいたしますo

中学 3年生の修学旅行は、京都、奈良方面を中心にして、各学校で実施をされており

ますが、修学旅行のねらいとして 1.古都の見学を通して歴史への関心を深める。 2.

班行動を通して、規律と礼儀を体得する。 3. 学年、学級づくりの場とするとともに、

中学校生活のよき思い出をつくる、と、生徒たちにとっては、 -大きな楽しみにしている

修学旅行でありますが、父母の負担は、年々増加して きております。今年度の最高が

生中学校では 6万7，161円、 ニ中では 6万3，771円、 三沢中が 5万4，000円、 平山中が5

万1，490円、大坂上中が 5万1，319円、一中が 4万5，956円、 三中が 4万4，625円、四中が

4万4，175円です。各学校のかかる負担に対しての御紹介をさせていただきましたが、

このほかに、お小遣い等も自己負担となっておりますo これは当然でございます。 この
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うち、市の補助が 1万1，000円ありますが、諸物価の高騰を初め、交通費の運賃値上げ

等もなされている状況ですので、ぜひ、補助金の増額をお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか、お伺いをいたします。

また、移動教室につきましでも、補助金の復活をさせていただきたくお伺いた しますO

当初、日野市の林間施設として市立小中学校児童生徒を対象に、 夏季休業中、林間学

校を開設しておりました。旧日野第一中学校が鉄筋化された際、 この特別教室が山梨県

北巨摩郡白根町の清里へ移築され、市内の小中学校の林間施設として活用されました。

現在、老朽化に伴い、改築もされようとしております。私も一度訪ねたことがあり ます

が、四方を山々に囲まれ、八ヶ岳、駒ヶ岳、遠くには富士山などが一望に見渡せる所で

す。四季折々の草花や、高山植物が咲き、虫や鳥の声も聞こえました。こう した景勝地

にありましたが、施設の部屋数が少なく、収容数は70名という状況ですか ら、林間施設

として活用するのには、手狭なようでございました。学校単位の中で班別に区切っ て参

加をさせており、同じ学校の中で、学校行事として何日もかけて実施をされ、 不都合が

生じてまいりました。建物の老朽化等も重なり、いろいろな背景の中で中止にな ったと

聞き及んでおります。そして、林間施設が発展的に解消して、移動教室へと移行さ れ、

現在に及んでいるようで、す。移動教室へと移行された中で、補助金も計上きれなくなり

ました。現在の社会状況を考慮していただき、ぜひ補助金を復活させていただきたい U

の要望が多数ございますo この点についてのお考えをお伺いしたいと思いますo

次に、日野第三中学校の校庭改修についてお伺いいたします。

第三中学校は、平成2年11月17日、創立20周年行事が催されました。私も御案内をい

ただきましたので、出席をさせていただきました。高幡台、百草の大規模団地を主な学

区として、周辺地域の児童生徒が通学をしております。緑の樹木に固まれた校舎と校庭

は、自然との調和がとれて見事です。これほど四季のすばらしさを感じ取れるのも、 誇

りの一つだと思います。校歌の一節に「風薫る緑の子に、そそり立つ学舎の園Jとあり

ますが、児童生徒を初め、教職員も父母も、誇りとする学校です。

20周年記念の際に、記念誌と下敷きをいただきました。 三中の全景を航空写真で撮影

したものが描かれております。この下敷きに写っている校庭は、数カ所に大きなひび割

れが入っているように感じ取れる箇所がありました。素朴な疑問を持ちつつ、帰宅の途

中に校庭を見てみました。土地自体と、構造上の造成の問題と、校舎への影響と安全性

を再チェックして、校庭の改修の必要があるのではないかと懸念いたしました。校庭に

いた何人かの方々も、異口同音に申していました。西校舎側の校庭差もあり、地形的に
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急勾配のため、雨が降りますと雨水が勢いよく流れて、その流れで表面がだんだんと削

られているように感 じられます。周囲から見て、森林の斜面ですり鉢状の形になって見

えます。正門か ら入って職員の方々 の玄関の前を通 り階段を上がっていった所に、排水

口が1カ所見当たりま した。この排水口はとても貧弱なもののように見え、しかも、雨

水が浸透する上部にあり ますo だから浸透すれば、排水口の下を抜けて校庭に出てしま

うのではないのかなあ、とい うふ うに感じました。また、 9月の台風のときの よう に、

豪雨や梅雨時の長雨が続 くときな ど、 雨水や伏流水が一挙に校庭に流れてしまうのでは

ないでしょう か。こ の排水 口は 1カ所しか設置されておりま せんO 近く にいた生徒に も

状況を聞いてみましたが、雨のときは通路に溢れ出て、 通行できな くなるときもある ん

だよ、と、このような現状をおっしゃ ってくださ いましたが、この こと に関しましてお

教育委員会でも把掘をしていらっしゃると思いますが、対策について何かお考えになっ

ていらっしゃいますでしょう か、お伺いをいたします。

さらには、 三中の台風による がけ崩れ対策についてお伺し、し、たしますO

ことしの秋は、台風が多く、特に 9月19日の台風19号は、日野市内でも大雨の被害が

あちらこちらで発生 しました。当 日は、対策本部も設置されました。私も、 百草と三沢

の現場に駆けつけて、被害状況を見て、市当局への対応もお願いをいたしたと ころでご

ざいます。水路清流謀、土木謀、管理課の方々を初め、関係者の皆さ んが、我が身も し

とわず、ずぶぬれになって現場の復旧作業に大変な御苦労をしてくださいました。私も 、

できる限りのお手伝いをさせていただき ました。 一段落して帰宅をしてみますと、地域

の方々の知らせで、三中のがけ崩れのことも聞き、びっく りしました。早速、現場へ

行いたしました。森林からの土砂崩れでありましたが、10月20日から24日までの聞に補

修工事が実施され、現在、外観上、 がけ崩れで落ちる箇所だけに、板と杭で土どめをし

て、 青色のビニールシー トを被せた状態で、すが、部分的に押さ えて、 周囲は何もしてな

いような状況ですが、応急的な手だてだと思いますが、今後の対応についてお伺いをい

たします。

後に、校舎の雨漏 りの補修についての対応もお伺いいたします。

校舎北側の壁面のひび割れが著しく、更衣室や教材室等に雨水が浸透して、校舎の接

ム部分の雨漏りによる破損ではないかと聞いてお りますが、よりよい学習環境を整えて

いただきたい要請を受けましたので、質問をさせていただきました。

以上の点について、御答弁のほどよろし くお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。
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0学校教育部長(藤本享一君) 御質問にお答えしていきます。

まず最初に、小中学校の補助教材の件でございますが、教科書以外の図書や、その他

の教材であって、例えば副読本とか、フィルムレコード、新聞雑誌等がございますO こ

の補助教材の選定は、教材を使用する学校の校長、教員が行います。今申されてました

ように、有益、適切なものを選定しているわけでございます。各学校ではその選定に際

しまして、児童生徒の発達段階、使用目的、内容、価格などについて検討いたしまして、

教育委員会に届け出て、教育委員会からは指導主事を中心とした助言をしたりしている

ところでございますO

今、おっしゃられてましたように、公立学校の管理運営に関する規則の15条から17条

にあるわけでございます。学校におきましては一般的に、個人が使用し、個人に還元で

きる教材教具につきましては個人負担としていますが、供用する教材、備品等について

は、学校に配当しました予算で充てているところでございます。こう した補助教材以外

にも、遠足だとか社会科見学、または修学旅行、移動教室等の経費は、保護者が負担を

しているところでございます。小学校では 5年の移動教室、それから 6年の日光の移動

教室があります。また中学校では、 1年または 2年の移動教室、 3年の修学旅行がある

わけでございます。小学校6年と中学3年については、教室を移動する経費を負担する

という趣旨で、おっしゃられましたように、 5，000円と 1万1，000円の補助をしていると

ころでございます。また、その他の準・要保護家庭等につきましては、必要な経費は市

で負担しているわけですけれども、今現在、 5，000円と 1万1，000円ということでござい

ます。この件につきましては、この移動する、要するにその目的地に行って勉強する移

動費、旅費という意味で補助をしているわけですが、近年交通費も上がっているという

ことで、今回は教育委員会でも見直しをして、若干ですけれども、何とか手当をしたい

というように今進めているところでございます。

教育委員会といたしましては、この補助教材の選定に当たりましては、厳しく当たり、

それから旅行的行事の検討につきましても、学校によって、先ほども御説明がありまし

たように、学校差が、 6万円台、 5万台、いろいろございます。こ の問題につきまして

も、校長会、教育委員会等でいろいろ話し合いをしてきているところでございます。最

大限の目的を達成できる範囲で、ある程度近い画一的な旅費にできないかとか、そのよ

うなことの協議もしているところでございます。また、行き先もだんだん西の方へどん

どん進んでいくような傾向も見られたりする。こんなことについても、いろいろ協議が

されているところでございます。教育委員会では、補助教材のこのことにつきまして検
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討し、適正な予算編成と執行、補助金の交付と保護者の負担経費の軽減には、これから

もなかなか一気にいきませんO 他市の状況いろいろございますが、軽減にはさらに努め

ていきたいというふうに考えていると ころでございます。

それから、 三中の件でございます。まず、校庭でございますが、昭和61年に3，200万

円強を出しまして、改修したばかりなんではございますが、今御指摘のように、下敷き

にもはっきりと川のように流れた跡が残っているという御指摘ですが、私ども全くその

とおりということで、運動場への入り口の部分については、運動会にも避けて使ってい

るということが実態でございます。 三中の校庭は、 三方が丘陵で固まれ、斜面に降った

雨は校庭の外周にある排水口に流れ込みますが、 実際にはU字溝が小さくて、はけない

分が校庭に流れ込んでいるという ことでございます。校庭が校舎側に向かつて片勾配、

片斜面になっているので、流入いたしました雨水は、グラウソドの表土と一緒に流れて、

校舎際の排水口に寄ってきます。このため、校庭内に幾つかの水道ができまして、グラ

ウンドの表面にへとんだ部分ができているわけでございます。このようなことから、 三

中の校庭の傷みは早いということで、授業への影響、いろいろなことを考えまして、 実

施計画に取り組みまして、平成 4年度に整備をしたいということで今、準備をしている

ところでございますo

関連がするわけですけれども、 9月19日の台風で、この東側の斜面からおよそ40から

50立米の土砂と立木が校庭に流れ込みました。公団の所有地という ことで、 住宅都市整

備公団の方に連絡をとりまして、 この処理をいたしておりますが、その後の対策として、

必仮復旧という形で、先ほど御指摘がありましたよう に木の杭でとめて、そして上にシー

トを被せてあると ころですが、今、公団の方でも、測量と設計をしている段階でござい

ます。公団の方とも協議しまして、 石積みのしたものをするというようなことで伺って

おります。私どもも、協議をしながら、この件についても進めていきたいと思います。

それから、現在あるこのU字溝のものを、今の相当数倍の大きさにものしなければ水

は飲み切れないということを、私どももわかってきました。そういうものに改修するよ

う今、設計依頼とか、そういうような形で 4年度だけでできるかどうか、ちょっと今調

中ですけれども、4年度から手がけて、こ の件については対応していきたいという考

えでいるところでございます。

それから、雨漏りの件でございます。以前にもお話ししたことがあろうかと思います

が、大変残念ですけれども、第五小学校を除いてどこの学校も必ずこの大雨のときには、

雨が漏るというのが実態でございます。このことを何とか解消しなきゃいけないという
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ことを今考えて、やはりこのことに対しても、三中に限らず何とかしなきゃいけないと

いうことでございます。ことしは、もしいろいろの関係の中でお許しが得られれば、雨

漏り対策という今度は工事をひとつ計画していこうというふうに今、教育庶務課の施設

の方で取り組みを開始しておるところでございます。学校が増築増築を重ねたために、

この増築部分のつなぎ目が中心で漏れるんじゃないかというふうに、調査の中では言わ

れているわけですけれども、つなぎ目だけのどこを直したら、ということで、いろいろ

建築家、技術家と相談しでも、雨が漏るそのもとのところがなかなかっかめないのが実

態でございます。全体的な防水という大変費用がかかりますが、そういうような ことで

やっていかなきゃ無理じゃないかというようなことで、大幅な予算の対応をということ

で、検討しているところでございます。

三中の件につきましては、 50年と54年度にできた校舎、そのつなぎ目が特に、廊下の

部分ですけれども漏るということを、私ども承知しておるところでございます。そのほ

か、三中につきましても、体育館を初め大規模改造が数年後にまた予定されたりしてお

ります。そういう中でもさらに、そういう面を整備をしていきたいというふうに考えて

いるところでございます。

0議長(小山良悟君)

012番(宮沢清子君)

宮沢清子君。

どうもありがとうございました

今、いろいろと前向きの御答弁をいただいたわけでございますけれども、中でも補助

教材に対する負担の軽減に関しましては、どの程度に対応していただけるか、お伺いし

てみたいと思います。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 補助教材につきまして、 一応の基準もあるわけでござ

いますo 例えば、個人が直接口に触れるような部分のものだとか、例えば縦笛といし、ま

すか、または最近は、ハーモニカは使わなくなりましたが、ハーモニカにかわりまして

息を吹き込んで、小さいオルガγみたいな、ちょっと名前忘れましたが……・(Iピア ニ

カ」と呼ぶ者あり)ピアニカとかいうものだとかにつきましては、学校によって、ピア

ニカ自体は学校で買う場合、また個人で買う場合、もし、学校で買ったとしても、その

ロの取りつけ部分だけは負担をするとか、そういうようなことで対応しています。それ

から、この教材も、その学校学校によって決め方、また音楽の先生の力の入れ方、取り

組み方だとかによって、教材がふえたりするような状況にございます。これはまた、御

父兄の方にも理解を得た中で、先生の熱意、でやるもの、その他いろいろございますが、
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教育委員会としては極力、同じ教材のもとに、費用もできるだけまとめて買えて安くで

きるようにとか、いろいろな形の面で指導、援助をしていきたいといふうに考えており

ますO 具体的にこのものを市の方で買うとか、この方をどうとかということは、ここで

ちょっと申し上げられませんけれど、総合的な中で相談を受けながら指導していくとい

うような形をとっていきたいというふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) では順次お伺いしてい きたいと思いますけれども、 1点教えて

いただきたいんですけれども、先ほど申し上げました日野市公立学校の管理運営に関す

る規則の第16条の 2ということを申し上げて、御質問をさせていただいているわけなん

ですけれども、この中で定められている教材の選定に当たっては、 「児童生徒の保護者

の経済的負担について、特に考慮 しなければな らない」とあります。こ こで、経済的負

担の状況の基準は、明確に示されておらないわけなんですね。こ れは、先ほどおっしゃ っ

ていただいたように、各学校聞においての使用教材の購入基準とか、いろいろとお使い

になる生徒の状況、また担任の教師の、また校長の査定というか、推しはかる部分では

ないかと思うんですけれども、 そう いった中で、多分、 理解を示しながら、この辺が妥当

ではないかという線で、 一つは了解をしていらっ しゃるんじ ゃないかと思うんですけれ

ども、 この適切な判断の基準というのが、 どの程度なのかなあというのが示されていな

いわけなんですけれども、例えば主要 3科目 、国語、数学、社会ですか、もしくは英語、

それに対するものとか、それか ら広げて5教科ですね、 国 ・数・ 社 ・英 ・理というふう

に広げていくとか、そういったものに対しては、 その判断の基準と なるんではないかな、

と私は考えますし、お母さんというか、保護者の皆さんも、そうい うよう なととも考え

てるわけなんですね。その辺で、 基準というものがある部分では定められない部分もあ

ろうかと思いますけれども、やはり時代の要請に沿って、暫時改善をしていって、より

効率的なものにしていくということが大事ではないかと思われますので、この辺の適切

な判断の基準というのに対して、 やはり配慮を していただいて、主要 3科目に対しては

補助金をつけていきまし ようとか、次には5科目につけていきましようとか、それぞれ

財政的な部分もありますし、これはもちろん、国庫補助の中で負担しなければならない

ものだと思いますけれども、自治体の中でこういった援助というか、補助を出していく

ということも必要ではなかろうかというふうに、私もいろいろと市民相談というか、 皆

さんとお話 しする中で、補助金が新学期になるといろいろな形でプリ γ トが配布されて

くるということで、私も全部、 1年生から 3年生までのお母様に、学校からいただいて
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くるかかるものに対する一つひとつのプリソトを集めさせていただきまして、ここで本

当に私も、いい勉強をさせていただいたなあというふうに感じたわけなんですけれども、

そういった中で、やはりこの規則に関する、管理運営に関する規則でございますので、

その辺の規則の基準というものをある程度は今後見通してし、く必要があるんではないか

と思いますが、その点については、どのようにお考えになっていら っしゃるかとお伺い

してみたいと思いますが、いかがでしょうか。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 今、議員さんのおっしゃる部分の細かい部分につきま

して、個々に細かくなかなかわからない部分も私もございますが、例えば、個人の負担

の範囲ということにつきまして、義務教育学校運営費標準というようなものの中から参

考までに申し上げますと、国語につきましては、習字用具一式、すずり、 墨、筆等でご

ざいます。小学校につきましては、これは中学まで使いますので、そういうものだとか、

または算数につきましては、算数セットだとか、そろばんだとか、それから音楽につき

ましては、縦笛とか、カスタネ ットだとか木琴だとか、ある部分については、今のピア

ニカと申しますか、そういうようなものとか、また図工については、水彩用具の一式だ

とか、クレパス、クレヨン、彫刻用具一式、工作用具一式とか、こういう ふうに、 中学

生についてはこういうふうにというような標準が決められていますo

その中で、学校ではこういうことを基準にしてやっているわけですけれども、 しかし、

学校差もございますし、いろいろの問題が起こり得ると私も思いますo これらにつきま

してもまた、そのうちの今、即どれとどれを補助するとかというようなことまでは、細

かく決めてはいませんが、極力、その学校で全体で使えるようなものである場合には、

教材費として市で買うというような工夫はしていけるんじゃないかというふうに思って

おります。即それができるということじゃないんですけれども、例えば、笛ゃなにかの

場合には、非常にいろいろの問題がございます。衛生上の問題とかありますが、例えば

そろばんのようなものとか、その他ほかに求めなきゃならないものの中で、後に残して

もほかの人たちが使えるようなものとか、そういうようなものを選定したりすることに

よって、これは学務課の方でこの教材のもののうちのどの部分が入るかというようなこ

とを今後検討いたしまして、ここではどれをどうするということは、ちょっと申し上げ

られませんが、前向きには検討していきたいというふうに思っております。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 私がお願いしたいのは、そういった音楽とか家庭科とか、そう
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いう部分で個人が使用するものは個人に還元されるものでございますので、個人負担で

いいと思うんですね。今、部長さんもおっしゃっていただきましたように、全体的に把

握をして使用される例えば学習 ドリ ルですよね。または何ていうんでしょうか、資料集

というんですか、そういったものとか、 予習復習に使えるようなものとか、向学のため

にさ らに向上 していけるようなもの、 個人の範囲を超えた、全体が使いながら個々が使

うも のですね一一ーであり ますけれども、 その辺を見直 しというか、見ていただければあ

りがたいなと思います。ですか ら、先ほど申し上げま したように、主要 3教科、 5教科

というふうにお願いをしたわけでございます。ぜひ、 よろ しくお願いしたし、と思います。

もう 1点お願いとい うか、 お伺いしたいんですけれども、日野市立内に在校している

生徒は、 いろいろな形で還元を受けておるわけでございますけれども、 市外へ通学して

いる児童生徒が、ちなみに私立の学校というんでしょうか、そう いったところに通学を

されている生徒への助成と いうのは、行われていら っしゃる んでしょう か。多分、いな

いんではないかなというふう に理解をしているんですけれど、 ちょっ とその辺をお願い

いたします。

0議長 (小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 私の方からそれじゃあお答えさせていただきます。

市立の中学校関係の助成というのは、今のと ころ行われておりませんで、高校以上に

つきましては、 この前も若干、今の額で適正なのかどうか、もう少し助成の帽を広げた

らどうだ、という御意見等もございましたけれど、高校等につきましては、そう いう方

法を特に、経済的な問題等とも絡みますけれど、助成措置をと っている。中学校の問題

につきましては、 一応、私立の中学校に進学されているとし、う経済的な負担の関係とか、

あるいは私立の中学校自身の教育の、私立中学校としてのあり方、そう いう中で、行っ

た先の学校がそれぞれ個々ぱらぱらであるというようなこともありますし、今のとこ ろ、

そうい う形で私立中学に進学 している子供さ んの助成措置と いうのは、 とられていない

というのが現状なんです。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) わかりました。

そこで私はお願いをしたいわけなんです。今御答弁いただいたとおりで、理解をする

わけです。それか ら、国や都からも、私学助成というものは補助が出ているわけですけ

れども、 やはり市民と して、税の公平性と いうんでしょうか、それから、 同じ義務教育

を受けていく 範鴫の中での補助ということでお願いできればと思います。ですから、ど
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ういう名目になるかわかりませんけれども、入学のお祝いになりますか、支度金になり

ますか、そこは名称はともかくといたしましても、何らかの形で 1年に一度くらい助成

をしていただければ、またそのお子さん方も、一つのまたお母さんというか、御両親も

励みになって、日野の教育というものに対する理解もさらに示していただけるんではな

いかな、ということを感じております。また、そういった点もぜひ御検討していただき

たいと思いますので、これは要望とさせていただきます。

移動教室への補助金の復活の件ですけれども、今、いろいろと御答弁いただきまして

理解をいたしますけれども、もともと夏休みの林間学校が母体であったわけですよね。

大成荘を使って利用しておりまして、それは要綱だったかな、条例でしたかしら、まあ

どちらかなんですけれど、ちょっと一一要綱ですね。それから、当時は、昭和50年から

53年のときですけれども、当時、 1人1，500円の補助が出ていたんですね。で、その後

昭和54年から計上されなくなりました。それから 6年生には、昭和49年から53年の聞に

は、 1人2，500円補助が出ておりまして、 54年から補助が出なくなったわけなんですね。

それで、修学旅行との兼ね合いもあるのかなあというふうに判断はしてはいるんですけ

れども、やはり目的地も、また行く趣旨も、それぞれの学年に応じてのことでございま

すので、行事でありますので、やはりこういった補助は、ぜひ復活をさせていただけな

いかなと思うんですね。で、修学旅行は修学旅行として、ぜひ、先ほど御答弁があり ま

したように、年々増額をしていただきたいというふうに、まあ、していただけるとい う

前向きの御答弁いただきまして、大変ありがたく感じるわけなんですけれども、この林

間学校というか、移動教室へのそういった経緯からいって、なぜここで補助金がカット

されたのかなと。その辺、ちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。

0議長(小山良悟君) 教育長。 1¥

0教育長(長沢三郎君) 小学校 5年生、中学2年生の林間学校あるいは移動教室の補

助金がカットされたと。ちょうど一時、これは補助金等検討委員会というものが設けら

れまして、その中で、現在対応しておりますもろもろの補助金関係の問題につきまして、

内容をずっと専門的に精査していただいた。そういう状況の中で、特に、もし補助をす

るとしても、生活的な問題等もその中に十分配慮して対応したらどうなんだ。全員に同

じような形で補助をするという形のことにつきまして、答申の中では、 「検討をし直せJ

というような内容の答申を受けまして、特に小学校 6年生と中学の 3年生につきまして

は、修学旅行的な要素を含めての大きな学年あるいは学校としての行事であるので、こ

れだけはぜひ、そういうことでなく、今までのいわゆる補助を継続させていただきたい
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ということの中で、逆に 6年生と中学3年生の方をある程度大幅に引き上げていただく

というような方法をとりまして、それと差しヲ|く勘定の中で、 5年生とそれから中学 2

年生の林間学校等の形で出ておりました補助を削除したというような経過がございますO

特に、この最近の林間施設という形の大成荘の建てかえ等も行われておりますので、ぜ

ひ、公共施設、父母負担を軽減するためには、公の施設を利用することが、別の面で家

庭の負担を軽減するということにつながってまいりますので、そういう方向で来年、再

来年からは、できるだけ大成荘等につきましでも、小学校で利用できるような形での働

きかけ、こういうものを現在行っているという状況で、今、 5年生と中学 2年生の補助

金の復活というよりも、どちらかとし、いますと教育委員会自体としては、 6年生、それ

から中学の 3年生、これについての交通費というものを何とか、現在かかっております

内容等も検討して、改善していきたい。そちらの方に力点を置いているというのが現状

なんですけれどo

0議長 (小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) ちょっとお伺いし、たしますO 今お話の中で、来年、再来年です

か、大成荘が完成しますね。そのときの部屋数というと、それからちょっと私、手元に

あれなんですけれども、収容人員というか、どの程度の計画なんでしょうか、ちょっと

教えてください。

0議長 (小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 大成荘の件でございます。今、 20室を予定しておりま

す。収容人員でございますが、大人の場合には100人、 中学生以下の場合には150人が収

容できるという体制のものでございます。

0議長 (小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 私、先ほど申し上げましたように、 大成荘が中心になって移動

教室に移行された経線というものを申し上げたんですけれども、学校行事の一環として

1週間、学級ごとに行ってたということがあったわけなんですね。それもやっぱりその、

大成荘は見直さなければいけないという中に入っている。それは、学年で行きますけれ

ども、学校行事として行くんですけれども、学年で行かれないわけなんですね。それは、

やはり現況のあれは、 70名ぐらいが定数でしたから、それだけの受け入れる受容の幅と

いうものが、なかったわけなんですね。今、お話がありましたように、もし、 今後大成

荘が改築されたときには、それを復活というか、させていきたいという ようなお話があ

りましたけれども、学校行事として実施していくのには、収容人員というか、受容数か
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らいって、困難ではないかなということを考えるんですけれども、その辺はいかがでしょ

うか。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 150名ということでございまして、大きい学校の 1学

年は無理ということになります。今、教育長の方から話がありましたように、校長会等

に話をしているわけですが、そのうち、対応ができる学校から始めてほしい。だんだん

学校も生徒数も少なくなっている状況ですので、そういう意味でお話をしているところ

でございます。

0議長(小山良悟君)

012番(宮沢清子君)

宮沢清子君。

そこもわかりますけれども、今、 5年生で三浦海岸、海に行っ

てますね。 6年生で日光移動教室、山に行ってますo それから中学 1年生かもしくは 2

年生で移動教室、それに遠足という形をとっておりますけれども、遠足の場合は都内見

学で、いろいろと工夫をされて、それぞれ本当にこう、班単位のまとまった、みんなで

力を合わせ、みんなで考えて、みんですばらしいものをつくり上げていこうというか、

そして社会見学をしていこうということで、いろんな班単位の行動をとりながら、修学

旅行に行っても、遠足に行っても、生徒の発想、というか、その視点を大事にしてくださっ

て、そこを教職員の先生が本当に御苦労していらっしゃるんじゃないかなと思うんです

けれども、本当にまとめてくださって、事故のないように、その心労たるや、多々ある

んではないかというふうに、日常、お察しするわけなんですけれども、そういった中で、

今日光ヘ行き、それから夢科と白樺方面ヘ行ってる学校と、それから今もう 本当に、 冬

のスポーツとして欠かせないスキー教室というのを開設して、 2泊 3日で行っている学

校もありますね。そういった中で、そのスキー教室に移行していきたいという学校の方

が、かえって多いんではないかと思うんですね。ですから、大成荘は大成荘として、本

当に市民の一人ひとりの憩いの場というか、本当に安住していけるというか、そういっ

た施設であってほしいなあと思いますし、また、青少年たちは、やっぱり 冒険というか、

山を登り、駆けめぐりながら、いろいろな体験学習をしていくということが、とても大

事じゃないかなというふうに感じます。

そういった中で、スキー教室を開いた場合には、大体費用が四、 五万かかるようなん

で、すね。それにはスキーウエアとか、スキー用具一式が大体9，000円前後ぐらいかかり

まして、ィ γストラクターの指導というんですか、していただく費用とか、それか らリ

フト代だとか、そのほか往復の交通費、宿泊費を含めますと、大体今申し上げましたよ
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うな四、五万かかるようでございます。そういった中で、今現在、 40入学級に移行をし

てまいりまして、そして児童数の減少ということが一つございますo そういった中で、

クラ ス単位、班単位の行動していくとなると、クラス単位で例えば40入学級ですから、

50人乗れるパスを借 り上げたとしても、 40人で行きたいわけなんで、すね。その方がまた

まとまり ます し、きちっ とした監督と いうか、そう いう部分も安心してできるんではな

いかなo 行き届いた、目が行き届くと申 しましょう か、そういうあれができるんではな

いかなと思う んですねo ですか ら、現場の先生方と いうか、またお母様方は、やっぱり

学級単位の行動を希望するんではないかと思う んですね。そ うしますと、 学級数はふえ

てま いり ますけれども、 クラスの編成の児童数は減少 しているわけですねo そうい った

中でのパスの借上料と いうのは、逆に負担がふえてくるわけなんですね。ですか ら、そ

ういったものに関する補助金の復活はできないものでしょう かという御質問でございま

す。ぜひ、前向きな御検討をお願いしたいと思います。

日野市の基本計画の中にも、 きちっ と保護者負担の軽減ということが掲げられてござ

いまして、 「保護者の経済的負担を軽減するために、移動教室、修学旅行の費用及び給

食費の一部の補助の充実を図 ります」というふう におっしゃっております。ですから、

給食費も、また修学旅行も、移動教室も、いろんな形で諸物価高騰も あります し、社会

的事情の中では年々引き上げていくということも推移していくんではないかと思います

けれども、ぜひお願いしたいと思いますo

さらに、日野市の基本計画の第 2章、第 3章の中にも、健やかな発達を目指す小中学

校教育として、施策の方向の中で「校外教育の推進」と いうことをうたっておりますo

「児童生徒が教室を離れて自然や文化に親しみ、人間的な触れ合いを通じて豊かな心身

を育むため、 地域の特色を生かした勤労、生産、学習、自然教室等を取 り入れた校外教

育を推進します」と、このように基本計画の中でもしっかりうたって くだきっておりま

すので、こう いったものに沿いましでも、ぜひお願いしたいと思います。

それから、今、校庭の開設にあれさせていただきますけれども、これはぜひ、お願い

したいと思います。 三中のお母さ んというか、保護者の方というか、 PTAの方々に伺っ

た範囲と申 しましょう か、 またいろんな関係者から伺った中で、現実にグ ラウンドをな

らして、 トラック に3台の砂を運んで、それを敷き詰めて、体育祭の前日 は準備に取 り

かかっている というふうな現状も伺っており ます。それから、あそ こが何と いうですか、

粘土土なんですよねO ですから、 一つは雨水が浸透 しないとい う土壌的な欠点もござい

ますO ですから、そう いったことで雨水がしみ込まないで、 またさらには、今おっしゃっ
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ておりましたように、側溝が不備ではないんでしょうけれども、それだけの許容、受け

入れられるだけの側溝ではございませんので、どうしても校庭に入ってしまう。それで、

先ほど申し上げましたように下敷きに、こんなにひび割れがしている状況でございます。

本当に20周年の記念の下敷きとして、とてもすばらしいものをいただきましたし、感謝

しておるんですけれども、こういったものが写るのは残念だなあと思いますし、また、

この人文字はすばらしいですよね。生徒が 120周年 日野三中 1990Jとこう人文字を

書かれて、そして航空写真を写されたと思うんですけれども、とてもこの下が私も気に

なったんです。そして、残念だなあと思いましたし、私はこういった一つひとつの記念

のものを、自分の一つの歩みとして大切にしていきたいな、保存していきたいなと感 じ

ておりますし、また、そのことを多くの方が感じられていらっしゃるんじゃないかなと

いうふうに思いますo それから、体育祭の当日は、残念ながら雨天でありました。その

ために、グラウンドがどうしても土を入れてありますから、なかなか思うような体育祭

ができなかったようです。その中で 2件、けが人があったようでございますけれども、

その辺はどのように把握されていらっしゃいますでし ょうか。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) ただいま御指摘のように、グラウソドが三中につ きま

しては、残念ながら再三、砂を入れたり、補修をして、ほかの学校の何倍というふうに

実際にはやっているのでございます。しかしまあ、そういう結果になってお ります。当

日、私も、教育長初め体育祭に同席をさせていただきました。その中で、やはりけがを

された生徒もありました。その対応につきまして学校で対応しているところでございま

すけれども、大きいけがというようなことでは伺つてないので、あとの細かい処理とい

うことについては、ちょっと今、わかりませんけれども、通常の学校での誠意、を尽くし

た処理をされているというふうに思っているところでございます。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 御努力してくださっていることは大変理解いたしますo ただ、

大腿骨骨折という状況なんですね、お一人の方は。ですから、その生徒さんにとってみ

ると、大きなけがではなかったなと思います。細かいことは私は、ここでは、また個人

的ないろんなことも入ってきてはいけませんので割愛いたしますけれども、この 9月か

ら10月の運動会の季節に、大体、日曜日を保護者がぜひ、児童生徒なりを見たいという

要望というか、要請、希望がございまして、実施されている経緯もございます。そうな

りますと、医療体制の確立ということを考えていかなければならないんではないかなと
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いうふうに、このお話を聞いて感じたわけなんですけれども、ぜひ、 9月から10月の運

動会の季節には、日曜日に、また運動会の行われている日には、日野の市立病院の整形

外科は対応できるように、当直医を置いていただければというふうに思います。年間行

事としてきちっと登録もされておりますでしょうから、その辺の体制の整え方ができる

かどうかは、御判断にゆだねてまいりたいと思いますけれども、ぜひ、その辺の対応、

先日も福島議員がおっしゃ っておりますように、いつ何時でも救急体制のできる病院と

いうことが大事だというふうなことをおっしゃ っておりますので、この点もぜひ懸案事

項として要望させていただき ますので、御検討のほどをお願し、し、たします。

それから、校舎の雨漏りとか、また三中のがけ崩れについては、いろいろと御答弁い

ただき ましたので、 この線に沿いながら、御努力をよろ しくお願いいた します。

最後に市長さんに、いろいろと私今、教育長、学校教育部長と御質問させていただい

ており ましたけれども、 その質疑を通しなが ら、市長さんはどのよう な御所見というか、

御見解をお持ちにな っていただけたかどうか、お伺いしたいと思いますので、お願し、し、

たします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 「義務教育はこ れを無償とする」と し、う大原則が憲法にも示

されており ます。先ほど教育長からお答えしておりましたとおり 、51年、52年当時、

油ショックという 異常な状況が発生をして、国も財政難、 地方も財政難に陥り 、財政建

て直 しとい うこ とではありませんが、この状態をしのぐために、 検討委員会を開い

て、その項目の中に「移動教室の負担は、 父母負担に依存をする」と いう政策決定を し

たこ とが ございます。状況も随分変わっておるわけでありますし、なるべ く 「毅務教

は無償とする」とい う原則を、 国にも実行してもらい、地方自治体もまた、その考えで

努めていくとい うことが、 本来的な義務教育のあり方だ、こう思っており ます。 したが

いまして、今後の大成荘の建てかえ等に伴う 、また林間施設の復活と林間教室の復活と

いう ようなこ とも合わせ、可能になってまいるわけであ ります。その際に、公費負担部

分、私費負担部分というのはおのずから一定の判断がなければなりませんので、そうい

う見解で、 これか らの御指摘のことも含めて、努めて負担を少なくする努力をしてい き

たいと思います。

0議長(小山良悟君)

012番(宮沢清子君)

宮沢清子君。

あり がとうございました。

市長さんの理念は、 憲法を遵守するということでございますので、 ぜひ、日野の教材
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教具が充実することによって、日野の教育が画期的に躍進を示していったというふうに、

また理解をしていただけるように、一つひとつ対応をお願いしたいと思います。

以上でこの質問を終わらせていただきます。ありがとうございましたO

0議長(小山良悟君) これをもって22の 1、小・中学生の補助教材費等の父・母負担

の無償化をめざしての質問を終わります。

一般質問22の2、小児成人病予防検診についての通告質問者、宮沢清子君の質問を許

します。

012番(宮沢清子君) 続きまして、小児成人病について質問させていただきます。

現在、我が国は、飽食の時代と言われ、成人病の予防は、子供の時期から各地の医師

会が小中学校や家族に、子供の食生活とライフスタイルの改善を働きかけておりますo

イソスタ γ ト食品、スナック菓子、清涼飲料などの普及による偏食に加え、運動不足の

生活習慣も手伝って、肥満児の発生率は、この10年間で倍増してきているようです。肥

満は、高血圧や高脂血症などの誘因となり、実際に動脈硬化を起こして診察を受けるケー

スもふえてきているとのことです。昨年 9月の総務庁調査によりますと、小中学生の肥

満児の63%が、高脂血症など成人病の原因となる何らかの異常値を示しております。ま

た、国分寺医師会が、ことし 9月に発表しております小児成人病の予防検診結果では、

小中学生の約半数が、将来成人病になる可能性があるとのショッキングな現状が明らか

になりました。この問題の調査研究を続けておられる東京女子医大の村田教授は、身体

計測による肥満症の計算、血液検査や血圧測定、糖尿検査を通じて危険因子を早期に発

見することが、治療上のポイ γ トである、と指摘されています。

早期発見の重要なポイントは、学校保健法の見直しであります。学校保健法施行規則

ができてから33年たちますが、今、子供の健康状態が、食生活、生活環境等によって大

きく変化しておる中で、 12項目の健康診断項目は、全然変わっていないのが実情です。

国では、急増する小児成人病に危機感を持ち、文部省の新規事業として児童生徒の健康

状態、サーベイランス事業を開始しています。来年度には、サ γプル校を選定して、児

童生徒の健康状態についての実態と追跡調査を続けていかれるそうです。また、厚生省

では、年内にも幼児から中学生までを対象に、肥満や血圧、運動量などの健康データを

長期追跡する初の全国調査をスターとさせるとのことでありますo 既に自治体レベルで

も、先駆的に予防検査を実施いたしておる所もあります。近隣市でも、昭和62年度より

予防検診を開始し、学校保健に先進的な施策を実施いたしております。現在、小学校 5

年生と中学 1年生の全員を対象に、 1次検診で血圧測定、血液検査、肥満度の算出など
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の検診を実施し、立派な成果が上がっておるようです。ちなみにその費用は、 1次検査

が2，100円、 2次検査は1，575円とのことです。日野市におかれましでも、未来を担う子

供たちの健康づくりの一環として、学校保健に小児成人病検診を導入していただきたく

要望し、市の御所見についてお伺いいたしますO

第 1点目といたしまして、当市で肥満傾向と診断された児童生徒数について教えてい

ただけないでしょうか。

第 2点目として、小児成人病予防対策は、日野市としてなされているのでしょうか。

第 3点目として、市独自の検査項目を導入し、 予防検診の充実を図っていただきたく、

そのお考えについてお伺し、いたします。

第4点目として、小中学校のエックス線検診についてお伺し、し、たします。父母らの関

心も高く、この影響について心配をされております。学校保健法の施行規則では、小中

学校の各 1年生らに、エックス線、間接撮影による結核検査を実施し、特に小学校 1年

生では、心臓の疾病、異常の有無を調べるのにも役立っていると のことで、すO エックス

線検診を義務づけているようですが、昔に比べて結核の発見率が低くなった現在、むし

ろエックス線撮影による被曝への影響を心配されております。自治体の間でも、被曝問

題等を考えて、撮影方法を見直し、 エック ス線検診方法を、 これまでの間接蟻影から直

接撮影に切りかえておる所もあります。日野市としてもぜひ検討 していただきたく、御

見解をお伺いいたします。

以上、御答弁お願いいたします。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君の質問についての答弁を求めます。学校教育部).>(.0

O学校教育部長(藤本享一君) 小児成人病予防の関係についてお答えをいたします。

児童生徒の心と体の健康づくりは、命をとうとぴ、健康で明るい活力ある生活を送る

ばかりでなく、高齢社会を迎える中で、生涯にわたって心身の健康を保持する人づくり

として極めて大切だと言われております。最近、 子供の中に、肥満や高血圧、高脂血症、

糖尿病など成人病の危険因子を幾つも持ったり、あるいは成人病を発症したりする子供

が多くなっていることが、専門家により指摘されておりますO これが社会的にも大きな

問題となっているところでございます。

当市内の小中学校の平成 3年度の定期健康診断結果のうち、成人病危険因子の合併d

が高い肥満について見ますと、肥満傾向にある者が、小学校で325人、 全体の3.2%、

学校におきましては92人、1.7%となっております。この小児の肥満は、文部省や学校

保健統計調査報告書でも、近年の都市型生活様式の福裕や、食事の欧米化、運動不足な
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どによって、年々ふえているとされています。成人病の予防は、子供の時期から始めな

ければならないことが、多くの専門家によって指摘されておりますが、この小児成人病

の実態解明と、総合的な予防対策の充実を目指して、昨年度、厚生省は、小児期からの

成人病予防に関する研究班を発足いたしました。当市といたしましでも、今後、この研

究結果などを参考にしながら、児童生徒がみずから進んで心身の健康づくりに努める能

力と態度を育てる健康づくりに、教育の推進ゃ、家庭への啓発、検診事業の充実などに

取り組み、できるだけ成人にまで引き継がせないような対策を講じていきたいと考えて

おります。

日野市では現在、糖尿病の検査ということで尿検査、それから心臓の方につきまして

は、レントゲンのほかには、心電図という検査をやっておるところでございます。なお、

エックス線の件につきましでも、国の方のこの決めたことに対しまして、市も対応を、

養護教諭、その他協議の中で、よりよい方法に進めていきたいというふうに思っており

ます。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) どうもありがとうございました。

今、肥満傾向と診断された児童生徒数は、平成 3年の状況で325人、 3.2%、小学生で

すね。中学生で92人、1.7%。現状はこのような現状でございますけれども、先ほどる

るお話を申し上げましたような、食生活の偏向性とか、運動不足とか、また家庭教育と

いうのも、一つは一因しているんではないかなというふうに、私自身は理解しますし、

そこにも力を入れなければなりませんし、それに対する情報の提供ということも、大切

ではないかなというふうに感じておりますo

今、糖尿病の検査として尿検診と、心臓病の検診として心電図をやっているというこ

とでお伺いいたしましたけれども、私、この質問を通告した後に、ここ 1週間でずうっ

と、各市が小児成人病の特集みたいな形で取り組まれている記事を、サンケイ新聞初め

いろんな各紙で取り上げたことを自にいたしまして、時宜を得た質問なのかななんて、

ちょっとこう感じたんですけれども、時間との関係もございますので、中身に触れるこ

とは割愛させていただきますけれども、むしろお読みになっていただいて、御理解をか

えって示してくださっているんではないかと思いますので、くどくど申し上るよりは、

その方がいいかなと感じております。

近隣市でやっている状況を見ますと、大変検査の仕方によっていろいろとあると思い

ますけれども、小学校 5年生と中学 1年生で、大体、 1次が2，100円、 2次が1，575円と
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いう状況ですので、そんなに過重な負担ではないかなと。でもまた、予算を計上する中

では、相当の額に膨れ上がるかなと思うわけですけれども、ぜひ年次計画の中に入れて

いただきながら、前向きな対応をお願いしたいと思います。

脊柱側湾症のことも、私、何回か質問させていただく中で、導入していただきまして、

今年度、本当に私の知っている方を通してのお友達なんですけれども、その検査を受け

て本当によかった、という感謝の声というか、教育委員会にもしっかりお礼をお願いし

ます、というようなお声までもいただいたような、そういった、もう本当にひとつひと

つ、検査を充実していただいてありがたい、というふうに申しておりましたし、また、

これに含めながら、貧血の検査も入れていただければなあと思いますので、この点もお

含み願って、検討に入れていただきたいと思います。

それからもう一つ、先ほどのエックス線のことなんですけれども、新聞によりますと、

今後は父母の任意の同意によって対応してし、く、というふうな記事が載っておりますの

で、これはまた、それなりの機関で御検討していただけると思いますけれども、市側と

してはこれに対して、今後どういうふうにお考えになっていらっしゃるんでしょうか、

その点だけ確認をさせていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) レントゲン検査の件でございます。今、文部省の方か

らこういう内容のものが出ているわけでございますが、 この心臓検査にかかるこれはレ

ントゲン検査というようなことで今までも来ております。私どもの方では、心電図もは

かつております。こういうような中で、この問題につきましては、今、結論をこうしま

す、と言い切れませんが、多分、この内容に沿ってできる よう にな ろう かと思いますが、

全体のまず学校長関係のところを集めて話をしたりした後、決めていきたいというふう

に思っております。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) では最後に、市長さん、いかがでしょうか。小児成人病の検診

の導入と、それから貧血と、いろいろとあれしてお願いしてきているわけなんですけれ

ども、お考えというか、御所見をお伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 確かに近ごろの、ごく最近の新聞に「生徒児童の成人病」と

し、う、ちょっと異様な表現で窺知のあることを承知しております。原因はおのずからわ

かるわけですが、新しいやっぱり社会性の健康を損なう現象か、そういう形であらわれ
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ており、それに対して、検診を行って、的確にまたそれに治療が伴えば、効果となるわ

けだと思いますが、検診を行い、発病の要素とし、いましょうか、そういうものが医学と

して対応できる、そういう状況になっているかどうかは、ちょっと私もまだ、正確に存

じておりませんo 家庭に対して、自覚を持っていただく、そういう手段にはなるだろう

と思いますから、進んでそういう必要な検診を行うことは、適切なことだ、このように

感じております。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 大変ありがとうございました。

ぜひ、学校保健法、学校給食法の趣旨にのっとりまして、時代を担う児童生徒の体位

向上を図るため、なお一層の御努力を傾注していただきたいことをお願いし、たしまして、

この一般質問を終わらせていただきますO 大変にありがとうございした。

0議長(小山良悟君) これをもって、 22の2、小児成人病予防検診についての質問を

終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時36分休憩

午後 3時18分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問23の 1、近隣各市の街づくりと関連して日野市の事業を進めよ←ー多摩100

周年事業と連動して一一の通告質問者、夏井明男君の質問を許します。

(22番議員登壇〕

022番(夏井明男君) それでは第 1問自について質問してまいりたいと思います。

私たちの市民生活は、行政区境に関係なく動いているわけですけれども、実際には、

さまざまな生活上の処理の問題が行政区単位で処理をされるというシステムになってお

りますので、その辺の不便さといいますか、不都合性、不合理性というものが、近年見

受けられる状態も指摘をされておりますので、また、近隣市との関係で、処理をすべき

問題がこれから多くなってくるというふうに予測をされますので、その辺の基本的な考

え方をお聞きしてまいりいたというふうに思います。

具体的には、事実上の各近隣市との協力関係が、実際に行政を進める上では、緊密に
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行われているわけですが、例えば、さまざまな情報交換を各市の担当の課同士が連絡を

取り合って、それをもとにして、各市の状況を処理するということも、承知をいたして

おります。さらにまた、事業ごととし、し、ますか、各事例ごとの協力も、具体的にはあり

ます。特に、行政区境の八王子との関係で見ましても、排水路の整備の問題ですとか、

市道の道路舗装の問題ですとか、浅川の関連で言う橋梁の建てかえの問題ですとか、近

くは、日野駅、日野台、豊田駅のいわゆる連絡パスの問題につきましでも、八王子の行

政区の中に入る形でのコースをとらせていただいたということで、個々に処理をされて

いるというのも、具体的にあるかと思います。また、立川と の境でも、多摩川の河川敷

の行政区境の問題でも、いろいろ協議をされる事例もお聞きをしたところであります。

これは事例ごとに協力をされてい る実態だろうと思いますO さらに、東京都、固とのい

わゆる広域行政の視点からの協力も具体的には出ているわけで、モノレールの建設です

とか、いわゆる流域下水道事業の協力体制、さらには、いわゆる三多摩の診療圏、病院

の経営の問題ですが、 1次、 2次、 3次の救急医療体制についての診療圏の緊密な連絡

体制も、この中に入るかと思いますo 伝染病関係につきましでも、都の指導でというこ

ともあるかと思いますが、多摩、稲城、日野でやっている形式もあるわけであります。

組合方式としては、御承知のとおり南多摩斎場の方式がそれに当たりますし、清掃事業、

いわゆるき ょうのテレビでも放映されておりましたけれども、日の出町の最終処分場の

平成 8年後の状況をどうするかという問題も取り 上げられていましたが、これも組合形

式で、協力関係でやってきているという実情があります。

このようなものを踏まえまして、将来の協力関係を、どのような分野で、どういうふ

うな必要が生じてくるのか、その辺の予測!と見通しについてもお聞きしたいというふう

に思います。特に、浅川苑の特養ホームにつきましては、これは日野市の特別養護老人

ホームとしてではなくて、各市の方からも受け入れ体制としてはやってし、く事業である

ということも、聞いているわけであります。近くは福祉部長の方から、日野橋のいわゆ

る土方英世氏から土地を提供していただいた地域の福祉ゾー γの地域計画におきまして

も、かなり国、特に東京都の福祉政策との緊密な連絡も出てくるわけで、これは日野市

1本で事業というふうな形ではないだろうというふうにも予測されるところですが、こ

の辺の展開も個々の事例としては出てくるかと思います。

さらに、これは昨日の土方議員の質問に対する答弁として環境部長の方から、いわゆ

るし尿処理の他市へのお願いと。恐らく八王子さんのことを指しているんではないかと

思いますが、実はこういうふうなことも出てくるわけであります。で、先ほど申し上げ
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ました、市内連絡ノミスの第 2新路線であります日野駅、日野台、豊田駅ですが、これも

考え方によれば、当初から行政区境にこだわらず、いわゆる八王子の不便地域まで連絡

パスを八王子と協議をいたしまして、連絡をしてもよろしいんではないかというふうに

思った次第であります。八王子からも出資をしていただくというような形のものもあっ

てもよかったんではないかというふうに思います。その辺、特に緩やかな傾斜ですが、

事実上という意味ではなくて、組合方式で今後とも可能なものはどういうことが考えら

れてくるのか、その辺のお話を承りたいと思いますo 特に、この積み上げが、いわゆる

神奈川から東京ヘ多摩地域、三多摩が移管をされて100周年になるわけですが、この事

業との具体的な展開とも密接に結びついてまいりますので、特にこの点をお尋ねしたい

というふうに思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) それではお答えしたいと思います。

今、質問者のお話の中にもありますとおり、当然、これからの広域事業を展開するに

当たっては、現行の中でも三多摩の廃棄物処分組合の問題、あるいは南多摩東部共立病

院組合、あるいは南多摩斎場、農業共済組合、多摩ニュータウン協議会が今五つの組合、

あるいは協議会の構成で広域行政をやっているのが実情でございます。その中で、多摩

移管100年というような、平成 5年度の事業の中でもいろいろ考えられているわけでご

ざいますが、この記念事業を、平成 5年を迎えるに当たって、現在、東京都の職員を中

心とした各市町村の派遣職員も含んで12月 1日には、 20名の体制jで自治会館の中で準備

室が設置されているのが実情でございます。もちろん、既に御案内があるとおり、今月

の25日には、自治会館の中から立川の防災センターの所に移転する。よって、ここに新

しい名称で、 「多摩ふれあい21Jというような協会が設立される状況でございます。よっ

て、これに対する記念事業等を含んで、現在、市長会の中におきましでも、推進協議会

が発足しているわけでございます。平成 5年の事業に関係してのスケジュールの問題、

あるいは多摩地域全域を展開する関連のイベント、このイベ γ トの中には、いろいろ広

域行政の中でのかかわりの問題が協議されております。

一つは、幾っか例を申し上げますが、自治と暮らしの中では、広域行政と自治体の連

合の可能性のシンポジウムの問題、あるいは広域事業の推進サミット、土地移転後とし

ての市町村の共同で協力体制jの強化できる問題等が、取り上げられております。これは、

市長会の中での協議会だけでなくして、我々事務レベルの中で、も、当然、協議している
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問題でございますo まだ公表に至っておりませんが、ある程度資料としての素案ができ

て、進みつつあります。その中には、当然、都下360万人のいろんな現状のリサイクル

の都市形成の問題、あるいは都市型均衡農業の新しい展開の問題、文化、スポーツ、文

化ゾーンの多摩の創造等も入っているわけでございます。これは、シンポジウムあるい

は協議会の中で、広域行政をとらえて、具体的な問題でございます。今、質問者の方か

ら、何点か具体的な問題を、どうなのかという問題もあるわけでございますが、当然、

パスの例にしても、八王子の地域を回るような形も、最終的にはとらせていただきまし

た。特に、日野市としても、この100年事業の関連として、やはり隣接の各自治体と一

緒になって協力をしながら、やる問題も数多くあるわけでございますo 平成 5年のこの

シンポジウム、あるいは協議会の中に積極的に参加しながら、今後の広域行政の対応に

努めていきたいというふうに、現状では考えている次第でございます。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今、概要を伺ったわけですが、今回の議会に、 100周年に関す

る概要の資料が提出をされたところですが、今のお話ですと、その答弁の域を出てない。

で、平成 5年の事業というととなんですけれども、要するに100周年の事業を、単にイ

ベントを組んで、 100周年のお祝いをして、それで終わりということではないわけです

ね。要するに、各市町村の連合体論とか、 三多摩独立論とか、いわゆる三多摩全体の地

域を見てどうなのかということを、意識啓蒙して、広域行政へのできると ころからの

発をしてし、く時期だ、というふうに提言をされているわけですが、先ほどのお話ですと、

その提言の所在ということで、財団法人の東京市町村自治調査会、これが10名から20名

ということで組織がえをして、というお話があ ったわけですが、 ここ から何点か資料も

出ているわけですけれども、それに対して基本的に日野市は賛成なのか反対なのか、要

するに消極的に皆さんがおやりになるんで、これを進めてい こうと いうふうに考えてい

るのか、いわゆる広域行政として真剣にぶつかっている問題としては、日野市はそれほ

ど多くないという認識なのかどうかですね。

今の例ですと、リサイクル社会の問題、それから近郊農業、農家、農業をどういうふ

うにしていくのか。

それから文化ゾーンの話もありましたけれども、日野市の特色もあるわけですから、

どういう点で貢献がしていけるのか、この辺、私は、この三多摩の100周年のことにつ

きましては、かなり前から情報も得ているわけですから、日野市としてはこういうふう

qu 

「
同
U

F
h
u
 



な取り組みでいきたいんだ、こういうふうに行かなければいけないんだ、というものは、

私はおありだろうと思うんです。その話を、ぜひ聞かせていただきたし、。素案の段階な

ので、というお話がありましたが、まさにこれは素案の段階で、情報提供していただき

たい。どういう点で、日野市は100周年から次の将来の100周年に向けて展開をしていく

のか。その辺の基本的な考え方を、ぜひ具体的にお尋ねをしたいと思います。そういう

ふうな展開があって、初めて先ほど申し上げました、 具体的なさまざまな、市が当面し

ている問題を、指針が出るわけですから、それに沿って、展開ができるというふうに考

えております。それで、先ほどの細々とした問題を始めに述べさせていただいたわけで

す。よろしくお願いします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 平成 5年が、多摩移管100周年に当たる。イペγ トを行い、

またそれを起爆剤として、いわゆる多摩地域の発展といいまし ょう か、住民意識、あ る

いは多摩の位置の高揚を図っていこう。 i多摩ライフ21Jであ ります。東京都の鹿谷副

知事が、多摩担当の副知事ということに、特に責任を持つ立場がかなり明確にな ってま

し、りましTこ。

多摩市長会といたしましては、都から数百億という財源を引き出して、ハー ドな整備

とあわせてソフトな発展と、それから将来の展望を拡大していこう 、こ ういう試みが進

みつつあるということであります。

日野市は、日野市という位置で極力積極的に参加をし、役目を果たしていきたい、こ

ういう立場にあると思っております。日野市の何が特徴かとし、いますと、やっぱ り日野

市の中の自然と文化だろうと思っております。あるいは多摩川、浅川の清流、あるいは

多摩動物園の存在、これに加えて、美術館の見通しができれば、なお日野市としての位

置づけが拡大をされ、また、備わってくるんではなかろうか、このような考え方でござ

います。

日野市は、鉄道では中央線、それから京王線、また、道路では甲州街道、それから八

王子バイパスの通過する都市でありますから、これに加えて、今度はモノレールが南北

交通を開く、こういうことになりますので、新しい多摩の時代の発展の要件に多くの寄

与できる性質を持っておる、このように受けとめております。まあ、そのことは一部事

務組合の数をふやすというようなことではなくて、東京都の今までどちらかといいます

と、区部に対するいわゆる多摩都政そのものが、 一般的な県行政になり得ていない。東

京市政という形が現在でも、なお色濃いわけでありますから、県行政としての都庁の役
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目をきちんと発展、責任持って指導と、それから、ある場合には指導を、またある場合

には、多摩に相当額の投資を求める、こういうことが、全体のこれからの都政に求める

空気にな っていくものと思っております。そう いう 感覚の中で、日野市の果たすべき役

割と いうものを、だんだんとネ ックにしていく、 そう いう ことではなかろうか、こう思っ

ております。

以上で、す。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今のお話も、 率直に申し上げて、いわゆる調査会から出ている

資料の域を超えていないわけですo 特に、 三多摩の市長会で森田市長も 、さまざまな発

言を されて、いわゆ る 「東京市の色濃い行政が現在も引 きずって」というお話もされた

わけですが、それをどう いうふうに具体的に変えていくのか。変える時期に来ていると

いうふうに情報もある わけですけれども、 そういうふうな雰閤気になったな らば、始め

ようかというふうな形に、私は受け取れるわけです。本来であれば、今、数百億の金と

いうふうにおっしゃっていますが、長期的に見ると、 何兆円規模というふうな形の事業

計画でもある 、というふう にも聞いているわけで、す。 で、 東京都議会でも この問題は、

一多摩選出の都会議員が、さまざまな角度から、既に質疑をいたしているところだと思

います。

もう少し具体的にお話を聞きますが、今、府中にありますこの調査会に、日野市の職

が出向しているかどうかと いうこと、それか ら、20名の体制で立川防災センタ ーの中

に事務所を移して、発展的に展開をしていくという中に、 日野市の職員が入るのかどう

か、その点をまずお尋ねしたいという ことが l点であ ります。

それから、庁内においていわゆ る100周年と いう名前はありますが、それを出発点に

して日野市はどう いうふうに展開をするかと いうことで、担当の人を置く時期に来てい

るんではないかと思いますが、 そう いうふうな部署がもう設けられているのかどうか、

その辺もお尋ねをしたいと思います。

それから、今、日野市の特色と して市長が述べられた点は、私もそう思うわけですが、

それを三多摩全体の中で、 三多摩県民とは申しませんが、三多摩全体の中でどのように

相互に利用していただけるか。具体的には、今市長の方で、 多摩動物公闘が一つの特色

として挙げられており ますが、これは市長は前から頭を痛めていると ころですけれども 、

いわゆる土、目、祭日のあの周辺の交通渋滞、 何とかしなければいけないということが、

特に春、秋の季節になりますと、生じておりますO これは、日野市だけがこのツケを悪
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戦苦闘して解決を図らなければいけないというものでは、私は、広域的に見れば、ない

と思うんです。むしろ三多摩全体の中で知恵を綾ってもらうということも、私はあり得

るでしょうし、従来の施行ですと、東京都に何とか解決をしてほしい、場合によっては

国に解決をしてほしいというふうな、そういうラ γクの話ではあるわけですが、そこら

辺のことも、私は出てくるんではないか。

特に、日野市は、先ほど市長のお話しのとおり、多摩川、特に浅)11が、市内の中央を

貫流をしております。特に、浅川の治水事業もこれからという状況ですが、それにしま

しでも、自然がかなり残された浅川河川敷の景観で、すし、全体から見れば、 一つの財産

ということで、一番橋から高幡橋の浅川左岸の地域の、いわゆる親水公園としての事業

も今進んでいるわけですけれども、そういう観点から見て、 日野市の特色を強めて、 10

0周年の事業の参画に積極的に当たっていく必要があるんじゃないか。積極的に当たら

なければ、金が取れないよという発想は、私はしてませんけれども、各市によ っては、

これを機会に交通渋滞の抜本的な解決を、この平成5年を元年として具体的に事業とし

て展開をしたい、というふうな市もあるように伺っており ます。

ですから、平成 5年にイベ γ トがあって、 三多摩の市民の方に周知をしていただいて、

そこから展開をするというその場面では、現在の段階で、日野市もやはり この辺につい

ては、こういうふうにしてもらいたい。特に、これは天野議員からお話があったかと思

いますが、例えば、日野駅から豊田駅方面については、 ]Rの立体化という ことも、 構

想的には出てくるんではないか。特に、京王沿線の立体化ということは有名な話ですが、

その辺の話も出てくるんではないか。複々線化の問題につきましても、将来的には、八

王子、高尾まで行くんではないかということも言われているわけですけれども、そうい

うことを踏まえますと、現在の都市計画道路の現状の問題の展開もあるわけですけれど

も、それすらできてないのに、どうだというふうに言われては、身もふたもないんです

けれども、そこら辺を、どの辺についての事業は、どういうふうに新たに発想、を展開を

してやっていきたいんだというようなものが、私は内部にはあると思うんですo その辺

の話を率直に企画財政部長の方からお話を受けたいわけであります。

そういうふうな話がありませんと、私は今、組合方式という形を申しましたけれども、

私も何も、組合をいっぱいつくってやれば、それでよしということはしていませんで、

要するにできるところから、いわゆる近隣市との共同関係で行えるものが出てくるんじゃ

ないか。

これは前に、馬場弘融議員からあった話ですが、多摩川の河川敷、意外にはかつてみ
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ると、調べてみると、立川さんの方の行政区の方が多くて、目の前でグラウンドが空い

ているのも使えないというふうなものがあって、日野市も何か協力をさせていただきな

がら、 日野の市民の方も使っていただけるようなものがあってもいいんではないか、と

いうお話もあったと思うんです。 市の方もそれを受けて、話をされたところが、 なかな

か立川の市民の方だけの利用でいっぱいだo 日野市さんの方に利用していただけるもの

は、どうしても難しいです、とい う形で終わっているわけですね。

ですから、その辺を、やはり各行政区境の考え方の発想、の上に立ってい るから、そう

いうふうな展開に私はなるんだろうとい うふう に思う んです。 この意識がある限りは、

市長がおっしゃったよう に、 23区が主で、三多摩が従、要するにベッ ドタウン化の要す

るに補佐的な、補充的な都市構造であり、都民意識であり 、それから脱却ができないと

いうふうなも のが、私は出て くるんだろうと いうふうに思うんで‘す。

で、やはり一番問題なのは、 100周年のイベン トの眼目は、いわゆる23区が主である

といういうふうな、都市の発展性から考えれば、 そう いうような発展経過で、来たわけで

すけれども、どうしてもそれが三多摩に住んでいる各市町村の市民の方には根強くある

というふうな指摘もされているわけですけれども、その辺の意識変革があり ませんと 、

どうして も狭い面積の中の32市町村がひ しめき合っている中でのマイナス的なものが逆

に拡大をしてくる んではないか。

ごみに見られるとおり、各市町村が全体的に協力し合わなければ、解決ができない問

題が、年ごと に多 くなってきてると いうことを踏ま えますと 、100周年のその発想を、

野市が借りて、具体的なところから積み上げてし、く作業が必要なのではないかという

ことで今、質問をさせてもらっているわけです。

それを考えると、一番身近な問題として、八主子さん、立川さん、昭島さんがあるわ

けですが、あと多摩市き んがあるわけですけれども、そうし、う 近隣市と具体的な協力関

係の もとで、できて くるんじゃないか。もっと申し上げれば、例えば美術館の問題にし

ても、日野市のどこ かということではなくて、八王子、多摩市、日野市で、ある場所を

3市で選定を し合って、 何もそれが行政区の中で日野市になくても構わなし、。日野の市

の方も使わせてもらうと いうことで、ね。私は、おやりになる発想、が、もう出てきて も

いいんではないかというこ とで、質問させてもら ってい るわけです。

そうい う意味で、企画の方で、それに値する ようなものはこう いうものがあります、

こういうことが将来的には考えられます、とい うようなものを、実現するかどうか別に

しましでも、開陳を していただければありがたい、 というふうに思って、質問しており
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ます。よろしくお願いします。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 大きい部分のみを、私からお答えいたします。

「多摩ライフ21Jの事務局に当たる市町村協議会、別の法人格ができておりますが、

そこには日野市から係長相当の職員を 2名、出向させてほしいという、こういう要請が

来ております。来年の年初にそれに応じたい、こう考えております。(I応じたい」と

呼ぶ者あり)応ずるんです。

それから、日野市内で、この際ということで市内を顧みる場合に、何といっても、今

の日野市の基盤整備事業そのものが、順調に進むということが大切でありまして、その

中のまた東京八王子ノ《イパス、これの完成のために、多摩川には橋梁をかける、あるい

は市内には区画整理事業を遂行して、迅速なハード事業の実現を進める、 こういうこと

が一番大きな課題になってくると思いますO その際、多摩川、浅川、 貴重な自然の財産

でもありますから、これをできるだけ市民生活に役立つ、そういう仕組みが大切である

というのは言うまでもありません。

それで、多摩川の河川敷の、つまり立川側、川幅の約 7割は日野市行政区域に入って

おるわけであります。それから、川向こうを河川がつまり、河川の流れが日野市に近い

方を流れておりますが、川向こうを立川に貸与しました場合、日野市民はいつでも求め

れば使えると、こういう条件で協定が整っております。既に立川当局にも、体育課か ら

八王子に交渉を持つように、そして、川の中のまた流れの部分に、部分的な仮橋でもか

ける。こういうことができれば、極めて至近距離になってまいります。立日橋ができま

したために、随分近くはなっておりますが、そういう河川敷利用の発想も大いに日野市

としての大きな条件でありますから、具体的なこれからの発展を行っていきたし、。こう

いうことはその要素になることも御指摘のとおりであります。何もしないではなくて、

既にやっているということを申し上げておきたいと思っておりますし、日野市がまた大

いに市域として活用できる。これも立川もよく承知している関係であります。

その他のことにつきまして、部長の方から補足をいたします。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、その他の庁内プロジェクトの問題、ある

いは今、そういう組織の検討の機関があるのか、というような御質問でございます。現

在は、庁内には、これに関係するプロジェクトは持っておりません O 企画財政部の中で

企画課の職員で協議を進め、いろいろやっているわけでございます。しかし、これから
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平成5年の事業実施、あるいは関連しての部長会、課長会の組織があるわけでございま

すが、その中では、当然、今御質問者か らるるありますとおり、現在まではイベ γ トを

中心的に、事業の組み立てを協議してまいりました。今後におきましては、大きな問題

もあります。当然、市として庁内のプロジェク ト等もつ くるような各地、そういう計画

をしなければならないような予定になろうかと思います。市としても、 当然その中でプ

ロジェク トをっくり 、各関係部長との協議も進める中で、具体的に対応していきたいと

いうふうに思っておりますo

なお、今幾っか具体的な問題を御指摘があったわけでございますが、 今までは課長会、

部長会、全体会の組織の中で協議を進めてまいりました。よって、これが先ほども申し

げましたが、イベントを中心として市としても 当面、現在、素案として67事業が案と

して出ているわけでございます。これはあくまでも 5年のイベント中心でございますo

幾つか市としても先ほど市長からお話がありましたとおり、何点かは手を挙げている

わけでございます。しかし、その中身につきましては、あくまでもイベ γ トでございま

す。 一つは、高齢化社会と多摩の創造ということで、この中の生きがい対策を見出すた

めの考え方、あるいは記念事業に関係しての文化意識の高揚の問題、もう l点は、 子供

たちの国際ワ ールドジ ュニアサッカ一大会というような、交流試合をするというような

ことを、手を挙げております。これはあくまでも

ございます。当然、町村を含んでの問題でございますが

地、あるようでございます。今後、協議の中、あるいは全体の

.たばっかりで

どうなるの

かというような問題があるわけでございます。これはイ ベン トの問題でございます。会

御質問者からの御指摘の部分につきましでも、今後プロジェク トを組みなが 然、

体の中に提案をし、解決に努力しなければいけない問題が幾つかあるわけでございま

すo 先ほども、 土、日の動物園の交通渋滞の問題、これは、確かに今、協

あるいは多摩動物園、市と 3者で協議もしておりますが、なかなか春、秋のPRには努

めておりますが、実情、解決しないのが状況でございます。そ ういう中でも、今後のや

はり全体の中で、ぜひ提案をし、この辺も協議の課題に挙げていきたいというふうに思っ

ております。

なお、何点か考え方は、多少、美術館の問題につきましては、我々は従来、名指しで

手を挙げている中で、 一定の要請をしてお りますので、今のところは、 市の基本的な

え方を含んで促進していく 所存でございます。

以上、まだ幾つかあろう かと思いますが、今後、もう少しそう いうものをプロジ ェク
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トの中で具体的に煮詰めて、市としてその会議の中に協議の題材にしていきたいという

ふうに思っております。

以上です

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) ちょっと乱暴な議論かもしれませんが、例えば、これはマイナ

スの面も相当あると思いますので、一つの考え方として例えば、三多摩の各市で保養所

を持っているわけです。 23区も含めてもし、し、わけですが、各市で保養所をせっせせっせ

と、自分の自前の保養所を各他県に交渉して、つくっている実情があります。市によっ

ては、海、山、湖、かなり持っている所もありますし、全然ないところもある。こうい

う所を、日野市に住んでいる人は使えませんよ。立川、八王子さんに住んでいる人は使

えませんよ、というふうな発想、がいつまでも続いているのは、余りよろしくなし、。住む

んならあっちの方の市がよかったな、というのもおかしい。要するに、実際に住んでい

る生活実感の中で、不便を感ずることがあれば、その視点から変えるべきことは、私は

どんどん変えていっていいんではないか。行政区境というのも、やはり結局これは、便

宜的に決められただけであって、何もその中に拘束されて生きていなければならないと

いうことはないわけですから、そういう点で考えれば、多摩川の、これは立川さんが目

をむいてびっくりするかもしれませんが、市営球場が立派なのがある。そういうのも、

日野市の方から、組合の出資金と言いませんけれども、何らか使わせていただくような

ことがあっても、私はいいんじゃないか。また、立川の方からすれば、日野の市民会館

が1，000前後の会場で非常に使いやすいということであれば、それを使っていただいて

もいいんではないかというふうに思うわけです

日野市でも、教育懇談会、市P協の懇談会の中でプラネタリウムを自前で欲しいとい

う声もあるわけですけれども、これは教育長の話ですと、八王子の方にもプラネタリウ

ムがある。府中には大分前からあって、また立派なのできた。そういうのを御利用いた

だいた方がいいんではないかというふうな形も、おっしゃっていましたけれども、私は、

基本的にはそれは賛成で、そういうものが日野の市民の方を通じて他市のいろんな状況

というのは、有名なものは耳に入ってくるし、行こうともするわけですが、まだまだそ

ういうふうな所の交流までないわけで、その辺は日野市の広報を窓口にして、さまざま

な企画があって私はいいと思うんです。ぜひ、そういう角度からこの問題を、 100周年

の事業を東京都の音頭で来たという発想ではなくて、いわゆる生活をしている人の目線

から、もう少し考え直して組み立てていただけると、三多摩の将来性が出てくるんでは
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ないか、積極的な意味の将来性が出てくるんではないかということで、質問をさせてい

ただきました。

最後に、この100周年事業の中には、私の目の届いた範囲では、欠落しているんでは

ないかな、というふうなものがあるんですが、それは三多摩では、，これは恐らく、展示

かなにかの形で出てくるんだと思いますが、自由民権運動が非常に盛んな地域として有

名になっているわけですけれども、いわゆる薩摩、長州の藩閥政治を倒して、国会開会

までこぎつける運動が、自由民権運動としてありまして、これが将来の、現在の自由民

主党の源流になっているわけですが、この辺の自由民権運動の思想的な展開も、私は考

え方の視点の中には、イベントの中には入ってし、し、問題だろうというふうに思うわけで

す。多摩白書ですね、ここに調査会で発行している多摩白書には、まさに自由民権運動

の紙面が割かれているわけですけれども、 この聞いただいた中には、取り上げ方が難し

いということもあるのかもしれませんが、それが私には、欠落しているように思います。

最後に、 市長の基本的な取り組み方ですね、一言で結構ですが、この事業に向けての

決意を簡潔に述べていただければありがたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 21世紀という時代を展望 して、い ろいろな価値観が今日、複

雑に絡み合っている面もあるわけであります。私は、開発志向ということに対しては、

少し批判的であります。つまり、多摩というせっかくの 自然、豊かな地域を、 区部並みの

過密をっくり出す政策をとって、そして、 つまりリトル東京といいますか、 多摩東京を

つくるということであってはいけないという ことでありますo むしろ アメニティーとい

う快適性ということは、追求しなければならない大切な課題だと思いますけれど、あわ

せて人間性ということに、新しい時代の発想を取り入れて、そうして、多摩独自の都市

環境の整備と、自然環境の整備、そしてまた、人聞社会のうるおいのある、そういう地

域社会を形成する、そういう目的でなければいけないだろうというふうに感じておりま

す。 一面にまた、地域社会の活性化ということも大切でありますから、ふさわしい産業

の振興、特に現在あるハイテク企業等の大いなる成長は、これは当然、この地域として

の特色である、というふうに考えていし、と思っております。そのような中で、御推測を

お願いすれば、ある程度のイメージが私どもにもできるんで、はなかろうかと思っており

ますO

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。 .，.~ 
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022番(夏井明男君) この問題につきましては、これからさまざまな角度から問題提

起がなされ、提案もなされるかと思いますが、ぜひ、私、時流に乗れという話ではなく

て、今おっしゃっている住民自治の観点の展開を強めながら、日野市の独自性を発揮し

ていただきたいということを要望しまして、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって23の1、近隣都市の街づくりと関連して日野市の

事業を進めよ一一多摩100周年事業と連動して の質問を終わります。

一般質問23の2、多摩川・浅川公園化構想、一一一建設省の休憩所づくりと連動して一ー

の通告質問者、夏井明男君の質問を許します。

022番(夏井明男君) この問題につきましては、過去に 2回ほど質問をさせていただ

いております。特に、浅川、多摩川のサイクリ γグロード構想、それから遊歩道構想、

河川敷の利用構想につきましては、各議員の方から、かなり具体的な提案をなされてい

るところであります。私もこの問題、前に取り上げさせていただいたときに、八王子か

ら浅川の土手をてくてく歩いてきて気がついたことがあるという指摘を受けて、提案を

させてもらったことがありますが、一つは休憩所がない。土手を歩いていて休憩所がな

い。場所によってはその土手の上が、いわゆる車が入ってくる道路になってしまってい

て、遊歩道としての完結性がない。場所によっては危険である、というふうな話もあり

ますし、トイレ、ベ γチ等の話もありました。特に浅川では、四季を通じてきまざまな

景観が変化をする所ですが、そういうすばらしい景観を、周辺の方がより楽しく利用で

きるには、休憩所なりトイレなり、ベンチなりが必要である、というふうな声も聞きま

したので、前にそういうふうな提案をさせていただきました。

ところが、建設省がかなりやかましくて、土手の上にベ γチすら置いてはいけない、

河川敷の中に構造物 1個置いてもいけないというふうなやかましい原則を持っていて、

建設部の方でも、その四苦八苦する中で知恵を絞って対策をとられているわけですが、

過日の台風の浅川左岸の決壊するような危険性があったときに、大丸にあります建設省

の事務所に行きましたときに、その所長の方から、東屋構想、がある、というふうな話を

受けたわけであります。これは事例的にも、それほど多くないというふうにも聞いてい

るわけですけれども、もしも、このような構想、があるならば、日野市におきましても、

この構想、をできるところから取り入れて、実現をしていただきたいというふうに思うわ

けであります。

そういう点で、一つ候補地を挙げさせていただければ、平山橋から一番橋の浅川左岸

ですけれども、この土手のある一部に、東屋の設置ということもよろしい、市の適当な
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場所、適地だというふうに思いますが、その辺の構想、も含めまして市のお考えを伺いた

いと思いますO

以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(橋本栄禽君) ただいまの御質問についてお答えをさせていただきたいと

思います。

まず最初に、御質問者の方から、建設省にそういう計画があるというふうなお話が今

出ましたもので、私の方で把握している面だけを先にお答えをさせていただいて、日野

市の対応について、またその後、お答えをさせていただきたいと思います。

今、建設省の方では、多摩川の下流部分でございますけれど、そこに親しみのある川

づくり 、 「安らぎとふれあいのある水と緑のオープソスペース」と いう 一つの課題で、

川の一里塚構想というものを設けまして、現在、建設省は検討しているところでござい

ます。 この一里塚整備の目的でございますけれども、多摩川を訪れる住民に、周辺の環

境情報をつかみえE・がら散策をしていただき、またそこで休息をとれるような施設をつく

ろうということが、 一つの目的でございます。整備の内容は、堤防の一部を断面を大き

くいたしまして、そこに東屋とか植樹帯等の整備を行うという ことでございます。今考

えている計画の区域でございますけれども、これは下流部分の大田区、世田谷区、それ

から川崎市というこの三つの区域を設けまして、今、河川管理者が検討 しているという

ところでございますo

きて、じゃあ日野市では、そういう先ほど申したようなところのあれがあるのかどう

かということでございますけれども、日野市の場合は、先ほど御質問者から出ま したよ

うに、浅川の遊歩道の整備ということで過去、ずっとやってま いりました。ことしは、

程久保川の浅川との合流点の手前ぐらいでととしの部分は終わっておりますけれども、

平成4年度で引き続き、 その下流を整備するという ことでございます。この中で、この

場所が、合流点の場所が、落川の1529番地先になりますけれども、現在公園というよう

な形の中、広場になっておりますけれど、この地域の方々、百草、落川地域の御老人の

方々がゲー トポールをやっているというような場所の所でございます。ここまでを一応、

遊歩道の整備をするという中で、 一応、まだ予定でございますけれども、平成4年度の

事業の中で、やはりこういう場所で、先ほど建設省の考え方じゃございませんけれど、

安らぎとふれあいの場所という形と、それから、またここを基点としてその遊歩道のス

ター トという形をとる中で、適地がございました もので、そ こに東屋と休息所をつくる
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というような今、計画の予定がございます。これで平成4年度にその予定が実現できれ

ば一番うれしいんですけれども、そういう形でスター卜して、今御質問を受けている場

所、これについても、浅川の利用計画の中の一環で休息所というものも位置づけられて

おりますから、こういう先にそれらの場所についても、検討の課題として今後実施に踏

み切っていきたいというふうに考えております。

以上で、す。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 思ったよりもかなり具体的な構想、が歩み出しているようで、非

常に期待をしたいところであります。

最後に、一言市長にお尋ねしますが、万願寺歩道橋がし、わゆる、これは自転車までは

通すけれども、オートパイ、自動車は通さないという、非常にある意味では画期的な交

通網の発想の転換をするような事業が進んだわけであります。当初、私は、これは反対

運動で、恐らく自動車も通すような形のものがつくられるのかなあというふうに思いま

したけれども、最終的には、当初の計画どおり、歩道としての機能を持つだけで終わっ

たわけであります。それに対して、個々には、自動車もオートパイも、という声もある

んでしょうけれども、いわゆる世論となってそれが出てこないというのは、やはり道路

に対する、歩行者等に対する発想、の転換が既に市的に行われているかなあ、というふう

に感想をっております。

そういう意味では、私の見方ですが、歩行者優先のまちづくりということのシンボル

的なものになってきているか、というふうに理解をしております。そういう意味から申

し上げれば、この歩道の路側帯の問題ですとか、信号機の設置の問題ですとか、ガード

レールの問題ですとか、まだまだ自動車の方が強いわけですので、どうしても歩行者優

先の具体化が現実にはおくれている状況も、私はあるというふうに見ております。

そういう意味で、特に、日野の中央を貫流しています浅川の公園化構想というものは、

非常に楽しい計画だというふうに思いますけれども、この事業への取り組みの決意のほ

どを、最後に市長からお伺いしたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 大分以前になるわけでありますが、日野市は、河川管理当局

の京浜工事事務所に職員が日参をするようにお願いに上がりまして、駒形の船渡しをつ

くらせていただきました。つまり、当時の河川管理当局の発想は、河川とは、洪水時に

--c- 564一

水を排除する装置である、という大原則があったようでありまして、都市河川として地

域に開放的に共有、市民の共有の場というふうな発想は、かなり厳しかった、こういう

感想を持っております。その後、河川学者、河川工学の専門家の高橋裕先生、東大の教

授でありますが、この方を中心として、日野市で浅川利用計画、つまり都市公園的な扱

いにしていこうという委員会を設け、京浜工事事務所の当時、岩井さんという所長でご

ざいましたが、その方も、高橋教授の教え子として出席をしていただき、そういう機会

を設けることによって、いわゆる管理当局の都市河川に対する発想、の転換が大きく変わっ

てきたという実感を感じております。

その委員会で、浅川の、日野市内の浅川域に対します河川の利用計画、 つまり公園的

な位置づけをしようという、いろんな提言を、も う既に絵にかいたような形でいただく

ことができました。今日はそれに基づいて、京浜工事事務所の当局に、これもしばしば

連絡をとりまして、日野市内の河川の公共オープンスペースであるゆえんを、いろいろ

とお願いをして、むしろ日野市は、河川について非常に先進的な発想をつくり出した拠

点にな った。多摩川サ ミットのときも、そういう扱いをしていただきました。そういう

ことで、これから、本来のいわゆるオープンスペースと しての河川というものの、市民

生活との関連をより高い機能に、ぜひ実現を図っていく、こういうことを日野市の政策

の大きい課題として進めるのが、 日野市ではなかろう か、 こう考えております。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 以上で、 この問題については終わり ます。

0議長(小山良悟君) これをも って23の2、多摩川・ 浅川公園化構想一一建設省の休

憩所づくりと連動して一一の質問を終わりますo

一般質問23の3、なぜ小学校・中学校のPTAに先生は参加しないのかの通告質問者、

夏井明男君の質問を許 します。

022番(夏井明男君) この問題につきましては このような問いかけで、実は日野の市

内の父兄の方からの声が、こういふうな表現で出ております。最近ですけれども、実に

驚くべきことに、校長先生がこういうことをおっしゃっております。で、各市を、各区

を校長先生も学校をかえてこう、勤務をかえて来ますので、いろんな各市の特色、各区

の特色を見ながら、日野市の特色も見るわけですけれども、その中で、日野市のPTA

には、先生が参加されないというのが非常に珍しいというか、伝統というか、そ ういう

ふうに見受けられます、ということを、まさに聞きました。これは l人の校長先生だけ

からではないわけであり ます。要するに、 PTAに対して日野市の教育委員会は、どう
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なのかですね。どういうふうにしたいのか。まあ、指導性を発揮しろということがある

んですけれども、そういう意味ではなくて、要するに温かく見詰めていっているのか、

冷やかに見ているのか、本音的には無用論で言っているのか、その辺がよくわからない。

むしろ PTAに参加されているお母さん方が、非常に大変な中を参加をしていて、申し

わけないという気持ちであります。

この質問のねらいでありますが、ふだんから親と先生との意見の疎通、会話、交流と

いうものがなされていませんと、特に中学はそうですが、荒れた学校というふうな現況

が出てきた場合に、なかなかそれに対応し切れないというものも出てまいります。です

から、そういう意味では、ふだんからの交流の場が、私は必要だろうというふうに思っ

ております。まさにそれが、 PTAにおける会合ではないかというふうに、 一つの場面

だろうというふうに思っておりますo また、学校を取り巻く現在の環境というのは、週

休 2日制の導入がこれから検討されてくるという状況にも入っております。また、これ

は前からも言われておりますが、開かれた学校ということは、何も空き教室を利用して

使うだけが開かれた学校という意味では、私はないと思いますが、その辺の発想、の仕方

も、私は変えていただきたいというふうに思うわけであります。

さらに、本質的に申し上げれば、その子供の養育、教育ですけれども、これは親が教

育の権利を私は持ち、義務を持っていると思います。国がその機会を提供して、具体的

な教師がその父母の教育権、義務を含む教育権をもとに、依頼を受けてその任に当たっ

ているというふうに思うわけであります。そうだとすれば、まさに学校の主役は、子供

であり、親が中心であるというふうに思います。だとすれば、いわゆる父母の学校に対

する意見の反映ということが、非常に私は大切になってくるだろうというふうに思うわ

けです。そういう観点から見ますと、現在のPTAのあり方というのが、非常に疑問に

見えてくるわけであります。

そこで、まず現況ですが、質問の要綱にも載せさせていただきましたので、詳しく御

報告をいただきたいんですが、他市のPTAにおける参加状況はどうなのか。まさにP

TAの中身ですが、この学級のPTA、それから学年のPTAの会合、それから全学校

の運営委員会といいますか、要するにPTAの主催の会合の中にも、さまざまな段階の

会合があるわけですけれども、それを含めて他市の参加状況、できれば23区の参加状況

を御報告願いたい。

その次に、日野市では参加状況はどうなのか。実態はどうなのか、その辺を御報告を

いただきたいと思います。
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以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(藤本享一君) お答えいたします。

まず 1点目の、他市または他区のPTAの会合に教師の参加状況はどうか、という件

でございますが、この調査はなかなか困難でございまして、それぞれの学校の会合があっ

たPTA側かまたは校長先生側とかに調べないと、わからないというのが実態でござい

ます。担当のそれぞれの教育委員会等の、これは社会教育関係でPTAの関係のことを

掌握は一応しているわけですけれども、そういう細かいものはどうしてもわからないと

いうことで、近隣の市への電話等の対応で、ございますが、これも、どういうふうに

が参加していくかということはわからないが、大体は参加していて、問題がないようだ、

というふうな回答でございます。いずれにしましでも、この細かし、状況については、今

現在、つかめないという状況でございますo

それから日野市内でございますが、小学校と中学校が、合わせて28校あるわけですが、

そのうち、 PTAという名称の組織がある学校が21校でございます。残り 7校のう ち、

6校につきましては、 PTAという名称ではなく、保護者と教職員の会、または父母の

会、または小学校学級委員会というような名称で活動をしていますが、内容はPTA活

動に準じたもので、ほぼ同様だということでございます。また、残りのさらに l校でご

ざいますが、これは父母代表者会という形で、各クラス 2名で25クラス分、合計50名の

委員と教員の代表者で組織した委員会を持ち、保護者との学校との連携を図っていると

ころです。

おっしゃいますように、本来教育が効果を上げるためには、学校と家庭とがそれぞれ

持つ教育的機能を生かして、しかも、両者が協力していくことが極めて大切であります。

この意味から、学校は家庭に対して、児童生徒の学習や、生活の諸側面についてさまざ

まな方法を通じて連絡をしています。また、保護者の意見の収集もしているところでご

ざいます。 PTA活動のその一環として利用され、教員も PTA組織の幾つかの委員会

に属して活動しています。学校差はそれぞれあるところでございますが、御質問で、表

題で先生は参加しないかということでございますが、私どもが聞いている範囲の中では、

PTA活動には参加をし、 PTAの会費も、先生方も納めて参加をしていると。また、

社会教育課長の方から伺っている中でも、 PTA活動の企画等への教師の参加協力につ

いては、特に支障があるというふうな情報は入ってない、というふうに伺っております。

さらに、任意の団体ではあるということが一つありますが、学校管理運営上、極めて
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大切な組織であるということで、私どもとしても、もし、参加の少なかった学校が何か

したとしたならば、これは校長会、教頭会等を通して、協力要請をしていきたいという

ふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今、私は、ここに、質問の要旨の中に、教師の参加状況という

ふうに書いたわけですよね。今、教育部長のお話ですね、実態の把握が難しいというの

はわかります、それは。日野市の中の今、ただ分類しただけですよ。 28校中21校がPT

Aがあって、 7校があってというね。こんなことはわかっているんで、す。要するにAと

いう学校は、 PTAとしてこういうふうに会合してます。運営委員会の主催でとうなっ

てます。そういう所が何校あって、大体、そこではお母さん方が平均何名出ていらっしゃ

る。そこでの学校側の出席者というのは、校長先生と教頭先生だけです、ある学校は。

ある学校は、要するに先生が当番制で回ってくるところはこれだけあります。ある学校

では、先生が 3人、教頭先生、校長先生以外に 3人常時、絶えず出席をされていますと

か、そういう実態の話を聞きたいんです。

現にお母さん方から、何で、私たちがこれだけ忙しい思いをして、自分の子供のことだ

から、それは当たり前と言えば当たり前すけれども、主役の子供、それを預けている親、

その主役の人が出席を学校でしていて、ほかの先生方は出て来られなし、。まあ、任意の

団体ということは当たり前のことですけれども、そういう実態があるんですよ。なぜ、

先生はそれに参加してくれないんだろうか。いろんなことも話をしたいということはあ

るんですよ。ですから、そんなのは、ちょっと学校を歩けば、正確にお話はできると思

うんですよね。その情報は得ていると思うんですO その辺の生の実態というのは、ここ

まで教育委員会としてはつかんでます。問題はこういう点があります。そういう声は、

それほど多くありませんけれども、そういう声もあります、というふうな話だったら、

私もわかりますけれども、今のお話は全然だめですよ。

それから、各市の状況は、よくわかりません。それはわからないと思います。ただ、

各学校に、要するに教育部長の方で熱意を持って調べようと思えば、近隣市の中で、 P

TAの実態はどうなのかということを調べれば、そんなのはすぐわかるじゃないですか。

標準的な学校をとらえて。それはできるでしょう。私だってできますよ、そんなのは。

それは、 PTAの存在というのは非常に大事なものである、というふうに言葉でおっしゃっ

ているけれども、実際、そうなのか、ということを、私は疑問に思いますね。ですから、

もう 1回答弁してください。
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0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 今、夏井議員さんの方からお話のある問題で、確かに PTA

の学校とのかかわり、これは学校教育を進めていく上で、非常に大切な組織であると。

そういうことについては、教育委員会としてはPTAとも連絡を極力とりながら、対応

していきたい、こう考えております。

確かに戦前、学校後援会というような方向から、戦後のこの民主主義教育という形の

中で、 PTAと、本当に文字どおり、父母と教師の会という形ででき上がった組織でご

ざいますので、いろいろその中で、例えば、今お話の出ているような役員会とか運営委

員会、あるいは学年会とか、学級担任との話し合いとか、学校自体、いろいろな形での

対応をとっていきながら、家庭と学校との連絡をなるべくスム ーズに引き上げていきた

いという形で取り組んでいると思うんですが、 一般的に役員会の方になりますと、 これ

は各学校、ほとんど私が知っている限りそうなんですけれど、教頭さんが副会長の 1人

に入られて、あと学校側を代表する庶務あるいは会計の担当の先生、それから PTAの

方から同じくお母さ ん、あるいはお父さんの代表の方が組み合わさるような形で役員を

構成している。各学校のPTAには、厚生係だとか、あるいは広報係、それから研修係、

いろんなそういうふうな担当部門を設けて、それなりにいろい ろPTAとしても、親睦

あるいは研修、あるいは PTAの機関誌の発行、 こんなものをやっているわけで、そう

いう部の活動と申しますか、係の活動の中には、先生方も参加しながらやっております

けれど、役員会とか運営委員会とかというような形にな ってきますと、これは一般の先

生方、その代表の役員の方にお任せしている。

ですから、単位PTAと、 PTAの協議会一一連合体のですね、これとのかかわりは

PTA協議会という形になりますと、ほとんど役員の方々が代表して集まって、その協

議会をつくっておりますので、各学校では、私は相当、先生と父母の方、特に担任とか

学年会とか、そういうものを通しながら、いわゆる PTAの集まりというのは、大抵、

父親参観日だとか、あるいは授業参観だとか、いろんなものを計画しながら学校がやっ

ている。そういう際には、担任の先生や、あるいは学年の先生も、皆さん参加しなが υ、

子供さんの学校での状況とか、そういうものについて担任として父兄の方と話し合い等

に参加している。こんな状態が、とれは日野市だけでなくて、他市もほぼ同じような形

で展開されているんではないか。

だから、確かに中学校ぐらいになりますと、子供が、なるべく親と先生の余 り密接な

あれを、できれば避けたいというか、何か学校でのいたずらゃなにかを、先生から親に
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話されるんじゃないか。それから、親が家庭での子供の実態を生のまま先生に言われる

んじゃないか、というような気持ちで、どちらかというと、子供自身が親と先生とのあ

んまり密接なかかわりを避けてほしいような形での、例えばPTAのいろんな会合の通

知ゃなにかあっても、持って帰らなかったり、そのような現象なども相当出ているとい

うような話は、開くことがあります。

それから、婦人の方の社会進出というような形を通しまして、 PTAが役員の方を選

出するのに、非常に骨を折っているということも、よく聞かされます。ただ、私も、 P

TAは大切な組織だと思いますので、 PTAの研修会とか、あるいは海外への視察とか、

そんなものには極力、事情の許す限り参加させていただいて、役員の方々との交流を持

つように努力はしています。そんな状況なんです。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 大分私とのずれがあるわけですが、そのずれというのは、 要す

るに学校の先生は、 PTAのいろんな会合について積極的に参加をしてくれていない、

という声が実際にあります。これは要するにPTAじゃなくて、要するに親だけの会で

はないか、というふうに言う人すらおります。これは 1人、 2人ではないわけでありま

す。今の教育長のお話ですと、他市も日野市と似たり寄ったりでございます。社会教育

部長のお話ですと、それほどそんな不満は聞いたことがありません、というお話ですね。

私も今、このねらいとしているのは、 PTAの中でも全学年の役員会ですか、協議会

というか、運営委員会とか、私が言うのは、学級のPTAが一番根本になるわけですけ

れども、そこら辺のことと、全体の学校の運営のこと自体が物すごくずれがある。一方

では、先生の方からいろんな種がぽんぽん来る。 PTAとは全く連動しないで来る。P

TAはPTAで来る。で、校長からも来るという 。場合によっては、教育委員会からス

トレートに来るということで、非常に父兄の側からすれば、非常にばらばらに見えると

いう実態があります。場合によっては、労働組合から来る。どさくさに紛れて来る。こ

ういうふうな状況もありますo

PTAの協力の実態を見ますと、涙ぐましいぐらい私は協力していると思います。痴

漢が出ると言えば、看板を掲げてこういうふうにしたり、要するに事故があれば、看板

をつくってお母さん方ゃったり、マラソ γの大会があると言えば、校内のその 1周する

所に立ってみたり、まさに学校の管理のPTAというのは下請じゃないわけですよね。

下請るのもありましたけれども、無用論もありますけれども、下請じゃないわけですよ。

むしろいろんな先生の立場からすれば、父兄が集まられる機会があったならば、むしろ
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積極的に、 自分が役割であろうが役割でなかろうが、お母さん方、お父さん方がどうい

うこ とを実際に思っているのか、悩んでいるのか、自分の仕事とのずれはないのか、と

いうこ とを真剣に考えれば、 そう いうふうな集まりがあれば、私は積極的に参加する姿

勢があっていい。むしろ率直に申 し上げて、できればそういう会合には参加をしたくな

いという雰囲気が、 私はあると思う んで、す。私が話しているのは、ちょっとずれがある

かもしれませんけれども、私も実際に、その辺の聞き取り調査じゃありませんけれども、

アンケー 卜等をやって、実際どうなのかという こと を調査 したし、ぐらいです。

一つお願いがある のは、こう いう声がある のは事実なんです。こ れは学校に対する不

信にもなります。ですから、ある学校が荒れたときに、 PTAの会長きんが、 本当に何

日lも何回も通知出して、とにかく学校へ来てく れ、学校へ来てくれとい うふう になる。

ーたん事が起こって、要するに混乱状態が起きてきたときに、 PTAのお母さん、 お父

さん方、何と かして くれ、 というこ とになる。ふだんのと きは、なる べく参加したくな

いというね。これは私は非常に一方的な見方で、偏見を持って言ってる側面もあるかも

しれませんけれども、そのときには率直に私もおわびをしますが、実際に自分の経験か

らも、実際の周辺からの事情も、そうい うふうな事情が見えます。ですから、PTAの

市P協を通じても結構ですから、率直なお母さ ん方のその辺の聞 くことは、作業と して

やっていただければあり がたいということをお願いをして、終わ ります。

O議長(小山良悟君) これをも って23の3、なぜ小学校 ・中学校のPTAに先生は参

加しないのかの質問を終わります。

お諮り いたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あ り〕

。議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長するこ とに

決しました。

お諮 りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたしますo

午後4時45分休憩

午後 8時14分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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これより議案第109号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定、議案第110号、日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定、議案第111号、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正

する条例の制定、議案第112号、日野市一般職の職員の給与に関す る条例の一部を改正

する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( f異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたしますo

理事者から提案理由の説明を求めます。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) ただいま上程されました 3議案につきまして、それぞれ提案

の理由を申し上げます。

議案第109号、本議案は、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてでありますO

去る11月29日、日野市特別職報酬審議会から「日野市特別職の給与並びに報酬の額に

ついて改定することが適当である」との答申がありましたので、答申どおり報酬の引き

上げを行いたく、条例の一部改正をお願いするものであります。

改正内容は、議長が現行月額 f50万円」を f55万円jに、副議長が現行月額 f45万円」

を f49万5，000円」に、常任委員長が現行月額 f44万円」を f48万5，00円Jに、議員が

現行月額 f43万5，000円」を f48万円」に、それぞれ改定するものであります。

議案第110号、本議案は、日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてであります。

議案第109号同様、日野市特別職報酬審議会の答申どおり給料の引き上げを行いたく、

条例の一部改正をお願いするものであります。

改正内容は、市長が現行月額 f82万円」を f90万円」に、助役が現行月額 f69万円J

を f76万円」に、収入役が現行月額 f64万円」を f70万5，000円」に、それぞれ改定す

るものであります。

議案第111号、本議案は、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてであります。

改定内容は、教育長が現行月額 f64万円j を f70万5，000円Jに改定するものであり

ます。

議案第112号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
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についてo

本議案は、日野市一般職の職員の給料表の改定、看護職に対する調整額の新設及び昇

給の基準に関する特例を定めるため、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正するものであります。

以上4議案の詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議

のほどお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) それでは、詳細につきまして御説明申し上げます。

ただいま市長から、 109号、 110号、 111号について、まず説明がございました。内容

につきましては、もう説明のとおりでございますので、省略をいたします。

ただ、付則でございますが、この 3条例とも、公布の日から施行し、平成 3年11月 1

日から適用するということでございます。理由等につきましては、机上に配付されまし

た資料のとおりでございますので、よろしくお願いをいたします。

次は、議案112号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定につきまして御説明を申し上げます。

議案審の 2ページ、 3ページをお開きいただきたいと存じます。

まず、第6条の 2でございますが、給料の調整額を導入するため本文を追加するもの

でございます。先ほど提案理由にもございましたように、 この調整額を導入する理由は、

護職の人材確保を図るという観点から、給与面で待遇改善を行 うため導入するもので

ございます。また、 この給料の調整額は、 100分の25を超えない範囲内において支給す

るものであります。

なお、委参考資料としてお手元に配付して ございます給料の調整額の規則案に規定して

ありますように、支給対象者は、市立病院に勤務する看護職一一これは助産婦、看護婦

及び准看護婦でございますーーに限っております。

次は、給料衰の別表第 1、別表第 2を改めるものでございます。なお、改定率につき

ましては、国と同率の3.71%で改定を行うものでございます。

次に、 4ページ、 5ページをお聞きいただきたいと存じます。別表の第 3を改定する

ものでございます。これにつきましては、先ほど御説明いたしました給料の調整額の

入に伴い、市立病院に勤務する看護婦、准看護婦に支給してあります技術手当6，500

を廃止するものでございます。

次に、付則でございますが、 1、2は、施行期日、適用日を定めたものでございます。
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まず、施行期日でございますが、この改正条例につきましては、国の給与法の改正等

の措置を待って施行するため、施行期日を規則委任するものでございます。また、適用

日につきましては、給与改定は平成 3年4月 1日、後ほど説明させていただきます昇給

期間の短縮は平成 3年10月1日、調整額・特殊勤務手当は平成4年4月 1日とするもの

でございます。

6ページ、 7ページをお聞き願います。付則の 3の最高号給等の切りかえにつきまし

ては、参考資料にありますとおりでございます。

次に、付則の4、昇給の基準に関する特例でございます。これにつきましては、 26市

との比較から制度値の上で低い現況にあるポイント、 これは27歳、 35歳、 43歳でござい

ますが、これを引き上げるための措置として、昇給期間を短縮するものでございます。

内容といたしましては、 6月、 6月2回を行うというものでございます。中堅職員の給

与改善を図るものでございます。この対象は、平成 3年10月 1日現在在職してい る職員

で、平成4年4月 1日における年齢が27歳以上で、かっ在職期間が3年以上のものであ

ります。

付則の 5は、給与の内払という規定になっておりますO

以上雑駁な説明ではございますが、終了させていただきますO よろしく御審議のほ ど

お願いをいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 4件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたしま

す。

お諮りいたします。これをもって議案第109号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第110号、日野市長等の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定、議案第111号、日野市教育委員会教育長の給与等に

関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第112号、日野市一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより請願第 3-28号、法務局の大幅増員に関する請願の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりで、すO
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請願第 3-28号の常任委員会への付託は、 会議規則第138条の規定により議長におい

て総務委員会に付託いたし ます。

これより請願第 3号-29号、東京都青少年の健全な育成に関する条例の早期改正につ

いての陳情、請願第 3-30号、安心 して飲める水道水の水質基準に関する請願の件を一

括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 一括議題と いたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第3-29号、請願第 3-30号の常 会への付託は、会議規則第138条の規定

により議長において厚生委員会に付託いたしますo

これより請願第 3-31号、都住宅供給公社による仮称「コ ーシャハイム神明=

宅Jの建設に反対し!計画の撤回を求める請願の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 3-31号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により議長におい

て建設委員会に付託いたします。

これより請願3-32号、日野市立幼児教育セソタ ー廃止後の事業継続に関する請願の

件を議題といたします。

調願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりで'J0 

請願第 3-32号の常任委員会への付託は、会議規則第

て文教委員会に付託いたします。

とれより請願 3-33号、山崩れの再発防止ならびに恒久的な水の処置に関する請願

の規定によ り におい

嗣願第 3-34号、団地からの雨水流出防止と隣接山林の樹木についての糟願の件を一括

議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 3-33号、請願第 3ー34号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定

により議長において建設委員会に付託いたします。

これより請願第 3-35号、市街化区域内における市民農閣の整備に関する陳情の件を

議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりで、す。
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12月20日 金曜日 (第 8日)
請願第 3-35号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により 議長におい

て厚生委員会に付託いたします。

本日の日程はすべて終わりました。

12月16日から始まります常任・特別委員会は、お手元に配付しました日程表のとおり

です。委員の皆様には日程表に基づき御参集願います。

平成 3 年
次回本会議は12月20日、金曜日、午前10時より関議いた します。時間厳守で御参集願 日野市議会会議録 (第34号)

います。
第 4固定例会

本日はこれにて散会いたしますo

午後 8時36分 散会
12月20日 金曜 日 (第 8日)

出 席 議 員 (30名)

1番 沢 回 研 一 君 2番 執 印 真智子 君

3番 田 原 茂 君 4番 ) 11 友 君

5番 高 橋 徹 君 6番 土 方 尚 功 君

7番 天 野 輝 男 君 8番 下 村 功 君

9番 佐 藤 洋 一 君 10番 福 島 敏 雄 君一

11番 内 回 勲 君 12番 宮 沢 清 子 君

13番 ，馬 場 繁 夫 君 14番 福 島 盛之助 君

15番 藤 林 理 一郎 君 16番 山 良 悟 君

17番 高 橋 徳、 次 君 18番 一 ノ瀬 隆 君

19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

21番 奥 住 日出男 君 22番 夏 井 明 男 君

23番 黒 ) 11 重 司堅 君 24番 2民 野 行 雄 君

25番 古 賀 俊 昭 君 26番 市 ) 11 資 信 君

27番 谷 長 君 28番 名古屋 史 良R 君

29番 竹ノ 上 武 俊 君 30番 米 沢 照 男 君

欠 席 議 員 (なし )
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説明のため会議に出席した者の職氏名 日程第 4 議案第 105号 日野市防災情報室建築工事に伴う給排水衛生空気

市 長 森田喜美男君 助 役 砂川雄 君 調和設備工事請負契約の締結の訂正について

収 入 役 佐藤智春君 企画財政部長 長谷川暢男君 (議案審査報告) (総務委員会)

総務部長 前田雅夫君 市民部長 永瀬誠 君 日程第 5 議案第 86 号 日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

生活文化部長 糸川 滋君 環境部長 山 口正夫君 補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定

都市整備部長 鈴木栄弘君 建設部長 橋本栄寓君 について

福祉部長 坂口泰雄君 水道部長 日 野義人君 日程第 6 議案第 92 号 日野市監査委員に関する条例の一部を改正する条

病院事務長 須藤雄示君 教 育 長 長沢三郎君 例の制定について

学校教育部長 藤本享 君 社会教育部長 大谷俊夫君 日程第 7 議案第 100号 不動産の取得について

創亘財政司惨事 大崎茂男君 監査諺尊務議 小山哲夫君 日程第 8 議案第 103号 日野市防災情報センタ ー建築工事請負契約の締結

について

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 日程第 9 議案第 104号 日野市防災情報セ γター建築工事に伴う電気設備

局 長 落合 豊君 次 長 田中正美君 工事請負契約の締結について

書 記 濃沼哲夫君 書 記 小林章雄君 日程第 10 議案第 105号 日野市防災情報センター建築工事に伴う給排水衛

書 記 橘 達雄君 書 記 斉藤令吉君 生空気調和設備工事請負契約の締結について

書 記 鈴木俊之君 日程第 11 議案第 106号 (仮称)日野駅西第 5自転車等駐車場新設工事請

負契約の締結について

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3 日程第 12 議案第 109号 日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

立川速記者養成所 所長 関根 福 次
の一部を改正する条例の制定について

速記者 小野口純子君 日程第 13 議案第 110号 日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

議 事 日 手呈
日程第 14 議案第 111号 日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の

平成 3年12月20日(金)
一部を改正する条例の制定について

午前 10 時開議
日程第 15 議案 第 112号 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

(訂正)
(総務・文教・厚生・建設)

日程第 1 議案第 100号 不動産の取得の訂正について
日程第 16 議案第 93 号 平成 3年度日野市一般会計補正予算(第 3号)

日程第 2 議案第 103号 日野市防災情報室建築工事請負契約の締結の訂正
(厚生委員会)

について
日程第 17 議案第 87 号 日野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

日程第 3 議案第 104号 日野市防災情報室建築工事に伴う電気設備工事請
改正する条例の制定について

負契約の締結の訂正について
日程第 18 議案第 90 号 日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部
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を改正する条例の制定について

日程第 19 議案第 91 号 日野市多子世帯児童養育手当条例の一部を改正す

る条例の制定について

日程第 20 議案第 94 号 平成3年度日野市国民健康保険特別会計補正予算

(第2号)

日程第 21 議案第 97号 平成 3年度日野市立総合病院事業会計補正予算

(第2号)

(建設委員会)

日程第 22 議案第 88 号 日野都市計画事業西平山土地区画整理事業施行規

程を定める条例の制定について

日程第 23 議案第 89 号 日野市下水道条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第 24 議案第 95 号 平成3年度日野市土地区画整理事業特別会計補正

予算(第2号)

日程第 25 議案第 96号 平成 3年度目野市下水道事業特別会計補正予算

(第3号)

日程第 26 議案第 98 号 市道路線の廃止について

日程第 27 議案第 99号 市道路線の認定について

(請願審査報告) (総務委員会)

日程第 28 請願第 2-32号 無認可幼稚園あるいは在宅等自主保育幼児の保護

者に保護者補助金(愛育手当)を求める請願

日程第 29 請願第 3-13号 平山駅前公共施設建設計画の見直しを求める陳情

日程第 30 請願第 3-28号 法務局の大幅増員に関する請願

(文教委員会)

日程第 31 請願第 3-2号 2学級以下の学年のプール指導時に体育講師の配

置を求める請願

日程第 32 請願第 3-15号 単学級のプール指導時に体育講師の配置を求める

陳情

日程第 33 請願第 3-32号 日野市立幼児教育セ γター廃止後の事業継続に関

する請願

(厚生委員会)
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日程第 34 請願第 3-9 号 (仮称)浅川公会堂建設計画の見直しを求める請

願

日程第 35 請願第 3-24号 たんぽぽ学童クラブの移転及び児童館と図書館の

建設に関する請願

日程第 36 請願 第 3-35号 市街化区域内における市民農閣の整備に関する陳

情

(建設委員会)

日程第 37 請願 第 2-5号 帝人高層独身寮建設反対に関する請願

日程第 38 請願第 2-30号 (仮称)メイツ 日野台マソショ γの建設について

は、周辺住民が同意するまで、建築を認めない

(事前協議申請書を受理しない)措置をとって下

さいについての請願

(取り下げ) (文教委員会)

日程第 39 請願第 3-16号 日野市立幼児教育セ ンタ 一存続に関する請願

(継続審査) (総務委員会)

日程第 40 請願 第 3-11号 日・朝国交正常化の早期実現を求める意見書提出

に関する請願

日程第 41 請願第 3-12号 拙速なる日朝正常化に反対する意見書提出に関す

る陳情

(文教委員会)

日程第 42 請願第 3-10号 学校事務職員 ・栄養職員の給与費半額負担などの

義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外され

た費用の復元を求める陳情

日程第 43 請願第 3-23号 「義務教育費国庫負担法」の改正に反対する陳情

(厚生委員会)

日程第 44 請願第 2-20号 日野市立総合病院を現在地に建て替えることに関

する請願

日程第 45 請願第 2-24号 i (仮称)浅川公会堂建設J~.こ関する請願

日程第 46 請願第 2-25号 中ホール建設に関する請願

日程第 47 請願第 3-8号 黒川地区市民広場の確保並びに地区センタ一新設

に関する請願
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日程第 48 請願第 3-17号 日野市市民多目的ホール新設に関する請願 (請願上程)

日程第 49 請願第 3← 26号 看護婦確保法の制定と東京都来年度予算に関する 日程第 67 請願第 3-36号 日野市民葬斎場建設促進に関する請願

陳情 (議案上程)

日程第 50 請願第 3-29号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の早期改 日程第 68 議案第 113号 平成 3年度日野市一般会計補正予算(第4号)

正についての陳情 日程第 69 議案第 114号 平成 3年度日野市国民健康保険特別会計補正予算

日程第 51 請願第 3-30号 安心して飲める水道水の水質基準に関する請願 (第 3号)

(建設委員会) 日程第 70 議案第 115号 平成 3年度日野市土地区画整理事業特別会計補正

日程第 52 請願第 2-4 号 京王百草園駅付近に自転車置場の増設を求める請 予算(第 3号)

願 日程第 71 議案第 116号 平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正予算

日程第 53 請願第 2-28号 大坂上二丁目の r(仮称)日野マンションjの建 (第4号)

設計画に関する請願 日程第 72 議員提出議案第25号 日野市議会委員会条例の一部を改正する条例の制

日程第 54 請願第 3-4 号 区画整理の諸点についてご配意下さいの請願 定について

日程第 55 請願第 3-5 号 まちづくりに住民参加を大切にして下さいの請願 日程第 73 議員提出議案第26号 日野市議会会議規則の一部を改正する規則の制定

日程第 56 請願第 3-19号 高幡山の景観を保持するために緑地公園の建設を について

求める請願 日程第 74 議員提出議案第28号 暴力団排除宣言に関する決議

日程第 57 請願第 3-21号 岡部マンション(仮称)建築計画に関する請願 日程第 75 議員提出議案第29号 法務局の大幅増員に関する意見書

日程第 58 請願第 3-22号 公園設置に関する請願 日程第 76 議員提出議案第30号 市街化区域内における市民農園の整備に関する意

日程第 59 請願第 3-31号 都住宅供給公社による仮称「コーシャハイム神明 見書

三丁目住宅」の建設に反対し計画の撤回を求める 日程第 77 議員提出議案第27号 国連平和維持活動 (PKO)協力法案反対の意見

請願 書

日程第 60 請願第 3-33号 山崩れの再発防止ならびに恒久的な水の処置に関

する請願 本日の会議に付した事件

日程第 61 誇願第 3-34号 団地からの雨水流出防止と隣接山林の樹木につい 日程第 1から第77まで

ての請願

(中間報告)

日程第 62 特別委員会中間報告の件

(継続審査議決)

日程第 63 下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 64 スポーツ・文化施設対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 65 交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 66 市立病院等対策特別委員会の継続審査議決に関する件
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午後 2時4分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員28名であります。

これより日程第 1、議案第100号、不動産の取得の訂正、日程第 2、議案第103号、日

野市防災情報室建築工事請負契約の締結の訂正、日程第 3、議案第104号、日野市防災

情報室建築工事に伴う電気設備工事請負契約の締結の訂正、日程第七議案第105号、

日野市防災情報室建築工事に伴う給排水衛生空気調和設備工事請負契約の締結の訂正の

件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) ただし、ま上程さ れました議案第100号、103号、104号、105号

は、それぞれ関連する議案であります。その件名の日野市防災情報室を、日野市防災情

報センタ ーの用語に改定いたしますO よろしく御了承の上、御理解をお願し、し、たします。

O議長(小山良悟君) お諮りいたします。ただいま議題となっております本4件につ

いては、これを承認することに御異議あり ませんか。

C 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないも のと認めます。よって日程第 1、議案第100号、

不動産の取得の訂正、日程第 2、議案第103号、日野市防災情報室建築工事請負契約の

締結の訂正、日程第 3、議案第104号、日野市防災情報室建築工事に伴う 電気設備工事

請負契約の締結の訂正、日程第4、議案第105号、 日野市防災情報室建築工事に伴う給

排水衛生空気調和設備工事請負契約の締結の訂正の件は、これを承認する ことに決しま

LtこO

これより議案第86号、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定、議案第92号、日野市監査委員に関する条例の一部

を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたしま す。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(谷長一君) それでは、総務委員会の経過と結果につき まして、その
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主なるものを御報告申し上げます。

議案第86号、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例でございます。

この条例につきましては、法の改正によりまして条例を訂正するものでございます。

1万円を 2万円にということでございます。詳細につきましては、新旧対照表どおりで

ございますので、よろしく御審議のほどをお願い申し上げますo

議案第92号、日野市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定でございます。

これは、やはり自治法の改正によりまして、監査委員に対する条例の一部を改正する

ものでございまして、新旧対照表によりますと、監査が従来は定期監査ということでご

ざいましたけれども、事務監査及び定期監査ということになりまして、説明によります

と、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営にかかわる事業の監査ということ

でございます。

第 3条におきましては、第199条の 3項が、今度は199条の 2項及び4項に分かれると

いうことでございます。これは事務量の増大等に伴う結果、このようになったというこ

とでございまして、監査を行う場合には、その都度、期日を指定して監査の対象となる

機関に通知しなければならない。さらに、今度は、第三セクタ一等公共団体の長が要求

する場合、すなわち補助金とか交付金、負担金、貸付金、それに損失補償、利子補給、

その他財政援助を与えている出納事務の地方公共団体による施設の委任委託を受けてい

るもの、日野市にもあるわけでございます。これらのものも監査の対象になり、これも

監査の請求を受理し、これを要求を受けて監査を行うときは、監査委員は期日を指定し、

あらかじめ監査の対象となる機関に通知しなければならない、というようなことでござ

います。

以上2議案とも、質問等はございましたけれども、省略をさせていただきまして、全

会一致これを原案どおり決しましたので、よろしく御審議のほどをお願い申し上げますO

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決で、あ

ります。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第86号、日野市議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定、

議案第92号、日野市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のと

おり可決されました。

これより議案第100号、不動産の取得の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(谷 長一君) 議案100号、不動産の取得についてでございます。

これは、日野市防災情報セシター付属施設でございます。所在地は、日野市神明一丁

目11番地の20でございます。建物の構造は、軽量鉄骨造亜鉛メッキ綱板葺 2階建でござ

います。棟数は一つで、床面積、取得価格、相手等は、議案書にあるとおりでございま

すo

質問等はありました。先ほど訂正された件につきましでも、総務部長から、情報室を

情報センタ ーに改めたいというような発言もございました。

さらには、予算の審議の過程において、その件は、情報室をセンターというようなこ

とはどうしてか、というような ことです。さらには、内部協議をと ってセ γターにした

のかどうかというようなこともありました。

そこで、やはり一部の委員から、市長が本会議におきましてもそのような発言をした

ので、やはりその訂正はした方がし巾、んじ ゃないか、というふうな質問も出ました。

また、 一体、 情報センタ ーというのはどのよう な施設か、というようなことも出たわ

けでございます。

それに対して答弁は、地方自治法244条、公の施設、市民に事務窓口等として開放す

るものは行政施設であり条例がある、公開はしないが拒否はできない、または、庁舎の

分室的な扱いになるんだ、というようなこともございました。

意見等もございましたけれども、全会一致これを原案どおり認めるということで可決

をいたしましたので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い0議長(小山良悟君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしますo

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

ワ
4

0
0
 

「ひ



( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第100号、不動産の取

得の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第103号、日野市防災情報センター建築工事請負契約の締結、議案第104

号、日野市防災情報センター建築工事に伴う電気設備工事請負契約の締結、議案第105

号、日野市防災情報セ γター建築工事に伴う給排水衛生空気調和設備工事請負契約の締

結の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(谷 長一君) それでは、これも同じく総務委員会でございまして、 そ

の経過と結果につきまして、簡単に報告をさせていただきます。

まず、議案103号でございます。日野市防災情報セ γター建築工事請負契約締結の件

でございます。これは、日野市防災情報セ Yター建築工事に関する請負契約を締結した

ということを議会に議決を求めるものでございます。

工事名は、日野市防災情報セ γター建築工事でございます。契約金額は、 4億2，127

万円。これには消費税も含まれております。契約の方法は、指名競争入札でございます。

工期は、契約の翌日から平成4年12月15日まで。契約の相手方は、長野県長野市大字南

長野県町524番地、北野建設株式会社、代表取締役、北野次登でございますo

入札に関しましては、日野市防災情報セ γター建築工事、お手元に配付しであるとお

りでございまして、北野建設株式会社が落札をしたということでございます。

工事の内容につきましては、件名は、日野市防災情報センター建築工事でございまし

て、場所は、先ほど申したところと同じでございます。

工事の内容については、鉄筋コンクリート造でございます。面積は、敷地面積が1，38

8.94平米。建築面積が450.11平米でございます。床面積が、 984.720 地下が 1階、 上が

1、2階でございます。

次は、議案第104号、同野市防災情報センター建築工事に伴う電気設備工事請負契約

の締結についてでございます。これは、日野市防災情報センター建築工事に伴う電気設

備工事に関し、次のように工事請負契約を締結するもので、議会の議決を求めるという

ものでございまして、契約金額は 1億3，905万円、これは消費税を含むものでございま

。。
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契約方法は、指名競争入札。工期は、平成4年12月15日まで、で、契約の相手方は、東

京都日野市旭が丘三丁目2番地の 5、演坂電気株式会社、代表取締役、門下高蕎雄でご

ざいます。競争入札の結果、この演坂電気が 1億3，500万円で落札をいたしました。工

事概要につきましては、工事場所は、日野市神明一丁目の11番地の16ということでござ

います。工事内容につきましては、受変電設備、幹線、動力設備等でございます。内容に

ついては、工事概要はお手元に配付しである議案書のとおりでございますので、よろし

く御審議のほどをお願L、し、たします。

次が、議案第105号、日野市防災情報センタ ー建築工事に伴う給排水衛生空気調和設

備工事請負契約の締結についてでございますo

これは、日野市防災情報センター建築工事に伴う給排水衛生空気調和設備工事に関す

る工事請負契約の締結でごぎいます。

工事名は、日野市防災情報センター建築工事に伴う給排水衛生空気調和設備工事でご

ざいます。契約金額は、 1億4，008万円。これも消費税を含むわけでございます。契約

の方法は、指名競争入札。工期は、契約の翌日 から平成4年12月15日まででございます。

契約の相手方は、東京都中央区日本橋三丁目 12番 2号、富士電機総設株式会社、代表取

締役、紺野 昇でございますo 落札金額は、 l億3，600万でございます。工事の概要に

つきま しては、件名は、日野市防災情報センタ ー建築工事に伴う給排水衛生空気調和設

備工事でございます。工事の場所は、 先ほど申しました場所でございます。

工事の内容につきま しては、給排水衛生設備、それか ら空気調和設備でございます。

これにつきましては、説明が ございました後、格づけの問題、それから地元業者の JV

の問題、タワ ーの部分はどの部分か、というような質問がなされました。

おのおの答弁がなされたわけでございます。その答弁を一部拾ってみますと、指名参

加願いを提出されると格づけがわかる。客観的と主観的両方において行う具体的内容に

ついては公表していない。

さらには、答弁、答えとして、本来、事業費、これは工事費が大きくなる。 1社のみ

では大きくなり過ぎるので、 JVの中に地元業者を措置している。手続上、立場として、

地元業者育成にいつも心がけている、等級、内示等は公表する範囲内ではない、公表は

まことに困難である、というような答弁がなされました。

3点目のタワーの部分ですけれども、本議案には含まれていない。将来的にも公表ど

のぐらいかということでございますけれども、 3カ年計画である。今のところは明確に
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は申せないということでございます。

以上、 3議案でございますけれども、慎重に審議をいたしました。全会一致これを原

案のとおり決することに決めましたので、よろしく御審議のほどをお願い申し上げますo

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第103号、 日野市防災

情報セ γター建築工事請負契約の締結、議案第104号、日野市防災情報セ γター建築工

事に伴う電気設備工事請負契約の締結、議案第105号、日野市防災情報センタ ー建築工

事に伴う給排水衛生空気調和設備工事請負契約の締結の件は原案のとおり 可決されまし

た。

これより議案第106号、 (仮称)日野駅西第5自転車等駐車場新設工事請負契約の締

結の件を議題といたしますo

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(谷 長一君) それでは、御報告申し上げます。

議案第106号、 (仮称)日野駅西第 5自転車等駐車場新設工事請負契約の締結につい

てでございます。

(仮称)、日野駅西第5自転車等駐車場新設工事に関し、次のように工事請負契約を締結

するというものでございます。

工事名は、仮称、日野駅西第 5自転車等駐車場新設工事でございます。契約金額は、

1億197万円でございます。消費税を含みます。契約の方法は、指名競争入札でござい

ます。工期は、契約の翌日から平成4年 7月31日まで。契約の相手方は、東京都日野市

栄町一丁目21番地の14、株式会社、加藤鉄建、代表取締役、加藤善己でございます。

競争入札の結果、落札価格は、これは 2回目で落札がなされております。 9，900万円

でございます。

工事の概要につきまして申し上げます。件名、 (仮称)日野駅西第 5自転車等駐車場
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新設工事でございます。工事場所は、日野市大坂上一丁目 9番地。工事内容は、屋内駐

車場。これは鉄骨造。地上2階建。 755台を収容するものでございます。 1階が管理室、

自転車置場、スロープ階段。 2階が、自転車置き場、スロープ階段。屋上が、やはり自

転車置き場、スロ ープ階段ということになっております。屋外駐車場はコンクリート舗

装でございまして、 115台でございます。付帯設備は、電気設備一式等、給排水設備一

式でございます。敷地面積は、 543.54平米でございますO 屋内駐車場、これは建築面積

が321.50平米でございます。延床面積が683.13平米でございます。 1階、 2階、屋上階

と、それから屋外駐車場という ことになっており ます。

質問につきましては、 自転車等駐車場とな っているが、 「等」は何を意味するか、と

いうような ことと、それからバイク、 自転車等で混雑する。危険であるが、 歩道をつけ

る考えはないか。また、検討 したか、 というような質問が出されたわけでございますo

第 1聞につきましては、原動機っき自転車も含ま れることがあるが、条例と一致させ

るため、ということでございました。

2問自につき ましては、 平成4年度事業でオープ γ前に必ず整備をする。西側に1.5

メー トルの歩道が今あるわけでございます。 JR側を高 くする ということです。

あと一つ質問があったんですけれど、これは南口改札口を設ける ことができないか、

という ことでありますけれども、 JRに要望はなされている。しているけれども、なか

なからちが明かなし、、というような答弁等があったわけでございます。意見もございま

しTこ。

しかし、全会一致原案どお りこれを決する ことにいたしましたので、よろ しく御審議

のほどをお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますo なければこれをもって質疑を終結い

たします。

件について御意見があれば承 ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であり ま

すO 本件は委員長報告のとおり 決するに御異議ありませんか。

( 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますo よって議案第106号、 (仮称)

野駅西第 5自転車等駐車場新設工事請負契約の締結の件は原案のとお り可決されました。

これより議案第109号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定、議案第110号、日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条
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例の制定、議案第111号、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正

する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(谷 長一君) それでは、議案第109号、日野市議会議員の報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。

内容につきましては、条例と新旧対照表につきまして説明がなされました。

次に、議案第110号でございます。市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてでございます。

日野市長等の給与に関する条例の一部を改正するものでございまして、 これも条例に

つきましては、新旧対照表どおりということでございました。

次に、議案第111号、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてでございます。

日野市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましでも、

やはりこの条例も説明が行われ、新旧対照表どおりということで、説明がなされま した。

慎重に審議をいたしましたが、質問は何点かございましたけれども、省略をさせてい

ただきます。

全会一致、この 3議案とも原案どおりこれを決しましたので、よろしく御審議のほど

をお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いた しま

すo

これより本 3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第109号、日野市議会

議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第110号、日
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野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第111号、日野市教育

委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可

決さ れました。

これより議案第112号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定の件を議題といたし ます。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長 (谷 長一君) 議案第112号でございます。 日野市一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますo これは、日野市一般

職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例で、部長より非常によ く説明がなさ

れたわけでございます。 これはお手元に配付しである日野市給与改定の概要等を見てい

ただければよくわかりますけれども、給与の改定について、そのうち給料表の 1、給料

の2、適用者と も国並み、並びに改定率は3.71、これは人事院勧告によるということ

でございます。

給料では、20歳代を中心に若年及び中年へ重点配分を行ったと いうこ とでございます。

それから 3の、給料の調整額の導入、 これらにつきましで も、市立病院に勤務する

議職、助産婦、看護婦、准看の人材確保を図るという観点から、給与面での改善を行っ

たと いうことでございます。調整額、給料月額の100分の25の範閣内。

には 4が、 これは特勤手当の改正でございます。こ れは技術手当、月6，500円を

廃止するというものであり、 5は昇給期間の短縮でございます。昇給期間の短縮、これ

は6カ月短縮を 2回行うと いうことで

います。

給与改定は、 平成 3年4月 1目。昇給期間の短縮は、平成4年10月1日。調整額、そ

職員の給与の改善を図ると いうものでござ

れから特勤手当、これは平成4年4月 1日というような説明がなされたわけでございま

す。

非常に多くの質問等がございました。その質問等の中におきまして、質問を終わりま

したときに、いろいろとこれに対しまして「何とかしなければならない」という ような

があったわけでございますので、 初日は質問まで、で、意見じみたものでございました

ので、後日 、恐らく修正案が出されると いうような雰囲気もありま した。

それでまた、今朝、総務委員会を聞きましていたしましたとこ ろ、修正案が提出され

たわけでございます。修正案は、お手元に配付しである修正案のと おりでございますの
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で、よろしくお願いしたい、こういうわけでございます。

そこで、内容につきまして、提案理由の説明がございました、提案者から。これを見

ますと、規則で定めようとした適用者の範囲も条例の中に入れたということと、あと一

つは、調整率についても条例、これは別表に組み入れた。その他、条例、別表は、皆様

のお手元に配付しであるとおりでございますので、よろしくお願いします。

また、付則の中で、平成 5年 3月31日限りの時限としてあります。その問、市と組合

で十分協議をして新しい給料表をつくっていただきたい、ということを要望するという

ような提案理由もございました。

そこで、修正案に対しまして採決をいたしました結果、これ、修正案に対して挙手採

決を行ったわけでございます。挙手採決の結果、賛成多数で修正案どおりこれを決した

次第でございますので、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。内田 勲君。

011番(内田動君) 修正について、特に異議あるものではないんですが、手続上の

ことでちょっと確認をさせていただきたいと思います。

前回、全協の中で、総務部長の方の説明の中に、技術手当を廃止するという提案と同

時に、答弁の中で、その金額6，500円を本給の方に組み入れて、さらにそれに計数を掛

けていく、こういう説明があったものですから、それはおかしいんではないかというふ

うに僕は言ったつもりなんですが、その件についての質疑は、委員会の中でどんなふう

にされたので、しょう。

0議長(小山良悟君) 総務委員長。

0総務委員長(谷 長一君) その件につきましては、なされました。しかし、詳細に

ついては担当部長がよく御存じだと思いますので、担当部長に説明をしてL、ただきたい。

これでよろしいでしょうか。(iはい」と呼ぶ者あり)ひとつ、お願いいたします。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えいたします。

給与改定でございますが、人勧の3.71で、いわゆる給与改正をするということでござ

いまして、この新給与に調整額、要するに調整額の調整率を掛けるということでござい

ます。

この調整額といし、ますのは、先般もお話し申し上げましたとおり、第 2本俸に類する

ものだということでございます。その上で、今まで出しておりました看護婦等の技術手

当を廃止をするというものでございます。
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0議長(小山良悟君)

011番(内田勲君)

内田勲君。

そうしますと、全協で説明した内容と全く違うと思うんですが、

その辺は、もしそういうことがあれば訂正をしていただきたいと思うんで、す。全協で、

たしかそれを基本に入れて率を掛けるという説明だったと思うんですが、いかがでしょ

う。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) 私は、今申し上げましたように、全協等でも説明をしたと

いうふうに記憶しております。

0議長(小山良悟君) 内田 煎君。

011番(内田勲君) それならそれでいいんですけれども、それに対して私があれだ

け意見を言っているわけですよ。それをどういうふうに聞いていたんですか。

私は、廃止するといっていながら、たしか技術手当という名目がなくなって、その金

額6，500円もなくなると思ったんです。それで、今回の計数を掛けるんだろうと。これ

は当然だなと思っていましたら、その6，500円を本給に入れるというから、おかしいと、

あれだけ言ったわけですO こんなばかな手続ないだろうということで言ふたわけで、すか

ら、 当然そのときに反論してし、し、はずでしょう。ですから、あのときはその6，500円を

含むという ことで説明しているはずなんですよ。 もし、 その辺が食い違 うんでしたら、

市長の方から答弁をお願いしたL、と思いますO

O議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 確かに全協で、 今、御指摘いただいたよう な御質問があったの

は承知しておりますが、これは私どもの方の説明にちょ っと不十分な点があ ったかもし

れませんが、 当初から、本俸に対して一定の率で調整額を計算するということで、その

本俸の中に、現在ございます技術手当の6，500円を加えて、ということではございませ

ん。

ただ、廃止をしますので、それが調整額によって置きかえられるという意味で、その

分は取り込んであるというような説明が、あるいは我々の方で、 事務当局の方でやっ た

かもしれませんが、実態としては技術手当は廃止をして、 それで調整手当にするとい う

ことでございますので、あるいは私どもの説明が不十分な点があったんではなし、かとい

うふうに思いますが、 これは先ほど総務部長が答えたように、当初からそう いう形で私

どもの方では御説明を申し上げたつもりでございますけれども、確かに今、内田議員か

ら御指摘がございましたように、 若干、御理解をいただけなかったと いう 意味で、我々
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の説明が若干、不十分であったんではないか、ということを反省しております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 内田 勲君。

011番(内田動君) 説明は、不十分ではないです。十分説明されているんです。理

解をしたんですよ、説明の内容は。だから、おかしいと言ったんですO 私は聞き違えた

んでも何でもないんですよo 入れると言ったから入れているんですよ。でなきゃ、あん

なとこで言わないです。そんな6，500円を含むのはおかしいと僕は言っているわけです

から、そのときに「いや、これは含みませんj と言ってくれれば、その場で納得できた

んですよ。

それ、覚えていませんか。私はたしかそういうふうに言ったはずなんですよ。だから

そこで訂正してもらえばし、いんですよ。そう言った覚えない、私の聞き違いだとか、あ

るいは説明が不十分だったんでこちらに正しく伝わらなかったと、あくまで言い張るん

でしたら、僕はいつまででも聞きますよ O 私だってそのように聞いて意見を言っている

わけですから。今のような説明がされればですよ、全協の中で。そうすれば僕も納得で

きたんです。全然問題ないんですからo 当然そういう説明がされると思ったら「含む」

と言うから、僕は言ったわけですからね。そのときにそういう答弁をしないで、今になっ

てそう言うというのは、ごまかしじゃないですか。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 誤解を招いたのは大変申しわけないと，思っていますが、先ほど

総務部長が説明したように、技術手当の方は廃止をして、調整額に置きかえるというこ

とで、その調整額の中に……。いや、調整額計算の基礎となります本俸の中に管理職、

技術手当の6，500円を加えた上で調整額を計算するということではございません。いや、

あくまで現在の本俸3.71%の増額で行います給与に調整額を乗せるということでござい

まして、調整額を乗せたので、看護婦の手当は廃止をする、こういうことでございます。

O議長(小山良悟君) 内田 熱君。

011番(内田勲君) 実は、僕は6，500円を入れるとか、入れないとかという問題を

直接言っているんじゃないんです。例えば、今回のように修正する場合に、技術手当を

一方で廃止する。その廃止したままで計数を掛けたときに、現行の6，500円より下回っ

ちゃう人がいるといけないということで、 6，500円を入れたんだなというふうに理解し

たんで、す。その場合には、入れるんなら入れるという文面が必要だろうという疑問を持っ

ていたんです。そうすれば、でき上がりがあるべき姿に行きますから、それはそれでい
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いと思ったんで、す。

それで、きょう、この本会議場で質問しようと思って、その前に総務委員会で尋ねま

したところ、その議論がはっきりしていないということで、直接、総務部長の方に聞き

ましたところ、今度その6，500円を入れないんだという話だったもんですから、全協と

違うぞ、ということを言っているんです。ですから、今どうなっているとかという話で

はなくて、全協では入れると言ったことについては、 言ったものについては訂正しても

らわないと困るんですo 恐らくほかの議員の方も6，500円を含めたものに計数を掛ける

というふうに理解した議員の方が多いと思いますよ O 今さら、 言わないといったら話が

おかしくなるでしょう。

0議長 (小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) それじゃ、内容としましては、 6.500円を廃止をしましたのは、

確かに調整額を新たに設けました。(i廃止したんじゃないんだよ。含んだから廃止し

たんじゃないか」と呼ぶ者あり)ですから、その調整額に置きかえられたということで

ございます。 (i含んでいるんじゃないか」と呼ぶ者あり)そういう形に訂正をさせて

いただきます。(iもう 一回言ってくださいよo 前の方とやりとりしているんじゃ、わ

からない」と呼ぶ者あり)

0議長 (小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 看護婦等の看護職員に対して、今度新たに調整額という制度を

設けたいということで、調整額については18%を最高に、逓減の方式によりまして 1%

までということで、それぞれ充当するという御提案をしたわけでございますが、それは

現在の給与表 1のそれぞれの号級に対して、それぞれの率を掛けたものを調整額とする

ということでございます。

調整額を新たに設けましたので、看護婦の今まで支給をしておりました特勤手当6，50

0円については、これをその中に含んだということで廃止をさせていただく、というこ

とでございます。

以上に訂正させていただきます。

0議長 (小山良悟君) 内田 勲君。

011番(内田勲君)

ことだと思うんですo

まず、例えばもっとわかりやすいように話しすれば、例えば10万円もらっている人が、

まだ、すっきりしないんですが、僕も、でき上がりはそういう

10万円の本給をいただいていて、さらに技術手当6，500円もらっていた人が、どうなる
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かというときに、今回は技術手当を廃止しますといって6，500円を切りますねo 全協の

説明では、この10万に6，500円を加えて、それに今回の率を掛けるという説明だったん

です。だから僕は、それはおかしいんじゃないか、と言ったんで、す。

今の話ですと、 10万円に技術手当6，500円の方が、 6，500円を切ります。それで10万円

に計数を掛ける。すると、でき上がりの中に今までの技術手当6，500円分も含まれた形

に置きかわるんでしょう、という話でしょう。今しようとしていることは、十分理解し

ているんですo ただ、この間の説明と、き ょうの説明と違うから、そこは訂正してくだ

さいというんです。でき上がりを幾ら説明したって、解決できませんよ、これは。

O議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) ただいま内田議員さんの方から御指摘いただきましたとおり、

技術手当の6，500円を含んで、それに調整率を掛けるというふうに、全協の場で述べら

れてございますが、それは訂正させていただきます。

0議長(小山良悟君) よろしいですか。(iはいj と呼ぶ者あり)

ほかに御質疑はありませんか。沢田研二君。

01番(沢田研二君) 今の6，500円とも関連をするんですが、具体的にこの 1%から1

8%までの計数を掛けるんですが、中には 1%、2%の人が、 6，500円に満たないような

ケースも出てくると思うんですが、その辺はどんな論議をされたのか、もしよかったら

総務部長に答えていただいても結構です。

もう 1点。多分これも論議あったのかなと思いますが、看護婦と准看護婦の処遇の差

の問題なんですが、特段触れられておりませんけれども、期待としては、こういう制度

を新しく導入するときこそ、それを加えていくべきではないのかなというあれもあった

んですが、今回はそういう時間もないということで、修正案について何ら問題はないん

ですが、そのことについてはどんな論議をされたのか。あるいは、総務部局としてどう

いうふうにとらえておられるのか。

それから、それに関連をしまして、今回、この18%までの計数をもって見直しをした

ときに、東京都のレベルのどの辺にいくのか。そして、かつ東京都の方では看護婦と准

看護婦はどの程度の処遇差があるのか。もしわかれば、その辺もお聞かせいただきたい

と思います。

いずれも総務部長に答えていただいても結構です。

O議長(小山良悟君) 総務委員長。

0総務委員長(谷長一君) 1%から18%、このパーセントの関係につきましては、
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具体的には審議をしませんでした。

それから、正看と准看との差につきましては、先ほども申し上げましたように、市と

組合で十分協議をし、新しい給与表の作成ということで、この修正案がつくられたとい

うことでございますので、そのあたりは総務委員会におきましては話し合いが行われた、

こう いうことでございます。

ただし、今申しましたように、 1%から18%という件につき ましては、ありませんで

しTこO

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず l点目 の、いわゆ る中年以上、制度値で申し上げますと、先般お配り いたし まし

た平成 3年度給与改定概要の11ページでございます。ここ に、 制度値で記 して ございま

す。特に太い実線で記 したと ころが制度値と呼んでいるところでございます。

失礼 しま した。ち ょっと勘違いしました。まず 1番目の問題は、要するに上位の職員

が調整額、 率にいたし まして 1%ということになりますと、現在、支給されております

技術手当6，500円を下回るのではないか、 それについてでございますが、これは確かに6，

500円より 、この新給与でいきますと、例えば制度値、50歳でいき ますと、新給料が40

万7，600円でございます。 従前でございますと、 これに技術手当の6，500円が加わるわけ

でございますが、この改正によりますと 1%になりますので、41万1，700円と いうこと

で、実質、本俸的には減になる という ことでございますo

これは、い ろいろ内部等を検討 した結果、この表上では下がりますけれども、この調

整額と し、し、 ますのが、期末勤勉手当等にはね返りをするわけでございますので、年間の

所得に換算をいたしますと減にな らない、 ということが 1点でございます。

それか ら、 2点目 は、 労使の合意の結果である 、ということ でございます。

それから東京都の看護婦の水準にどの程度、現在の提案の調整額で到達しているか、

ということでご ざいますが、まず22歳で言いますと78%、27歳の制度値で68%、35歳で

51%、43歳で30.7%、そんな数字になるわけでございます。今後、 残るものにつきまし

ては、若干この数字は、 東京都の数字が動くわけでござい ますから、残る数字の割合、

金額も若干は変わってきますけれども、この残る、 上に到達部分については今後の課題

だ、というこ とになるわけでございます。

それら最後のいわゆる病院の助産婦、看護婦、准看護婦の職務と給与の関係でござい

ます。これは、 兼ねてか ら御指摘を受けてお りますように、病院の給与表が現在、一般
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行政職を一部適用し、さらに医師の医療職があるだけでございますo 今、 2表でやって

いる。これを、助産婦、看護婦、准看護婦、その他技術関係の職員を含めて、ひとつ表

をっくりたいというふうに考えておりまして、今後、この表の中で、これらの職務に見

合った格づけ等をしていきたい。今後、そういう考え方を持っているということでござ

います。

現在の、今回提案いたしました内容につきましては、当面の措置ということで、そこ

までの配慮はまだされてはおりません。 ただ、一部、助産婦でございますけれども、助

産婦の手当がございますので、これは助産婦には現在残してある、ということでござい

ます。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) まず、 1点目の方なんですが、通常、処遇制度を改定をしてい

く場合に、もし計数を掛けて部分的に下回るようなところがあったときは、その追い着

くまでといし、ましょうか、それまで補てんをするというのは常識的な補正の仕方だろ う

というふうに思うんで、すo 私の過去の経験からいくと、必ずそういう場面が出てきたと

きには、そこで、例えば 1%を掛けて4，500円までしかし、かなかった、 2，000円足りない

という場合には、その人が6，500円以上になるまでは、その分をカバーしていくという

のが本来の補正の仕方であるべきと思うんですが、これは労使とし、し、ましょうか、そう

いう関係の中で決めていることだから、そのルールに沿ってということであれば、やむ

を得ない部分があるかもしれませんが、本来、やっぱりそういう形が論議されなかった

のか。確かに勤勉手当でカバーできるといえば、そのとおりなんでしょうけれども、 基

本はやっぱり通常の給与は給与、そのほかにまた勤勉手当がはね返るということで、別

に考えるべきではないかと思うんですが、その辺、どんな経緯だったのか。

あと、東京都においての看護婦と准看護婦の現状の処遇差というんですか、先ほどの

説明は、そこ、ありましたかねo そこを聞きたかったんです。今回の率あるいは見直し

の問題はよしとしまして、東京都における看護婦と准看護婦の処遇差が、割合でもいし、

です、金額でもいいんですが、もしわかれば、その部分をお聞きしたいということです。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(前田雅夫君) ちょっと、そこまでの資料は持ち合わせておりませんけれ

ども、東京都の給与表が助産婦でありますとか、あるいは看護婦、准看護婦については、

まず格づけの段階で違う。それから、あとその同じ表でありましでも、等級を違えて、

例えば助産婦と看護婦であれば、助産婦の方を上位の等級に格づけする。そういうよう
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な措置をとっているというふうに考えております。

O議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) それでは、若干、 意見的なものになっちゃうかもしれませんが、

先ほどの6，500円のような扱いにしろ、それから今の差について、もし何らかの資料的

なものがあれば、後ほどでも結構ですが、いただければというふうに思います。

以上で、この件については質問を終わります。

関連しまして、 この議案とは直接関係ないんですが、総務部所管事項ということで、

議事進行で続けて質問させていただいてよろしいですか。

0議長(小山良悟君) 関連ですか。(iはい。総務部所管事項という ことで、よろし

いですか」と呼ぶ者あり)沢田研二君。

01番(沢田研二君) 実は、 この議会が、 今週なんですが、今週の17日にパス路線の

廃止の問題が、 突如出てまいりました。日野台の新しい路線が築かれて、大分喜ばれて

いる矢先で、 急逮、 12月17日だったと思いますが、路線は日野駅から豊田駅の路線で、

生活 ・保健セン タ一、それか ら日野の市役所を経由して豊田に行くという、こういう路

線でございますo

これは17日に京王帝都か ら乗っている方に通知があって、21日で廃止になりますよ、

こういう ことだったら しいんですが、この件について、市の方ではどんなふうな情報を

受けていたのか、 ちょっ とお伺い したいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務黍員長。

0総務委員長(谷 長一君) その件につきましては、総務委員会の一番後のとき に話

が出ました。それで、その詳細につきましては、 関係部長からその内容については答弁

をしていただければ一番よろしいん じゃなし、かと思いますので、よろ しくお願し、いたし

ますo

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それではお答えいたします。

今、日野駅から市役所経由の豊田の路線の問題でございます。これは59年4月から市

が3カ年間という約束の中で、補助金を年間1，900万という ことで開設 した運行経路で

ございます。 3年間、やや終わり近くになって、 61年の 3月でございま す。京王との一

定の協議をしているわけでございます。その時点では、 市内連絡ノくス、現行走らせてい

る8便でございます。当初は 4便ということでオープンしたわけでご ざいますが、 この

路線がある程度重複してくる部分がある、とい うようなことの経過があるわけでござい
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ます。よって、京王からも話を受け、連絡パスの一層の充実ということを含んで交渉を

やってきまして、 8便になった経過がございますO

ただ、私の方としても、先般の総務委員会の一番最後に議員さんから質問がありまし

た。この廃止につきましては、京王側から今月の16日の夕方、電話で通告を受けました。

よって、確かに過去の経過はございますが、 16日に電話連絡をもらって21日の廃止だと

いうことについては、大変、不満を感じたわけでございますO よって、即刻、私が担当

部長の方に電話をして、市民にも徹底していない状況の中では困る、という申し入れは

いたしました。

あわせまして、きのう、京王側に部長に面会を求めたわけでございますが、部長不在

のため、課長に抗議を申し入れました。口頭ではございますが、大変市民に利用者が少

ないとはいえ、利用している人がし、るんだということで、やはり市の広報で一定の期間

を置いてPRすべきだ、というような申し入れをしたところでございます。

あわせまして、新しい、今議会にもパス路線のいろいろ問題は提言をいただいており

ます。特に市内連絡パスにつきまして、早急になお一層の充実を図ってくれというよう

なことをあわせまして、路線の開発、また充実について、きのう申し入れたところでご

ざいます。

以上でございますo

O議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) そうしますと、廃止ということで、もう 21日ということは、あ

したなわけです。この路線については、いろいろ今後、いろんな面で努力をすると言い

ながら、これはこれで廃止ということでございますか。その辺をもう一回確認させてく

ださい。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) きのうの課長との連絡の中では、既に市の方に16日、

電話で連絡があった時点で、運輸省の廃止の許可を既にとってあるということは、きの

う聞きました。よって、 21日には廃止はどうしてもさせてもらいたいというのが、 京王

の態度でございます。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) 余りにも問答無用的な対応で、あきれるわけなんですけれども、

先ほどの企画財政部長の報告にもありましたように、かなり前からいろいろいわくっき

の路線であったことは認めるところなんですけれども、そういう話し合いの中で、もし
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どうしても廃止をする場合には、広報なり何なりでお知らせをする必要もあるので、最

低でも何カ月前だとか、何かそういうような話し合いの経過とか、なかったんでしょう

かね。

例えば、路線も確かに見ますと、ミニパスとかなりの部分が重複するとか、そういう

ことも十分わかるんですけれども、ただ、それはそれなりにやっぱりステップがあると

思うんですが、具体的に、今回、最終通告は16日であったというととは理解しましたけ

れども、その時点で、この路線が危ないというようなときに、何か手は打たれていたん

ですか。もう一回、確認したいんです。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 大変、新路線の開発している中で、少ないパス路線

の廃止でございます。この廃止の話が今年 2月に市の方にありました。その時点では、

やはり現行では新しい新路線も開発されていないということで、困るということで、こ

としの 3月13日付、市長名をもって京王の社長に、ぜひ廃止の延期をという文書を要請

した経緯がございます。よって、本日まで来たわけでございますが、その後、 8月の時

点で、 一部、日曜、祭日部分の廃止の経過があるわけでございます。今、平日だけの 5

便運行というような実態の中で、その時点で、全面廃止は困ると いうこ とはもちろんで

すが、廃止に当たっては、当分、 当然、先ほど申し上げま したとおり PRあるいは市民

に徹底する周知期間、この約東は私どもは京王としていたわけでございます。よって16

日と、余りにも急でごぎいますので、きのう、私の方も京王に今までの約束を踏まえて、

十分対応してもらわなきゃ困るという要請をした という経過でございます。

0議長 (小山良悟君) 沢田研二羽 O

01番(沢田研二君) 過去にもいろいろ話 し合いをさ れてきたと は言いながらも、現

実には非常に残念な結果になりつつあるんですけれども、やはり京王帝都も、これはボ

ラγティアでやっているわけじゃないですから、明らかに採算のとれない路線だという

ふうになれば、いろいろ対策をしてくるのも、ある意味ではやむを得ないことですし、

また、そういう ことになれば、市としても真剣にそれを受けとめて、ではそれにかわる

路線の準備だとか、いろいろ対応の仕方があるというふうに思うんです。それが結果的

には何もなされず、わずか 5目前で宣告されて、そのまま廃止になると いうのは、 やは

り公共的立場にいるパス会社、それから市民のいろんな意味での便宜を図る行政側とし

ては、極めて片手落ち とし、し、ますか、問題を残しているんではないかと思う んで、すが、

市長いかがでしょうか、その辺は。
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0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 公的サービスを担当いたします行政、あるいは私企業として

行っている、我々としては公的サービスとみなしておるわけですけれど、そのあたりに

意識の差があるような感じがし、たします。

今後、こういうことが起こらないように、つまり市民に対する誠意ということで、物

事はそれなりのまた取り組みをなされるべきであろう、このこともこれからの交渉の中

で、はっきりと申していきたいと思っております。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) ただいまの修正案に賛成の立場で、 一言意見を申し上げておき

たいと思いますo

時代の流れとは言いましでも、通し号俸制に賛成をした一員として、大変今、 複雑な

気持ちでいるわけでありますO 私ども会派を含め、今回、この修正案に賛成をする方た

ちは、今までも職員のこの給与に対しては特段の配慮をしてきた。このように私も希望

し、また確信をいたしておるところでありますが、今回の議案に対しましては、どうし

ても疑問の残るところでありますO 御案内のように、国や都は、自分Tこちできちんと し

た給料衰を持ち、そしてなおかつ調整額を導入をしている。算入をしておる。

例えば、病院を持っている自治体の町田市では、三つの表に分かれております。 一つ

は、医師及び歯科医師に適用する。二つ目は、薬剤師や栄養士、臨床検査技師に適用す

るo もう一つは、助産婦、看護婦、准看護婦に適用、このようなきちんとした医療職給

料表というものを持っていたからの、いわゆる導入。

また、病院を持たない自治体でも、三鷹市の例は、条例できちんと定めてございます。

ちょっと御紹介をいたしますと、職務の性質により、正規の勤務時間が他の職員と比べ

て特別に長く定められている職員に対しては、そのものについて定められている給料月

額の100分の日に相当する額以内の額を給料の調整額として支給することができる。そ

して、これを受けて、給与の調整額の支給を受けるものの範囲及び支給額は、別表第 1

に定める。別表できちんと定められている。そのところには、市長部局として、環境部

衛生課処理場管理係の職員、あるいは建設部下水道課処理場係の職員に対しては100分

の10、清掃係の土木職員あるいは建設部土木課工事係の職員に対しては100分の 5、ま

た、教育委員会の一般用務及び自動車運転に従事する職員に対しては100分の 5、この
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ようにきちんと条例で定めているところであります。

今回の修正案、給与に時限を加えるというやり方は、まさに当を得た方法ではないか

もしれませんけれども、しかし、今回のこの処置は、将来の職務給導入に当たってのワ

ンステ ップだと確信をしていますし、このことは日野市民も十分に納得をしていただけ

るものと思っているところであります。

私ども日野市の病院の准看護婦、あるいは看護婦、助産婦、常に論議のあるところで

ありますが、准看護婦というのは、中学校を卒業後 2年間養成所に入り、そして都道府

県の免許でどなたでもなれる。あるいは看護婦は、高校卒業後 3年間、 看護学校で勉強

きれて、 そして国家試験に合格をした後に21歳で就職をされる。一方、助産婦は、この

看護学校で勉強後、きらにまたも う1年間、助産婦養成所に学んで、そして試験を受け

られる。こ のように、歴然とした差があるわけであります。これを一つにまとめて、 同

じ給料にする ことが、そもそも土台無理な話で、 全 く理屈に合わないと ころであります。

仕事の内容、実務的にも同じだとい うことは全 くありませんし、責任の度合いも当然、違っ

てくるのが、 これは当たり前なととであります。こ れを市側の説明では、看護婦と准看

護婦はいわゆる同じような仕事をしている、というような説明を しておりますけれども、

これは、 正看が、では准看に近い仕事をしている のか、ある いは准看が正看に近い仕

をしているのか、 全 く混同していることと言わざるを得ないわけであり ます。

私どもは、 この看護婦のことにつきましては、特別定数外条例を設けて、何とか看護

婦きんもたくさん入れてほしいという ことで、常々議会でも苦慮している ところであり

ますが、 ちょっ と蛇足にな ると思いますけれども、 この給料面だけではなく て、私は受

け入れの環境面でも、 この際、ひとつ病院側にも多 く望んでおきたいと思いますo 6 

1聞の、パス・トイもない、 大変何か屋根裏を継ぎ足したよ うな、 こうし、 う部屋の中で、

若い看護婦が、ここでも って果たして 日野市に来るか どうか、その点をよく考えていた

だきたし、。こういう環境面も整備しなければ、 看護婦の確保というのは非常に難しいん

ではなかろう かということを、 この際、一言申しておきたいと思います。

さらには、 市側の平成 3年度の制度値の調べでは、 27歳の給与が、 三多摩、これは26

市のときでございますが、 26市の中で26番目である。あるいは、 35歳では24番目と し、 ぅ、

こうい う給与体系になった、いわゆる理由が、私は これまでいろいろあると思います。

こういったことも早急に改善をしていかなければな らないことだろうと思います。

とい うよ うなことで、 この修正案に賛成をいたし ますo

0議長(小山良悟君) ほかに御意見はありませんか。下村 功君。
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08番(下村 功君) 私も総務委員で、この議案について、いろいろ検討に携わった

わけですが、この修正案が本日出されまして、趣旨的には非常に理解できる面は私自身

は持っているわけですけれども、労使合意、をやはり尊重するという建前から、なかなか

修正案に乗りづらいという意見を、まず表明をしておきたいと思います。

もう 1点、今、黒川議員の方からも出されましたけれども、問題は病院の、特に市立

病院の看護婦と准看の問題だと思われるわけですけれども、まず、准看と看護婦の差が

ある。明らかに資格的な差はあるわけですが、そうした差があるというのであれば、日

野市立病院として、今、准看で仕事をされている方が、これは私の聞いたところですけ

れども、ほとんど看護婦と同じ職務内容を持ってやっているという実態があ るようです。

そういう中で、もし将来的に職務給なり、また給与表を別に定めるという必然、がある

のであれば、市側としては、現在、日野市立病院の中で働いている准看護婦が、 正看護

婦の資格を取れるような処遇といったものをやはり考えていかなければならないんでは

ないか、と思っております。現実問題として、今の准看が看護婦の資格を取るたるには、

仕事を辞めて 3年間、看護学校に通わなければならないという現実があるわけで、す。

しかし、市立病院で働いている准看の方々の中には、自分の収入で家計を支えている

方がおられるわけですから、そういった人が、将来、給与制度上、そういう 差ができて

くる、そういう方向に向かっているんだとするんであれば、やはり正看の道をたどれる

看護学校に通えるような、仕事をしながら看護学校に通えるような制度を、日野市とし

ても、ぜひ模索していただきたい。そういうことを強く要望しておきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私は、全協でかなり意見を申し上げましたので、ここでは遠慮

をしておりましたが、今、大体、意を尽くした修正案に賛成の公明党の黒川議員の方か

ら意見がありましたので、多くを申し上げることはありません。

ただ、思い返してみますと、昭和48年、森田市長が革新市長として初めてこの日野市

政の責任者に就任をしたその年に、この悪名高き通し号俸制がつくられたわけであり ま

す。当時、議会では、当時の会議録を見てみますと、全会一致でこれを可決いたしてお

ります。住民の代表として行政をチェックをする、監視をしなければならない議会とし

て、十分にその責任を果たしていたのかという、今日からの反省もあろうかと思います。

ただ、今回は、総務委員のメ Yパーの皆さんの御苦労で、議会がきちんと一定の歯ど

めをかける。つまり、市民の代表である我々議会が給料の支払いの方法や額については、

我々の目が行き届く方法で、この調整額の問題に一定の結論を出した。このことは高 く
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評価をしたいと思います。初めて給料表から外れて、条例から外れて、市長のさじ加減

で調整額や、この調整額の対象支給者が決まるというような今回の提案には、強い憤り

を感ずるわけであります。私どもは今回、 議会の良識で、このことには軌道の修正を図

ることができるというふうに今、確信をいたしておりますので、この修正案に質成をす

るわけであります。

ただ、 今後の問題として、 市立病院で、今議論のありましたように、看護婦と准看護

婦を同列に扱う 。 しかも助産婦については、特殊勤務手当を残すわけでありますが、 こ

れはボーナスには算定されて こなし、。つま り加算きれない というこ とでありますので、

当然、 ボーナスの支給時には、准看護婦と、そして助産婦を同じ扱いにすると いう矛盾

が、 引き続き残るわけであります。先ほどの御意見のように、明らかに持っている資格、

また仕事の内容、責任も違う 人に対して、同率のボーナスの支給率をもって対応せざる

を得なL、。つまり、 調整額から言えば全 く同じ扱いをするわけでありますので、こういっ

た面のま だ不十分き も引き統き残るわけでありますO

さらに、市立病院では、ほかに働 く薬剤師、レン トゲン技師、検査技師、こ ういった

人たち もい ますo また、市立病院を離れても、この市の本庁舎で も数々の国家試験をク

リアー して、 それらの資格を持って市の仕事を行っている人たちもおられる。こう いう

ことを考えると、抜本的に職務給を噂入していくとしみ市長の基本的な考え方がない限

り、幾ら担当部長や職員課が組合と折衝して、こう し、う 小手先だけの看護婦確保と いう

美名を もって、この条例を提案したと思いますが、そういうことだけでは根本的な解決

にはならないと思う わけです。市長の、今後、この修正案を受けて、時限も ついており

ますので、他のさまざまな資格、また職務の内容、責任に応じたそれぞれの仕事をやっ

ている人たちに十分納得できる給料衰を完成させていただきたい。

以上、意見として申し上げます。

0議長(小山良悟君) ほかに御意見はありませんか。なければこ れをも って意見を終

結いたしますo

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は修正であります。

本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(小山良悟君) 挙手多数であります。よって議案第112号、日野市一般職の職

の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は修正可決されました。

これより議案第93号、平成 3年度日野市一般会計補正予算(第 3号)の件を議題とい
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たします。

本件に対し谷 長一君ほか 3名より修正案が提出されました。よって、これを本件と

あわせて議題といたします。

本件については 4常任委員会に分割付託しておりますので、順次審査報告を願います。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(谷 長一君) それでは、議案93号、平成 3年度日野市一般会計補正予

算第 3号でございます。総務委員会に付託されました歳入と歳出の部、総務に関係する

ところを御報告申し上げます。

歳入が、 7億9，193万7，000円を補正いたしまして、 434億9，270万4，000円とするもの

でございますo

まず最初に、歳入の部分でございます。 9の国庫支出金でございますo 国庫支出金に

つきましては、法の改正による増額ということでございます。平成4年 1月 1日から実

施ということでございますので、これは節の児童手当負担金でございます。これが656

万6，000円でございます。

次が、これは土木費国庫補助金でございます。これは住宅費補助金でございまして、

地域特別賃貸住宅共同施設整備費、今年度は 3カ月分で、その 3分の 1の補助という こ

とでございまして、これは新しい項目でございます。

次に、都支出金でございます。都負担金、民生費負担金、これは節の児童手当負担金

でございます。これは法改正によりまして、 992万3，000円が補正されるものでございま

すo

次に、都の補助金で、民生費都補助金、これは節が 5の児童福祉補助金でございます。

これは対象増ということでございまして、 333万2，000円を補正するものでございます。

次に、 3の衛生費都補助金でございます。これは、衛生費補助金400万でございまし

て、全地域が今度、下水道の認可になったわけでございます。そこで、 18基不足してお

りますので、その 3分の 2の補助ということでございます。

それから、今度、繰入金になるわけでございますけれども、これは環境緑化基金繰入

金でございます。この 5億4，000万円は、環境緑化基金繰入金でございまして、その使

途は、南平二丁目の緑地取得でございます。これは緑化基金の方から取り崩し分でござ

います。

次が、繰越金でございます。繰越金につきましては、前年度の繰り越し分から繰り越
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すものでございます。 2億1，036万4，000円でございます。

諸収入につきましては、雑入、これは節の雑入でございますけれども、第二小学童ク

ラプ移転補償料でございます。これは区画整理によ って支払われる補償料とし、うことで

ございます。

次に、全国市長会学校災害賠償補償保険金という、 この770万2，000円につきましては、

第二小学校の児童が事故を起こしました示談金で、ございます。これにつきましては、も

う報告がなされておりますので、よくおわかり と思いますので、省略いたし ます。

次に、歳出でございます。歳出につきましては、総務費、これは総務管理費、これは

一般管理費、 賃金でございます。人事管理費、これは職員課でございますけれども、⑦

の欠員補充臨時職員雇上、これの538万円につきましては、産休と か病欠と か解職、 異

動等によ って不足するわけで ござい ますO

それか ら、償還金につき ましては、 これは2，500万円でござい ますけれども、当初に

計上し ましたけれども、額が不足 したということで計上するものでございますO

それで、 説明が終わり まして質問等がございました。その主なものを拾って申し上げ

ますと、 これは先ほど申し上げました総務費の総務管理費、一般管理費の賃金の欠員補

充職員の麗上等につきまして、ど うしてこのような額が出たのか、と いう よう な質問が

ございました。

それに対しましての答弁は、防災学校、旭が丘幼稚園、老人福祉等、17カ所等 、々 病

欠とか産休とか解職とか異動等によって労働力が不足したと いうことで、臨時職員が

い上げられたと いう ことでございます。それに要する費用と いうことで、すO

それか ら、償還金、 これは市税の還付金でございます。これにつきまして、どうして

このようなこと をせねばならぬか、とい うこ となんですけれども、これは前年度実績で

当初4，000万円計上 したが、 不足を したと いう ことでございます。その中で、今度は住

都公団に対する還付等も行われた。これは汚水処理施設、これは各市ともそのようにし

て返還がなされた、という ような説明もなされました。それから、法人の減免申請が出

されたという ような ことも ございます。

さらには、部課の統合についての質問もございましたけれども、 その意味については、

省略をさせていただきます。

以上、慎重に審議をいた しました結果、原案どおりこ れを決することに決定いたしま

した。よろ しくお願し、いたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入り ますo なければこれをもって質疑を終結い
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たします。

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

次に、文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

0文教委員長(高橋徹君) それでは、文教委員会に付託されました議案第93号、平

成 3年度日野市一般会計補正予算、歳出のうち、教育費でございます。

委員会での審議の結果、原案にて全員賛成にて採決をさせていただきました。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

次に、厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の、議案第93号、平成 3年度日野市一般会

計補正予算第 3号について、厚生委員会に付託されましたので、そのうち民生費、衛生

費についての審査の経過並びに結果について、御報告を申し上げます。

民生費の補正額は、 6，382万8，000円で、民生費総額は96億3，324万4，000円でございま

すo

この補正の主なものといたしましては、精神薄弱者の生活寮の建設経費、用地の購入

費でございます。

さらに、心身障害者の通所施設のかぎぐるまの家の増築、さらに多摩川苑の福祉ゾ-

Yの事業に関しての整備構想調査及び報告書の作成、自治会館の改築・修繕補助、乳幼

児の医療費助成費などでございます。

質疑の主なものといたしましては、多摩川の福祉ゾー γについて答申が出されており

ますが、今後どのような形で進めていくのか、ということでございました。

答弁といたしましては、 9月に老人福祉協議会より出されたものを庁内で検討し、 ス

ケジュールとしては、整備構想、を庁内で、っくり、全体基本計画をさらにつくって、建設

計画は老人ホームを 5年度中にとりかかり、その他のものについてはまだ具体化してい

ないけれども、将来、悔いのない構想をつくっていきたい、という答弁でございました。

次に、衛生費について申し上げます。補正額は、 7，930万4，000円の減額で、衛生費総

額は35億8，328万6，000円となります。合併処理浄化槽の設置の補助金、組大ごみの破砕
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機を修理するために収集してきたごみを置く場所についての運搬手数料など。また、市

立病院の事業の中で、外来収益が増加したために、これを一般会計へ返すというもので

ございます。

これにつきましでも慎重審議を行った上で、全会一致可決と決した次第でございます。

よろ しくお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入り ます。なければこれをも って質疑を終結い

たします。

これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わ ります。

次に、 建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長 登壇〕

0建設委員長(馬場繁夫君) 議案93号、平成 3年度目野市一般会計補正予算第3号に

つき まして、建設委員会に付託されました歳出のうち、商工費、土木費につきま して、

委員会の審査報告をいたします。

商工費につき ましては、 39万円を増額して、総額を 2億2，407万4，000円とするもので

ありますo 9月の定例会で増額を補正しましたりサイ クル容器置場設置工事費、 リサイ

クル容器、空き缶つぶし;機 l碁購入を減額しまして、空き缶回収機 1基の購入の増額補

正をするものであります。

土木費につきましては、 7億2，607万9，000円を増額 して、総額を96億3，286万5，000

とする ものであ ります。

木費につき ましては、 7億2，607万9，000円を増額 して、総額を96億3，286

なものは道路橋りょう費の9月19日の台風に よります残土処分の委託料、都市計画

の士地区画整理事業特別会計繰出金、緑地用地購入費、住宅費の地域特別賃貸住宅供

給事業費による ものであり ます。

な質疑と しましては、 9月の委員会での備品購入費94万円を削除して、新たに空き

缶回収機200万円を補正 したこ とにつき ましての説明について、資源ごみ回収奨励交4、

要綱に沿った助成を、前回の5月での委員会で補正を認めてほしいと市長が要綱の敵ム

性と清掃部に一本化する ことを見たことについて、公団も 了解されていないのに予算

のせるのはおかしいのではないか、等々の数多くの質疑がさ れました。

質疑に入りまして、 予算の組み方について検討して組みかえるべきであ り、 修正であ

る。 9月の建設委員会で市長も見直 しという ものがありましたので見直しせず、また、

補正ができていることは、 要綱と合わせた整合性がよいので補正修正である、修正では
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なく、意見を付して原案賛成するものである、等々の意見が出されまして、休憩に入り、

休憩後、 4名の方から、商工費39万円につきましての修正案が提出されました。修正内

容につきましては、お手元に配付されたとおりであります。

初め、修正案について挙手採決を行いまして、挙手多数によりまして修正案が可決さ

れました。

続きまして、修正議決した分を除く原案につきましては、全会一致可決すべきものと

決しました。よろしく御審議のほど、お願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 馬場建設委員長にお尋ねをいたします。

これも提案時に、いろいろやりとりがありまして、建設委員会の中でも、修正案の提

出をもって一定の議会としての結論を示していただいたということで、その点は私も内

容について異論はもちろんございませんO

ただ、これは委員会の中で出されたかどうか、お尋ねするわけですが、それは 9月議

会の提案時には、ごみが増量することに伴ってリサイクル運動を進めてし、く。そのため

に空き缶、スチール缶やアルミ缶を資源としてリサイクルきせるということで、とれは

まことに結構なことであるわけであります。

ところが、その 9月議会の折には、ガラス瓶というのが説明の中に入っていたわけで

す。空き瓶についても同様に回収をする、という説明があったわけでありますが、今回

の補正予算を見ますと、どこをひっくり返してみても空き瓶が出てこないわけです。こ

れは事業の後退を意味するものだというふうに判断せざるを得ないわけでありますが、

この点は、委員会の中で何か御議論があったかどうか、お尋ねいたしますo

O議長(小山良悟君) 建設委員長。

0建設委員長(馬場繁夫君) 委員会の中で、そのような御質問がありました。特に、

9月の補正予算につきましては、リサイクルの容器を設置しまして、そこに空き缶、ガ

ラス瓶、カレット等をそこでリサイクルする、そういうような内容でありましたが、今

議会では、そのようなリサイクル容器、空き缶つぶし機、リサイクル容器の設置場所の

工事費等を減額いたしまして、空き缶回収機 1台を、 200万円のを購入していくという

内容であります。その内容から見まして、空き缶回収機 1基を設けるということでござ

いますが、当初、 9月議会で予定されていましたガラス瓶等の回収というのは、本委員

会の中では行いません、という答弁もいただいているところでございます。

以上です。
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0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

ありがとうございました。

これは、それでは市の担当ないしは市長の方からお答えいただかなくては、私は理解

できないわけです。

当初、スチール缶、アルミ缶とガラス瓶の 3種類を当面再利用する、つまりリサイク

ルを図っていくということで、 9月議会では予算が組まれ、そして議会に提案をされて、

この議案は可決をされていたわけです。

ところが、 9月議会の結論が、今回では後退をしてい るということは否めないと思う

わけです。ーたん市議会に提案した内容が、 三つの柱、3本の矢のう ちの 1本が欠ける

というような後退は、 許きれないと思うんで、す。 一体どう し、う検討結果の末に、 こうい っ

た事業のパ ック、後ずさりという結果にな ってしまったのか。ガラス瓶なども大変無駄

に、砕いて捨てたり放置されたりしているわけでありますから、その再利用も可能だと

いうことで、 予算措置がと られたと思うんです。なぜ、 こういう 結果にな ったのか。委

長の報告いただいたことで、大体市の方にもその考え方がない という ことはわかり ま

したが、なぜそのような結果が、間わずか 2カ月偉いて、変わって変化をしてし まった

のか、御説明いただきたい。

0議長(小山良悟君) 生活文化部長。

0生活文化部長(糸川 滋君) お答えいたします。

ボトルにつきましてでございますが、現況、調査いたす中で、なかなか収集業者の

の体制によりまして、現在、即それをお願いするという状況が、 非常に難しい状況に斗っ

ております。 したがいまして、これらボトルにつきましては、 今後、その収集方法など

をさらに検討を加えた中で、リサイクルルートの開拓の見通 しをつけて、今後といたし

ましてその展開を図っていきたい。そのような考え方のも とに、 今回、とりあえずス ター

トにおきましては、ひとまず置いた形、除外した形で臨んでいきたい、 そのように考え

ておると ころでございます。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 9月議会の時点では、 業者も当てにできる状態であったけれど

も、 12月議会の補正予算を組むに当たっては、 そのことに大きな変化を来して除外をし

た、という説明です。

長期的な視野と、それから展望を持って十分な庁内検討を踏ま えて、予算は組まれ、

q
J
 

1
1
 

P
O
 



そして執行され、そして後に点検されていかなければならないわけでありますので、今

回、市の準備不足、検討不十分な面が露出したというふうに思うんです。そういったこ

とから、この修正案が出されたというふうに、その背景も理解できるわけであります。

ひとつ、仕切り直しをして、市側に 3点セット、空き瓶も含めて「やります」というこ

とで、三つ挙け・たわけで、すから、ちゃんとそういうものができるような、初心を貫 くだけ

の十分な体制を組んでいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

次に、修正案の趣旨説明を提案者から求めます。谷 長一君。

(27番議員登壇〕

027番(谷 長一君) 議案第93号の修正案の提案理由で、ございます。

去る12月16日に開催されました建設委員会におきまして、平成 3年度目野市一般会計

補正予算第 3号のうち、歳出、商工費を修正されました。

修正内容につきましては、お手元に配付された修正案のとおりでございます。

しかし、この補正予算第 3号は、各常任委員会に分割付託されており、御案内のよ う

に、建設委員会では歳出のみの修正案となっておりますo これに見合った歳入部分の繰

越金39万円を減額し、歳入歳出を調整した修正案でございます。

なお、この修正案提出に当たっては、建設委員会の結論を十分尊重して提出すること

を申し添えておきます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げますo

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

各委員長報告及び修正案説明について御意見があれば承ります。宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 議案第93号、一般会計補正予算 (第3号)の歳出のうち、商工

費に関しまして修正案に賛成の立場で、意見を申し述べます。

商工振興費の商工業助成経費(産業経済課)の予算39万円を減額修正するものであり

ますが、理由といたしましては、平成3年 9月、第 3固定例議会でリサイクル容器設置

等に関しての補正予算が上程されました。建設委員会で審議いたしました結果、本来の

リサイクルは日野市全体としての展望を持って考えていかれるものであれば、清掃部、

現在の環境部で実施してリサイクル都市として進むべきではないかと思います。 9月議

会の建設委員会の中で、市長さんに 2回の御出席をしていただき、考え方をお伺いいた

しましたところ、 1.現在、実施している要綱と、新たな商業振興としての要綱を整合
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させます。 2.新要綱ができたときには、執行する前に建設委員会に諮っていきます。

3. 一体化させて機能性が発揮できるよう、清掃部、現環境部が行っていきます。

以上 3点を確認の上、9月定例議会の予算については認めていただきたい、と申して

おりました。建設委員会といたしましては、この 3点を踏まえまして予算を採択したと

ころであります。

ところが、12月の定例議会には、 9月定例会での審議に基づいての経過を踏まえるこ

とな く、先ほど申し上げましたとおりの 3点について何ら善処されておらず、 再び補正

予算が上程されたところであります。こ のことは、委員会軽視としか思えません。

また、予算執行上の事務手続のミス も、 議会から指摘を受けて予算書の差しかえをし

ておるところですO 私たち会派と いたしましては、商!苫街活性化に対しては賛成です。

現地視察をした際にも、心情的にももっともっと実情に即した商庖街の振興策を図るべ

きではないか、 と痛感したところであります。ぜひ これらの点を踏まえていただき、問

題点等を整理していただいた中で、新年度予算の中で議案の上程をお願いするものです。

以上、意見と いたします。

0議長 (小山良悟君) 米沢照男君。

030番 (米沢照男君) 原案賛成、修正案反対の立場から、一言意見を述べておきます。

必問、商工費については、39万の補正予算であります。こ の内容については、言うま

でもなく多摩平中央商庖会への助成という側面と、あわせてリサイクル運動、空き缶の

資源の回収、資源の活用と いうことが、 主な施策になっているわけでありますけれども、

必、修正の立場からの発言がありましたけれども、建設委員会では、現地商j苫街を視察

をいたしました。 くしの歯が欠けるような商庖の開庖の状況、シャッタ ーが閉まった商

の聞に、商庖が細々 と営業している、こう いう状況であります。まさ に行政としての

積極的なてこ入れといいますか、助成策が待たれるところであ ります。

今度の39万の補正で、どれだけの商工振興、そ してまたリサイクル運動、資源回収、

並びに資源の活用が図れるか。これは今後のまさに課題であるわけでありますけれども、

その一歩を、第一歩を進める、そう いう立場からの積極的な意味合いの予算の計上だと

いうふうに、私は理解をいたしておりますO

必、要綱の整合性についても若干触れられましたけれども、確かにそういう指摘され

る面もありますけれども、 今申し上げたように、 あの商広街が大変さびれていると し、し、

ますか、くしの歯が欠けている ような状況の中で、行政側としてなし得-る施策が強く求

められていると いう点で、その問題点も許容の範囲に入るのではないか。こう私は考え
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ております。そういう意味で、今後一層、商屈に対する振興、並びに資源回収、そして

活用に、さらに積極的な施策の前進が図れることを期待して、一言意見を述べておきま

すo

0議長(小山良悟君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたしますO

これより議案第93号、平成 3年度日野市一般会計補正予算(第 3号)の件を採決いた

します。

建設委員会の修正と谷 長一君ほか 3名から提出された 2件の修正案を含む原案につ

いて賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(小山良悟君) 挙手多数であります。よって建設委員会の修正と谷 長一君ほ

か3名から提出された 2件の修正案を含む原案については、修正可決されました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後3時56分休憩

午後4時24分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きますo

これより議案第87号、日野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

の制定、議案第90号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例

の制定、議案第91号、日野市多子世帯児童養育手当条例の一部を改正する条例の制定の

件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたしますo

厚生委員長の審査歩を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。

議案第87号、日野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございます。

平成 3年 9月27日の法律の改正に伴いまして、日野市においてもこの条例を改正する

-616-

ものであります。そして今回は、災害が起きたときの弔慰金の増額でございます。

質疑の中で、日野坂の災害は適用されたのか、ということでございましたが、これに

つきましては、日野市災害見舞金が適用されて、この災害弔慰金は一定の規模の大きな

災害に適用するものである、ということでございました。

当委員会といたしましては慎重審査を行い、 全会一致原案を可決すべきものと決した

次第でございますo

次に、議案第90号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例

の制定についてでございます。

東京都の改正に伴いまして、 日野市においても新たに進行性核上性麻簿、特発性大腿

骨頭壊死症を加えるものでございます。

質疑の主なも のといたしましては、 条例の施行の日が平成 3年の10月 1日と、 平成4

年 1月 1日と、違うのはがなぜか。 日野市独自で一緒にできないか、 こういう 声もござ

いましたが、 答弁の中では、都の条例改正に伴って日野市も合わせていて、難病の認定

をする ことについては、 日野市独自でやることは難しく、都がやらないと認定は難しい

ということでございました。

慎重審議を行い、 全会一致原案を可決すべきものと決した次第でございますo

次に、議案第91号、日野市多子世帯児童養育手当条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございますo

この条例は、 2条第 5号の中に、義務教育在籍中の児童にとなっておりますが、 3歳

以上の義務教育就学前の児童及び義務教育在籍中の児童に手当が支給さ れるというもの

で、 この改正でございますo

質疑の主なものといたしましては、 どれくらいの世帯が受けているのかということで、

今まで29名が該当しておりましたが、 との改正に伴って58名になるということでござい

ました。

当委員会といたしましては慎重審議を行い、全会一致原案を可決すべきものと決した

次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますO 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) この支給対象を拡大した理由は、どのよう に説明があったんで

しょうか。

0議長(小山良悟君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 担当の方か ら報告させていただきます。
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0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 支給対象を拡大した理由でございますが、児童手当法の改

正がございまして、児童手当は今まで第 2子以降の就学前までの児童を対象としており

ました。しかし、今回の改正では、第 1子から 3歳未満というふうに年齢が引き下げら

れましたので、 3歳以上、義務教育在籍中までのプラソクができますので、そのプラン

クのものについては、多子世帯では救済していこうということで、多子世帯の方を年齢

を逆に引き下げて、そのプランク、空白期間を解消したということでございます。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

すo

これより本 3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第87号、日野市災害弔

慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第90号、日野市心身障害

者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定、議案第91号、日野市多子世帯

児童養育手当条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第94号、平成 3年度目野市国民健康保険特別会計補正予算(第 2号)、

議案第97号、平成 3年度目野市立総合病院事業会計補正予算(第 2号)の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めますo

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 議案第94号、平成 3年度日野市国民健康保険特別会計

補正予算第 2号について、審査報告を申し上げますO

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ241万5，000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ47億1，259万6，000円とするものでございますo

歳出の主なものといたしましては、国保運営協議会の 2回分の経費、保険税の還付金

の不足を来しておりますので、その予算でございますO
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慎重審議を行いまして、全会一致原案を可決すべきものと決した次第でございますo

次に、議案第97号、平成 3年度目野市立総合病院事業会計補正予算第 2号でございま

すo

本義案は、収益的収入の予算額を補正するものでございますo 医業収益の補正額は8，

732万円とし、医業外収益8，732万円を減額するもので、予算第 7条に定められました支

出負担区分及び収益的収支並びに資本的収支に対する補てんのために、 一般会計からこ

の会計への補助の金額を 8億2，638万3，000円を、7億3，906万3，000円とするものでござ

いますo

質疑の主なものといたしましては、病院の待ち時間の長さとか、あるいは占床率の問

題などがし、ろいろ出されまして、 今、162のベッ ドのあるうち、 占床率が平成 2年では7

2.9%ということで、これも 4年にはなるべ くこ れに近づきたいと いう ことと、それか

ら待ち時間の長さについては、薬などについては、電光掲示板を今度備えつけまして、

整理券などを発行して待ち時間 も少し短くなった、という ことでございました。

~員会といたしましては慎重審議を行い、原案を可決すべきものと決した次第でご

ざいますO よろしくお願し、し、たします。

0議長 (小山良悟君) これより質疑に入 ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたしま

すo

これより本 2件について採決いたし ます。本 2件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第94号、平成 3年度目

野市国民健康保険特別会計補正予算 (第 2号)、議案第97号、平成 3年度日野市立総合

病院事業会計補正予算(第 2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第88号、日野都市計画事業西平山土地区画整理事業施行規穫を定める条

例の制定の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(馬場繁夫君) 議案88号、 平山土地区画整理事業施

行規程を定める条例の制定につきまして、建設委員会の報告をいたします。
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西平山土地区画整理事業の事業計画決定に当たりまして、都知事に申請するため条例

の制定を行うものであります。

内容は、施行区域の決定、審議会の設置、保留地処分等に関するものであります。 9

章40条からなる条例の制定であります。

主な質疑としましては、西平山駅の設置の可能性と見通しについて、 ]Rからの用地

の提供を求めているかについて、生産緑地について、等の質疑がされましたO 全会一致

可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますO なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたしますO

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

すO 本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第88号、日野都市計画

事業西平山土地区画整理事業施行規程を定める条例の制定の件は原案のとおり可決され

ました。

これより議案第89号、日野市下水道条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とい

たします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(馬場繁夫君) 議案89号、日野市下水道条例の一部を改正する条例の制

定についての委員会の報告をいたします。

南平多摩処理区は、昭和60年12月より供用開始しておりまして、平成4年末には新た

に浅川処理区の供用開始を予定しておるところであります。維持管理費の未回収、消費

の増大、周辺市と比較しまして低料金であるため、使用料金の改定を行うものでありま

す。月がけ使用料につきましては、一般家庭の目安の25立米では現行料金では1，550円

が、改定料金になりますと1，690円で、 9%の改定率となるものであります。

主な質疑としましては、前回の下水道料金の改正はいつ行ったのか、企業努力につき

まして、の質疑がされております。また、平成4年度、供用開始の時期についてはいつ

なのか、等々の質問がされまして、全会一致可決すべきものと決しました。よろしく御

審議のほどお願いいたします。
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これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い0議長(小山良悟君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。 本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第89号、日野市下水道

条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとお り可決されました。

とれより議案代95号、平成3年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算 (第2号)、

議案第96号、平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 3号)の件を一括議題

といたしたいと思いますが、 これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(馬場繁夫君) それでは、議案95号、平成 3年度目野市土地区画整理

業特別会計補正予算第 2号について、黍員会の報告をいたしますo

歳入歳出それぞれ1億2，306万円を追加しま して、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ5

2億404万4，000円とするものであります。

歳出の主なものは、万願寺土地区画整理、高幡区画整理事業とも、審議会を 3回ほど

追加する委員の報酬費の増額であります。万願寺第二区画整理事業におきまして、 開発

公社よ り土地購入費の補正によ るものであり ます。

特に質疑、 意見もなく、 全会一致可決すべきものと決しました。

続きまして、 議案96号、 平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 3号につい

ての報告を行います。

歳入歳出 とも1，026万2，000円を追加しまして、歳入歳出の総額をそれぞれ80億8，638

万4，000円とするものであります。

歳入は、前年度繰越金を充てるものでありますo 歳出のうち公共下水道費につきまし

ては、浅川処理区管渠埋設工事追加工事分の増額の経費と水道管等移設の補修料の不用

額の減額によるものであります。

都市下水路費につきましては、神明上都市下水路につき ましては、 今年度を もって全

守
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線完了するもので、今回、工法の変更によりまして経費の不足を生ずるため増額するも

のであります。

特に意見、質疑もなく、全会一致可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほ

どお願し、いたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって質疑を終結いたしま

す。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であ

りますO 本2件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第95号、平成 3年度目

野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 2号)、議案第96号、平成 3年度日野市下

水道事業特別会計補正予算(第 3号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第98号、市道路線の廃止、議案第99号、市道路線の認定の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

0建設委員長(馬場繁夫君)

います。

路線名、 A19-4号線、 A19一5号線、 Lll-7号線の 3路線は、現状が廃滅し使わ

議案98号、市道路線の廃止につきましての御報告でござ

れていないため、道路用地のつけかえにより財産処理のため市道路線を廃止するもので

あります。

特に意見、質疑もなく、全会一致可決すべきものと決しました。

続きまして、議案99号、市道路線の認定につきましての報告をいたします。

路線名 025-13号線は、三沢1217番 8地先から1217番 2地先まで10.43メートルであ

ります。道路用地の交換手続が完了したための路線の認定でありますo 12月16日、現地

調査を行ってまいりまして、特に質疑、意見もなく、全会一致可決すべきものと決しま

した。よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

つ山つ臼円。

0議長(小山良悟君)

たします。

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

す。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 2件は委員長報告のとおり決する に御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第98号、市道路線の廃

止、議案第99号、市道路線の認定の件は原案のとおり可決さ れました。

これより請願第2-32号、無認可幼稚園児あるいは在宅等自主保育幼児の保護者に保

護者補助金 (愛育手当)を求める請願、 請願第 3-13号、平山駅前公共施設建設計画の

見直 しを求める陳情、 請願第 3-28号、法務局の大幅増員に関する請願の件を一括議題

といたしたし、と思いますが、 これに御異議あり ませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題と いたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(谷 長一君) 請願第 2-32号でございます。件名は、無認可幼稚園児

ある いは在宅等自主保育幼児の保護者に保護者補助金(愛育手当)を求める請願でござ

います。

請願者は、 日野市平山 1ー8-3、芳賀留美ほか414名でございます。請願の理由は、

お手元に配付してあります請願の要旨でございます。

次に、 請願第 3-13号、件名、平山駅前公共施設建設計画の見直しを求める陳情でご

ざいます。

請願者は、日野市平山五丁目20番地の16、馬場三郎ほか169名でございます。これは、

この地域に懇談会がございまして、懇談会の中で話 し合いがついたということでござい

ます。

それか ら、請願第 3-28号、件名、法務局の大幅増員に関する請願でございます。請

願者は、 東京都多摩市落合 1-15-1でございます。東京法務局多摩出張所内、全法務

労働組合東京地方本部東京支部多摩分会長、西本正雄でございます。こ れは、法務局の

職員が非常に足 りないとい うことで、大幅増員を求めるということでございます。

qυ つ山FO
 



以上、 3請願につきましては、全員異議なく採択と決しました。よろしく御審議のほ

どをお願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は採択でありま

す。本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって請願第 2-32号、無認可幼

稚園児あるいは在宅等自主保育幼児の保護者に保護者補助金(愛育手当)を求める請願、

請願第 3-13号、平山駅前公共施設建設計画の見直しを求める陳情、請願第 3-28号、

法務局の大幅増員に関する請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。

これより請願第 3-2号、 2学級以下の学年のプール指導時に体育講師の配置を求め

る請願、請願第 3-15号、単学級のプール指導時に体育講師の配置を求める陳情、請願

第3一32号、日野市立幼児教育センター廃止後の事業継続に関する請願の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

0文教委員長(高橋徹君) それでは、文教委員会に付託されました請願並びに陳情

の御報告を申し上げます。

請願第 3-2号、 2学級以下の学年のプール指導時に体育講師の配置を求める請願、

並びに 3-15号、単学級のプール指導時に体育講師の配置を求める陳情につきましては、

全会一致で採択をさせていただきました。
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引き続き請願 3-32号、日野市立幼児教育センター廃止後の事業継続に関する請願、

同じく全会一致で採択でございますO

以上、よろしく御審議のほどをお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 3件について採決いたしますO 本 3件に対する委員長報告は採択でありま

す。本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 3-2号、2学級以

下の学年のプール指導時に体育講師の配置を求める請願、請願第 3-15号、単:学級のプ

ル指導時に体育講師の配置を求める陳情、請願第 3-32号、日野市立幼児教育セ ンタ ー

廃止後の事業継続に関する請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 3-9号、 (仮称)浅川公会堂建設計画の見直しを求める請願、 請願

第3-24号、たんぽぽ学童クラブの移転及び児童館と図書館の建設に関する鯖願、 精願

第 3-35号、市街化区域内における市民農閣の整備に関する陳情の件を一括議題と いた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 請願第3-9号、

しを求める請願でございます。請願代表者は、日野 r289番地、消水 んほ

か1，826名でございますo

請願の中身と いたしましては、浅川公会堂に関する ことでございますが、将来に向

ての市内全体の文化施設設置計画の明確化と、 当予定地への建設計画の見直し、用地取

得の経締を踏まえて、地域住民及び市民の意見を取り入れた施設の建設。 3番目に、

記施設の建設に当たっては、将来的見通しに立った十分にゆとりある駐車場の確保をと

いうことで請願が出されまして、この中で地元や、 また利用者の代表も入 って懇談会

持った中で、中間的なまとめもあるわけでございますけれども、600席のホ ールな どで
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まだ一致しない部分もあるけれども、市も住民との間で一致点を見出すベく努力はされ

ているということで、この請願を全会一致採択と決した次第でございますo

次に、請願第 3-24号、たんぽぽ学童クラブの移転及び児童館と図書館の建設に関す

る請願でございます。請願代表者は、日野市南平二丁目40番地の 9、たんぽぽ学童クラ

ブ父母会有志、田中輝美さんほか377名でございます。

請願の要旨といたしましては、たんぽぽ学童クラブを南平の小学校の近くに移転して

ほしいということ、七生中学校の地区に児童館を建設していただきたいということ、さ

らに、南平地区に図書館を建設していただきたいということ、最後に、設計段階で住民

の意見を聞いていただきたい、ということでございました。

この請願に入りましても、市長にも出席をしていただきましてお話を伺う中で、南平

小学校の市有地の中に学童クラブを移転してほしいという、こういう請願の中身でござ

いますが、この用地については、庁舎も手狭になってきているので、分室という形で利

用していきたい。学童クラブについては、南平小学校の空き教室を利用させたい、とい

うことでございました。

意見といたしましては、請願者の要望は市有地の場所ということになっているけれど

も、多少、地域が違っても請願の趣旨を生かして、そして市当局の努力もしていただき

たいということで、採決の結果、全員異議なくこれを採択と決した次第でございます。

最後に、請願第 3一35号、市街化区域内における市民農園の整備に関する陳情でござ

います。

陳情代表者は、日野市程久保650番地、高幡台団地73-911、渡辺建美さんでございま

す。趣旨といたしましては、生産緑地法の改正がされまして、この中で、農家の協力を

得て市民農園の普及を図ってきたけれども、相続税の納税猶予制度ができなくなるとい

うことから、ぜひこれを進めていただきたいということで、二つございまして、市が借

地方式により開設した市民農園整備促進法に規定する市民農園については、相続税の納

税猶予制度を認めること、二つ目には、市民農園整備促進法に規定する市民農園につい

ては、整備に当たっては国の補助制度を創設すること、ということで、国に対して意見

書をぜひ上げていただきたい、ということでございました。

理事者の方から生産緑地法の説明が、るるございまして、消費者農園は今、日野市の

中に 5園あって、 285区画利用されておりまして、個人の借用が三つ、開発公社が二つ

持っているということで、意見といたしましては、緑地を保全するためにも、ぜひこれ

は採択すべきだということで、そして時期も早くやらないと、遅くなるとこのことにつ
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いてもいろいろと障害が起きてくるので、早い方がいいんではないか、ということでご

ざいました。

そして慎重審議を行い、採決の結果、全員異議なく採択と決した次第でございます。

どうぞよろしく御審議をお願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますo なければこれをもって質疑を終結い

たしますo

本 3件について御意見があれば承りますO なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は採択であ りま

すo 本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議あり ませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますo よって請願第 3ー9号、 (仮称)

浅川公会堂建設計画の見直しを求める請願、請願第 3-24号、たんぽぽ学童クラブの移

転及び児童館と図書館の建設に関する請願、 請願第 3-35号、市街化区域内におけ・る市

民農閣の整備に関する陳情の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 2-5号、帝人高層独身寮建設反対に関する請願の件

ます。

とし、tc.し

建設委員長の審査報告を求めますo

〔建設委員長登壇〕

013番(馬場繁夫君) 請願第 2-5号、帝人高層独身 対に関する鯖願に

まして、委員会の審査報告を行います。

高橋宏さんほか704名より提出された請願であり まして、請願の要旨としては、多

摩平五丁目 20番地に帝人の独身寮が計画され、日照、 ごみ処理、共同意識の分断、風ー

の諸問題、高層建築による被害等、 居住環境は著 しく破壊されるため独身祭建設に反対

平成 2年第 2固定例議会で建設委員会に付託さ れま して、現地調査を行いま して審

を行ってまいりました。

主な質疑としましては、日照問題、駐車場のス ペース、独身寮 2~来を l 棟にする件に

つきまして、また独身寮の戸数の問題等々、数多く の質疑がされました。 12月16日の

員会で、帝人と請願者が合意に至り、工事協定書に調印し、たしまして、10月28日より

事が着工されている説明を受けまして、委員会として取り下げを全会一致で確認したも
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のであります。

ところが、取り下げがされなかったため、急逮、議会最終日の本日20日に建設委員会

を開会いたしまして、請願の取り扱いについて審議をしてまいりました。

審査の結果、賛成多数で不採択されるべきものと決した次第であります。よろしく御

審議のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをも って質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。一ノ瀬 隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) この請願は採択すべきである、とい う意見を申し述べます。

この請願を初め、住宅地への中高層建築に関する数多くの請願の審査に当たってきた

馬場委員長以下、建設委員の皆さんの努力に心から敬意を表したいと思い ますO

この請願で言う帝人独身寮は、私のすぐ近くであります。この帝人独身寮は、 10月7

日に地鎮祭を行い、今、比較的規模の大きな建設工事が行われています。私もこの地鎮

祭には、近隣代表で、玉ぐしの奉典を行ったところです。 4階建て79名の当初計画に反

対した請願でしたが、建設委員の皆きんの住民の立場に立つての主張が大きな力とな っ

て、おかけ.さまで住民要望が大幅に入れられ、協定の運びとな ったものであります。こ

の請願、建設委員の皆さんの努力が実って、事態解決に大きなカとな って、請願内容の

要望が大幅に取り入れられたこの請願が不採択になることは、何としても理解できませ

ん。建設委員会の努力を、日野市議会の功績を永久に記録するためにも、 この請願は採

択すべきだと考えます。

反対という言葉があるから採択はできないというお話ですが、もともと この請願は、

何が何でも反対だ、建ててはいけない、というものではありませんo 4階建てを中心と

した当初の建物が反対の対象でありましたので、この請願を採択しても、悪例を残すこ

とはなく、採択しでも困る人はだれもいないと思います。この請願が最初の段階で、も

し不採択になっていたとしたら、このように住民の要望は入れられなかったと思いますo

4階建ての方がよかったという人でない限り、最初に不採択でなくてよかったと思う と

考えます。最初に不採択でなく、 1年 8カ月たって不採択はないと思います。この請願

は、採択以外にないと強調して、意見といたします。

O議長(小山良悟君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) この段階での委員会の審査に当たって、継続審査を主張した立

場から、一言、発言をしておきます。

。。つ白FO 

この請願は、先ほど委員長も紹介しておりましたけれども、排気ガスや騒音、あるい

は違法駐車、電波障害や風害、そして日照問題、プライパシーの侵害等、周辺住民の住

環境を守る立場から提出 されていた請願で、あり、関係住民としては当然の要求であり、

委員会としても、 この立場を支持する立場か ら、これまで 1年 8カ月にわたって審査を

行って まいり ました。この問、帝人と関係住民との精力的な折衝が続けられて きたわけ

であり ますけれども、建設委員会での請願審査を行う中で、帝人側の工事を強行すると

いうこ とを許さない、 阻止するとい う点で、大きなやはり役割を果たしてきたと私は確

ーをいたしてお ります。先ほど、 委員長が、 取り下げを決めたかの表現をされましたけ

れども、あ くまでも取 り下げるかどう かは当事者が決める ことであって、委員会として

は、取り下げを働きかけると いうことを経過の中で決めたことがあります。

しかし、今日、紹介議員を通じて請願者の意向を打診したところ、代表者の 4人が、

この段階で集まって協議する機会が持てないということ 、そしてなお、細かし、点で、帝

人側との最終的な詰めが残っているんだ。こういうことから、したがって、これは、こ

の際、 委員会がちょうど ここで締めく くりとして積み残しをしないという点があります

けれども、そういう事情から判断して継続審査にすべきできないか、 こう いうふうに私

張したわけであります。

しかし、多数をも って不採択としたわけでありますけれども、 こ れは、 こ れま で l~

カ月にわたって、市として住民側の立場に立って審査を統けてきた、その委員会への

関係住民の期待と信頼を裏切る結果になるのではなし、か、こう私は判断をいたしま 'J 0 

したがって、今回、委員会として不採択を決めたことには極めて遺憾である、という 」

とを一言、意見として述べておきます。

0議長 (小山良悟君) 小川友

04番(小川友一君) 本請願に関して、 で、繰択に質成の

せていただきたいと思います。

我が国は法治国家であり、 法に基づいて

され、 近隣の住民との話 し合いの中で、この請願が上げ

築主にも当然の権利もあると同時に、地域住民の方に も、

で建築確燃が中前

た経過があります。l"lt

ると

いう 立場からいって、行政に対する要望を出してくる という ことは当然のことである、

と考えます。

本件に関しては、当然、建築確認が出され、建築が始ま ったと いう ことは、本請願の

趣旨に基づいた中で、住民と の合意ができた中で、建築が始まったと いう判断の中で
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私どもは審議をしてきた経過があるわけであります。当然、建築確認が受理され、建築

が始まり、住民の要望が十分に取り入れられたという判断の中で、請願者に対しての取

り下げを、今まで委員会としては要請をしてきた経過でございます。多くの委員からの

いろいろな発言はありましたけれども、基本的に議会は司法の場ではない、と考えます。

今、不採択は遺憾であるという発言の中に、もう少し帝人側との交渉経過もある、とい

うふうな御意見もありました。であれば、議会ではなく、司法の場で、民事で争うべき

だと考えます。私たち議会人には司法の場は与えられておりません。一定の条項をこれ

から策定して、このような問題に関しては積極的に取り組んでいかないと、建設委員会

としての主たる日野市の建設的な話ではなく、今、継続で残されているさまざまなマ γ

ション建設反対等にかかわる請願等で、委員会の趣旨が十分に生かされてないのではな

いかと考えます。よって、ある程度の目鼻がついたものに関しては、一定の要件の中で

判断をし、一つ一つ解決していくのが、委員会、議会に与えられた役目だと考えます。

以上、雑駁でございますが、賛成の立場で意見とさせていただきますL

0議長(小山良悟君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は不採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(小山良悟君) 挙手多数であります。よって請願第 2一5号、帝人高層独身寮

建設反対に関する請願の件は委員長報告のとおり不採択と決しました。

これより請願第 2-30号、 (仮称)メイツ日野台マンションの建設については、周辺

住民が同意するまで、建築を認めない(事前協議申請書を受理しない)措置をとってく

ださいについての請願の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(馬場繁夫君) 請願 2一30号、 (仮称)メイツ日野台マンショ γの建設

については、周辺住民が同意するまで、建築を認めない(事前協議申請書を受理しない)

措置をとってくださいについての請願について、委員会報告をいたします。

日野台一丁目自治会長、西村喜正さんほか759名より提出されました請願であります。

請願要旨は、日野台 1-2、元モリタ興産工場跡地に 5階建ての分譲マ γショ γが計

画されており、狭隆道路で奥まった場所でもあり、日常生活に多大な困難をもたらすも
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のであります。協議中でもあり、周辺住民が同意するまで事前協議申請書を受理しない

措置をとってください、というものであります。

平成 2年、第4固定例会で建設委員会に付託されまして、平成 2年12月17日に現地調

査を行って、委員会といたしまして 7回にわたり審査を重ねてまいりました。主な質疑

としまして、法的手続の経過、 道路の状況について、確認申請が提出された場合どうな

るのか、市が買い上げ、公園にできないのか、 事前協議受理に対して、市の考え方は、

等々多数の質疑がされてまいりました。

委員会としまして、 事前協議書も提出されていない こと、 建築 しないこと を文書で提

出きれたことを確認いたしまして、 全会一致採択する べき ものと決しました。よろしく

御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承り ます。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 2-30号、 (仮称)

メイツ日野台マンシ ョンの建設については、 周辺住民が同意するまで、建築を認めない

(事前協議申請書を受理しない)措置をとって下さ いについての請願の件は委員長報止に

のとおり採択と決 しました。

これより請願第 3-16号、日野市立幼児教育センタ 一存続に関する請願の件を議題と

いたします。

本件については、請願者より委員会へ取り下げたいとの申し出があ りましたので、

教委員長より報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(高橋 徹君) それでは、 請願第 3-16号、文教委員会に付託をされて

おりました、日野市立幼児教育セ ソタ 一存続に関する請願は、請願者から取り下げの題

旨申し出がございました。

以上、よろしくお願し、いたします。

0議長(小山良悟君) ただいまの委員長報告のとおりこ れを承認することに御異議あ

りませんか。
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( 1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって請願第 3-16号、日野市立

幼児教育セソタ一存続に関する請願の取り下げの件は承認することに決しました。

これより請願第 3-11号、日・朝国交正常化の早期実現を求める意見書提出に関する

請願、請願第 3-12号、拙速なる日朝正常化に反対する意見書提出に関する陳情の件を

一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本 2件については、総務委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中

の継続審査にされたいとの申し出がありますO

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの

申し出があります。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( 1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって総務委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 3-10号、学校事務職員・栄養職員の給与費半額負担などの義務教育

費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元を求める陳情、請願第 3-23号、

「義務教育国庫負担法Jの改正に反対する陳情の件を一括議題といたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

(.1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたしますo

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本 2件については、文教委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの

申し出があります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。
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( 1異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 2-20号、日野市立総合病院を現在地に建て替えることに関する請願、

請願第 2-24号、 1 (仮称)浅)11公会堂建設Jに関する請願、請願第 2-25号、中ホー

ル建設に関する請願、 請願第 3-8号、黒川地区市民広場の確保並びに地区センタ 一新

設に関する請願、 請願第 3-17号、日野市市民多目 的ホール新設に関する請願、請願第

3 -26号、看護婦確保法の制定と東京都来年度予算に関する陳情、請願第 3-29号、東

京都青少年の健全な育成に関する条例の早期改正についての陳情、請願第 3-30号、安

心して飲める水道水の水質基準に関する請願の件を一括議題といたしたいと思いま すが、

これに御異議ありませんか。

( 1異議なし」 と呼ぶ者あり 〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告はこれを省略いたしますo

本8件については、 厚生委員長から 目下委員会において審査中の事件につき、閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があり ます。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、 閉会中の継続審査にされたいとの

申し出があります。

お諮りいた しますO 厚生委員長の申し出のとお り閉会中の継続審査に付するこ とに御

異議あり ませんか。

( 1異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって厚生委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付する ことに決しました。

これより請願第 2-4号、京王百草園駅付近に自転車置場の増設を求める請願、 請願

第2-28号、大坂上二丁目 の 1(仮称) 日野マγショ ン」の建設計画に関する請願、 請

願第 3-4号、区画整理の諸点についてご配意下さいの請願、 請願第 3-5号、まちづ

くりに住民参加を大切に して下さいの請願、請願第 3-19号、高幡山の景観を保持する

ために緑地公園の建設を求める請願、請願第 2-21号、阿部マソショ ン (仮称)建築計

画に関する請願、請願第 3-22号、公園設置に関する請願、請願第 3-31号、都住宅供

給公社による仮称 「コーシ ャハイム神明三丁目住宅」 の建設に反対し計画の撤回を求め

る請願、 請願第 3-33号、山崩れの再発防止ならびに恒久的な水の処置に関する請願、
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請願第 3-34号、団地からの雨水流出防止と隣接山林の樹木についての請願の件を一括

議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本10件については、建設委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの

申し出がありますO

お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付する ことに御

異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより日程第62、特別委員会中間報告の件を議題といたします。下水道対策特別委

員長より下水道に関する委員会の中間報告をしたい旨申し出がありましたので、 委員長

の報告を求めますO

〔下水道対策特別委員長 登壇〕

0下水道対策特別委員長(沢田研二君) 下水道対策特別委員会の中間報告を行います。

日野市公共下水道の事業計画につきましては、東京都の流域下水道整備総合計画との

整合を図る中で、計画、実行されているところでございます。しかし、日野市の下水道

普及率は、いろんな場面、またところで、指摘及び問題視されておりますとおり極めて

低く、平成元年度末では29%という状況でございました。ちなみに、との数値の位置づ

けを同じ平成元年度時点で他と比較してみますと、全国の平均普及率が42%、東京都全

体で86%、多摩地区平均でも75%であり、既に100%の市も26市中 3分の 1を数え よう

としていますo このような実情の中での日野市の29%は、 26市中のワースト 3というま

ことに残念な位置に甘んじているのが実態でございますO

過去のもろもろの背景、事情があってのこととはいいながらも、下水道の整備状況が、

その年の文化的生活水準のバロメーター的印象を受けるとも言われることとあわせま し

て、市民の皆さんが本当の意味での環境整備された中で、文化的かっ快適な生活を望み、

下水道の完備には高い関心を持ち、注目しているというのが実態かと思われます。
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このような実態、実情を見極める中で、委員会は、まず調査研究すべき基本的事項の

確認を行いました。

内容は、今後の日野市の下水道普及を図るための調査研究を行う、としました。そし

て、その具体的な内容は、 一つに、南多摩処理区、浅川処理区、秋川処理区の稼働工事

の推進の現状と問題点の究明、 二つに、 市民生活のための下水道による水洗化の問題点

の究明、以上の 2点を中心として、 市民要望に沿った一刻も早い普及率アップに向けて

の究明を行う ことといたしました。

日野市の下水道整備計画面積は2，240ヘクタ ールですが、御承知の とおり、 これを三

つの処理場で最終処理いたします。それぞれ区分面積が違い、浅川処理区が全体の約70

%に当たる1，611ヘクタ ール、秋川処理区が約20%の397ヘク タール、南多摩処理区は約

10%の232ヘクタ ールですが、 整備人口では、最大区域の浅川が9%、秋川が87%、南

多摩が99%と、整備状況に大きなばらつきがあり ます。 このような整備区域の一刻も

い整備化のために、 委員会としては精力的な取 り組みを行って きたと ころでございますo

主な究明事項としては、 1番目 に、 整備状況及び普及状況に関する件。

二つ自に、 事業認可及び幹線扱いの計画変更に関する件。

三つ自 に、し尿処理、くみ取り 等に関する件。

四つ目 に、下水道事業の財源及び建設負担金に関する件。

五つ目に、 事業計画と推移状況に関する件等々、多岐にわたって研究及び調査を行っ

てまいりました。

また、加えまして、 実際に稼働している施設や、現 の現場を直接視察する

ことも委員会としての認識の向上と、あわせて建設を進めている東京都の担当部局の

さんに、 日野市16万市民がし、かに注目をし、 期待を注いでいるかという ことのあかし及

びアピールにもなり ますので、4回にわたっ て現地調査を行ってまい りました。

特に、 今回12月の委員会では、 浅川処理場の視察を、 これは昨年の6月以来、約

半ぶ りでございましたが、行ってまいりま したが、 前回か らは大幅に工事も進み、平成

4年度供用開始に向けて、 急 ピッチで、そして活気に満ちた作業風景が見受けられまし

た。っち音も心地よい響きに聞こえ、 完成が一歩ずつ近づいていることを感じさせて く

れたと ころでございます。

さらに、 下水道事業促進に向けての取り組みは、三多摩上下水及び道路建設促進協議

会第 2委員会を通 じて、 東京都及び国に対しての要請も行ってまいりました。内容につ

いては、 省かさせていただきます。
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以上のようなさまざまな取り組みの結果も相まって、平成 3年度末に予想される整備

済人口比は37%となりますo そして供用開始される平成4年度には、 51%まで整備が進

む見通しとなってまいりました。

また、整備完了目標年次は平成13年となっていますが、東京多摩川中央幹線が流域日

野幹線に変更となり、あわせて都市整備部及び下水道課等、担当部局の極めて前向きか

っ積極的な取り組み姿勢が見受けられますので、計画、前倒しができるものと期待をす

るところでございます。このことは、ぜひ次期委員会の中でも踏まえていただき、さら

なる促進を期待したいと思います。

最後に、今下水道対策特別委員会は、極めて未熟、微力な委員長のもとでありました

けれども、討議中の熱心な、そして鋭く、かつ厳しい究明とは別に、委員会運営に対し

ましては各メンバーとも大変、人情味溢れる真撃な対応、さらに御助言等をいただく中

で、無事にその役割を果たし、終了できましたことのお礼を一言申し添えまして、中間

報告とさせでいただきます。ありがとうございました。

0議長(小山良悟君) これをもって下水道対策特別委員会の中間報告を終わります。

次に、スポーツ・文化施設対策特別委員長より、スポーツ・文化施設に関する委員会

の中間報告をしたい旨申し出がありましたので、委員長の報告を求めます。

〔スポーツ・文化施設対策特別委員長 登壇〕

0スポーツ・文化施設対策特別委員長(内田 駅君) スポーツ・文化施設対策特別委

員会中間報告。当委員会は、平成2年 3月定例会におきまして設置された委員会でござ

います。

第 1回委員会において八つの所管事務を確認し、計8回の委員会を開催し、理事者側

より進捗状況や今後の見通し等について報告を受け、審議を重ねてまいりました。

八つの所管事務とは、

1.東光寺グラウ γ ドの拡張について

2. 多摩川市民グラウンドの整備拡張について

3. 多目的グラウンドの計画推進について

4. 総合体育館の建設促進について

5. 市民プール改築促進について

6.北川原公園の計画推進について

7. (仮称)浅川公会堂建設促進について

8. その他スポーツ・文化施設対策に関すること、以上でございます。

po 
q
J
 

P
O
 

それぞれの所管事務について、特に進捗のあった点、また、委員会で特に論議を交わ

された点、問題点について報告し、中間報告とさせていただきます。

まず、東光寺グラウソドの拡張について。当初か らの少年野球場、それに廃河川敷、

旧堤防用地、民地を利用する予定であるが、建設省の小浄化施設の建設が予定され、ま

た、八王子市との境界問題もあり、ただちには利用できない状況である。敷地面積は 1

万8，000平米について 6月27日、建設省と折衝を行ったが、 大変厳しい考え方である。

意見としましては、建設省や八王子市に対しも っと積極的に進め、 具体的な結果を示

してほしい、等の意見がございました。

次に、多摩川市民グラウンドの整備拡張について。現在ある多摩川の河川敷グラウソ

ドに隣接する生飯系保持空間に6，000平米の使用について建設省と話 し合し、、 自然保護

区まで2，500平米の使用が 2月下旬に認められた。また、11月中旬には3，386平米ま で

用の了解を得るに歪 りました。

次に多 目的グラウンドの計画推進について。淡水区跡地は、将来、中学校の建設予定

地として考えているが、それまでの利用方法として、多目的グラウ ンドの建設を計画 し

ている。 2万平米のうち 1万平米を8月22日、大蔵省と契約を提携。 8月8目、日本ス

ポーツ工業株式会社が3，811万円で落札。工事につき ましては、天候不順により当初一

を変更 しましたが、 11月20日に完了。平成 4年 1月20日、日曜日よ り使用開始の予定

でございます。

次に、総合体育館の建設促進について。東町土地 域内にあ る大蔵省敷地3.

4ヘクタ ールのう ち、2.1ヘクタールを緑地、1.3ヘク タールを総合体育館用地に予定し、

大蔵省と折衝中。 他の体育施設の調査や関係者の意見等を聞く 中で、図面を検討中でご

ざいますo

意見としましては、体育施設の建設には優先順位をは りさせて進めてほしい、

の意見がございました。

次に、 市民プールの改築促進について。市民プールの改築にかわって駒形清流公園に

ついての図面に沿って説明を受けま した。当初か ら敷地面積が確保できず、縮小せざる

を得なくな ったり、堤防の構造の問題等々がありましたが、 建設省と も合意に達したの

で、 本年度中に実施計画を完成したい。

意見としましては、 夏場だけの利用は大変も ったいないので、遊歩道と の兼ね合いも

含め検討を進めてほしい、 等々の意見がござい ました。

次に、北川原公園の計画推進についてo 1.4ヘクタ ールの72%を買収済み。不足分は
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代替地について検討していく。

次に、 (仮称)浅川公会堂建設促進について。公会堂の建設促進については、推進本

部小委員会や建設懇談会を通して検討を進めてきた内容について報告を受け、当委員会

としても検討を重ねた。

意見としましては、ホールの座席数については市民の意見を十分に取り入れた検討を

してほしい、駐車場は500台程度は必要である、等々の意見が出されました。

懇談会からの答申は、結論づけるまで至らずにいるが、行政サイドで十分検討し、市

民の要望を取り入れた内容を早く提示してほしい。

このテーマについては、当委員会としても多くの時間を費やしての検討がなされたこ

とをつけ加えておきます。

以上でスポーツ・文化施設対策特別委員会の中間報告といたします。ありがとうござ

いました。

0議長(小山良悟君)

終わります。

次に、交通対策特別委員長より交通に関する委員会の中間報告をしたい旨申し出があ

これをもってスポーツ・文化施設対策特別委員会の中間報告を

りましたので、委員長の報告を求めます。

〔交通対策特別委員長登壇〕

0交通対策特別委員長(佐藤洋二君) 交通対策特別委員会の所管事務についての調査

研究の中間報告をいたします。

まず、高幡踏切の立体化の件でありますが、工事概要は、平成 3年度中に詳細設計を

終わらせ、平成4年度から工事着工、工事年数 3年半から 4年を目安に、平成 7年完成

を想定して工事を進めてまいります。現在、用地買収も順調に進行しており、完成しま

すと地下が人道、そして車道、上を京王線が、さらにその上をモノレールが走るという

ものであります。工事完成により、踏切による交通渋滞がなくなることになりますので、

一日も早い工事着工、完成が待たれます。

モノレールは、上北台から ]R立川を経て多摩セ γターに至る全長約16キロの路線で

あります。このモノレール開通によりまして、多摩地域の交通事情は一変し、格段に便

利になりまして、通勤・通学等の交通事情を大きく満たし、また、文化、商業の核とし

まして、沿線各地域の発展が期待されます。

第 1期工事部分、これは上北台と ] R立川とを結びます5.5キロの路線でありますが、

既に工事も始められております。用地買収42%の進捗であります。
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次に、第 2期工事分、これは立川北と多摩センターを結びます10.7キロの路線であり

ますが、用地買収も34%で、ここも順調に進んでおりまして、工事の完成年度は平成 9

年度と見込んでおります。

さて、モノレール線は18駅でつながりますが、日野市では、甲州街道、万願寺、 高幡

不動、程久保、多摩動物公園の 5駅が予定されており、支柱も平成 3年度で 8基、4年

度で11基の構築が予定されております。

続きまして、パス路線の充実に向けましての調査研究であります。市内東西の移動は、

]R中央線と京王線が運転されており、移動は大変便利で・あります。しかし、 このこつ

を結びます公共交通の手段は貧弱であり、不便でありますo 市民の足として気軽に利用

できるパス路線の充実は、 市民みんなの共通した願いの一つでありますo

その中にありまして、 11月18日、 1日13往復、片道約16分で運行し ます、 日野駅、

野台二丁目 、豊田駅北口系統のパス運行が実現をできました。今日まで実現に向けまし

て御努力されました関係者の皆様に、心よりお礼を申し上げます。増便、始発時分の繰

り上げ、終時分の繰り下げ、また、運転間隔の短縮、経由表示の改良などなど、 今後、

改善をしていかねばならない事柄も多く、これらを改善きせていくことが今後の課題で

あります。

もう 一つの路線、 実現されており ません高幡不動、三沢台、聖蹟桜ケ丘路線につきま

しては、バス停あるいはガー ドレールなど、検討、改善を要する事柄もありますが、 来

年の 2月、 京王帝都の自主路線としまして、 1日10使と いうことで運行が予定されてい

ます。 このように、パス路線の充実がされていく 中で、日野駅、市役所、豊田駅系統路

線が会社側の一方的な通告で、 12月21日をもって路線路止さ れること は、 まことに残念

なことでございますo

今議会で、何人かの議員により、パス路線新設の御発言があ りましたo 今後ともパス

路線の運行と充実に向けまして、努力をしていく必要があります。

最後に、仮称、 ]R西豊田駅建設促進に向けてであ りますo 新駅建設に向けまして、

市当局が旧国鉄時代より御努力されて きていることは、理解ができるところであります。

また、民営移行後も、 ]Rの最高責任者であり ます本部長と市長審議の協議もされてお

り、この間、新駅建設に必要な日野市の一定な資料と、]R側の要望にこたえる形の、

加資料も含めて提出してあります。本年、 南多摩議長会でも、この問題を取り上げてい

ただきました。また、行政部分で、昨年、 6回ほど]Rの企画部を中心に調整をしてお

ります。それらを踏まえ、 ] Rから、駅前の用地について、ある程度の面積を提示して
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ほしいという要望がありますが、ただ、提示という程度のものであって、具体的にどの

程度の面積が必要なのか、今、 ]Rと詰めている。これが新駅建設の現状だそうであり

ます。

交通対策特別委員会は、現状を鑑み、ことし 2月、 ]R東京地域本社に、新駅設置を

求める陳情を行ってきたところであります。新駅建設に向け、市当局の御努力をお願い

いたしまして、交通対策特別委員会の報告にかえます。ありがとうございました。

0議長(小山良悟君) これをもって交通対策特別委員会の中間報告を終わります。

次に、市立病院等対策特別委員長より市立病院等に関する委員会の中間報告をしたい

旨申し出がありましたので、委員長の報告を求めます。

〔市立病院等対策特別委員長 登壇〕

0市立病院等対策特別委員長(天野輝男君) 市立病院等対策特別委員会の中間報告を

いたします。

当委員会は、公共病院のあるべき姿を調査研究いたしました。また、市立病院総合病

院の建てかえ問題を主に考えて、 これまで10回、委員会を開きました。現地視察を昨年

度 1回、ことし 1回させていただきました。昨年度は青梅市立病院の視察をしたところ

です。これは青梅市立病院のあり方を、また日野市の市立病院の建てかえ時に生かすこ

とができたら大変ょいと私は思っています。

建設委員会に提出された請願に基づき、数カ所の病院建設用候補地を視察して審議し

てまいりました。委員会の会議では、数々の資料を集めて、公立病院の現状把握と老朽

化した市立病院をどうするかが、一番の議題でありました。新しい市立病院をつくる場

合についての建設費や医療器具の経費について、また南部の病院をつくるに当たっての

問題点、例えば、高幡区画整理事業内の用地の確保等の市長の病院構想、についての質疑

が、主な議題でありました。

市長の病院構想、は、平成3年第4固定例会委員会において、多摩平4-3プロックに

現状の病院を建てるための構想、が出てまいりました。南部への医療施設誘致については、

高幡の全農グラウンドを候補地とする考えがあると発言がありました。

委員会としては、市立病院の建物の老朽化、狭隆さ等から派生する問題点が余りにも

多く、患者に対して不満感、不快感を与えている現状を踏まえますと、市立病院の建て

かえは急務であると判断いたします。市立病院のあり方は、市民が安心して治療が受け

られる施設、急激に押し寄せる高齢者社会に対応できる医療設備が備えておる、病院関

係者が誇りを持って働ける施設の整備が必要であると考えます。二次医療体制以上の医 '
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療が確保をでき、効率的な運営のできる規模の施設であり、市民の生命を守り、安心し

て住むことができるための施設、医療施設の確立が大切と考えます。

また、市立病院院長を初め職員のために、ぜひ市立病院の建てかえを実行に移してい

ただきたいと、重ねて強く要望いたしまして、委員長報告とさせていただきます。

0議長(小山良悟君) これをもって市立病院等対策特別委員会の中間報告を終わりま

すO

次に、 日程第63、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といた しま

すo

下水道対策特別委員長よ り下水道に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審杏に

されたいとの申し出があり ます。お諮 りいたしますo 委員長の申し出のとおり閉会中の

継続審査に付することに御異議あ りませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よ って委員長の申し出のとお り閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に、 日程第64、スポーツ・文化施設対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議

題と いたします。

スポーツ・文化施設対策特別番員長よ りスポーツ・文化施設に|捕する事件の調査研究

のため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮り いたします。委員長の申し出のとお り閉会中の継続審査に付すること に御

ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。 て の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決し ました。

次に、日程第65、交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題と いたします。

交通対策特別委員長より交通に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審査にされ

たいとの申し出があります。

お諮 りいたします。委員長の申し出の とおり閉会中の継続審査に付する ことに御異議

あり ませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。
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次に、日程第66、市立病院等対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といた

しますO

市立病院等対策特別委員長より市立病院等に関する事件の調査研究のため閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますo よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 3-36号、日野市民葬斎場建設促進に関する請願の件を議題といたし

ます。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりで、すo 請願第 3-36号の常任委

員会への付託は、会議規則第138条の規定により議長において厚生委員会に付託いたし

ます。

お諮りいたします。請願第 3-36号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め閉会中の継続審査に付することに決しま

した。

これより議案第113号、平成 3年度日野市一般会計補正予算(第4号)の件を議題と

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第113号、平成 3年度日野市一般会計補正予算第4号に

ついて、提案理由を申し上げます。

本議案は、平成 3年度日野市一般会計補正予算第4号であります。補正額は、歳入歳

出それぞれ4億2，577万4，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を439億1，808万8，000円

とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。企画財政部長。
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0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、ただいま提案いたしました一般会計補正

予算第4号について、御説明申し上げます。

きょう開会時に、第4号の補正予算の資料をお手元に配付いたしました。しかし、先

ほど、修正可決が出されましたので、改めて修正部分を整合性を持たせるために、別紙

でお配りしたわけでございます。それに基づき まして御説明を申し上げます。

ただい ま提案したとおり、 歳入歳出の補正額は4億2，577万4，000円でございます。こ

の内容につきましては、議案第109号、110号、111号の関連とあわせ、 111号の日野市一

般職の職員の給与に関する条例の一部を改正に伴 う、すべて補正は人件費の補正でござ

いますo

今年度、職員の給与改定につきましては、人事院勧告3.71という ことでお認めをいた

だきま した。こ れに関連 して、 当初予算の人件費は 1%計上を行っていたものでござい

ます。よって、その改定不足分2.71の補正。

もう一つは、期末勤勉手当の当初予算の率を5.35カ月という ことで、 計上させてもら

いました。最終的には5.45という ことで、 0.1カ月分の不足。 なお、 それに関連 して、

職員手当の改定部分の不足があるわけでございますo 手当の内容につき ましては略させ

ても らいますが、 交通費あるいは 4月 1日からの手当改定による人件費に関連する部分

でございます。

それでは、 2ページ、 3ページ、簡単に御説明いた しますが、 歳入部分の市税でござ

います。財源は繰越金の市税で充てたいと思っております。よって市税の補正額を 4億

1，094万の補正をお願いするわけでござい ます。現年度の所得制りの伸びが 6億1，000万

強、 法人税制 りの減が 2億弱ある わけでございますが、 差 し引きしまして 4億1，000強

という補正をお願いするわけでございますo

なお、繰越金につき ましては、 ここ に記載のとおりでございますo 特に歳出部分の細

かし、部分は省略をさせていただ きますが、すべて款、項、目、節に関連する職員の人件

費に関連するものでございますので、よろしく御審議いただきたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

お諮 りいたします。ただいま議題となっており ます本件については委員会付託を省略

いたしたいと思いますが、 これに御異議あり ませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕
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0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって本件については委員会付託

を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第113号、 平成 3年度

日野市一般会計補正予算(第4号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第114号、平成 3年度日野市国民健康保険特別会計補正予算 (第 3号)

の件を議題といたしますO

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第114号、平成 3年度日野市国民健康保険特別会計補正

予算第 3号について、提案理由を申し上げます。

本議案は、平成3年度目野市国民健康保険特別会計補正予算第 3号であります。補正

額は、歳入歳出それぞれ237万円を追加し、歳入歳出予算の総額を47億1，496万6，000円

とするものでありますO

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(永瀬誠一君) それでは、議案第114号、日野市国民健康保険特別会計補

正予算第 3号を御説明申し上げます。

補正額は237万円でございます。内容につきましては、 一般会計と全く同じでござい

まして、今回の給与改定に伴う人件費の不足でございます。

歳入につきましては、前年度の繰越金の一部を歳出に充当するものでございます。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たしますo

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については委員会付託を省略

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よ勺て本件については委員会付託

を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よ って議案第114号、平成 3年度

日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 3号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第115号、平成 3年度日野市土地区岡整理事業特別会計補正予算(第 3

号) の件を議題と いたしますo

理事者から提案理由の説明を求めます。 。

〔市長登壇〕

0市長 (森田喜美男君) 議案第115号、平成 3年度日野市土地区画整理事業特別会計

補正予算第 3号について、提案理由を申 し上げます。

議案は、平成 3年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算第 3号であ ります

補正額は、歳入歳出それぞれ1，616万5，000門を迫力nし、歳入出予算の総額を52億2，020

万9，000円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、 よろ しく御審議のほどお願い

いたし ます。

0議長 (小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部

。都市整備部長 (鈴木栄弘君) それでは、 平成 3年度 特別

計補正予算第 3号について、御説明申し上げます。

今回の補正でございますけれども 、総額1，616万5，000円を追加補正するものでござい

ますo

内容につきましては、先ほど財政部長が説明したとおり 、給与改正等に伴います給

それか ら手当の不足分の補正でござい ます。

なお、歳入につきま しては、繰入金、 それか ら繰越金

簡単でございますけれども、以上で説明を終わり まョ 。

申し上げます。

もって充ててお ります。

く御審議のほどお願L

0議長(小山良悟君) これより質疑に入り ますo なければこれをも って意見を終結い

たします。
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お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については委員会付託を省略

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については委員会付託

を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第115号、平成 3年度

日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 3号)の件は原案のとおり可決されまし

た。

これより議案第116号、平成3年度目野市下水道事業特別会計補正予算(第4号)の

件を議題といたしますo

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第116号、平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正予

算第4号について、提案理由を申し上げます。

本議案は、平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正予算第4号であります。補正額

は、歳入歳出それぞれ575万円を追加し、歳入歳出予算の総額を80億9，213万4，000円と

するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(鈴木栄弘君) それでは、平成 3年度日野市下水道事業特別会計補正

予算第4号について、御説明申し上げます。

今、市長の方から提案がありましたとおり、歳入歳出それぞれ575万円を追加補正す

るものでございます。なお、この補正でございますが、前段で区画整理特別会計と同じ

給与改定に伴う給料、それから手当の不足が生じますので、補正をお願いするものでご

ざいます。

歳入につきましては、繰入金をもって充てておるものでございますO よろしく御審議
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のほどお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

お諮りいたしますo ただいま議題となっております本件については委員会付託を省略

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については委員会付託

を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。 なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたしますo 本件は原案のとおり 決するに御異議ありませ

んか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますo よって議案第116号、平成 3年度

日野市下水道事業特別会計補正予算(第 4号)の件は原案のとおり可決されましt.:o

これより議員提出議案第25号、日野市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定の

件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。市川資 。

026番(市川資信君) 議員提出議案第25号、日野 条例の一部

条例の制定についてを提案いたします。

案文につきましては、お手元に配付されました案文のとおり でございま

御審議のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 質疑、 討論を省略し、 直ちに本件について採決し、介

件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり 〕

る

く

0議長(小山良悟君) 御異議ないもの と認めます。よ って搬員提出搬集第25号、岡野

市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました

これより議員提出議案第26号、日野市議会会議規則の一部を

を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めますO 市川資イ闘相 0

026番(市川資信君) 議員提出議案第26号、日野市議

則の制定についてでございますO
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規則の案文につきましては、お手元に配付されているとおりでございます。よろしく

御審議のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたしますO 本

件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって議員提出議案第26号、日野

市議会会議規則の一部を改正する規則の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第28号、暴力団排除宣言に関する決議の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めますo 市川資信君。

026番(市川資信君) 議員提出議案第28号、暴力団排除宣言に関する決議でございま

す。案文につきましては、お手元に配付されておるとおりでございますので、よろしく

御審議のほどお願し、し、たしますO

0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたしますO 本

件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第28号、暴力

団排除宣言に関する決議の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第29号、法務局の大幅増員に関する意見書の件を議題といたし

ます。

提案者から提案理由の説明を求めます。谷 長一君。

027番(谷長一君) 議員提出議案29号でございますO 法務局の大幅増員に関する意

見書でございます。

案文につきましては、お手元に配付しである案文のとおりでございますので、よろし

く御審議のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。本

件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案29号、法務局

の大幅増員に関する意見書の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第30号、市街化区域内における市民農園の整備に関する意見書

の件を議題といたします。
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提案者から提案理由の説明を求めます。鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) 議員提出議案第30号、市街化区域内における市民農園の整備

に関する意見書でございますが、案文につきましては、皆様のお手元にあるとおりでご

ざいますので、どうぞよろしくお願いをいたしますo

0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、 直ちに本件について採決いたします。本

件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第30号、市街

化区域内における市民農園の整備に関する意見書の件は原案のとおり可決されました。

お諮りいたしますO 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、 これに御異

議あり ませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって暫時休憩いたします。

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会識を開きます。

これより議員提出議案第27号、国連平和維持活動 (PKO)協

件を議題といたしますo

提案者から提案理由の説明を求めます。板垣正男君。

(19番議員登壇〕

午後 6時0分 休憩

午後 8時20分再開

の

019番(板垣正男君) 議員提出議案第27号、 日維持活動 (PKO)協力法

対の意見書案を提案いたします。案文を読み上げまして、提案にかえたし、 と思います。

「政府・ 自民党が国会に提出している国連平和維持活動 (PKO)協力法案は、武装

した自衛隊を海外に出動させて国際間の武力紛争の解決のために、 武力行使を含む

活動をお こなわせる「自衛隊の海外派兵法」ともいえます。それだけに憲法の平和原則

を根底から候摘するものであり、絶対に容認できない とする世論はますます高まるばか

りです。

しかも中国や韓国政府が日本政府に対 し 「憂慮」と「慎重」を求めた発言は、アジア

諸国民の懸念と批判の高まりを背景としたものと率直にうけとめる ことが大切です。

日本の国際貢献のあり方は自衛隊を海外に出す軍事貢献でなく 、日本の経済力を貧困

問題、環境問題などの解決に役立てる非軍事面にかぎるべきです。
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よって日野市議会は国連平和維持活動協力法案に反対し、すみやかに法案を撤回する

ことを強く求めます。

上記、地方自治法第99条第 2項の規定により意見書を提出しますJ

以上であります。

0議長(小山良悟君)

07番(天野輝男君)

これより質疑に入ります。天野輝男君。

前文の方で「国連平和活動協力法案は、武装した自衛隊を海外

に出動させ」、こういう形の文章で始まっておるわけでありますが、まず、このPKO

の加盟国は幾つかある。そして、今日まで国際平和維持活動で、そして国連平和活動に

出動して、停戦、いろいろの活動をしてきた国々の、この活動の中には停戦の監視とい

う大きな規定があるんですが、これは幾つぐらい今まであったか。このあたりから、ちょっ

とお聞きしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 国連が発行しております「国連平和維持活動Jという小さな冊

子がございますが、その中に紹介されたものによりますと、これまで平和維持軍といた

しましては、第 1に国連緊急軍、これは1956年11月から1967年 6月までとなっておりま

す。

次に、今後における国連平和維持活動、これは1960年7月から1964年の6月までとなっ

ております。国連西ニューギニア保安隊、さらに国連キプロス平和維持軍、年代は省略

いたしますけれど、次に、第二次国連緊急軍、国連兵力引き離し!監視軍、国連レパノ γ

暫定軍、国連ナシビア独立移行支援グループ、こういうのが平和維持軍として、これま

で活動を行ってまいりました。

監視団といたしましては、国連休戦監視団、これは1948年 6月から現在まで続いてい

る、ということでございます。

以下、年代は略しますけれど、国連のイ γ ド・パキスタン軍事監視団、国連レバノン

監視団、国連イエメン監視団、 ドミニカ国連事務総長代表使節団、国連イ Y ド・パキス

タン監視団、国連アフガニスタン・パキスタン仲介ミッショ γ、国連イラ Y軍事監視団、

国連ア γゴラ監視団、国連中米監視団、こういうのが、これまでの監視団として活動を

行ってまいりました。

なお、最近の例ですと、たしかイラク・イラ γ戦争の後、この国境に監視団が入って

現在、活動を行っている、こういう状況になっているかと思います。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。
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07番(天野輝男君) 多少、足りませんけれども、要するに国連平和維持活動といい

ますのは、今板垣さんの方から回答がありました平和維持活動と停戦監視団、また、も

う一つ仕事があるんですね。選挙監視団の行政的支援の活動というのがあるわけです。

この中で、特に今、平和維持隊というのは、この戦争中に入っていくのかどうか、その

あたりを、どうですか。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) これは、停戦後、 当事者国の同意を得て国連に平和維持軍が創

設される、こういう手続になっています。ですか ら、戦争が起きている最中に入るとい

うことしゃなくて、 一応停戦が生 じたときに、 当事者国の要請に基づいて国連に設置さ

れる、こういうことになる。

しかし、実際は、 停戦とは言っても、 ではぴたりと戦争状態が全 くなくなるかとい う

と、これまでの例ではそういう ことはなくて、現に死傷者も出てい るとい うような事態

があるんです。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) ちょっと、それは間違っておると思うんです。要するに戦争が

終わった時点においては、当事者同士のやはりお互いの安全、そして権利を守るために、

そういう仲介に入るわけですか ら、との特に前文の文章はおか しいん じゃないか。とれ

は改めるべきであると私は思いますが、いかがですか。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 国連の説明書によりますと、こう いうふうに書いてあるんです。

国連平和活動がどういうふうにして生まれるかとい うことを言っているわけですが、ま

ず第 1に、国連平和維持活動は、紛争当時国の同意のもとにのみ展開きれる。第 2に、

国際社会から広く支持されなければならない。殊に安全保障理事会で承認さ れることが

必要である。そして第3に、加盟国から必要な要員が提供される ことである。これによっ

て初めて平和維持軍が創設されて現地に派遣される、 こういうふ うになっているわけで

す。

ところが実際は、当事者間の紛争というのはあるわけですから、いつ、その現地でど

ういう事態が生じるかわからないということに、 現になっているわけであります。そこ

で、この平和維持軍が現地に入りますと、命にかかわるよ うな、そ ういう危険な事態と

いうのも、これはもう度々生じているわけで、すo ですか ら現にこれまで派遣された中で、

700人を超える兵士の死傷が出ているという ことなども実際としてあるわけですか ら、
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これは大変危険なところに、この監視固なり、あるいは平和維持軍の派遣が行われる、

こういうふうになっているわけです。

ですから日本の今回の協力法案の中に述べられております自衛隊の派遣というのも、

これは武器を持っていい、こういうことになっているわけです。身を守るということに

限定されるというようなことを政府は説明しておりますけれど、身を守るということは、

すなわち危険があるということにもなるわけで、すO ですから、一切、戦争状態をなくし

て平和な状態になっているところに行くということではなくて、、やはりそういう紛争が

継続されている現実であるというふうに、これまでの平和維持軍の派遣された各国ある

いは地域というのは、そういうところであるということは、わかるわけです。

ですからこそ、やはり戦争当時国からの要請が国連に行われる、ということになって

いるわけです。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 今、板垣さんの説明の中に、停戦監視団、そして平和維持活動

隊として入って700名の者が亡くなったという形の話の中で、私が聞きたいのは、既に

もう戦争は終わっているんです。その中に行って、何かほかの障害物で多分亡くなった。

地雷とか、そういうものに引っかかって死んでしまった人はいると思うけれども、お互

いの戦争、武力行使によって亡くなったというのは、そんなに私はないと思うけれども、

もしその700名が死んでいるというなら、示してくださいよo

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) これは朝日新聞の 8月19日付新聞ですけれど、これは国連のP

KOがイラ γ ・イラク国境に派遣されたときの模様を、現地から特派員が伝えているも

のなんです。この国境に展開されておりますPKOの活動が行われている現場で、なお

こういうことが起きているわけです。 rクウェート警官によるイラク人への威嚇射撃。

イラク警察のクウェート側への発砲。非武装地帯では、このPKO活動の監視下であっ

ても発砲事件が単発的に続いているJというふうに、この特派員は伝えているわけです。

ですから、こういう、いつ、一触即発といし、ますか、また、どのような事態が起きるか

わからない、そういう場面があるということなんです。

それから、 700名以上の死傷者を出したというのは、これは国会の質問でも、外務省

の担当者が、これまでPKO活動でどのぐらいの死傷者を出したかという質問で、七百

二十何名かの死傷者を出しているという説明をちゃんと国会でも行っているということ

はあるo (rそれは交通事故で死んだんだ。戦争で死んだんじゃない。よく調べてみろ」

つ臼「ひに
U

「停戦をした後じゃ、そんな例はないんだよo PKOというのは停戦の始末に行くんだ

からJと呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 700名にこだわるわけじゃありませんけれども、今、板垣議員

の発言の中に、イランとクウ ェー トとの、まだ戦争状態の中にある経過を今、説明した

と思うんです。そして、特にイ ランの攻撃というものは常識では考え られない、そうい

う攻撃でありました。そういうために、まだ国連平和維持活動が開始されて行ったかも

わからなし、。しかしながら、それは初期の段階であ って、まだ両国、特にイ ラン側の方

にしっかりとした話 し合い、停戦の話 し合いがなされていないと きのことじゃ ないかと

私は思います。し、かがですか。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 722名というのは、 国会で説明のあ ったのは、 これまで国連が

派遣 した平和維持軍、監視団、 合わせて これだけの死傷者が出ており ますよ、というこ

となんです。これはイ ラγとイラク の国境に派遣した ものだけじ ゃない。

0議長(小山良悟君)

07番(天野輝男君)

天野輝男相 O

まあ、いいでしょう。

そういう面で、 今日 までは国連平和維持活動とし、うのは、 23 J動 ている。あな

たは18ぐらいしか言っていないんです。そう いう中で、この国連平和維持活動と申しま

すのは、 停戦状態になったときに初めて出ていくわけでありますo そういう中の自衛隊、

それは一部イ ラγの方へ飛んで、 日本の医師団が行きました。そう いう経過もが、z

でありますが、そういう停戦状態にな ったときに初めてPKOというのは出ていく わけ

です。

そのときに、この前文の方はだからおかしいんじゃないですかと私は雷っているわり o

事実ね。 r武装した自衛隊を海外へ出動させて国際間の武力紛争の解決のために、

行使を含む軍事活動をおこなわせるJこれはないん じゃないですかと言っている。 PK

Oの活動には、そういうものは含まれていないんですよ、ということを私は言っている

わけです。だから、これを削除するべきじ ゃないですかとお話ししている。どうですか。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) もともと紛争当時国という のは、戦争状態なりの紛争があった

わけで、す。ですから、そこへ行くわけですか ら、これは身の危険があるという ことになっ

たわけです。それで政府も自衛隊を派遣するためにわざわざ法律案を国会に提出したと
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いう経過があるわけで、す。

もし、そういう必要がなければ、これは文民、いわゆる一般人の派遣ということだっ

て、これは構わないわけですけれど、しかし政府はそういうことをしないわけです。わ

ざわざ法律をつくって自衛隊を派遣できるようにしようとしているのが、今度の法案だ

と思うんで、す。ですから、そのことを自衛隊が行くにしても、丸腰で行くわけにはいか

ないんだ、最小限の武器を持っていくんだ、こういうことを言っているわけでしょう。

しかも法案の中には「国連の事務総長が必要と認める限度で定めるものとするJとい

うふうに、武器のことについては、装備のことについては、そういうふうに規定されて

おりまして、これまでの例ですと、この平和維持軍が持っていきました武器は、重機関

銃とか、バズーカ砲とか、対戦車無反動砲、装甲車、 120ミリ迫撃砲、こういうものす

ごい火器を国連の事務総長の許可のもとで、持っていったという、そういう経過もあるわ

けですよ。ですから、国連事務総長の定める範囲内で持っていけるということであれば

ですよ、これらの武器も将来は、いつどういう場面で持っていくようになるかわからな

い、ということになるわけですから、これはまさに武装した自衛隊だというふうに、こ

れはだれが見ても言えるんじゃないかと思うんです。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 少しこれも共産党の皆さんは神経がびりびりし過ぎているんじゃ

ないかなと私は思うんです。

例えばですよ、民間で、そんな危険な箇所に参加して協力できるような仕事はありま

せんよ。何ゆえ自衛隊を出動させなきゃならないかということになりますと、やはり自

衛隊は日ごろ訓練しておる。そして訓練しておるから、たとえ砂漠の方ヘ放り投げられ

でも一人で生き残って帰ってくることができるんです。そういう訓練をしておるから、

やはりどうしても民間の方は訓練して鍛えるということになったら、どれほどのお金が

かかるかわからないんです。そういう面で私は、自衛隊のPKOの活動においては、無

防備で行ったって、そんなに危険な箇所は、私は今までの経験ゃいろいろの体験を通し

たならば、そんなに被害が一一あるかわからない。しかし被害があっても、最小限度の

被害で守ることができるというところに、自衛隊の派遣があると私は思うんです。そう

いう面で、民間とか、無責任な言い方をしますけれど、では、あんたたちゃれますか、

肩がわりして。できるなら言ってくださいよo できないことを言うべきでないと私は思

いますよ。

いかがで、すか。この自衛隊の武装した、この部分については削除していただけません
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か。

0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

民間人をこういう紛争当時国に送るというのは、私はできない

だろうと思うんです。ですから政府はわざわざ自衛隊を武器を持たせて派遣するために

今度の法案をつくったわけでしょう。自衛隊が行けるようにしよう、こういうふうにし

たわけです。

しかも、武器を持っていくということを政府自身が言っているわけですから、これは

もうだれが見ても武器を持って現地に行く自衛隊だ、武装した自衛隊だ、こういうふう

に私たちは解釈しているわけですよねo そのことについても、政府は否定はしていない

わけです。あれこれの武器は、こういう武器だ、ああだ、と、いろいろ説明はしますけ

れど、武器を持つ自衛隊が派遣されるという ことについては、政府は一回も否定はして

いないと思うんです。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) それは、やはり憲法で人権の保障はありますo そういう面で、

緊急避難とか正当防衛のためにのみは許されるわけであります。そういう形のことが今

論議されているわけじゃないですか。これ、 一方的にこういうことを書 くとい うこ とは、

ちょっと私はおかしいと思うんです。

要するにPKOの本来の目的というのは、戦争が終わった時点で国連の要請によ って

派遣するわけですからo まして日本のような、 憲法第 9条のここから判断しますと、な

かなか人道的に難しい部分があるわけです。そういう商で、今、政府では盛んにこれら

の問題を解決するための策をしているわけであります。そしてまず、 PKOの人道的な

救済活動の協力に当たっては、基本方針としての内容を、 活動地域の機関、 国際平和協

力隊の規模などを定めた実施計画を閣僚によって決定するわけです。これは当然、 実施

計画というものは国会で審議されるでしょう。そこから出発するわけですから、そんな

一人ひとりの自衛隊だって、無防備では行かせられるわけありませんよ。そういう中で、

やはり自分から戦争を仕掛けない。そして何ですか、この「しかも 中国や韓国の政府が

日本政府に対し…一Jここの部分の文書だって、これは一部の左翼系の連中が言ってい

るのであって、中国や韓国へ私も行きます。それ、 全部の人が言っているわけありませ

んよ。 10人に聞いて、こんな考え方を持っているのは、 よほど煽動された連中は言うか

もわからなし、。そういう特殊なところへ行って話を聞いて きて載せるということは、お

かしいと私は思うんです。それは、日本がかつて戦争で植民地としてやった行為という

「
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ものは、私たちも反省しなきゃならない。しかしながら、こんな事態がどうして起こる

んですか。今の日本の状態で。どうですか、あなた。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣E男君) 今、天野議員から、国際平和協力本部という意味なんでしょう

けれど、つくられたときには国会で当然、審議があるでしょうというふうにおっしゃい

ましたけれど、国会では審議されないんです。これの法律ができますと(i法律ができ

て、つくるんだ、審議するんだ。それから出てくるんだよj と呼ぶ者あり)いや、国際

協力平和本部というのが設けられて、これは総理府にこの本部を置くということになっ

ているんです。そこでいろいろと、どの程度の人員を派遣するか等々、細かいことをそ

こで実施しているわけですよ。国会の承認を必要とするということや、前もって国会で

審議するなんでいうことはないんです。それで、この間の臨時国会も、民社党の要望が

なかなか政府に聞き入れられなかった、というようなことなどがあって、意見一致が見

られなかったというようなことになったわけですけれど、これはもう既に法律に基づい

て本部が総理府内に設置される、ということになっております。

それから、アジア諸国の憂慮だとか慎重だとかいうようなことは、これは新聞にも何

回か伝えられておりますので、当然、天野議員も見ておられると思うんですが、あえて

私もここに書いたのは、やはり一部の人たちの言葉ではないということなんですo

例えば、 9月23日だったと思うんですけれど、ちょうどPKO法案が提案される直前

に、中山外務大臣が国連に行きました。そのときに、韓国の外務大臣や中国の外務大臣

と会談を行いましたよね。この協力法案、 PKO法案の内容などを説明して理解を求め

た、という会談が行われたんですが、その際に、この両国の外務大臣が、いずれも日本

の平和への貢献の願いは理解しつつも「隣国が過去の歴史を思い出すような自衛隊派遣

は慎重に対応してほしい」というようなことを述べたとか、韓国の外務大臣は「日本が

人的貢献を含めて国際社会にふさわしい役割を果たそうという願いは理解できるが、日

本との間で不幸な歴史を持つ韓国など近隣国は自衛隊の海外派遣に憂慮、の念を持ってい

るo そして慎重に対応してほしいJとこういうふうに言っているわけです。これは当時

テレビても伝えられましたし、新聞でもこうしたことが伝えられておりますし、さらに、

これは 9月25日でありますけれど、北京を訪れました自民党の伊東正義日中議連会長、

もとの外務大臣です。この人は約 1時間にわたって、江総書記と会談したというニュー

スが伝わっておりますけれど、その際に、江総書記が「日本の指導者の責任は、次の世

代を教育することだ。歴史は事実である。歴史は正しく教えなければならなし、Jとい、う
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ようなことを述べて、自衛隊の海外派遣に慎重に対応するよう改めて求めた、という会

談の内容が伝えられているんです。

ですから、伊東さんも中国に行って、こうした責任者と会って、海外派兵を、自衛隊

の派遣を慎重にしてほしいということを言われているわけです。一部の過激な学生云々

ということじゃなく、やはり一国を代表するような外務大臣が、日本の外務大臣にもこ

のように要請するというようなことなども、ちゃんと伝えられているわけです。これは

天野議員も恐らく当時、耳にされたり、あるし、は目にされたというようなことなどがあっ

たんじゃないかと、私は思うんです。

それから、最近の外国の、特にアジアの新聞の論調や、あるいは政府の要人などが、

いろいろと憂慮する発言なども伝えられております。これをすべて紹介するということ

もできませんけれど、例えば、市職ニ ュース、これは12月18日付のものですけれど、韓

の東亜日報の内容を、これはコピーで印刷したものなんでしょうけれど、 ニュースで

わざわざ紹介いたしまして、自衛隊の派遣は隣国に不安を招く、こういう論評を東 I

報が伝えているんです。ですから、韓国や、あるいは中国だけではなくて、こうい った

発言や、あるいは論評が見られるというのは、アジア全体が大戦の惨禍など思いをいた

すならば、やはり日本の自衛隊が海外に出るということについて、やっぱり 不安を持っ

ているということが言えるんではないかと思 うんです。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 板垣議員の言っていることもわかりますけれども、やはり政治

というのは取り引きでありますから、やはり伊東外相が行って、そういう 話の中で、こ

の日本の、特に経済力を持った場合には、経済力プラス

アの脅威になる のは当然であります。しかしながら

す。そういう中で、日本は再び憲法を改正 しない限り

を考えた ら、確かにアジ

には憲法の歯どめがあるんで

規の軍隊というものは持てな

いわけですo そういう中から、日本の国内のことをよく説明したら、それは当然わかっ

ていただけると思うわけですo

特に私は、今回、武装して武力行使という ことを文容としておるものですか ら、これ

を取っていただけませんかと。特に、 PKOの最も重要な特色として、 23回出動してお

りますが、 PKOの活動として、そして この中で、武器を一回も使用したことがないん

で、す。そういう面で、 1988年にノーベル平和賞をと っているわけで・す。そういうところ

に私は、このPKOの活動の大きな目的があると思いますが、どうですか、 この部分、

削除していただけませんか。
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0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

私の提案は、今、るる理由を申し上げましたように、やはり自

衛隊が武器を持って海外に出るということは、これは明確なんですo 政府自身がそうい

うふうに表明しているわけですから。

しかも、武力行使をするというのは、国連の規定にそういうふうになっているわけで

す。政府は、武器の使用だというふうにおっしゃっているようですけれど、これはもう

紛れもない武力の行使になるということは、だれが見ても明らかなことではないかとい

うふうに思うんですo ですから、特にここの文を削除をするという考えは、ないんです。

むしろ、この意見書案に、ひとつ御理解していただきたいというふうに思いますo

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) いや、そのあたりがやはり解決しないことには、私もやめるわ

けにし、かないんです。

特に、この間、後藤田さんと、 「週刊毎日Jに会談が出ております。そして、この後

藤田元官房長官との見解は、私は大体同じなんです。後藤田元官房長官が言っているこ

とは、自衛隊の派遣は無防備で行かせてはならぬ、このあたりを解決しなければならな

いんだと。それは、私がもしそういう場所へ行くとして、無防備で、殺されるのがはっ

きりわかっているようなところには、私だって行きませんよ。そういう中から、やはり

自衛隊には必要最小限度の武器を持って出動させるような方法をとらなきゃならんじゃ

ないか、ということが書カ亙れておりました。それは私も同感なんです。だからそれはあ

くまでも武力行使は、自分の身の安全と、また周囲にいる者の安全を守るための緊急避

難的な、そういう以外に行使してはならんのです、 PKOのo そこに大きな目的がある

わけです。

そのあたりはどうですかo これを削除していただけませんか。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 天野議員もおっしゃっておりますように、武器を持たずに現地

に行くというのは危険だというわけでしょう。ですから武器を持っていくんだと。それ

は、最小限、自分の身を守るためだというふうにおっしゃいますけれど、現地に行って

自分の身を守るといっても、どういうふうに日本にいて判断するのか。これはもうわか

らないわけです。はるか向こうから、何か砲弾が飛んでくるのを、これは身が危険だと

いって同じように対抗して撃ち返すということだって、これは自分の身を守るんだ、と

いうふうに言えるわけですよ。
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あるいは、迫撃砲のようなものを使う場合だって出るかもしれないし、そういう武器

を持って行くからには、やはりそれを使うということになっているわけです。ですから、

それはやはりこうした紛争当時国における武器の使用は武力行使だというふうに、国連

の事務総長の見解も、これもはっきり出ているわけですし、平和維持軍そのものの活動

が武力行使だということに、これはなっているわけですから、自衛隊が武器を持って出

かける、海外に出るという ことは、まさにやはり武装した自衛隊の海外派兵とし、ぅ 、こ

ういう解釈にしかならない、というふうに考えているんですo

O議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 繰り返 し言っておりますけれども、 要するに、 PKOの国連平

和維持軍というのは、停戦されて、 争いを中止一一状態の中に入ってし、くわけですから、

それは多少、鉄砲玉が飛んでくるかもわか らないけれども、 そこに撃ち返すことができ

ないじゃないですかo そういう 面で、停戦にな って、 そしてお互いに平和解決をするた

めに行 くわけですか ら、その過剰な、 意見とい うのはちょっ と異常 じゃないか と私は思

うんです。

だか ら、実際問題として、 PKOの協力というものは、 要するに平和を維持するため

の活動なわけですから、それは戦争が終わった時点で入っていくわけですから、そのあ

たりを十分理解して、 この部分を削除していただけないか、このように思います。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 天野議員は、過剰反応 じゃないかというふうにおっしゃ います

けれど、 これは私や共産党だけがそう 言ってい るわけじゃないんですo これは朝 日新聞

の11月10日付の 1面で、朝日新聞社の世論調査の結果が出ているのを ごらんにな ってい

るかと思うんですo 平和維持軍への自衛隊参加は、 この調査によりますと、58%は反対

しているんですo (r平和維持軍じゃない。維持隊だよo もう変わっているんだからJ

と呼ぶ者あり)59%は、憲法上問題がある、 こうい うふうに答えている わけです。これ

は、 国民の過半数以上、大部分に近い世論が反対している、ということを言えると思う

んです。

さらに私が、なぜこの自衛隊の海外派兵とも言える とい うふうに書いて、憲法の平和

原則云々というふうに書いたかというと、これは天野議員みずからもおっしゃ っており

ますように、 今の憲法のもとでは自衛隊を派遣すること ができないわけですo 憲法の前

文には、政府の行為によ って再び戦争の惨禍が起こ ること のないようにする ことを決意

しておるという ことで、 この憲法はつくられてい るわけです。そして第 9条に、国際紛
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争は武力をもって当たらない、こういうふうに日本の憲法は規定しているわけです。そ

の憲法からいくならば、自衛隊の海外出動というのは、これは明らかに憲法違反だ、こ

ういうふうに私は判断をして、この意見書案を提案をしているわけなんです。

むしろこういうことを天野議員において十分御理解をしていただきたい、というふう

に思うんです。

0議長(小山良悟君)

07番(天野輝男君)

天野輝男君。

今、，板垣議員の言っていることは、戦争の当事者同士の出動、

こういうような面に私は聞こえるわけです。こういうところは、やはりぼかさないでも

らいたい。これはあくまでも PKOの、活動のための討議しておるわけですからo ぜひ、

このあたりを改めていただきたいということを、強く要求します。

O議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 板垣議員は、お水でも飲みながらゆっくりとしていただきたい。

あと13人残っている。私を除いて。こんなに14人の方から質疑をされるなんていうのは、

身に余る光栄だと思っていただきたいと思います。

私どものところに、まず質疑に入ります前に一言言っておきたいんですが、たくさん

のはがきが参りました。これはみんな公明党の取ったPKOの反対ということで、学校

の先生方がみ♂んな手分けをして出されたものですが、教育長を初め、よく聞いておいて

いただきたいと思います。

中には名前が全然書いてなくて出されたのもありますし、あるいは、第一小分会とか、

そういったことで書かれたのもあります。あるいは、ちゃんと、きちんと住所も書かれ

ているのも中にはありますが、約七、八十枚来たものです。これは、私ども公明党の 5

人に分けられてきているわけですが、恐らく自由民主クラブの皆さんにも多数はがきが

来ているんじゃないかと思いますが、その中で、普通のと言いましょうか、文章で書か

れているのは、多くの国民がいろいろ疑問を持っているこの法案を、国民が納得するよ

うな慎重審議をするように強く意見を上げていただきたいというような、こういった柔

らかな文章のところもありますし、非常に厳しい言い回しわしているのもあります。

中に、こういうのが一つあるんで、す。弾劾一一戸弾劾の「弾Jに、劾、いわゆる「劾」

という字です一一赤いポールペンで弾劾と書きまして、弾劾という意味を調べてみまし

た。いわゆる罪状を調べ明るみに出す。いわゆる、責任を追及する。こういう意味だそ

うです。弾劾裁判所なんていう言葉が昔あったわけでありますが、いわゆる罷免の訴追

を受けた裁判官を弾劾する、国会に設けられた裁判所、こういうまあ…・・。
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この文章は「人は、もはや人間主義、平和主義を伝える資格はなL、。 PKO法案は自

衛隊を戦争の道へ送り込む法案だ。それを強行採決するとは何たることか。池田大作も

ろともに国会から去り、奈落の底へ沈め」こういう文章を書いている。これは、宮沢清

子議員に宛てられたものですが、 三浦 仁という 高幡台小学校の先生です。こういうこ

とは、 こんなにたくさんある。全部の抗議じ ゃないんですが、 こういうふうに書かれて

きている。まず、教育長初め教育委員会の人たちは、とう いったこと をきちんとよく頭

に入れていただきたいことを、まず確認、申し添えておきたいと思います。

まず、 PKOの論議をもらう前提として、私どもが認識しておかなければな らない点

は、御案内のよう に、昨年 8月に勃発 したイ ラク ・クウェー トの戦争でありますo この

湾岸戦争の持つ意味というものを、 よく私たちは認識をしなければならないと思います。

世論調査などを見ま すと、 国民の見方、 意識の変化が、ありありと変わったことをあら

わされているこ とが出ています。すなわち、湾岸戦争が起きた後に、 最初のう ちは自衛

隊が海外に行 くことは断固反対とい うのが、 80%強ございました。とこ ろが、戦争が終

了して以降、自衛隊を派遣 しての難民救済については、賛成と答えた人がかなり多くな

りま した。あるいは、 掃海挺の派遣にしても、 最初のう ちは反対の立場の人が多かった

わけですが、 これも逆転 して賛成の人たちが多 くなった。

もっ と端的な例は、 90億 ドルの支援の問題であります。当初は「反対」が圧倒的に多

数を占めたわけでありますが、反対が60%程度だったと思いますO しかし、これもわず

か数日 のうちに90億 ドル支援というものが賛成の立場に変わってきた。こ の変化を、ぜ

ひ私どもは知る必要がある。そしてこの変化は、私ども日本だけではなくて、国際的に

もこう いう変化があ ったというこ とを、 まず最初に述べておきたい、 このように思 うわ

けです。

PKOと言われております。ピース ・キー ピング・オベレーショ γというんだそうで

ありまして、私はオーストラリアへ行ってきてから横文字が非常にふえたわけでご ざい

ます。元来、横文字や縦文字は私はかなり造形の深い方であり ますから、このPKOと

いう ことについて、板垣さんの会派の、いわゆる大阪二区の衆議院の先生が国会で、衆

議院特別委員会の質疑の中で言っておりますが、この日の海部首相は、先ほど天野議員

も言われておりました、 PKOの平和維持活動とい うのは国際的に認められてい るノー

ベル平和賞をも らっている、 こう いうことについて答弁をしているわけでございますが、

提案者は、 このPKOという ことについての見解を、まずお尋ねをしてお きたいと思い

ますO
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何点、かありますので、ひとつ書いて答弁漏れのないようにしていただきたし、。

2点目は、国際連合ということでございますが、このことについて、提案者の見解を

伺いたいと思います。

3点目には、この国連憲章の中に、第6章、第 7章と、いろいろ PKOに関するよう

なことがあるわけでございますが、私どもと見解がかなり違うんじゃなし、かと思います

ので、この辺もひとつ、第6章、第7章の説明をお願いをしたいと思います。

4点目は、この意見書案にも出ておりました、武装した自衛隊とありますけれども、

この武装したということも、一体どういう意味を差すのか。 r武装した自衛隊Jについ

て、意味を教えていただきたいと思います。

5点目は、 「自衛隊の海外派兵法Jということで、ここに書いてありますが、この海

外派兵法という法はどんなものなのか。いろいろ調べてみましたが、なかなかないんで

す。これをひとつ、どういう法案なのか、お願い申し上げます。

6点目には、憲法の平和原則というようなことが、ここに「根底から蝶摘するもので

ある」ということで書いてあるわけですが、憲法第 9条について、板垣さんの知ってい

るところで結構ですが、御説明を願いたいと思います。

7点目は、 「絶対に容認できないとする世論がますます高まるJということで書いて

ございますけれども、つい 1週間前のNHKの世論調査等もございますが、朝日新聞だ

けじゃなくて、 NHKとか読売新聞とか、そういった世論調査もぜひ発表していただき

たいわけですが、その点、御存じかどうか、お伺いします。

8点目は、武力の行使を含むということでございますけれども、武力と武器の使用と

の違い、その辺をちょっと明確にしていただきたいと思います。

以上、とりあえずこの 8点を、よろしくお願いします。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 1点目のPKOですけれど、これは、例えば国連の説明書によ

りますと「国際連合による平和維持は、国際の平和と安全を維持するために国連がとる

幾つかの手段の中の一つである」というふうに述べているわけです。ですから、国連の

幾っかとる手段の中の平和的な維持についての一つの手段だ、とこういうふうに言って

いるわけです。私もそうだと思うんで、す。ただ、日本がこれに参加するかどうかという

ことについては、また別な問題で、ありますから、私は、日本の自衛隊がこの平和維持軍

に参加するということは必要ない、というふうに考えております。

それから、国連憲章との関係云々という質問がございましたが、特に今、国連憲章を
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ここで持ち合わせておりませんので、国連憲章との関係で、このPKO法案問題をここ

で説明するということは、今はできない、ということを申し上げておきたいと思います。

武装した自衛隊ということについてどうだ、どういうことか、というふうに質問があ

りましたけれど、武装は、やはり武器を持っている自衛隊ということであれば、これは

まさに武装した自衛隊、こういうふうに私たちは解釈をしております。

5点目の、派兵法というふうに書いてあるけれど、派兵法などというのはどこにもな

いじゃないか、というふうにおっしゃいますけれど、確かに派兵法という名称の法律案

というのは、国会に出ているわけではありません。ただ、この国連平和維持活動協力法

案の内容の実態が、自衛隊の海外派兵法とも言えるような内容になっているというふう

に、私は、わざわざここにかぎ括弧をつけて強調をしたわけであります。

平和原則、憲法の第 9条をどのような考えているか、というふうに質問がありました

けれど、先ほど、天野議員の質問にもち ょっと私、引用いたしま したが、憲法の前文に、

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意したとい

う、日本の国民の意思があらわされているわけで、その具体的な内容が憲法の第 9条に

かれてある、というふうに思うんですo この中に、武力による威嚇または武カの行使

は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、こういうふうには っきり

述べているわけですo まさにこのとおりであって、日本は武力による平和的な解決を放

棄するんだ、こういう立場を貫くことが大切だというふうに考えておりますし、この第

9条との関係におきましても、このPKO協力法案の内容は、私はとても質成できるも

のではない、このように考えております。

それから、とても容認できないということなんですが、これはまさに私は容認できな

い、協力法案に容認できないということです。まきにこれは、これまで説明申し上げま

したような幾つかの理由もあるわけですけれど、とても容認できなし、。先ほど引用し、た

しました朝日新聞の世論は、まさにそういう ことを私はあらわした世論調査の結果では

ないか、というふうに思っております。

なお、最近のNHKでも世論調査を行っていることが報道きれておりますけれど、

手元にNHKの世論調査の結果についてのデータはありませんので、 鮮 しくは印象を

うことはできません。

それから、武力行使と武器の使用の違いというふうにおっしゃ って、御質問があった

わけですけれど、私は、政府にこのことを聞きたいぐらいなんです。政府は武穏の使用

だ、武力行使ではない、こういうふうに説明しているわけですから、その ことが焦点の
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一つになって、国会でもいろいろ質問があったと思うんですが、これはどうも明確では

ないというふうな印象を、私自身持っているわけで、すo 武器の使用がすなわち武力行使

だというふうに、私は考えております。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 2点目の答弁がなかったわけでございますが、国連憲章の中身

も知らないで、このPKOのことを論ずるとは、全く私も「よくこういうことが言えま

すねj ということを言いたくなるわけです。今、わからないなら私が教えますので、よ

く聞いておいてください。

国連憲章の第 6章には、板垣さん、よろしいですか。国家間の紛争は平和的解決に努

めるべきだ、こういうふうに憲章の第6章に書いてある。これが一番大切なんです。そ

してこの第 7章には、右の平和原則が破られる場合を想定して、問題の侵略国に対して

米、ソ、英、仏、中の 5カ国を中核に世界の国々が一致団結して非軍事的に、次に軍事

的に共同制裁をする、こういう、いわゆる国連軍の創設も定めたのが、第 7章なんですo

ところがこの中で、第 7章が一一6章、 7章はこれの最大の特徴なんですけれども、

これがずっと休眠状態が続いて、もう46年ずっと来ているわけで、すO この中で生み出さ

れたのがPKOなんですから。この辺をはっきり言っていただかないと、なぜPKOか

ということがわからなくなる。わかりましたか、板垣さんo

それで、 4点目のことですが、武器という、例えば警察官には武器の使用が許されて

いる。このことは一体どういうふうに思いますか。とれが大切なんでする

それから、自衛隊の海外派兵法、こういうことを実際に「派兵法Jというふうに書い

であるわけですから、これは派兵方があるとみなすのが当然のことである。この辺は、

もう一度きちんと訂正をするなり、何とかきちんとしていただきたい。

それから、憲法の平和原則。憲法、憲法が、というふうに言うならば、第 9条をきち

んと示して、第 9条のどこがどうなのかということぐらい、きちんと説明をしていただ

きたい、こういうふうに思うわけです。ちなみに、憲法第 9条は、日本国民は正義と秩

序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または

武力の行使は云々になっている。

この辺をちょっとお聞きしたし、と思いますが、正義と秩序を基調とする、これは一体

どういうことか、お伺いしますo 国際平和を誠実に希求していくんだ。ここで武力によ

る威嚇、または武力の行使というふうに、武力という言葉が出ている。この辺、どのよ

うに感じますか。お伺し、いたします。
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7点目に出てまいりました、絶対に容認できないというようなことでございますが、

NHKの世論調査が出ております。一番新しい調査だろうと思いますけれども、 12月の

7、8、暮らしと政治に関する世論調査。国連平和維持活動 (PKO)に対する協力問

題について、 62.7%の人が「日本も PKOに参加すべきだj と回答。また、現在、臨時

国会で審議中のPKO法案に対しても33.7%は「賛成」と回答し、 「反対Jの25.4%を

上回るという結果が判明した。このようにはっきりと NHKが一人ひとり呼んで調査を

した。それから、日本がPKOに参加すべきかどうかの問いにおいては、 「参加すべき」

が62.7%、圧倒的多数に達 した。 r参加すべきでないJは、わずか16.4%0rわか らな

し、」、無回答が、 20.9%0このように、 NHKの世論調査は出てい るわけで、す。

一方、PKO法案に賛成か反対かでは、 「賛成」 が33.7%、 「反対Jが25.4%08.3 

%上回った。男女別にしても、 男性では43.7%がPKO法案に賛成。反対が28.5%0大

きく 上回っているわけですが、女性も、 賛成が25.4%で、反対の22.9%を上回っている。

こういう結果がきちんと出ている。こ の辺も、ひとつ提案者は、NHKの世論調査です

から、きちんとこの辺も、朝 日新聞だけじ ゃな くて、この辺もきちんと皆さ んに報口、

わかっても らわなければいけないんじ ゃないのかと思います。

もう 一度、それか ら8点目 の、 武器と武力の違いです。どこまでが武器なのか。その

武器とい う定義を、ひとつお示 しいただきたい。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 警察管の武器を持っているのをどう考えるか、という御質問が

ございましたけれど、 警察管の場合と、 私は今度のPKO法案とは全然違う ものだと し

うふ うに考えている。

それで、 自衛隊が武器を携えて海外に出る ということ について、私は反対だと いうふ

うに(r警察官ならいいんですか」と呼ぶ者あり)警察官ならいい ということを言って

いるわけじゃなくて、この法案に基づ く自衛隊の武器の携行による海外への出動は、私

は憲法違反だ、とこういうふ うに申し上げているわけですよo ですから、この;'1lf'

の中に盛られているのは、そ ういう趣旨のことを私は述べていると いうことなんです

それから、派兵法はないじ ゃないか、 ということなんですが、確かに派兵法そのもの

はないんで、すO ないですけれど、このPKO協力法案の内容が、自衛隊は武装して海外

に出るということは、すなわち派兵法と言ってもし、し、くらいだとも言える、というふう

に私は(r勝手につくっちゃっちゃ、し ょう がないよ。そんないい加減なやつは議会で

審議できないよ」と呼ぶ者あり)ですか ら、かぎ括弧をつけて私は、 そう いう内容を
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んでいるものだ、というふうに申し上げているわけであります。

それから、憲法の第 9条「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求

しJこれはまさにそのとおりであって、日本国民は世界の正義と秩序を基調とする、そ

して国際平和を誠実に希求する、ということです。ですから、戦争などについては「武

力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するJこういうふうにわ

ざわざ強調をしている。前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保

持しない。国の交戦権はこれを認めない。こういうふうに、はっきりここに述べて強調

しているものだというふうに解釈をしているわけであります。

それから、容認できない、まさに私は容認できないのであって、これは多少なりとも

容認できる余地はあるか、というふうに言われても、これは容認できないというふうに

言わざるを得ないと思うんで、す。

それから世論調査のことなんですが、私は今持っているのは、朝日新聞の世論調査を

皆さんにお示ししているわけですけれど、今、黒川議員から詳しく NHKの調査を行っ

た結果についての説明がございました。それも一つのもちろん世論調査でありましょう。

ですけれど、私は、一つの反対する根拠として、先ほど引用した朝日新聞の世論調査を

お示しした、ということであります。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 板垣議員は、今、海外派兵法ということで、かぎ括弧をつけた

からとおっしゃいました。随分強調されておりますが、その下に、では憂慮も慎重も、

かぎ括弧がついていますので、これも、では全くないけれども、こういうのがあった、

こういう理解でよろしいんでしょうか。かぎ括弧をつけると、みんなそういうふうにな

るんでございましょうかね。ないものは、幾らかぎ括弧をつけたって、ないんですよ。

したがって、これを自分が勝手にかぎ括弧をつけたからといって「こういうものがあ

るだろう、こういうものだと思う」という、そういう想定のもとに、こういう意見書な

どを書かれたんでは、これが国へ行くわけですから、もし可決された場合はですね。こ

れはもう大変なことになるんで、す。日野市議会は一体、何をしているのか、そういうこ

とになってしまう。し、かがですか。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) かぎ括弧をつけて強調したというわけなんです、私は。言って

いるのは。(i何を強調したんですか」と呼ぶ者あり)派兵法とも言える、というふう

に言っているわけですよ、その内容が。まさに自衛隊を武装させて海外に出すわけです
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から、これは派兵そのものだ、というふうに私は解釈をしているわけです。

それから、憂慮、慎重という言葉も今おっしゃいましたけれど、これは外国の方の発

言を、特にやはりそういう点で日本のPKO法案に対する反対の意思を示しているんだ、

というふうに私は受けとめておりますので、この点も、諸外国の反応として強調する意

味でかぎ括弧をつけた、というふうに申し上げておきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 先ほど、 PKOという見解をお尋ねをいたしました。まさにピー

ス(平和) ・キーピング(維持) ・オペーレーショ γ(活動)という PKO、これは戦

争あるいは紛争が終わり、停戦が成立した後に、国連から派遣された人たちが、そのlロ

復された平和を維持するためにパトロールする活動のことなんです。

ですから、やっと停戦に合意をして、その停戦が破られ、 再び戦争が起きないように、

再び人々が傷つかないように、国連の手で平和を守る、これがすなわち PKOの活動な

んです。そのPKOの活動の中に、先ほども質疑があり ましたけれども、 三つある。い

わゆる PKF。ここでPKFの5原則というものが政府から出されました。 このこと に

ついて、その 5原則について御説明をいただきたいと思います。

それから、いま一度、憲法第 9条の原文にありました国際平和ということについて、

一体、この国際平和というものをどう提案者は考えられているのか。平和と いう ことに

ついて。日本が第 9条でうたっている国際平和はいかなるものなのか。これをもう一度

お伺いします。

それから、 PKOの活動の中で、過去、停戦が合意をされて、いわゆる合意が破られ

た。 PKFの部隊が紛争当事者の軍隊と対峠をした例があるかどうかですo それをまず

示 していただきたいと思います。

海外派兵という言葉と、派遣をする、この派兵と派遣の違いを教えていただきたいと

思います。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 平和 5原則云々は、今、 黒川議員カLら質問がありましたけれど、

いわゆる公明党が自民党との折衝の中で、平和 5原則を法案の中に入れる ことによって、

公明党も賛成できるということで合意した内容を指しているのではないか、と思うんで

すが、そういうことがなければ、この法案の中に含まれたものだろうと思うんです。特

に、平和 5原則というふうに別個に条文化している項はないんですけれど、大体、私が

考えているのは、例えば、この法律の第 1条が、国際連合平和維持活動及び人道的な
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際救援活動に対して適切かっ迅速な協力を行うため、国際平和協力業務実施計画及び云々

というふうに書いてありますけれど、この中に、すべてこの法案の中に含まれたもので

あるというふうに思うんです。

この平和5原則のうちの一つは何で、二つ目は何で、三つ目が何でというふうに、私

は今申し上げませんけれど、特に平和 5原則云々ということを、私は申し上げているわ

けではないわけですからね。この中に含まれている、というふうに思うんです。 (rちゃ

んと申し上げなきゃ、だめだよ」と呼ぶ者あり)

2点目の、国際平和ということについてどういうふうに考えているか、というふうに

質問がありましたけれど、これは国際平和は、例えば戦争がない状態というととは、 一

つは端的に言えることだと思うんです。例えば、戦争のある状態を、これは国際平和だ、

というふうにだれも言わないと思うんです。そういう 点で、やっぱり戦争かない、紛争

のない状態、こういうことが一つあると思います。

3点目の質問は、ちょっと私、聞き漏らしましたので、再度おっしゃ っていただけれ

ば幸いかと思うんです。

4点目の、海外派遣と海外派兵はどう違うか、ということでありますけれど、海外派

遣ということを政府は言っているわけで、す。ところが、自衛隊をそのまま海外に出すわ

けですから、これは兵力を出すということでありますから、これはむしろ海外の派兵と

いうふうに言った方が、私は適切な表現ではなし、かと思うんです。派遣と派兵の違いと

いうことは、例えば、人を遣わすというふうな派遣の意味がありますけれど、私はそう

いう言葉上の解釈を申し上げるつもりはないんですけれど、いわゆる武器を持って海外

に出る自衛隊であれば、これはもう明確に海外の派兵というふうに解釈しても、私は何

ら差し支えない、このように考えております。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 私が、なぜPKFの参加 5原則をということを言ったかと申し

ますと、ここにやっぱし一番の問題点があるわけです。PKF参加 5原則のその中に、

きちんと盛られているからこそ、きちんとしたPKOの活動ができる、 PKFの活動が

できるわけです。法案に云々といっていましたけれども、どこの法案にあるか、もう一

度、よく示していただきたいと思います。

3点目の質問は、過去のPKOの活動の中で、停戦後の合意が破られた、 PKFの部

隊が紛争当事者の軍隊といわゆる戦ってしまったという、こういう例があるかどうかを

示していただきたい、こういう質問をしたわけで、す。
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4点目の、海外派兵と派遣ということでございますけれども、派兵というのは、占領

統治の手段ということが書かれている。派遣と派兵は、えらい違いなんですよ。大変な

違いなんで、すo 私たちは、だからそもそも派兵なんていうことは一つも言わないんです。

派遣なんです。派遣をする。ですから、この辺が、そもそも変わってくる。そして、統

治を目的とするから、ゆえに武力行使が伴ってくる。こ の辺の違いが、大きな違いがあ

るんです。この辺をもう 一度、提案者にはっき りと明確にしていただきたし、。 派遣なん

ですよ、今回のPKO法案。派兵じゃないんです。その辺をよ くわか らないと、さっき

の派兵法じゃないけれども、 自分の変な解釈にな ってしまう。

もとも と海外派兵というのは、その意思と能力がなければできないんです。派兵につ

いては。その辺については、 日本の固とい うものが、派兵をする能力があるかど うか、

意思がある かどう か、 それは一体ど こに保障されているのか、この点をまず。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 先ほど質問で、答弁するところを落とした点なんですけれど、

平和維持軍が派遣さ れた後、 再び戦争が起きた例があるか、ということだったと思うん

ですが、これは、例えば、いろいろ戦闘と し、し、ますか、 例えばノ《トロ ール中の待ち伏せ

攻撃、ある いは地雷の爆発、こ うい うような ことなどが幾つ も例と してある、と いうこ

とがある んです。 例えば、 監視場の襲撃とか、 テロ リストによる暗殺、こういうような

ことが行われているわけです。

連が独立への重要な役割を果たしたといわれております、 1989年のナンピア独立移

行支援グループの活動は、三つの歩兵部隊、300人の軍事監視聞で構成された、という

ふうに言っておりますが、その活動の中で19人の死者が出た、というふうに記録さ れて

おりますo

それか ら、第 1次アラブ ・イ スラエル戦争のときにも、やはり同じように現地に平和

維持軍が派遣、 派兵されて、それなりの活動を行っておりますけれど、これもかなりの

危険な事態でもあったとい うようなことだとか、それからゴ ラン高原の関連兵力引き厳

し軍と いうものも、 実際にはあっ たんだそうですね。それからレパノソの、 園部レバノ

ン暫定軍というのが加わって、これは現在まで活動を行っているというように、 長期に

わたるものもあるわけです。ただ単に一時的な維持活動だけではなくて、長期にわや浮

もの もあるとい うこ とが、紹介されておる わけであります。そう いうことを考えるな

ば、こ の紛争当事国におけるPKO活動と いうのは、非常にやはり危険なものを伴うと

いうこと が言えるわけです。
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それで、先ほど申し上げましたように、これまで国連で設立されました平和維持活動

が始まって以来、 700人を超える犠牲者を出したということは、そういうことをやっぱ

り裏づけるものだというふうに思うんです。

それから、派兵と派遣のことを言われますけれど、これは政府が派遣というふうに言っ

ているわけですよね。(rおれたちも言っているんだよJと呼ぶ者あり)公明党もそう

いうふうにおっしゃっているのか知りませんけれど、 ( r言っていないのは共産党だけ

だよJと呼ぶ者あり)派遣とは言っておりますけれど、その内容が、まさに派兵そのも

のではないかということを我々は言っているわけです。(r戦争をしに行くわけじゃな

いんだからJと呼ぶ者あり)武器を持って海外に出ているわけですよ。自衛隊員が持っ

て、出ていくわけです。それを派兵と言わずに、派遣だというふうには言うけれど、 こ

れは派遣だというふうには私たちはとても理解できないわけです。

例えば、辞書だけをヲ|いて、派遣というふうに、どういうふうに辞書に出ているかと

いうと「いろんなところへ分けて送り遣わす」というふうに出ているわけです。しかし

「命じて出張させるJという 言葉もあるんですよ。ところが派兵は「軍隊として派遣す

る」こういうふうにも出ているわけです。まさに部隊を派遣するわけですから。 2，000

人を限度として自衛隊を派遣できると言っているわけでしょう。(r何言ってるの。自

衛隊は軍隊じゃないんだよJと呼ぶ者あり)2，000人からの自衛隊員を出すのに、これ

は軍隊だと、だれも思うと思うんで、す。しかも武器を持っているわけでしょう。それだ

けの武器を持って派遣する自衛隊を派兵といわないということも、むしろ私は不自然で

はないか、こういうふうに思うんです。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 先ほどから何回も、武器を持っていくからいけないんだと言っ

ていますけれども、そうしますと、さっきも警察官と兵隊は違うと思う。しかし、日本

国憲法を守ると言っても、板垣さん、日本国憲法で警察管の武器を認められているんで

す。海上保安庁も含めて。それは一体どういうことなんですか。警察官がピストルを持っ

ていいといっているのは、何のために持っていいと言っているんですか。平和なら持た

なくてもいいだろう。しかし武器使用を認められている。そこは何だということを考え

ていただきたい。武器、武器といいますけれども、自衛隊は一体何の武器を持っていく

んですか。それをまずーっ。

それから、 3点目に言いました、過去の、いわゆる停戦後の合意が出されたという、

破られたというのは、どうも板垣さんの資料と私の持っている資料とは全く違うんで、すo
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どこからのこれは資料かわかりませんけれども、私は昨年 8月22日の衆院予算委員会で

の審議の中から、過去にコ γゴ国連軍というのがあったそうですが、これは武器を使用

したところだそうですo これを除いた過去の例で、いわゆる停戦後の合意が破られて、

平和維持軍の部隊が紛争当事者の部隊と対峠するような場合が、本当にあったのかどう

か。あるいは、その際、各国の部隊はいかなる対応をしたのか、 実際に武力行使をする

ことによって攻撃を阻止したような例があるのか、 ないのか。こ ういう 質問を している

んです。

その質問に対して答えられたものは、 今の提案者の答弁と全く違う んです。 もう一度、

この答弁の方をちょっ と御紹介しておきますと、このとき内閣法制局長官が答弁 している。

失礼しました。 その後に、 丹波外務省国連局長が答弁している。こ の場合に、いわゆる

停戦後の合意が破られたと いう ことは、 二つ考えられる。 一つは、1974年 7月のサ γプ

ライで起こった事件。それからこつ目 が、 1982年にレバ ノンにイ スラエルが侵攻してき

た事件。こ の二つしかない、 こう 言ってい るんです。今の例と全然違う んですよ。

それで、各国に電報を打って調べてみた。この丹波外務省国連局長が。そうしたら、

トル コ軍がサンプライ に侵攻 してきたわけですが、そのと きイギリスが参加 しおったけ

れども、部隊は撤退せずに持ち場にとどま っていたけれど も、 侵入者である トル コ軍に

対して何らの行動もとらなかった。

オースト ラリアの場合には、 トルコ軍に対し口頭で移動の停止を申 し入れたけれども、

武器の使用は行わなかった。

デ γマークについては、自分たちが何らの措置をとることなく 、本部に引き返してし

まった。 一一 こうし、ぅ報告をされている。

ですから、 PKFのこういう活動は、 まさに軍事的なものは全く何もない。

いま一つ、イスラエルのレパノ ソに入ったときは、 フイ ージ一軍ある いはア イルラン

ド部隊は基地内に戻って、自分たちとしては何の抵抗運動もしなかった。 一一こうやっ

て書いてある。丹波外務省国連局長がこう いうふうに言っているんですo

ですか ら、ここにもあるとおり PKFというのは、 そもそもが戦争に行 くわけじゃな

い、 PKFの活動というのは。板垣さんも、 いろいろもう知っていると思いますけれど

も、あく までも非強制、中立の立場で臨むPKF。さっきもありました。 1988年にはノ ー

ベル平和賞が授与された。これは、 国際的にもみんな知っていることです。 PKFとい

うのは、 停戦協定が守られているかどうか監視する、いわゆる審判員、アンパイヤなん

です。 ですから、そこに行 くんで、すo アンパイヤをするために、しかし軍事的には小口
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欠なものだから、さっきもお話がありました。全くの素人の人が行ったんでは何もわか

らないということなんで、すo そこで、自衛隊の人にと、こういう議論になってくる。

したがって、 PKFは軍事行動をとるのでは全くなし、。軍事組織を平和的に利用する、

言わば逆転の発想である。これがPKFなんです。御案内のように、 PKOの生みの親

のテイクハードという元国連事務総長が fPKO法とは非暴力を軍事的な立場に持ち込

むことであるJこのように言っている。いわゆる敵のない兵士、戦わない軍隊と言われ

ているのが、 PKFなんです。ここまできちんと PKFのことが、はっきりと示されて

いる。そしてこの、さっき私が言いましたPKFの参加 5原則というものがある。ここ

に5原則がきちんと守られているからこそ、みんな国民も納得をして、そして参加がで

きる、こういうことになる。

京都大学の国際法の香西 茂という教授が、このように言っている。 fPKOの活動

は敵を持たない兵士、市民的兵士などと呼ばれることからもわかるとおり、武力行使の

ための軍隊と、およそ性格を異にする。言わば審判官、ァ γパイヤの役割を担うもので

ある。そこで、日本がPKO法を含む国連の平和維持活動に積極的役割を果たしていこ

うとすることは、平和憲法を持つ国として当然のことと言ってよい。奉仕の精神の一環

として行うものである。 PKOは国際社会に対する貢献のために行うものであるJこの

ように京都大学の先生がおっしゃる。

ですから、自衛隊の海外派兵につながるという議論があるけれど、これはPKOの法

律をよく理解していないんだ。理解しないゆえの議論である。 PKOが平和憲法の精神

に合致することは、スイスのような永世中立国が目下PKOに全面的に参加するための

法案を準備中であることは明らかである。このように、はっきりと申せます。すなわち、

永世中立であるスイスの国がPKOにも参加しよう、こう言っている。ですから、あら

ゆる過去からみたって、いわゆる派兵のこの論議は、 PKOのまさに本質を知らない論

議である。本質を知らないがゆえに、こういうことが出てくるんだと言わざるを得ない。

先ほど、板垣さんから、朝日新聞だけが紹介ありました。 12月12日に、読売新聞の社

説が載っておりました。ここに fPKOと自公民 3党の責任Jということで出ていまし

た。 f国連平和維持活動協力法案の今国会で成立が絶望視される状況になっている。日

本の国際信用にかかわる遺憾な事態である。こうした状況を招いたのは、宮沢首相以下、

政府・自民党の指導力の乏しさによるところが大きいが一一申しわけございませんね一

一国会の会期は11日間延長され、同法案の審議時間はまだ残っている。さらに論議を深

め、自民、公明、民社 3党の歩み寄りにより成立の道を最後まで探るべきだ。 P:KOへ
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の日本の参加は、国際公約ともなっている。会期を再延長しても実現させるくらいの気

構えを求めたい。この重要な PKO法案が、宮沢首相のリクルート 3点セット提出に絡

む証人喚問問題をめぐり、自社両党間の取引の形で、継続審議あるいは廃案に追い込ま

れようとしているのは、全く理解できない。一一これはもう読売の社説どおりです一一

大体、政府・自民党は、口で『成立』を求めながら、その姿勢には、ぜひとも通すとい

う熱意や気迫が感じられない。国会審議の場でも、野党の追及をどうかわすかというこ

とばかりに気をとられて、その重要性を国民の前に訴えるという点では、 最初から腰が

引けていた。野党との折衝面でも意思の疎通を欠き、同法案作成の段階で成立していた

公明、民社両党の連携も、自民党執行部の不手際で次第に崩れてしまった。こうした状

況下では、導入法案をめぐる国民の誤解は解消するどころか、 WPKOは危険』という

社会党などの見当違いの一方的な PRによって、逆に国民の聞に不安感を増すような結

果きえ生'んでいる。政府・自民党は、自公民 3党合意の原点に立ち、公民両党との関係

を修復して、 PKO参加を実現させる責務がある。 一ーもうちょっとですので一一3党

合意の基本内容は何であったか。自衛のための最小限の武器を携帯する平和維持隊 (P

KF)への自衛隊の参加について①紛争当事者間で停戦合意が成立している②紛争

者がわが国の参加に同意している③維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく中立的立

場を厳守する、などを条件としたことだ。 一一この三つのことを示されているわけです

一一これらは、 PKF本来の特質だが、法案の中にも厳格に盛り込まれてしみ。そもそ

もPKFを含めて、 PKOは国連の総意に基づく活動であり、戦闘状態が終結したあと

の平和を確保するためのものである。だからその性格は、敵を持たす.、戦う 軍隊ではな

い、ということだ。これに参加することがなぜ憲法違反なのか。 W危険だからダメ』と

いう議論もあるが、これも国際的には通用しない。 PKOには約50か国が参加している

が、他国の兵士たちは危険でもよいというのか。そうした任務だからこそ、 実効をあげ

るうえで、自衛隊が適任ということになったのだ。自民、公明両党と民社党の考え方の

差は国会承認を 2年後とするか半年後とするかというところまで接近している。このわ

ずかの差を克服できずに、国際信用を失うことになるとすれば、その代償はあまりにも

大きいと言わざるを得ない。 J一一このように読売の社説に出ている。読売の社説に出

るということは、やはり全くそのとおりじゃないか、という 気がし、たします。

それから、そもそも自衛隊ということを提案者は、かなり 自衛隊が武器を持っていく

ということで言っておりますが、憲法における自衛隊の位置づけ、これは後ほど、うち

の方の馬場議員から詳しく質疑があると思いますので、 憲法における自衛隊ということ

円
べ

υ
ヴ

tpo 



について、いわゆる提案者の意見をお尋ねしておきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 最初の、紛争当事国の紛争が、国連の平和維持軍が派遣された

後も再び起きた例があるか、というふうに御質問がありました。

これも質問者の中からいろいろと詳しくお話もありましたけれど、例えば、この国連

の出しております「国連平和維持活動」の中で紹介されておりますのを引用いたします

と、例えば、国連兵力引き離し軍は、これはアラブ・イスラエル戦争に続いて1975年 5

月、イスラエルとシリアの間で結ぼれた兵力引き離し協定に従って、ゴラン高原のイス

ラエル及びシリア軍の分離地帯を監視するため、安全保障理事国は、理事会は、国連兵

力引き離し軍をこの地域に派遣した、というふうになっているものなんです。これには、

兵員及び監視員が1，337人、犠牲者が何と24人も出ているんです。これは戦闘行為か、

あるいはそれに似たようなことがあるために、こういう犠牲者がやっぱり兵力離し軍内

に生じているわけです。

それから、兵力の、例えば国連休戦監視団、今度はエルサレムに設置されております。

監視員が298人で、犠牲が28人、やっぱり出ているんで、す。

それから、国連キプロス平和維持軍。これは本部はニコシアというキプロスに設置さ

れておりますが、兵力が、兵員が2，161人、市民警察が38人いるそうですけれど、やは

り犠牲が148人も発生している。こういうひどい現地であるということがわかるわけで

す。

それから、国連のレパノ γ暫定軍。これが兵員が5，864人。犠牲が何と170人も出てい

るんです。これほどの危険な地域だというところに、こうした平和維持軍が派遣される、

ということになるわけです。この犠牲を見ただけでも、相当のやっぱり事態が続いてい

るということが言えると思うんです。

私は、こういうものを見るだけでも、これは本当に危険なところに行くものだという

ことになるわけでありますし、この国連自身が言っておりますように、まさに兵員が現

地に派遣されるということになっているわけで、す。しかも、 100人を超える、多いとこ

ろは170人くらいの犠牲者が出ているわけですけれど、やはりこの戦争の紛争が依然と

して継続されている、ということをあらわしているものだと思います。

それから、自衛隊が持ってし、く武器は何か、というふうに御質問がありました。これ

は政府の説明ですと、ピストルとか機関銃だというふうに説明しておりますね。しかし、

ではピストルと機関銃だけかというと、決してそうじゃないということなんです。これ
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は天野議員の質問にもありましたので、御紹介いたしましたけれど、国連事務総長が認

めている、この兵器の限度というものがあるそうなんで、それによりますと、今後の国

連軍では航空機による爆撃まで容認した、というふうになっております。そして、通常

は拳銃は軽機関銃というふうには言っているものの、しかしそういうものに限らないで、

重機関銃とか、バズーカ砲とか、対戦車無反動砲、そういったものを持っていったとい

う、そういう過去の例もあるし、国連事務総長はそこまで認めているということが、明

らかになっているわけであります。ですから、将来、そういう武器を持って海外に出か

けるということにもなっていくことは、容易に想定できるというふうに思うんですO

それから、読売新聞の社説などを引用いたしまして、 PKO法案の合法性を紹介され

たんだと思いますけれど、そういう論評もありますけれど、また違った論評もあるわけ

です。

例えば、朝日新聞の28日付の社説によりますと、武力行使の問題など、依然として疑

問は消えていない。野党の大部分が反対し、 自公両党だけで強行可決した法案が仮に成

立したとしても、そうしたPKO協力法が国内外の支持を得られるかどうか疑問である、

こういうふうに述べているわけであります。

そして東京新聞は「武器の使用や隊員の撤収を命令する権利の所在においては、 国連

の内文書と法案の内容との聞に考え方の違いがあり、そうした混乱から武器、武力行使

に発展する不安は一掃されていないJ一一こ ういうふうに、国会の論議など経た結果を

論評しているわけですo ですから私たちも決してこのPKO法案が単なる平和維持活動

で、 一切の武力行使はないんだというような ことなどではなくて、むしろ武力行使へと

拡大する、そういう内容をはらんでいるというふうに考えているわけです。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 今、板垣議員から、強行という 言葉が出てまいりました。強行

可決をしたと私どもは決して思っていないわけでございますが、 ここに朝日新聞の記

を読まれたと思いますけれども、板垣提案者も、公明党、自民党も含めて、 強行可決し

た、とこのようにお思いでしょうか。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) あれを強行採決でないというふうに思わない、とい うふうにおっ

しゃっておりますけれど、私はむしろそういうふうにおっ しゃる方の考えは、 ちょっ と

理解できない。明白に強行採決だ、こういうふうに考えているわけです。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。
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023番(黒川重憲君) 全く、上っ面だけを見て本当の姿を知らない人がそういうこと

を言うことでありまして、私は朝日新聞をとっていませんので、よくわかりませんけれ

ども、読売新聞の社説、あるいは週刊読売にも出ていました。 iPKO法案大もめ採決。

一皮めくればつくられたシナリオJこれは週刊読売12月15日号です。一見、大もめ採決

のようでありながら、一皮めくればシナリオどおりが真相だったらしい。反対する社会

党には、かっこよく討ち死にしたいという思惑があり、事前に審議打ち切りが通告され

たら、委員長に詰め寄るという段取りも示されていたそうだ。とんだ茶番劇と言われて

も仕方のない一面だろう。一一これは、週刊読売。

読売新聞には、これは強行採決ではない。社会党などが物理的な力によって採決阻止

を強行したために起こした現象である。ろくに審議もせずに採決を強行したのなら批判

は当然だが、実態はそうではない。 PKO法案の審議は前国会から継続してきたもので、

公聴会も置いている。一定の審議時間が経過すれば採決に移るのはやむを得ない。にも

かかわらず法案の採決を阻止しようとするのは、カづくの強行採決という形に持ち込み、

同法案が危険なものであるかのようなイメージをっくり出すことによって、国民の反発

や不安をあおろうとする意図的な戦術としか思えない。 一一このように、実際にもまだ

つけ加えるところがあるんです。一一社会党の有力労組である全電通は、採決に先立ち、

社会党に対し廃案一本やりの姿勢を改め、現実的対応へ転換するよう要請したが、無視

されてしまった。一一これが読売新聞にある。

実際になにかテレビを見ていますと、そのように見えるかもしれませんが、実際はそ

れは全くの、改めて仕組まれた、そして、しかも「社会党の不信任案、なれあい裏づけJ

という文章があるんですが、 「これは全くのなれあいであって、強行採決をうかがわせ

る材料の一つが、社会党の不信任案の不可解な出し方だ」一一この辺をよく板垣さんも

聞いていただきたい。社会党は、提出した不信任案は渡辺外相と宮下防衛庁長官に対す

る2本なんです。強行採決の舞台となった衆院国際平和協力特別委員会の林委員長に対

する不信任案は提出されていない。なぜ、これが提出されていないのか。すなわち、委

員会運営の手続を言うならば、第一に責任が関われるべきは、常識的に考えて、林特別

委員長のはずだ。社会党が委員長に対する不信任案を出せなかったのは、社会党も委員

長も、直接かどうかは別にして、話が通じておるのは強行採決だから、委員長の責任を

問うわけにはいかなかったということなのか一一こういうふうに書いてある。

しかも、この 2内閣の不信任案は、 3日の衆院本会議でPKO法案が可決、衆院を通

過した直後、撤回、取り下げられてしまった。それから、今後、こういう社会党の行動
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は、政府提案の法案に反対するたびに所管大臣の不信任案を出すべきだ。今までそんな

ことはやっていなかったではないか。一一こういう、ですから一部つくられた全くのも

のにマスコミも乗ってしまって、板垣さんも乗っているんですよo よく事情を知らなきゃ

だめだよ、板垣さんO よく見ていただきたい。テレビでも新聞でも。朝日新聞だけじゃ

くて、 NHKの世論調査も必要だし、それから読売新聞も見るし、いろいろ、ひとつ見

ていただきたいんです。

それから、今の強行のことですけれど も、こんなこ ともあるんですよ。 どこかへ行っ

て、わからなくな ってしまいました。結構です。

それで、まず、この自衛隊云々の こと につきましては、いわゆる憲法の問題が一番大

切にな ってくると思うんです。すなわち、現憲法が、 単に戦争に反対するだけの反戦の

平和主義にとどまるだけのものなのか。ある いは、全 くそうではないのか。平和が破壊

されたときに平和を回復する、そのための貢献もする。 そうした積極的な平和感が生ま

れているんではないか。ここ が一番、私はポイントになってくるんじゃないか。憲法の

前文は、先ほど板垣さ んも言っておられました。 i我々 は平和を維持し専従と隷従、

迫と辺境を地上から永遠に除去 しようと努めている国際社会において、 名誉ある地位を

占めたいJこのようにうたってあるんで、す。

そして、この第 9条では、日本国民は正義と秩序を基本とする国際平和を誠実に希求

する。ーーさっきもちょっと言いましたけれども。これは決して反戦だけの平和主義じゃ

ないという こと。いわゆる一国平和主義ではない、 ということです。世界が平和であ

て、 そして 日本も平和であると いう ことを理想としてうたい上げているのが、 私ど もの

この日本国憲法なんですo ですから、反戦の平和主義と いうものは大事だけれども、

時に、平和が破壊されたときに、その回復に向けても貢献をしていくと いうことが、も っ

と大事なことになってくる。これは平和をっくり出してい くとい う意味で、 宮わば創造

的平和主義ということかも知れませんけれども、これがそもそも憲法の大前提にな らな

きゃな らなし、。私は今、そのように考えていますo 板垣さんはど う思いますか。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 黒川議員さんは、 先ほど読売新聞の報道などを引用いたしまし

て、衆議院の特別委員会における強行採決はないんだ、とい うふう におっしゃいま した

けれど、私は、テレビ、新聞、その他の報道を通じまして、強行採決はあった、 という

ふうに考えているわけです。先ほどの朝 日新聞や東京新聞の社説の一部を引用するま で

もなく、あの事実は、 テレビを通 じて全国に放映されたと いう事実は、もう消し難いも
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のだと思うんです。

それから、赤旗の28日付の新聞は、こういう見出しで、まさに衆議院の特別委員会の

採決が、採決強行だということを大きく報道をしたわけです。そして、採決そのものが

存在していないんだと。議事録さえないんだそうです。議事録は全くなくて、どのよう

にして採決が行われて可決されたのかというのが、記録として残っていないわけですか

ら、これはまさに強行採決ということ以外はないんじゃないか、こういうふうに思うん

です。

それから、憲法の平和をうたった点は、これはまさに私もそのとおりだと思うんです。

平和をうたったという点ではね。ただ、その後の一国平和主義ではいけないんだ、とい

うことを黒川議員はおっしゃいましたけれど、私は、世界の平和と、そして日本がどの

ようにその平和に貢献するかという点では、現在の平和憲法を持っているということ自

体が、大きな世界に対する平和の貢献だ。武力を持たない、こういう日本の憲法の立場

というのは、まさに世界の紛争を平和的に解決するという、そのことを基調とした憲法

の立場だ、このように考えております。

そして、日本の世界平和に貢献する方法としては、非軍事的な方法で貢献すべきだ、

このように考えております。そのことが憲法の立場であり、憲法を忠実に守るという点

でも、私は非軍事的な方法による国際的な貢献を果たしていくというのが、今日、最も

重要な日本の立場だ、このように考えております。

0議長(小山良悟君)

023番(黒川重憲君)

黒川重憲君。

もう一度、板垣議員にお尋ねをいたしますが、強行採決とはー

体いかなるものなのか、お伺いをいたします。

0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

言葉の解釈は、私は議論しようとは思いませんけれど(iし、ゃ、

しているんですから答えてくださいJと呼ぶ者あり)、あの場で、テレビなどで映し出

された国会の特別委員会の採決の状況ですね、うわっと人が、国会議員が委員長席にで

すよ、駆け寄って、何が何だかわからないという、こういう状態があって、なおかつそ

れが委員会で可決されたというふうに言われでも、これは国民が納得しないんじゃない

か、逆に私は、そういうふうに考えております。

0議長(小山良悟君)

023番(黒川重憲君)

黒川重憲君。

板垣議員は、テレビを見ていたのかどうかわかりませんけれど

も、あそこの、いわゆるみんなが駆け寄ったから強行採決だ、こういうふうに判断、して
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いる。(iうわっと飛んだんだ」と呼ぶ者あり)これはだから社会党の人たちが、わず

か13名ぐらいしかし、ないのが、なにか50名ぐらい動員されたんだそうですよo 委員会に

みんながあちこちから動員をされて、そしてみんな、ああいうふうにばっと流れ込んで

きたんだそうです。だから、あそこに公明党の議員はいましたか。あの中に。板垣さん、

見ていましたか、それ。公明党の議員がそこにいて、あそこでわっと言って、行ったか

どうか。教えてください。

板垣正男君。0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君) 私は国会議員一人ひとり、特に公明党の議員の存在をテ レビに

よって確認することはできません。

黒川重憲君。0議長(小山良悟君)

023番(黒川重憲君) 強行採決というのは、 板垣さんも議員を何期もやってい らっしゃ

るんですから、どのようなものが強行採決なのか、わかりそうなものですよ。強行採決

の定義というのは、きちんとした審議経過を経てやるものは強行採決にならないんです

よ。その辺がはっきりとしていないか ら、ただ、ああいうものだけ、 見ただけで

公明党が悪いんだ、ということにな っちゃ う。全 くのおか しな議論にな ってしまう 。も

う一度、よく強行採決という定義づけを きちんと覚えていただ きたい。

しかも、今回のこの議論については、 PKO法案については、前

時間以上の審査をしておる。 しかも社会党で 1日2時間の質問時間の確保をずっと して

いるんです。そして採決の前提となる中央公聴会、地方公聴会も全部済ませている。 こ

れ以上の、いつも板垣さんが、 市民参加、 参加と雷います。委員会付託審 しろ

と。これ、全部済ませているんです。それ以上のものを済ませて、あ とは もう何もない

というところで決をと った。ところが、ああいう、 さっき言いました読売新聞、い ろん

なものから見ても、ああいう筋書き をつく った、いわゆ る張本人がいるんですよ。それ

を、先を見ないで、あれだけ見て 「強行採決だJと言っていること が全 くのおか しい

論である。 このように思いますが、もう一度いかがですか。

0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

あの事態を私は見て、国民は 「ああそれは非常に正常だ。採決

の仕方としてもっともだJというふうに思った人は、 私はいないんじゃないかというふ

うに思うんです。

ですから、 私もあの事態を、 正常な採決の仕方だと いうふうには思っていないわけで

すよ。
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0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

強行って、あの場面はですよ、採決したというふうに衆議院に

いうのは、十分な審議もしないで勝手にどんどんやってしまう、それが強行採決なんで

すよ。強行にやってしまうのが。ところが、さっきも説明したとおり、十分過ぎるほど

の審議を重ねに重ねてきた。しかし、あの結果になってしまったけれども、私どもは強

行採決したということを決して思っていない。それを公明党がしたということに対して

は、私は反論したくなる。いかがでしょうか。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 新聞の論調などもそのように伝えているということを、私は先

ほど、朝日新聞、それから東京新聞で社説の一部を引用して、御紹介したわけです。

私もテレビなどを見て、あの場面は明らかに強行採決だというふうに思 わざるを得

ないわけですよ。あれは正常な採決の仕方だなんてい うこ とは、 私はち っとも考えてい

0議長(小山良悟君)

023番(黒川重憲君)

黒川重憲君。

採決の仕方は、あのような仕方をしたかもしれない。強行とい

う採決の仕方は、とっていないんですよ。それ、いかがですか。強行採決じゃないんで

すよ。

持っていったわけでしょう。議事録はないんだそうですね。(iありますよ、議事録は」

と呼ぶ者あり)何対何で可決されたのか、されてないのか、そういうのが全くないわけ

です。怒号などがあって「聴取不能だj というふうなことしか書いてないようなんで、すo

ですから、それを指して、十分審議をした、あるいは可決した、採決した、こういうふ

うには私はとても思えない。これはもう何回言っても同じじゃないでしょうかね。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) ですから、板垣さんは、あの場だけを見ているんですよo あの

場だけを見て「みんながわっと行ったから強行採決だ。何も審議をしていないじゃない

かJこうなるわけで、す。さっき私が言いました、何十時間もやっているんです。これは

どうですか、認めますか。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) それは審議をしているというのは、わかっていますよ、私もねo

( i十分しているじゃない」と呼ぶ者あり)十分ゃったかどうかは別にしても、審議は

行われている、というふうには思うんです。しかも審議をしている最中に、何か動議が

出て、その後、わっとなって、何が何だかわからんような議事の混乱が起きた、という

ふうに私は見ておりますから、そのことをもって、あれは委員会で可決されたんだ、と

いうふうな解釈をとって、衆議院本会議にかけようなんでいうことは、やはり強行採決

ということ以外に、ほかに言葉はないんじゃないでしょうか。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 私どもも公明党としては、強行採決をしろなんでいうことはー

言も言ってないんです。だれも、ああいう結末を迎えようとは思つでもなかった。普通

はです。ところが、ああいう事態、になってしまった。私どもの書記長とも含めて、強行

採決をしろなんでいうことは一言も言ってし、いない。

ですから私が言いたいのは、板垣さんが、公明党を強行採決をしたということについ

て、私は、それは違うんだということを言っている。それは違う。すなわち強行採決と

ない。

0議長(小山良悟君)

023番(黒川重憲君)

黒川重憲君。

強行採決と思わざるを得ない考えを、ぜひこの場で、きょうお

捨ていただいて、今私がるる説明いたし ましたので、あれは実際に仕組まれた、いわゆ

る茶番劇だったo 本当に何時間も十分な審議をして、いわゆる国会で審議を された経過

としてああいうふうになってしま ったけれども、 そういう経過があ ったと いうこ とを、

ひとつ認識をしていただきたいと思います。

そろそろ一時間になってしまいますので、 また、後ほど意見の場で十分L、いたいと思

います。まだ後、うちの方にいろいろ控えており ますので、それにバ トンタ ッチを した

いと思います。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男相 0

021番(奥住日出男君) 天野議員と黒川議員が、かなりの核心に触れましていろいろ

質疑されましたので、出尽くした感はあり ますけれども、 今、PKO法案、国会で、

議院でもって審議を継続されておりますし、板垣議員が、 閉じよう にこの意見書を何と

か採択してほしいということで、るる見解を述べられておりますので、同じような立場、

また考え方にのっとって、さらに中身について御質問をしたいと思います。私も、 でき

ればこの案に質成をしたいということで、いろいろとこれか ら聞いていきたい、 とこ ん

なふうに思います。あくまでも、できれば賛成 したい、 とこんなふうに思っていますか

ら。

まず、国連がPKOを設立した理由、これについて知っている範闘でもってお答えを

し、TこだきTこし、。
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それから、国連について、今どのような御認識でいらっしゃるかどうか。

それと、国際貢献ということで、どのようにお考えになっているかどうか。

それと、 PKO法案の大筋、いわゆる目的から最後までずっとるるあるわけですけれ

ども、これについて、この法案はどんなものなのか、わかりやすいように説明をしてい

ただきたい。

それと、国際社会で日本が生き抜いていくために何をなすべきなのか。これも、考え

方をお聞かせいただきたい。

それと、今、国際的に世界の平和秩序の構築が叫ばれておりまして、諸外国でいろい

ろと声明をされておるわけですけれども、平和の安定と維持について、どのようにお考

えになっておるか。

これはダブりますけれども、先ほど黒川議員の質問の中で、国際平和についてどう考

えているか、国際平和とは何なのだ、という質問に対して「戦争のない状態を言うJこ

ういう板垣議員の見解が示されました。では、そのために日本は何をなすべきなのか、

それをお聞かせいただきたい。

それから、板垣議員本人が、争いごとがあった場合に、仲裁に入ったことが、今まで

おありかどうか。その場合に、積極的に入っていったのか、あるいは見て見ぬ振りをし

て通り過ぎたのか、その辺のこと。

それから、派兵ということが言われましたけれども、派兵の能力、これについて、今

の我が国の自衛隊が持っている武器、あの武器でどのような戦いができるのかどうか。

戦争ができるような状態の武器を保持しているのかどうか。板垣議員の知っている範囲

で、お答えいただきたい。

それから、 PKOについては、武器を使って平和を維持しようとするものではない、

というふうに私は書物を読んで認識をしているつもりですけれども、そのことと武力の

行使、これとの関連、どのようにお考えなのか。

とりあえず以上の点について、考え方をまずお聞かせいただきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

の存在を決定するとき、国際の平和と安全を維持し回復するために、国連が何をなすべ

きかを理事会が決定することを定めている」こういうふうに述べているわけです。です

から、安全保障理事会などが中心となって世界のあるところで紛争や、あるいは平和の

破壊などがあったときに、それらの必要な対処をする。国際の平和と安全を維持すめた

に、あるいは回復するために、具体的な国連としての役割をどのように果たすかという

ことをいろいろと論議をして、そのーっとして、国連平和維持活動がある、というふう

に言っているわけです。

019番(板垣正男君) 一つ、国連についてどう考えているか、ということの御質問で

私は、国連の平和維持活動というのは、そういうことの活動の一つだというふうに、

これはこれとして率直に受けとめているわけでありますが、ただ日本が、 憲法との関係

で、この平和維持活動に自衛隊を派遣する、派兵する、こういうことは、私は容認でき

ない、こういうふうに先ほど来申し上げているわけであります。

そして、国際貢献をどのように考えているかということでありますけれど、あくまで

も非軍事的な手段による国際貢献を日本が果たすべきだ、このように考えておりますo

例えば、今朝の新聞に、ユニセフが92年版の子供白書を発表 したというのが伝えられ

ておりますが、毎週毎週25万人もの子供が死亡しているという内容のものが紹介されて

いるわけです。幾つかはあるんですけれど、代表的なものとして、そういう ことが現に

地球上に起きているということであれば、こうした問題に日 本も加わって、世界の子供

の命を守るということで、日本がどのように貢献できるかということを真剣にやはり探

究すべきじゃないか、ということなども、 一つの平和に対する貢献の仕方である。こう

いうふうに考えております。

PKO法案は一口に言ってどういうことなんだ、というふうに御質問がございました

が、これは私に言わせれば、まさに自衛隊を武装させて紛争当事国に派兵を行って武力

行使が行えるようにする、こういう内容の法案だというふうに解釈をしておりますo

それから、平和の安定、維持のために日本は何をなすべきか、ということであります

けれど、これは国連を中心にして世界の紛争を解決するという ことについては、既に日

本も国連に加盟しておりますから、それは国連を中心にして平和を探究するべきだ、と

そういうふうに考えております。その際、先ほど申し上げましたように、日本が武力行

使を伴うような参加の仕方ではなくて、非軍事的な方法で国連にそれなりの役割を日本

も果たしてし、く、ということが大切だと考えております。

それから、私自身がけんか等の仲裁に入ったことがあるかどうかということですが、

過去を振り返ってみますといろんなケースがありますけれど、これは、けんかとし、し、ま

ございます。

国際連合が国際の平和と安全を維持しようという、その方法の一つが平和維持活動だ、

とこういうふうに言っているわけであります。 Iその主要な責任は、安全保障理事会に

ある。国連憲章は安全保障理事会が平和に対する威嚇や平和の破壊、あるいは侵略行為
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すか、そういう人と人との争いの中に入って、まあ仲裁に入ったという経験はあります。

派兵の効力といいますか、一体、自衛隊が持つ武器で平和の維持といいますか、武力

行使ができるのか、というふうに御質問だと思うんですが、これも先ほど来申し上げて

おりますように、政府の説明はピストルとか機関銃というふうには言っておりますけれ

ど、これは国連平和維持軍の持つ武器の範囲というのは、国連事務総長が許容する範囲

ということになっておりますから、過去の例で申し上げますならば、かなりの銃火器ま

で持っていくことができるということで、現地に実際使われたことなどもあるわけです

から、そういうものに将来、拡大されていくということにもなっていくんではないか、

と思います。現に、死亡者が何人も出るような、そういう紛争が起きているところに武

器を使う。それはまさに武力行使以外の何物でもない、というふうに言わざるを得ない

と思いますo

武器の使用、武力の行使についての考え方、というふうに言われておりますけれど、

国連は、武力行使ということをはっきり言っているんで、す。(r国連の解釈、違うよJ

と呼ぶ者あり)ですから政府は、その国連の平和維持軍に参加するのにもかかわらず、

それとは全く違う解釈を成り立たせ、いや武器の使用なんだ、というふうに言われでも、

では武器の使用と武力の行使はどう違うんだというふうに、私たちは逆に、国民は疑問

に，思っているわけですから、そういうことはないんじゃないか。まさに武力の行使であ

る、というふうに私は解釈しておりますから、その違いというのは、言葉上の違いはあ

るかもしれませんけれど、実際は武力の行使になる。こういうふうに考えております。

大体、質問に答えてきたかと思います。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 先ほどのお二人の質問に対するお答えの域を脱出しないわけ

でございますけれども、何点か、私の質問した中で答えられてない部分もありますので、

もう一度お聞きしますけれども、国連がPKOを設立した理由、今、板垣議員は、武力

行使だということだから反対だ、というようなニュアンスの御答弁がございました。

日本は、今、国連の中で、安全保障理事会の中の非常任理事国ということで、選出を

されておるわけでございますけれども、立場上、それなりの国際協力、貢献、そういう

ことは当然やらなければならなし、。このことは十分理解をされていると思うんで、すo 派

兵という言葉を、さっきから再三使っておるわけでございますけれども、派兵というの

は、戦争をするための軍隊を派遣する、こんな形でとるわけです。戦争に行くというよ

うなことをとる。こういうことは一切言つてないんです。そういうことはないんで寸。

-684-

戦争に行くとは、どこにも書いてないんです、このPKO法案には。あくまでも PKO

というのは、武器を使って平和を維持しようとするものではないんだ、とこういうこと

を言っているわけです。

したがって、戦闘行為ではない。あくまでも先ほどから天野議員さんなり、あるいは

黒川議員さんがおっしゃられたような、戦後処理ということが大きな目的であるわけで

す。それをなぜ、自衛隊が武器をとって戦いに行くようなことに持っていってしまうの

か。大変危険な、私は考え方だと思うんです。 PKO法案に反対ということですから、

世界平和は維持しなくてもいし、と、極論すればそういうことになるんですよ。この今回

出されている意見書案は、あくまでも日野市議会として全会一致で何とか出したいとい

う。でも我々は、 こういう協力、 言ってみれば国際協力という ことは積極的にやるべき

である、そういう考え方なんです。それを、 これでは法案に反対だということですから、

もう根本的に入り口から違うんです。分かれちゃ っていますから、あくまでも空娠 りの

形になると思うんです。 言いっ放し、聞き っ放しのよう な形になるんですけれども、少

なくとも今、板垣議員が御回答されました派兵とい う言葉、武器の使用、 行使、 こうい

うことは、ちょ っとホ ップ、ステ ップ一一一ステップはなくて、いきなりジャンプしてい

るような、そんなように聞き取れるわけです。

ですから我々はだれだって戦争なんかしたくないわけでしょう 。ただ、今の日本が置

かれている立場、経済大国としての日本が、 国際貢献、何ができるのか。現憲法の中で。

こういうことを今、国会の中で一生懸命論議をされている。もちろんいろんな考え方が

ありますから、それはもう十分に論議をしても らわないと困る わけですけれども、 ここ

で言われているように、自衛隊の海外派兵法という ふうに言われちゃいますと、 ちょっ

と待ってくれよ、こういうことになるんです。ですから、 PKOを設立した理由、なぜ

PKOが設立されたのか。それに対して日本は協力するのか、しないのか。どんな協力

ができるのか。こういうことでやっているわけです。先ほど、ノーベル平和賞をも らっ

た、というようなお話もございました。全世界から PKOの評価というのは、かなりの

高い評価をいただいているわけです。日本も何とか平和を維持したし、。二度と戦争は嫌

だということで、いろんな面で協力をしたいという ことで、 こういう法案が私は出され

たということで、理解をしておるわけですけれども、 先ほど質問しました、 国際平和と

は戦争のない状態を言うんだという、こういう ことです。私もそう思うんです。板垣議

員の意見、見解と私も同じです。国際平和というのは、戦争のない状態だと。では、そ

のために日本は何をなすべきなのか。その辺をもう 少し突っ込んで、本音の部分を聞か
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019番(板垣正男君) 自衛隊の掃海挺の派遣は、私はすべきものではなかった‘この

ように考えております。これも憲法の第 9条から見て当然なことではないかというふう

に思っておりますし、今後も掃海挺をいろんなところに派遣するなどというようなこと

は、しない方がいい。やめるべきだ、このように考えております。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 世の中には流れというのがあるんです、流れというのが。ー

人だけが視野を狭くして、だれが何と言おうとおれはこう思うんだ、ということで生き

ていける場合と、そうでない場合があるんですよ。その辺はもう十二分に板垣議員の考

え方、あるいは人格をもってすれば、当然だというふうに返ってくると思いますけれど

も、あれは出すべきではなかったという、これはもう見解の相違です。私は、ああいう

ことをやることによって、諸外国から、日本とい う小さな島国が見直され、それなりに

国際協力なり 貢献をしているという評価をいただく、というふうにつながっていくもの

と確信をしているわけでございます。

戦争のない状態で、ある国際平和、この協力についてどう考えているのか。なかなか、

ずばりこうだ、というのが返ってこないんですけれども、板垣議員の場合には、 あくま

でも自衛隊を軍隊という位置づけでとら えて、 自衛隊が出るということは派兵なんだ、

兵隊が出ていくんだ、というふうに端から思っていますから、その域を脱しないとい う

ことになるわけですけれども、くどいようですけれども、日 本の自衛隊には派兵とい う

ふうに言えるような、武器なり弾薬なり、そうい ったものがき ちっ と備わってい るのか

どうかです。保持しているかどうか。その辺までよく御認識の上で、派兵と いう言葉を

お使いになるんだと思うんですが、どのく らいの量を持っておれば、外国と戦えるのか。

当然そういう裏づけ的な資料もお持ちだと思うんです。日本の自衛隊が持っている武器、

どういう武器がどのくらいあるのか、だから兵隊なんだ、戦いに行 くんだ、 というふう

に言えるのか。その辺、具体的にお聞かせいただきたいんです。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 自衛隊の装備は、どんな武器を持っているかというこ とを、一々

武器の種類、その性能、 量等を、ここで私は答弁するなんていうよう なこと は必要ない

と思うんです。 言われておりますように、 日本の自衛隊関係予算、軍事関係の予算と い

われておりますけれど、これは今、世界で有数の指折り数えるくら いの軍事費に膨れ

がっているわけですo 世界各国は日本の自衛隊の強化に非常に恐怖の念を持ってい ると

いうようなことなども、過去にはそういう発言なども あるく らい、 だからこそアジアの

諸国は日本の 自衛隊の海外派兵というものについて、 一番危倶する念を表明して、 遺憾

せてください。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 戦後、現在の憲法がつくられて40数年たつわけで、ありますけれ

ど、これは日本の自衛隊の海外派兵に大きな歯どめをかけてきた、こういうふうにも言

われているわけです。国際紛争には武力を持って対応しない、対処しない、こういう日

本の憲法から見るならば当然なことでもあったわけでありますけれど、平和的な手段に

よる方法、現在ある憲法をやはり前面に出して、国際紛争を非軍事的な手段によって解

決する。このことを日本はこれを舞台に大いに発言もし、またそういう提起を行ってい

くことが、私は平和への貢献の一つの重要なやっぱり柱になる。このように考えており

ます。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ただいまも派兵という言葉が使われたんですけれども、自衛

隊は兵隊さんじゃないんですよ O 兵隊じゃないんです、自衛隊というのは。日本には、

兵隊なんてないんですから。そういう名前のつくものは。軍隊もないし。なぜ、派兵と

いう言葉を使うのか。

0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

今日の自衛隊の規模などから見て、兵と言わないというふうな

解釈は、私は成り立たないんじゃないかというふうに思うんです。現に、先ほど最初に

申し上げましたように、韓国であるとか、その他アジアの諸国の政府の要人が、日本の

自衛隊の海外派兵について、非常に危倶をするという発言などがあることを紹介しまし

たけれど、私はそういうことは、やはり自衛隊を兵というふうに見た上での発言ではな

いか、というふうに思っております。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 全く理解をできないわけですけれども、今、日本がかなりの

輸入を各国からして、生計を立てているわけでございますけれども、掃海派遣部隊がこ

とし出されまして、国際的に国内よりも高い評価をいただいて、すばらしい国際貢献を

されたものだということで、関係者は、御家族の方ですけれども、大変喜んでいるとい

うニュースが流れました。あれも、私は掃海派遣部隊、このように見るわけですけれど

も、板垣議員は、どのようにあの行動を受けとめているか。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。
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であるとか、あるいは慎重にというような表現を使って、自衛隊の海外派兵をやめさせ

るようにという、やっぱり考えに基づいて発言をされているんだろうと思うんです。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 板垣議員、この意見書、今の御見解だと大変なことですよ、

こういうものを出したら。そういう見識で。そうでしょう。私はどのくらいの量がある

かわからない、そういうことを言っていて「軍事活動を行わせる自衛隊の海外派兵法J

とは何ですか。それなりの裏づけがあるんでしょう。きちっと答えてくださいよ、きちっ

と。

0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

自衛隊を海外に出すというのは、政府が提案してていることな

んですよ。私が提案しているんじゃないんです。政府が提案しているから、私はそれに

は反対だ、というふうに言っているんです。その自衛隊を私は派兵だというのを、私は

最初から申し上げているわけで、それを現地に行って武力紛争に割って入るというよう

なことは、日本は憲法の建前上やるべきではない、こういうことをはっきり申し上げて

いるわけです。

0議長(小山良悟君)

021番(奥住日出男君)

奥住日出男君。

PKO法案は、確かに国がやっているんですよ。内閣が提案

したものですから、板垣議員が出したものじゃないのは、私もわかります。

ただ、この文案を、日野市議会として内閣総理大臣に出すわけです、この意見書を。

その中に「軍事活動を行わせる自衛隊の海外派兵法Jとは何ですか、ということなんで

すよ。ここのところをよく説明してください。こういうことだから海外派兵法なんです

と。それを、我々もよくわからないと出せないでしょう、これ。日野市議会としてo

「何だ、日野市議会は。何もわかっていないでこういうものを出すのかj ということに

なるわけですよ。(r興奮しないJと呼ぶ者あり)興奮なんかしていないですよ。きちっ

と答えてくださいよ、そこのところを。私は知りませんじゃ、困るんですよ。国が、宮

沢総理大臣がこれを出しているんだから、おれが出しているんじゃないと、そういう聞

き直りなことを言っちゃだめですよo

0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

この国連平和維持活動、いわゆる PKO法案といわれる内容が、

自衛隊を武装させて海外に出すというわけでしょう。そのことが私は自衛隊の海外派兵

法とも言える、ということを言っているわけです。外国の人たちもそのことを、自衛隊
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が海外に出るということを危倶しているわけでしょう。単に紛争当事国に行って、身を

守るために武器を使用するんだとか、国連の指揮に従わないで、日本政府が独自に反対

して撤退させるんだ、なんていうことを言っても、これはとても納得できるものじゃな

いんです。これは、まさにこの法案の内容が、ここにも書いてありますように、武力行

使を含む軍事活動を行うわけですから、自衛隊の海外派兵法とも言える。そういう内容

を持ったものだ、ということを申し上げているわけですO

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) わかるんですよ。板垣議員のおっしゃるのは、わかるんです。

ただ、ここで言っているのは、派兵ということは兵隊を送る ことなんですよ。兵隊はど

こにいるんですか、 日本のどこに。兵隊が。それを言ってく だきいといって るの。だれ

が兵隊なのか。ねえ、 言ってくださいよ。それで兵の位はどう なのか。どこ にい るんだ

か、それを言ってください。

0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

私の考えでは、 自衛隊は、こ れは軍隊だと いうふうに私は考え

ているんで、すo これを軍事力といわずに、何と いう ふう に言っているのかわかりません

けれど、まさに日本は強力な軍隊を持っていると いう ふうに、 世界の人たちは見ている

んじゃないか、という ふうに私は判断してい るんですO

0議長(小山良悟君)

021番(奥住日出男君)

奥住日出男君。

それだったら、この際、 意見書を書き直しなさ いよ。自衛隊

なんて書かないで、 軍隊と書きなさ L、。 r武装した軍隊を海外に出動させてj と、 こう

きなさいよ。そう思っているんな ら。思っていなし、から、自衛阪と書いているんでしょ

う。そうじゃないんですか。 兵隊はどこにいるんですか。今、自衛隊は軍隊と言いまし

たねo 自衛隊は軍隊なんですか。あれが兵隊きんなんですか。怒りますよ、この家族は。

自衛隊、私も知っている人がし、ますけれども。御家族の方に聞いたら「と んでもなL、。

我々は国内でいろんな災害があって、 そう いうところにどんどん協力して国民のために

一生懸命頑張っているJと。軍隊じ ゃないんですよ。戦争をしているんじゃないんです

からo これ、どうなんですか。自衛隊と軍隊のあれは。

0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

奥住議員のおっしゃるように 「軍隊の海外派兵法」と書き直 し

たらどうか、というふうにおっしゃっておる ようですけれど、私は、そういうふうな

言を変えるという 考えはありません。自衛隊の海外派兵法とも言える、言えます、とい
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うふうに言っていることは適切な表現だ、こう考えています。

O議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 私、冒頭言いましたように、できることなら、この意見書に

賛成をして、出したいんですよ。出したいんです、これ、賛成して。だけれども、どう

してもこの「海外派兵Jというのが引っかかってしょうがないんです。兵隊さんを送る

ことになっちゃうから。兵隊さんはいないわけだから。これがどうしても引っかかるん

ですよ。だからなかなか賛成できないんです。

まして、このPKO法案に(iこじつけだねJと呼ぶ者あり)こじつけじゃないです

よ。向こうが言っているんだから。こじつけって。

ですから、いわゆる PKO法案に反対をすることはできないんです。平和を維持する

んですから。平和を維持しましようと。戦後処理でね。そういうことを言っているわけ

でしょう。軍隊を送って戦争をまた、冗談じゃない。戦争はやめるな、もうちょっとや

れ、こういうふうにけしかけるあれじゃないでしょう、これは。派兵じゃないんだから。

だからこの辺の文面がどうしても気になるから、よく板垣さんの考え方を聞いて「ああ、

そうなのか。だったら賛成して出したいなJこういうふうに持っていきたいんです。で

すから一生懸命聞いているんです。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) ぜひ、私の説明で御理解いただいて、この意見書案に賛成して

いただきたたいと思うんです。

それで、この、武装した自衛隊を海外に出動させて国際間の武力紛争の解決のために

云々というふうに続いている文は、私の解釈では、このPKO法案の核心をなすといい

ますか、その性格をよくあらわしているんではないか、こういうふうに私はとらえてい

るわけです。ですから、この点を変えろといわれでも、ちょっとポイ Y トをなくしてし

まうんじゃないか、というふうに思いますので、文章を奥住議員の気に入るようなこと

に変えるということは、これはできないので、この原案でぜひとも理解をしていただき

たい、と申し上げておきたいと思うんです。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 板垣議員が、ぜひ何とかこれで賛成していただきたいという

ことで、一生懸命、今、御答弁されている、というふうに言われました。国会でも、 P

KO法案を何とか認めていただきたいということで、今、一生懸命論議しているんですo

同じことなんです。小さなここが国会と思えばいいわけだから。ですから私は、より理
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解を深めたいし、日本が外国から取り残されたら困るわけです、国民の一人として。そ

のために何とかしなきゃいかんということで、今、一生懸命理解を求めているんですけ

れども。

軍隊がないのに、戦争に行くわけじゃないのに、海外派兵となると問題があるでしょ

う。それを板垣議員は、私はそう思っているからと。でも板垣さんは「何とか認めてく

ださい、何とかこれに賛同してくださいよ」ということを訴えているわけでしょう。で

すから、できることなら私も賛同したいんです。ですから、どこに軍隊がいるんですか、

ということを聞いているんですよ。そうしたら、あの自衛隊が軍隊だと。だったら、こ

れは自衛隊じゃなくて軍隊と書けばし、し、じゃないですか、と言っているんです。どうな

んですか、その辺は。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) PKO法案が、まさに海外に出動させる、こういう内容を持つ

たものなんです。ですから、自衛隊を海外に派兵する、こういう内容を持った法案だと

私は申し上げているわけです。

そこのところを、軍隊と変えろといっても、 自衛隊の海外派兵というのが最も適切な

表現だ、こういうふうに私は考えて、このように提案申し上げているわけです。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) さっき、 PKO法案てどういうものですかということで聞き

ましたら、私はこう思います、というふうに板垣議員から御答弁がございました。私が

PKO法案をずっと読んで認識したのは、武力行使というのは国際的な武力紛争の一環

として戦闘行為を意味しているものだ、こういう ことですO ところがPKOは武器を使っ

て平和を維持しようとするものではないんだということ、こういう政府見解があるわけ

です。それを何とかひとつ、そういうことなんだから認めてくださいよということを、

今、一生懸命やっているわけでしょう、国会で。ですから板垣さんも、これを何とかひ

とつ意見書としてみんな出しましょうよ、ということを言っているわけです。ですから

私も、くどいようですけれども、何とかできる ことなら板垣さんに協力したいなという

ことで言っているんだけれども、 一向に派兵ということをちっとも変えないもんだから。

兵隊に行くんじゃないんですよ、これ、兵隊に。そうで しょう。

さっき、天野議員なり黒川議員の方から、 この辺についてはもうるる説明がございま

した。私はもう 言いませんO 戦争に行くんじ ゃないんです。 戦後処理に行 くんですよ。

しかも頼まれて。先ほど板垣議員は、けんかの仲裁をやったことあるよと。頼ま れたん
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でしょうね。ですから、まあまあそれじゃおれが行ってあれしょうか、こういうことで

しょう。それに行くんですよ。頼まれて行くんですよ。みずから進んで行くんじゃない

んです。そういうものですよ、 PKO法案というのは。どうなんですか、その辺は。そ

れでも派兵なんですか。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 同じことを私は何回も申し上げているわけなんですが、派兵一

一今の自衛隊は武器を持って出かけるわけでしょう。ですから派兵といっても何も不思

議なことはないんじゃないかと思うんです。むしろ、その方が適切な表現だ、というふ

うなことを私は先ほど来、るる申し上げているわけです。(r何回言ったらわかるんだ。

いい加減にしろJと呼ぶ者あり)

国連に、この平和維持軍に参加している他の国々は(殺すんじゃないよ」と呼ぶ者あ

り)現に派兵、兵員、兵力だ、こういうふうに表現しているわけです。国連の文書なん

か見てもそうなっているんですが、これ、まさに派兵だというふうに解釈せざるを得な

いような法案の内容だ、というふうに私は申し上げているわけです。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 板垣議員が何回言ったらわかるんだと、不規則発言でいい加

減にしろというようなことがありましたけれども、今、これ、何をやっているんですか、

この場は。共産党さんから出された意見書案を何とか理解を深めて、できるものなら全

会一致で出したいな、とこういうことを一生懸命やっているわけでしょう。いい加減に

しろとは何ですか、いい加減にしろとは。とんでもないですよ、そんなことは。こんな

夜遅くまで、好き好んでやっているんじゃないですよ。日野市議会として、何とかもう

全員でやりたいなということでやっているわけでしょう。もっとまじめにやってくださ

い、まじめに。(rまじめに答弁しているよjと呼ぶ者あり)まじめに答弁じゃないで

すよ。自衛隊を軍隊だ、戦争に行くんだ、と言っているでしょう。そうなんですか。今

のPKO法案は、戦争に行くんですか。どうなんですか、 PKO法案。戦争に行くと書

いであるんですか。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) ここに述べてありますように、今の政府が提案しております国

連平和維持活動協力法案は、その内容全体を見て、自衛隊を武器を持たせ海外に出す、

こういうものでしょう。ですから私は、それは武力行使を含む軍事活動になる。したがっ

て、言いかえれば自衛隊の海外派兵法とも言えるんですよ、ということをここで述べて
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いるわけですよ。これほどはっきりしていることはない、と私は考えているんです。

O議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) まだまだ、あと十何人いますから、同じようなことが出ると

思うんで、最後にしたいと思うんですけれども、では具体的に、今、板垣議員が、これ

は軍隊を海外に派兵するんだ、戦争に行くんだ、という見解であるから、かぎ括弧まで

つけて出したという、こういう見解です。

であるならば、この国際連合平和維持活動協力に対する法律案の、第何章の第何条の

どこに書いてあるのか、ずばり言ってください。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 第何章何条にこういう文書がある とか という ことを、私は申し

上げているわけじゃないんで、すo この法案を、 全体を見て、自衛隊を海外に出すという

こと自体が、私は自衛隊の海外派兵法とも言える ようなものだ、こういう ふう に申し上

げているわけです。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) r第何章の第何条にあるから、よく読めJと言って くださ い。

法律を、私は持っていますから、 読みますか ら。それじゃないと、これ、そんな状態で

出せませんよ、意見書を。内閣総理大臣宛てに。個人で出すん じゃないんですよ。日野

市議会として出すんですから。 30名総意のもと。16万市民として選ばれた方たちが。い

いですか、どこに書いてあるかわからないなんて、 それじゃだめですよ。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 何条に書いてあるかわか らんとは言つてないんで、すo 何条に

いであるから自衛隊の海外派兵法だというふうに私は言っている ということは、言って

ないんです、 最初からo そういうことは言つてないんです。自衛隊を武装させて海外に

出させるというのは、このPKO法案の協力法案ですか ら、それはま さに自衛隊の海外

派兵法とも言えるものじゃないか、ということ を私は言っているんで‘すo

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 法案に反対する意見書案なんです、これo ですから法案を雪

わなきゃ。どこが武力行使なのか、それを言ってくださ い。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 武器を持たせて海外に出すと いうことが、法案・…・・(rだから、

どこに書いであるのよJと呼ぶ者あり)それは海外・一...法案を持っておられないのかど
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うかわかりませんけれど、何条云々は、この意見書の中に述べてありますように、法案

全体が自衛隊を武器を持たせて出す、海外に出すというところを、私は自衛隊の海外派

兵法とも言えるんだ、ということを申し上げているんで、す。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ですから、何条に書いてあるのか言ってください。武器を持つ

て出るということがどこに書いてあるのか、言ってください。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 政府の国会答弁でも、そのことはさんざんしゃべっていますよ。

説明しでありますよ。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ですから、法案に反対なんですから、どこにそれが当たるの

か、武力行使が。それを言ってくださいっていうのo

0議長(小山良悟君)

019番(板垣正男君)

板垣正男君。

法案の全体を指して私は申し上げているということなんです。

先ほどから、そういうふうに申し上げているわけです。(rそれは無茶だよ。これはも

うだめだ」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 今、法案全体を見て言う、というようなことを言われました。

そんな状態で出されたこの法案、意見書案ですから、また後ほどの意見の中で述べさせ

てもらいますけれども、そういう状態で出されたということだけ、よくわかりました。

ほかの人に譲ります。

0議長(小山良悟君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後10時56分休憩

後、再開に至らず閉会
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